
まとめ資料比較表 〔46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 添付資料〕 
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実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
島根２号炉の代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイ・ポンプ運転の場合に逃がし安全弁２個を作動させるインターロックとなっ
ている

② 島根２号炉の逃がし安全弁窒素ガス供給系は，ADS機能用Accは流路とせず，逃がし弁機能用Accを流路とするため，ADS機能用AccをSA設備としない

③ 島根２号炉は柏崎6/7と同様に，逃がし安全弁窒素ガス供給系によりすべてのSRVを動作可能とし，全SRVをSA設備とする

④ 島根２号炉は，逃がし安全弁窒素ガス供給系により全てのSRVに窒素供給し動作可能な設計としているため，窒素ガス代替供給設備は自主対策設備とする

⑤ 柏崎6/7（ABWR），東海第二（Mark-Ⅱ）及び島根２号炉（Mark-Ⅰ改）のPCV最高使用圧力の相違

⑥ 東海第二は，ブローアウトパネルが開放せずともIS-LOCA隔離弁の現場操作が可能である

⑦ IS-LOCA時隔離弁の相違

⑧ 島根２号炉は逃がし弁機能による減圧をSAとして整理

⑨ 全SRV総数の相違

⑩ 東海第二は，SA時のSRVによる減圧において逃がし弁機能用Accを流路とせず，ADS機能用Accを流路とするため，逃がし弁機能用Accを用いた減圧をSA設備としない

⑪ 島根２号炉は柏崎6/7と同様に，ＳＡ事象と重畳する自然現象の規模を検討し，環境条件として地震，風（台風），凍結，降水，積雪を考慮することとしている

⑫
島根２号炉は，悪影響を及ぼさないよう考慮して，自動減圧起動阻止スイッチを２個，代替自動減圧起動阻止スイッチを１個設置しているが，柏崎6/7及び東海第二は，自動減圧
起動阻止用と代替自動減圧起動阻止用を共用として起動阻止スイッチを２個設置している

⑬ 東海第二は緊急用電源切替盤を代替所内電気設備としているため，57条に記載する整理としている

⑭ 島根２号炉は，燃料補給設備は57条で記載する整理としている

⑮ 島根２号炉の主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，転倒防止対策としてボルトによる固定を行う

⑯ 島根２号炉は，配備するボンベ個数により７日間以上の減圧維持が可能であり十分な予備数も確保しているため，取替はSAとしない

⑰
島根２号炉は，SBO時におけるRCIC等の運転中の圧力制御に必要なN2ボンベ個数に加え，７日間の減圧に必要なN2ボンベ個数（計15個）に余裕をもたせたボンベ個数（20個）を常
時インサービスし，残りのN2ボンベ(10個)は隔離した状態で保管しており，インサービスしているボンベが枯渇した場合は隔離しているボンベに切替える運用とする

⑱ 設備設計の相違による運用の相違

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備【46 条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

第四十六条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダ

リが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電

用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するために必要な設備を設けなければ

ならない。 

 

（解釈） 

１ 第 46条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため，

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

(1) ロジックの追加 

a）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃が

し安全弁を作動させる減圧自動化ロジックを設けること

（BWRの場合）。 

（2） 可搬型重大事故防止設備 

a）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃が

し安全弁（BWRの場合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃が

し弁（PWRの場合））を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代替直流電

源設備を配備すること。 

b）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動

させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、

可搬型コンプレッサー又は窒素ボンベを配備すること。 

c）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の

環境条件において確実に作動すること。 
 

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備【46条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

第四十六条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウン

ダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備を設けな

ければならない。 

 

（解釈） 

１ 第 46条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため，

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備をいう。 

(1) ロジックの追加 

a）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃が

し安全弁を作動させる減圧自動化ロジックを設けること

（BWRの場合）。 

（2） 可搬型重大事故防止設備 

a）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃が

し安全弁（BWRの場合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃が

し弁（PWRの場合））を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代替直流

電源設備を配備すること。 

b）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動

させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよ

う、可搬型コンプレッサー又は窒素ボンベを配備すること。 

c）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の

環境条件において確実に作動すること。 

 

 

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備【46条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

第四十六条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダ

リが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電

用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するために必要な設備を設けなければ

ならない。 

 

（解釈） 

１ 第４６条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

(1) ロジックの追加 

a）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃が

し安全弁を作動させる減圧自動化ロジックを設けること

（BWRの場合）。 

（2） 可搬型重大事故防止設備 

a）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃が

し安全弁（BWRの場合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃が

し弁（PWRの場合））を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代替直流電

源設備を配備すること。 

b）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動

させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、

可搬型コンプレッサー又は窒素ボンベを配備すること。 

c）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の環

境条件において確実に作動すること。 
 

 

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

3.3.1 設置許可基準規則第 46条への適合方針 

 

 

 

 

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

3.3.1 設置許可基準規則第 46条への適合方針 

重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧

の状態である場合，発電用原子炉の減圧及び低圧状態（動作可

能な低圧注水ポンプにて炉心への注水維持可能な状態）を維持

するために必要な数量※１の逃がし安全弁を作動させ原子炉冷却

3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

3.3.1 設置許可基準規則第 46条への適合方針 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.3.1 項にて
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原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために，

以下の逃がし安全弁の作動に必要な措置及び設備を設ける。 

(1) 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）（設置許可基

準規則解釈の第１項(1)a））

設計基準事故対処設備が有する原子炉の自動減圧機能が

喪失した場合において，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するため，原子炉水位低(レベル 1)及び残留熱除去系ポンプ

運転(低圧注水モード)の場合に，逃がし安全弁(4個)を作動

させる減圧自動化ロジックを設ける。 

材圧力バウンダリを減圧することで，炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止可能な設計とする。 

※1 炉心の崩壊熱量が大きな重大事故等発生直後の事象初

期であって，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態か

ら常設低圧代替注水系ポンプで注水維持可能な低圧状

態まで減圧させる場合には 7個（残留熱除去系ポンプ又

は低圧炉心スプレイ系ポンプ（以下「残留熱除去系ポン

プ（低圧注水系）等」という。）を動作させる場合は 2

個）の逃がし安全弁を作動させることで必要な減圧容量

を確保可能な設計とする。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失し

た場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するため，以下の逃がし安全弁の作動に必要な措置を

講じた設計とする。 

(1) 過渡時自動減圧ロジック（過渡時自動減圧機能）（設置許

可基準規則の解釈第 1項（1）a）） 

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の自動減圧機

能が喪失した場合において，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するため，原子炉水位異常低下（レベル１）及び残留熱

除去系ポンプ（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ

が運転している場合に，逃がし安全弁（自動減圧機能）2個を

作動させる減圧自動化ロジックを設ける。  

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために，

以下の逃がし安全弁の作動に必要な措置及び設備を設ける。 

(1) 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）（設置許可基準

規則解釈の第１項(1)a)）

設計基準事故対処設備が有する原子炉の自動減圧機能が喪

失した場合において，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るため，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ運

転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ・ポンプ運転の

場合に，逃がし安全弁（２個）を作動させる減圧自動化ロジ

ックを設ける。 

記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の代替自

動減圧ロジック（代替自

動減圧機能）は，残留熱

除去ポンプ又は低圧炉

心スプレイ・ポンプ運転

の場合に逃がし安全弁

２個を作動させるイン

ターロックとなってい

る（以下，①の相違） 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉の逃がし

安全弁窒素ガス供給系

は，ADS機能用 Accは流

路とせず，逃がし弁機能

用 Acc を流路とするた
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(2) 逃がし安全弁機能回復（可搬型代替直流電源供給）（設置

許可基準規則解釈の第１項(2)a））

逃がし安全弁の作動に必要な常設直流電源系統が喪失し

た場合でも，AM用切替装置(SRV)を切り替えることで，可搬

型直流電源設備からの供給により逃がし安全弁（8個）の作

動が可能な設計とする。 

また，駆動回路に逃がし安全弁用可搬型蓄電池を接続する

ことで，逃がし安全弁（2 個）の手動による作動が可能な設

計とする。 

(3) 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給）（設置許可基準規

則解釈の第１項(2)b))

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のう

ち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備と

して，高圧窒素ガス供給系を使用する。 

高圧窒素ガス供給系は，逃がし安全弁の作動に必要な逃が

し弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュムレ

ータの充填圧力が喪失した場合において，高圧窒素ガス供給

系の高圧窒素ガスボンベにより，全ての逃がし安全弁(18 個)

への窒素ガス供給が可能な設計とする。 

(2) 逃がし安全弁機能回復（代替直流電源供給及び逃がし安全

弁用可搬型蓄電池供給）（設置許可基準規則解釈の第 1項（2）

a）） 

逃がし安全弁の作動に必要な所内常設直流電源設備が喪失

した場合は，可搬型代替直流電源設備からの電源供給により，

逃がし安全弁（自動減圧機能）7個の作動が可能な設計とする。 

また，作動回路に逃がし安全弁用可搬型蓄電池を接続する

ことで，逃がし安全弁（自動減圧機能）2個の作動が可能な設

計とする。 

なお，可搬型代替直流電源設備ではないが，常設代替直流

電源設備からの電源供給により，逃がし安全弁（自動減圧機

能）7個の作動が可能な設計とする。 

(3) 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給）（設置許可基準規

則解釈の第 1項（2）b））

逃がし安全弁の作動に必要なアキュムレータ（逃がし弁機

能用及び自動減圧機能用）の供給圧力が喪失した場合は，非

常用窒素供給系の高圧窒素ボンベにより，逃がし安全弁（自

動減圧機能）7個への窒素供給が可能な設計とする。 

(2) 逃がし安全弁機能回復（可搬型代替直流電源供給）（設置許

可基準規則解釈の第１項(2)a)）

逃がし安全弁の作動に必要な常設直流電源系統が喪失した

場合でも，ＳＲＶ用電源切替盤を切り替えることで，可搬型

直流電源設備からの供給により逃がし安全弁（８個）の作動

が可能な設計とする。 

また，駆動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）

を補助盤室にて接続することで，逃がし安全弁（２個）の作

動が可能な設計とする。 

(3) 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給）（設置許可基準規則

解釈の第１項(2)b)）

原子炉冷却材圧カバウンダリを減圧するための設備のう

ち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備と

して， 逃がし安全弁窒素ガス供給系を使用する。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，逃がし安全弁の作動に必

要な逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの充填圧力

が喪失した場合において，逃がし安全弁窒素ガス供給系の逃

がし安全弁用窒素ガスボンベにより，全ての逃がし安全弁（12

個）への窒素ガス供給が可能な設計とする。 

め，ADS機能用 Accを SA

設備としない（以下，②

の相違） 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は柏崎

6/7 と同様に，逃がし安

全弁窒素ガス供給系に

よりすべての SRV を動

作可能とし，全 SRV を
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(4) 逃がし安全弁の背圧対策（設置許可基準規則解釈の第１項

(2)c)） 

想定される重大事故等の環境条件を考慮して，原子炉格納

容器圧力が仮に設計圧力の２倍の状態（620kPa[gage]）とな

った場合においても逃がし安全弁を確実に作動するために

必要な圧力を供給可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 原子炉建屋ブローアウトパネル 

格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA)発生

時において，原子炉建屋ブローアウトパネルは，開放設定圧

力に到達した時点で自動的に開放することにより原子炉建

屋原子炉区域内の圧力及び温度を低下させることが可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減圧 

逃がし安全弁の作動に必要なアキュムレータ（逃がし弁機

能用及び自動減圧機能用）の供給圧力が喪失した場合は，非

常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒素ボンベより，逃がし安全

弁（逃がし弁機能）に直接窒素を供給することで，逃がし安

全弁（逃がし弁機能）4個の作動が可能な設計とする。  

 

 

 

 

 

(5) 逃がし安全弁の背圧対策（設置許可基準規則解釈の第 1項（2）

c）） 

非常用窒素供給系及び非常用逃がし安全弁駆動系は，想定

される重大事故等時の環境条件を考慮して，格納容器圧力が

仮に設計圧力の 2倍の状態（2Pd）となった場合でも，逃がし

安全弁を確実に作動させることができるように，高圧窒素ボ

ンベの供給圧力を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 逃がし安全弁の背圧対策（設置許可基準規則解釈の第１項

(2)c)） 

想定される重大事故等の環境条件を考慮して，原子炉格納

容器圧力が仮に設計圧力の２倍の状態（853kPa[gage]）とな

った場合においても逃がし安全弁を確実に作動するために必

要な圧力を供給可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）

発生時において，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

は，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放することに

より原子炉建物原子炉棟内の圧力及び温度を低下させること

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

SA 設備とする（以下，

③の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，逃がし

安全弁窒素ガス供給系

により全ての SRV に窒

素供給し動作可能な設

計としているため，窒素

ガス代替供給設備は自

主対策設備とする（以

下，④の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

柏崎 6/7（ABWR）,東

海第二（Mark-Ⅱ）及び

島根２号炉（Mark-Ⅰ改）

の PCV 最高使用圧力の

相違（以下，⑤の相違） 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

東海第二は，ブローア

ウトパネルが開放せず

とも IS-LOCA 隔離弁の

現場操作が可能である

（以下，⑥の相違） 
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その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

において，その機能を期待するため，以下の設備を重大事故等対

処設備(設計基準拡張)と位置付ける。 

(6) インターフェイスシステム LOCA隔離弁

インターフェイスシステム LOCA隔離弁である高圧炉心注

水系注入隔離弁は，格納容器バイパス(インターフェイスシ

ステム LOCA)発生時において，弁の手動操作により原子炉冷

却材の漏えい箇所を隔離する機能を有する。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，

以下を整備する。 

(7) 復旧手段の整備

設計基準事故対処設備である逃がし安全弁(自動減圧機能

付き)が全交流動力電源喪失又は常設直流電源喪失により発

電用原子炉の減圧ができない場合に，代替電源により逃がし

安全弁の作動に必要な直流電源を確保し，逃がし安全弁を復

旧することで発電用原子炉を減圧する。 

なお，電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準

規則第 57条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための自主

対策設備として，以下を整備する。 

(6) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に用いる設備

インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁（高圧炉心スプ

レイ系注入弁，原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁，低圧炉心

スプレイ系注入弁，残留熱除去系Ａ系注入弁，残留熱除去系

Ｂ系注入弁及び残留熱除去系Ｃ系注入弁）は，インターフェ

イスシステムＬＯＣＡ時において，現場で弁を操作すること

により原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離する機能を有する。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段とし

て，以下を整備する。 

(7) 復旧手段の整備

全交流電動力電源喪失が原因で常設直流電源喪失が発生し

ている場合は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替直流電

源設備により，逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要

な直流電源を給電して原子炉減圧を実施する。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基

準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための自主

対策設備として，以下を整備する。 

(8) 逃がし安全弁（逃がし弁機能）の手動操作による減圧

窒素供給系が健全で，逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作

動に必要となる窒素が，逃がし弁機能用アキュムレータに供

給されている場合に，逃がし安全弁（逃がし弁機能）を開操

作することで原子炉圧力容器バウンダリを減圧する。窒素供

給系は，耐震Ｓクラス設計ではなくＳＳ機能維持を担保でき

ないが，使用可能であれば原子炉圧力バウンダリを冷却する

手段として有効である。 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

において，その機能を期待するため，以下の設備を重大事故等対

処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

(6) インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁

インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁である残留熱除

去系注水弁及び低圧炉心スプレイ系注水弁は，格納容器バイ

パス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）発生時において，

弁の手動操作により原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離する機

能を有する。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，

以下を整備する。 

(7) 復旧手段の整備

設計基準事故対処設備である逃がし安全弁（自動減圧機能

付き）が全交流動力電源喪失又は常設直流電源喪失により発

電用原子炉の減圧ができない場合に，代替電源により逃がし

安全弁の作動に必要な直流電源を確保し，逃がし安全弁を復

旧することで発電用原子炉を減圧する。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための自主

対策設備として，以下を整備する。 

・記載方針の相違

【東海第二】 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

IS-LOCA 時隔離弁の

相違（以下，⑦の相違） 

・運用の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は逃がし

弁機能による減圧を SA

として整理（以下，⑧の

相違） 

添3.3-6



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

(8) 手動(タービンバイパス弁，タービン制御系)による原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧 

主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常設所内電源が健全

で，復水器の真空が維持できている場合に，タービンバイパ

ス弁を開操作することで原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 直流給電車接続による減圧 

直流給電車は，可搬型代替交流電源設備(電源車)の交流電

源を整流することにより，直流電源を供給することができ，

直流 125V主母線盤に接続することで，逃がし安全弁の機能

を回復させて原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する。 

 

 

(10) 代替逃がし安全弁駆動装置による原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの減圧 

代替逃がし安全弁駆動装置は，逃がし安全弁機能回復(代

替窒素供給)との独立性，位置的分散を考慮した系統構成で，

代替逃がし安全弁駆動装置からの窒素ガスを，手動操作によ

り逃がし安全弁(自動減圧機能なし 10個のうち 4個)に供給

する。 

代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安全弁の作動は，

電磁弁操作を必要とせず，排気ポートから直接逃がし安全弁

駆動用アクチュエータに高圧窒素ガスを供給することで，逃

がし安全弁を開操作することができる。 

(9) タービン・バイパス弁の手動操作による原子炉の減圧 

 

主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常用母線が健全で，

復水器の真空状態が維持できている場合に，タービン・バイ

パス弁を開操作することで原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧する。タービン・バイパス弁は，耐震Ｓクラス設計ではな

くＳＳ機能維持を担保できないが，使用可能であれば原子炉

圧力バウンダリを冷却する手段として有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(8) 手動（タービン・バイパス弁，タービン制御系）による原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧 

主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常設所内電源が健全

で，復水器の真空が維持できている場合に，タービン・バイ

パス弁を開操作することで原子炉冷却材圧カバウンダリを減

圧する。 

 

 

(9) 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）接続による減

圧 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）は，原子炉建

物内で中継端子箱に接続し，逃がし安全弁（ＲＶ202－１Ｂ，

１Ｍ）を開放することにより原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧する。 

 

 

(10) 直流給電車接続による減圧 

直流給電車は，可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）

の交流電源を整流することにより，直流電源を供給すること

ができ，Ｂ－115Ｖ系の直流母線に接続することで，逃がし

安全弁の機能を回復させて原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧する。 

 

(11) 窒素ガス代替供給設備による原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧 

窒素ガス代替供給設備は，逃がし安全弁機能回復（代替窒

素供給）との独立性，位置的分散を考慮した系統構成で，代

替逃がし安全弁駆動装置からの窒素ガスを，手動操作により

逃がし安全弁（自動減圧機能なし６個のうち２個）に供給す

る。 

窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁の作動は，電磁

弁操作を必要とせず，排気ポートから直接逃がし安全弁駆動

用アクチュエータに窒素ガスを供給することで，逃がし安全

弁を開操作することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は自主対

策設備として原子炉建

物内にも主蒸気逃がし

安全弁用蓄電池を設置

している 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は柏崎

6/7 と同様に自主対策

設備として直流給電車

を配備している 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 
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(10) 逃がし安全弁機能回復（可搬型窒素供給装置（小型））

非常用窒素供給系の予備の高圧窒素ボンベによる窒素供給

圧力が低下した場合は，可搬型窒素供給装置（小型）を非常

用窒素供給系に接続し，自動減圧機能用アキュムレータに窒

素を供給することで，逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能

を回復させて，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する。可

搬型窒素供給装置（小型）は，自動減圧機能用アキュムレー

タへの窒素供給に時間を要するが，使用可能であれば原子炉

圧力バウンダリを冷却する手段として有効である。 

・設備の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，可搬式

窒素供給装置を用いた

逃がし弁機能用 Acc へ

の窒素供給を行う設計

としない 

3.3.2 重大事故等対処設備 

3.3.2.1 逃がし安全弁 

3.3.2.1.1 設備概要 

逃がし安全弁は原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力上

昇を防止するため原子炉格納容器内の主蒸気系配管に設置され

た重大事故等対処設備であり，主蒸気系からの排気は，排気管

によりサプレッション・チェンバのプール水面下に導き凝縮す

るようにする。 

逃がし安全弁は，バネ式(アクチュエータ付)で，アクチュエ

ータにより逃がし弁として作動させることもできるバネ式安全

弁である。 

すなわち，逃がし安全弁は，バネ式の安全弁に，外部から強

制的に開閉を行うアクチュエータを取付けたもので，蒸気圧力

がバネの設定圧力に達すると自動開放するほか，外部信号によ

ってアクチュエータのピストンに，逃がし弁機能用アキュムレ

ータ及び自動減圧機能用アキュムレータに蓄圧された窒素を供

給してアクチュエータを作動させ，弁を強制的に開放すること

ができる。 

逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュム

レータは通常運転時に不活性ガス系及び高圧窒素ガス供給系よ

り窒素が供給されており，アクチュエータの作動に必要となる

圧力を上回る窒素圧力を蓄えることで，確実に逃がし安全弁の

作動が可能な設計とする。 

なお，不活性ガス系は設計基準対象施設であり，重大事故等

時に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置

付けない。 

なお，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態

である場合において，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

3.3.2 重大事故等対処設備 

3.3.2.1 逃がし安全弁 

3.3.2.1.1 設備概要 

逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力

上昇を防止するため，原子炉格納容器内の主蒸気配管に設置さ

れた重大事故等対処設備であり，発電用原子炉の蒸気を，排気

管によりサプレッション・プール水面下に導き凝縮するように

する。 

逃がし安全弁は，バネ式の安全弁に外部から強制的に開閉を

行う空気式のアクチュエータを取付けたもので，蒸気圧力がス

プリングの設定圧力に達すると自動開放する安全弁機能のほ

か，外部信号によってアクチュエータのピストンに，アキュム

レータに蓄圧された窒素を供給してアクチュエータを作動させ

弁を強制的に開放する逃がし弁機能及び自動減圧機能がある。 

また，アキュムレータは，逃がし弁機能用及び自動減圧機能

用のアキュムレータが各々の機能別に設置されており，通常運

転時は窒素供給系から窒素供給されている。 

3.3.2 重大事故等対処設備 

3.3.2.1 逃がし安全弁 

3.3.2.1.1 設備概要 

逃がし安全弁は原子炉冷却材圧カバウンダリの過度の圧力上

昇を防止するため原子炉格納容器内の主蒸気系配管に設置され

た重大事故等対処設備であり，主蒸気系からの排気は，排気管

によりサプレッション・チェンバのプール水面下に導き凝縮す

るようにする。 

逃がし安全弁は，バネ式（アクチュエータ付）で，アクチュ

エータにより逃がし弁として作動させることもできるバネ式安

全弁である。 

すなわち，逃がし安全弁は，バネ式の安全弁に，外部から強

制的に開閉を行うアクチュエータを取付けたもので，蒸気圧力

がバネの設定圧力に達すると自動開放するほか，外部信号によ

ってアクチュエータのピストンに，逃がし安全弁逃がし弁機能

用アキュムレータに蓄圧された窒素を供給してアクチュエータ

を作動させ，弁を強制的に開放することができる。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは通常運転時に

窒素ガス供給系及び逃がし安全弁窒素ガス供給系より窒素が供

給されており，アクチュエータの作動に必要となる圧力を上回

る窒素圧力を蓄えることで，確実に逃がし安全弁の作動が可能

な設計とする。 

なお，窒素ガス供給系は設計基準対象施設であり，重大事故

等時に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位

置付けない。 

なお，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態

である場合において，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

・記載方針の相違

【東海第二】 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

 東海第二は，3.3.2.1.

1(5)項以降にて記載 

添3.3-8



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

熱による原子炉格納容器の破損を防止するため，逃がし安全弁

を手動開操作して発電用原子炉を減圧することが可能な設計と

する。 

逃がし安全弁，逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧

機能用アキュムレータに関する系統概要図を図 3.3-1に，逃が

し安全弁の設備概要図を図 3.3-2に，重大事故等対処設備一覧

を表 3.3-1に示す。 

 

(1) 逃がし弁機能 

本機能における逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウン

ダリの過度の圧力上昇を抑えるため，原子炉圧力高の信号に

より，逃がし弁機能用アキュムレータに蓄圧された窒素をア

クチュエータのピストンに供給して強制的に開放する。 

 

 

 

 

 

(2) 安全弁機能 

本機能における逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウン

ダリの過度の圧力上昇を抑えるため，逃がし弁機能のバック

アップとして，圧力の上昇に伴いスプリングに打ち勝って自

動開放されることにより，原子炉冷却材圧力バウンダリの最

も過酷な圧力変化の場合にも原子炉圧力が最高使用圧力の

1.1 倍を超えないように設計されている。 

なお，18個の逃がし安全弁は，すべてこの機能を有してい

る。 

 

 

(3) 手動による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔手動操作による逃

がし弁機能用アキュムレータの窒素をアクチュエータに供

給して 18個の弁を作動することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 逃がし弁機能 

逃がし弁機能は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧

力上昇を抑えるため，原子炉圧力高の信号により，逃がし弁

機能用アキュムレータに蓄圧された窒素をアクチュエータの

ピストンに供給して弁を強制的に開放する。 

 

18個の逃がし安全弁は，全てこの機能を有している。 

  

 

 

(2) 安全弁機能 

安全弁機能は，原子炉冷却材圧力バウンダリの過度の圧力

上昇を抑えるため，逃がし弁機能のバックアップとして，圧

力の上昇に伴いスプリングに打ち勝って自動開放されること

により，原子炉冷却材圧力バウンダリの最も過酷な圧力変化

の場合にも原子炉圧力が最高使用圧力の 1.1倍を超えない設

計とする。 

18個の逃がし安全弁は，全てこの機能を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱による原子炉格納容器の破損を防止するため，逃がし安全弁

を手動開操作して発電用原子炉を減圧することが可能な設計と

する。 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレー

タに関する系統概要図を図 3.3-1に，逃がし安全弁の設備概要

図を図 3.3-2に，重大事故等対処設備一覧を表 3.3-1に示す。 

 

 

(1) 逃がし弁機能 

本機能における逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウン

ダリの過度の圧力上昇を抑えるため，原子炉圧力信号により，

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータに蓄圧された窒

素をアクチュエータのピストンに供給して強制的に開放す

る。 

なお，12個の逃がし安全弁は，すべてこの機能を有してい

る。 

 

 

(2) 安全弁機能 

本機能における逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧カバウン

ダリの過度の圧力上昇を抑えるため，逃がし弁機能のバック

アップとして，圧力の上昇に伴いスプリングに打勝って自動

開放されることにより，原子炉冷却材圧力バウンダリの最も

過酷な圧力変化の場合にも原子炉圧力が最高使用圧力の 1.1

倍を超えない設計とする。 

なお，12個の逃がし安全弁は，すべてこの機能を有してい

る。 

 

 

(3) 手動による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔手動操作による逃

がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの窒素をアクチュ

エータに供給して 12個の弁を作動することが可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 全 SRV総数の相違（以

下，⑨の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑨の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，SA 時の

SRV による減圧におい

て逃がし弁機能用 Acc

を流路とせず，ADS機能

用 Acc を流路とするた

め，逃がし弁機能用 Acc

を用いた減圧を SA 設備
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また，18個の逃がし安全弁のうち 8個については，逃がし

安全弁機能用アキュムレータとは独立した自動減圧機能用

アキュムレータを有しており，中央制御室からの遠隔手動操

作による自動減圧機能用アキュムレータの窒素をアクチュ

エータに供給することにより弁を作動することも可能な設

計とする。 

なお，格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA)

発生時において，原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷箇所の

発見又は隔離ができない場合の重大事故等対処設備として，

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作によって弁を作

動し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させることで原子

炉冷却材の漏えいを抑制できる設計とする。 

(4) 逃がし弁機能用アキュムレータ

アキュムレータのうち，逃がし弁機能用アキュムレータ

は，逃がし安全弁が逃がし弁機能により原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの過度の圧力上昇を抑えるために必要な駆動用窒

素を供給する。 

逃がし弁機能用アキュムレータは，通常運転時に不活性ガ

ス系及び高圧窒素ガス供給系より窒素供給されており，アク

チュエータ作動に必要となる圧力を上回る窒素圧力をあら

かじめ保有することが可能な設計とする。 

(3) 自動減圧機能

自動減圧機能は，非常用炉心冷却系の一部であり，原子炉

水位異常低とドライウェル圧力高の両方の信号により，自動

減圧機能用アキュムレータに蓄圧された窒素をアクチュエー

タのピストンに供給して弁を強制的に開放し，中小破断事故

時に原子炉圧力を速やかに低下させて，残留熱除去系ポンプ

（低圧注水系）等の早期の注水を促す。 

18個の逃がし安全弁のうち，7個がこの機能を有している。 

(4) 逃がし弁機能用アキュムレータ

逃がし弁機能用アキュムレータは，逃がし安全弁が逃がし

弁機能によって強制的に開放するために必要な駆動用窒素を

供給する。 

逃がし弁機能用アキュムレータは，通常運転時に窒素供給

系より窒素供給されている。 

なお，格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯ

ＣＡ）発生時において，原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷

箇所の発見又は隔離ができない場合の重大事故等対処設備と

して，逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作によって

弁を作動し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させること

で原子炉冷却材の漏えいを抑制できる設計とする。 

(4) 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ

アキュムレータのうち，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキ

ュムレータは，逃がし安全弁が逃がし弁機能により原子炉冷

却材圧力バウンダリの過度の圧力上昇を抑えるために必要な

駆動用窒素ガスを供給する。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，通常運転

時に窒素ガス制御系及び逃がし安全弁窒素ガス供給系より窒

素ガス供給されており，アクチュエータ作動に必要となる圧

力を上回る窒素圧力をあらかじめ保有することが可能な設計

とする。 

としない（以下，⑩の相

違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

 東海第二は，3.3.2.1.

1(5)項以降にて記載 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違
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なお，18個の逃がし弁機能用アキュムレータは，全てこの

機能を有しており，各々のアキュムレータが各逃がし安全弁

に窒素供給が可能な設計とする。 

(5) 自動減圧機能用アキュムレータ

アキュムレータのうち，自動減圧機能用アキュムレータ

は，原子炉水位低とドライウェル圧力高の両方の信号によ

り，逃がし安全弁(自動減圧機能付き)を強制的に開放するた

めに必要な駆動用窒素を供給する。自動減圧機能用アキュム

レータは，通常運転時に不活性ガス系及び高圧窒素ガス供給

系より窒素供給されており，アクチュエータ作動に必要とな

る圧力を上回る窒素圧力をあらかじめ保有することが可能

な設計とする。なお，8個の自動減圧機能用アキュムレータ

は，全てこの機能を有しており，各々のアキュムレータが各

逃がし安全弁(自動減圧機能付き)に窒素供給が可能な設計

とする。 

18個の逃がし弁機能用アキュムレータは，すべてこの機能

を有しており，各々のアキュムレータが各逃がし安全弁に窒

素供給が可能な設計とする。 

(5) 自動減圧機能用アキュムレータ

自動減圧機能用アキュムレータは，逃がし安全弁が自動減

圧機能によって強制的に開放するために必要な駆動用窒素を

供給する。自動減圧機能用アキュムレータは，通常運転時に

窒素供給系及び非常用窒素供給系より窒素供給されている。7

個の自動減圧機能用アキュムレータは，全てこの機能を有し

ており，各々のアキュムレータが各逃がし安全弁（自動減圧

機能）に窒素供給が可能な設計とする。 

また，上記(1)～(3)の機能とは別に，中央制御室からの操

作により，逃がし弁機能用アキュムレータ又は自動減圧機能

用アキュムレータに蓄圧された窒素をアクチュエータのピス

トンに供給して弁を作動させ，原子炉圧力を制御することが

できる。重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダ

リが高圧の状態である場合は，発電用原子炉の減圧及び低圧

状態を維持するため，過渡時自動減圧機能又は中央制御室か

らの操作により逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動させて，

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧が可能な設計とする。 

また，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状

態である場合は，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

による原子炉格納容器破損を防止するため，逃がし安全弁（自

動減圧機能）を中央制御室からの操作により作動させて，原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧が可能な設計とする。 

なお，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に原子炉

冷却材圧力バウンダリの隔離ができない場合は，一次冷却材

の漏えい抑制のため，逃がし安全弁（自動減圧機能）を中央

制御室からの操作により作動させて原子炉冷却材圧力バウン

ダリの減圧が可能な設計とする。 逃がし安全弁（自動減圧機

なお，12 個の逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ

は，全てこの機能を有しており，各々のアキュムレータが各

逃がし安全弁に窒素ガス供給が可能な設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，3.3.2.

1.1(3)項にて記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，3.3.2.

1.1 項にて記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

 島根２号炉は，3.3.2.

1.1(3)項にて記載 

・設備の相違
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能）は，自動減圧機能用アキュムレータに蓄圧された窒素又

は非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベからの窒素供給によ

り，逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動させて，原子炉冷

却材圧力バウンタリの減圧が可能な設計とする。 

その他，逃がし安全弁の作動に必要なアキュムレータの供

給圧力が喪失した場合の原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

する手段として，非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉減

圧を設ける。非常用逃がし安全弁駆動系は，非常用窒素供給

系から独立した系統構成で非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒

素ボンベから逃がし安全弁（逃がし弁機能）に直接窒素を供

給することで，2個の逃がし安全弁（逃がし弁機能）を作動さ

せて，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することができる

設計とする。 

 

自動減圧機能用アキュムレータは，逃がし安全弁（自動減

圧機能）の作動環境条件を考慮して，格納容器圧力が設計圧

力の 2倍の状態（2Pd）においても全開可能な圧力に設定する。

また，非常用窒素供給系及び非常用逃がし安全弁駆動系の系

統圧力は，逃がし安全弁の作動環境条件を考慮して格納容器

圧力が設計圧力の 2倍の状態（2Pd）においても全開可能な圧

力に設定する。 

 

 

 

逃がし安全弁及びアキュムレータに関する系統概要図を第

3.3－1図に，逃がし安全弁設備概要図を第 3.3－2図に，重大

事故等対処設備一覧を第 3.3－1表及び第 3.3－2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，3.3.1

(4)項にて記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，3.3.2.

1.1 項にて記載 
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図 3.3-1 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動

減圧用アキュムレータ系統概要図 

 

 

 

 

 

第 3.3－1図 逃がし安全弁及びアキュムレータに関する系統概要

図 

 

 

 

 

図 3.3-1 逃がし安全弁及び逃がし弁機能用アキュムレータ 系

統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サプレッション・チェンバへ 

サプレッション・チェンバへ 

サプレッション・チェンバへ 

主蒸気系へ 

アキュムレータ 

アキュムレータ 

A-逃がし安全弁窒素ガス 
供給系 

A0 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

A0 

 

主蒸気系へ 

A0 

主蒸気系へ 

逃がし安全弁 

(RV202-1B,1D,1E) 

逃がし安全弁 

(RV202-1G,1K,1M) 

逃がし安全弁 

(RV202-1A,1C,1F,1H,1J,1L) 

原子炉格納容器 

アキュムレータ 

原子炉 

圧力容器 

自動減圧機能作動信号 

手動減圧信号 

原子炉圧力高信号 

代替自動減圧機能作動信号 

（RV202-1Bが対象） 

手動減圧信号 

原子炉圧力高信号 

手動減圧信号 

原子炉圧力高信号 

代替自動減圧機能作動信号 

（RV202-1Mが対象） 

自動減圧機能作動信号 B-逃がし安全弁窒素ガス 
供給系 

：重大事故等対処設備 

凡例 

A0 

MO 

：逃がし安全弁 

：電磁弁 

：アキュムレータ 

 （逃がし弁機能用） 

 （自動減圧機能用） 

：電動弁 

：逆止弁 

窒素ガス制御系 

添3.3-13



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

図 3.3-2 逃がし安全弁 設備概要図 第 3.3－2図 逃がし安全弁設備概要図 図 3.3-2 逃がし安全弁 設備概要図 
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表 3.3-1逃がし安全弁に関する重大事故等対処設備一覧 

※1:6号及び 7号炉における逃がし安全弁各 18個のうち，自動減圧機能を有する弁は，

以下のとおり

(6号炉)B21-NO-FOOⅰA，C，F，H，L，N，R，T計 8個 

(7号炉)B21-NO-FOOⅰA，C，F，H，L，N，R，T計 8個 

※2:単線結線図を補足説明資料 46-2に示す。

電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設計方

針を示す章)」で示す。 

※3:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために把

握することが必要な発電用原子炉施設の状態計装設備については「3.15計装設備

(設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

設備区分 設備名 

主要設備 逃がし安全弁【常設】※1 

逃がし弁機能用アキュムレータ【常設】 

自動減圧機能用アキュムレータ【常設】 

附属設備 一 

水源 一 

流路 主蒸気系配管・クエンチャ【常設】 

注水先 一 

電源設備※2 所内蓄電式直流電源設備 

直流 125V蓄電池 A【常設】 

直流 125V蓄電池 A-2【常設】 

AM用直流 125V蓄電池【常設】 

直流 125V充電器 A【常設】 

直流 125V充電器 A-2【常設】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

可搬型直流電源設備電源車【可搬】 

電源車【可搬】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】

上記所内蓄電式直流電源設備への給電のための設備として以下の設

備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備※3 原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力(SA)【常設】 

第 3.3－1表 逃がし安全弁（自動減圧機能）に関する重大事故等

対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 逃がし安全弁(自動減圧機能)【常設】※１ 

自動減圧機能用アキュムレータ【常設】 

関連設備 付属設備 － 

水源 － 

流路 主蒸気系配管・クエンチャ【常設】 

注水先 － 

電源設備※２

（燃料給油

設備含む） 

所内常設直流電源設備 

125V系蓄電池Ａ系【常設】 

 125V系蓄電池Ｂ系【常設】 

常設代替直流電源設備 

緊急用 125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

 可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型代替直流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

 可搬型整流器【可搬】 

代替所内電気設備 

緊急用電源切替盤【常設】 

燃料給油設備 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】

計装設備※３ 原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】

サプレッション・プール水温度【常設】

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）【常設】

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）【常設】

原子炉圧力容器温度【常設】

高圧炉心スプレイ系系統流量【常設】

原子炉隔離時冷却系系統流量【常設】

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力【常設】

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力【常設】

※1 逃がし安全弁 18個のうち，自動減圧機能を有する弁は，以下のとおり。

B22－F013B,C,F,H,K,L,R 計 7個 

※2 単線結線図を補足説明資料 46－2に示す。電源設備については，「3.14 電源

設備許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装

設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

表 3.3-1 逃がし安全弁に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 逃がし安全弁【常設】※1 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ【常設】 

附属設備 ― 

水源 ― 

流路 主蒸気系配管・クエンチャ【常設】 

注水先 ― 

電源設備※2 所内常設蓄電式直流電源設備 

Ｂ－115Ｖ系蓄電池【常設】 

Ｂ１－115Ｖ系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

Ｂ－115Ｖ系充電器【常設】 

Ｂ１－115Ｖ系充電器（ＳＡ）【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ＳＡ用 115Ｖ系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】

上記所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備への給電の

ための設備として以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備※3 原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

※１：逃がし安全弁 12個全てが逃がし弁機能を有する。

なお，逃がし安全弁 12個のうち，自動減圧機能を有する弁は，以下のとおり 

ＡＶ202－Ｂ，Ｄ，Ｅ，Ｇ，Ｋ，Ｍ 計 6個 

※２：単線結線図を補足説明資料 46-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な発電用原子炉施設の状態計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

・設備の相違

添3.3-15



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第 3.3－2表 逃がし安全弁（逃がし弁機能）に関する重大事故等

対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 逃がし安全弁（逃がし弁機能）【常設】※１ 

関連設備 付属設備 非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ 

【可搬】 

水源 － 

流路 主蒸気系配管・クエンチャ【常設】 

非常用逃がし安全弁駆動系 配管・弁【常設】 

注水先 － 

電源設備※２ 

（燃料給油設

備含む） 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

燃料給油設備 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※３ 原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）【常設】 

原子炉圧力容器温度【常設】 

高圧炉心スプレイ系系統流量【常設】 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】常設低

圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

※1 逃がし安全弁 18 個のうち，非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減圧で

使用する弁は以下のとおり。 B22－F013A,G,S,V 計 4個 

※2 単線結線図を補足説明資料 46－2に示す。電源設備については，「3.14 電源

設備許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設

備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.3.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1)逃がし安全弁 

型式     ：バネ式(アクチュエータ付) 

個数     ：18 

取付箇所   ：原子炉格納容器内 

 

(安全弁機能) 

 

(逃がし弁機能) 

       

 

 

 

(2) 逃がし弁機能用アキュムレータ 

 

 

種類      ：縦置円筒形(6号炉)，横置円筒形(7号

炉) 

個数      ：18 

容量      ：約15L/個 

最高使用圧力  ：1.77MPa[gage] 

最高使用温度  ：171℃ 

取付箇所    ：原子炉格納容器内 

吹出圧力 

(MPa[gage]) 

弁個数 容量/個(吹出圧力×1.03

において)(t/h) 

7.92 2 395 

7.99 4 399 

8.06 4 402 

8.13 4 406 

8.19 4 409 

吹出圧力 

(MPa[gage]) 

弁個数 容量/個(吹出圧力において) 

(t/h) 

7.51 1 363 

7.58 1 367 

7.64 4 370 

7.71 4 373 

7.78 4 377 

7.85 4 380 

3.3.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 逃がし安全弁 

種類 ： バネ式（アクチュエータ付） 

個数 ： 18 

取付箇所 ： 原子炉格納容器内 

 

（安全弁機能※１） 

吹出圧力 

（MPa[gage]） 

弁個数 容量/個（吹出圧力×1.03 に

おいて）（t/h） 

7.79 2 385.2 

8.10 4 400.5 

8.17 4 403.9 

8.24 4 407.2 

8.31 4 410.6 

 

（逃がし弁機能※１） 

吹出圧力

（MPa[gage]） 

弁個数 容量/個（吹出圧力×1.03 に

おいて）（t/h） 

7.37 2 354.6 

7.44 4 357.8 

7.51 4 361.1 

7.58 4 364.3 

7.65 4 367.6 

※1 安全弁機能及び逃がし弁機能は，あかじめ設定された

圧力で自動的に吹き止まる設計であることから，原子

炉の低圧状態の維持及びインターフェイスシステムＬ

ＯＣＡ時の漏えい量抑制に期待する機能ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 逃がし安全弁 

型  式  ：バネ式（アクチュエータ付） 

個  数  ：12 

取付箇所  ：原子炉格納容器内 

 

（安全弁機能） 

吹出圧力 

（MPa[gage]） 

弁個数 容量/個（吹出圧力×1.03 に

おいて）（t/h） 

8.14 2 407 

8.21 3 410 

8.28 3 413 

8.35 4 417 

 

 

（逃がし弁機能） 

吹出圧力

（MPa[gage]） 

弁個数 容量/個（吹出圧力×1.03 に

おいて）（t/h） 

7.58 2 367 

7.65 3 370 

7.72 3 373 

7.79 4 377 

 

 

 

 

 

 

(2) 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

 

 

種類:横置円筒形 

個数:12 

容量:約 15L/個 

最高使用圧力:1.77MPa[gage] 

最高使用温度:171℃ 

取付箇所:原子炉格納容器内 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備仕様の相違 
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(3) 自動減圧機能用アキュムレータ 

種類      ：縦置円筒形(6号炉)，横置円筒形(7号

炉) 

個数      ：8 

容量      ：約200L/個 

最高使用圧力  ：1.77MPa[gage] 

最高使用温度  ：171℃ 

取付箇所    ：原子炉格納容器内 

 

(2) 自動減圧機能用アキュムレータ 

種類     ：円筒型 

 

個数     ：7 

容量     ：約 0.25m３（1個当たり） 

最高使用圧力 ：2.28MPa［gage］ 

最高使用温度 ：171℃ 

取付箇所   ：原子炉格納容器内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 
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3.3.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第１項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

逃がし安全弁，逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動

減圧機能用アキュムレータは，原子炉格納容器内に設置し

ている設備であることから，想定される重大事故等時にお

ける原子炉格納容器内の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.3-2に

示す設計とする。 

想定される重大事故等時の環境条件下のうち，原子炉格

納容器の圧力が仮に設計圧力の 2倍の状態(620kPa[gage])

となった場合においても，逃がし安全弁を確実に作動する

ために必要な高圧窒素ガス供給系の圧力を供給可能な設

計とする。 

また，原子炉格納容器内へスプレイを行うことにより，

逃がし安全弁近傍の格納容器温度を低下させることが可

能な設計とする。 

逃がし安全弁の操作は，想定される重大事故等時におい

て，中央制御室の操作スイッチから遠隔操作が可能な設計

とする。 

(46-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，原

子炉格納容器内に設置される設備であることから，想定さ

れる重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を

考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，第

3.3－3表に示す設計とする。 

 

また，想定される重大事故等時の環境条件のうち，格納

容器圧力が仮に設計圧力の 2倍（2Pd）となった場合におい

ても，確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう

に，窒素供給系及び非常用窒素供給の供給圧力を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（46－3－7,8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュ

ムレータは，原子炉格納容器内に設置される設備であるこ

とから，想定される重大事故等時における原子炉格納容器

内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発

揮することができるよう，表 3.3-2に示す設計とする。 

 

想定される重大事故等時の環境条件下のうち，原子炉格

納容器の圧力が仮に設計圧力の２倍の状態（853kPa[gag

e]）となった場合においても，逃がし安全弁を確実に作動

するために必要な逃がし安全弁窒素ガス供給系の圧力を

供給可能な設計とする。 

また，原子炉格納容器内へスプレイを行うことにより，

逃がし安全弁近傍の原子炉格納容器温度を低下させるこ

とが可能な設計とする。 

逃がし安全弁の操作は，想定される重大事故等時におい

て，中央制御室の操作スイッチから遠隔操作が可能な設計

とする。 

(46-3，46-4，46-7，46-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑤の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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表 3.3-2 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉格納容器内で想定される温度※，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す)。 

風(台風)・積雪 原子炉格納容器内に設置するため，風(台風)及び積雪の影響

は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

※原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合には，逃がし安全弁の環境条件の

うち，温度の条件を緩和するため，原子炉格納容器内ヘスプレイする。ただし，仮に

原子炉格納容器内ヘスプレイしない場合であっても，評価上，原子炉圧力容器底部が

破損に至るまでの間，逃がし安全弁は発電用原子炉の減圧機能を維持可能な設計とす

る。 

（46-3） 

 

(2) 操作性(設置許可基準規則第43条第１項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

逃がし安全弁の操作は，想定される重大事故等時におい

て，中央制御室における操作盤上での操作スイッチにより

操作が可能な設計とする。 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員

の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操

作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転

員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計

とする。 

また，逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能

用アキュムレータについては，操作不要な設計とする。 

以下の表3.3-3に操作対象機器を示す。 

(46-3) 

 

 

第 3.3－3表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

環 境 温 度 ･環 境圧

力・湿度／屋外の天

候／放射線／荷重 

設置場所である中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子建屋

原子炉棟で想定される環境温度※１，環境圧力，湿度及び放

射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器が損傷しな

い設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す） 

津波 

 

津波を考慮し防潮堤及び浸水防護設備を設置する設計とす

る。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 

 

機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

※1 炉心損傷を判断した場合には，逃がし安全弁の環境温度条件を緩和するため，代

替循環冷却系による格納容器スプレイを実施する。 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 逃がし安全弁（自動減圧機能）の操作は，想定される重

大事故時において，中央制御室内の環境条件を考慮の上，

中央制御室のスイッチ操作が可能な設計とする。 

中央制御室のスイッチを操作するにあたり，運転員の操

作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，スイッ

チには誤操作防止のために銘鈑をつけることで識別可能と

し，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる

設計とする。 

自動減圧機能用アキュムレータは操作不要な設計とす

る。 

第 3.3－4表に操作対象機器を示す。 

（46－3－3） 

 

 

表 3.3-2 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉格納容器内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条

件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉格納容器内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響

は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が損なわれな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

逃がし安全弁の操作は，想定される重大事故等時におい

て，中央制御室における操作盤上での操作スイッチにより

操作が可能な設計とする。 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員

の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操

作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転

員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計

とする。 

また，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，

操作不要な設計とする。 

以下の表 3.3-3に操作対象機器を示す。 

(46-3，46-4，46-7) 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は柏崎 6/

7と同様に，ＳＡ事象と

重畳する自然現象の規

模を検討し，環境条件と

して地震，風（台風），

凍結，降水，積雪を考慮

することとしている（以

下，⑪の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 
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表 3.3-3 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

逃がし安全弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

 

(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43条第１項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

逃がし安全弁は，表 3.3-4に示すように発電用原子炉の

停止中に機能・性能試験及び分解検査，外観検査を行うこ

とが可能な設計とし，機能・性能及び漏えいの有無の確認

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

機能・性能試験として，安全弁機能検査，逃がし弁機能

検査，自動減圧機能検査を行うことが可能な設計とする。 

 

安全弁機能検査として，窒素ガスにより検査対象弁の入

口側を加圧し，その吹出し圧力を測定し，その吹出し圧力

が許容範囲内にあることを確認し，また，窒素ガスにより，

弁の入口側を加圧し，規定圧力で保持後，弁座からの漏え

い量を確認することが可能な設計とする。 

 

 

逃がし弁機能検査として，圧力スイッチの動作に必要な

圧力を加え，圧力スイッチが動作したときの動作値が許容

範囲内であることを確認し，逃がし弁動作信号を模擬的に

第 3.3－4表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

逃がし安全弁 

（自動減圧機能） 

全閉→全開 中央制御室 スイッチ操作 

 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。  

 

逃がし安全弁は，第 3.3－5表に示すように発電用原子炉

の停止中に分解検査，機能・性能検査及び外観検査が可能

な設計とする。 

 

 

分解検査として，浸透探傷検査により性能に影響を及ぼ

す指示模様がないこと，目視により性能に影響を及ぼすお

それのある傷，割れ等がないことについて，逃がし安全弁

部品表面状態の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

 

 

 

機能・性能検査のうち安全弁機能検査として，逃がし安

全弁の組み立て時に，吹下りに影響する調整装置の設定値

が規定の位置に設定されていることを確認し，窒素ガスに

より逃がし安全弁の入口側を加圧することで，逃がし安全

弁（安全弁機能）の吹出し圧力が許容値以内であること，

及び弁座からの漏えい量が規定値以内であることが確認可

能な設計とする。 

機能・性能検査のうち逃がし弁機能検査として，圧力ス

イッチに動作に必要な圧力を加え，圧力スイッチが動作し

た時の動作値が許容範囲内であることを確認する。また，

逃がし弁動作信号を模擬的に発信，復旧させることにより，

表 3.3-3 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

逃がし安全弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

逃がし安全弁は，表 3.3-4に示すように発電用原子炉の

停止中に機能・性能試験及び分解検査，外観検査を行うこ

とが可能な設計とし，機能・性能及び漏えいの有無の確認

が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

機能・性能試験として，安全弁機能検査，逃がし弁機能

検査，自動減圧機能検査を行うことが可能な設計とする。 

 

安全弁機能検査として，窒素ガスにより検査対象弁の入

口側を加圧し，その吹出し圧力を測定し，その吹出し圧力

が許容範囲内にあることを確認し，また，窒素ガスにより，

弁の入口側を加圧し，規定圧力で保持後，弁座からの漏え

い量を確認することが可能な設計とする。 

 

 

逃がし弁機能検査として，圧カスイッチの動作に必要な

圧力を加え，圧力スイッチが動作した時の動作値が許容範

囲内であることを確認し，逃がし弁動作信号を模擬的に発

信，復旧させることにより，逃がし安全弁が「全開」及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は５段落

下にて記載 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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発信，復旧させることにより，逃がし安全弁が「全開」及

び「全閉」することが確認可能な設計とする。 

 

自動減圧機能検査として，自動減圧系を作動させ，逃が

し安全弁が全開するまでの時間を測定し，自動減圧機能を

有する逃がし安全弁の全数が，許容動作範囲内で「全開」

動作することが確認可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

分解検査として，浸透探傷検査により性能に影響を及ぼ

す指示模様がないこと，目視により性能に影響を及ぼすお

それのある傷，割れ等がないことについて逃がし安全弁部

品の表面状態の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔操作により弁の

開閉を行い，「全開」から「全閉」，並びに「全閉」から「全

開」へ動作することが確認可能な設計とする。 

 

なお，逃がし安全弁は，多重性を備えた機器であるが，

各々が独立して他の系統へ悪影響を及ぼさず検査が可能

な設計とし，発電用原子炉の停止中における検査を行う

際，接近性を考慮した必要な空間を備え，構造上接近又は

検査が困難とならない設計とする。 

(46-5) 

 

表 3.3-4 逃がし安全弁の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能試験 吹出し圧力確認 

安全弁機能による作動確認 

逃がし弁機能による作動確認 

自動減圧機能による作動確認 

弁本体，弁座からの漏えいの確認 

分解検査 逃がし安全弁の部品の表面状態

を，検査及び目視により確認 

外観検査 逃がし安全弁外観の確認 

 

 

逃がし安全弁が「全開」及び「全閉」することが確認可能

な設計とする。 

機能・性能検査のうち自動減圧系機能検査として，自動

減圧系を作動させ，逃がし安全弁が全開するまでの時間を

測定し，自動減圧機能を有する逃がし安全弁の全数が，許

容動作範囲で「全開」動作することが確認可能な設計とす

る。 

 

外観検査として，逃がし安全弁が主蒸気管に取り付けら

れた状態で外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，逃がし安全弁は，多重性を備えた機器であるが，

各々が独立して他の系統へ悪影響を及ぼさず検査が可能な

設計とし，停止中における検査を行う際，接近性を考慮し

た必要な空間を備え，構造上接近又は検査が困難とならな

い設計とする。 

（46－5－2～8） 

 

第 3.3－5表 逃がし安全弁の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 分解検査 逃がし安全弁の部品の表面状態

を，検査及び目視により確認 

機能・性能検査 吹出圧力確認 

安全弁機能による作動確認 

逃がし弁機能による作動確認 

自動減圧機能による作動確認 

弁本体，弁座からの漏えい確認 

外観検査 逃がし安全弁の外観確認 

 

 

 

「全閉」することが確認可能な設計とする。 

 

自動減圧機能検査として，自動減圧系を作動させ，逃が

し安全弁が全開するまでの時間を測定し，自動減圧機能を

有する逃がし安全弁の全数が，許容動作範囲内で「全開」

動作することが確認可能な設計とする。 

 

 

外観検査として，逃がし安全弁が主蒸気管に取り付けら

れた状態で外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

分解検査として，浸透探傷検査により性能に影響を及ぼ

す指示模様がないこと，目視により性能に影響を及ぼすお

それのある傷，割れ等がないことについて逃がし安全弁部

品の表面状態の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔操作により弁の

開閉を行い，「全開」から「全閉」，並びに「全閉」から「全

開」へ動作することが確認可能な設計とする。 

 

なお，逃がし安全弁は，多重性を備えた機器であるが，

各々が独立して他の系統へ悪影響を及ぼさず検査が可能

な設計とし，発電用原子炉の停止中における検査を行う

際，接近性を考慮した必要な空間を備え，構造上接近又は

検査が困難とならない設計とする。 

(46-5) 

 

表 3.3-4 逃がし安全弁の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能試験 吹出し圧力確認 

安全弁機能による作動確認 

逃がし弁機能による作動確認 

自動減圧機能による作動確認 

弁座からの漏えいの確認 

分解検査 逃がし安全弁の部品の表面状態

を，検査及び目視により確認 

外観検査 逃がし安全弁外観の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は５段落上

に記載 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用ア

キュムレータは，表 3.3-5に示すように発電用原子炉の停

止中に機能・性能試験，外観検査が可能とし，機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用ア

キュムレータは，機能・性能試験として，高圧窒素ガスボ

ンベから高圧窒素ガスを供給することで，逃がし弁機能用

アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュムレータの漏

えいの有無の確認を行うことが可能な設計とする。 

逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用ア

キュムレータは，外観検査として，目視により性能に影響

を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことについて表面

状態の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.3-5 逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用ア

キュムレータの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 

項目 内容 

停止中 

 

機能・性能試験 逃がし弁機能用アキュムレータ(逃がし弁機

能用，自動減圧機能用)からの漏えいの確認 

外観検査 逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減

圧機能用アキュムレータ外観の確認 

 

 

 

なお，逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能

用アキュムレータは，多重性を備えた機器であるが，各々

が独立して他の系統へ悪影響を及ぼさず検査が可能な設

計とし，発電用原子炉の停止中における検査を行う際，接

近性を考慮した必要な空間を備え，構造上接近又は検査が

困難とならない設計とする。 

自動減圧機能用アキュムレータは，第 3.3－6表に示すよ

うに発電用原子炉の停止中に機能・性能検査及び外観検査

が可能な設計とする。 

 

自動減圧機能用アキュムレータは，機能・性能検査とし

て，高圧窒素ボンベから窒素を供給することで，アキュム

レータの漏えいの有無の確認を行うことが可能な設計とす

る。 

 

自動減圧機能用アキュムレータは，外観検査として，目

視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がな

いことについて表面状態の確認を行うことが可能な設計と

する。 

 

なお，自動減圧機能用アキュムレータは，多重性を備え

た機器であるが，各々が独立して他の系統へ悪影響を及ぼ

さず検査が可能な設計とし，停止中における検査を行う際，

接近性を考慮した必要な空間を備え，構造上接近又は検査

が困難とならない設計とする。 

 

 

 

第 3.3－6表 自動減圧機能用アキュムレータの試験検査 

 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 

 

機能・性能検査 

 

アキュムレータの漏えい確認 

アキュムレータの外観確

認 

アキュムレータの外観検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，表

3.3-5に示すように発電用原子炉の停止中に機能・性能試

験，外観検査が可能とし，機能・性能及び漏えいの有無の

確認が可能な設計とする。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，機能・

性能試験として，逃がし安全弁用窒素ガスボンベから高圧

窒素ガスを供給することで，逃がし安全弁逃がし弁機能用

アキュムレータの漏えいの有無の確認を行うことが可能

な設計とする。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，外観検

査として，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある

傷，割れ等がないことについて表面状態の確認を行うこと

が可能な設計とする。 

 

なお，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，

多重性を備えた機器であるが，各々が独立して他の系統へ

悪影響を及ぼさず検査が可能な設計とし，発電用原子炉の

停止中における検査を行う際，接近性を考慮した必要な空

間を備え，構造上接近又は検査が困難とならない設計とす

る。 

 

 

表 3.3-5 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの試験

及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

停止中 

 

機能・性能試験 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュ

ムレータからの漏えいの確認 

外観検査 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュ

ムレータ外観の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7は，表 3.3-5

後段にて記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，表 3.3

-5 前段にて記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 
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(4) 切り替えの容易性(設置許可基準規則第43条第１項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動

減圧機能用アキュムレータは，本来の用途以外の用途とし

て使用しない。 

 

また，切替えが不要であり，使用にあたり切り替えるこ

となく使用できる設計とする。 

(46-4) 

 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第43条第１項五) 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁，逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動

減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

(46-3，46-4) 

 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第１項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，本

来の用途以外の用途には使用しない。 

 

 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，切

り替えが不要な設計とする。 

（46－4－3～7） 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大

事故対処設備として使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

（46－3－7,8,46－4－3～7） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュ

ムレータは，本来の用途以外の用途として使用しない。 

 

 

また，切替えが不要であり，使用にあたり切り替えるこ

となく使用できる設計とする。 

(46-4) 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュ

ムレータは，設計基準対象施設として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

(46-3，46-4) 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 
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故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

逃がし安全弁は，表 3.3-6に示すように原子炉格納容器

内に設置されている設備であるが，中央制御室から操作可

能な設計とし，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少

ないため操作が可能である。 

逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用ア

キュムレータについては，操作不要な設計とする。 

 

 

また，逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能

用アキュムレータの供給圧力が喪失した場合でも，高圧窒

素ガス供給系の窒素ガスボンベにより全ての逃がし安全

弁(18個)への窒素ガス供給が可能であり，逃がし弁機能用

アキュムレータ及び自動減圧機能用アキュムレータの復

旧作業が不要な設計とする。 

(46-3) 

 

表 3.3-6 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

逃がし安全弁 原子炉格納容器内 中央制御室 

 

 

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

逃がし安全弁は，第 3.3－7表に示すように原子炉格納容

器内に設置されている設備であるが，中央制御室からの操

作が可能な設計とすることで，設置場所の放射線量が高く

なるおそれが少ない設計とする。 

自動減圧機能用アキュムレータについては，操作不要な

設計とする。 

 

 

また，アキュムレータの供給圧力が喪失した場合でも，

非常用窒素供給系の窒素ボンベにより逃がし安全弁（自動

減圧機能）7個への窒素供給が可能であり，アキュムレータ

の復旧作業が不要な設計とする。 

 

 

（46－3－3,7,8） 

 

第 3.3－7表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

逃がし安全弁 

（自動減圧機能） 

原子炉格納容器内 中央制御室 

 

 

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

逃がし安全弁は，表 3.3-6に示すように原子炉格納容器

内に設置されている設備であるが，中央制御室から操作可

能な設計とし，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少

ないため操作が可能である。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータについて

は，操作不要な設計とする。 

 

 

また，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの供

給圧力が喪失した場合でも，逃がし安全弁窒素ガス供給系

の窒素ガスボンベによりすべての逃がし安全弁（12個）へ

の窒素ガス供給が可能であり，逃がし安全弁逃がし弁機能

用アキュムレータの復旧作業が不要な設計とする。 

 

(46-3) 

 

表 3.3-6 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

逃がし安全弁 原子炉格納容器内 中央制御室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・設備の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

【東海第二】 

 ⑩の相違 

 

 

 

・設備の相違 
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3.3.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第２項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

逃がし安全弁は，設計基準事故対処設備の弁吹出量が，

想定される重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するために必要な弁吹出量に対して十分で

あるため，設計基準事故対処設備の弁吹出量と同仕様の設

計とする。 

 

自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設

備としての自動減圧機能用アキュムレータの供給窒素の

容量が，想定される重大事故等時において，原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するための逃がし安全弁の開動作

に必要な供給窒素の容量に対して十分であるため，設計基

準事故対処設備の供給窒素の容量と同仕様の設計とする。 

逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基準対象施設と

しての逃がし弁機能用アキュムレータの供給窒素の容量

が，想定される重大事故等時において，原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧するための逃がし安全弁の開動作に必

要な供給窒素の容量に対して十分であるため，設計基準対

象施設の供給窒素の容量と同仕様の設計とする。 

 

(46-6) 

 

(2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第２項二) 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

3.3.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

逃がし安全弁は，十分な吹出能力を有する容量とし，計

基準事対象施設としての仕様が，系統の目的に応じて必要

となる容量等の仕様に対して十分であることを確認した上

で，設計基準対象施設の容量等と同仕様の設計とする。 

 

 

また，自動減圧機能用アキュムレータは，逃がし安全弁

（自動減圧機能）の作動に十分な供給窒素を有する容量と

し，設計基準事対象施設の容量等の仕様が，系統の目的に

応じて必要となる容量等の仕様に対して十分であることを

確認した上で，設計基準対象施設と同仕様の設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（46－6－2,5,6） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

3.3.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

逃がし安全弁は，設計基準事故対処設備の弁吹出量が，

想定される重大事故等時において，原子炉冷却材圧カバウ

ンダリを減圧するために必要な弁吹出量に対して十分で

あることを確認した上で，設計基準事故対処設備の弁吹出

量と同仕様の設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基

準対象施設としての逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュ

ムレータの供給窒素の容量が，想定される重大事故等時に

おいて，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための逃

がし安全弁の開動作に必要な供給窒素の容量に対して十

分であることを確認した上で，設計基準対象施設の供給窒

素の容量と同仕様の設計とする。 

(46-6) 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違  

【東海第二】 

 ⑩の相違 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレ

ータ及び自動減圧機能用アキュムレータは，二以上の発電

用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43

条第２項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレ

ータ及び自動減圧機能用アキュムレータは，設計基準事故

対処設備と重大事故等対処設備としての安全機能を兼ね

る設備であるが，想定される重大事故等時に必要な個数に

対して十分に余裕を持った個数を分散して設置すること

により，多重性を有する設計とする。また，外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた原子炉格納容器内に設置

することにより，外部からの共通要因によって同時に安全

機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作又は代替自

動減圧ロジック(代替自動減圧機能)からの信号により作

動することで，自動減圧機能による作動に対して多様性を

有する設計とする。また，逃がし安全弁は，所内蓄電式直

流電源設備(直流 125V蓄電池 A，直流 125V蓄電池 A-2，AM

用直流 125V蓄電池)及び可搬型直流電源設備(電源車)から

の給電により作動することで，非常用直流電源設備(蓄電

池(非常用))からの給電による作動に対して多様性を有す

る設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

逃がし安全弁は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

  

逃がし安全弁及び自動減圧機能用アキュムレータは，設

計基準事故対処設備と重大事故等対処設備としての安全機

能を兼ねる設備であるが，外部からの衝撃による損傷の防

止が図られた原子炉格納容器内に設置することにより，外

部からの共通要因により同時に安全機能が損なわれるおそ

れがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュ

ムレータは，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュ

ムレータは，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備

としての安全機能を兼ねる設備であるが，想定される重大

事故等時に必要な個数に対して十分に余裕を持った個数

を分散して設置することにより，多重性を有する設計とす

る。また，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた原

子炉格納容器内に設置することにより，外部からの共通要

因によって同時に安全機能が損なわれるおそれがない設

計とする。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作又は代替自

動減圧ロジック（代替自動減圧機能）からの信号により作

動することで，自動減圧機能による作動に対して多様性を

有する設計とする。また，逃がし安全弁は，所内常設蓄電

式直流電源設備（Ｂ－115Ｖ系蓄電池，Ｂ１－115Ｖ系蓄電

池（ＳＡ））及び可搬型直流電源設備（高圧発電機車）か

らの給電により作動することで，非常用直流電源設備（蓄

電池（非常用））からの給電による作動に対して多様性を

有する設計とする。 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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逃がし安全弁の多様性又は多重性，位置的分散につい

て，表 3.3-7に示す。 

(46-2，46-3，46-4) 

 

表 3.3-7 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

重大事故等対処設備 

(設計基準事故対処設備としての安全機能を兼ねる) 

逃がし安全弁 

逃がし弁機能(18個)※1 

  自動減圧機能(８個)※1 

駆動用窒

素供給源 

逃がし弁機能用アキュムレータ(18

個) 

自動減圧機能用アキュムレータ

(８個) 

原子炉格納容器内 原子炉格納容器内 

駆動電源 

 

非常用直流

電 源 設 備

(蓄電池(非

常用)) 

常 設 代

替 直 流

電 源 設

備(AM用

直 流

125V 蓄

電池) 

可搬型直

流電源設

備 ( 電 源

車) 

非常用直流電

源設備(蓄電池

(非常用)) 

所内蓄電式直

流電源設備(直

流 125V 蓄電池

A，直流 125V

蓄電池 A-2，AM

用直流 125V 蓄

電池) 

コントロー

ル建屋 

原子炉

建屋 

荒浜側高

台保管場

所及び大

湊側高台

保管場所 

コントロール

建屋 

原子炉建屋及

びコントロー

ル建屋 

操作系 

 

インターロ

ック又は手

動操作 

手 動 操

作 

手動操作 インターロッ

ク又は手動操

作 

手動操作 

中央制御室 中央制

御室 

中央制御

室 

中央制御室 中央制御室 

※1：6号及び 7号炉における逃がし安全弁各 18個のうち，自動減圧機能を有する弁

は，以下のとおり 

(6号炉)B21-NO-FOOⅰA，C，F，H，L，N，R，T計 8個 

(7号炉)B21-NO-FOOⅰA，C，F，H，L，N，R，T計 8個 

また，逃がし安全弁（逃がし弁機能）に非常用逃がし安

全弁駆動系を設けることで，重大事故等時に作動が必要な

逃がし安全弁の個数に対する余裕を確保するとともに，窒

素供給源及び逃がし安全弁の作動方法に多様性を持たせた

設計とする。 

逃がし安全弁の多様性又は多重性，位置的分散について，

第 3.3－8表に示す。 

（46－3－7,8,46－4－3～7） 

 

第 3.3－8表 多様性又は多重性，位置的分散 

 

※1 逃がし安全弁 18個のうち，自動減圧機能を有する弁は，以下のとおり。 

B22－F013B,C,F,H,K,L,R 計 7個 

※2 逃がし安全弁 18個のうち，非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減圧で

使用する弁は以下のとおり。 B22－F013A,G,S,V 計 4個 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁の多様性又は多重性，位置的分散につい

て，表 3.3-7に示す。 

(46-2，46-3，46-4) 

 

表 3.3-7 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

重大事故等対処設備 

（設計基準事故対処設備としての安全機能を兼ねる） 

逃がし安全弁 

逃がし弁機能（12個）※1 

駆動用窒

素供給源 

逃がし弁機能用アキュムレータ（12個） 

原子炉格納容器内 

駆動電源 

 

非常用直流電源

設備（蓄電池（非

常用）） 

所内常設蓄電式直流

電源設備（Ｂ－115Ｖ

系蓄電池，Ｂ１－115

Ｖ系蓄電池（ＳＡ）） 

 

 

 

 

 

可搬型直流電源設備（高圧

発電機車） 

廃棄物処理建物 廃棄物処理建物 

 

 

 

第１保管エリア，第３保管

エリア及び第４保管エリ

ア 

操作系 

 

インターロック

又は手動操作 

 

 

 

手動操作 手動操作 

中央制御室 

 

中央制御室 中央制御室 

※1:逃がし安全弁各 12個のうち，自動減圧機能を有する弁は，以下のとおり 

ＡＶ202－Ｂ，Ｄ，Ｅ，Ｇ，Ｋ，Ｍ 計 6個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.3.2.2 代替自動減圧ロジック(代替自動減圧機能) 

3.3.2.2.1 設備概要 

代替自動減圧ロジック(代替自動減圧機能)は，原子炉冷却材

圧力バウンダリが高圧の状態であって設計基準事故対処設備が

有する発電用原子炉の自動減圧機能が喪失した場合において

も，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

め，原子炉水位低(レベル 1)及び残留熱除去系ポンプ運転(低圧

注水モード)の場合に，逃がし安全弁を作動させることを目的と

して回路を設けるものである。 

 

 

 

 

本系統は，原子炉水位低(レベル 1)及び残留熱除去系ポンプ運

転(低圧注水モード)の場合に，逃がし安全弁(4個)を作動させる

減圧自動化ロジックを設ける構成とする。 

 

 

 

 

原子炉水位低(レベル 1)の検出器を多重化し作動回路を

2outof3論理にて自動的に信号を発信し，信頼性向上を図る設計

とする。 

 

なお，重大事故等時において原子炉スクラム失敗時に自動減

圧系が自動起動すると，高圧炉心注水系及び低圧注水系から大

量の冷水が注水され，出力の急激な上昇に繋がるため，自動減

圧系の起動阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロ

ジック(代替自動減圧機能)による自動減圧を阻止する設計とす

る。 

 

代替自動減圧ロジック(代替自動減圧機能)に関する重大事故

等対処設備一覧を表 3.3-8に示す。 

 

 

 

 

 

3.3.2.2 過渡時自動減圧機能 

3.3.2.2.1 設備概要 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の自動減圧機能が喪失し

た場合においても炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止

するため，原子炉水位異常低下（レベル１）及び残留熱除去系

ポンプ（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系ポンプが運転し

ている場合に，逃がし安全弁（自動減圧機能）7個のうち，2個

を作動させることを目的として論理回路を設けるものである。 

 

 

 

 

本系統は，原子炉水位異常低下（レベル１）及び残留熱除去

系ポンプ（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系ポンプが運転

している場合に，逃がし安全弁（自動減圧機能）2個を作動させ

る論理回路を設ける構成とする。 

 

 

 

原子炉水位異常低下（レベル１）の検出器を多重化し，残留

熱除去系ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力確立の

条件成立時，「2 out of 2」論理にて自動的に信号を発信し，

信頼性向上を図る設計とする。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，高

圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系から大量の冷水が注水され出力の急激な上昇につな

がるため，自動減圧系の起動阻止スイッチにより自動減圧系及

び過渡時自動減圧機能による自動減圧を阻止する設計とする。 

 

 

過渡時自動減圧機能に関する重大事故等対処設備一覧を第

3.3－9表に示す。 

 

 

 

 

 

3.3.2.2 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

3.3.2.2.1 設備概要 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉冷却

材圧力バウンダリが高圧の状態であって設計基準事故対処設備

が有する原子炉の自動減圧機能が喪失した場合においても，炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原

子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ運転（低圧注水

モード）又は低圧炉心スプレイ・ポンプ運転の場合に，逃がし

安全弁を作動させることを目的として回路を設けるものであ

る。 

 

 

 

本系統は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ

運転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ・ポンプ運転の

場合に，逃がし安全弁（２個）を作動させる減圧自動化ロジッ

クを設ける構成とする。 

 

 

 

原子炉水位低（レベル１）の検出器を多重化し作動回路をＡ

ＮＤ論理の「１ out of ２」論理にて自動的に信号を発信し，

信頼性向上を図る設計とする。 

 

なお，重大事故等時において原子炉スクラム失敗時に自動減

圧系が自動起動すると，高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低

圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系から大量の冷水が注水

され，出力の急激な上昇に繋がるため，自動減圧起動阻止スイ

ッチにより自動減圧系による自動減圧を阻止し，代替自動減圧

起動阻止スイッチにより代替自動減圧ロジック（代替自動減圧

機能）による自動減圧を阻止する設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.3-8に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備設計の相違によ

るインターロックの相

違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，悪影響

を及ぼさないよう考慮

して，自動減圧起動阻止

スイッチを２個，代替自

動減圧起動阻止スイッ

チを１個設置している

が，柏崎 6/7及び東海第

二は，自動減圧起動阻止

用と代替自動減圧起動
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表 3.3-8 代替自動減圧ロジック(代替自動減圧機能)に関する重

大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 代替自動減圧ロジック(代替自動減圧機能)【常設】 

自動減圧系の起動阻止スイッチ【常設】 

 

附属設備 一 

水源 一 

流路 一 

注水先 一 

電源設備※1 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機(設計基準拡張)【常設】 

計装設備※2 原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力(SA)【常設】 

原子炉水位(広帯域)【常設】 

原子炉水位(燃料域)【常設】 

原子炉水位(SA)【常設】 

※1：単線結線図を補足説明資料 46-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57条に対

する設計方針を示す章)」で示す。 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態計装設備に

ついては「3.15計装設備(設置許可基準規則第 58条に対する設計方

針を示す章)」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.3－9表 過渡時自動減圧機能に関する重大事故等対処設備

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 過渡時自動減圧機能【常設】 

自動減圧系の起動阻止スイッチ【常設】 

関

連

設

備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※１

（燃料給油

設備含む） 

非常用交流電源設備 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

燃料給油設備 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

軽油貯蔵タンク【常設】 

計装設備※２ 原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ燃料域）【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ）【常設】 

原子炉圧力容器温度【常設】 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

 

※1 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功さ

せるための操作に必要な計装設備。なお，計装制御設備については

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す

章）」で示す。 

 

 

 

 

 

表 3.3-8 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）に関する重

大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）【常設】 

自動減圧起動阻止スイッチ【常設】 

代替自動減圧起動阻止スイッチ【常設】 

附属設備 ― 

水源 ― 

流路 ― 

注水先 ― 

電源設備※1 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※2 原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

※１:単線結線図を補足説明資料 46-2に示す。 

電源設備については「3.1 4電源設備（設置許可基準規則第 57条

に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功さ

せるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態計装設備

については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

阻止用を共用として起

動阻止スイッチを２個

設置している（以下，⑫

の相違） 

 

・設備の相違 
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3.3.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を図 3.3-3に示す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-3 代替自動減圧ロジック(代替自動減圧機能)説明図 

 

なお，電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章)」，計装設備については「3.15 計

装設備(設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章)」で

示す。 

また，代替自動減圧ロジック(代替自動減圧機能)は，以降，代

替自動減圧機能という。 

 

 

3.3.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を，第 3.3－3図に示す。 

 

 

 

 

 

第 3.3－3図 過渡時自動減圧機能説明図 

 

3.3.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を図 3.3-3に示す。 

 

 

 

図 3.3-3 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）説明図 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 また，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，以降，

代替自動減圧機能という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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3.3.2.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第１項

一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，中央制御室内及び原子炉建屋原子

炉区域内に設置される設備であることから，想定される重

大事故等時における，中央制御室及び原子炉建屋原子炉区

域内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に

発揮することができるよう，表 3.3-9に示す設計とする。 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央制御室から遠隔

操作が可能な設計とする。 

 

 

(46-3) 

表 3.3-9 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

中央制御室内及び原子炉建屋原子炉区域内で想定さ

れる温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響

は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しないことを確認する(詳細は「2.1.2 耐震設計

の基本方針」に示す)。 

風(台風)・積雪 中央制御室内及び原子炉建屋原子炉区域内に設置す

るため，風(台風)及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が

損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

3.3.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.3.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に

対処するために必要な機能を有効に発揮するものである

こと。 

 

(ⅱ) 適合性 

設計方針については，「2.3.3 環境条件等」で示す。 

 

過渡時自動減圧機能は，中央制御室，原子炉建屋付属

棟及び原子建屋原子炉棟内に設置する設備であることか

ら，その機能を期待される重大事故等が発生した場合に

おける，中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子建屋原

子炉棟内の環境条件を考慮し，以下の第3.3－10表に示す

設計とする。 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央制御室に設置

される設備であることから，その機能を期待される重大

事故等が発生した場合における，中央制御室の環境条件

を考慮し，以下の第3.3－10表に示す設計とする。 

（46－3－2,3） 

第3.3－10表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

環境温度･環境圧

力・湿度／屋外の天

候／放射線／荷重 

設置場所である中央制御室，原子炉建屋付属棟及

び原子建屋原子炉棟で想定される環境温度，環境

圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを踏まえ，機器の損傷

等の影響を考慮した設計とする。（詳細は「2.1.2 

耐震設計の基本方針」に示す。） 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置す

る設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子建屋原子

炉棟内に取り付けるため，風（台風），竜巻，積

雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても電磁波に

よる影響を考慮した設計とする。 

3.3.2.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，中央制御室内及び原子炉建物原子

炉棟内に設置する設備であることから，想定される重大事

故等時における，中央制御室及び原子炉建物原子炉棟内の

環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮す

ることができるよう，表 3.3-9に示す設計とする。 

 

自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自動減圧起動阻止

スイッチは，中央制御室から遠隔操作が可能な設計とす

る。 

  

(46-3，46-4) 

表 3.3-9 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

中央制御室内及び原子炉建物原子炉棟内で想定され

る温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる

性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響

は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計

の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 中央制御室内及び原子炉建物原子炉棟内に設置する

ため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が

損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑫の相違 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第１項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

代替自動減圧機能は，原子炉水位低(レベル 1)及び残留

熱除去系ポンプ運転(低圧注水モード)の場合に，逃がし安

全弁(4個)を作動させる減圧自動化ロジックを設ける設計

とする。 

 

 

原子炉水位低(レベル 1)の検出器を多重化し作動回路が

2 out of 3論理にて自動的に信号を発信するよう，信頼性

向上を図る設計とする。 

 

 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，想定される重大事故

等時において，中央制御室にて操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

過渡時自動減圧機能は，想定される重大事故等時にお

いて，他の系統と切り替えることなく使用可能な設計と

する。 

 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル

１）及び残留熱除去系（低圧注水系）又は低圧炉心スプ

レイ系ポンプが運転している場合に，2個の逃がし安全弁

を自動で確実に作動させる設計とする。 

 

 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル

１）の検出器は多重化し，残留熱除去系ポンプ又は低圧

炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力確立の条件成立時，「2 out 

of 2」論理で逃がし安全弁（自動減圧機能）作動させる

ことで，信頼性向上を図った設計とする。 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，想定される重大事

故等時において，中央制御室にて操作が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

代替自動減圧機能は，原子炉水位低（レベル１）及び残

留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モード）又は低圧炉心ス

プレイ・ポンプ運転の場合に，逃がし安全弁（２個）を作

動させる減圧自動化ロジックを設ける設計とする。 

 

 

原子炉水位低（レベル１）の検出器を多重化し作動回路

がＡＮＤ論理の「１ out of ２」論理にて自動的に信号を

発信するよう，信頼性向上を図る設計とする。 

 

 

 

自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自動減圧起動阻止

スイッチは，想定される重大事故等時において，中央制御

室の同じ盤で操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，3.3.2.

2.3.1(4)項にて記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備設計の相違によ

るインターロックの相

違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑫の相違 

島根２号炉の自動減

圧起動阻止スイッチ及

び代替自動減圧起動阻

止スイッチは，共に中央

制御室の同じ盤に設置

してあり，操作はほぼ同

時にできることから，操

作時間は柏崎 6/7，東海

第二と比較しても大き

く異ならない 
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自動減圧系の起動阻止スイッチを操作するにあたり，操

作性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

 

また，誤操作防止のために銘板をつけることで識別可能

とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

(46-3) 

(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43条第１項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替自動減圧機能は，逃がし安全弁の作動信号を発信す

る設備であり，発電用原子炉の運転中に試験又は検査を実

施する場合には，過大な出力変動等により発電用原子炉に

外乱を与える可能性があり，かつ，試験中又は検査中は機

能自体が維持できない状態となる為，表 3.3-10に示すよ

うに発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能な設

計とする。 

機能・性能確認として，模擬入力によるロジック回路動

作確認(自動減圧系の起動阻止スイッチの機能確認を含

む。)，校正，設定値及びタイマーの確認ができる設計と

する。 

(46-5) 

 

 

 

 

 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，運転員の操作性を

考慮して十分な操作空間を確保する。 

 

また，操作対象については銘板を付けることで識別可

能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作

可能な設計とする。以下の第3.3－11表に操作対象機器を

示す。 

第3.3－11表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

自動減圧系の起動 

阻止スイッチ 
通常→阻止 中央制御室 スイッチ操作 

（46－3－3） 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

 

過渡時自動減圧機能は，逃がし安全弁（自動減圧機能）

の作動信号を発信する設備であり，運転中に試験又は検

査を実施する場合には，誤操作等によりプラントに外乱

を与える可能性があるため，第3.3－12表に示すように停

止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

 

 

過渡時自動減圧機能は，発電用原子炉の停止中に機

能・性能確認として，模擬入力による論理回路の作動確

認（自動減圧系の起動阻止スイッチの機能確認を含む），

校正及び設定値確認が可能な設計とする。 

（46－5－9～13） 

  

 

 

 

 

 

自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自動減圧起動阻止

スイッチを操作するにあたり，操作性を考慮して十分な操

作空間を確保する。 

また，誤操作防止のために銘板をつけることで識別可能

とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

(46-3) 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 代替自動減圧機能は，逃がし安全弁の作動信号を発信す

る設備であり，発電用原子炉の運転中に試験又は検査を実

施する場合には，過大な出力変動等により発電用原子炉に

外乱を与える可能性があり，かつ，試験中又は検査中は機

能自体が維持できない状態となるため，表 3.3-10に示す

ように発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能な

設計とする。 

機能・性能確認として，模擬入力によるロジック回路動

作確認（自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自動減圧起動

阻止スイッチの機能確認を含む。），校正，設定値及びタイ

マーの確認が可能な設計とする。 

(46-5) 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑫の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑫の相違 
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表 3.3-10 代替自動減圧機能の試験及び検査 

発電用原子炉の 

状態 

項目 内容 

停止中 機能・性能試験 設定値確認 

タイマーの確認 

ロジック確認(自動減圧系の起動阻止 

スイッチの機能確認を含む) 

 

 

(4) 切り替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第１項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替自動減圧機能は，想定される重大事故等時におい

て，他の系統と切り替えることなく使用が可能な設計とす

る。 

(46-4) 

 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第１項五) 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，他の設備に悪影響を及ぼさないよ

う以下の措置を講じる設計とする。 

代替自動減圧機能のロジック回路は，多重化された自動

減圧系とは別の制御盤に収納することで，自動減圧系に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

検出器(原子炉水位低(レベル 1)，残留熱除去系ポンプ吐

出圧力高)からの入力信号については共用しているが，自

第3.3－12表 過渡時自動減圧機能の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 校正及び設定値確認 

タイマーの確認 

論理回路確認（自動減圧系の起動

阻止スイッチの機能確認を含む） 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機能を備えるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等」に示す。 

過渡時自動減圧機能は，本来の用途以外には使用しな

い設計とする。 

 

（46－4－2） 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等」に示す。 

 

過渡時自動減圧機能は，他の設備に悪影響を及ぼさな

いよう以下の措置を講じる設計とする。 

過渡時自動減圧機能の論理回路は，自動減圧系とは別

の制御盤に収納することで，自動減圧系に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，原子炉水位異常低下（レベル

１）及び残留熱除去系ポンプ又は低圧炉心スプレイ系ポ

表 3.3-10 代替自動減圧機能の試験及び検査 

発電用原子炉の 

状態 

項目 内容 

停止中 機能・性能試験 設定値確認 

タイマーの確認 

ロジック確認（自動減圧起動阻止ス

イッチ及び代替自動減圧起動阻止ス

イッチの機能確認を含む。） 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 代替自動減圧機能は，想定される重大事故等時におい

て，他の系統と切り替えることなく使用が可能な設計とす

る。 

(46-4) 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，他の設備に悪影響を及ぼさないよ

う以下の措置を講じる設計とする。 

代替自動減圧機能のロジック回路は，多重化された自動

減圧系とは別の制御盤に収納することで，自動減圧系に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

検出器（原子炉水位低（レベル１））及び残留熱除去ポ

ンプ又は低圧炉心スプレイ・ポンプの遮断器からの入力信

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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動減圧系と電気的な隔離装置(リレー)を用いて信号を分

離し，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

また，ロジック回路からの作動用電磁弁制御信号につい

ても共用しているが，自動減圧系と電気的な隔離装置(リ

レー)を用いて信号を分離しており，自動減圧系に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

代替自動減圧機能のロジック回路は，他の設備と遮断器

又はヒューズによる電気的な分離をすることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，代替自動減圧ロジッ

ク(代替自動減圧機能)と自動減圧系で阻止スイッチ(ハー

ドスイッチ)を共用しているが，スイッチの接点で分離す

ることで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

(46-3，46-11，46-12) 

 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第１項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，現場における操作が不要な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

ンプ吐出圧力高の検出器からの入力信号並びに論理回路

からの逃がし安全弁（自動減圧機能）作動用電磁弁制御

信号は，自動減圧系と共有するが自動減圧系と検出器信

号についてリレーにより分離し，論理回路電源は，配線

用遮断器及びヒューズにより分離することで，自動減圧

系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

過渡時自動減圧機能は，他の設備と電気的に分離する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，過渡時自動減圧機

能と自動減圧系で阻止スイッチ（ハードスイッチ）を共

用しているが，スイッチの接点で分離することで，自動

減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（46－11－2～7,46－12－2～16） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

過渡時自動減圧機能は，中央制御室，原子炉建屋付属

棟及び原子建屋原子炉棟内に設置されている設備である

が，原子炉水位異常低下（レベル１），残留熱除去系又

は低圧炉心スプレイ系吐出圧力確立の条件成立時，「2 out 

of 2」論理により自動で動作し，操作を行なわない設計

とする。 

 

 

号については共用しているが，自動減圧系と電気的な隔離

装置（リレー）を用いて信号を分離し，自動減圧系に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

代替自動減圧機能のロジック回路は，他の設備と遮断器

又はヒューズによる電気的な分離をすることで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

代替自動減圧起動阻止スイッチは，自動減圧起動阻止ス

イッチと分離することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

(46-3，46-11，46-12) 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，現場における操作が不要な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

島根２号炉は，原子炉

水位低（レベル１）の検

出器及び残留熱除去ポ

ンプ又は低圧炉心スプ

レイ・ポンプの遮断器か

らの入力信号を自動減

圧系と共用しており，ロ

ジック回路からの作動

用電磁弁制御信号につ

いては，自動減圧系と共

用していない 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑫の相違及び，島根２

号炉は自動減圧系と共

用していない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備設計の相違によ

るインターロックの相

違 
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また，自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央制御室か

ら操作可能な設計とし，操作位置の放射線量が高くなるお

それが少ないため操作が可能である。 

 

(46-3) 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，想定される重大事

故等時において，中央制御室にて操作が可能な設計とす

る。 

 

（46－4－2） 

 

また，自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自動減圧起動

阻止スイッチは，中央制御室から操作可能な設計とするこ

とから，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないた

め操作が可能である。 

(46-3) 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑫の相違 

 

3.3.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第２項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，想定される重大事故等時におい

て，炉心の著しい損傷を防止するためのシステムであるこ

とを考慮し，炉心が露出しないように有効燃料棒頂部より

高い設定として，「原子炉水位低(レベル 1)」信号の計器誤

差を考慮して確実に作動する設計とする。 

なお，逃がし安全弁の作動は冷却材の放出となり，その

補給に残留熱除去系による注水が必要であることから，原

子炉水位低(レベル 1)及び残留熱除去系ポンプ運転(低圧

注水モード)の場合に，逃がし安全弁(4個)を作動させる減

圧自動化ロジックを設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(46-6) 

 

(2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第２項二) 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

3.3.2.2.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

過渡時自動減圧機能は，想定される重大事故等時にお

いて，炉心の著しい損傷を防止するために作動する回路

であることから，炉心が露出しないように燃料有効長頂

部より高い設定として原子炉水位異常低下（レベル１）

信号の計器誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 

また，逃がし安全弁が作動すると冷却材が放出され，

その補給に残留熱除去系又は低圧炉心スプレイ系による

注水が必要であることから，原子炉水位異常低下（レベ

ル１）及び残留熱除去系ポンプ（低圧注水系）又は低圧

炉心スプレイ系ポンプが運転の場合に作動する設計とす

る。 

過渡時自動減圧機能の動作対象台数は，炉心損傷に至

らない台数を考慮した設計とする。 

過渡時自動減圧機能の動作対象弁は，サプレッショ

ン・チェンバの熱負荷を考慮し，異なる主蒸気配管の逃

がし安全弁（自動減圧機能）となるよう設計する。 

（46－6－2～4） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用する

3.3.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，想定される重大事故等時におい

て，炉心の著しい損傷を防止するためのシステムであるこ

とを考慮し，炉心が露出しないように燃料棒有効長頂部よ

り高い設定として，原子炉水位低（レベル１）信号の計器

誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 

なお，逃がし安全弁の作動は冷却材の放出となり，その

補給に残留熱除去系又は低圧炉心スプレイ系による注水

が必要であることから，原子炉水位低（レベル１）及び残

留熱除去ポンプ運転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプ

レイ・ポンプ運転の場合に，逃がし安全弁（２個）を作動

させる減圧自動化ロジックを設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

(46-6) 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違及び系統構

成の相違 

 

（島根２号炉は有効性

評価において，逃がし安

全弁２個で減圧可能で

あることを確認してい

る） 
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とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，二以上の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43

条第２項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

代替自動減圧機能のロジック回路は，多重化された自動

減圧系の制御盤と位置的分散を図ることで，地震，火災，

溢水等の主要な共通要因によって同時に機能を損なわな

い設計とする。 

 

また，代替自動減圧機能は，自動減圧系と共通要因によ

って同時に機能が損なわれないよう，ロジック回路をアナ

ログ回路で構築することで，ロジック回路をディジタル回

ことによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が

向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原

子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限り

でない。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分離，

悪影響防止等」に示す。 

 

敷地内に二以上の原子炉施設はないことから，過渡時

自動減圧機能は共用しない。 

 

 

(3) 設計基準対象設備との多様性（設置許可基準規則第43条第2

項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準

事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針等については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等」に示す。 

 

設計基準事故対処設備である自動減圧機能の論理回路

は，原子炉水位の低下により低圧炉心スプレイ系又は残

留熱除去系（低圧炉心注水系）が起動し，かつドライウ

ェル圧力高信号が成立した場合に発電用原子炉の自動減

圧を行うことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

代替自動減圧機能は，二以上の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

代替自動減圧機能のロジック回路は，多重化された自動

減圧系の制御盤と位置的分散を図ることで，地震，火災，

溢水等の主要な共通要因によって同時に機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，２段落下

にて記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の自動減
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路で構築する自動減圧系に対して多様性を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 代替自動減圧機能のロジック回路は，他の設備と遮断器

又はヒューズによる電気的な分離をすることで，共通要因

によって同時に機能を損なわない設計とする。 

(46-3，46-11) 

 

 

 

 

常設重大事故防止設備である過渡時自動減圧機能の論

理回路は，原子炉水位低下により低圧炉心スプレイ系又

は残留熱除去系（低圧炉心注水系）が起動した場合に，

ドライウェル圧力高信号を必要とせず，発電用原子炉の

自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減圧機能の

論理回路に対して異なる作動論理とすることで可能な限

り多様性を有する設計とする。 

過渡時自動減圧機能は，自動減圧系と共通要因によっ

て同時に機能が損なわれないよう，自動減圧系の制御盤

と位置的分散を図ることで，地震，火災，溢水等の主要

な共通要因故障によって同時に機能を損なわれない設計

とする。 

過渡時自動減圧機能は，自動減圧系と電気的に分離す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

（46－11－2～7,46－12－2～16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替自動減圧機能の論理回路は，原子炉水位低下により

残留熱除去ポンプ運転（低圧注水モード）又は低圧炉心ス

プレイ・ポンプ運転の場合に，ドライウェル圧力高信号を

必要とせず，原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計と

し，自動減圧機能の論理回路に対して異なる作動論理とす

ることで可能な限り多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替自動減圧機能のロジック回路は，他の設備と遮断器

又はヒューズによる電気的な分離をすることで，共通要因

によって同時に機能を損なわない設計とする。 

(46-3，46-11) 

 

 

圧系はディジタルでは

なく，アナログである 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，論理回

路の多様性を記載して

いる 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，２段落

上にて記載 
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3.3.2.3 逃がし安全弁機能回復(可搬型代替直流電源供給) 

 

3.3.2.3.1 設備概要 

逃がし安全弁の作動に必要な常設直流電源系統が喪失した場

合でも，AM用切替装置(SRV)を切り替えることで，可搬型直流電

源設備からの供給により逃がし安全弁(8個)の作動が可能な設

計とする。 

 

 

可搬型直流電源設備として，電源車を配備する。 

電源車は，代替所内電気設備へ接続することにより，AM用 MCC

を経由し復水移送ポンプ等に電源供給しつつ，AM用直流 125V 充

電器を経由し，24時間にわたり逃がし安全弁等，重大事故等の

対応に必要な直流設備へ電源供給できる設計とする。 

また，軽油タンクより，タンクローリ(4kL)を用いて燃料を補

給が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，駆動回路に逃がし安全弁用可搬型蓄電池を接続するこ

とで，逃がし安全弁(2個)の作動が可能な設計とする。 

 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，24時間にわたり逃がし安全

弁(2個)を連続開可能な容量を有する設計とする。 

 

 

逃がし安全弁機能回復(可搬型代替直流電源供給)に関する重

大事故等対処設備一覧を表 3.3-11に示す。 

 

 

 

3.3.2.3 逃がし安全弁機能回復（代替直流電源及び逃がし安全弁

用可搬型蓄電池供給） 

3.3.2.3.1 設備概要 

逃がし安全弁駆動に必要な常設直流電源が喪失し可搬型代替

直流電源設備が使用できる場合は，可搬型代替直流電源設備用

電源切替盤を切り替えることで，可搬型代替直流電源設備（可

搬型代替低圧電源車）からの供給により，逃がし安全弁（自動

減圧機能）7個の駆動が可能な設計とする。 

 

可搬型代替直流電源設備（可搬型代替低圧電源車）は可搬型

代替低圧電源車接続盤に接続し，可搬型整流器を経由すること

で，逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧系用電磁弁へ電

源供給できる設計とする。 

 

また，可搬型設備用軽油タンクより，タンクローリを用いて

燃料を補給できる設計とする。 

 

 

逃がし安全弁駆動に必要な常設直流電源が喪失し常設代替直

流電源設備が使用できる場合は，緊急用電源切替盤を切り替え

ることで，逃がし安全弁（自動減圧機能）7個の駆動が可能な設

計とする。 

 

 

 

また，常設直流電源が喪失し可搬型直流電源設備が使用でき

ない場合は，駆動回路に逃がし弁安全弁用可搬型蓄電池を接続

することで，逃がし安全弁（自動減圧機能）2個の作動が可能な

設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，24時間にわたり逃がし安全

弁（自動減圧機能）2個を連続開可能な容量を有する設計とする。 

 

 

直流電源単線結線図について補足説明資料46－2－2，3に，重

大事故等対処設備一覧を第3.3－13表に示す。 

 

 

 

3.3.2.3 逃がし安全弁機能回復（可搬型代替直流電源供給） 

 

3.3.2.3.1 設備概要 

逃がし安全弁の作動に必要な常設直流電源系統が喪失した場

合でも，ＳＲＶ用電源切替盤を切り替えることで，可搬型直流

電源設備からの供給により逃がし安全弁（８個）の作動が可能

な設計とする。 

 

 

可搬型直流電源設備として，高圧発電機車を配備する。 

高圧発電機車は，代替所内電気設備へ接続することにより，

ＳＡ用115V充電器盤を経由し，24時間にわたり逃がし安全弁等，

重大事故等の対応に必要な直流設備へ電源供給できる設計とす

る。 

また，ガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンクより，タンクローリを用いて燃料補給が可能

な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，駆動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）

を接続することで，逃がし安全弁（２個）の作動が可能な設計

とする。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，24時間にわた

り逃がし安全弁（２個）を連続開可能な容量を有する設計とす

る。 

 

逃がし安全弁機能回復（可搬型代替直流電源供給）に関する

重大事故等対処設備一覧を表 3.3-11に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水ポンプは

高圧発電機車から電源

供給しない 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は柏崎 6/

7 と同様に可搬設備で

対応する者を記載して

いる 
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表 3.3-11 逃がし安全弁機能回復(可搬型代替直流電源供給)に関

する重大事故等対処設備一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備※1 電源車【可搬】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

AM用切替装置(SRV)【常設】 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

附属設備 － 

燃料流路 軽油タンク出ロノズル・弁【常設】ホース【可搬】 

 

電路 電源車～緊急用電源切替箱接続装置 

～AM用直流 125V蓄電池及び充電器 

～AM用切替装置(SRV)電路 

(電源車～緊急用電源切替箱接続装置電路【可搬】) 

(緊急用電源切替箱接続装置～AM 用切替装置(SRV)電路

【常設】) 

 

電源車～AM用動力変圧器 

～AM用直流 125V蓄電池及び充電器 

～AM用切替装置(SRV)電路 

(電源車～AM用動力変圧器電路【可搬】) 

(AM用動力変圧器～AM用切替装置(SRV)電路【常設】) 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池～駆動回路電路【可搬】 

※1：単線結線図を補足説明資料 46-2に示す。 

主要設備のうち，電源車及び AM用直流 125V充電器について

は「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設計方

針を示す章)」で示す。 

第3.3－13表 逃がし安全弁機能回復（代替直流電源設備及び

逃がし安全弁用可搬型蓄電池）に関する重大事

故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 常設代替直流電源設備※１ 

 緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備※１ 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池【可搬】 

逃がし安全弁（自動減圧機能）【常設】※２ 

関連設備 付属設備 自動減圧機能用アキュムレータ【常設】 

水源 － 

流路 主蒸気系配管・クエンチャ【常設】 

注水先 － 

電源設備※

３ 

（燃料給油

設備含む） 

代替所内電気設備 

 緊急用電源切替盤【常設】 

燃料給油設備 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備 － 

※1 単線結線図を補足説明資料46－2に示す。主要設備のうち，常設代替

直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備については「3.14 電源設

備許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 逃がし安全弁18個のうち，自動減圧機能を有する弁は，以下のとおり。 

B22－F013B,C,F,H,K,L,R 計7個 

※3 単線結線図を補足説明資料46－2に示す。電源設備については，「3.14 

電源設備許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

表 3.3-11 逃がし安全弁機能回復（可搬型代替直流電源供給）に

関する重大事故等対処設備一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備※1 高圧発電機車【可搬型】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ＳＲＶ用電源切替盤【常設】 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

附属設備 － 

燃料流路 ガスタービン発電機用軽油タンク出ロノズル・弁【常設】 

ホース【可搬型】 

電路 高圧発電機車 

～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側） 

～ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器 

～ＳＲＶ用電源切替盤電路 

（高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子

炉建物西側）電路【可搬型】） 

（高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～

ＳＲＶ用電源切替盤電路【常設】） 

 

高圧発電機車 

～緊急用メタクラ接続プラグ盤 

～ＳＡ用 115V系蓄電池及び充電器 

～ＳＲＶ用電源切替盤電路 

（高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路【可

搬型】） 

（緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＲＶ用電源切替盤

電路【常設】） 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）～駆動回路電

路【可搬型】 

※１：単線結線図を補足説明資料 46-2に示す。 

主要設備のうち，高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系充電器に

ついては「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.3.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

（1）逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

型式    ：リチウムイオン電池 

 

 

個数    ：2(予備 1(6号及び 7号炉で共用)) 

容量    ：2072Wh 

電圧    ：135V 

使用箇所  ：原子炉建屋地下 1階 

保管場所  ：原子炉建屋地下 1階 

 

 

（2）電源車(6号及び 7号炉共用) 

エンジン 

台数    ：8(予備 1) 

使用燃料  ：軽油 

発電機 

台数    ：8(予備 1) 

種類    ：同期発電機 

容量    ：約 500kVA/台 

力率    ：0.8 

電圧    ：6.9kV 

周波数   ：50Hz 

設置場所  ：原子炉建屋電源車第一設置場所及び第二

設置場所 

 

保管場所  ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管

場所 

 

（3）AM 用直流 125V充電器 

個数    ：1 

電圧    ：125V 

容量    ：約 300A 

取付箇所  ：原子炉建屋内の原子炉区域外地上 4階 

 

 

3.3.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

型  式 ：リチウムイオン電池 

 

 

個  数 ：2（予備 1） 

容  量 ：約 780Wh／個 

電  圧 ：125V 

取付箇所 ：中央制御室 

保管場所 ：中央制御室 

 

 

(2) 可搬型代替低圧電源車 

エンジン 

個  数 ：4（予備 1） 

使用燃料 ：軽油 

発電機 

個  数 ：4（予備 1） 

種  類 ：三相交流発電機 

容  量 ：約 500kVA（1台当たり） 

力  率 ：0.8 

電  圧 ：440V 

周 波 数 ：50Hz 

設置場所 ：原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設

置エリア又は原子炉建屋東側可搬型代替

低圧電源車設置エリア 

保管場所 ：西側保管場所，南側保管場所及び予備機

置き場 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

型式    ：制御弁式据置鉛蓄電池 

 

 

個数    ：２（予備２） 

容量    ：約 24Ah/個 

電圧    ：115V 

使用箇所  ：廃棄物処理建物１階（補助盤室） 

保管場所  ：廃棄物処理建物１階（補助盤室） 

 

 

(2)  高圧発電機車 

機関 

 台数    ：６（予備１） 

 使用燃料  ：軽油 

発電機 

 台数    ：６（予備１） 

 種類    ：同期発電機 

 容量    ：約 500kVA/台 

 力率    ：0.8 

 電圧    ：6.6kV 

 周波数   ：60Hz 

設置場所  ：原子炉建物高圧発電機車第一設置場

所及び第二設置場所 

 

保管場所  ：第１保管エリア，第３保管エリア及

び第４保管エリア 

 

(3) ＳＡ用 115V系充電器 

個数    ：1 

電圧    ：120V 

容量    ：約 200A 

取付箇所  ：廃棄物処理建物１階 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は可搬型代

替直流電源設備として

可搬型整流器を使用し

ているが，島根２号炉は

柏崎 6/7 と同様に常設
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（4）AM 用切替装置(SRV) 

個数    ：一式 

取付箇所  ：コントロール建屋地上 2階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 可搬型整流器 

個  数 ：8（予備 1） 

出  力 ：15kW（1台当たり） 

設置場所 ：原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設置エ

リア又は原子炉建屋東側可搬型代替低圧電

源車設置エリア 

保管場所 ：西側保管場所及び南側保管場所 

 

(4) 可搬型設備用軽油タンク 

容  量 ：約 30kL（1基当たり） 

個  数 ：7（予備 1） 

設置場所 ：西側保管場所（地下）及び南側保管場所（地

下） 

 

(5) タンクローリ 

容  量 ：約 4.0kL（1台当たり） 

個  数 ：2（予備 3） 

設置場所 ：原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設置エ

リア又は原子炉建屋東側可搬型代替低圧電

源車設置エリア 

保管場所 ：西側保管場所及び南側保管場所 

 

(6) 緊急用 125V系蓄電池 

容  量 ：1組（116セル） 

個  数 ：125V 

容  量 : 約 6,000Ah 

設置場所 :原子炉建屋廃棄物処理棟 1階 

 

 

 

(4) ＳＲＶ用電源切替盤 

個数    ：１ 

取付箇所  ：廃棄物処理建物１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓄電池を使用する 

・設備の相違 

【東海第二】 

 東海第二は緊急用電

源切替盤を代替所内電

気設備としているため，

57 条に記載する整理と

している（以下，⑬の相

違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

可搬型直流電源設備

の構成が異なる 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，燃料補

給設備は 57 条で記載す

る整理としている）（以

下，⑭の相違） 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 ⑭の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は柏崎

6/7 と同様に可搬設備

で対応する者を記載し

ている 
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なお，上記（2），（3）の電源設備の詳細については「3.14

電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す

章)」にて示す。 

 

なお，上記(2)～(6)の電源設備の詳細については「3.14電源

設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」

にて示す。 

なお，上記（2)，(3)の電源設備の詳細については「3.14 電

源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」

にて示す。 

3.3.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第１項

一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉建屋内の原子炉

区域外に設置される設備であることから，想定される重大

事故等時における原子炉建屋内の原子炉区域外の環境条

件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮すること

ができるよう，表 3.3-12に示す設計とする。 

AM 用切替装置(SRV)は，中央制御室内に設置される設備

であることから，想定される重大事故等時における中央制

御室内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効

に発揮することができるよう，表 3.3-12に示す設計とす

る。 

 

また，逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続作業は，逃が

し安全弁用可搬型蓄電池の接続場所である原子炉建屋内

の原子炉区域外にて可能な設計とする。 

 

(46-3) 

 

 

 

 

3.3.2.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.3.2.3.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に

対処するために必要な機能を有効に発揮するものである

こと。 

 

(ⅱ) 適合性 

設計方針については，「2.3.3 環境条件等」で示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，中央制御室に設置す

る設備であることから，その機能を期待される重大事故

等が発生した場合における，中央制御室の環境条件を考

慮し，第3.3－14表に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（46－3－4） 

 

 

 

 

3.3.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は廃棄物処理

建物（補助盤室）に設置する設備であることから，想定さ

れる重大事故等時におけるその他建物（廃棄物処理建物

（補助盤室））の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機

能を有効に発揮することができるよう，表 3.3-12に示す

設計とする。 

ＳＲＶ用電源切替盤は，廃棄物処理建物（補助盤室）に

設置される設備であることから，想定される重大事故等時

における廃棄物処理建物（補助盤室）の環境条件及び荷重

条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよ

う，表 3.3-12に示す設計とする。 

また，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）の接続

作業は，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）の接続

場所である廃棄物処理建物（補助盤室）にて可能な設計と

する。 

(46-3，46-4，46-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑬の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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表 3.3-12 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射

線 

原子炉建屋内の原子炉区域外及び中央制御室内

で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下

に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統へ

の影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器

が損傷しないことを確認する(詳細は「2.1.2 耐

震設計の基本方針」に示す)。 

風(台風)・積雪 原子炉建屋内の原子炉区域外及び中央制御室内

に設置するため，風(台風)及び積雪の影響は受け

ない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

(2) 操作性(設置許可基準規則第43条第１項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続作業は，想定される

重大事故等時において，原子炉建屋内の原子炉区域外の環

境条件(被ばく影響等)を考慮の上，原子炉建屋内の原子炉

区域外にて可能な設計とする。 

作業場所である原子炉建屋内の原子炉区域外は，運転員

のアクセス性，操作性を考慮して十分な作業空間を確保す

第3.3－14表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

環 境 温 度 ･ 環 境 圧

力・湿度／屋外の天

候／放射線／荷重 

保管場所である中央制御室で想定される環境温

度，環境圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる

性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

保管場所で想定される適切な地震荷重との組合

せを踏まえ，機器が損傷しないことを確認し，ベ

ルトにより固定する。また，設置場所における転

倒防止を考慮し，輪留めによる車両の固定が可能

な設計とする。 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置す

る設計とする。 

風（台風）・竜巻・

積雪・火山の影響 

中央制御室に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波に

よる影響を考慮した設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続作業は，想定され

る重大事故等が発生した場合において，中央制御室の環

境条件（被ばく影響等）を考慮の上，接続場所である中

央制御室にて作業可能な設計とする。 

作業場所である中央制御室は，十分な作業空間を確保

する。 

表 3.3-12 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

廃棄物処理建物（補助盤室）で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統へ

の影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器

が損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐

震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 廃棄物処理建物（補助盤室）に設置するため，風

（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）の接続作業は，

想定される重大事故等時において， 廃棄物処理建物（補

助盤室）の環境条件（被ばく影響等）を考慮の上，廃棄物

処理建物（補助盤室）にて可能な設計とする。 

作業場所である廃棄物処理建物（補助盤室）は，運転員

のアクセス性，操作性を考慮して十分な作業空間を確保す

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 
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る。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続作業は，一般的に用

いられる工具(ドライバー等)を用いて，確実に作業ができ

る設計とし，作業場所である原子炉建屋内の原子炉区域外

近傍，アクセスルートの近傍又は中央制御室内に保管す

る。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，車輪の設置により運

搬，移動ができるとともに，設置場所である原子炉建屋内

の原子炉区域外にてボルト固定により転倒防止対策が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

AM用切替装置(SRV)は，中央制御室の制御盤内の切替え

装置にて手動による操作が可能な設計とする。中央制御室

の切替え装置を操作するにあたり，運転員の操作性を考慮

して十分な操作空間を確保する。また，切替え装置は誤操

作防止のために銘板をつけることで識別可能とし，運転員

の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計と

する。 

表3.3-13に操作対象機器の操作場所等を示す。 

(46-3，46-4) 

 

表 3.3-13 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

逃がし安全弁用 

可搬型蓄電池 

 

接続箇所端子リフト 

逃がし安全弁用可搬型蓄電

池接続 

原子炉建屋内の

原子炉区域外 

 

接続操作 

スイッチ操作 OFF→ON 

(逃がし安全弁閉→開) 

スイッチ操

作 

AM用切替装置 

(SRV) 

切→入 

(AM用直流 125V充電器側) 

中央制御室 切替え装置

の操作 

 

 

 

 

 

以下の第3.3－15表に操作対象機器を示す。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続作業は，ボルト・

ネジ接続とし，一般的に用いられる工具（ドライバー）

を用いて，確実に作業ができる設計とし，作業用工具は，

作業場所である中央制御室内に保管することとする。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，車輪を設けることに

より運搬，移動ができるとともに，設置場所である中央

制御室にてベルト固定により固縛が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（46－3－4,46－7－2） 

 

第 3.3－15表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

逃がし安全弁用 

可搬型蓄電池 

接続箇所端子リフト 

逃がし安全弁用可搬型蓄電

池接続 

中央制御

室 

接続操作 

スイッチ操作 OFF→ON 

(逃がし安全弁 閉→開) 

中央制御

室 

スイッチ 

操作 

 

 

 

 

る。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）の接続作業は，

一般的に用いられる工具（ドライバー等）を用いて，確実

に作業ができる設計とし，作業場所である廃棄物処理建物

（補助盤室），アクセスルートの近傍又は中央制御室内に

保管する。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，車輪の設

置により運搬，移動ができるとともに，設置場所である廃

棄物処理建物（補助盤室）にてボルト固定により転倒防止

対策が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＲＶ用電源切替盤は，廃棄物処理建物（補助盤室）の

制御盤内の切替え装置にて手動による操作が可能な設計

とする。廃棄物処理建物（補助盤室）の切替え装置を操作

するにあたり，運転員の操作性を考慮して十分な操作空間

を確保する。また，切替え装置は誤操作防止のために銘板

をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を

考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

表 3.3-13に操作対象幾器の操作場所等を示す。 

(46-3，46-4，46-7) 

 

表3.3-13 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

主蒸気逃がし

安全弁用蓄電

池（補助盤室） 

接続箇所端子リフト 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電

池（補助盤室）接続 

廃棄物処理建物

（補助盤室） 

 

接続操作 

スイッチ操作 OFF→ON（逃が

し安全弁閉→開） 

中央制御室 スイッチ操

作 

ＳＲＶ用電源

切替盤 

切⇒入 

（ＳＡ用115V系充電器側） 

廃棄物処理建物

（補助盤室） 

切替え装置

操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の主蒸気

逃がし安全弁用蓄電池

（補助盤室）は，転倒防

止対策としてボルトに

よる固定を行う（以下，

⑮の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑬の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43条第１項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，表 3.3-14に示すよう

に発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査，機能・性

能試験が可能な設計とする。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，外観検査として，目視

により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がない

ことについて表面状態の確認を行えるとともに，電圧の確

認を行うことが可能な設計とする。 

 

(46-5) 

 

表 3.3-14 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中又は停

止中 

 

外観検査 逃がし安全弁用可搬型蓄電

池外観の確認 

機能・性能試験 電圧の確認 

 

 

 

AM 用切替装置(SRV)は，表 3.3-15に示すように発電用原

子炉の停止中に外観検査，機能・性能検査が可能な設計と

する。 

性能の確認として，電気回路の絶縁抵抗に異常がないこ

とを確認する。外観検査として，目視により性能に影響を

及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことについて表面状

態の確認を行うことが可能な設計とする。 

(46-5) 

 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，第3.3－16表に示すよ

うに運転中又は停止中に外観検査，機能・性能試験が可

能な設計とする。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，発電用原子炉の運転

中又は停止中に外観検査として，目視により性能に影響

を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことについて表

面状態の確認が行えるとともに，機能・性能試験として，

電圧の確認を行うことが可能な設計とする。 

（46－5－13） 

 

第3.3－16表 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停

止中 

外観検査 外観の確認 

機能・性能試験 電圧測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，表 3.3-14

に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検

査，機能・性能試験が可能な設計とする。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，外観検査

として，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，

割れ等がないことについて表面状態の確認を行えるとと

もに，電圧の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

(46-5) 

 

表 3.3-14 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）の試験及び

検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中又は停

止中 

 

外観検査 逃がし安全弁用可搬型蓄電池

外観の確認 

機能・性能試験 

 

電圧の確認 

 

ＳＲＶ用電源切替盤は，表 3.3-15に示すように発電用

原子炉の停止中に外観検査，機能・性能検査が可能な設計

とする。 

性能の確認として，電気回路の絶縁抵抗に異常がないこ

とを確認する。外観検査として，目視により性能に影響を

及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことについて表面状

態の確認を行うことが可能な設計とする。 

(46-5) 
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表 3.3-15 AM用切替装置(SRV)の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

停止中 

 

外観検査 AM用切替装置(SRV)外観の確認 

 

機能・性能

試験 

AM用切替装置(SRV)の性能(電気回

路の絶縁抵抗)確認 

 

 

(4) 切り替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第１項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池及び AM用切替装置(SRV)

は，本来の用途以外の用途には使用しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続は，接続規格を統一

することにより，速やかに接続操作が可能な設計とする。 

 

 

図 3.3-4に原子炉建屋内の原子炉区域外での逃がし安全

弁用可搬型蓄電池の接続による逃がし安全弁(自動減圧機

能付き)開放のタイムチャートを示す。 

図 3.3-5に可搬型直流電源設備からの供給による逃がし

安全弁開放のタイムチャートを示す。 

(46-4，46-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機能を備えるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，本来の用途以外の用

途には使用しない設計とする。 

 

中央制御室において逃がし安全弁用可搬型蓄電池を自

動減圧機能用電磁弁の電気回路に接続することにより，

通常待機時における電源供給から逃がし安全弁用可搬型

蓄電池による電源供給へ中央制御室での電気回路の接続

により速やかに切り替えが可能な設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池と端子の接続は，接続規

格を統一することで，発電用原子炉の減圧が要求される

タイミングより十分早い段階で電源給電が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

（46－7－2） 

表 3.3-15 ＳＲＶ用電源切替盤の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

停止中 

 

外観検査 ＳＲＶ用電源切替盤外観の確認 

 

機能・性能

試験 

ＳＲＶ用電源切替盤の性能（電気

回路の絶縁抵抗）確認 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）及びＳＲＶ用

電源切替盤は，本来の用途以外の用途には使用しない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）の接続は，接

続規格を統一することにより，速やかに接続操作が可能な

設計とする。 

 

図 3.3-4に廃棄物処理建物（補助盤室）での主蒸気逃が

し安全弁用蓄電池（補助盤室）の接続による逃がし安全弁

（自動減圧機能付き）開放のタイムチャートを示す。 

図 3.3-5に可搬型直流電源設備からの供給による逃がし

安全弁開放のタイムチャートを示す。 

(46-4，46-7) 

・設備の相違 
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図 3.3-4 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁 

   (自動減圧機能付き)開放のタイムチャート＊ 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-5 可搬型直流電源設備による逃がし安全弁 

       (自動減圧機能なし)開放のタイムチャート＊ 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について

の 1.3で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第１項五) 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池及び AM用切替装置(SRV)

は，通常時に接続先の系統と分離された状態で保管する。

逃がし安全弁用可搬型蓄電池及び AM用切替装置(SRV)を用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，通常待機時に接続先

の系統と分離して保管し，重大事故等時は重大事故等対

処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影

 

図 3.3-4 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁（自動

減圧機能付き）開放のタイムチャート＊ 

 
図 3.3-5可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放のタイムチ

ャート＊ 

 

＊:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.3

で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）及びＳＲＶ用

電源切替盤は，通常時に接続先の系統と分離された状態で

保管する。主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）及び

 

 

 

 

 

・運用の相違 
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・設備の相違 
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⑬の相違 

 

手順の項目

逃がし安全弁開放操作

可搬型計測器接続

減圧監視

移動，ケーブル敷設，接続

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

緊急時対策要員 ２

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）によ
る逃がし安全弁開放

中央制御室運転員Ａ １

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放 １時間20分

 

手順の項目 要員(数)

逃がし安全弁開放操作

緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備

受電確認

排風機運転

可搬型計測器接続 移動，仮設ケーブル接続前準備，排風機運転準備

電源切替 排風機電源復旧

減圧監視 移動，充電器盤への給電，受電操作

高圧発電機車による給電

移動，仮設ケーブル敷設，接続

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，２時間10分以内で可能である。
※２　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

緊急時対策要員 ３

可搬型直流電源設備による
逃がし安全弁開放

（高圧発電機車（原子炉建物西側又は南側の高
圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給

電の場合）

【第４保管エリアを使用する場合】

中央制御室運転員Ａ １

常設代替直流電源設備による逃がし安全弁開放 40分

可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 ５時間10分
高圧発電機車による給電 ２時間40分 ※１

 

手順の項目 要員(数)

逃がし安全弁開放操作

緊急用メタクラ及びＳＡ低圧母線の受電準備

受電確認

排風機運転

可搬型計測器接続 移動，仮設ケーブル接続前準備，排風機運転準備

電源切替 移動，排風機電源復旧

減圧監視 移動，充電器盤への給電，受電操作

高圧発電機車による給電

移動，仮設ケーブル敷設，接続

※１　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，２時間20分以内で可能である。
※２　第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

330 360 備考30 60 90 120 150 180 210 240 270必要な要員と作業項目

経過時間（分）

300

可搬型直流電源設備による
逃がし安全弁開放

（高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊
急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤
に接続）による給電の場合（故意による大型航
空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合））

【第４保管エリアを使用する場合】

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

緊急時対策要員 ３

常設代替直流電源設備による逃がし安全弁開放 40分

可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 ５時間50分
高圧発電機車による給電 ２時間50分 ※１
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いる場合は，通常時の系統構成から重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 

 

 

(46-4) 

 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第１項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池及び AM用切替装置(SRV)

は，線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれ

の少ない設置場所である，原子炉建屋内の原子炉区域外及

び中央制御室に設置し，設置場所で操作可能である。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池及び AM用切替装置(SRV)の

設置場所並びに操作場所を表 3.3-16に示す。 

 

(46-3) 

 

表 3.3-16 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

逃がし安全弁用可

搬型蓄電池 

原子炉建屋地下 1階 

(原子炉建屋内の原子炉

区域外) 

原子炉建屋地下 1階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外) 

AM用切替装置 

（SRV） 

中央制御室 中央制御室 

 

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，設置場所である中央

制御室にてベルトで固定により転倒対策を実施すること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（46－3－4,46－7－2,46－8－2） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，第3.3－17表に示すよ

うに線源からの隔離距離により放射線量が高くなるおそ

れの少ない設置場所である，中央制御室に設置し，設置

場所で操作可能な設計とする。 

 

 

 

（46－3－4） 

 

第3.3－17表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 中央制御室 中央制御室 

 

 

  

ＳＲＶ用電源切替盤を用いる場合は，通常時の系統構成か

ら重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

(46-3，46-4) 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）及びＳＲＶ用

電源切替盤は，線源からの離隔距離により放射線量が高く

なるおそれの少ない設置場所である，廃棄物処理建物（補

助盤室）及び中央制御室に設置し，設置場所で操作可能で

ある。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）及びＳＲＶ用

電源切替盤の設置場所並びに操作場所を表 3.3-16に示す。 

(46-3，46-7) 

 

表 3.3-16 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

主蒸気逃がし安全弁用

蓄電池（補助盤室） 

廃棄物処理建物（補助

盤室） 

廃棄物処理建物（補助

盤室） 

ＳＲＶ用電源切替盤 廃棄物処理建物（補助

盤室） 

 

廃棄物処理建物（補助

盤室） 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑮の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑬の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑬の相違 
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3.3.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第２項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

AM 用切替装置(SRV)を切り替えることで，可搬型直流電

源設備からの供給により，24時間にわたり逃がし安全弁(8

個)の作動が可能な設計とする。 

 

(2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第２項二) 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

AM 用切替装置(SRV)は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43

条第２項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

 3.3.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

ＳＲＶ用電源切替盤を切り替えることで，可搬型直流電

源設備からの供給により，24時間にわたり逃がし安全弁

（８個）の作動が可能な設計とする。 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

ＳＲＶ用電源切替盤は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は柏崎と

同様に，SRV用電源切替

盤を 46 条にて記載する

整理としている 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

AM 用切替装置(SRV)を切り替えることで，可搬型直流電

源設備からの電源供給による逃がし安全弁の作動は，直流

125V蓄電池 A，直流 125V蓄電池 A-2及び直流 125V蓄電池

Bからの電源供給による逃がし安全弁の作動と異なる電源

及び電路で構成されており，多様性を有する設計とする。 

 

(46-3，46-4) 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

ＳＲＶ用電源切替盤を切り替えることで，可搬型直流電

源設備からの電源供給による逃がし安全弁の作動は，Ａ－

115Ｖ系蓄電池，Ｂ－115Ｖ系蓄電池及びＢ１－115Ｖ系蓄

電池（ＳＡ）からの電源供給による逃がし安全弁の作動と

異なる電源及び電路で構成されており，多様性を有する設

計とする。 

(46-3，46-4) 

3.3.2.3.3.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第３項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，24時間にわたり逃がし

安全弁(2個)を連続開可能な容量を有するものを，6 号及

び 7 号炉にそれぞれ 1セット 1個使用する。 

保有数は 6号，7 号炉それぞれで 1セット 1個に，故障

時及び保守点検による待機徐外時のバックアップ用とし

て 1 個(6号及び 7号炉共用)を分散して保管する。 

(46-6) 

 

(2) 確実な接続(設置許可基準規則第 43条第３項二) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備(発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設

の設備をいう。以下同じ。)と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

3.3.2.3.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十

分に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，逃がし安全弁（自動

減圧機能）1個の作動時間を考慮した蓄電池容量を有する

ものを2個使用する。 

保有数は2個，保守点検は電圧測定であり，保守点検中

でも使用可能であるため，保守点検用は考慮せずに，故

障時の予備として1個の合計3個を保管する。 

（46－6－7） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又

は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常

設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあって

は，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用

することができるよう，接続部の規格の統一その他の適

3.3.2.3.3.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，24時間に

わたり逃がし安全弁（２個）を連続開可能な容量を有する

ものを，１セット２個使用する。 

保有数は１セット２個に，故障時及び保守点検による待

機徐外時のバックアップ用として１セット２個を分散し

て保管する。 

(46-6) 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設

の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備仕様の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備仕様の相違 

・他号炉と共用しない 
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置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続は，接続規格を統一

することにより，一般的に使用される工具(ドライバー等)

を用いて容易かつ確実に接続操作が可能な設計とする。 

 

(46-4，46-7) 

 

(3) 複数の接続口(設置許可基準規則第 43条第３項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備(原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。)の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉建屋の外から水

又は電力を供給する設備ではなく，原子炉建屋内の原子炉

区域外から接続可能な設計とする。 

 

(4) 設置場所(設置許可基準規則第43条第３項四) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備

と接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その

他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続は，ボルト・ネジ

接続とし，一般的に使用される工具（ドライバー）を用

いて容易かつ確実に接続操作可能な設計とする。 

 

（46－7－2） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によっ

て接続することができなくなることを防止するため，可

搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電

力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉建屋の外から

水又は電力を供給する設備ではなく，中央制御室から接

続可能な設計とする。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設

備と接続することができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設

置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）の接続は，接

続規格を統一することにより，一般的に使用される工具

（ドライバー等）を用いて容易かつ確実に接続操作が可能

な設計とする。 

(46-3，46-7) 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建物の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，原子炉建

物の外から水又は電力を供給する設備ではなく，廃棄物処

理建物（補助盤室）から接続可能な設計とする。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備

と接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その

他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 
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逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続は，線源からの離隔

距離により放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所

である，原子炉建屋内の原子炉区域外で確実に速やかに接

続が可能である。 

(46-3) 

 

(5) 保管場所(設置許可基準規則第43条第３項五) 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保

管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，津波，その他自然現象

による影響(風(台風)，竜巻，積雪，低温，落雷，火山の

影響，森林火災，降水，生物学的事象)及び外部人為事象(近

隣工場等の火災又は爆発，有毒ガス)に対して，外部から

の衝撃による損傷の防止が図られた原子炉建屋内の原子

炉区域外に保管する。 

また，直流125V蓄電池A，直流125V蓄電池A-2，直流125V

蓄電池B及びAM用直流125V蓄電池と位置的分散を図り保管

及び設置する。 

 

(46-3) 

 

(6) アクセスルートの確保(設置許可基準規則第43条第３項

六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続は，線源からの隔

離距離により放射線量が高くなるおそれの少ない設置場

所である，中央制御室で操作可能な設計とする。 

 

（46－3－4） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所

に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，地震，津波，その他

の外部事象による損傷の防止が図られた中央制御室に保

管する。 

 

 

 

また，原子炉建屋付属棟内の所内常設直流電源設備

（125V系蓄電池Ａ系及び125V系蓄電池Ｂ系）と異なる区

画に保管することで，所内常設直流電源設備と位置的分

散を図る設計とする。 

（46－8－2） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状

況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保でき

るよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）の接続は，線源

からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少な

い設置場所である，廃棄物処理建物内で確実に速やかに接

続が可能である。 

(46-3，46-7) 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保

管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，地震，津

波，その他自然現象による影響（風（台風），竜巻，積雪，

低温，落雷，火山の影響，森林火災，降水，生物学的事象）

及び外部人為事象（近隣工場等の火災又は爆発，有毒ガス）

に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた廃

棄物処理建物内に保管する。 

また，Ａ－115Ｖ系蓄電池，Ｂ－115Ｖ系蓄電池，Ｂ１－

115Ｖ系蓄電池（ＳＡ）及びＳＡ用 115V系蓄電池と位置的

分散を図り保管及び設置する。 

 

(46-3) 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第３項六） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよ

う，適切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の運搬経路は，津波，その

他自然現象による影響(風(台風)，竜巻，積雪，低温，落

雷，火山の影響，森林火災，降水，生物学的事象)及び外

部人為事象(近隣工場等の火災又は爆発，有毒ガス)に対し

て，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた原子炉建

屋内の原子炉区域外に確保し，地震時の迂回路も考慮して

複数の屋内アクセスルートを確保する。 

(『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスル

ートについて』参照) 

なお，溢水等に対しては，アクセスルートでの被ばくを

考慮した放射線防護具を着用することとし，運用について

は，「技術的能力説明資料1.0重大事故等対策における共通

事項」に，火災防護については，「2.2 火災による損傷の

防止(設置許可基準規則第41条に対する設計方針を示す

章)」に示す。 

(46-9) 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性(設置許可基準規則第43条第３項七) 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設

備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた原子炉建屋内の原子炉区域外に設

置し，直流125V蓄電池A，直流125V蓄電池A-2，直流125V蓄

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池の運搬経路は，地震，津

波，その他の外部事象による損傷の防止が図られた中央

制御室に確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（46－9－3） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多

様性（設置許可基準規則第43条第3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因に

よって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防

止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，外部からの衝撃によ

る損傷の防止が図られた中央制御室に設置し，所内常設

直流電源設備，可搬型代替直流電源設備及び常設代替直

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）の運搬経路は，

地震，津波，その他自然現象による影響（風（台風），竜

巻，積雪，低温，落雷，火山の影響，森林火災，降水，生

物学的事象）及び外部人為事象（近隣工場等の火災又は爆

発，有毒ガス）に対して，外部からの衝撃による損傷の防

止が図られた廃棄物処理建物内に確保し，地震時の迂回路

も考慮して複数の屋内アクセスルートを確保する。 

（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスル

ートについて』参照） 

なお，溢水等に対しては，アクセスルートでの被ばくを

考慮した放射線防護具を着用することとし，運用について

は，「技術的能力説明資料 1.0 重大事故等対策における共

通事項」に，火災防護については，「2.2 火災による損傷

の防止（設置許可基準規則第 41条に対する設計方針を示

す章）」に示す。 

(46-9) 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設

備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，外部から

の衝撃による損傷の防止が図られた廃棄物処理建物内に

設置し，Ａ－115Ｖ系蓄電池，Ｂ－115Ｖ系蓄電池，Ｂ１－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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電池B及びAM用直流125V蓄電池と位置的分散を図る設計と

する。 

 

 

 

 

 

また，逃がし安全弁用可搬型蓄電池はリチウムイオン蓄

電池であるが，直流125V蓄電池A，直流125V蓄電池A-2，直

流125V蓄電池B及びAM用直流125V蓄電池は鉛蓄電池であ

り，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(46-3，46-4，46-8) 

流電源設備と位置的分散を図る設計とする。 

 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，通常待機時は接続せ

ず原子炉建屋付属棟内の所内常設直流電源設備（125V系

蓄電池Ａ系及び125V系蓄電池Ｂ系）と異なる区画に保管

することで，所内常設直流電源設備と位置的分散を図る

設計とする。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，可搬設備とすること

で所内常設直流電源設備の常設設備である125V系蓄電池

Ａ系及び125V系蓄電池Ｂ系に対して多様性を有する設計

とする。 

共通要因によって同時に機能を損なわないよう所内常

設直流電源設備である125V系蓄電池Ａ系及び125V系蓄電

池Ｂ系に対して異なる種類の蓄電池を用いることで多様

性を有する設計とする。 

なお，多様性又は多重性，位置的分散については，第

3.3－18表に示す。 

（46－3－4,46－4－5,46－8－2） 

 

 

第 3.3－18表 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

125V系蓄電池Ａ系【常設】 

125V系蓄電池Ｂ系【常設】 

逃がし安全弁用可搬型蓄

電池【可搬】 

減圧用の弁 逃がし安全弁 

（自動減圧機能） 

逃がし安全弁 

（自動減圧機能） 

7個 2個 

原子炉格納容器内 

駆動用電源 125V系蓄電池Ａ系【常設】 

125V系蓄電池Ｂ系【常設】 

逃がし安全弁用可搬型蓄

電池【可搬】 

2組 2個（予備1） 

125V系蓄電池Ａ系【常設】 

原子炉建屋付属棟中1階 

125V系蓄電池Ｂ系【常設】 

原子炉建屋付属棟1階 

中央制御室 

 

 

 

 

 

115Ｖ系蓄電池（ＳＡ）及びＳＡ用 115V系蓄電池と位置的

分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

また，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は可搬

型の鉛蓄電池であり，Ｂ－115Ｖ系蓄電池，Ｂ１－115Ｖ系

蓄電池（ＳＡ），Ａ－115Ｖ系蓄電池及びＳＡ用 115V系蓄

電池は常設の鉛蓄電池であるため，多様性を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

(46-2，46-3，46-4，46-7) 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，3.3.2.

3.3.3（5）にて記載） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の主蒸気

逃がし安全弁用蓄電池

は鉛蓄電池であり，常設

蓄電池と同じ種類の蓄

電池であるが，常設蓄電

池に対して可搬設備で

あり多様性を有する。ま

た，常設蓄電池とは同じ

区画に設置しないこと

で位置的分散を図った

設計としている 
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3.3.2.4 逃がし安全弁機能回復(代替窒素供給) 

3.3.2.4.1 設備概要 

逃がし安全弁の作動に必要な逃がし弁機能用アキュムレータ及

び自動減圧機能用アキュムレータの供給圧力が喪失した場合に備

え，高圧窒素ガス供給系を設ける。 

 

本系統は，逃がし安全弁に対して窒素ガスを供給するものであ

り，高圧窒素ガスボンベ及び高圧窒素ガス供給系の配管・弁等で

構成する。 

 

高圧窒素ガス供給系は，独立した 2系列で位置的分散を図る系

統構成であり，中央制御室又は現場での弁操作により高圧窒素ガ

スボンベの高圧窒素ガスを，逃がし安全弁及び逃がし安全弁(自動

減圧機能付き)のアクチュエータのピストンへ供給する。 

なお，高圧窒素ガス供給系の各系列には使用側及び待機側の 2系

列の高圧窒素ガスボンベが設置されており，ボンベ圧力が低下し

た場合においても，現場操作により高圧窒素ガスボンベの切替え

又は取替えが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧窒素ガス供給系の系統圧力は，逃がし安全弁(自動減圧機能

付き)の作動環境条件を考慮して格納容器圧力が設計圧力の 2倍の

状態(620kPa[gage])においても全開可能な圧力に設定する。 

 

 

高圧窒素ガス供給系の系統概要図を図 3.3-6に，重大事故等対

処設備一覧を表 3.3-17に示す。 

 

 

 

 

3.3.2.4 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給） 

3.3.2.4.1 設備概要 

逃がし安全弁の駆動に必要なアキュムレ－タ（逃がし弁機能

用及び自動減圧機能用）の供給圧力が喪失した場合に備え，非

常用窒素供給系を設ける。 

 

本系統は，逃がし安全弁（自動減圧機能）7個に対して窒素を

供給するものであり，非常用窒素供給系の高圧窒素ボンベ及び

配管・弁等で構成する。 

 

非常用窒素供給系は，常用の窒素供給系からの窒素供給圧力

が低下した場合に自動的に高圧窒素ボンベ供給弁が開となり，

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの窒素を逃がし安全弁（自動

減圧機能）に供給する。 

 

なお，非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの圧力が低下した場

合は，現場操作により非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交換

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用窒素供給系の系統圧力は，逃がし安全弁（自動減圧機

能）の作動環境条件を考慮して格納容器圧力が設計圧力の2倍の

状態（2Pd）においても全開可能な圧力に設定する。 

 

 

非常用窒素供給系の系統概要図を第3.3－4図に，重大事故等

対処設備一覧を第3.3－19表に示す。 

 

 

 

 

3.3.2.4 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給） 

3.3.2.4.1 設備概要 

逃がし安全弁の作動に必要な逃がし安全弁逃がし弁機能用アキ

ュムレータの供給圧力が喪失した場合に備え，逃がし安全弁窒素

ガス供給系を設ける。 

 

本系統は，逃がし安全弁に対して窒素ガスを供給するものであ

り，逃がし安全弁用窒素ガスボンベ及び逃がし安全弁窒素ガス供

給系の配管・弁等で構成する。 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，独立した２系列で位置的分散

を図る系統構成であり，中央制御室又は現場での弁操作により逃

がし安全弁用窒素ガスボンベの高圧窒素ガスを，逃がし安全弁の

アクチュエータのピストンへ供給する。 

なお，逃がし安全弁窒素ガス供給系の各系列には使用側及び待

機側の２系列の逃がし安全弁用窒素ガスボンベが設置されてお

り，ボンベ圧力が低下した場合においても，現場操作により逃が

し安全弁用窒素ガスボンベの切替えが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系の系統圧力は，逃がし安全弁の作

動環境条件を考慮して格納容器圧力が設計圧力の２倍の状態

（853kPa[gage]）においても全開可能な圧力に設定変更可能な設

計とする。 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系の系統概要図を図 3.3-6 に，重大

事故等対処設備一覧を表 3.3-17に示す。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違  

【東海第二】 

 ②の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，配備す

るボンベ個数により７

日間以上の減圧維持が

可能であり十分な予備

数も確保しているため，

取替は SA としない（以

下，⑯の相違） 

 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑤の相違 
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図 3.3-6 高圧窒素ガス供給系 系統概要図 

 

 

 

 

第 3.3－4図 非常用窒素供給系 系統概要図 

 

 

 

 

 

図 3.3-6 逃がし安全弁窒素ガス供給系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サプレッション・チェンバへ 

サプレッション・チェンバへ 

サプレッション・チェンバへ 

主蒸気系へ 

アキュムレータ 

アキュムレータ 

A0 

MO 

MO 

MO 

MO 

A0 

 

主蒸気系へ 

A0 

主蒸気系へ 

逃がし安全弁 

(RV202-1B,1D,1E) 

逃がし安全弁 

(RV202-1G,1K,1M) 

逃がし安全弁 

(RV202-1A,1C,1F,1H,1J,1L) 

原子炉格納容器 

アキュムレータ 

原子炉 

圧力容器 

自動減圧機能作動信号 

手動減圧信号 

原子炉圧力高信号 

代替自動減圧機能作動信号 

（RV202-1Bが対象） 

手動減圧信号 

原子炉圧力高信号 

手動減圧信号 

原子炉圧力高信号 

代替自動減圧機能作動信号 

（RV202-1Mが対象） 

自動減圧機能作動信号 

：重大事故等対処設備 

凡例 

A0 

MO 

：逃がし安全弁 

：電磁弁 

：アキュムレータ 

 （逃がし弁機能用） 

 （自動減圧機能用） 

：電動弁 

：逆止弁 

AO 

AO 

窒素ガスボンベ 

（待機側） 
窒素ガスボンベ 

MO 

窒素ガスボンベ 

（待機側） 
窒素ガスボンベ 

AO 
：空気作動弁 

：減圧弁 

：手動弁 

窒素ガス制御系 
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表 3.3-17 逃がし安全弁機能回復(代替窒素供給)に関する重大事

故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧窒素ガスボンベ【可搬】 

附属設備 一 

水源 一 

流路 高圧窒素ガス供給系 配管・弁【常設】 

自動減圧機能用アキュムレータ【常設】 

逃がし弁機能用アキュムレータ【常設】 

注水先 一 

電源設備 一 

計装設備(補助)※1 高圧窒素ガス供給系 ADS入口圧力【常設】 

高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧力【常設】 

※1 ：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準とし

て用いる補助パラメータ 

 

第3.3－19表 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給）に関

する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ【可搬】 

逃がし安全弁（自動減圧機能）【常設】※１ 

関連設備 付属設備 － 

水源 － 

流路 非常用窒素供給系 配管・弁【常設】 

自動減圧機能用アキュムレ－タ【常設】 

主蒸気系配管・クエンチャ【常設】 

注水先 － 

電源設備※２ 所内常設直流電源設備 

125V系蓄電池Ａ系【常設】 

125V系蓄電池Ｂ系【常設】 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型代替直流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

代替所内電気設備 

 緊急用電源切替盤【常設】 

燃料給油設備 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクロ－リ【可搬】 

計装設備※３ 非常用窒素供給系供給圧力【常設】 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧力【常設】 

※1 逃がし安全弁18個のうち，自動減圧機能を有する弁は，以下のとおり。 

B22－F013B,C,F,H,K,L,R 計7個 

※2 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準をして用い

る補助パラメ－タ 

表 3.3-17 逃がし安全弁機能回復（代替窒素供給）に関する重大

事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ【可搬】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 逃がし安全弁窒素ガス供給系配管・弁【常設】 

 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ【常設】 

注水先 － 

電源設備 － 

計装設備（補助）※1 ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力【常設】 

Ｎ２ガスボンベ圧力【常設】 

※１：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用

いる補助パラメータ 

・設備の相違 

3.3.2.4.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1)高圧窒素ガスボンベ 

個数    ：5(予備 20) 

容量    ：約 47L/個 

充填圧力  ：約 15MPa[gage] 

設置場所  ：原子炉建屋地上 4階 

保管場所  ：原子炉建屋地上 4階 

3.3.2.4.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ 

本  数 ：10（予備10） 

容  量 ：約47L（1本当たり） 

充填圧力 ：約15MPa［gage］ 

取付箇所 ：原子炉建屋原子炉棟 3階 

保管場所 ：原子炉建屋原子炉棟 3階 

3.3.2.4.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

個数      :15（予備 15） 

容量      :約 47L/個 

充填圧力    :約 15MPa[gage] 

設置場所    :原子炉建物付属棟２階 

   保管場所    :原子炉建物付属棟２階 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 
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3.3.2.4.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.4.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第１項

一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧窒素ガスボンベは，原子炉建屋内の原子炉区域外に

保管及び設置する設備であることから，想定される重大事

故等時における原子炉建屋内の原子炉区域外の環境条件

及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することが

できるよう，表 3.3-18に示す設計とする。 

 

また，高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替え作業は，

想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計

とする。 

(46-3，46-7，46-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.4.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.3.2.4.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に

対処するために必要な機能を有効に発揮するものである

こと。 

(ⅱ) 適合性 

設計方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，原子炉建屋原子

炉棟内に設置される設備であることから，想定される重

大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を

考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

第3.3－20表に示す設計とする。 

 

 

 

 

（46－3－5,46－8－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.4.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.4.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，原子炉建物内の原子

炉建物付属棟に保管及び設置する設備であることから，想

定される重大事故等時における原子炉建物内の原子炉建

物付属棟の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有

効に発揮することができるよう，表 3.3-18に示す設計と

する。 

また，逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替え作業は，

想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計

とする。 

(46-3，46-7，46-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 
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表 3.3-18 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建屋内の原子炉区域外で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統へ

の影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が

損傷しないことを確認する(詳細は「2.1.2 耐震

設計の基本方針」に示す)。 

風(台風)・積雪 原子炉建屋内の原子炉区域外に設置するため，風

(台風)及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

(2) 操作性(設置許可基準規則第43条第１項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.3－20表 想定する環境条件 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

非常用窒素供給系は，常用の窒素供給系からの窒素供

給圧力が低下した場合に自動的に高圧窒素ガスボンベ供

給止め弁が開となり，非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ

の窒素を逃がし安全弁（自動減圧機能）に供給する操作

不要な設計とする。 

 

 

環境条件 対応 

環境温度･環境圧力・湿

度／屋外の天候／放射

線／荷重 

設置場所である中央制御室，原子炉建屋付属棟

及び原子建屋原子炉棟で想定される環境温度，

環境圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性

能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による

影響は受けない。 

海水を通水する系統へ

の影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機

器が損傷しない設計とする。（詳細は「2.1.2 耐

震設計の基本方針」に示す） 

津波 

 

津波を考慮し防潮堤及び浸水防護設備を設置す

る設計とする。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 

 

機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

表 3.3-18 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建物付属棟で想定される温度，圧力，湿度

及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統へ

の影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器

が損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐

震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物付属棟に設置するため，風（台風）及

び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，常用の窒素供給系から

の窒素供給圧力が低下した場合に自動的にＮ２ガスボン

ベ出口弁が開となり，逃がし安全弁窒素ガス供給系の逃が

し安全弁用窒素ガスボンベの窒素を逃がし安全弁に供給

する操作不要な設計とする。 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 ⑪の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ③の相違 
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高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えは，想定される

重大事故等時において，原子炉建屋内の原子炉区域外の環

境条件(被ばく影響等)を考慮の上，原子炉建屋内の原子炉

区域外にて作業可能な設計とする。 

作業場所である原子炉建屋内の原子炉区域外は，運転員

のアクセス性及び操作性を考慮して十分な作業空間を確

保する。 

高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えは，一般的に用

いられる工具(スパナ等)及び専用工具(ボンベ開閉ハンド

ル(ボンベコック操作用))を用いて，確実に作業ができる

設計とし，作業場所である原子炉建屋内の原子炉区域外近

傍，アクセスルートの近傍又は中央制御室内に保管する。 

また，高圧窒素ガスボンベの接続は，袋ナットによる専

用の接続方式により，確実に接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

なお，高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えを行うた

めに必要な操作対象弁(高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガス

ボンベラック出口弁(A)～(D)，高圧窒素ガス供給系高圧窒

素ガスボンベ出口弁(A)～(V)((ⅰ)，(O)除く)及び高圧窒

素ガスボンベ元弁)は，一般的に用いられる工具(スパナ

等)及び専用工具(ボンベ開閉ハンドル(ボンベコック操作

用))を用いて操作が可能な設計とする。 

 

 

高圧窒素ガスボンベは，人力による運搬が可能な設計と

し，屋内アクセスルートを通行してアクセス可能な設計と

するとともに，必要に応じて固縛等が可能な設計とする。 

 

高圧窒素ガス供給を行うために必要な操作対象弁(高圧

窒素ガス供給系非常用窒素ガス(A)供給弁，高圧窒素ガス

供給系非常用窒素ガス(B)供給弁及び高圧窒素ガス供給系

常用･非常用窒素ガス連絡弁(A)，高圧窒素ガス供給系常

用･非常用窒素ガス連絡弁(B))は，原子炉建屋地上4階(原

子炉建屋内の原子炉区域外)に設置し，手動操作が可能な

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの圧力が低下した場

合のボンベ交換作業は，想定される重大事故等時におけ

る原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮の上，原子炉

建屋原子炉棟内にて作業可能な設計とする。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交換を行う作業場

所は，十分な操作空間を確保する設計とする。 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交換作業は，一般

的に用いられる工具（スパナ等）及び専用工具（ボンベ

開閉ハンドル（ボンベコック操作用））を用いて，確実

に作業ができる設計とする。 

 

また，高圧窒素ボンベの非常用窒素供給系への接続は，

袋ナットによる専用の接続方式により，確実に接続が可

能な設計とする。非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交

換作業に用いる工具は，作業場所である原子炉建屋原子

炉棟の近傍，アクセスル－トの近傍，又は中央制御室内

に保管できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，人力又はボンベ

運搬台車による移動ができるとともに，設置場所である

原子炉建屋原子炉棟内にてボンベラックへの固縛による

転倒防止対策が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替えは，想定される

重大事故等時において，原子炉建物付属棟の環境条件（被

ばく影響等）を考慮の上，原子炉建物付属棟にて作業可能

な設計とする。 

作業場所である原子炉建物付属棟は，運転員のアクセス

性及び操作性を考慮して十分な作業空間を確保する。 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替えは，一般的に用

いられる工具（スパナ等）及び専用工具（ボンベ開閉ハン

ドル（ボンベコック操作用））を用いて，確実に作業がで

きる設計とし，作業場所である原子炉建物付属棟近傍，ア

クセスルートの近傍又は中央制御室内に保管する。 

また，逃がし安全弁用窒素ガスボンベの接続は，袋ナッ

トによる専用の接続方式により，確実に接続が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

なお，逃がし安全弁用窒素ガスボンベ（待機側）の切替

えを行うために必要な操作対象弁（Ａ－ＡＤＳ窒素ガスボ

ンベ（１Ａ－11～15）出口弁（待機側）及びＡ－ＡＤＳ窒

素ガス供給元弁（待機側）（Ｂ系の場合は，Ｂ－ＡＤＳ窒

素ガスボンベ（１Ｂ－11～15）出口弁（待機側）及びＢ－

ＡＤＳ窒素ガス供給元弁（待機側））及び逃がし安全弁用

窒素ガスボンベ元弁）は，一般的に用いられる工具（スパ

ナ等）及び専用工具（ボンベ開閉ハンドル（ボンベコック

操作用））を用いて操作が可能な設計とする。 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，人力による運搬が可

能な設計とし，屋内アクセスルートを通行してアクセス可

能な設計とするとともに，必要に応じて固縛等が可能な設

計とする。 

窒素ガス供給を行うために必要な操作対象弁（Ａ－ＡＤ

Ｓ窒素ガスボンベ出口弁，Ｂ－ＡＤＳ窒素ガスボンベ出口

弁，Ａ－ＡＤＳ窒素ガス供給元弁及びＢ－ＡＤＳ窒素ガス

供給元弁）は，原子炉建物付属棟２階に設置し，手動操作

が可能な設計とする。 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

【東海第二】 

 常用系の系統圧力が

低下した場合に自動開
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設計とする。 

 

(46-3，46-4，46-7) 

 

 

表 3.3-19 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

高圧窒素ガス供給

系非常用窒素ガス

(A)供給弁 

全閉→全開 原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原子炉区域外) 

手動操作 

高圧窒素ガス供給

系非常用窒素ガス

(B)供給弁 

全閉→全開 原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原子炉区域外) 

手動操作 

高圧窒素ガス供給

系常用・非常用窒素

ガス連絡弁(A) 

全開→全閉 原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原子炉区域外) 

手動操作 

高圧窒素ガス供給

系常用・非常用窒素

ガス連絡弁(B) 

全開→全閉 原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原子炉区域外) 

手動操作 

高圧窒素ガスボン

ベ 

予備品と取

替え 

原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原子炉区域外) 

切替え作業 

取替え作業 

※：高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えを行う際に操作する弁について，補足説明

資料 46-4に示す。 

 

(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43条第１項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系は，表 3.3-20に示すように発電用

原子炉の停止中に機能・性能試験が可能な設計とし，発電

用原子炉の運転中又は停止中に高圧窒素ガスボンベの外

観検査が可能な設計とする。 

 

第3.3－21表に操作対象機器を示す。 

 

（46－3－5,46－4－6,46－8－3） 

 

 

第3.3－21表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

高圧窒素ガスボンベ 

供給止め弁 

全閉→全開 原子炉建屋原子炉棟 操作不要 

非常用窒素供給系高

圧窒素ボンベ 

予備と交換 原子炉建屋原子炉棟 交換作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

非常用窒素供給系は，第3.3－22表に示すように発電用

原子炉の停止中に機能・性能検査が可能な設計とし，非

常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，発電用原子炉の運転

中に外観検査が可能な設計とする。 

 

表 3.3－19に操作対象機器を示す。 

 

(46-3，46-4，46-7) 

 

 

表 3.3-19 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

Ａ－ＡＤＳ窒素ガスボ

ンベ出口弁 

 

全閉→全開 原子炉建物付属棟２階 手動操作 

Ｂ－ＡＤＳ窒素ガスボ

ンベ出口弁 

 

全閉→全開 原子炉建物付属棟２階 手動操作 

Ａ－ＡＤＳ窒素ガス供

給元弁 

 

全閉→全開 原子炉建物付属棟２階 手動操作 

Ｂ－ＡＤＳ窒素ガス供

給元弁 

 

全閉→全開 原子炉建物付属棟２階 手動操作 

逃がし安全弁用窒素ガ

スボンベ 

待機側からの

供給 

原子炉建物付属棟２階 切替え作業 

※:逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替えを行う際に操作する弁について，補足説明

資料 46-4に示す。 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原了炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，表 3.3-20に示すよう

に発電用原子炉の停止中に機能・性能試験が可能な設計と

し，発電用原子炉の運転中又は停止中に逃がし安全弁用窒

素ガスボンベの外観検査が可能な設計とする。 

 

する弁をボンベからの

窒素供給の隔離弁とす

るため，SA 時の弁操作

は不要 

 

・設備の相違 
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表 3.3-20 高圧窒素ガス供給系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 外観検査 高圧窒素ガスボンベの外観の確認 

規定圧力の確認 

停止中 

 

機能・性能試験 供給圧力の確認，漏えいの確認 

外観検査 高圧窒素ガスボンベの外観の確認 

規定圧力の確認 

 

高圧窒素ガス供給系は，機能・性能試験として，高圧窒

素ガスボンベから高圧窒素ガスを供給することで，高圧窒

素ガス供給系の供給圧力の確認及び系統全体の漏えいの

確認を行うことが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

高圧窒素ガスボンベは，外観検査として，目視により性

能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことにつ

いて表面状態の確認を行えるとともに，規定圧力の確認を

行うことが可能な設計とする。 

 

(46-5) 

 

(4) 切り替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第１項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系は，想定される重大事故等時におい

第3.3－22表 非常用窒素供給系の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 窒素供給圧力確認 

系統の漏えい確認 

窒素ボンベ供給止め弁の動作確認 

運転中 外観検査 

 

窒素ボンベの外観確認 

窒素規定圧力の確認 

 

非常用窒素供給系は，機能・性能検査として，非常用

窒素供給系高圧窒素ボンベから窒素を供給することで，

窒素供給圧力及び系統の漏えい確認を行うことが可能な

設計とする。 

 

また，窒素供給系の圧力が低下した場合に自動的に開

動作する，窒素ボンベ供給止め弁の動作確認を行うこと

が可能な設計とする。 

 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，外観検査として，

目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等

がないことについて表面状態の確認が行うことが可能な

設計とする。また，非常用窒素供給系の圧力指示計によ

り，規定圧力の確認を行うことが可能な設計とする。 

（46－5－14） 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機能を備えるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

非常用窒素供給系は，本来の用途以外の用途には使用

表 3.3-20 逃がし安全弁窒素ガス供給系の試験及び検査 

発電用原子炉の

状態 

項目 内容 

運転中 外観検査 逃がし安全弁用窒素ガスボンベの

外観の確認規定圧力の確認 

停止中 

 

機能・性能試験 供給圧力の確認，漏えいの確認 

外観検査 逃がし安全弁用窒素ガスボンベの

外観の確認規定圧力の確認 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，機能・性能試験として，

逃がし安全弁用窒素ガスボンベから窒素ガスを供給する

ことで，逃がし安全弁窒素ガス供給系の供給圧力の確認及

び系統全体の漏えいの確認を行うことが可能な設計とす

る。 

また，窒素供給系の圧力が低下した場合に自動的に開動

作する，Ｎ２ガスボンベ出口弁の動作確認を行うことが可

能な設計とする。 

 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，外観検査として，目

視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がな

いことについて表面状態の確認を行えるとともに，規定圧

力の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

(46-5) 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，想定される重大事故等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【東海第二】 

 系統構成の相違 
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て，本来の用途以外の用途には使用しない。 

なお，通常時の当該系統の使用にあたり切替え操作が必

要となることから，速やかに切替え操作が可能なように，

系統に必要な弁等を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧窒素ガス供給を行うために必要な操作対象弁(高圧

窒素ガス供給系非常用窒素ガス(A)供給弁，高圧窒素ガス

供給系非常用窒素ガス(B)供給弁及び高圧窒素ガス供給系

常用･非常用窒素ガス連絡弁(A)，高圧窒素ガス供給系常

用･非常用窒素ガス連絡弁(B))は，原子炉建屋内の原子炉

区域外に設置し，現場での手動操作により速やかに切替え

が可能な設計とする。 

系統構成を行うための弁操作に要する時間は 15分程度

を想定する。 

逃がし安全弁への窒素ガスの供給に伴う作業について，

「1.3原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順

等(技術的能力審査基準 1.3原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するための手順等に対する技術的能力を示す章)」

に示す。 

 

高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えを行うために

必要な操作対象弁(高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガスボン

ベラック出口弁(A)～(D)，高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガ

しない。 

非常用窒素供給系の高圧窒素ガスボンベ供給止め弁

は，常用の窒素供給系からの窒素供給圧力が低下した場

合に，自動的に開となることで，非常用窒素供給系高圧

窒素ボンベから逃がし安全弁（自動減圧機能）に窒素を

供給する，切替操作が不要な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交換は，交換作業

を行うために必要な弁を設け，速やかに交換が可能な設

計とする。 

時において，本来の用途以外の用途には使用しない。 

なお，通常時の当該系統の使用にあたり切替え操作が必

要となることから，速やかに切替え操作が可能なように，

系統に必要な弁等を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧窒素ガス供給を行うために必要な操作対象弁（Ａ－

ＡＤＳ窒素ガスボンベ出口弁，Ｂ－ＡＤＳ窒素ガスボンベ

出口弁， Ａ－ＡＤＳ窒素ガス供給元弁及びＢ－ＡＤＳ窒

素ガス供給元弁）は，原子炉建物付属棟に設置し，現場で

の手動操作により速やかに切替えが可能な設計とする。 

 

 

系統構成を行うための弁操作に要する時間は５分を想

定する。 

逃がし安全弁への窒素ガスの供給に伴う作業について，

「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手

順等（技術的能力審査基準 1.3原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための手順等に対する技術的能力を示す

章）」に示す。 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替えを行うために

必要な操作対象弁（Ａ－ＡＤＳ窒素ガスボンベ（１Ａ－11

～15）出口弁（待機側）及びＡ－ＡＤＳ窒素ガス供給元弁

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，SBO時

における RCIC 等の運転

中の圧力制御に必要な

N2 ボンベ個数に加え，

７日間の減圧に必要な

N2ボンベ個数（計 15個）

に余裕をもたせたボン

ベ個数（20 個）を常時

インサービスし，残りの

N2 ボンベ(10 個)は隔離

した状態で保管してお

り，インサービスしてい

るボンベが枯渇した場

合は隔離しているボン

ベに切替える運用とす

る（以下，⑰の相違） 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑰の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑰の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備設計の相違によ

る運用の相違（以下，⑱

の相違） 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 
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スボンベ出口弁(A)～(V)((ⅰ)，(O)除く)及び高圧窒素ガ

スボンベ元弁)は，原子炉建屋内の原子炉区域外に設置し，

現場での手動操作により速やかに切替えが可能な設計と

する。 

 

 

高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えを行うために

要する作業時間は，1時間程度を想定する。 

高圧窒素ガスボンベによる駆動源確保について，図

3.3-7，図 3.3-8のタイムチャートに示す。 

(46-4) 

 

 

 

 

 

図 3.3-7 高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保(不

活性ガス系から高圧窒素ガス供給系への切替え)のタ

イムチャート＊ 

 

 

図 3.3-8 高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保(高

圧窒素ガスボンベの切替え及び取替え)のタイムチャ

ート＊ 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.3で示す

タイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（46－3－5,46－4－6,46－8－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（待機側）（Ｂ系の場合は，Ｂ－ＡＤＳ窒素ガスボンベ（１

Ｂ－11～15）出口弁（待機側）及びＢ－ＡＤＳ窒素ガス供

給元弁（待機側））及び逃がし安全弁用窒素ガスボンベ元

弁）は，原子炉建物付属棟に設置し，現場での手動操作に

より速やかに切替えが可能な設計とする。 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替えを行うために

要する作業時間は，25分を想定する。 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベによる駆動源確保につ

いて，図 3.3-7のタイムチャートに示す。 

(46-4) 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-7 逃がし安全弁用窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆

動源確保のタイムチャート（１／２）（窒素ガス供給系

から逃がし安全弁窒素ガス供給系への切替え）* 

 

 

図 3.3-7 逃がし安全弁用窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆

動源確保のタイムチャート（２／２）（逃がし安全弁用

窒素ガスボンベの切替え）* 

 

＊:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.3で示すタ

イムチャート 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑯の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順の項目

警報確認，系統構成確認

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

逃がし安全弁窒素ガス供給系
による逃がし安全弁駆動源確保

[窒素ガス制御系から逃がし安全弁
窒素ガス供給系への切替え]

中央制御室運転員Ａ １

逃がし安全弁窒素ガス供給系による逃がし安全弁駆動源確保 ５分

手順の項目

警報確認

移動，窒素ガスボンベインサービス

備考10 20 30 40必要な要員と作業項目

経過時間（分）

50

要員(数)

中央制御室運転員Ａ １

逃がし安全弁窒素ガス供給系
による逃がし安全弁駆動源確保

[逃がし安全弁用窒素ガス
ボンベの切替え]

※１

※１：逃がし安全弁窒素ガス供給系Ａ系による逃がし安全弁駆動源確保[逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替え]を示す。また，逃がし安全弁窒素ガス供給系Ｂ系による逃がし安全弁駆動源確保
　　　[逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替え]については，逃がし安全弁駆動源確保まで25分以内で可能である。

現場運転員Ｂ,Ｃ ２

逃がし安全弁窒素ガス供給系による逃がし安全弁駆動源確保 25分Ｎ２ガスボンベ圧力低警報 発生
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(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第１項五) 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系は，通常時は弁により他の系統と隔

離し，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

高圧窒素ガス供給系を用いる場合は，弁操作によって，

通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統

構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

(46-3，46-4) 

 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第１項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧窒素ガス供給系の系統構成に操作が必要な機器の

設置場所，操作場所を表 3.3-21に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

非常用窒素供給系は，常用の窒素供給系からの窒素供

給圧力が低下した場合に非常用窒素供給系高圧窒素ガス

ボンベ供給止め弁が自動的に開となり，通常時の系統構

成から重大事故等対処設備としての系統構成に切り替わ

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

（46－4－6） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

非常用窒素供給系の高圧窒素ガスボンベ供給止め弁

は，原子炉建屋原子炉棟内に設置されているが，常用の

窒素供給系からの窒素供給圧力が低下した場合に自動的

に開となる設計とすることで，設置場所の放射線量の影

響を受けない設計とする。 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系は，通常時は弁により他の

系統と隔離し，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系を用いる場合は，弁操作に

よって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

(46-3，46-4) 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系の系統構成に操作が必要

な機器の設置場所，操作場所を表 3.3-21に示す。 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系のＮ２ガスボンベ出口弁

は，常用の窒素供給系からの窒素供給圧力が低下した場合

に自動的に開となる設計とする。 

原子炉建物付属棟に設置することにより，放射線量が高

くなるおそれが少なく設置場所の放射線量の影響を受け

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑰の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【東海第二】 

 系統構成の相違 
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高圧窒素ガスボンベ及び操作対象弁(高圧窒素ガス供給

系非常用窒素ガス(A)供給弁，高圧窒素ガス供給系非常用

窒素ガス(B)供給弁及び高圧窒素ガス供給系常用･非常用

窒素ガス連絡弁(A)，高圧窒素ガス供給系常用･非常用窒素

ガス連絡弁(B))は，原子炉建屋地上 4階(原子炉建屋内の

原子炉区域外)に設置されていることから，操作位置の放

射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

 

また，高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えを行うた

めに必要な操作対象弁(高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガス

ボンベラック出口弁(A)～(D)，高圧窒素ガス供給系高圧窒

素ガスボンベ出口弁(A)～(V)((ⅰ)，(O)除く)及び高圧窒

素ガスボンベ元弁)は，原子炉建屋地上 4階(原子炉建屋内

の原子炉区域外)に設置されていることから，操作位置の

放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能であ

る。 

 

(46-3，46-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交換作業は，作業

場所である原子炉建屋原子炉棟内の放射線量を確認し，

適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作

業を実施する。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔

距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等

を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を

行うことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（46－3－5,46－4－6,46－8－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ及び操作対象弁（Ａ－Ａ

ＤＳ窒素ガスボンベ出口弁，Ｂ－ＡＤＳ窒素ガスボンベ出

口弁， Ａ－ＡＤＳ窒素ガス供給元弁及びＢ－ＡＤＳ窒素

ガス供給元弁）は，原子炉建物付属棟２階に設置されてい

ることから，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少な

いため操作が可能である。 

 

 

また，逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替えを行うた

めに必要な操作対象弁（逃がし安全弁窒素ガス供給系逃が

し安全弁用窒素ガスボンベラック出口弁(A)～(D)，逃がし

安全弁窒素ガス供給系逃がし安全弁用窒素ガスボンベ出

口弁(A)～(V)（(1)，(0)除く）及び逃がし安全弁用窒素ガ

スボンベ元弁）は，原子炉建物付属棟２階に設置されてい

ることから，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少な

いため操作が可能である。 

 

(46-3，46-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 
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表 3.3-21 操作対象:機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

高圧窒素ガス供給系 

非常用窒素ガス(A)

供給弁 

原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原

子炉区域外) 

原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原

子炉区域外) 

高圧窒素ガス供給系 

非常用窒素ガス(B)

供給弁 

原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原

子炉区域外) 

原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原

子炉区域外) 

高圧窒素ガス供給系 

常用・非常用窒素ガ

ス連絡弁(A) 

原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原

子炉区域外) 

原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原

子炉区域外) 

高圧窒素ガス供給系 

常用・非常用窒素ガ

ス連絡弁(B) 

原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原

子炉区域外) 

原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原

子炉区域外) 

高圧窒素ガスボンベ 原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原

子炉区域外) 

原子炉建屋地上 4階 

(原子炉建屋内の原

子炉区域外) 

※：高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えを行う際に操作する

弁について，補足説明資料 46-4に示す。 

表 3.3-21 操作対象:機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－ＡＤＳ窒素ガス

ボンベ出口弁 

原子炉建物付属棟２

階 

原子炉建物付属棟２

階 

Ｂ－ＡＤＳ窒素ガス

ボンベ出口弁 

原子炉建物付属棟２

階 

原子炉建物付属棟２

階 

Ａ－ＡＤＳ窒素ガス

供給元弁 

原子炉建物付属棟２

階 

原子炉建物付属棟２

階 

Ｂ－ＡＤＳ窒素ガス

供給元弁 

原子炉建物付属棟２

階 

原子炉建物付属棟２

階 

逃がし安全弁用窒素

ガスボンベ 

原子炉建物付属棟２

階 

原子炉建物付属棟２

階 

※:逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替えを行う際に操作する

弁について，補足説明資料 46-4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.3-69



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.3.2.4.3.2 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第３項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧窒素ガスボンベは，原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電

用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，逃が

し安全弁(自動減圧機能付き)を作動させ，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するために必要な窒素ガス供給量を

有する設計とする。 

 

負荷に直接接続する可搬型設備である高圧窒素ガスボ

ンベは，必要となる容量等を有するものを 1セット 5 個使

用する。保有数は 1セット 5個に加えて，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用としてそれぞれ

20個の合計 25個を保管する。 

(46-6) 

 

(2) 確実な接続(設置許可基準規則第 43条第３項二) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備(発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設

の設備をいう。以下同じ。)と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 

 

 

 

 

3.3.2.4.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十

分に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，原子炉冷却材圧

力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処

設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合に

おいても，炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止

するため，逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動させ，

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することができる窒

素供給量を有する設計とする。 

 

負荷に直接接続する可搬型設備である非常用窒素供給

系高圧窒素ボンベの個数は，必要となる容量を有する個

数の1セット（10本）に加え，故障時のバックアップ及び

保守点検による待機除外時のバックアップを1セット（10

本）確保する設計とする。 

（46－6－8～11） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又

は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常

設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあって

は，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用

することができるよう，接続部の規格の統一その他の適

切な措置を講じたものであること。 

 

 

 

 

 

3.3.2.4.3.2 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，原子炉冷却材圧カバ

ウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が

有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合において

も炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止す

るため，逃がし安全弁を作動させ，原子炉冷却材圧カバウ

ンダリを減圧するために必要な窒素ガス供給量を有する

設計とする。 

 

負荷に直接接続する可搬型設備である逃がし安全弁用

窒素ガスボンベは，必要となる容量等を有するものを１セ

ット 15個使用する。保有数は１セット 15個に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して 15個の合計 30個を保管する。 

(46-6) 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設

の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

高圧窒素ガスボンベは，専用の接続方式として袋ナット

を用い，容易かつ確実に接続が可能な設計とする。高圧窒

素ガスボンベの接続に当たっては，一般的に用いられる工

具(スパナ等)及び専用工具(ボンベ開閉ハンドル(ボンベ

コック操作用))を用いて，確実に作業ができる設計とし，

作業場所である原子炉建屋内の原子炉区域外近傍，アクセ

スルートの近傍又は中央制御室内に保管する。 

また，接続口について，6 号及び 7号炉とも同一形状，

同口径とし，複数の系統での接続方式の統一を図った設計

とする。 

(46-7) 

 

(3) 複数の接続口(設置許可基準規則第 43条第３項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備(原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。)の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

高圧窒素ガスボンベは，原子炉建屋の外から水又は電力

を供給するものではないことから本条文の直接的な要求

は受けないが，高圧窒素ガス供給系が A系，B系独立した

2系を有する系統であることから，それぞれの接続口を，

原子炉建屋内の原子炉区域外の異なる複数の場所に設け，

信頼性向上を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，非常用窒素供給

系への接続に当たって，専用の接続方式として袋ナット

を使用し，一般的に用いられる工具（スパナ等）を用い

て容易かつ確実に接続できる設計とする。また，作業用

工具は，作業場所である原子炉建屋原子炉棟の近傍，ア

クセスル－トの近傍又は中央制御室内に保管できる設計

とする。 

 

 

 

（46－7－3） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によっ

て接続することができなくなることを防止するため，可

搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電

力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，原子炉建屋の外

から水又は電気を供給する設備ではないことから対象外

とする。 

 

 

 

（46－4－6） 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，専用の接続方式とし

て袋ナットを用い，容易かつ確実に接続が可能な設計とす

る。逃がし安全弁用窒素ガスボンベの接続に当たっては，

一般的に用いられる工具（スパナ等）及び専用工具（ボン

ベ開閉ハンドル（ボンベコック操作用））を用いて，確実

に作業ができる設計とし，作業場所である原子炉建物付属

棟，アクセスルートの近傍又は中央制御室内に保管する。 

 

 

 

(46-7) 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建物の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，原子炉建物の外から

水又は電力を供給するものではないことから本条文の直

接的な要求は受けないが，逃がし安全弁窒素ガス供給系の

Ａ系，Ｂ系のそれぞれの接続口を，原子炉建物付属棟の異

なる複数の場所に設け，信頼性向上を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，常用系

の窒素供給圧力が低下

した場合においても逃

がし弁機能用 Acc への

窒素供給ラインと ADS

機能用 Acc への窒素供

給ラインを繋ぐタイラ
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(4) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第３項四) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備

と接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その

他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧窒素ガスボンベは，原子炉建屋地上 4階(原子炉建

屋内の原子炉区域外)に設置されており，想定される重大

事故等時における放射線を考慮しても作業への影響はな

いと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離

隔距離をとることにより，高圧窒素ガスボンベの予備品と

の取替え及び常設接続口との接続が可能である。 

 

また，現場での取替え及び接続作業に当たっては，袋ナ

ットによる専用の接続方式により，確実に速やかに接続が

可能である。 

(46-7) 

 

(5) 保管場所(設置許可基準規則第 43条第３項五) 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保

管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設

備と接続することができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設

置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの交換作業は，作業

場所である原子炉建屋原子炉棟内の放射線量を確認し，

適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作

業を実施する。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔

距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等

を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を

行うことができる設計とする。 

 

 

 

（46－3－5,46－4－6,46－8－3） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所

に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

 

 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備

と接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その

他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，原子炉建物付属棟２

階に設置されており，想定される重大事故等時における放

射線を考慮しても作業への影響はないと想定しているが，

仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとることに

より，逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替え作業が可能

である。 

 

また，現場での切替え作業に当たっては，弁操作により，

確実に速やかに切替えが可能である。 

 

(46-3，46-7) 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保

管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

イン上の弁が閉止せず，

A 系，B 系のボンベから

全ての SRV へ窒素供給

する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 
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高圧窒素ガスボンベは，地震，津波，その他自然現象又

は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮し，原子炉格納容器内の多重化さ

れた逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用

アキュムレータと位置的分散を図り，原子炉建屋地上 4階

(原子炉建屋内の原子炉区域外)に分散して保管する。 

(46-3，46-8) 

 

(6) アクセスルートの確保(設置許可基準規則第 43条第３項

六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

高圧窒素ガスボンベは，原子炉建屋地上 4階(原子炉建

屋内の原子炉区域外)に分散して保管及び設置しており，

想定される重大事故等時においても，保管場所から設置場

所までの運搬経路について，設備の運搬及び移動に支障を

きたすことのないよう，迂回路も考慮して複数の屋内アク

セスルートを確保する。(『可搬型重大事故等対処設備保

管場所及びアクセスルートについて』参照) 

 

なお，溢水等に対しては，アクセスルートでの被ばくを

考慮した放射線防護具を着用することとし，運用について

は，「技術的能力説明資料 1.0重大事故等対策における共

通事項」に，火災防護については，「2.2火災による損傷の

防止(設置許可基準規則第 41条に対する設計方針を示す

章)」に示す。 

 

(46-9) 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ及び予備の非常用窒

素供給系高圧窒素ボンベは，地震，津波，その他の外部

事象による損傷の防止が図られた原子炉建屋原子炉棟内

に保管する。また，設計基準事故対処設備である多重化

された自動減圧機能用アキュムレ－タと原子炉格納容器

内外で位置的分散を図る設計とする。 

 

（46－8－3） 

 

(6) アクセスル－トの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状

況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保でき

るよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの保管場所から設置

場所までの運搬経路は，想定される重大事故時において

も，設備の運搬及び移動に支障を来すことのないよう，

迂回路も考慮して複数のアクセスル－トを確保する。 

 

 

 

 

なお，アクセスル－トの詳細については，「実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び

拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力に係る審査基準」への適合状況についての「1.0 重

大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第

二発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアク

セスル－トについて」に示す。 

（46－9－2～5） 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，地震，津波，その他

自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等

対処設備の配置その他の条件を考慮し，原子炉格納容器内

の多重化された逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレ

ータと位置的分散を図り，原子炉建物付属棟２階に分散し

て保管する。 

(46-3，46-8) 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第３項六) 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，原子炉建物付属棟２

階に分散して保管及び設置しており，現場での弁操作に支

障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数の屋内

アクセスルートを確保する。 

 

 

 

 

なお，溢水等に対しては，アクセスルートでの被ばくを考

慮した放射線防護具を着用することとし，運用については，

「技術的能力説明資料 1.0重大事故等対策における共通事項」

に，火災防護については，「2.2火災による損傷の防止(設置許

可基準規則第 41条に対する設計方針を示す章)」に示す。 

 

 

(46-9) 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑯の相違 
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(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性(設置許可基準規則第 43条第３項七) 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設

備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

高圧窒素ガスボンベは，外部からの衝撃による損傷の防

止が図られた原子炉建屋内の原子炉区域外に設置し，共通

要因によって，設計基準事故対処設備である多重化された

逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキ

ュムレータと同時に機能を損なうおそれがないように，可

能な限り設計基準事故対処設備である逃がし弁機能用ア

キュムレータ及び自動減圧機能用アキュムレータと多様

性又は多重性，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

高圧窒素ガスボンベの多様性又は多重性，位置的分散に

ついて，表 3.3-22に示す。 

(46-3，46-4，46-7，46-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因に

よって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防

止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベは，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた原子炉建屋原子炉棟に設置

し，設計基準事故対処設備である自動減圧機能用アキュ

ムレ－タと同時に機能を損なうおそれがないように，多

様性及び位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの多様性及び位置的

分散について，第3.3－23表に示す。 

（46－3－5,46－4－6,46－8－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設

備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，外部からの衝撃によ

る損傷の防止が図られた原子炉建屋内の原子炉建物付属

棟に設置し，共通要因によって，設計基準事故対処設備で

ある多重化された逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュム

レータ及び逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ

と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り設

計基準事故対処設備である逃がし安全弁逃がし弁機能用

アキュムレータ及び逃がし安全弁自動減圧機能用アキュ

ムレータと多様性又は多重性，位置的分散を図る設計とす

る。 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベの多様性又は多重性，位

置的分散について，表 3.3-22に示す。 

(46-3，46-4，46-7，46-8) 
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表 3.3-22 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

アキュムレータ 高圧窒素ガスボンベ 

減圧用の弁 

逃がし安全弁 逃がし安全弁 

18個 18個 

原子炉格納容器内 

駆動用窒素

ガス 

自動減圧機能用 

アキュムレータ 
高圧窒素ガスボンベ 

8個 5個(予備 20個) 

逃がし弁機能用 

アキュムレータ 
－ 

18個 － 

原子炉格納容器内 原子炉建屋内の原子炉区域外 

 

 

第3.3－23表 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

駆動用窒素供給源 自動減圧機能用 

アキュムレ－タ 

非常用窒素供給系高圧窒

素ボンベ 

原子炉格納容器内 原子炉建屋原子炉棟内 

 

 

 

 

表 3.3-22 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

アキュムレータ 
逃がし安全弁用窒素ガスボ

ンベ 

減圧用の弁 

逃がし安全弁 逃がし安全弁 

12個 12個 

原子炉格納容器内 

駆動用窒素

ガス 

逃がし安全弁自動減圧機能用 

アキュムレータ 

逃がし安全弁用窒素ガスボ

ンベ 

６個 15個（予備 15個） 

逃がし安全弁逃がし弁機能用 

アキュムレータ 
－ 

12個 － 

原子炉格納容器内 原子炉建物付属棟 

 

 

・設備の相違。 
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3.3.2.5 原子炉建屋ブローアウトパネル 

3.3.2.5.1 設備概要 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，格納容器バイパス(インター

フェイスシステム LOCA)発生時に，原子炉冷却材が原子炉建屋原子

炉区域内へ漏えいして蒸気となり，原子炉建屋原子炉区域内の圧

力が上昇した場合において，原子炉建屋原子炉区域内の圧力及び

温度を低下させることを目的として使用する。 

本設備は，止め板等で構成し，運転員による開放操作を行うこ

となく，原子炉建屋原子炉区域内と外気との差圧が開放設定圧力

に到達した時点で自動的に開放することで，原子炉建屋原子炉区

域内の圧力及び温度を低下させることが可能な設計とする。これ

により，原子炉建屋原子炉区域内の圧力及び温度を低下させるこ

とで，格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA)発生時

に高圧炉心注水系注入隔離弁を現場操作により閉止することが可

能となる。 

 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルに関する設備概要図を図 3.3-9

に，重大事故等対処設備一覧を表 3.3-23に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-9 原子炉建屋ブローアウトパネル設備概要図 

 

 3.3.2.5 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

3.3.2.5.1 設備概要 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，格納容器バイパ

ス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）発生時に，原子炉冷却

材が原子炉建物原子炉棟へ漏えいして蒸気となり，原子炉建物原

子炉棟の圧力が上昇した場合において，原子炉建物原子炉棟の圧

力及び温度を低下させることを目的として使用する。 

 

本設備は，止め板等で構成し，運転員による開放操作を行うこ

となく，原子炉建物原子炉棟と外気との差圧が開放設定圧力に到

達した時点で自動的に開放することで，原子炉建物原子炉棟の圧

力及び温度を低下させることが可能な設計とする。これにより，

原子炉建物原子炉棟の圧力及び温度を低下させることで，格納容

器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）発生時に残留

熱除去系注水弁及び低圧炉心スプレイ系注水弁を現場操作により

閉止することが可能となる。 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルに関する設備概要図

を図 3.3-8に，重大事故等対処設備一覧を表 3.3-23に示す。 

 

 

 

図 3.3-8 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル設備概要図 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 ⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-残留熱 
除去ポンプ 

原子炉建物燃料取替階 
ブローアウトパネル 

（重大事故等対処設備） 

MO 

A-残留熱除去系 

熱交換器 

原子炉格納容器 

原子炉棟 

AO AO AO 

A-RHR注水弁 

破損箇所 

開固着 

原子炉建物原子炉棟 
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表 3.3-23 原子炉建屋ブローアウトパネルに関する重大事故等対

処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉建屋ブローアウトパネル【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備 － 

計装設備 － 
 

表 3.3-23 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルに関する重

大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備 － 

計装設備 － 
 

3.3.2.5.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 原子炉建屋ブローアウトパネル 

個数    ：1 式 

取付箇所  ：原子炉建屋地上 4階 

 

 3.3.2.5.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

個  数:    １式 

取付箇所:    原子炉建物原子炉棟４階 

 

 

3.3.2.5.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.5.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第１項

一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，原子炉建屋原子炉区

域と屋外との境界に設置し，想定される重大事故等時にお

ける，原子炉建屋原子炉区域内及び屋外の環境条件及び荷

重条件を考慮し，その機能を有効に発揮できるよう，以下

の表 3.3-24に示す設計とする。 

(46-3) 

 

 3.3.2.5.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.3.2.5.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，原子炉建

物原子炉棟と屋外との境界に設置し，想定される重大事故

等時における，原子炉建物原子炉棟内及び屋外の環境条件

及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮できるよ

う，以下の表 3.3-24に示す設計とする。 

(46-3，46-4) 
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表 3.3-24 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉区域内及び屋外で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

重大事故等時においても，降水及び凍結によりその

機能が損なわれないことを確認する。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しないことを確認する(詳細は「2.1.2 耐震設計

の基本方針」に示す)。 

風(台風)・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷し

ないことを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が

損なわれない設計とする。 

 

(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第１項二) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，原子炉建屋原子炉区

域内と屋外との差圧により，自動的に開放する設計とす

る。 

(46-3) 

 

 

(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43条第１項三) 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

 

表 3.3-24 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物原子炉棟内及び屋外で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

重大事故等時においても，降水及び凍結によりその

機能が損なわれないことを確認する。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計

の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷し

ないことを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりその機能が

損なわれない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，原子炉建

物原子炉棟内と屋外との差圧により，自動的に開放する設

計とする。 

 

(46-3，46-4) 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，表 3.3-25に示すよ

うに，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能

な設計とする。 

(46-5) 

 

表 3.3-25 原子炉建屋ブローアウトパネルの試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 外観検査 原子炉建屋ブローアウト

パネル外観の確認 

 

 

 

(4) 切り替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第１項四) 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，本来の用途以外の用

途として使用しない。 

また，原子炉建屋ブローアウトパネルは，重大事故等時

において他の系統と切り替えることなく使用できる設計

とする。 

(46-4) 

 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第１項五) 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，表 3.3-25 

に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検

査が可能な設計とする。 

(46-5) 

 

表 3.3-25 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの試験及び

検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 外観検査 

原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル外観の

確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，本来の用

途以外の用途として使用しない。 

また，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，重

大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用

できる設計とする。 

(46-4) 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，他の設備と独立して

作動することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

また，原子炉建屋ブローアウトパネルは，開放動作によ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

(46-3，46-4) 

 

 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第１項六) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，原子炉建屋原子炉区

域内と屋外との差圧により，自動的に開放する設計とす

る。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，他の設備

と独立して作動することにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

また，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，開

放動作により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

(46-3，46-4) 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，原子炉建

物原子炉棟内と屋外との差圧により，自動的に開放する設

計とする。 

(46-3) 

 

3.3.2.5.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第２項一) 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，想定される重大事故

 3.3.2.5.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，想定され
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等時において，原子炉建屋原子炉区域内に漏えいした蒸気

を原子炉建屋外に排気して，原子炉建屋原子炉区域内の圧

力及び温度を低下させるために必要となる容量を有する

設計とする。 

 

(2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第２項二) 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは，二以上の発電用原子

炉施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43

条第２項三) 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネルは常設重大事故防止設

備であるが，同一目的の設計基準事故対処設備はない。 

(46-3，46-4) 

 

 

 

る重大事故等時において，原子炉建物原子炉棟内に漏えい

した蒸気を原子炉建物外に排気して，原子炉建物原子炉棟

内の圧力及び温度を低下させるために必要となる容量を

有する設計とする。 

(46-6) 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，二以上の

発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは常設重大

事故防止設備であるが，同一目的の設計基準事故対処設備

はない。 

(46-3，46-4) 
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 3.3.2.5 非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減圧 

3.3.2.5.1 設備概要 

逃がし安全弁の駆動に必要なアキュムレ－タ（逃がし弁機能

用及び自動減圧機能用）の供給圧力が喪失した場合に備え，非

常用逃がし安全弁駆動系を設ける。 

 

逃がし安全弁駆動系は，非常用窒素供給系との多様性及び位

置的分散を考慮した系統構成とし，非常用逃がし安全弁駆動系

高圧窒素ボンベの窒素を逃がし安全弁（逃がし弁機能）に直接

供給することで弁を作動することができる設計とする。逃がし

安全弁（逃がし弁機能）の作動に必要となる窒素は，電磁弁の

排気側に取り付ける自圧式切換弁を介して供給することによ

り，電磁弁の操作を必要とすることなく逃がし安全弁（逃がし

安全弁）を作動することができる設計とする。 

 

逃がし安全弁駆動系は，非常用逃がし安全弁駆動系の高圧窒

素ボンベ及び配管・弁等で構成する。また，非常用逃がし安全

弁駆動系はＡ系，Ｂ系の独立した2系統で構成しており，Ａ系は

2個，Ｂ系は2個の逃がし安全弁（逃がし弁機能）に対して窒素

を供給する。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系は，中央制御室からの操作により

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの窒素を逃がし安全

弁（逃がし弁機能）に供給する。なお，非常用逃がし安全弁駆

動系高圧窒素ボンベの圧力が低下した場合は，現場操作により

高圧窒素ボンベの交換を実施する。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系の系統圧力は，逃がし安全弁（逃

がし弁機能）の作動環境条件を考慮して格納容器圧力が設計圧

力の2倍の状態（2Pd）においても全開可能な圧力に設定する。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系の系統概要図を第3.3－5図に，重

大事故等対処設備一覧を第3.3－24表に示す。 

 

 

 

 

 

 ・運用の相違 

【東海第二】 

 ④の相違 

添3.3-82



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

第 3.3－5図 非常用逃がし安全弁駆動系 系統概要図 

 

 

第3.3－24表 非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の減

圧関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ 

【可搬】 

逃がし安全弁（逃がし弁機能）【常設】※１ 

関連設備 付属設備 － 

水源 － 

流路 非常用逃がし安全弁駆動系 配管・弁【常設】 

主蒸気系配管・クエンチャ【常設】 

注水先 － 

電源設備※

２ 

（燃料給油

設備含む） 

常設代替直流電源設備 

緊急用125V系蓄電池【常設】 

可搬型代替直流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

可搬型整流器【可搬】 

燃料給油設備 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクロ－リ【可搬】 

計装設備※

３ 

非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力【常設】 

非常用逃がし安全弁駆動系窒素ボンベ圧力

【常設】 

※1 逃がし安全弁18個のうち，非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉の

減圧で使用する弁は以下のとおり。 B22－F013A,G,S,V 計4個 

※2 単線結線図を補足説明資料46－2に示す。電源設備については，「3.14 

電源設備許可基準規則第57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準をして用い

る補助パラメ－タ 
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3.3.2.5.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ 

本  数 ： 3（予備9） 

容  量 ： 約47L（1本当たり） 

充填圧力 ： 約15MPa［gage］ 

取付箇所 ： 原子炉建屋原子炉棟 1階 

保管場所 ： 原子炉建屋原子炉棟 1階 

 

 

3.3.2.5.3 設置許可基準規則第43条第への適合方針 

3.3.2.5.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 

(1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に

対処するために必要な機能を有効に発揮するものである

こと。 

 

(ⅱ) 適合性 

設計方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，原子炉

建屋原子炉棟内に設置される設備であることから，想定

される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の環

境条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができ

るよう，第3.3－25表に示す設計とする。 

（46－3－6,46－8－4） 
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第3.3－25表 想定する環境条件 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系の操作は，想定される重大

事故等時において，中央制御室内の環境条件を考慮のう

え，中央制御室のスイッチで操作が可能な設計とする。 

 

中央制御室のスイッチを操作するに当たり，運転員の

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，ス

イッチには誤操作防止のために銘鈑をつけることで識別

可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操

作できる設計とする。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの圧力が低

下した場合のボンベ交換作業は，想定される重大事故等

時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮の

環境条件 対応 

環境温度･環境圧力・

湿度／屋外の天候／

放射線／荷重 

設置場所である中央制御室，原子炉建屋付属棟及

び原子建屋原子炉棟で想定される環境温度，環境

圧力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で，機器

が損傷しない設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震

設計の基本方針」に示す） 

津波 

 

津波を考慮し防潮堤及び浸水防護設備を設置す

る設計とする。 

風（台風），竜巻，積

雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 

 

機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 
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上，原子炉建屋原子炉棟内にて作業可能な設計とする。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの交換を行

う作業場所は，十分な操作空間を確保する設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの交換作業

は，一般的に用いられる工具（スパナ等）及び専用工具

（ボンベ開閉ハンドル（ボンベコック操作用））を用い

て，確実に作業ができる設計とする。また，非常用逃が

し安全弁駆動系高圧窒素ボンベの非常用逃がし安全弁駆

動系への接続は，袋ナットによる専用の接続方式により，

確実に接続が可能な設計とする。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの交換作業

に用いる工具は，作業場所である原子炉建屋原子炉棟の

近傍，アクセスル－トの近傍，又は中央制御室内に保管

できる設計とする。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，人力又

はボンベ運搬台車による移動ができるとともに，設置場

所である原子炉建屋原子炉棟内にてボンベラックへの固

縛による転倒防止対策が可能な設計とする。 

第3.3－26表に操作対象機器を示す。 

（46－3－6,46－4－7,46－8－4） 

 

第3.3－26表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

窒素ブロ－ライン隔離弁 閉→開 中央制御室 スイッチ操作 

窒素供給ライン隔離弁 閉→開 中央制御室 スイッチ操作 

窒素供給弁 開→閉 中央制御室 スイッチ操作 

非常用逃がし安全弁駆動

系高圧窒素ボンベ 

予備と交換 原子炉建屋 

原子炉棟 

交換作業 

 

 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系は，第3.3－27表に示すよう

に原子炉停止中に機能・性能検査が可能な設計とし，非

常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，原子炉運転

中に外観検査が可能な設計とする。 

 

第3.3－27表 非常用逃がし安全弁駆動系の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 窒素供給圧力確認 

系統の漏えい確認 

弁開閉動作の確認 

運転中 外観検査 

 

窒素ボンベの外観確認 

窒素規定圧力の確認 

 

非常用逃がし安全弁駆動系は，機能・性能検査として，

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベから窒素を供

給することで，窒素供給圧力及び系統の漏えい確認を行

うことが可能な設計とする。また，逃がし安全弁（逃が

し弁機能）への窒素供給において，操作が必要となる弁

の開閉動作の確認を行うことが可能な設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，外観検

査として，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある

傷，割れ等がないことについて表面状態の確認が行うこ

とが可能な設計とする。また，非常用逃がし安全弁駆動

系の圧力指示計により，規定圧力の確認を行うことが可

能な設計とする。 

（46－5－15） 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機能を備えるものであるこ

と。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系は，本来の用途以外の用途

には使用しない。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系は，常用の窒素供給系から

独立した系統構成とすることで，切替操作が不要な設計

とする。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの交換は，

交換作業を行うために必要な弁を設け，速やかに交換が

可能な設計とする。 

（46－3－6,46－4－7,46－8－4） 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系は，通常待機時に窒素供給

弁及び窒素供給弁ライン隔離弁を閉止することで，逃が

し安全弁（逃がし弁機能）と隔離する系統構成とし，他

の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

（46－4－7） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系の窒素供給弁，窒素供給供

給ライン隔離弁及び窒素ブロ－ライン隔離弁は，原子炉

建屋原子炉棟内に設置されており，中央制御室からの操

作が可能な設計とすることで，設置場所の放射線量が高

くなるおそれが少ない設計とする。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの交換作業

は，作業場所である原子炉建屋原子炉棟内の放射線量を

確認し，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認し

た上で作業を実施する。仮に線量が高い場合は，線源か

らの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽

の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所

で作業を行うことができる設計とする。 

（46－3－6,46－4－7,46－8－4） 

 

3.3.2.5.3.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十

分に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系による逃がし安全弁（逃が

し弁機能）の作動個数は，原子炉冷却材圧力バウンダリ

が高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する

原子炉の減圧機能が喪失した場合においても，炉心の著

しい損傷及び格納容器の破損を防止するため，原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧することができる設計とす

る。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系の動作対象弁は，サプレッ

ション・プ－ルの熱負荷を考慮し，異なる主蒸気配管の

逃がし安全弁（逃がし弁機能）となるよう設計する。 
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非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，原子炉

冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する原子炉の減圧機能が喪失した場合

においても，炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防

止するため，逃がし安全弁（逃がし弁機能）を作動させ，

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧することができる窒

素供給量を有する設計とする。 

 

負荷に直接接続する可搬型設備である非常用逃がし安

全弁駆動系高圧窒素ボンベの個数は，必要となる容量を

有する個数の1セット（3本（1系統））の2系統分に加え，

故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時の

バックアップを2セット（3本（1系統））確保する設計と

する。 

（46－6－15～19） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又

は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常

設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあって

は，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，

かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用

することができるよう，接続部の規格の統一その他の適

切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，非常用

窒素供給系への接続に当たって，専用の接続方式として

袋ナットを使用し，一般的に用いられる工具（スパナ等）

を用いて容易かつ確実に接続できる設計とする。また，

作業用工具は，作業場所である原子炉建屋原子炉棟の近

傍，アクセスル－トの近傍又は中央制御室内に保管でき

る設計とする。 
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（46－7－4） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によっ

て接続することができなくなることを防止するため，可

搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電

力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに

異なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，原子炉

建屋の外から水又は電気を供給する設備でないことか

ら，原子炉建屋原子炉棟内で接続作業を行うことから対

象外とする。 

（46－4－7） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設

備と接続することができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設

置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの交換作業

は，作業場所である原子炉建屋原子炉棟内の放射線量を

確認し，適切な放射線防護対策で作業安全確保を確認し

た上で作業を実施する。仮に線量が高い場合は，線源か

らの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽

の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低い場所

で作業を行うことができる設計とする。 

（46－3－6,46－4－7,46－8－4） 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所

に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ及び予備の

高圧窒素ボンベは，地震，津波，その他の外部事象によ

る損傷の防止が図られた原子炉建屋原子炉棟内に保管す

る。また，設計基準事故対処設備である多重化された自

動減圧機能用アキュムレ－タと原子炉格納容器内外で位

置的分散を図る設計とする。 

（46－8－4） 

(6) アクセスル－トの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状

況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保でき

るよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性について」に示す。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの保管場所

から設置場所までの運搬経路は，想定される重大事故時

においても，設備の運搬及び移動に支障を来すことのな

いよう，迂回路も考慮して複数のアクセスル－トを確保

する。なお，アクセスル－トの詳細については，「実用発

電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生

及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準」への適合状況についての「1.0 
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重大事故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海

第二発電所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びア

クセスル－トについて」に示す。 

（46－9－2～5） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多

様性（設置許可基準規則第43条第3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因に

よって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防

止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベは，外部か

らの衝撃による損傷の防止が図られた原子炉建屋原子炉

棟に設置し，設計基準事故対処設備である自動減圧機能

用アキュムレ－タと同時に機能を損なうおそれがないよ

うに，多様性及び位置的分散を図る設計とする。 

非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの多様性及

び位置的分散について，第3.3－28表に示す。 

（46－3－6,46－4－7,46－8－4） 

 

第3.3－28表 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

駆動用窒素供給

源 

自動減圧機能用 

アキュムレ－タ 

非常用逃がし安全弁駆動

系高圧窒素ボンベ 

原子炉格納容器内 原子炉建屋原子炉棟内 
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3.3.3 重大事故等対処設備(設計基準拡張) 

3.3.3.1 インターフェイスシステム LOCA隔離弁 

3.3.3.1.1 設備概要 

インターフェイスシステム LOCA隔離弁である高圧炉心注水系

注入隔離弁は，格納容器バイパス(インターフェイスシステム

LOCA)発生箇所の隔離によって，原子炉格納容器外への原子炉冷

却材の漏えいを防止する目的として使用する。 

 

本設備は，原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統で

あり，プラント運転中に接続箇所の電動弁の開閉試験を実施す

る高圧炉心注水系(B)及び(C)の 2つの独立した注水ラインに，

それぞれ 1台設置している。 

 

格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA)は，隔離

弁の隔離失敗により低圧設計部分が異常に過圧されることで発

生するが，逃がし安全弁による原子炉冷却材圧力バウンダリの

減圧により原子炉冷却材漏えいの抑制を継続し，現場操作によ

る隔離弁の全閉操作を実施することで，破断が発生した系統を

隔離する設計とする。 

なお，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧は隔離弁の隔

離操作が完了するまで継続する。 

 

本設備の系統概要図を図 3.3-10に，重大事故等対処設備(設

計基準拡張)一覧を表 3.3-23に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等

時においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備(設計

基準拡張)と位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.6 インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁 

3.3.2.6.1 設備概要 

インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁（高圧炉心スプレ

イ系注入弁，原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁，低圧炉心スプ

レイ系注入弁及び残留熱除去系注入弁）は，インタ－フェイス

ＬＯＣＡ発生箇所の隔離によって，原子炉格納容器外への原子

炉冷却材放出を防止する目的として設置するものである。 

本設備は，原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統で

あり，プラント運転中に接続箇所の電動弁開閉試験を実施する

非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の原子炉圧力容器注

入ラインに，それぞれ1台の構成とする。 

 

インタ－フェイスシステムＬＯＣＡは，隔離弁の隔離失敗に

より低圧設計部分が異常に加圧されることで発生するが，逃が

し安全弁（自動減圧機能）による原子炉減圧により原子炉冷却

材漏えいの抑制を継続し，現場操作による隔離弁の全閉操作を

実施することで，破断が発生した系統を隔離する設計とする。 

 

なお，逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉の減圧は，

隔離弁の隔離操作が完了するまで継続する。 

 

本設備の系統概要図を第3.3－6図に，重大事故等対処設備一

覧を第3.3－29表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.3.3.1 インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁 

3.3.3.1.1 設備概要 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁（ＲＨＲ注水弁及

びＬＰＣＳ注水弁）は，格納容器バイパス（インターフェイス

システムＬＯＣＡ）発生箇所の隔離によって，原子炉格納容器

外への原子炉冷却材の漏えいを防止する目的として使用する。 

 

本設備は，原子炉冷却材圧カバウンダリと接続された系統で

あり，プラント運転中に接続箇所の電動弁の開閉試験を実施す

るＡ，Ｂ及びＣ－残留熱除去系並びに低圧炉心スプレイ系の注

水ラインに，それぞれ 1台設置している。 

 

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）は，

隔離弁の隔離失敗により低圧設計部分が異常に過圧されること

で発生するが，逃がし安全弁による原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧により原子炉冷却材漏えいの抑制を継続し，現場操作

による隔離弁の全閉操作を実施することで，破断が発生した系

統を隔離する設計とする。 

なお，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧は隔離弁の隔

離操作が完了するまで継続する。 

 

本設備の系統概要図を図 3.3-9に，重大事故等対処設備（設

計基準拡張）一覧を表 3.3-26に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等

時においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設

計基準拡張）と位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑦の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 東海第二は重大事故

等対処設備（設計基準拡

張）を設けず，重大事故

等対処設備のみとする

整理 
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図 3.3-10 インターフェイスシステム LOCA隔離弁 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

第 3.3－6図 インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁 系統概

要図 

 

 

 

 

 

図 3.3-9 インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁 系統概要

図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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原子炉隔離時 

冷却ポンプ 

高圧炉心 
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・ポンプ 

タービンへ 

給水系より 

原子炉建物 

格納容器 

フィルタ 

ベント系 

原子炉格納容器 

原子炉 

再循環ポンプ 

サプレッション 

・チェンバ 

原子炉 

圧力容器 

ガスタービン 

発電機 

 

非常用ディーゼル 

発電機等 

外部電源 

 

A-残留熱 

除去ポンプ 

B-残留熱 

除去ポンプ 

Ⅰ-原子炉補機 

海水ポンプ 

海 

Ⅱ-原子炉補機 

冷却系熱交換器 

Ⅱ-原子炉補機 

海水ポンプ 

※１へ 

※１より 

※２へ 
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ポンプ 

低圧炉心 

スプレイ 

・ポンプ 

B-残留熱除去系 

熱交換器 
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冷却水ポンプ 
Ⅰ-原子炉 

補機冷却水 
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Ⅰ-原子炉補機 

冷却系熱交換器 

接続口 

Ｍ 

逃がし 

安全弁 

破損箇所 

隔離操作弁 
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表 3.3-23 インターフェイスシステム LOCA隔離弁に関する重大事

故等対処設備(設計基準拡張)一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧炉心注水系注入隔離弁【常設】 

附属設備 一 

電源設備 一 

計装設備＊ 高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力【常設】 

＊：計装設備については「3.15計装設備(設置許可基準規則第

58 条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

 

第3.3－29表 インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁

に関する重大事故等対処設備 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧炉心スプレイ系注入弁【常設】 

原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁【常設】 

低圧炉心スプレイ系注入弁【常設】 

残留熱除去系Ａ系注入弁【常設】 

残留熱除去系Ｂ系注入弁【常設】 

残留熱除去系Ｃ系注入弁【常設】 

関 連

設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源設備 － 

計装設備※１ 

 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（SA）【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（SA広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（SA燃料域）【常設】 

原子炉圧力容器温度【常設】 

高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 

低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力【常設】 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

※1 主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対

策を成功させるために把握することが必要な原子炉施設

の状態計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基

準規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

表 3.3-26 インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁に関する重

大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 ＲＨＲ注水弁【常設】 

 ＬＰＣＳ注水弁【常設】 

附属設備 一 

電源設備 一 

計装設備* 残留熱除去ポンプ出口圧力【常設】 

＊：計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 
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3.3.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

（１）高圧炉心注水系注入隔離弁 

最高使用圧力：11.77MPa[gage] 

最高使用温度：302℃ 

個数    ：2 

取付箇所  ：原子炉建屋地上 1階 

 

3.3.2.6.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1)高圧炉心スプレイ系注入弁 

最高使用圧力 ： 10.7MPa 

最高使用温度 ： 302℃ 

個数     ： 1 

取付箇所   ： 原子炉建屋原子炉棟 3階 

 

(2)原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁 

最高使用圧力 ： 10.7MPa 

最高使用温度 ： 302℃ 

個数     ： 1 

取付箇所   ： 原子炉建屋原子炉棟 4階 

 

(3)低圧炉心スプレイ系注入弁 

最高使用圧力 ： 8.62MPa 

最高使用温度 ： 302℃ 

個数     ： 1 

取付箇所   ： 原子炉建屋原子炉棟 3階 

 

(4)残留熱除去系Ａ系注入弁 

最高使用圧力 ： 8.62MPa 

最高使用温度 ： 302℃ 

個数     ： 1 

取付箇所   ： 原子炉建屋原子炉棟 3階 

 

 

 

 

 

 

 

(5)残留熱除去系Ｂ系注入弁 

最高使用圧力 ： 8.62MPa 

最高使用温度 ： 302℃ 

個数     ： 1 

取付箇所   ： 原子炉建屋原子炉棟 3階 

3.3.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ＲＨＲ注水弁 

最高使用圧力 ：8.62MPa[gage] 

最高使用温度 ：302℃ 

個    数 ：３ 

取付箇所   ：原子炉建物原子炉棟中１階（Ａ系），原

子炉建物原子炉棟２階（Ｂ，Ｃ系） 

 

(2) ＬＰＣＳ注水弁 

最高使用圧力 ：8.62MPa[gage] 

最高使用温度 ：302℃ 

個    数 ：１ 

取付箇所   ：原子炉建物原子炉棟１階 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑦の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ⑦の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の RHR 注

水弁は A系， B系及び C

系を合わせて記載する

整理 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑦の相違 
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(6)残留熱除去系Ｃ系注入弁 

最高使用圧力 ： 8.62MPa 

最高使用温度 ： 302℃ 

個数     ： 1 

取付箇所   ： 原子炉建屋原子炉棟 3階 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑦の相違 

3.3.3.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

インターフェイスシステム LOCA隔離弁である高圧炉心注水系注

入隔離弁は，想定される重大事故等時に重大事故等対処設備(設計

基準拡張)として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関す

る基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用

して設計を行う。 

 

インターフェイスシステム LOCA隔離弁である高圧炉心注水系注

入隔離弁については，設計基準対象施設として使用する場合と同

様の系統構成で重大事故等時においても使用するため，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

 

インターフェイスシステム LOCA隔離弁である高圧炉心注水系注

入隔離弁については，原子炉建屋原子炉区域内に設置される設備

であることから，想定される重大事故等時における原子炉建屋原

子炉区域内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に

発揮することができるよう，表 3.3-24に示す設計である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.6.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，想定される重

大事故等時に設計基準対象施設としての機能を期待する設備の

ため，「2.3 重大事故対処設備に関する基本方針」のうち，多

様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

 

 

インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，設計基準対象

施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等におい

ても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

基本設計については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等について」に示す。 

 

インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，原子炉建屋原

子炉棟内に設置される設備であることから，想定される重大事

故等が発生した場合における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件

を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，第3.3

－30表に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，想定される重大

事故等時に重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する

ため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様

性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

 

 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，設計基準対象施

設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等時において

も使用するため，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，原子炉建物原子

炉棟に設置される設備であることから，想定される重大事故等時

における原子炉建物原子炉棟の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.3-27に示す設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑦の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑦の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑦の相違 
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表 3.3-24 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉区域内で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候に

よる影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認する(詳細は

「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す)。 

風(台風)・積雪 原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，

風(台風)及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりそ

の機能が損なわれない設計とする。 

また，インターフェイスシステム LOCA隔離弁である高圧炉心注

水系注入隔離弁は設置場所である原子炉建屋原子炉区域内にて手

動操作が可能な設計であり，操作位置の放射線量が高くなるおそ

れが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

インターフェイスシステム LOCA隔離弁である高圧炉心注水系注

入隔離弁は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構

成で重大事故等時においても使用する設計である。 

また，高圧炉心注水系注入隔離弁は，発電用原子炉の運転中に

機能・性能試験，停止中に分解検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

第3.3－30表 想定する環境条件 

また，インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，操作場所

である原子炉建屋原子炉棟内の放射線量を確認し，適切な放射

線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。仮

に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保するとともに，

状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線

量が低い場所で作業を行うことができる設計とする。 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等において

も使用する設計とする。 

また，インタ－フェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁については，

発電用原子炉の運転中に機能・性能検査を，また，停止中に分

解検査を実施可能な設計とする。 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性につい

て」に示す。 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で

想定される温度，圧力，湿度及び放射線条

件に耐えられる性能を確認した機器を使

用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候に

よる影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上

で，機器が損傷しない設計とする。（詳細

は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す） 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防護設備を

設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風

（台風），竜巻，積雪及び火山の影響を受

けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けな

い。 

表 3.3-27 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物原子炉棟で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性

能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候に

よる影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で

機器が損傷しないことを確認する（詳細は

「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物原子炉棟に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等時においても，電磁波によりそ

の機能が損なわれない設計とする。 

また，インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，設置場所

である原子炉建物原子炉棟にて手動操作が可能な設計であり，操

作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能であ

るが，仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保した上

で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことができる設計

とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，設計基準対象施

設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等時においても

使用する設計とする。 

また，インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離弁は，発電用原

子炉の運転中に機能・性能試験，停止中に分解検査が可能な設計

とする。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

・設計方針の相違

【東海第二】 

⑪の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

⑦の相違
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① ECCS構成設備の相違　ABWR：低圧注水系，高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系　BWR5：低圧注水系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系及び自動減圧系

② 島根２号炉の原子炉への低圧注水に用いる可搬型ポンプは１種類

③ 島根２号炉は，残留熱代替除去系による循環冷却機能を格納容器の過圧破損防止対策として位置付けているため，47条設備として位置付けない

④
島根２号炉の可搬型代替交流電源設備については柏崎6/7，東海第二と同仕様のもの(500kVA/台)を配備しているが，低圧原子炉代替注水ポンプはポンプ電動機容量が大きいため，
可搬型代替交流電源設備で起動させない

⑤ 島根２号炉のRHRによる低圧注水は，低圧注水管を通じて直接シュラウド内に注水する

⑥
島根２号炉のＡ－残留熱除去系注入ラインが機能喪失した場合は，自主対策設備として，復水輸送系，消火系によるＢ又はＣ－残留熱除去系注入ラインを流路とした原子炉圧力容
器への注水手段を整備する

⑦ 島根２号炉の注水端はスパージャではなく低圧注水管

⑧ 島根２号炉の低圧原子炉代替注水ポンプは，１台で必要容量を満足できる設計としている

⑨ 島根２号炉は柏崎6/7と同様に，ＳＡ事象と重畳する自然現象の規模を検討し，環境条件として地震，風（台風），凍結，降水，積雪を考慮することとしている

⑩ 島根２号炉の低圧原子炉代替注水系（常設）は，SA専用系統であり，待機状態において常用系統と隔離された設計であるため，起動前の他系統との隔離操作は不要である

⑪ 島根２号炉は低圧原子炉代替注水系（常設）の水源確保のための操作不要

⑫ 島根２号炉は系統構成に必要な弁の操作が中央制御室の操作スイッチにより可能

⑬
柏崎6/7の低圧代替注水系（可搬型）は可搬型ポンプを複数台組み合わせた構成としているが，島根２号炉の低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，可搬型ポンプ１台で構成し，必
要流量を満足できる設計としている

⑭ 島根２号炉の第４保管エリアはEL8.5mであるが，防波壁の内側であり基準津波が防波壁を超えないため，津波の影響を受けない場所と記載している

⑮ 島根２号炉のRHRポンプは，残留熱除去系及び47条設備として使用する

⑯ 島根２号炉は，RHRを48条設備には位置付けない

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

【47条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダ

リが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発

電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原

子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならない。 

 

 

（解釈） 

１１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、

発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に

対応するため、常設重大事故防止設備を設置すること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故

対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分

散を図ること。 

 

 

3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備【47条】 

 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウン

ダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用

原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならな

い。 

 

（解釈） 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するた

め、発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

 （1） 重大事故防止設備 

  ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

  ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合

に対応するため、常設重大事故防止設備を設置すること。 

  ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事

故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的

分散を図ること。 

 

 

3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備【47条】 

 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウン

ダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用

原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならな

い。 

 

（解釈） 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するた

め、発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

（１) 重大事故防止設備 

ａ) 可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

ｂ) 炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に

対応するため、常設重大事故防止設備を設置すること。 

ｃ) 上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故

対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分

散を図ること。 
 

 

3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

3.4.1 設置許可基準規則第 47 条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準

事故対処設備である残留熱除去系が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損を防止する設備として，低圧代替注水系（可搬型）及

び低圧代替注水系（常設）を設ける。 

 

 

 

3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

3.4.1 設置許可基準規則第47条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するため，発電用原子炉を冷却するために必要な重大事故等

対処設備を設置及び保管する。 

 

 

 

3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

3.4.1 設置許可基準規則第 47条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準

事故対処設備である低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系が有す

る発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する設備として，低圧

原子炉代替注水系（可搬型）及び低圧原子炉代替注水系（常設）

を設ける。 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

ECCS構成設備の相違 

ABWR： 

低圧注水系，高圧炉心

注水系，原子炉隔離時冷

却系及び自動減圧系 
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(1) 低圧代替注水系（可搬型）の設置（設置許可基準規則解釈

の第 1 項(1)a)） 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モー

ド）ポンプが有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合

においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を

防止するため，可搬型重大事故等対処設備として低圧代替注

水系（可搬型）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備のうち，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備として，

低圧代替注水系（可搬型）を設ける。また，炉心の著しい損傷

に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため，低圧代替

注水系（常設）を設ける。 

 

(1) 発電用原子炉運転中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却（設

置許可基準規則解釈の第 1項（１）ａ）） 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系

の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，低

圧代替注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプに

より，代替淡水貯槽の水を残留熱除去系等を経由して原

子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計と

する。 

低圧代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由

した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とする。 

 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却

（設置許可基準規則解釈の第 1項（１）ｂ）） 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系

の機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として，低

圧代替注水系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポンプ

により西側淡水貯水設備の水を，可搬型代替注水大型ポ

ンプにより代替淡水貯槽の水を低圧炉心スプレイ系，残

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）の設置（設置許可基準規

則解釈の第１項(１)a)） 

設計基準事故対処設備である低圧炉心スプレイ系及び残留

熱除去系（低圧注水モード）ポンプが有する発電用原子炉の

冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するため，可搬型重大事故等対

処設備として低圧原子炉代替注水系（可搬型）を使用する。 

BWR5： 

低圧注水系，高圧炉心

スプレイ系，低圧炉心ス

プレイ系及び自動減圧

系 

（以下，①の相違） 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.4.1.1 項に

て記載 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.1

(2)項にて記載  

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

1.1項にて記載 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

添3.4-3



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

低圧代替注水系（可搬型）は，荒浜側高台保管場所及び大

湊側高台保管場所並びに 5 号炉東側第二保管場所に分散配備

した可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を用い，残留熱除去系

（低圧注水モード）とは異なる代替淡水源（淡水貯水池及び

防火水槽）を水源として原子炉圧力容器に注水することで炉

心を冷却できる設計とする。 

(2) 低圧代替注水系（常設）の設置（設置許可基準規則解釈の

第 1 項(1)b)） 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モー

ド）ポンプが有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合

においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を

防止するため，常設重大事故等対処設備として低圧代替注水

留熱除去系を経由して原子炉圧力容器に注水することで

炉心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した

場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備である可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注

水大型ポンプにより海を利用できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経

由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。また，可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式

のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は， 第２，第３及び第４

保管エリアに分散配備した大量送水車を用い，低圧炉心スプ

レイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）とは異なる代替

淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を水源

として原子炉圧力容器に注水することで炉心を冷却できる設

計とする。 

(2) 低圧原子炉代替注水系（常設）の設置（設置許可基準規則

解釈の第１項(１)b)） 

設計基準事故対処設備である低圧炉心スプレイ系及び残留

熱除去系（低圧注水モード）ポンプが有する発電用原子炉の

冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するため，常設重大事故等対処

島根２号炉の原子炉

への低圧注水に用いる

可搬型ポンプは１種類

（以下，②の相違） 

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は，3.4.2.2.

4.1項にて記載 

・炉型の違い

【柏崎 6/7】 

①の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.4.1.1 項に

て記載 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

2.1項にて記載 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は 3.4.1.1 

(1) a.(a)項にて記載

・炉型の違い

【柏崎 6/7】 

①の相違
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系（常設）を使用する。 

低圧代替注水系（常設）は，廃棄物処理建屋に配置された

復水移送ポンプを用い，残留熱除去系（低圧注水モード）と

は異なる復水貯蔵槽を水源として原子炉圧力容器に注水する

ことで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失

によるサポート系の故障により，残留熱除去系（低圧注

水系）及び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重

大事故等対処設備として使用する低圧代替注水系（常設）

は，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原

子炉の冷却」と同じである。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失

によるサポート系の故障により，残留熱除去系（低圧注

水系）及び低圧炉心スプレイ系が起動できない場合の重

大事故等対処設備として使用する低圧代替注水系（可搬

型）は，「(1)a.(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発

電用原子炉の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水

系）の復旧 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失

によるサポート系の故障により，残留熱除去系（低圧注

水系）が起動できない場合の重大事故等対処設備として，

常設代替交流電源設備を使用し，残留熱除去系（低圧注

水系）を復旧する。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，常設代替交流電源設

備からの給電により機能を復旧し，残留熱除去系ポンプ

によりサプレッション・チェンバのプール水を原子炉圧

力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は

緊急用海水系から供給できる設計とする。 

(d) 常設代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復

旧 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失

設備として低圧原子炉代替注水系（常設）を使用する。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は， 低圧原子炉代替注水ポ

ンプ格納槽内に配置された低圧原子炉代替注水ポンプを用

い，低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）

とは異なる低圧原子炉代替注水槽を水源として原子炉圧力容

器に注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.4.1.1 項に

て記載 
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によるサポート系の故障により低圧炉心スプレイ系が起

動できない場合の重大事故等対処設備として，常設代替

交流電源設備を使用し，低圧炉心スプレイ系を復旧する。 

低圧炉心スプレイ系は，常設代替交流電源設備からの

給電により機能を復旧し，低圧炉心スプレイ系ポンプに

よりサプレッション・チェンバのプール水を原子炉圧力

容器へスプレイすることで炉心を冷却できる設計とす

る。 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は

緊急用海水系から供給できる設計とする。 

ｃ．溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合に用いる設備 

 (a) 低圧代替注水系（常設）による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原

子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心

を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大

事故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）は，常

設低圧代替注水系ポンプにより，代替淡水貯槽の水を残

留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水すること

で原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設

計とする。 

低圧代替注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由

した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とする。 

 (b) 低圧代替注水系（可搬型）による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原

子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合に，溶融炉心

を冷却し，原子炉格納容器の破損を防止するための重大

事故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）は，

可搬型代替注水中型ポンプにより西側淡水貯水設備の水

を，可搬型代替注水大型ポンプにより代替淡水貯槽の水

を低圧炉心スプレイ系若しくは残留熱除去系を経由して

原子炉圧力容器に注水することで原子炉圧力容器内に存

在する溶融炉心を冷却できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した

場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備である可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプにより海を利用できる設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経
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由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。また，可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式

のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

  

(c) 代替循環冷却系による残留溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原

子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合の重大事故等

対処設備として代替循環冷却系は，代替循環冷却系ポン

プにより，サプレッション・チェンバのプールの水を残

留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水すること

で原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設

計とする。 

代替循環冷却系は，代替所内電気設備を経由した常設

代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は

緊急用海水系から供給できる設計とする。 

 

(2) 発電用原子炉停止中の場合に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設

備として使用する低圧代替注水系（常設）は，「(1)ａ.(a) 

低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却」と

同じである。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）の機能が喪失した場合の重大事故等対処設

備として使用する低圧代替注水系（可搬型）は，「 (1)

ａ.(b)低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の

冷却」と同じである。 

ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は

残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障に

より，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が起動でき

ない場合の重大事故等対処設備として使用する低圧代替

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系による循環

冷却機能を格納容器の

過圧破損防止対策とし

て位置付けているため，

47 条設備として位置付

けない（以下，③の相違） 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.4.1.1 項に

て記載 
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(3) 設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的

分散の確保（設置許可基準規則解釈の第 1 項(1)c)） 

上記(1)及び(2)の重大事故等対処設備である低圧代替注水

系（常設），低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処

設備である残留熱除去系（低圧注水モード）に対して，異な

るポンプ（復水移送ポンプ又は可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）），駆動源（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源

設備），冷却源（自滑水冷却）を用いることで多様性及び独立

性を有する設計とする。 

 

 

 

 

注水系（常設）は，「(1)a.(a) 低圧代替注水系（常設）

による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

 発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は

残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障に

より，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が起動でき

ない場合の重大事故等対処設備として使用する低圧代替

注水系（可搬型）は，「(1)a.(b) 低圧代替注水系（可搬

型）による発電用原子炉の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）の復旧 

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は

残留熱除去系海水系機能喪失によるサポート系の故障に

より，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が起動でき

ない場合の重大事故等対処設備として，常設代替交流電

源設備を使用し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

を復旧する。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，常設代替交

流電源設備からの給電により機能を復旧し，冷却材を原

子炉圧力容器から残留熱除去系ポンプ及び熱交換器を経

由して原子炉圧力容器に戻すことにより炉心を冷却でき

る設計とする。 

本系統に使用する冷却水は，残留熱除去系海水系又は

緊急用海水系から供給できる設計とする。 

 

（3）設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的

分散の確保（設置許可基準規則解釈の第1項（１）ｃ）） 

低圧代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水系）

及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，常設低圧代替注水系ポンプを代替所内電気設

備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電により駆動することで，非常用所内電気設備

を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動する残

留熱除去系ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注水系）及び

低圧炉心スプレイ系ポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対

して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的

分散の確保（設置許可基準規則解釈の第１項(１)c)） 

上記(１)及び(２)の重大事故等対処設備である低圧原子炉

代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，設

計基準事故対処設備である低圧炉心スプレイ系及び残留熱除

去系（低圧注水モード）に対して，異なるポンプ（低圧原子

炉代替注水ポンプ又は大量送水車），駆動源（常設代替交流電

源設備又はディーゼルエンジン），冷却源（自滑水冷却）を用

いることで多様性及び独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の可搬型

代替交流電源設備につ

いては柏崎 6/7，東海第

二と同仕様のもの(500k
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また，原子炉建屋内に設置されている残留熱除去系（低圧

注水モード）に対して，常設設備である復水移送ポンプは廃

棄物処理建屋内に設置しており，常設代替交流電源設備は屋

外に設置することで位置的分散を図った設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手

動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電

による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，

低圧代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経

由して給電する系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に

対して独立性を有する設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）は，代替淡水貯槽を水源と

することで，サプレッション・チェンバを水源とする残留熱

除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系に対して異な

る水源を有する設計とする。 

 

常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽は，原子炉建

屋外の常設低圧代替注水系格納槽内に設置することで，原子

炉建屋内の残留熱除去系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポンプ

及びサプレッション・チェンバと共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水系），

低圧炉心スプレイ系及び低圧代替注水系（常設）と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，可搬型代替注水中型

ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを空冷式のディーゼル

エンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構

成される残留熱除去系（低圧注水系），低圧炉心スプレイ系及

び低圧代替注水系（常設）に対して多様性を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉建物内に設置されている低圧炉心スプレイ系

及び残留熱除去系（低圧注水モード）に対して，常設設備で

ある低圧原子炉代替注水ポンプは原子炉建物外の低圧原子炉

代替注水ポンプ格納槽内に設置しており，常設代替交流電源

設備はガスタービン発電機建物内に設置することで位置的分

散を図った設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VA/台)を配備している

が，低圧原子炉代替注水

ポンプはポンプ電動機

容量が大きいため，可搬

型代替交流電源設備で

起動させない（以下，④

の相違） 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

1.3項にて記載 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

1.3項にて記載 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

2.3項にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），可搬型代替交流電源設備

については，屋外に保管し，屋外から異なる複数の接続口に

接続可能とし，残留熱除去系（低圧注水モード）に対して位

置的分散を図る設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて

手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給

電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，

低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を

経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成す

ることにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統

に対して独立性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプは，

西側淡水貯水設備を水源とすることで，サプレッション・チ

ェンバを水源とする残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉

心スプレイ系並びに代替淡水貯槽を水源とする低圧代替注水

系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。また，

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水大型ポンプは，

代替淡水貯槽を水源とすることで，サプレッション・チェン

バを水源とする残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心ス

プレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，原子炉建屋及び常設低圧代替注水系格納槽から離れた屋

外に分散して保管することで，原子炉建屋内の残留熱除去系

ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプ並びに常設低圧代替注

水系格納槽内の常設低圧代替注水系ポンプと共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止

するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）は，

残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，水源から残留熱除去系配管及び低圧炉心スプレイ系配管

との合流点までの系統について，残留熱除去系及び低圧炉心

スプレイ系に対して独立性を有する設計とする。

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によっ

て，低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）

は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水系）

及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備として

大量送水車，可搬型代替交流電源設備については，屋外に

保管し，屋外から異なる複数の接続口に接続可能とし，低圧

炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）に対し

て位置的分散を図る設計とする。 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

1.3項にて記載 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

2.1項にて記載 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・炉型の違い

【柏崎 6/7】 

①の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

2.4.2(2)項にて記載 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

1.3項にて記載 
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なお，多様性及び独立性，位置的分散については 3.4.2.1.3 

項及び 3.4.2.2.3項に詳細を示す。 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，以下の設備を重大事故等対処

設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

(4) 残留熱除去系（低圧注水モード）

残留熱除去系（低圧注水モード）は，冷却材喪失事故時に

おいて，高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び自動減圧

系と連携して炉心を冷却する機能を有する。 

本系統は，原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号で

作動を開始し，サプレッション・チェンバのプール水を給水

系等を経由して原子炉圧力容器へ注水する。 

の独立性を有する設計とする。また，これらの多様性及び位

置的分散によって，低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注

水系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立

性を有する設計とする。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については，「第

五十七条 電源設備」に記載する。 

なお，多様性及び独立性，位置的分散については，3.4.2.1.3

項，3.4.2.2.3項及び 3.4.2.3.3項に詳細を示す。 

その他，設計基準事故対処設備であるが，重大事故等時におい

て健全であれば，以下の設備を重大事故等対処設備として使用す

る。 

（4）残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水 

残留熱除去系（低圧注水系）は，発電用原子炉運転中の冷

却材喪失事故時等において低圧炉心スプレイ系，高圧炉心ス

プレイ系及び自動減圧系と連携して炉心を冷却する機能を

有する設計とする。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，サプレッション・チェン

バを水源とし，残留熱除去系ポンプにて，残留熱除去系熱交

換器を介してサプレッション・プール水を冷却し原子炉圧力

容器へ注水する設計とする。 

なお，多様性及び独立性，位置的分散については 3.4.2.1.3

項及び 3.4.2.2.3項に詳細を示す。 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，以下の設備を重大事故等対処

設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

(4) 低圧炉心スプレイ系

低圧炉心スプレイ系は，電動機駆動ポンプ１台，炉心上部

のスパージャ，配管・弁類及び計測制御装置からなり，大破

断事故時には低圧注水系及び高圧炉心スプレイ系と連携し

て，中小破断事故時には高圧炉心スプレイ系あるいは自動減

圧系と連携して炉心を冷却する機能を有する。 

本系統は，原子炉水位低又は格納容器圧力高の信号で作動

を開始し，サプレッション・プール水をスパージャから，燃

料集合体上へスプレイすることによって，原子炉を冷却する。 

(5) 残留熱除去系（低圧注水モード）

残留熱除去系（低圧注水モード）は，電動機駆動ポンプ３

台，配管・弁類及び計測制御装置からなり，大破断事故時に

は低圧炉心スプレイ系及び高圧炉心スプレイ系と連携して，

中小破断事故時には高圧炉心スプレイ系あるいは自動減圧系

と連携して炉心を冷却する機能を有する。 

本系統は，原子炉水位低又は格納容器圧力高の信号で作動

を開始し，サプレッション・プール水を直接炉心シュラウド

内に注入する。 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

2.1項にて記載 

・炉型の違い

【柏崎 6/7】 

①の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は，3.4.1.1

(6)項にて記載

・炉型の違い

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の RHR に

よる低圧注水は，低圧注

水管を通じて直接シュ

ラウド内に注水する（以

下，⑤の相違） 
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(5) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，原子炉停止

後，炉心の崩壊熱，原子炉圧力容器，配管，冷却材中の保有

熱（残留熱）を除去して，原子炉を冷却する機能を有する。

また，動的機器の単一故障を仮定した場合でも原子炉冷却材

を低温まで冷却可能な設計である。冷却材は原子炉圧力容器

から残留熱除去系のポンプ及び熱交換器，給水系等を経由し

て原子炉圧力容器に戻される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系熱交換器の冷却用海水は，残留熱除去系海水

ポンプにより送水する設計とする。 

 

 

 

なお，残留熱除去系海水系については，「3.5 最終ヒート

シンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規則第48条

に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

（5）残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉除熱 

 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，発電用原子炉停

止中に炉心崩壊熱及び残留熱（原子炉圧力容器・配管及び冷

却材中の保有熱）を除去して，原子炉を除熱する機能を有す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統は，原子炉圧力容器を水源とし，残留熱除去系ポン

プを用い，残留熱除去系熱交換器で冷却した炉水を原子炉圧

力容器に戻すことにより原子炉を除熱する設計とする。 

なお，残留熱除去系熱交換器の冷却用海水に関する説明

は，「（4）残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水」

と同じである。 

 

（6）低圧炉心スプレイ系による原子炉注水 

  低圧炉心スプレイ系は，原子炉圧力が急激に低下する大破断

事故時に，残留熱除去系（低圧注水系）及び高圧炉心スプレイ

系と連携して炉心を上部からスプレイ冷却する機能を有する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，原子炉停止

後，炉心崩壊熱，原子炉圧力容器，配管及び冷却材中の保有

熱を除去して，原子炉を冷却するためのものである。また，

動的機器の単一故障を仮定した場合でも冷却材を低温まで冷

却可能な設計である。原子炉冷却材は原子炉再循環ポンプ入

口側から残留熱除去系のポンプ及び熱交換器を経て，原子炉

再循環ポンプ出口側に戻される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.1

(7)項にて記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，48 条

にて記載  

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ABWR プラントである

柏崎 6/7 の原子炉再循

環系ポンプはインター

ナルポンプであるが，島

根２号炉の原子炉冷却

材再循環ポンプは外部

設置であるため，流路が

異なる 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.1

(7)項にて記載 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.1

(4)項にて記載 
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(6) 原子炉補機冷却系 

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機

器で発生する熱を冷却除去する機能を有する。本系統は，想

定される重大事故等時においても，非常用機器，残留熱除去

系の機器等の冷却を行うための機能を有する。 

原子炉補機冷却系については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備（設置許可基準規則第 48 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉圧力容器に

注水するための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(7) 他系の残留熱除去系配管又は高圧炉心注水系配管を用いた

低圧注水の実施 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モー

ド）ポンプが喪失し，残留熱除去系(A)注入ライン又は残留熱

除去系(B)注入ラインの機能が喪失した場合においても低圧

注水を可能とするために，自主対策設備として復水移送ポン

プ又は可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を用いて残留熱除去

系洗浄水弁(C)を経由する残留熱除去系(C)注入ライン等の他

系の残留熱除去系配管又は高圧炉心注水系洗浄用補給水止め

弁を経由する高圧炉心注水系配管を用いた原子炉圧力容器へ

の注水手段を整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却する

ための自主対策設備として以下を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7) 代替循環冷却系を用いた原子炉注水 

   設計基準事故対処設備である，残留熱除去系ポンプ及び低

圧炉心スプレイ系ポンプが有する原子炉の冷却機能が喪失し

た場合の自主対策設備として代替循環冷却系を設ける。 

   代替循環冷却系は，サプレッション・チェンバを水源とし，

原子炉建屋原子炉棟に設置する代替循環冷却系ポンプを用

(7) 原子炉補機冷却系 

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機

器で発生する熱を冷却除去する機能を有する。本系統は，想

定される重大事故等時においても，非常用機器，残留熱除去

系の機器等の冷却を行うための機能を有する。 

原子炉補機冷却系については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備（設置許可基準規則第 48条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

 

なお，原子炉冷却材圧カバウンダリ低圧時に原子炉圧力容器に

注水するための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(8) 復水輸送系を用いた低圧注水の実施 

設計基準事故対処設備である低圧炉心スプレイ・ポンプ，

残留熱除去ポンプ及び低圧原子炉代替注水ポンプが機能喪失

した場合，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するため，自主対策設備として復水輸送系を用いた原子炉

注水手段を整備している。 

復水輸送系を用いた原子炉注水手段については，復水輸送

ポンプを用い，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注

水モード）及び低圧原子炉代替注水系（常設）とは異なる復

水貯蔵タンクを水源として復水輸送系，残留熱除去系を通じ

て原子炉圧力容器へ注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のＡ－残

留熱除去系注入ライン

が機能喪失した場合は，

自主対策設備として，復

水輸送系，消火系による

Ｂ又はＣ－残留熱除去

系注入ラインを流路と

した原子炉圧力容器へ

の注水手段を整備する

（以下，⑥の相違） 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，補給水系

による原子炉注水を 3.

4.1.1(9)項にて記載 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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(8) 消火系を用いた低圧注水の実施

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モー

ド）ポンプ，復水移送ポンプ，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

が喪失した場合，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するため，自主対策設備として消火系を用いた原子

炉圧力容器への注水手段を整備している。 

消火系を用いた原子炉圧力容器への注水手段については，

ディーゼル駆動消火ポンプを用い，残留熱除去系（低圧注水

モード），低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型）

に用いる水源とは異なるろ過水タンクを水源として消火系，

復水補給水系，残留熱除去系，高圧炉心注水系，給水系を経

由して原子炉圧力容器へ注水する。 

い，残留熱除去系熱交換器で冷却されたサプレッション・プ

ール水を原子炉圧力容器に注水する設計とする。 

代替循環冷却系は，残留熱除去系の有する原子炉格納容器

からの除熱機能を代替することを目的に設置した設備であ

り，原子炉高圧状態から低圧注水に移行することを考慮した

注水量としていないため，低圧注水への移行段階での炉心損

傷を防止するための注水量としては十分ではない場合がある

が，低圧で注水が可能な設備であるため，低圧注水手段とし

ては有効である。 

 残留熱除去系熱交換器の冷却用海水に関する説明は，「（4）

残留熱除去系（低圧注水系）による原子炉注水」と同じであ

る。なお，代替循環冷却系については，「3.7 原子炉格納容

器内の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第

50条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

（8）消火系による原子炉注水 

設計基準事故対処設備である，残留熱除去系ポンプ及び低

圧炉心スプレイ系ポンプが機能喪失し，残留熱除去系注入ラ

インＣ系又は低圧炉心スプレイ系注入ラインの機能が喪失

した場合においても低圧注水を可能とするために，自主対策

設備として，消火系による原子炉注水手順を整備する。 

消火系による原子炉注水設備は，残留熱除去系（低圧注水

系），残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），低圧炉心スプ

レイ系，低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬

型）とは異なる淡水タンク（多目的タンク及びろ過水貯蔵タ

ンク）を水源とし，ディーゼル駆動消火ポンプ又は電動駆動

消火ポンプにて原子炉圧力容器へ注水する設計とする。消火

系による原子炉注水設備は，耐震Ｓクラス設計ではなくＳＳ

機能維持を担保できないが，使用可能であれば，原子炉へ注

水する手段として有効である。 

(9) 消火系を用いた低圧注水の実施

設計基準事故対処設備である低圧炉心スプレイ・ポンプ，

残留熱除去ポンプ及び低圧原子炉代替注水ポンプが機能喪失

した場合，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するため，自主対策設備として消火系を用いた原子炉注水

手段を整備している。 

消火系を用いた原子炉圧力容器への注水手段については，

消火ポンプ又は補助消火ポンプを用い，低圧炉心スプレイ系，

残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧原子炉代替注水系

（常設）とは異なるろ過水タンク又は補助消火水槽を水源と

して消火系，復水輸送系及び残留熱除去系を通じて原子炉圧

力容器へ注水する。 

(10) 原子炉浄化系を用いた原子炉除熱の実施

発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による崩壊熱除

去機能が喪失した場合，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するため，自主対策設備として原子炉浄化系

を用いた原子炉除熱手段を整備している。 

・炉型の違い

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 

・炉型の違い

【柏崎 6/7】 

①の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉

浄化系を用いた原子炉
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また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，

以下を整備する。 

 

(9) 復旧手段の整備 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モー

ド及び原子炉停止時冷却モード）が全交流動力電源喪失によ

り起動できない場合には，常設代替交流電源設備を用いて非

常用所内電気設備へ電源を供給することで残留熱除去系（低

圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード）を復旧する手段

を整備する。 

 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（9）補給水系による原子炉注水 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及び低

圧炉心スプレイ系ポンプが機能喪失し，残留熱除去系注入ラ

インＣ系又は低圧炉心スプレイ系注入ラインの機能が喪失

した場合においても低圧注水可能とするために，自主対策設

備として，補給水系による原子炉注水手順を整備する。 

補給水系による原子炉注水設備は，残留熱除去系（低圧注

水系），残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），低圧炉心ス

プレイ系，低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可

搬型）とは異なる復水貯蔵タンクを水源とし，復水移送ポン

プを用い，復水移送系，消火系及び残留熱除去系Ｂ系配管を

介して原子炉圧力容器へ注水する設計とする。補給水系によ

る原子炉注水設備は，耐震Ｓクラス設計ではなくＳＳ機能維

持を担保できないが，使用可能であれば，原子炉へ注水する

手段として有効である。 

  また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として

以下を整備する。 

 

（10）復旧手段 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水系及

び原子炉停止時冷却系）及び低圧炉心スプレイ系が全交流動

力電源喪失により起動できない場合には，常設代替交流電源

設備である常設代替高圧電源装置を用い給電することで，残

留熱除去系（低圧注水系及び原子炉停止時冷却系）及び低圧

炉心スプレイ系を復旧する手順を整備する。 

 

 

なお，電源設備については，「3.14電源設備（設置許可基

準規則第57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

また，炉心の著しい損傷防止のための残留熱除去系（低圧

注水系）復旧の手順については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基

準への適合状況について」の「1.4 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」の以

下の項目で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，

以下を整備する。 

 

(11) 復旧手段の整備 

設計基準事故対処設備である低圧炉心スプレイ系及び残

留熱除去系（低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード）

が全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系機能喪失によ

るサポート系の故障により起動できない場合には，常設代替

交流電源設備を用いて非常用所内電気設備へ電源を供給す

ることで低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モ

ード及び原子炉停止時冷却モード）を復旧する手段を整備す

る。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基

準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

除熱を自主対策設備と

して整理する 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，復水輸

送系による原子炉注水

を 3.4.1(8)項にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.4.1.1 項に

て記載 
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また，技術的能力審査基準への適合のため，溶融炉心が原子炉

圧力容器内に残存する場合の対応設備として，以下を整備する。 

(10) 低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧

力容器内に溶融炉心が残存する場合には，復水移送ポンプで原

子炉圧力容器に注水する低圧代替注水系（常設）により残存溶

融炉心を冷却する。 

(11) 低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧

力容器内に溶融炉心が残存する場合には，可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）で原子炉圧力容器に注水する低圧代替注水系（可

搬型）により残存溶融炉心を冷却する。 

なお，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の自主対策

設備として，以下を整備する。 

(1)原子炉運転中における対応手順

① 「1.4.2 重大事故等時の手順 1.4.2.2 (2) a. (a) 残

留熱除去系（低圧注水系）復旧後の原子炉注水」 

② 「1.4.2 重大事故等時の手順 1.4.2.2 (2) a. (b) 低

圧炉心スプレイ系復旧後の原子炉注水」 

(2)原子炉停止中における対応手順

① 「1.4.2 重大事故等時の手順 1.4.2.3 (2) a. (a) 残

留熱除去系（原子炉停止時冷却系）復旧後の原子炉除熱」 

また，技術的能力審査基準への適合のため，溶融炉心が原子炉

圧力容器内に残存する場合の対応設備として，以下を整備する。 

(12) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉

圧力容器内に溶融炉心が残存する場合には，低圧原子炉代替

注水ポンプで原子炉圧力容器に注水する低圧原子炉代替注

水系（常設）により残存溶融炉心を冷却する。 

(13) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷

却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉

圧力容器内に溶融炉心が残存する場合には，大量送水車で原

子炉圧力容器に注水する低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

より残存溶融炉心を冷却する。 

なお，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の自主対策

設備として，以下を整備する。 

(14) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉

圧力容器内に溶融炉心が残存する場合には復水輸送ポンプ

で原子炉圧力容器に注水する復水輸送系により残存溶融炉

心を冷却する。 

・記載方針の相違

【東海第二】 

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は，3.4.1.1

(12)項以降にて記載

・運用の相違

【東海第二】 

⑥の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は，3.4.1.1

(13)項にて記載
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(12) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧

力容器内に溶融炉心が残存する場合には，ディーゼル駆動消火

ポンプで原子炉圧力容器に注水する消火系により残存溶融炉心

を冷却する。 

 

また，代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水が枯渇し

た場合の海水の利用手段として，以下を整備する。 

 

 

(13) 低圧代替注水系の海水の利用 

低圧代替注水系（常設）の水源である復水貯蔵槽並びに低圧

代替注水系（可搬型）の水源である代替淡水源（淡水貯水池及

び防火水槽）の淡水が枯渇した場合において，防潮堤の内側に

設置している海水取水箇所（取水路）より，大容量送水車（海

水取水用）を用いて復水貯蔵槽への供給及び防火水槽への供給

又は低圧代替注水系（可搬型）で用いる可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）に海水を直接送水を行う設計とする。 

 

 

なお，海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

また，技術的能力審査基準への適合のため，西側淡水貯水設

備，代替淡水貯槽及び複数の淡水源の淡水が枯渇した場合の海

水の利用手段として，以下を整備する。 

 

（11）低圧代替注水系の海水の利用 

低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水系（可搬型）の

水源である西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及び複数の淡水

源の淡水が枯渇した場合は，防潮堤内側の取水箇所（ＳＡ用

海水ピット）から，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代

替注水大型ポンプを用いて補給が可能な設計とする。 

 

 

 

 

水源については，「3.13重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

また，低圧代替注水系の海水の利用手順については，「実

用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生

及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力に係る審査基準への適合状況について」の「1.13 重大

事故等の収束に必要となる水の供給手順」の以下の項目で示

す。 

 「1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順（1）代替

淡水貯槽へ水を補給するための対応手順ａ．（c）海を水源と

した可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる代替淡水貯槽への補給」及び 「1.13.2.2 水源へ

水を補給するための対応手順（2）西側淡水貯水設備へ水を補

給するための対応手順ａ．（c）海を水源とした可搬型代替注

水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給」 

また，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の自主

対策設備として，以下を整備する。 

(15) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉

圧力容器内に溶融炉心が残存する場合には，消火ポンプ又は

補助消火ポンプで原子炉圧力容器に注水する消火系により

残存溶融炉心を冷却する。 

 

また，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

の淡水が枯渇した場合の海水の利用手段として，以下を整備する。 

 

 

(16) 低圧原子炉代替注水系の海水の利用 

低圧原子炉代替注水系（常設）の水源である低圧原子炉代

替注水槽並びに低圧原子炉代替注水系（可搬型）の水源であ

る代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

の淡水が枯渇した場合において，防波壁の内側に設置してい

る海水取水箇所（取水槽）より，大量送水車を用いて低圧原

子炉代替注水槽への供給及び輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）への供給並びに大量送水車を用いて低圧原子炉

代替注水系（可搬型）で用いる大量送水車に海水を直接送水

できる設計とする。 

なお，海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，3.4.1.1

(12)項にて記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は補助消

火水槽及び補助消火ポ

ンプを有しており，当該

設備による注水も可能 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，技術的

能力の「1.13 重大事故

等の収束に必要となる

水の供給手順」にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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（12）消火系による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において原子炉圧

力容器内に溶融炉心が残存する場合，消火系のディーゼル駆動

消火ポンプ又は電動駆動消火ポンプにて，ろ過水貯蔵タンク及

び多目的タンクの水を原子炉圧力容器に注水することにより

残存溶融炉心を冷却する。消火系による残存溶融炉心の冷却設

備は，耐震Ｓクラス設計ではなくＳＳ機能維持を担保できない

が，使用可能であれば，残存溶融炉心を冷却する手段として有

効である。 

なお，使用する設備については，「（8）消火系を用いた原

子炉注水」と同じである。 

 

（13）補給水系による残存溶融炉心の冷却 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において原子炉圧

力容器内に溶融炉心が残存する場合，補給水系の復水移送ポン

プにて，復水貯蔵タンクの水を原子炉圧力容器に注水すること

により残存溶融炉心を冷却する。補給水系による残存溶融炉心

の冷却設備は，耐震Ｓクラス設計ではなくＳＳ機能維持を担保

できないが，使用可能であれば，残存溶融炉心を冷却する手段

として有効である。 

なお，使用する設備については，「（9）補給水系を用いた

原子炉注水」と同じである。 

 

島根２号炉は，3.4.1

(13)項以降にて記載  

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.1

(14)項にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.1

(13)項にて記載 

 

 

3.4.2 重大事故等対処設備 

3.4.2.1 低圧代替注水系（常設） 

3.4.2.1.1 設備概要 

低圧代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（低圧注水モード）の有する発電用原子炉の冷却機能が

喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却すること

を目的として使用する。 

 

本系統は，復水移送ポンプ，電源設備（非常用交流電源設備，

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備,代替所内電気設

備），計測制御装置及び，水源である復水貯蔵槽，流路である復水

補給水系及び高圧炉心注水系の配管及び弁並びに残留熱除去系及

3.4.2 重大事故防止設備 

3.4.2.1 低圧代替注水系（常設） 

3.4.2.1.1 設備概要 

  低圧代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系（原子炉停止時冷却

系）及び低圧炉心スプレイ系の有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却す

ることを目的として設置するものである。 

  低圧代替注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプ，電

源設備である常設代替交流電源設備，水源である代替淡水貯槽，

流路である低圧代替注水系配管・弁，残留熱除去系Ｃ系配管・

弁，注水先である原子炉圧力容器等から構成される。 

3.4.2 重大事故等対処設備 

3.4.2.1 低圧原子炉代替注水系（常設） 

3.4.2.1.1 設備概要 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備であ

る低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）の有

する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に，この機能を代替

し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，

発電用原子炉を冷却することを目的として使用する。 

 

本系統は，低圧原子炉代替注水ポンプ，電源設備（非常用交流

電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代

替所内電気設備），計測制御装置及び，水源である低圧原子炉代替

注水槽，流路である低圧原子炉代替注水系の配管及び弁並びに残

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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び給水系の配管，弁及びスパージャ，注水先である原子炉圧力容

器等から構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の系統概要図を図 3.4-1，重大事故等対処設備一覧を表

3.4-1 に示す。 

 

本系統は，復水移送ポンプ 3 台のうち 2 台により，復水貯蔵槽

の水を残留熱除去系配管等を経由して原子炉圧力容器へ注水する

ことで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

復水移送ポンプの電源について，復水移送ポンプ(B)及び(C)は，

常設代替交流電源設備である第一ガスタービン発電機又は可搬型

代替交流電源設備である電源車から，代替所内電気設備である AM 

用動力変圧器及び AM 用 MCC を介して給電が可能な設計とする。 

 

復水移送ポンプ(A)は，通常時は非常用所内電気設備である非常

用 MCCC 系から給電しているが，重大事故等時に復水移送ポンプ

(A)の動力ケーブルの接続操作を行うことにより，代替所内電気設

   

 

    

 

 

 

 

重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源とし，常設低

圧代替注水系ポンプ2台の起動及び系統構成（電動弁操作）を中

央制御室のスイッチ操作により行い，残留熱除去系Ｃ系配管を

経由して原子炉圧力容器へ注水することで発電用原子炉を冷却

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  低圧代替注水系（常設）の概要図を第3.4－1図に，低圧代替

注水系（常設）に属する重大事故等対処設備を第3.4－1表に示

す。 

   

 

 

 

 

 

 

常設低圧代替注水系ポンプの電源は，常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備から受電できる設計とする。 

 

留熱除去系の配管及び弁，注水先である原子炉圧力容器等から構

成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の系統概要図を図 3.4-1，重大事故等対処設備一覧を表

3.4-1に示す。 

 

本系統は，低圧原子炉代替注水ポンプ２台のうち１台により，

低圧原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系配管等を経由して原子

炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水ポンプの電源について，低圧原子炉代替注

水ポンプは，常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機か

ら，代替所内電気設備である緊急用メタクラ，ＳＡロードセンタ

を介して給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

系統構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の注水端

はスパージャではなく

低圧注水管（以下，⑦の

相違） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

下にて記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水ポンプは，

１台で必要容量を満足

できる設計としている

（以下，⑧の相違） 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，２段落上

にて記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の低圧原
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備である AM 用 MCC から給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

水源である復水貯蔵槽は，枯渇しそうな場合においても，代替

淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水を，可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）を用いて，廃棄物処理建屋外壁に設置した外部接

続口から復水貯蔵槽へ供給できる設計とする。 

 

本系統の操作に当たっては，中央制御室及び現場での弁操作（AM 

用切替盤の切替え操作を含む）により系統構成を行った後，中央

制御室の操作スイッチにより復水移送ポンプを起動し運転を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

水源である低圧原子炉代替注水槽は，枯渇しそうな場合におい

ても，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

の淡水を，大量送水車を用いて，低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽上部に設置した接続口から低圧原子炉代替注水槽へ供給できる

設計とする。 

本系統の操作に当たっては，中央制御室及び現場での弁操作（Ｓ

Ａ電源切替盤の切替操作を含む）により系統構成を行った後，中

央制御室の操作スイッチにより低圧原子炉代替注水ポンプを起動

し運転を行う。 

 

子炉代替注水ポンプは

SA 専用であり，代替所

内電気設備からの電源

供給としている 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

図 3.4-1 低圧代替注水系 (常設) 系統概要図 

 

 

 

 

第 3.4－1図 低圧代替注水系（常設）系統概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4-1 低圧原子炉代替注水系（常設）系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表3.4-1 低圧代替注水系（常設）に関する重大事故等対処 

設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 復水移送ポンプ【常設】 

附属設備 － 

水源※1 復水貯蔵槽【常設】 

流路 復水補給水系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁・スパージャ【常設】 

給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

高圧炉心注水系 配管・弁【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※2 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

第一ガスタービン発電機【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(16kL)【可搬】 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4KL)【可搬】 

代替所内電気設備 

緊急用断路器【常設】 

緊急用電源切替箱断路器【常設】 

緊急用電源切替箱接続装置【常設】 

AM 用動力変圧器【常設】 

AM 用MCC【常設】 

AM 用切替盤【常設】 

AM 用操作盤【常設】 

非常用高圧母線C 系【常設】 

非常用高圧母線D 系【常設】 

計装設備※3 原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

復水補給水系流量（原子炉圧力容器）【常設】 

復水移送ポンプ吐出圧力【常設】 

 

※1:水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置

許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※2:単線結線図を補足説明資料47-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第57条に対する

設計方針を示す章)」で示す。 

※3:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については

「3.15計装設備(設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章)」

で示す。 

第 3.4－1表 低圧代替注水系（常設）に関する重大事故等対処 

設備一覧 

 

 

表 3.4-1 低圧原子炉代替注水系（常設）に関する重大事故等対処 

設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 低圧原子炉代替注水ポンプ【常設】 

附属設備 － 

水源※1 低圧原子炉代替注水槽【常設】 

流路 低圧原子炉代替注水系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※2 

 

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

 高圧発電機車【可搬型】 

 ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

 緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

 ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

 ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

計装設備※3 原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

代替注水流量（常設）【常設】 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力【常設】 

 

 

 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２:単線結線図を補足説明資料47-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

※３:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す

章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.4.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1)復水移送ポンプ 

 

 

 

 

 

 

種類     :うず巻形 

 

 

容量     :125m3/h/台 

全揚程    :85m 

最高使用圧力 :1.37MPa[gage] 

最高使用温度 :66℃ 

個数     :2(予備1) 

 

取付箇所   :廃棄物処理建屋地下3階 

原動機出力  :55kW 

 

なお,水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備(設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章)」,

電源設備については,「3.14電源設備(設置許可基準規則第57条に

対する設計方針を示す章)」,計装設備については「3.15計装設備

(設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

3.4.2.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 （1）常設低圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

 

 

型 式     ターボ形 

台 数     2 

 

容 量     約200m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約200m 

最高使用圧力      3.14MPa［gage］ 

最高使用温度      66℃ 

 

本 体 材 料     炭素鋼 

取 付 箇 所        常設低圧代替注水系格納槽内 

電 動 機 出 力          約190kW（1台当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。   

(1) 低圧原子炉代替注水ポンプ 

 

 

 

 

 

 

型式     :ターボ形 

 

 

容量     :230m3/h/台 

揚程     :190m 

最高使用圧力 :3.92MPa 

最高使用温度 :66℃ 

個数     :１（予備１） 

 

取付箇所   :低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内 

原動機出力  :210kW 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す

章）」， 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文第 3.4-1 表に

て記載 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

3.4.2.1.3 低圧代替注水系（常設）の多様性及び独立性，位置的

分散 

低圧代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系と共通要因によって同時に機能が損なわれるおそれがな

いよう，表3.4-2 で示すとおり多様性，位置的分散を図った設計

とする。 

 

 

3.4.2.1.3 低圧代替注水系（常設）の多様性及び独立性，位置的

分散 

低圧代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系（原子炉停止時冷却

系）及び低圧炉心スプレイ系と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，第3.4－2表で示すとおり多様性を有し位置的

分散を図る設計とする。 

 

3.4.2.1.3 低圧原子炉代替注水系（常設）の多様性及び独立性，

位置的分散 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備であ

る低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系と共通要因によって同時

に機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.4-2で示すとおり多

様性，位置的分散を図った設計とする。 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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ポンプについては，残留熱除去系ポンプ(A)，(B)及び(C)と位置

的分散された廃棄物処理建屋地下3 階の復水移送ポンプを使用す

る設計とする。 

復水移送ポンプのサポート系として，ポンプ冷却水は自滑水と

することで，残留熱除去系ポンプの冷却水と共通要因によって同

時に機能喪失しない設計とし，電源については，常設代替交流電

源設備（第一ガスタービン発電機），可搬型代替交流電源設備（電

源車）から代替所内電気設備を経由した給電が可能な設計とする

ことで，残留熱除去系ポンプの電源である非常用交流電源設備（非

常用ディーゼル発電機）と共通要因によって同時に機能喪失しな

い設計とする。 

水源については，残留熱除去系の水源であるサプレッション・

チェンバと異なる復水貯蔵槽を使用する設計とする。

操作に必要な電動弁については，ハンドルを設けて手動操作を

可能とすることで，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電

機）からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とす

る。 

また，低圧代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備

を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対し

て独立性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，常

設低圧代替注水系格納槽内に設置することで，原子炉建屋原子

炉棟内に設置する残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系

ポンプと位置的分散を図る設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプの電源については，屋外に設置す

る常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬

型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車からの独立し

た電源供給ラインから供給可能とすることで，原子炉建屋付属

棟内に設置される設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポ

ンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプの電源（非常用ディーゼル

発電機）に対し多様性を有し位置的分散を図る設計とする。ま

た，原子炉建屋原子炉棟内に設置する残留熱除去系熱交換器及

び屋外に設置する残留熱除去系海水系ポンプについても，常設

低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽を常設低圧代替注水系

格納槽内に設置することで位置的分散を図る設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプのサポート系として，冷却水を不

要（自然冷却）とすることで，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプの冷却水（残

留熱除去系海水系）と同時に機能喪失しない多様性を有する設

計とする。 

水源については，常設低圧代替注水系格納槽内に設置する代

替淡水貯槽を使用することで，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（低圧注水系）の残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心

スプレイ系ポンプの水源である原子炉建屋原子炉棟内のサプレ

ッション・チェンバ並びに残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

の残留熱除去系ポンプの水源である原子炉格納容器内の原子炉

圧力容器に対し異なる水源を持つ設計とする。 

低圧代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設け手動操

作を可能とすることで，常設代替交流電源設備からの給電によ

る遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。 

ポンプについては，低圧炉心スプレイ・ポンプ及びＡ，Ｂ及び

Ｃ－残留熱除去ポンプと位置的分散された原子炉建物外の低圧原

子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプを使用

する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプのサポート系として，ポンプ冷却水

は自滑水とすることで， 低圧炉心スプレイ・ポンプ及び残留熱除

去ポンプの冷却水と共通要因によって同時に機能喪失しない設計

とし， 電源については，常設代替交流電源設備（ガスタービン発

電機）から代替所内電気設備を経由した給電が可能な設計とする

ことで，低圧炉心スプレイ・ポンプ及び残留熱除去ポンプの電源

である非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）と共通要

因によって同時に機能喪失しない設計とする。 

水源については，低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系の水源

であるサプレッション・チェンバと異なる低圧原子炉代替注水槽

を使用する設計とする。 

操作に必要な電動弁については，ハンドルを設けて手動操作を

可能とすることで， 非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電

機）からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とす

る。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電

気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構

成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統

に対して独立性を有する設計とする。 

・炉型の違い

【柏崎 6/7】 

①の相違

・炉型の違い

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，１段落

上にて記載 

・炉型の違い

【柏崎 6/7】 

①の相違

・記載方針の相違

【東海第二】
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残留熱除去系と低圧代替注水系（常設）の独立性については，

表3.4-3 で示すとおり地震，津波，火災，溢水により同時に故障

することを防止するために独立性を確保する設計とする。 

なお，配管，スパージャ等の流路を構成する静的機器について

は，残留熱除去系注水ライン（残留熱除去系洗浄水弁より原子炉

圧力容器につながる配管との合流部から原子炉圧力容器まで）を

除く範囲で，可能な限り分離した設計とする。 

ただし，残留熱除去系注入弁(A)又は(B)が故障した場合でも，

自主対策設備として他系の残留熱除去系又は高圧炉心注水系の配

管を用いた低圧注水を整備している。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第57 条に対する設計方針を示す章）で示す。 

表3.4-2 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系 

（低圧注水モード） 
低圧代替注水系（常設） 

ポンプ 

残留熱除去系ポンプ 復水移送ポンプ 

原子炉建屋 

地下 3 階 

廃棄物処理建屋 

地下 3 階 

水源 

サプレッション・チェ

ンバ
復水貯蔵槽 

原子炉建屋 

地下 3 階 

廃棄物処理建屋 

地下 2 階 

駆動用 

空気 
不要 不要 

潤滑油 水潤滑 油浴方式 

冷却水 

原子炉補機冷却系 

及び原子炉補機冷却海

水系 

不要 

（自滑水） 

駆動源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発

電機） 

常設代替交流電源設

備（第一ガスタービ

ン発電機電機）

可搬型代替交流電源

設備 

（電源車） 

原子炉建屋 

地上 1 階 

７号炉タービン建屋

南側の屋外 

荒浜側高台保管場所

及び大湊側高台保管

場所 

また，低圧代替注水系（常設）は，第3.4－3表で示すとおり，

地震，津波，火災及び溢水による共通要因故障を防止するため

に，独立性を確保する設計とする。 

常設低圧代替注水系ポンプを使用する発電用原子炉への注水

配管は，代替淡水貯槽から残留熱除去系Ｃ系配管との合流点ま

で，残留熱除去系ポンプを使用する系統に対して可能な限り

独立性を有する設計とする。 

低圧代替注水系（常設）は，電源及び冷却水の多様性並びに

機器の位置的分散により，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ

系に対し独立性を有する設計とする。 

第 3.4－2表 多様性及び位置的分散 

残留熱除去系と低圧原子炉代替注水系（常設）の独立性につい

ては，表 3.4-3で示すとおり地震，津波，火災，溢水により同時

に故障することを防止するために独立性を確保する設計とする。 

なお，配管等の流路を構成する静的機器については，残留熱除

去系注水ライン（残留熱除去系洗浄水弁より原子炉圧力容器につ

ながる配管との合流部から原子炉圧力容器まで）を除く範囲で，

可能な限り分離した設計とする。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）で示す。 

表 3.4-2 多様性又は多重性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系 

（低圧注水モード） 

低圧炉心 

スプレイ系

低圧原子炉代替 

注水系（常設） 

ポンプ 

残留熱除去ポンプ 
低圧炉心 

スプレイ・ポンプ

低圧原子炉代替 

注水ポンプ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 

水源 

サプレッション

・チェンバ

サプレッション

・チェンバ

低圧原子炉代替 

注水槽 

原子炉建物原子炉棟

地下２階 

原子炉建物原子炉棟

地下２階 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 

駆動用 

空気 
不要 不要 不要 

潤滑油 水潤滑 水潤滑 油浴方式 

冷却水 
原子炉補機冷却系及

び原子炉補機海水系 

原子炉補機冷却系及

び原子炉補機海水系 
自滑水 

駆動源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル

発電機） 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル

発電機） 

常設代替交流電源設

備 

（ガスタービン発電

機） 

原子炉建物付属棟 

地下２階 

原子炉建物付属棟 

地下２ 階 

ガスタービン発電機

建物１階 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，表 3.4

-3にて DBとの独立性を

記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑥の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

・設備の相違
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表 3.4-3 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系(A)(B)(C) 

（低圧注水モード） 

低圧代替注水系（常設） 

共
通
要
因
故
障 

地震 設計基準事故対処設備の残留熱除去系は耐震Ｓクラス設計とし，重大

事故等対処設備である低圧代替注水系（常設）は基準地震動Ｓｓで機

能維持できる設計とすることで，基準地震動Ｓｓが共通要因となり故

障することのない設計とする。 

津波 6 号炉及び7 号炉の原子炉建屋は，基準津波が到達しない位置に設置

する設計とすることで，津波が共通要因となり故障することのない設

計とする。 

火災 設計基準事故対処設備の残留熱除去系と，重大事故等対処設備である

低圧代替注水系（常設）は，火災が共通要因となり故障することのな

い設計とする(｢共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方

針について｣に示す)。 

溢水 設計基準事故対処設備の残留熱除去系と，重大事故等対処設備である

低圧代替注水系(常設)は，溢水が共通要因となり故障することのない

設計とする。(｢共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方

針について｣に示す)。 

 

 

第 3.4－3表 設計基準事故対処設備との独立性 

 

 

表 3.4-3 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

低圧炉心スプレイ系及びＡ，Ｂ及

びＣ－残留熱除去系（低圧注水モ

ード） 

低圧原子炉代替注水系（常設） 

共
通
要
因
故
障 

地震 設計基準事故対処設備の低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系は耐

震Ｓクラス設計とし，重大事故等対処設備である低圧原子炉代替注水

系（常設）は基準地震動Ｓｓで機能維持できる設計とすることで，基

準地震動Ｓｓが共通要因となり故障することのない設計とする。 

津波 2号炉の原子炉建物は，基準津波が到達しない位置に設置する設計と

することで，津波が共通要因となり故障することのない設計とする。 

火災 設計基準事故対処設備の低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系と，重

大事故等対処設備である低圧原子炉代替注水系（常設）は，火災が共

通要因となり故障することのない設計とする（｢共-7 重大事故等対処

設備の内部火災に対する防護方針について｣に示す｣）。 

溢水 設計基準事故対処設備の低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系と，重

大事故等対処設備である低圧原子炉代替注水系(常設)は，溢水が共通

要因となり故障することのない設計とする。（｢共-8 重大事故等対処

設備の内部溢水に対する防護方針について｣に示す）。 
 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.1.4 設置許可基準規則第43 条への適合方針 

3.4.2.1.4.1 設置許可基準規則第43 条第1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43 条第1 項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）の復水移送ポンプは，廃棄物処

理建屋内に設置している設備であることから，想定される

重大事故等時における，廃棄物処理建屋内の環境条件及び

荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができ

るよう，以下の表3.4-4 に示す設計とする。 

3.4.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.4.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 （1）環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

  

（ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において重大事故等に対処す

るために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

    低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，

常設低圧代替注水系格納槽内に設置する設備であることか

ら，その機能を期待される重大事故等時における常設低圧

代替注水系格納槽内の環境条件を考慮し，第3.4－4表に示

す設計とする。  

3.4.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.4.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第１項一） 

 

(ⅰ)  要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポ

ンプは， 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置する設

備であることから，想定される重大事故等時における，低

圧原子炉代替注水ポンプ格納槽の環境条件及び荷重条件を

考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，以
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復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時にお

いて，中央制御室の操作スイッチから可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（47-3,47-4） 

 

表3.4-4 想定する環境条件及び荷重条件考慮 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

廃棄物処理建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系統へ

の影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水

を通水しない）。なお，原子炉圧力容器への注水は，可能

な限り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，

設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷し

ないことを確認する(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方

針」に示す。） 

風（台風）・積雪 廃棄物処理建屋内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりそ

の機能が損なわれない設計とする。 
 

 

常設低圧代替注水系ポンプは，中央制御室から操作が可

能な設計とする。 

 

低圧代替注水系（常設）の系統構成に必要となる弁の操

作は，重大事故等時において，中央制御室又は設置場所か

ら操作可能な設計とする。 

また，低圧代替注水系（常設）は，淡水だけでなく海水

も使用可能な設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，

海水通水を短時間とすることで設備の影響を考慮する。 

（47－3－2，3，5） 

 

第3.4－4表 想定する環境条件 

 

下の表3.4-4に示す設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大事

故等時において，中央制御室の操作スイッチから可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

（47-3，47-4） 

 

表3.4-4 想定する環境条件及び荷重条件考慮 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使

用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通

水しない）。なお，原子炉圧力容器への注水は，可能な限り淡

水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への影

響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す。） 

風（台風）・積雪 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.4.1.1 項に

て記載 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は柏崎 6/

7と同様に，ＳＡ事象と

重畳する自然現象の規

模を検討し，環境条件と

して地震，風（台風），

凍結，降水，積雪を考慮

することとしている（以

下，⑨の相違） 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43 条第1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

（2） 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項二） 

(ⅰ)  要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

低圧代替注水系（常設）を運転する場合は，復水補給水

系バイパス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉

操作を実施し，復水移送ポンプを起動する。その後，低圧

代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水の系統

構成として，残留熱除去系注入弁(A)（又は(B)）の全開操

作を実施し，残留熱除去系洗浄水弁(A)（又は(B)）を全開

とすることで原子炉圧力容器への注水を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，復水移送ポンプの水源確保として復水補給水系常

／非常用連絡1 次止め弁と復水補給水系常／非常用連絡2 

次止め弁の開操作を実施する。 

 

 

 

 

 

以上のことから，低圧代替注水系（常設）の操作に必要

なポンプ及び操作に必要な弁を表3.4-5 に示す。 

このうちタービン建屋負荷遮断弁，残留熱除去系洗浄水

弁(A)及び(B)については，中央制御室の格納容器補助盤か

らの遠隔操作で弁を開閉することが可能な設計とし，残留

熱除去系注入弁(A)及び(B)は原子炉建屋地上3 階（原子炉

建屋内の原子炉区域外）に設置しているAM 用切替盤より，

配線用しゃ断器の「入」「切」操作にて電源を切り替えた

後，近傍に設置しているAM 用操作盤のスイッチ操作によ

り，遠隔で弁を開閉することが可能な設計とする。 

 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（常設）の運転に必要なポンプ及び弁を

第3.4－5表に示す。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ及

び代替淡水貯槽を使用し発電用原子炉の冷却を行う系統

は，中央制御室のスイッチで操作が可能な設計とすること

で，重大事故等時の操作が確実に行える設計とする。  

 

 

 

 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）を運転する場合は， 低圧

原子炉代替注水ポンプを起動する。その後，低圧原子炉代

替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水の系統構

成として，Ａ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施し，ＦＬＳ

Ｒ注水隔離弁を調整開とすることで原子炉圧力容器への注

水を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから，低圧原子炉代替注水系（常設）の操作

に必要なポンプ及び操作に必要な弁を表3.4-5に示す。  

このうちＦＬＳＲ注水隔離弁については，中央制御室の

重大事故操作盤からの遠隔操作で弁を開閉することが可能

な設計とし， Ａ－ＲＨＲ注水弁は原子炉建物付属棟３階に

設置しているＳＡ電源切替盤より，配線用しゃ断器の「入」

「切」操作にて電源を切り替えた後，中央制御室に設置し

ている重大事故操作盤のスイッチ操作，遠隔で弁を開閉す

ることが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（常設）

は，SA専用系統であり，

待機状態において常用

系統と隔離された設計

であるため，起動前の他

系統との隔離操作は不

要である（以下，⑩の相

違） 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，２段落下

にて記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は低圧原

子炉代替注水系（常設）

の水源確保のための操

作不要（以下，⑪の相違） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は系統構

成に必要な弁の操作が

中央制御室の操作スイ
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復水補給水系常／非常用連絡1 次止め弁，復水補給水系

常／非常用連絡2 次止め弁については，廃棄物処理建屋地

下3 階（原子炉建屋内の原子炉区域外）に設置されており，

設置場所での手動操作で開閉することが可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，復水移送ポンプについては，中央制御室にある復

水移送ポンプ操作スイッチからのスイッチ操作でポンプ3 

台のうち2 台を起動する設計とする。 

 

 

中央制御室の操作スイッチ，原子炉建屋地上3 階（原子

炉建屋内の原子炉区域外）AM 用操作盤の操作スイッチ及

び廃棄物処理建屋地下3 階の弁を操作するにあたり，運転

員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保

する。また，それぞれの操作対象については銘板をつける

ことで識別可能とし，運転員の操作・監視性を考慮して確

実に操作が可能な設計とする。 

 

 

（47-3,47-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（常設）を運転する場合は，中央制御室

からのスイッチ操作で常設低圧代替注水系ポンプを起動

し，代替淡水貯槽への循環運転状態とする。その後，中央

制御室からのスイッチ操作で，常設低圧代替注水系系統分

離弁，原子炉注水弁，原子炉圧力容器注水流量調整弁及び

残留熱除去系Ｃ系注入弁を開とし発電用原子炉への注水を

行う設計とする。 

    

 

 

 

 

 

常設低圧代替注水系ポンプの起動・停止及び運転状態並

びに電動弁の開閉状態については，中央制御室の表示灯・

操作画面等で視認可能な設計とし，中央制御室における監

視又は試験及び検査等にて確認可能な設計とする。 

また，中央制御室のスイッチ操作に当たり，運転員等の

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。スイッチは，

機器の名称等を表示した銘板の取付け又は操作画面の表示

等により，運転員の操作性及び監視性を考慮して確実に操

作できる設計とする。 

（47－4－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また， 低圧原子炉代替注水ポンプについては，中央制御

室にある低圧原子炉代替注水ポンプ操作スイッチからのス

イッチ操作でポンプ２台のうち１台を起動する設計とす

る。 

 

中央制御室の操作スイッチ， 原子炉建物付属棟３階ＳＡ

電源切替盤の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の

アクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。

また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで

識別可能とし，運転員の操作・監視性を考慮して確実に操

作が可能な設計とする。 

 

 

 

（47-3，47-4） 

 

 

 

 

 

 

 

ッチにより可能（以下，

⑫の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑪の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

上にて記載 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑫の相違 
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表3.4-5 操作対象機器 

機器名称 状況の変化 操作場所 操作方法 

復水移送ポンプ(A) 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

復水移送ポンプ(B) 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

復水移送ポンプ(C) 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

残留熱除去系注入弁

(A) 

弁閉→弁開 原子炉建屋地上 3 階 

（原子炉建屋内の原子炉

区域外） 

スイッチ操作 

残留熱除去系注入弁

(B) 

弁閉→弁開 原子炉建屋地上 3 階 

（原子炉建屋内の原子炉

区域外） 

スイッチ操作 

残留熱除去系洗浄水

弁(A) 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

残留熱除去系洗浄水

弁(A) 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

タービン建屋負荷遮

断弁 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

復水補給水系常／非

常用連絡１次止め弁 

弁閉→弁開 廃棄物処理建屋地下 3 

階 

手動操作 

復水補給水系常／非

常用連絡２次止め弁 

弁閉→弁開 廃棄物処理建屋地下 3 

階 

手動操作 

 

第3.4－5表 操作対象機器 

 

 

表 3.4-5 操作対象機器 

機器名称 状況の変化 操作場所 操作方法 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ 起動停止 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ 起動停止 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ‐ＲＨＲ注水弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 弁閉→調整開 中央制御室 スイッチ操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43 条第1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）の復水移送ポンプは，表3.4-6 に

示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

試験，弁動作試験を，また，停止中に分解検査，外観検査

が可能な設計とする。 

 

 

低圧代替注水系（常設）の復水移送ポンプは，発電用原

子炉の停止中にケーシングカバーを取り外して，ポンプ部

品（主軸，軸受，羽根車）の状態を確認する分解検査が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

（3）試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

  （ⅰ） 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）の試験検査を第3.4－6表に示す。 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，

他系統と独立した試験系統により，発電用原子炉運転中に

機能・性能検査，弁動作確認を，また，発電用原子炉停止

中に機能・性能検査，弁動作確認及び分解検査が実施可能

な設計とする。 

    低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，

発電用原子炉停止中に，分解検査として，ケーシングカバ

ーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の

状態を確認する分解検査が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第１項三） 

(ⅰ)  要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポ

ンプは，表3.4-6に示すように発電用原子炉の運転中又は停

止中に機能・性能試験，弁動作試験を，また，停止中に分

解検査，外観検査が可能な設計とする。 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポ

ンプは，発電用原子炉の停止中にケーシングカバーを取り

外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車）の状態を確認

する分解検査が可能な設計とする。 
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また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，復水貯蔵槽

を水源とし，復水移送ポンプを起動させ，サプレッショ

ン・チェンバへ送水する試験を行うテストラインを設ける

ことで，低圧代替注水系（常設）の機能・性能及び漏えい

の有無の確認が可能な設計とする。なお，残留熱除去系洗

浄水弁から原子炉圧力容器までのラインについては，上記

の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停止中に残留

熱除去系注入弁の弁動作試験を実施することで弁開閉動

作の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

表3.4-6 低圧代替注水系(常設)の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

運転中 
機能・性能確認 運転性能，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解点検 
ポンプ部品の表面状態を，試験及び目 

視により確認 

外観点検 ポンプ外観の確認 

 

 

 

 

運転性能の確認として,復水移送ポンプの吐出圧力,系統

(ポンプ廻り)の振動,異音,異臭及び漏えいの確認が可能な設

計とする。 

復水移送ポンプを構成する部品の表面状態の確認として,

浸透探傷試験により性能に影響を及ぼす指示模様がないこ

と,目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷,割れ等が

ないことの確認が可能な設計とする。 

復水移送ポンプの外観検査として,傷や漏えい跡の確認が

可能な設計とする。 

(47-5) 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確

認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験

により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な

設計とする。また，目視により，性能に影響を及ぼすおそ

れのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な

設計とする。 

    また，低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポ

ンプは，吐出配管にテストラインを設け，発電用原子炉運

転中又は発電用原子炉停止中に，機能・性能検査として，

代替淡水貯槽を水源とした循環運転を行うことで，ポンプ

の吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振動，異音，異

臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。弁については，

発電用原子炉運転中又は発電用原子炉停止中に弁動作確認

を実施することで弁開閉動作の確認が可能な設計とする。

ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性能検査等に

合わせて外観の確認が可能な設計とする。 

（47－5－2，3） 

 

第3.4－6表 低圧代替注水系（常設）の試験検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に， 低圧原子炉

代替注水槽を水源とし，低圧原子炉代替注水ポンプを起動

させ，低圧原子炉代替注水槽へ送水する試験を行うテスト

ラインを設けることで，低圧原子炉代替注水系（常設）の

機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

なお，ＦＬＳＲ注水隔離弁から原子炉圧力容器までのライ

ンについては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転

中又は停止中にＡ－ＲＨＲ注水弁及びＦＬＳＲ注水隔離弁

の機能・性能試験を実施することで弁開閉動作の確認が可

能な設計とする。 

 

 

表3.4-6 低圧原子炉代替注水系（常設）の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

運転中 機能・性能確認 
運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解点検 
ポンプ部品の表面状態を，試験及び目 

視により確認 

外観点検 ポンプ外観の確認 

 

 

 

 

運転性能の確認として，低圧原子炉代替注水ポンプの吐

出圧力，系統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏え

いの確認が可能な設計とする。  

低圧原子炉代替注水ポンプを構成する部品の表面状態の

確認として，浸透探傷試験により性能に影響を及ぼす指示

模様がないこと，目視により性能に影響を及ぼすおそれの

ある傷，割れ等がないことの確認が可能な設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの外観検査として，傷や漏え

い跡の確認が可能な設計とする。 

（47-5） 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

下にて記載 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，２段落上

にて記載 
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(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43 条第1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）は，復水移送ポンプを通常時に

使用する系統である復水補給水系から重大事故等時に対

処するために系統構成を切り替えて使用する。切替え操作

としては，復水移送ポンプの起動操作，復水補給水系バイ

パス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操作，原

子炉圧力容器へ注水するために残留熱除去系注入弁(A)

（又は(B)）の全開操作，残留熱除去系洗浄水弁(A)（又は

(B)）の全開操作を行う。 

なお，復水貯蔵槽から復水移送ポンプに移送するライン

（復水移送ポンプ吸込ライン）は，復水貯蔵槽の中部（常

用ライン），下部（非常用ライン）の2通りがある。通常運

転時は中部（常用ライン）を使用しているため，長期運転

を見込み，復水貯蔵槽を水源として確保するため，復水補

給水系常／非常用連絡1 次止め弁，復水補給水系常／非常

用連絡2 次止め弁の開操作を行い，復水移送ポンプ吸込ラ

インを下部（非常用ライン）に切り替える。ただし，復水

移送ポンプ起動当初は復水貯蔵槽水位は確保されている

ため，本切替え操作は低圧代替注水系（常設）による原子

炉圧力容器への注水が開始された後に実施する。 

 

低圧代替注水系（常設）である復水移送ポンプの起動及

び系統の切替えに必要な弁については，中央制御室及び原

子炉建屋地上3 階（原子炉建屋内の原子炉区域外）に設置

しているAM 用操作盤から遠隔操作する設計とすること

で，図3.4-2 で示すタイムチャートのとおり速やかに切り

替えることが可能である。 

系統の切替えに必要な弁のうちタービン建屋負荷遮断

弁，残留熱除去系洗浄水弁(A)及び(B)については，中央制

（4）切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

  （ⅰ） 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）は，本来の用途として使用する。

重大事故等時には，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系Ｃ系配管の一部を使用するが，残留熱除去系Ｃ系につ

いては，重大事故等に対処するための系統構成は必要とし

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第１項四） 

(ⅰ)  要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系と共用

する原子炉圧力容器注水ライン以外については，重大事故

等対処設備として使用されるため，本来の用途以外は使用

しない。 

本来の用途以外の用途として低圧原子炉代替注水系（常

設）に使用する残留熱除去系の配管ラインについては，通

常時の隔離された系統構成から低圧原子炉代替注水系（常

設）に切り替えるために表3.4-5で示す弁操作を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 
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御室から遠隔で弁を開閉することが可能である。 

系統の切替えに必要な弁のうち，残留熱除去系注入弁(A)

及び(B)については，原子炉建屋地上3 階（原子炉建屋内

の原子炉区域外）に設置しているAM 用切替盤より，配線

用しゃ断器の「入」「切」操作にて電源を切り替えた後，

近傍に設置しているAM 用操作盤のスイッチ操作により，

遠隔で弁を開閉することが可能である。 

また，復水補給水系常／非常用連絡1 次止め弁，復水補

給水系常／非常用連絡2 次止め弁は手動弁として廃棄物

処理建屋地下3 階に設置されており，現場の手動操作で開

操作を行う。この操作は，長期運転を見込んだ復水貯蔵槽

水源確保のために実施する操作であり，原子炉圧力容器へ

の注水開始後に実施することで，図3.4-2 で示すタイムチ

ャートのとおり速やかに切替え可能である。 

また，低圧代替注水のバイパス流を防止するため，低圧

代替注水系の主流路からの分岐部については，主流路から

最も近い弁（第一止め弁）で閉止する運用とする。事故時

の対応に支障を来たす等の理由から第一止め弁が閉止で

きないライン（非常用炉心冷却系ポンプ封水ライン等）に

ついても，低圧代替注水のバイパス流を防止するため，第

一止め弁以降の弁で閉止されたバウンダリ構成とし，この

バウンダリ範囲においては，適切な地震荷重との組合せを

考慮した上でバウンダリ機能が喪失しない設計とする。 

（47-4） 

 

 

図3.4-2 低圧代替注水系(常設)による原子炉圧力容器への注水

(残留熱除去系(A)又は(B)注入配管使用の場合)のタイムチャート* 

＊:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の

発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.4

で示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47－4－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43 条第1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（常設）は，通常時は残留熱除去系洗浄

水弁(A)及び(B)を閉止することで隔離する系統構成とし

ており，残留熱除去系に対して悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

隔離弁については表3.4-7 に示す。 

 

 

 

 

また，低圧代替注水系（常設）を用いる場合は，弁操作

によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

（47-3,47-4） 

表3.4-7 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系 残留熱除去系洗浄水弁

(A) 

電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

残留熱除去系洗浄水弁

(B) 

電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 
 

（5）悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

  （ⅰ） 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

    低圧代替注水系（常設）と残留熱除去系Ｃ系との隔離弁

について第3.4－7表に示す。 

     

 

低圧代替注水系（常設）は，通常待機時は，原子炉注水

弁及び原子炉圧力容器注水流量調整弁を閉止しておくこと

で，残留熱除去系Ｃ系と隔離する系統構成とし，取合系統

である残留熱除去系に対して悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

また，低圧代替注水系（常設）を用いる場合は，弁操作

によって，通常待機時の系統構成から重大事故等対処設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

（47－4－2） 

第3.4－7表 他系統との隔離弁 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第１項五） 

(ⅰ)  要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，通常時はＦＬＳＲ注

水隔離弁を閉止することで隔離する系統構成としており，

残留熱除去系に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

隔離弁については表3.4-7に示す。 

 

 

 

 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）を用いる場合は，

弁操作によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

（47-3，47-4） 

表3.4-7 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系 ＦＬＳＲ注水隔離弁 電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

下にて記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，２段落上

にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第43 条第1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）の系統構成に操作が必要な機器

の設置場所，操作場所を表3.4-8 に示す。 

このうち，中央制御室で操作する復水移送ポンプ，残留

熱除去系洗浄水弁(A)（又は(B)），タービン建屋負荷遮断

弁は，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため

操作が可能である。原子炉建屋地上3 階で操作する残留熱

除去系注入弁(A)（又は(B)）は，原子炉建屋内の原子炉区

域外にAM 用切替盤，AM 用操作盤が設置されており，操作

位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可

能である。 

復水補給水系常／非常用連絡1 次止め弁，復水補給水系

常／非常用連絡2 次止め弁は，廃棄物処理建屋地下3 階で

の操作となり，原子炉建屋外であるため，操作位置の放射

線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。こ

れらの操作が可能な配置設計とする。 

（47-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

  （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）の系統構成のために操作が必要

な機器の設置場所，操作場所を第3.4－8表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプ，常設低圧代替注水系系統分

離弁，原子炉注水弁，原子炉圧力容器注水流量調整弁及び

残留熱除去系Ｃ系注入弁は，原子炉建屋原子炉棟又は常設

低圧代替注水系格納槽内に設置されており，中央制御室か

らの遠隔操作が可能な設計とすることで，操作場所の放射

線量が高くなるおそれが少ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（47－3－5，47－4－2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項六） 

(ⅰ)  要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の系統構成に操作が必要

な機器の設置場所，操作場所を表3.4-8に示す。 

このうち，中央制御室で操作する低圧原子炉代替注水ポ

ンプ，ＦＬＳＲ注水隔離弁は，操作位置の放射線量が高く

なるおそれが少ないため操作が可能である。Ａ－ＲＨＲ注

水弁は，中央制御室に重大事故操作盤，原子炉建物付属棟

にＳＡ電源切替盤を設置する設計とすることで，操作位置

の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

（47-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑫の相違 
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表3.4-8 操作対象機器 

機器名称 設置場所 操作場所 

復水移送ポンプ

(A) 
廃棄物処理建屋地下３階 中央制御室 

復水移送ポンプ

(B) 
廃棄物処理建屋地下 3 階 中央制御室 

復水移送ポンプ

(C) 
廃棄物処理建屋地下 3 階 中央制御室 

残留熱除去系注

入弁(A) 
原子炉建屋地上 1階 

原子炉建屋地上 3階 

（原子炉建屋内の原子炉区域外） 

残留熱除去系注

入弁(B) 
原子炉建屋地上 1 階 

原子炉建屋地上 3階 

（原子炉建屋内の原子炉区域外） 

残留熱除去系洗

浄水弁(A) 
原子炉建屋地上 1 階 中央制御室 

残留熱除去系洗

浄水弁(B) 
原子炉建屋地上 1 階 中央制御室 

タービン建屋負

荷遮断弁 

タービン建屋地下中 2 階

（6 号炉） 

廃棄物処理建屋地下 3 階

(7 号炉) 

中央制御室 

復水補給水系常

／非常用連絡１

次止め弁 

廃棄物処理建屋地下 3 階 廃棄物処理建屋地下 3 階 

復水補給水系常

／非常用連絡２

次止め弁 

廃棄物処理建屋地下 3 階 廃棄物処理建屋地下 3 階 

 

第3.4－8表 操作対象機器設置場所 

 

表 3.4-8 操作対象機器 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－低圧原子炉代替注

水ポンプ 

低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽 

中央制御室 

Ｂ－低圧原子炉代替注

水ポンプ 

低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽 

中央制御室 

Ａ－ＲＨＲ注水弁 原子炉建物原子炉棟中１階 中央制御室 

ＳＡ電源切替盤 原子炉建物付属棟３階 原子炉建物付属棟３階 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 原子炉建物原子炉棟１階 中央制御室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.1.4.2 設置許可基準規則第43 条第2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43 条第2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）の復水移送ポンプは，設計基準

対象施設の復水補給水系と兼用しており，設計基準対象施

設としての復水移送ポンプ2 台におけるポンプ流量が，想

定される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量に

対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計

する。 

 

 

 

 

 

3.4.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 （1） 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

  （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 容量等」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ及

び代替淡水貯槽は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の

状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子

炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水

量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第２項一） 

(ⅰ)  要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポ

ンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であっ

て，設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪

失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するために必要な注水流量を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（常設）

は SA 専用設備として設

置する 
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注水流量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故

シーケンスのうち，高圧・低圧注水機能喪失，全交流動力

電源喪失，崩壊熱除去機能喪失，LOCA時注水機能喪失の重

要事故シーケンス，及び格納容器破損防止の評価事故シー

ケンスのうち，雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容

器過圧・過温破損）に係る有効性評価解析（原子炉設置変

更許可申請書添付書類十）において，有効性が確認されて

いる原子炉圧力容器への注水流量が最大300m3/h の範囲

である。復水移送ポンプは1 台あたり150m3/h 以上の注水

が可能であるため，2 台使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力容器に注水する場合の復水移送ポンプは，原

子炉圧力容器に注水する場合の水源（復水貯蔵槽）と注水

先（原子炉圧力容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管

及び弁類圧損を考慮し，復水移送ポンプ2 台運転で注水流

量300m3/h 達成可能な揚程で設計する。 

 

 

 

 

 

 

（47-6） 

 

 

 

 

注水量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シ

ーケンスのうち，低圧代替注水系（常設）を用いる，高圧・

低圧注水機能喪失，崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失

した場合，残留熱除去系が故障した場合），ＬＯＣＡ時注

水機能喪失，格納容器バイパス（インターフェイスシステ

ムＬＯＣＡ）及び全交流動力電源喪失（運転停止中の発電

用原子炉における重大事故に至るおそれのある事故）に係

る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）

において有効性が確認されている発電用原子炉への注水流

量が，最大378m３／hであることから，ポンプ1台当たり約

200m３／hで注水可能なポンプを2台使用し，約400m３／hで

注水可能な設計とする。 

 

 

また，低圧代替注水系（常設）は，代替格納容器スプレ

イ冷却系（常設）又は格納容器下部注水系と同時に使用す

る可能性があるため，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

と同時に使用する場合の発電用原子炉への最大注水量230m

３／h又は格納容器下部注水系と同時に使用する場合の発電

用原子炉への最大注水量（崩壊熱相当の注水量）を確保可

能な設計とする。 

 

原子炉圧力容器に注水する場合の常設低圧代替注水系ポ

ンプの全揚程は，上記注水量で注水を実施する場合の圧損

（水源（代替淡水貯槽）と注水先（原子炉圧力容器）の圧

力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損）を考慮し，

約200mの全揚程を確保可能な設計とする。 

 

 

 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第56

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

（47－6－2～5,16～20） 

 

注水流量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故

シーケンスのうち，高圧・低圧注水機能喪失，崩壊熱除去

機能喪失，ＬＯＣＡ時注水機能喪失の重要事故シーケンス，

及び格納容器破損防止の評価事故シーケンスのうち，雰囲

気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書

類十）において，有効性が確認されている原子炉圧力容器

への注水流量は，原子炉圧力容器内圧力が１MPaにおいて

200m3/hである。低圧原子炉代替注水ポンプは１台あたり原

子炉圧力容器内圧力が１MPaにおいて200m3/h以上の注水が

可能であるため，１台使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力容器に注水する場合の低圧原子炉代替注水ポ

ンプは，原子炉圧力容器に注水する場合の水源（低圧原子

炉代替注水槽）と注水先（原子炉圧力容器）の圧力差，静

水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損を考慮し，低圧原子炉

代替注水ポンプ１台運転で注水流量200m3/h達成可能な揚

程で設計する。 

 

 

 

 

 

（47-6） 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎6/7はSBOシナリ

オにおいて，電源復旧後

に低圧代替注水による

原子炉への注水を行う

整理としている 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違及び

⑧の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.6.2.

2.4.1 項(5)悪影響防止

に記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違及び系統構

成の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，56 条

にて記載 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43 条第2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）の復水移送ポンプは，二以上の

発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

（2） 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

 （ⅰ） 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

 

 （ⅱ） 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第２項二） 

(ⅰ)  要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポ

ンプは，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設

計とする。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43 

条第2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備の残

留熱除去系に対し，多様性，位置的分散を図る設計として

いる。これらの詳細については，3.4.2.1.3 項に記載のと

おりである。 

 

（47-2,47-3,47-4） 

 

（3）設計基準事故対処設備との多様性 (設置許可基準規則第43

条第2項三） 

  （ⅰ） 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

低圧代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系（低圧注水系及び原子炉停止時冷却系）及

び低圧炉心スプレイ系に対し，多様性及び独立性を有し，

位置的分散を図る設計としている。なお，詳細については，

3.4.2.1.3項に記載のとおりである。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43

条第２項三） 

(ⅰ)  要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設

備の残留熱除去系に対し，多様性，位置的分散を図る設計

としている。これらの詳細については，3.4.2.1.3項に記載

のとおりである。 

 

（47-2，47-3，47-4） 
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3.4.2.2 低圧代替注水系（可搬型） 

3.4.2.2.1 設備概要 

低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（低圧注水モード）の有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するこ

とを目的として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統は，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），電源設備（非常用

交流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，

代替所内電気設備）及び，水源である代替淡水源（淡水貯水池及

び防火水槽），燃料補給設備である軽油タンク，タンクローリ

（4kL），流路である復水補給水系，残留熱除去系，給水系の配管，

弁，スパージャ，ホース，注水先である原子炉圧力容器から構成

される。 

 

重大事故等時においては，原子炉隔離時冷却系，高圧代替注水

系及び手動による原子炉減圧操作と連携し，代替淡水源（淡水貯

水池及び防火水槽）を水源として，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

で注水することにより炉心を冷却する機能を有する。 

 

本系統の系統概要図を図3.4-3 に，重大事故等対処設備一覧を

表3.4-9 に示す。 

 

本系統は，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）により，代替淡水

源（淡水貯水池及び防火水槽）の水を残留熱除去系配管等を経由

して原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とす

る。 

3.4.2.2 低圧代替注水系（可搬型） 

3.4.2.2.1 設備概要 

  低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である

残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプの有する発

電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に，この機能を代替し，

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，

発電用原子炉を冷却することを目的として設置するものであ

る。 

可搬型代替注水中型ポンプによる低圧代替注水系（可搬型）

は，可搬型代替注水中型ポンプ，水源である西側淡水貯水設備，

流路である低圧代替注水系配管・弁，低圧炉心スプレイ系配管・

弁・スパージャ，残留熱除去系Ｃ系配管・弁，ホース，燃料給

油設備である可搬型設備用軽油タンク，タンクローリ，注水先

である原子炉圧力容器等から構成される。重大事故等時におい

ては，西側淡水貯水設備を水源として，可搬型代替注水中型ポ

ンプと高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側接続

口又は原子炉建屋西側接続口を仮設ホースで接続し注水するこ

とにより発電用原子炉を冷却する設計とする。 

また，可搬型代替注水大型ポンプによる低圧代替注水系（可

搬型）は，可搬型代替注水大型ポンプ，水源である代替淡水貯

槽，流路である低圧代替注水系配管・弁，低圧炉心スプレイ系

配管・弁・スパージャ，残留熱除去系Ｃ系配管・弁，ホース，

燃料給油設備である可搬型設備用軽油タンク，タンクローリ，

注水先である原子炉圧力容器等から構成される。 

 

 

重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源として，可搬

型代替注水大型ポンプと高所東側接続口，高所西側接続口，原

子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口を仮設ホースで

接続し注水することにより発電用原子炉を冷却する設計とす

る。   

低圧代替注水系（可搬型）の概要図を第3.4－3図に，低圧代

替注水系（可搬型）に属する重大事故等対処設備を第3.4－9表

に示す。   

 

 

 

 

3.4.2.2 低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

3.4.2.2.1 設備概要 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備で

ある低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）の

有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に，この機能を代

替し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

め，発電用原子炉を冷却することを目的として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統は，大量送水車，電源設備（非常用交流電源設備，常設

代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備）

及び，水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）），燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タン

ク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ，流路である

低圧原子炉代替注水系（常設），残留熱除去系の配管，弁，ホース，

注水先である原子炉圧力容器から構成される。 

重大事故等時においては，原子炉隔離時冷却系，高圧原子炉代

替注水系及び手動による原子炉減圧操作と連携し，代替淡水源（輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を水源として，大量送

水車で注水することにより炉心を冷却する機能を有する。 

 

本系統の系統概要図を図 3.4-2及び図 3.4-3に，重大事故等対

処設備一覧を表 3.4-9に示す。 

 

本系統は，大量送水車により，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２））の水を残留熱除去系配管等を経由して原

子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違及び

⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，ディーゼルエンジンによ

り駆動できる設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク及

びタンクローリ（4kL）により補給できる設計とする。 

 

 

 

本系統の操作に当たっては，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

に付属の操作スイッチにより，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

を起動し運転を行う。 

 

 

 

 

なお，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を使用する際に接続す

る外部接続口は，共通の要因によって接続することができなくな

ることを防止するために，位置的分散を図った建屋の複数の異な

る面に設置する設計とする。 

 

 

本系統の流路のうち，低圧代替注水系（常設）の主流路への合

流以降は，低圧代替注水系（常設）と同様の流路で構成し，復水

補給水系，残留熱除去系，給水系の配管，弁，スパージャを経由

して原子炉圧力容器へ注水する。低圧代替注水系（常設）の主流

路への合流以降については，「3.4.2.1 低圧代替注水系（常設）」

で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプは，ディーゼルエンジンにて駆動し，

ポンプに付属するスイッチにより起動できる設計とする。燃料

は，可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて給油で

きる設計とする。 

   

 

 

 

また，防潮堤内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から取水

可能な設計とする。なお，水源については，「3.13重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備」で示す。 

 

  低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプを使用する際に接続する接続口は，

共通要因により接続することができなくなることを防止するた

め，原子炉建屋の異なる面（原子炉建屋東側及び西側）及び常

設代替高圧電源装置置場（高所東側及び西側）の隣接しない位

置に設置することで位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，

燃料は燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非

常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリにより補給でき

る設計とする。 

 

本系統の操作に当たっては， 大量送水車に付属の操作スイッチ

により，大量送水車を起動し運転を行う。 

 

 

 

 

 

なお，大量送水車を使用する際に接続する接続口は，共通の要

因によって接続することができなくなることを防止するために，

原子炉建物の外壁により隔離される原子炉建物内及び原子炉建物

外に複数箇所設置することで位置的分散を図る設計とする。 

  

 

 本系統の流路のうち，低圧原子炉代替注水系（常設）の主流路

への合流以降は，低圧原子炉代替注水系（常設）と同様の流路で

構成し，残留熱除去系の配管，弁を経由して原子炉圧力容器へ注

水する。低圧原子炉代替注水系（常設）の主流路への合流以降に

ついては，「3.4.2.1 低圧原子炉代替注水系（常設）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，56 条

にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 
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図3.4-3 低圧代替注水系(可搬型)系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.4－3図 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図 

（代替淡水貯槽～原子炉建屋東側接続口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4-2 Ａ－低圧原子炉代替注水系（可搬型）系統概要図 

 

 

図 3.4-3 Ｂ－低圧原子炉代替注水系（可搬型）系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表3.4-9 低圧代替注水系(可搬型)に関する重大事故等対処設備

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）【可搬】 

附属設備 ― 

水源 防火水槽【常設】 

淡水貯水池【常設】 

流路 復水補給水系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁・スパージャ【常設】 

給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

ホース・接続口【可搬】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※2 

(燃料補給設備を含む) 

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機(設計基準拡張)【常設】 

常設代替交流電源設備 

第一ガスタービン発電機【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(16kL)【可搬】 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

代替所内電気設備 

緊急用断路器【常設】 

緊急用電源切替箱断路器【常設】 

緊急用電源切替箱接続装置【常設】 

AM用動力変圧器【常設】 

AM用 MCC【常設】 

AM用切替盤【常設】 

AM用操作盤【常設】 

非常用高圧母線 C系【常設】 

非常用高圧母線 D系【常設】 

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

計装設備 ― 

 
※1:水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可基準

規則第56条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※2:単線結線図を補足説明資料47-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計方針

を示す章)」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.4－9表 低圧代替注水系（可搬型）に関する重大事故等対処

設備一覧 

 

 

表 3.4-9 低圧原子炉代替注水系（可搬型）に関する重大事故等

対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 大量送水車【可搬型】 

附属設備 ― 

水源※１ 輪谷貯水槽（西１）【常設】  

輪谷貯水槽（西２）【常設】  

流路 低圧原子炉代替注水系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２ 

（燃料補給設備を含む） 

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

 緊急用メタクラ【常設】 

 メタクラ切替盤【常設】 

 高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

 緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

 ＳＡロードセンタ【常設】 

 ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

 ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

燃料設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※3 原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

低圧原子炉代替注水流量【常設】 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）【常設】 

 

 
※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：単線結線図を補足説明資料47-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備

（設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 
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3.4.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)可搬型代替注水ポンプ(A-2級)(6号及び7号炉共用) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 可搬型代替注水中型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

型 式     うず巻形 

容 量     約210m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約100m 

最高使用圧力      1.4MPa［gage］ 

最高使用温度      60℃ 

原 動 機 出 力      約147kW（1台当たり） 

台 数     4（予備1） 

設 置 場 所     屋外 

保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機

置場 

 

 (2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

3.4.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 大量送水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，兼用す

る設備をまとめ資料本

文第 3.11-1表にて記載 
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種類     :うず巻形 

容量     :120m3/h/台 

吐出圧力   :0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 :2.OMPa[gage] 

最高使用温度 :60℃ 

 

個数     :16(予備1) 

設置場所   :屋外 

保管場所   :荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管

場所並びに5号炉東側第二保管場所 

原動機出力  :100kW 

 

 

 

 

 

なお,水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備(設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す

章)」,電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

型 式     うず巻形 

容 量     約1,320m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約140m 

最高使用圧力      1.4MPa［gage］ 

最高使用温度      60℃ 

原 動 機 出 力      約847kW（1台当たり） 

台 数     2（予備1※１） 

設 置 場 所     屋外 

保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機

置場 

 

※1 「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）」は同型設備であり，「可搬

型代替注水大型ポンプ」の予備1台と「可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）」の予備1台の計2台は共用可

能とする。 

 

種類     ：ディフューザ形 

容量     ：168m3/h/台 

吐出圧力   ：0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.6MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

 

個数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第２，第３及び第４保管エリア 

 

原動機出力  ：230 kW 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

3.4.2.2.3 低圧代替注水系（可搬型）の多様性，独立性，位置的

分散 

低圧代替注水系（可搬型）である可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

は，共通要因によって機能が損なわれるおそれがないよう，表

3.4-10 で示すとおり，残留熱除去系ポンプ及び低圧代替注水系

（常設）である復水移送ポンプと位置的分散を図り，水源及び駆

動源についても，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2.3 低圧代替注水系（可搬型）の多様性及び独立性，   

位置的分散 

 低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である

残留熱除去系（低圧注水系），残留熱除去系（原子炉停止時冷

却系）及び低圧炉心スプレイ系並びに常設重大事故防止設備で

ある低圧代替注水系（常設）と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，第3.4－10表で示すとおり，多様性を有し位置

的分散を図る設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプは，西側及び南側保管場所に保管す

ることで，原子炉建屋原子炉棟内に設置する残留熱除去系ポン

プ，低圧炉心スプレイ系ポンプ及び低圧代替注水系格納槽内に

設置する常設低圧代替注水系ポンプと位置的分散を図る設計と

する。 

 

 

 

3.4.2.2.3 低圧原子炉代替注水系（可搬型）の多様性，独立性，

位置的分散 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）である大量送水車は，共通要

因によって機能が損なわれるおそれがないよう，表3.4-10で示す

とおり，残留熱除去系ポンプ，低圧炉心スプレイ・ポンプ及び低

圧原子炉代替注水系（常設）である低圧原子炉代替注水ポンプと

位置的分散を図り，水源及び駆動源についても，多様性を有する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，同項内

の表 3.4-10にて記載 
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また，残留熱除去系に対する低圧代替注水系（可搬型）の独立

性については，表3.4-11 で示すとおり地震，津波，火災，溢水に

より同時に故障することを防止するために独立性を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの

サポート系として冷却水を自己冷却とすることで，設計基準事

故対処設備である残留熱除去系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポ

ンプの冷却水（残留熱除去系海水系）及び冷却水が不要である

常設低圧代替注水系ポンプに対し多様性を有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの

駆動源はディーゼルエンジン駆動とすることで，設計基準事故

対処設備である残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポ

ンプの電源（非常用ディーゼル発電機）及び常設低圧代替注水

系ポンプの電源である常設代替交流電源設備の常設代替高圧電

源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源

車に対し多様性を有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプの水源は，屋外の西側淡水貯水設

備及び可搬型代替注水大型ポンプの水源は，常設低圧代替注水

系格納槽内に設置する代替淡水貯槽を使用することで，設計基

準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水系）の残留熱除

去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプの水源である原子炉

建屋原子炉棟内のサプレッション・チェンバ並びに残留熱除去

系（原子炉停止時冷却系）の残留熱除去系ポンプの水源である

原子炉格納容器内の原子炉圧力容器に対して異なる水源を持つ

設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設け手動

操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有

する設計とする。 

 低圧代替注水系（可搬型）は，第3.4－11表で示すとおり，地

震，津波，火災，溢水による共通要因故障を防止するために，

独立性を有する設計とする。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを

使用する低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水の配管は，

代替淡水貯槽から残留熱除去系Ｃ系配管及び低圧炉心スプレイ

系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系ポンプ及

び低圧炉心スプレイ系ポンプを使用する系統に対して可能な

限り独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，残留熱除去系に対する低圧原子炉代替注水系（可搬型）

の独立性については，表3.4-11で示すとおり地震，津波，火災，

溢水により同時に故障することを防止するために独立性を有する

設計とする。 

大量送水車を使用する低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

原子炉注水の配管は，代替淡水源から残留熱除去系配管との合流

点までの系統について，残留熱除去ポンプを使用する系統に対し

て可能な限り独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，同項内

の表 3.4-10にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，同項内

の表 3.4-10にて記載 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

1.3項にて記載 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違及び系統構

成の相違 
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さらに，故障の影響を考慮し，低圧代替注水系（可搬型）の可

搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，予備を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.4-10 多様性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系 

（低圧注水モード） 

低圧代替注水系（常

設） 

低圧代替注水系 

（可搬型） 

ポンプ 

残留熱除去系ポンプ 復水移送ポンプ 
可搬型代替注水ポ

ンプ(A-2 級) 

原子炉建屋 

地下 3 階 

廃棄物処理建屋 

地下3 階 
屋外 

水源 

サプレッション 

・チェンバ 
復水貯蔵槽 

代替淡水源（淡水貯

水池及び防火水槽） 

原子炉建屋 

地下３階 

廃棄物処理建屋 

地下２階 
屋外 

駆動用

空気 
不要 不要 不要 

潤滑油 水潤滑 油浴方式 油浴方式 

冷却水 
原子炉補機冷却系(及び

原子炉補機冷却海水系) 
不要(自滑水) 不要 

駆動 

電源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電

機） 

常設代

替交流

電源設

備（第一

ガスタ

ービン

発電機） 

可搬型代

替交流電

源設備

（電源

車） 

― 

原子炉建屋 

地上 1 階 

7 号炉

タービ

ン建屋

南側の

屋外 

荒浜側高

台保管場

所及び大

湊側高台

保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポン

プ及び可搬型代替注水大型ポンプは，故障時及び保守点検時の

予備となる予備機を有する設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）は，電源及び冷却水の多様性並び

に機器の位置的分散により，残留熱除去系及び低圧炉心スプレ

イ系並びに低圧代替注水系（常設）に対し独立性を有する設計

とする。 

 

 

 

第3.4－10表 多様性及び位置的分散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，故障の影響を考慮し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）

の大量送水車は，予備を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

表3.4-10 多様性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系 

（低圧注水モー

ド） 

低圧炉心 

スプレイ系 

低圧原子炉代替 

注水系（常設） 

低圧原子炉代替 

注水系（可搬型） 

ポンプ 

残留熱除去 

ポンプ 

低圧炉心スプレ

イ・ポンプ 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ 
大量送水車 

原子炉建物 

原子炉棟 

地下２階 

原子炉建物 

原子炉棟 

地下２階 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納

槽 

屋外 

水源 
サプレッション 

・チェンバ 

サプレッション 

・チェンバ 

低圧原子炉代替 

注水槽 

代替淡水源 

（輪谷貯水槽 

西１，西２） 

駆動用

空気 
不要 不要 不要 不要 

潤滑油 水潤滑 水潤滑 油浴方式 不要 

冷却水 

原子炉補機冷却

系（及び原子炉

補機冷却海水

系） 

原子炉補機冷却

系（及び原子炉

補機冷却海水

系） 

自滑水 自滑水 

駆動 

電源 

非常用交流電源

設備（非常用デ

ィーゼル発電

機） 

非常用交流電源

設備（非常用デ

ィーゼル発電

機） 

常設代替交流電

源設備（ガスタ

ービン発電機） 
－ 

原子炉建物 

付属棟 

地下２階 

原子炉建物 

付属棟 

地下２階 

ガスタービン発

電機建物 

１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，同項内

の表 3.4-10及び表 3.4-

11にて独立性を記載 

 

 

・設備の相違 
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表3.4-11 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系(A)(B)(C) 

（低圧注水モード） 

低圧代替注水系（可搬型） 

共
通
要
因
故
障 

地震 設計基準事故対処設備の残留熱除去系は耐震Ｓクラス設計とし，重

大事故等対処設備である低圧代替注水系（可搬型）は基準地震動Ｓ

ｓで機能維持できる設計とすることで，基準地震動Ｓｓが共通要因

となり故障することのない設計とする。 

津波 6号炉及び7号炉の原子炉建屋は，基準津波が到達しない位置に設置

する設計とすることで，津波が共通要因となり故障することのない

設計とする。 

火災 設計基準事故対処設備の残留熱除去系と，重大事故等対処設備であ

る低圧代替注水系(可搬型)は，火災が共通要因となり同時に故障す

ることのない設計とする(｢共-7 重大事故等対処設備の内部火災に

対する防護方針について｣に示す)。 

溢水 設計基準事故対処設備の残留熱除去系と，重大事故等対処設備であ

る低圧代替注水系(可搬型)は，溢水が共通要因となり同時に故障す

ることのない設計とする。(｢共-8 重大事故等対処設備の内部溢水

に対する防護方針について｣に示す)。 

 

 

 

 

第3.4－11表 設計基準事故対処設備との独立性 

 

表3.4-11 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

低圧炉心スプレイ系及びＡ，Ｂ及

びＣ－残留熱除去系（低圧注水モ

ード） 

低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

共
通
要
因
故
障 

地震 設計基準事故対処設備の低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系は耐

震Ｓクラス設計とし，重大事故等対処設備である低圧原子炉代替注水

系（可搬型）は基準地震動Ｓｓで機能維持できる設計とすることで，

基準地震動Ｓｓが共通要因となり故障することのない設計とする。 

津波 原子炉建物は，基準津波が到達しない位置に設置する設計とすること

で，津波が共通要因となり故障することのない設計とする。 

火災 設計基準事故対処設備の低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系と，重

大事故等対処設備である低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，火災が

共通要因となり同時に故障することのない設計とする（｢共－７ 重大

事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について｣に示す）。 

溢水 設計基準事故対処設備の低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系と，重

大事故等対処設備である低圧原子炉代替注水系(可搬型)は，溢水が共

通要因となり同時に故障することのない設計とする。（｢共－８ 重大

事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について｣に示す）。 
 

・設備の相違 

3.4.2.2.4 設置許可基準規則第43 条への適合方針 

3.4.2.2.4.1 設置許可基準規則第43 条第1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43 条第1 項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）は，屋外の荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場

所並びに5 号炉東側第二保管場所に保管し，重大事故等時

に原子炉建屋の接続口付近の屋外に設置する設備である

ことから，想定される重大事故等時における，屋外の環境

条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮するこ

とができるよう，以下の表3.4-12 に示す設計とする。 

3.4.2.2.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.4.2.2.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 （1） 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

  

（ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において重大事故等に対処す

るために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプで想定する環境条件を考慮

し，第3.4－12表に示す設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，西側及び南側保管場所

に保管し，重大事故等時に，水源付近の屋外に設置する設

備であることから，その機能を期待される重大事故等が発

生した場合における屋外の環境条件を考慮する設計とす

る。 

 

3.4.2.2.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.4.2.2.4.1 設置許可基準規則第43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第１項一） 

 

(ⅰ)  要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，屋外

の第２，第３及び第４保管エリアに保管し，重大事故等時

に輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）近傍の屋外

に設置する設備であることから，想定される重大事故等時

における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機

能を有効に発揮することができるよう，以下の表3.4-12に

示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，１段落

下にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の操作は，付属の操作

スイッチにより，想定される重大事故等時において設置場

所から可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風）による荷重については，転倒しないことの確

認を行っているが，詳細評価により転倒する結果となった

場合は，転倒防止措置を講じる。 

 

積雪の影響については，適切に除雪する運用とする。 

 

 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよ

う，防水対策が取られた可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結

対策とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプの操作は，ポンプに付属す

るスイッチにより，設置場所にて操作可能な設計とする。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に必要となる弁の

操作は，重大事故等時において，中央制御室又は設置場所

から操作が可能な設計とする。 

 

 

また，低圧代替注水系（可搬型）は，淡水だけでなく海

水も使用可能な設計とする。なお，可能な限り淡水を優先

し，海水通水を短時間とすることで設備の影響を考慮する。 

 

 

地震については，保管場所で想定される適切な地震荷重

との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認

し，輪留め等により固定する。 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，津波を考慮し，高台の

可搬型設備保管場所に配備する。 

 

 

 

 

 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重

を考慮しても機器が損傷しない設計とする。 

 

 

積雪及び火山の影響については，適切に除雪及び除灰す

る運用とする。 

 

    降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水

対策がとられた可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替

注水大型ポンプを使用し，凍結のおそれがある場合は暖気

運転を行い凍結対策とする。 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想定

される重大事故等時において設置場所から可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風）による荷重については，転倒しないことの確

認を行っているが，詳細評価により転倒する結果となった

場合は，転倒防止措置を講じる。 

 

積雪の影響については，適切に除雪する運用とする。 

 

 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，

防水対策が取られた大量送水車を使用し，凍結のおそれが

ある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

2.4.1(2)項にて記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，同項内

の表 3.4-12にて記載  

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，同項内

の表 3.4-12にて記載 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，津波を

考慮し，一部保管場所を

防波壁等により防護し

ているエリアに設定 

 

 

・設計方針の相違  

【東海第二】 

⑨の相違 

 

・設計方針の相違  

【東海第二】 

⑨の相違 

  

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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（47-3,47-7,47-8） 

 

表3.4-12 想定する環境条件及び荷重条件 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通

水しない）。なお，原子炉圧力容器への注水は，可能な限り淡

水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への影

響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認し，治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外での風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこ

とを評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

 

 

（47－3－2～4，47－8－2） 

 

第3.4－12表 想定する環境条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47-3，47-4，47-7，47-8） 

 

表3.4-12 想定する環境条件及び荷重条件 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐え

られる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通

水しない）。なお，原子炉圧力容器への注水は，可能な限り

淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への

影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこと

を応力評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43 条第1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）を運転する場合は，復水補給

水系バイパス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全

閉操作又は,復水補給水系原子炉建屋復水積算流量計バイ

パス弁の全閉操作を実施し，残留熱除去系注入弁(A)（又

は(B)）の全開操作，残留熱除去系洗浄水弁(A)（又は(B)）

の全開操作を実施した後，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

の配備及びホース接続を行い，送水準備が完了した後，可

搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を起動することで原子炉圧

力容器への注水を行う。 

 

なお，「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 喪失）

＋SRV 再閉失敗」シナリオにおいては，操作対象弁を現場

で手動操作するが，弁に反射テープを施すことで暗闇でも

識別可能な設計とする。 

 

 

（2）操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

  （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の操作に必要なポンプ，弁及

びホースを第3.4－13表に示す。 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプを運転する場合は，可搬型代

替注水中型ポンプを水源である西側淡水貯水設備近傍に配

置するとともにホースを原子炉建屋東側接続口，原子炉建

屋西側接続口，高所東側接続口又は高所西側接続口に接続

し，系統構成として，中央制御室からのスイッチ操作で残

留熱除去系Ｃ系注入弁（又は低圧炉心スプレイ系注入弁），

原子炉注水弁及び原子炉圧力容器注水流量調整弁の開操作

を実施した後，現場操作で接続口の弁を開とし，可搬型代

替注水中型ポンプ付属のスイッチによりポンプを起動する

ことで原子炉注水を行う。 

また，可搬型代替注水大型ポンプを運転する場合は，可

搬型代替注水大型ポンプを水源である代替淡水貯槽近傍に

配置するとともにホースを原子炉建屋東側接続口，原子炉

建屋西側接続口，高所東側接続口又は高所西側接続口に接

続し，系統構成として，中央制御室からのスイッチ操作で

残留熱除去系Ｃ系注入弁（又は低圧炉心スプレイ系注入

弁），原子炉注水弁及び原子炉圧力容器注水流量調整弁の

開操作を実施した後，現場操作で接続口の弁を開とし，可

搬型代替注水大型ポンプ付属のスイッチによりポンプを起

動することで原子炉注水を行う。 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第１項二） 

(ⅰ)  要求事項 

  想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）を運転する場合は， 

大量送水車の配備及びホース接続を行い，送水準備が完

了した後， 大量送水車を起動することで原子炉圧力容器へ

の注水を行う。 

 

 

 

 

 

 

なお，全交流動力電源喪失に係る有効性評価においては，

操作対象弁を現場で手動操作するが，弁に反射テープを施

すことで暗闇でも識別可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，３段落

下にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違及び系統構

成の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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また，残留熱除去系注入弁(A)については，弁を覆うよ

うに設置している耐火材を取り外す必要があるが，耐火材

は互いにはめ合い構造とし，これを外部から固定する構造

とする。固定部は特殊工具を要することなく，容易に取り

外し作業が可能な設計とする。 

 

 

以上のことから，低圧代替注水系（可搬型）の操作に必

要なポンプ及び操作に必要な弁，ホースを表3.4-13 に示

す。 

 

 

このうちMUWC接続口外側隔離弁1(A)，2(A)及びMUWC 接

続口外側隔離弁1(B)，2(B)，MUWC 可搬式接続口隔離弁1 に

ついては，接続口が設置されている屋外の場所から手動操

作で弁を開閉することが可能な設計とし，MUWC 可搬式接

続口隔離弁2 及びMUWC 可搬式接続口隔離弁3 について

は，原子炉建屋内の接続口が設置されている場所で手動操

作で弁を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

MUWC 接続口内側隔離弁(B)については，弁は原子炉建屋

原子炉区域内に設置されているが，遠隔手動弁操作設備に

より，6 号炉は原子炉建屋内の原子炉区域外から，7号炉

は屋外から手動操作で開閉することが可能な設計とする。 

MUWC 接続口内側隔離弁(A)については，6 号炉は原子炉

建屋内の原子炉区域外に，7 号炉は原子炉建屋原子炉区域

内に設置されているが，遠隔手動弁操作設備により，6 号

炉は屋外から，7 号炉は原子炉建屋内の原子炉区域外から

手動操作で開閉することが可能な設計とする。 

復水補給水系原子炉建屋復水積算流量計バイパス弁に

ついては，原子炉建屋原子炉区域内に設置されているが，

原子炉建屋原子炉区域内の環境条件（被ばく影響等）を考

慮の上，手動操作で弁を開閉することが可能な設計とす

る。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）については，付

属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計と

する。可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は付属の操作スイ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東

側接続口及び高所西側接続口の弁については，接続口近傍

の屋外から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ付属のスイッチ，可搬型代替

注水大型ポンプ付属のスイッチ及び系統の電動弁のスイッ

チは，運転員等の操作性を考慮して十分な操作空間を確保

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから，低圧原子炉代替注水系（可搬型）の操

作に必要なポンプ及び操作に必要な弁，ホースを表3.4-13

に示す。 

 

 

このうちＦＬＳＲ可搬式設備 Ａ（Ｂ）－注水ライン流

量調整弁については，接続口が設置されている屋外の場所

から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とし，ＦＬ

ＳＲ可搬式設備 Ｂ－注水ライン止め弁については，原子

炉建物付属棟内の接続口が設置されている場所で手動操作

で弁を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ，Ｂ－ＲＨＲ注水弁及びＦＬＳＲ注水隔離弁について

は，原子炉建物原子炉棟内に設置されているが，原子炉建

物原子炉棟内の環境条件（被ばく影響等）を考慮の上，手

動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。 

 

また，大量送水車については，付属の操作スイッチから

のスイッチ操作で起動する設計とする。大量送水車は付属

の操作スイッチ及び操作に必要な弁を操作するにあたり，

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，当該

弁に耐火材を設置しな

いため取り外し作業不

要 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，３段落上

にて記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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ッチ及び操作に必要な弁を操作するにあたり，運転員のア

クセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。

また，それぞれの操作対象については銘板をつけることで

識別可能とし，運転員の操作・監視性を考慮して確実に操

作できる設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，接続口まで屋外の

アクセスルートを通行してアクセス可能な設計とすると

ともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計と

する。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量

は必要とせず，簡便な結合金具による接続並びに一般的な

工具を使用することにより，確実に接続が可能な設計とす

る。 

（47-3,47-4,47-7） 

 

表3.4-13 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

可搬型代替注水ポンプ

(A-2級) 

起動停止 屋外設置位置 スイッチ操作 

MUWC接続口外側隔離弁

1(A) 

弁閉→弁開 屋外接続口位置 手動操作 

MUWC接続口外側隔離弁

2(A) 

弁閉→弁開 屋外接続口位置 手動操作 

MUWC接続口外側隔離弁

1(B) 

弁閉→弁開 屋外接続口位置 手動操作 

MUWC接続口外側隔離弁

2(B) 

弁閉→弁開 屋外接続口位置 手動操作 

MUWC可搬式接続口隔離弁

1 

弁閉→弁開 屋外接続口位置 手動操作 

MUWC可搬式接続口隔離弁

2 

弁閉→弁開 屋外接続口位置 手動操作 

MUWC可搬式接続口隔離弁

3 

弁閉→弁開 屋外接続口位置 手動操作 

MUWC接続口内側隔離弁

(B) 

弁閉→弁開 原子炉建屋地上 2階

(6号炉) 

屋外(7号炉) 

手動操作 

MUWC接続口内側隔離弁

(A) 

弁閉→弁開 屋外(6号炉) 

原子炉建屋地上 2階

(7号炉) 

手動操作 

復水補給水系原子炉建屋

復水積算流量計バイパス

弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地下 2階 手動操作 

ホース ホース接続 屋外又は原子炉建屋

内 

人力接続 

 

 

 

 

する設計とし，機器の名称等を表示した銘板の取付け等に

より識別可能とすることで，運転員等の操作性及び監視性

を考慮して確実に操作できる設計とする。系統の電動弁の

開閉状態については，中央制御室における監視又は試験・

検査等も考慮し，表示灯・操作画面等で確認可能な設計と

する。 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大

型ポンプは，設置場所にて車両の転倒防止装置及び輪留め

等による固定が可能な設計とする。 

 

ホースの接続作業にあたっては，特殊な工具は必要とせ

ず，簡便な接続金物及び一般的な工具により，確実に接続

が可能な設計とする。 

 

（47－4－3，47－7－2～5） 

 

第3.4－13表 操作対象機器 

 

 

 

運転員等のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間

を確保する。また，それぞれの操作対象については銘板を

つけることで識別可能とし，運転員等の操作・監視性を考

慮して確実に操作できる設計とする。 

 

 

大量送水車は，接続口まで屋外のアクセスルートを通行

してアクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪

留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量

は必要とせず，簡便な結合金具による接続並びに一般的な

工具を使用することにより，確実に接続が可能な設計とす

る。 

（47-3，47-4，47-7） 

 

表3.4-13 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 起動停止 屋外設置位置 スイッチ操作 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 弁閉→弁開 原子炉建物原子炉棟 

１階 

手動操作 

Ａ‐ＲＨＲ注水弁 弁閉→弁開 原子炉建物原子炉棟 

中１階 

手動操作 

Ｂ‐ＲＨＲ注水弁 弁閉→弁開 原子炉建物原子炉棟 

２階 

手動操作 

ＦＬＳＲ可搬式設備 

Ａ－注水ライン流量

調整弁 

弁閉→弁開 原子炉建物南側接続口 手動操作 

ＦＬＳＲ可搬式設備 

Ｂ－注水ライン流量

調整弁 

弁閉→弁開 原子炉建物西側接続口 手動操作 

ＦＬＳＲ可搬式設備 

Ｂ－注水ライン止め

弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟 1階 手動操作 

ホース ホース接続 屋外又は原子炉建物付

属棟及びタービン建物

内 

人力接続 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では車両

の転倒防止装置を使用

しない 

 

 

・設備の相違 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43 条第1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）は，表3.4-14に示すように発電用原子炉の運転中又は

停止中に独立して機能・性能試験，弁動作試験，分解検査，

外観検査が可能な設計とする。 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替

え，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水池

を水源とし，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），仮設流量

計，ホースの系統構成で淡水貯水池へ送水する試験を行う

テストラインを設けることで，他系統と独立した試験系統

で低圧代替注水系（可搬型）の機能・性能及び漏えいの有

無の確認が可能な系統設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

  （ⅰ） 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

  

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の試験検査を第3.4－14表に示

す。 

 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原子炉運転中に，

機能・性能検査，弁動作確認及び車両検査を，また，発電

用原子炉停止中に機能・性能検査，分解検査，弁動作確認

及び車両検査が可能な設計とする。 

 

  

 

 

 

 

機能・性能確認として，水源から可搬型代替注水中型ポ

ンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ，仮設圧力計，流量計

及びホースの系統構成で循環運転を実施することにより，

ポンプの吐出圧力及び流量の確認に加え，運転時の振動，

異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。ポンプ

については，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可

能な設計とする。 

ホースについては，機能・性能に影響を及ぼすおそれの

あるき裂，ジョイント部の腐食等がないことを確認可能な

設計とする。 

 

 

 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第１項三） 

(ⅰ)  要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，表

3.4-14に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に独

立して機能・性能試験，弁動作試験，分解検査，外観検査

が可能な設計とする。 

 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，発電

用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替え，車両とし

て運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に， 輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし，大量送水車，

仮設流量計，ホースの系統構成で輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２）へ送水する試験を行うテストラインを

設けることで，他系統と独立した試験系統で低圧原子炉代

替注水系（可搬型）の機能・性能及び漏えいの有無の確認

が可能な系統設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，１段落

下にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，３段落下

にて記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，４段落

下にて記載 
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なお，接続口から復水補給水系主配管までのラインにつ

いては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は

停止中に各接続口の弁動作試験を実施することで弁開閉

動作の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.4-14 低圧代替注水系（可搬型）の試験及び検査 

プラント

状態 

項目 内容 

運転中ま

たは停止

中 

機能・性能試験 可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)の運転性能(吐出圧

力，流量)の確認，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解点検 

ポンプを分解し，部品の表面状態を，試験及び目視

により確認 

又は必要に応じて取替え 

外観点検 ポンプ及びホース外観の確認 

車両検査 可搬型代替注水ポンプ(A-2級)の車両としての運転

状態の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確

認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験

により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な

設計とし，目視により，性能に影響を及ぼす恐れのあるき

裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計とする。 

また，発電用原子炉運転中又は停止中に弁動作確認を実

施することで，弁の開閉動作を確認可能な設計とする。 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，車両として異常なく走行できることを確認可能な設

計とする。可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水

大型ポンプは，発電用原子炉運転中又は停止中に分解検査

としてポンプ部品の状態を確認又は取替が可能な設計とす

る。分解検査においては，浸透探傷試験により，性能に影

響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視に

より，性能に影響を及ぼす恐れのあるき裂，打こん，変形

及び摩耗の有無を確認可能な設計とする。 

（47－5－4～6） 

 

 

第3.4－14表 低圧代替注水系（可搬型）の試験検査 

 

 

 

 

 

 

 

なお，接続口から残留熱除去系主配管までのラインにつ

いては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は

停止中に各接続口の弁動作試験を実施することで弁開閉動

作の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.4-14 低圧原子炉代替注水系（可搬型）の試験及び検査 

プラント

状態 

項目 内容 

運転中ま

たは停止

中 

機能・性能試験 大量送水車の運転性能（吐出圧力，流量）の確認，

漏えいの確認 

分解点検 

ポンプを分解し，部品の表面状態を，試験及び目視

により確認 

又は必要に応じて取替え 

外観点検 ポンプ及びホース外観の確認 

車両検査 
大量送水車の車両としての運転状態の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，同項内

の表 3.4-14にて記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，３段落

上にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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運転性能の確認として,可搬型代替注水ポンプ(A-2級)

の吐出圧力,流量の確認を行うことが可能な設計とする。 

ホースの外観検査として,機能・性能に影響を及ぼすお

それのある亀裂,腐食等がないことの確認を行うことが可

能な設計とする。 

(47-5) 

 

運転性能の確認として，大量送水車の吐出圧力，流量の

確認を行うことが可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすお

それのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可

能な設計とする。 

（47-5） 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，４段落上

にて記載 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43 条第1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

なお，通常時に使用する系統である復水補給水系から重

大事故等時に対処するために低圧代替注水系（可搬型）に

系統構成を切り替える場合，切替え操作としては，各接続

口の弁開閉操作，ホース敷設及び接続作業，可搬型代替注

水ポンプ（A-2 級）の移動，設置，起動操作を行う。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）の移動，設置，起動操作，及び系統の切替えに必要な

弁操作については，図3.4-4 で示すタイムチャートのとお

り速やかに切り替えることが可能である。 

(47-4) 

 

 

 

 

 

 

 

（4）切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

  （ⅰ） 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時は，接続先

の系統と分離された状態で西側及び南側保管場所に保管

し，本来の用途として使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（47－3－3，47－4－3） 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ)  要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，本来

の用途以外の用途には使用しない。 

なお，通常時に使用する系統である復水補給水系から重

大事故等時に対処するために低圧原子炉代替注水系（可搬

型）に系統構成を切り替える場合，切替え操作としては，

各接続口の弁開閉操作，ホース敷設及び接続作業，大量送

水車の移動，設置，起動操作を行う。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車の移動，

設置，起動操作，及び系統の切替えに必要な弁操作につい

ては，図 3.4-4で示すタイムチャートのとおり速やかに切

り替えることが可能である。 

（47-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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※1 5号炉東側第二保管場所の可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を使用した場合は，

緊急時対策要員2名で105分以内で可能である。 

※2 5号炉東側第二保管場所への移動は，10分と想定する。 

 

図3.4-4 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注  

水(淡水/海水)(可搬型代替注水ポンプによる注水)のタ

イムチャート(1/2)＊ 

 

 
※1 緊急時対策要員6名で2ユニット分を対応した場合，6号炉への送水開始まで約

330分，7号炉への送水開始まで約345分で可能である。 

図3.4-4 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水(淡水/海水)(可搬型代替注水ポンプによる注水)のタ

イムチャート(2/2)＊ 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての1.4 で示すタイムチャート 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4-4 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水（淡水／海水）タイムチャート＊ 

 
＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」

への適合状況についての 1.4で示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43 条第1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）は，通常時は接続先の系統と分離して保管することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

 

また，低圧代替注水系（可搬型）を用いる場合は，弁操

作によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備と

（5）悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

  （ⅰ） 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時は，接続先

の系統と分離された状態で西側及び南側保管場所に保管す

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプによる注水は，弁操作や接

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ)  要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，通常

時は接続先の系統と分離して保管することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない運用とする。 

 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を用いる場合は，

弁操作によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

手順の項目

緊急時対策所～第４保管エリア移動　※１

車両健全性確認（ホース展張車）

送水準備（ホース敷設及び送水ヘッダ接続）

送水準備（送水ヘッダ～建物接続口）

緊急時対策所～第３保管エリア移動　※２

車両健全性確認（大量送水車，ホース展張）

大量送水車配置

送水準備（ホース敷設）

大量送水車起動，原子炉注水開始（水張り，系統確認）

※１：第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２：第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25分以内で可能である。

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

要員(数)

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による
原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）

【低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口
（南）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接

続口（西）を使用する場合】

緊急時対策要員 ６

緊急時対策要員 ６

【接続口周辺作業】
ホース運搬・敷設，送水
ヘッダ運搬・接続等

【取水箇所周辺作業】
大量送水車配置，ホース運
搬・敷設，注水操作等

140 150130

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 ２時間10分

【低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉

代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合】

手順の項目

緊急時対策所～第４保管エリア移動　※１

車両健全性確認（ホース展張車）

ホース積込み，運搬

送水準備（送水ヘッダ～屋内接続口）

緊急時対策所～第３保管エリア移動　※２

車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）

送水準備（ホース敷設）

大量送水車配置

大量送水車起動，原子炉注水開始（水張り，系統確認）

※１：第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２：第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25分以内で可能である。

６
送水準備（ホース敷設及び送水ヘッダ接続）

【接続口周辺作業】
ホース運搬・敷設，送水
ヘッダ運搬・接続等

19080 90 110 備考10 20 30 40 50 60 70 200 210170 180

【取水箇所周辺作業】
大量送水車配置，ホース運
搬・敷設，注水操作等

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

100 150 160120 130 140

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による
原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）

【低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建
物内）を使用する場合】

緊急時対策要員

緊急時対策要員 ６

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 ３時間10分

【低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合】
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しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，治具や輪留めによ

る固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，飛散物となって他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

なお,低圧代替注水系（可搬型）は代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）と同時に使用する可能性があるため，

各々の必要流量が確保可能な設計とする。各々の必要流量

とは，「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 喪失）＋

SRV再閉失敗」シナリオで注水が開始される原子炉停止後

約9 時間後に，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧

力容器への注入流量は40m3/h，代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）による原子炉格納容器へのスプレイ流量は

80m3/hであり，これらの必要流量が確保可能な設計とす

る。 

（47-3,47-4,47-5） 

 

続によって通常待機時の系統構成から重大事故等対象設備

としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代

替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，保管

場所において転倒しない設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

設置場所においては，車両転倒防止装置又は輪止めによ

り固定することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47－3－3，47－4－3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，格納容器代

替スプレイ系（可搬型）と同時に使用する可能性があるた

め，各々の必要流量が確保可能な設計とする。各々の必要

流量とは，原子炉停止後約 19時間後に，低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水流量は

30m3/h，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器へのスプレイ流量は 120m3/hであり，これらの必

要流量を確保可能な設計とする。 

 

 

（47-3，47-4，47-5） 

②の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では治具

及び車両転倒防止装置

を使用しない 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，3.4．2.

2．4.2項(1)容量に記載 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

同時注水を考慮する

事故シーケンスが異な

り，必要容量も異なる 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第43 条第1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に操作が必要な機

器の設置場所，操作場所を表3.4-15 に示す。 

このうち，屋外で操作する可搬型代替注水ポンプ（A-2

級），MUWC 接続口外側隔離弁1(A)，2(A)及びMUWC 接続口

外側隔離弁1(B)，2(B)，MUWC 可搬式接続口隔離弁1，MUWC 

接続口内側隔離弁(B)（7 号炉），MUWC 接続口内側隔離弁

(A)（6 号炉），ホースは，屋外で操作及び作業が可能であ

り，操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれが

少ないため操作が可能である。 

 

 

 

 

MUWC 接続口内側隔離弁(B)（6 号炉）及びMUWC 接続口

内側隔離弁(A)（7 号炉）については，原子炉建屋地上2 階

（原子炉建屋内の原子炉区域外）で手動操作が可能であ

り，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操

作が可能である。 

 

 

 

なお，原子炉建屋内にホースを設置する場合は，放射線

量を確認して，適切な放射線対策に基づき作業安全確保を

確認した上で作業を実施する。 

（47-3,47-7） 

 

 

（6）設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

  （ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に操作が必要な機

器の設置場所及び操作場所を第3.4－15表に示す。 

このうち，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水

大型ポンプ，接続口の弁（原子炉建屋東側，原子炉建屋西

側，高所東側又は高所西側）及びホースは，屋外で操作す

るが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射

線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施す

る。 

仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保する

とともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，

線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことにより，可

搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ等

の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47－3－2～4，47－4－3） 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第１項六） 

(ⅰ)  要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の系統構成に操作が必

要な機器の設置場所，操作場所を表3.4-15に示す。 

このうち，屋外で操作する大量送水車，ＦＬＳＲ可搬式

設備 Ａ（Ｂ）－注水ライン流量調整弁及びホースは，屋

外で操作及び作業が可能であり，操作位置及び作業位置の

放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

ＦＬＳＲ可搬式設備Ｂ－注水ライン止め弁については，

原子炉建物付属棟地上１階で手動操作が可能であり，操作

位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能

である。 

Ａ及びＢ－ＲＨＲ注水弁については，原子炉建物原子炉

棟内に設置されているが，放射線量を確認して，適切な放

射線対策に基づき作業安全確保を確認した上で作業を実施

する。 

なお，タービン建物及び原子炉建物付属棟にホースを設

置する場合は，放射線量を確認して，適切な放射線対策に

基づき作業安全確保を確認した上で作業を実施する。 

（47-3，47-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

2.4.2(4)項にて記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，屋内に

接続口を設けるため記

載 
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表3.4-15 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級） 
屋外設置位置 屋外設置位置 

MUWC 接続口外側隔

離弁 1(A) 
屋外接続口位置 屋外接続口位置 

MUWC 接続口外側隔

離弁 2(A) 
屋外接続口位置 屋外接続口位置 

MUWC 接続口外側隔

離弁 1(B) 
屋外接続口位置 屋外接続口位置 

MUWC 接続口外側隔

離弁 2(B) 
屋外接続口位置 屋外接続口位置 

MUWC 可搬式接続口

隔離弁 1 
屋外接続口位置 屋外接続口位置 

MUWC 可搬式接続口

隔離弁 2 
屋外接続口位置 屋外接続口位置 

MUWC 可搬式接続口

隔離弁 3 
屋外接続口位置 屋外接続口位置 

MUWC 接続口内側隔

離弁(B) 

原子炉建屋地上 2階(6号炉) 

原子炉建屋地上 1階(7号炉) 

原子炉建屋地上 2階(6号炉) 

屋外(7号炉) 

MUWC 接続口内側隔

離弁(A) 

原子炉建屋地上 1階(6号炉) 

原子炉建屋地上 2階(7号炉) 

屋外(6号炉) 

原子炉建屋地上 2階(7号炉) 

復水補給水系原子

炉建屋復水積算流

量計バイパス弁 

原子炉建屋地下 2階 原子炉建屋地上２階 

ホース 屋外又は原子炉建屋内 屋外又は原子炉建屋内 
 

第3.4－15表 操作対象機器 

 

 

表3.4-15 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車 屋外設置位置 屋外設置位置 

Ａ－ＲＨＲ注水弁 原子炉建物原子炉棟 

中１階 

原子炉建物原子炉棟 

中１階 

Ｂ－ＲＨＲ注水弁 原子炉建物原子炉棟 

２階 

原子炉建物原子炉棟 

２階 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 原子炉建物原子炉棟 

１階 

原子炉建物原子炉棟 

１階 

ＦＬＳＲ可搬式設備 Ａ－注

水ライン流量調整弁 

原子炉建物南側接続口 原子炉建物南側接続口 

ＦＬＳＲ可搬式設備 Ｂ－注

水ライン流量調整弁 

原子炉建物西側接続口 原子炉建物西側接続口 

ＦＬＳＲ可搬式設備 Ｂ－注

水ライン止め弁 

原子炉建物付属棟１階 原子炉建物付属棟１階 

ホース 屋外又は原子炉建物付属

棟及びタービン建物内 

屋外又は原子炉建物付

属棟及びタービン建物

内 
 

・設備の相違 

3.4.2.2.4.2 設置許可基準規則第43 条第3 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43 条第3 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）である可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態

であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の

冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流

量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

 （1）容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

  （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要な注水量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ)  要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）である大量送水車は，

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計

基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失

した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するために必要な注水流量を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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注水流量としては，炉心の著しい損傷の防止の事故シー

ケンスのうち，全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 喪

失）＋SRV 再閉失敗において，有効性が確認されている

84m3/h で注水可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の容量については，原

子炉停止後4 時間後の崩壊熱除去に必要な注水流量とし

て84m3/h 以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力容器に注水する場合の可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）の揚程は，原子炉圧力容器に注水する場合の

水源（淡水貯水池）と注水先（原子炉圧力容器）の圧力差，

静水頭，機器圧損，配管，ホース及び弁類圧損を考慮し，

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を直列3 台運転で注水流

量84m3/h 達成可能な設計とする。 

 

 

 

 

注水量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要事故シ

ーケンスのうち，低圧代替注水系（可搬型）を用いる全交

流動力電源喪失に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許

可申請書添付書類十）において有効性が確認されている発

電用原子炉への注水流量が110m３／h以上であることから，

可搬型代替注水中型ポンプ1台当たり約210m３／hを注水可

能な設計とし，揚程を確保するため2台を直列に接続し使用

する設計とする。 

 

また，可搬型代替注水大型ポンプ1台当たり約1,320m３／h

を注水可能な設計とし，1台を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

全交流動力電源喪失時に可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプは，低圧代替注水系（可搬型）

による発電用原子炉への注水（50m３／h），代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）による格納容器スプレイ（130m３

／h）及び代替燃料プール注水系による使用済燃料プールへ

の注水（16 m３／h）を同時に実施可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプの全揚程としては，有効性が

確認されている発電用原子炉への注水流量における圧損

（水源（西側淡水貯水設備）と注水先（原子炉圧力容器）

の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類圧損）

を考慮し，2台で約100mの全揚程を確保可能な設計とする。 

 

可搬型代替注水大型ポンプの全揚程としては，有効性が

確認されている発電用原子炉への注水流量における圧損

（水源（代替淡水貯槽）と注水先（原子炉圧力容器）の圧

力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類圧損）を

考慮し，1台で約140mの全揚程を確保可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

注水流量としては，炉心の著しい損傷の防止の事故シー

ケンスのうち，全交流動力電源喪失に係る有効性評価にお

いて，有効性が確認されている 70m3/hで注水可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

大量送水車の容量については，原子炉停止後 2時間 20分

後の崩壊熱除去に必要な注水流量として 70m3/h以上とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力容器に注水する場合の大量送水車の揚程は，

原子炉圧力容器に注水する場合の水源（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２））と注水先（原子炉圧力容器）の圧

力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース及び弁類圧損を考

慮し，大量送水車を１台運転で注水流量 70m3/h達成可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

解析結果の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.2.

2.4.1 項(5)悪影響防止

に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の大量送

水車は，１台で必要容量

を満足できる設計とす

る 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，重大事故等時にお

いて，原子炉圧力容器への注水として原子炉冷却に必要な

流量を確保できる容量を有するものを1 セット4 台使用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は1 プラントあたり2 セット8 台で6 号及び7 

号炉共用で4 セット16 台と，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として1 台（共用）の合計17 

台を分散して保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47-6） 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプは，重大事故等時において注

水に必要な揚程を確保するため2台のポンプを直列に接続

し使用する。保有数は2セットで4台と，故障時及び保守点

検による待機除外時の予備として1台の合計5台を保管す

る。 

可搬型代替注水大型ポンプは，重大事故等時において注

水に必要な容量を有するものを1セット1台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，2セットで2台と，故障時及び保守点検による

待機除外時の予備として1台の合計3台を保管する。 

 

 

 

ただし，予備については，同型設備である可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）の予備1台と共用可能とする。 

 

 

なお，西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽の容量の説明

は，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示

す。 

（47－6－6～20） 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，重大事故等時において，原子炉圧力容器

への注水として原子炉冷却に必要な流量を確保できる容量

を有するものを１セット１台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は１プラントあたり２セット２台と，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の

合計３台を分散して保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47-6） 

 

 

設備仕様の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の低圧代替

注水系（可搬型）は可搬

型ポンプを複数台組み

合わせた構成としてい

るが，島根２号炉の低圧

原子炉代替注水系（可搬

型）は，可搬型ポンプ１

台で構成し，必要流量を

満足できる設計として

いる（以下，⑬の相違） 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑬の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，56 条

にて記載 
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(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43 条第3 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設

の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）の接続箇所は，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型），

格納容器下部注水系（可搬型），燃料プール代替注水系及

び復水貯蔵槽への水の供給にも使用することができるよ

う，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）から来るホースと接

続口について，簡便な接続方式である結合金具にすること

に加え，接続口の口径を75A 又は65A に統一し，75A/65A 

の接続治具を配備しておくことで確実に接続ができる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，6 号及び7 号炉が相互に使用することができるよ

う，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）から来るホースと接

続口について，ホースと接続口を簡便な接続方式である結

合金具にすることに加え，接続口の口径を75A 又は65A に

統一し，75A/65Aの接続治具を配備しておくことで確実に

接続ができる設計とする。 

（47-7） 

 

（2）確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

  （ⅰ） 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当

該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，

二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用すること

ができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプ側のホースと高所東側接続

口，高所西側接続口，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建

屋西側接続口については，フランジ接続にすることで，一

般的に使用される工具を用いてホースを確実に接続できる

設計とする。また，高所東側接続口，高所西側接続口，原

子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口の口径を統

一し，確実に接続できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47－7－2～5） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第３項二） 

(ⅰ)  要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車の接続箇

所は， 格納容器代替スプレイ系，ペデスタル代替注水系及

び燃料プールスプレイ系に使用することができるよう，大

量送水車から来るホースと接続口について，簡便な接続方

式である結合金具にすることに加え，150A に統一しておく

ことで確実に接続ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水槽への水

の補給は，開放したマン

ホールにホースを挿入

して実施するため，接続

口を介さない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

 

・他号炉と共用しない 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43 条第3 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）である可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）の接続箇所である接続口は，重大事故等時の環

境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響に

より接続できなくなることを防止するため，接続口をそれ

ぞれ互いに異なる複数の場所に設ける設計とする。 

6 号炉については，接続口から復水補給水系配管まで鋼

製配管でつながる「接続口（屋内本設）」を原子炉建屋南

側に1 箇所，原子炉建屋東側に1 箇所設置し，接続口から

復水補給水系配管まで建屋内にホースを敷設してつなが

る「接続口（屋内ホース）」を原子炉建屋内東側に1 箇所

設置し,合計3 箇所設置することで共通要因によって接続

できなくなることを防止する設計とする。 

7 号炉については，接続口から復水補給水系配管まで鋼

製配管でつながる「接続口（屋内本設）」を原子炉建屋南

側に1 箇所，原子炉建屋北側に1 箇所設置し，接続口から

復水補給水系配管まで建屋内にホースを敷設してつなが

る「接続口（屋内ホース）」を原子炉建屋内東側に1 箇所

設置し,合計3 箇所設置することで共通要因によって接続

できなくなることを防止する設計とする。 

（47-7） 

 

（3）複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

 （ⅰ） 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプの接続箇所である接続口

は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，

溢水及び火災の影響により接続できなくなることを防止す

るため，原子炉建屋の異なる面の隣接しない東側に1箇所及

び西側に1箇所，常設高圧電源装置置場の東側に1箇所及び

西側に1箇所設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47－7－2～5） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第３項三） 

(ⅰ)  要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）である大量送水車の接

続箇所である接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現

象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できな

くなることを防止するため，原子炉建物の異なる面の南側

に１箇所及び西側に１箇所，並びに原子炉建物内に１箇所

設置し，計３箇所設置することで共通要因によって接続で

きなくなることを防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（47-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，屋内に

接続口を設置する 

 

 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43 条第3 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備

（4）設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

  （ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第３項四） 

(ⅰ)  要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と
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と接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その

他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）である可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）は，炉心損傷後の格納容器ベントを実施してい

ない状況で屋外で使用する設備であり，想定される重大事

故等が発生した場合における放射線を考慮しても作業へ

の影響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合は線

源からの離隔距離をとること，線量を測定し線量が低い位

置に配置することにより，これら設備の設置及び常設設備

との接続が可能である。 

 

 

 

また，現場での接続作業に当たっては，簡便な結合金具

による接続方式により，確実に速やかに接続が可能であ

る。 

 

（47-7） 

 

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ

及びホースの設置並びにホースと接続口（原子炉建屋東側，

原子炉建屋西側，高所東側及び高所西側）との接続は屋外

で実施するが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適

切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を

実施する。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を

確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施し

た上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことに

より，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型

ポンプ等の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

ホースの接続は簡便な接続金物により確実に接続が可能

な設計とする。また，接続口への接続は，簡便なフランジ

接続により一般的な工具等を用いて確実に接続が可能な設

計とする。 

（47－3－4，47－7－2～5） 

 

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）である大量送水車は，

炉心損傷後の格納容器ベントを実施していない状況で屋外

で使用する設備であり，想定される重大事故等が発生した

場合における放射線を考慮しても作業への影響はないと想

定しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離

をとること，線量を測定し線量が低い位置に配置すること

により，これら設備の設置及び常設設備との接続が可能で

ある。 

 

 

 

また，現場での接続作業に当たっては，簡便な結合金具

による接続方式により，確実に速やかに接続が可能な設計

とする。 

 

（47-7） 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43 条第3 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保

管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

（5）保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

  （ⅰ） 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第３項五） 

(ⅰ)  要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 
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低圧代替注水系（可搬型）である可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）は，地震，津波その他の自然現象又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計

基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他

の条件を考慮し，残留熱除去系ポンプ，低圧代替注水系（常

設）である復水移送ポンプと位置的分散を図り，発電所敷

地内の高台の荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場

所並びに5 号炉東側第二保管場所に分散して保管する。 

 

 

（47-8） 

 

低圧代替注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，地震，津波その他の自

然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプ並びに重大事故等対

処設備である低圧代替注水系（常設）の常設低圧代替注水

系ポンプの配置その他の条件を考慮し，常設低圧代替注水

系ポンプが設置される常設低圧代替注水系格納槽と異な

る，発電所敷地内の西側及び南側保管場所に保管すること

で位置的分散を図る設計とする。 

（47－3－3，47－8－1） 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）である大量送水車は，

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，

残留熱除去ポンプ及び低圧炉心スプレイ・ポンプ，低圧原

子炉代替注水系（常設）である低圧原子炉代替注水ポンプ

と位置的分散を図り，発電所敷地内の津波の影響を受けな

い場所の第２，第３及び第４保管エリアに分散して保管す

る。 

 

 

（47-8） 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の第４保

管エリアは EL8.5m であ

るが，防波壁の内側であ

り基準津波が防波壁を

超えないため，津波の影

響を受けない場所と記

載している（以下，⑭の

相違） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43 条第3 項

六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）である可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）は，通常時は高台の荒浜側高台保管場所及び大

湊側高台保管場所並びに5 号炉東側第二保管場所に分散

して保管しており，想定される重大事故等が発生した場合

においても，保管場所から接続場所までの運搬経路につい

て，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，

迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。（『可

搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートに

ついて』参照） 

（6）アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六） 

  

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把

握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬）の可搬型代替注水中型ポンプ及

び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時は，西側及び

南側保管場所に保管するため，想定される重大事故等が発

生した場合における，保管場所から設置場所までの経路に

ついて，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよ

う，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡

大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第３項六） 

 

(ⅰ)  要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）である大量送水車は，

通常時は津波の影響を受けない場所の第２，第３及び第４

保管エリアに分散して保管しており，想定される重大事故

等が発生した場合においても，保管場所から接続場所まで

の運搬経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたす

ことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルート

を確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びア

クセスルートについて』参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑭の相違 
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（47-9） 

 

に係る審査基準」への適合状況について」の「1.0 重大事

故等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第二発電

所 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて」で示す。 

 （47－9－2～4） 

 

 

 

 

 

（47-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第43 条第3 項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設

備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，共通要因によって，設計

基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機

能若しくは注水機能又は常設重大事故等対処設備の重大

事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計

基準事故対処設備の残留熱除去系と常設重大事故等対処

設備の低圧代替注水系（常設）に対し，多様性，位置的分

散を図る設計としている。これらの詳細については，

3.4.2.2.3 項に記載のとおりである。 

（47-3,47-4,47-7,47-8） 

 

（7） 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第43条第3項七） 

 （ⅰ） 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

  （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

低圧代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備の

残留熱除去系（低圧注水系及び原子炉停止時冷却系）及び

低圧炉心スプレイ系と常設重大事故防止設備の低圧代替注

水系（常設）に対し，多様性を有し位置的分散を図る設計

とする。これらの詳細については，3.4.2.2.3 項に記載のと

おりである。 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第43条第３項七） 

(ⅰ)  要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)  適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，共通要因によって，

設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能若しくは注水機能又は常設重大事故等対処設備の重

大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計

基準事故対処設備の残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系

と常設重大事故等対処設備の低圧原子炉代替注水系（常設）

に対し，多様性，位置的分散を図る設計としている。これ

らの詳細については，3.4.2.2.3項に記載のとおりである。 

（47-3，47-4，47-7，47-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 3.4.2.3 代替循環冷却系 

3.4.2.3.1 設備概要 

  炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するための重大事故等対処設備（原子炉圧力

容器への注水）として，代替循環冷却系ポンプ，残留熱除去系

熱交換器，サプレッション・チェンバ並びに残留熱除去系海水

系ポンプ及び残留熱除去系海水系ストレーナ又は緊急用海水ポ

 ・運用の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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ンプ及び緊急用海水系ストレーナを使用する。また，非常用取

水設備である貯留堰，取水路及び取水ピット又はＳＡ用海水ピ

ット，海水引込み管及びＳＡ用海水ピット取水塔を使用する。 

  代替循環冷却系ポンプは，サプレッション・チェンバを水源

とし，残留熱除去系Ａ系又はＢ系を介して，原子炉圧力容器へ

注水するとともに，原子炉格納容器内にあるスプレイヘッダよ

りドライウェル内に水をスプレイ又はサプレッション・チェン

バへの戻りラインよりサプレッション・チェンバに注水できる

設計とする。また，残留熱除去系海水ポンプ又は緊急用海水ポ

ンプによりサプレッション・プール水を残留熱除去系熱交換器

（Ａ）又は残留熱除去系熱交換器（Ｂ）にて冷却できる設計と

する。 

  代替循環冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプは，全交流動力

電源喪失した場合でも常設代替交流電源設備である常設代替高

圧電源装置から給電できる設計とする。 

  原子炉圧力容器へ注水された系統水は，原子炉圧力容器又は

原子炉格納容器内配管の破断口等から流出し，原子炉格納容器

のドライウェル内へスプレイされた水とともに，ベント管を経

て，サプレッション・チェンバに戻ることで循環する。 

  代替循環冷却系による循環ラインは，サプレッション・プー

ル水に含まれる放射性物質の系外放出を防止するため，閉回路

にて構成する。 

  残留熱除去系を構成する残留熱除去系ポンプ（Ａ）及び残留

熱除去系ポンプ（Ｂ）は，設計基準事故対処設備の一部を流路

として使用することから，流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行う。 

  なお，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系海水系スト

レーナ，緊急用海水ポンプ，緊急用海水系ストレーナ及び非常

用取水設備である貯留堰，取水路，取水ピット，ＳＡ用海水ピ

ット，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット取水塔，緊急用海水取

水管及び緊急用海水ポンプピットについては，「3.5 最終ヒー

トシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規則第 48条

に対する設計方針を示す章）」で示す。また，代替循環冷却系

ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，「3.7 原子炉格

納容器内の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則

第 50条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

  代替循環冷却系の系統概要図を第 3.4－4図に，代替循環冷却

系に関する重大事故等対処設備一覧を第 3.4－16表に示す。 
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第3.4－4図 代替循環冷却系 系統概要図 
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第3.4－16表 代替循環冷却系に関する重大事故等対処設備一覧

（１／２） 

 

 

 

第3.4－16表 代替循環冷却系に関する重大事故等対処設備一覧

（２／２） 
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3.4.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 設計基準事故対処設備を用いた重大事故等対処設備 

 

 

3.4.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.4.3.1 低圧炉心スプレイ系 

3.4.3.1.1 設備概要 

低圧炉心スプレイ系は，非常用炉心冷却系の１つである。非常

用炉心冷却系は冷却材喪失事故時に，燃料被覆管の大破損を防止

し，水－ジルコニウム反応を極力抑え，崩壊熱を長期にわたって

除去する。 

低圧炉心スプレイ系は，電動機駆動ポンプ１台，炉心上部のス

パージャ，配管，弁類及び計測制御装置からなり，大破断事故時

には低圧注水系及び高圧炉心スプレイ系と連携して，中小破断事

故時には高圧炉心スプレイ系あるいは自動減圧系と連携して炉心

を冷却する機能を有している。 

本系統は，原子炉水位低（レベル１）又は格納容器圧力高の信

号で作動を開始し，サプレッション・プール水を，炉心上部に取

付けられたスパージャ・ヘッダのノズルから燃料集合体上にスプ

レイすることによって炉心を冷却する。 

 

本系統の系統概要図を図3.4-5に，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）一覧を表3.4-16に示す。 

 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

 

また，低圧炉心スプレイ系は，非常用交流電源設備（非常用デ

ィーゼル発電機）からの給電に加えて，代替交流電源設備からの

給電により復旧し，重大事故等時に使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，3.4.3.3

項にて記載 
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図3.4-5 低圧炉心スプレイ系 系統概要図 

 

表 3.4-16 低圧炉心スプレイ系に関する重大事故等対処設備 

（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 低圧炉心スプレイ・ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※1 サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 低圧炉心スプレイ系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※2 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※3 原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設計方

針を示す章)」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備

(設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 低圧炉心スプレイ・ポンプ 

個数        １ 

容量        約 1,050m3/h/台 

揚程        約 190m 

取付箇所      原子炉建物原子炉棟地下２階 
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なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合状況 

低圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時に重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等

対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く

設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，代替交流電源設備からの給電により低圧炉心スプレイ

系を復旧させる場合については，低圧炉心スプレイ系は，設計基

準事故対処設備である非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発

電機）からの給電により起動する残留熱除去系（低圧注水モード）

に対して，駆動電源の多様性を有する設計とする。常設代替交流

電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備（設

置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

低圧炉心スプレイ系については，設計基準事故対処設備として

使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用する

ため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）としての低圧炉心スプレ

イ・ポンプの多様性又は多重性，位置的分散については，非常用

ディーゼル発電機が使用可能な場合において，設計基準対象施設

として使用する場合と同様に表 3.4-17に示す設計である。 

低圧炉心スプレイ系は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

低圧炉心スプレイ・ポンプについては，設計基準事故時の非常

用炉心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合

の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

低圧炉心スプレイ・ポンプについては，原子炉建物原子炉棟内

に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生

した場合における原子炉建物原子炉棟内の環境条件及び荷重条件
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を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.4-17

に示す設計である。 

 

表3.4-17 想定する環境条件及び荷重条件 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置場所である原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，

圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積

雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

 

 

また， 低圧炉心スプレイ系は中央制御室にて操作可能な設計と

する。低圧炉心スプレイ系の系統構成及び運転に必要な操作機器

は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線量が高く

なるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

低圧炉心スプレイ系については，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計で

ある。また， 低圧炉心スプレイ系については，テストラインによ

り系統の機能・性能試験が可能な設計である。低圧炉心スプレイ・

ポンプについては，発電用原子炉の運転中に系統の機能・性能試

験及び弁動作試験が可能な設計であり，発電用原子炉の停止中に

分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.4-72



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.4.3.1 残留熱除去系（低圧注水モード） 

3.4.3.1.1 設備概要 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，非常用炉心冷却系の1 つ

である。 

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の重大な

損傷を防止し，ジルコニウム-水反応を極力抑え，崩壊熱を長期に

わたって除去する機能を持ち，低圧注水系，高圧炉心注水系，原

子炉隔離時冷却系及び自動減圧系で構成する。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，電動機駆動ポンプ3 台，

配管，弁類，ストレーナ，スパージャ及び計測制御装置からなり，

冷却材喪失事故時には，高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及

び自動減圧系と連携して，炉心を冷却する機能を有する。 

 

本系統は，3 台の残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプごと

に別々のループとなっており，原子炉水位低又はドライウェル圧

力高の信号で作動を開始し，サプレッション・チェンバのプール

水を原子炉圧力容器内（炉心シュラウド外）に注水し，炉心を冷

却する。 

 

本系統の系統概要図を図3.4-5 に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表3.4-16 に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

また，残留熱除去系（低圧注水モード）は，非常用交流電源設

備（非常用ディーゼル発電機）からの給電に加えて，代替交流電

源設備からの給電により復旧し，重大事故等時に使用できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.1 残留熱除去系（低圧注水系） 

3.4.3.1.1 設備概要 

残留熱除去系（低圧注水系）は，非常用炉心冷却系の1つである。 

 

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の重大な

損傷を防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑え，崩壊熱を長期

にわたって除去する機能を持ち，残留熱除去系（低圧注水系），

高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系及び自動減圧系で構成

する。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，電動ポンプ3台，熱交換器2基，

配管・弁等からなり，冷却材喪失事故時には，高圧炉心スプレイ

系，低圧炉心スプレイ系及び自動減圧系と連携して，炉心を冷却

する機能を有する。 

 

残留熱除去系（低圧注水系）は，3台の残留熱除去系ポンプで構

成し，原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号で作動を開始

し，サプレッション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器内（炉

心シュラウド内）に注水し，炉心を冷却する。 

 

 

残留熱除去系（低圧注水系）の系統概要図を第3.4－5図に，重

大事故等対処設備一覧を第3.4－17表に示す。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，設計基準事故対処設備である

が，想定される重大事故等において健全であれば，重大事故等対

処設備として使用する。 

また，残留熱除去系（低圧注水系）は，非常用交流電源設備で

ある非常用ディーゼル発電機からの給電に加え，代替交流電源設

備である常設代替高圧電源装置からの給電により復旧し，重大事

故等時に使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.2 残留熱除去系（低圧注水モード） 

3.4.3.2.1 設備概要 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，非常用炉心冷却系の１つ

である。 

非常用炉心冷却系は冷却材喪失事故時に，燃料被覆管の大破損

を防止し，水－ジルコニウム反応を極力抑え，崩壊熱を長期にわ

たって除去する機能を持ち，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系

（低圧注水モード），高圧炉心スプレイ系及び自動減圧系で構成す

る。 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，電動機駆動ポンプ３台，

配管・弁類及び計測制御装置からなり，大破断事故時には低圧炉

心スプレイ系及び高圧炉心スプレイ系と連携して，中小破断事故

時には高圧炉心スプレイ系あるいは自動減圧系と連携して炉心を

冷却する機能を有する。 

本系統は，３台の残留熱除去（低圧注水モード）ポンプごとに

別々のループとなっており，原子炉水位低（レベル１）又は格納

容器圧力高の信号で作動を開始し，サプレッション・プール水を

直接炉心シュラウド内に注入し，炉心を冷却する。 

 

 

本系統の系統概要図を図3.4-6，重大事故等対処設備（設計基準

拡張）一覧を表3.4-18に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

また，残留熱除去系（低圧注水モード）は，非常用交流電源設

備（非常用ディーゼル発電機）からの給電に加えて，代替交流電

源設備からの給電により復旧し，重大事故等時に使用できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違，⑦の

相違及び①の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 
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図 3.4-5 残留熱除去系（低圧注水モード） 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.4－5図 残留熱除去系（低圧注水系）系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4-6 残留熱除去系（低圧注水モード） 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表3.4-16 残留熱除去系(低圧注水モード)に関する重大事故等対

処設備(設計基準拡張)一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプ【常設】 

附属設備  ― 

水源※1 サプレッション・チェンバ 

流路※2 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ【常設】 

給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※3 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機【常設】 

計装設備※4  原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

残留熱除去系系統流量【常設】 

 

※1：水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可

基準規則第56条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※2：残留熱除去系(低圧注水モード)は熱交換機能に期待しておらず,熱交換器は流

路としてのみ用いるため,配管に含む。 

※3：電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章)」で示す。 

※4：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15計装設備

(設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

第3.4－17表 残留熱除去系（低圧注水系）に関する重大事故等対

処設備一覧 

 
※1 残留熱除去系海水系設備については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送する

ための設備（設置許可基準規則第48条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2 水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※4 計装設備については，「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.4-18 残留熱除去系（低圧注水モード）に関する重大事故等

対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 残留熱除去ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※1 サプレッション・チェンバ 

流路※2 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※3 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※4 原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

残留熱除去ポンプ出口流量【常設】 

 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は

流路としてのみ用いるため，配管に含む。 

※３：電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設計方

針を示す章)」で示す。 

※４：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備

（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 
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3.4.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容量    ：約950m3/h/台 

全揚程   ：約130m 

個数    ：3 

 

 

 

取付箇所  ：原子炉建屋地下3 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1)  残留熱除去系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

 

 

 

 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

種 類    たて形電動うず巻式 

台 数    3 

 

容 量    約1,690m３／h（1台当たり） 

全 揚 程    約85m 

 

最高使用圧力     3.50MPa［gage］ 

最高使用温度     182℃ 

本 体 材 料    鋳鋼 

取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟地下2階 

 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

3.4.3.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 残留熱除去（低圧注水モード）ポンプ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容量    ：約 1,200m3/h/台 

      揚程    ：約 100m 

      個数    ：３ 

 

 

 

      取付箇所  ：原子炉建物原子炉棟地下２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の RHR ポ

ンプは，残留熱除去系及

び 47 条設備として使用

する（以下，⑮の相違） 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，RHRを

48 条設備には位置付け

ない（以下，⑯の相違） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.3.4.

3.2(2)項にて記載 

 

 

 

添3.4-76



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型     式    縦型Ｕチューブ式 

基     数    2 

伝 熱 容 量    約19.4×10３kW（1基当たり） 

（原子炉停止時冷却モード） 

最高使用圧力  

 管   側     3.45MPa［gage］ 

胴   側     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度  

管   側     249℃ 

胴   側     249℃ 

材    料 

管   側     白銅管 

胴   側     炭素鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下 2階 

 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型    式     たて形うず巻式 

台    数     4 

容    量     約886m３／h（1台当たり） 

全  揚  程     約184m 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料      鋳鋼 

 

(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，48 条

にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，48 条

にて記載 
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なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第56 条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第58 条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

型    式     円筒縦形    

基    数     2 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料       ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

3.4.3.1.3 設置許可基準規則第43 条への適合方針 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，想定される重大事故等時

に重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 

重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的

分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，代替交流電源設備からの給電により残留熱除去系(低圧

注水モード)を復旧させる場合については，残留熱除去系（低圧注

水モード）は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

（非常用ディーゼル発電機）からの給電により起動する残留熱除

去系（低圧注水モード）に対して，駆動電源の多様性を有する設

計とする。常設代替交流電源設備の多様性，位置的分散について

は，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57 条に対する設計方針

を示す章）」に示す。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）については，設計基準対象施

設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても

使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，二以上の発電用原子炉施

設において共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプについては，設計基準

事故時の非常用炉心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に

使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して

3.4.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

  残留熱除去系（低圧注水系）は，想定される重大事故等時に

重大事故等対処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対

処設備に関する基本方針」のうち，多様性及び位置的分散を除

く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置

からの給電により残留熱除去系（低圧注水系）を復旧させる場

合については，残留熱除去系（低圧注水系）は，設計基準事故

対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機

からの給電により起動する残留熱除去系（低圧注水系）に対し

て，駆動電源の多様性を有する設計とする。なお，常設代替交

流電源設備である常設代替高圧電源装置の多様性及び位置的分

散については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に

対する設計方針を示す章）」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準

対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等時に

おいても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計で

ある。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，二以上の発電用原子炉施設

において共用しない設計である。 

 

 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準

事故時の非常用炉心冷却機能及び残留熱除去機能を兼用してお

り，設計基準事故時に使用する場合のポンプ容量が，発電用原

3.4.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合状況 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，想定される重大事故等時

に重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 

重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的

分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，代替交流電源設備からの給電により残留熱除去系（低

圧注水モード）を復旧させる場合については，残留熱除去系（低

圧注水モード）は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備（非常用ディーゼル発電機）からの給電により起動する残留

熱除去系（低圧注水モード）に対して，駆動電源の多様性を有す

る設計とする。常設代替交流電源設備の多様性，位置的分散につ

いては，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計

方針を示す章）」に示す。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）については，設計基準対象施

設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても

使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）は，二以上の発電用原子炉施

設において共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプについては，設計基準

事故時の非常用炉心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に

使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

添3.4-78



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

十分である。 

 

 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプについては，原子炉建

屋原子炉区域内に設置される設備であることから，想定される重

大事故等が発生した場合における原子炉建屋原子炉区域内の環境

条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することがで

きるよう，表3.4-17 に示す設計である。 

 

表3.4-17 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉区域内で想定される温度，圧力，湿度及

び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震  適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷し

ないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，風（台風）及び

積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，残留熱除去系（低圧注水モード）は中央制御室にて操作

可能な設計とする。 

子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な原子炉注水量に対して十分であるため，

設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水として使用する水源のサプレッショ

ン・チェンバは，設計基準事故時の非常用炉心冷却設備の水源

と兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，発

電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するために必要な原子炉注水量に対して十分である

ため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子炉建

屋原子炉棟内に設置される設備であることから，想定される重

大事故等が発生した場合における原子炉建屋原子炉棟内の環境

条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

第3.4－18表に示す設計である。 

 

第3.4－18表 想定する環境条件 

 

 

また，残留熱除去系ポンプは，中央制御室にて操作可能な設計

とする。 

十分である。 

 

 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプについては，原子炉建

物原子炉棟内に設置される設備であることから，想定される重大

事故等が発生した場合における原子炉建物原子炉棟内の環境条件

及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる

よう，表 3.4-19に示す設計である。 

 

表3.4-19 想定する環境条件及び荷重条件 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置場所である原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する（詳細は「2.1.2  耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，残留熱除去系（低圧注水モード）は中央制御室にて操作

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，56 条

にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 
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残留熱除去系（低圧注水モード）の系統構成及び運転に必要な

操作機器は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線

量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（低圧注水モード）については，設計基準対象施

設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使

用する設計である。また，残留熱除去系（低圧注水モード）につ

いては，テストラインにより系統の機能・性能試験が可能な設計

である。残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプについては，発

電用原子炉の運転中に系統の機能・性能試験及び弁動作試験が可

能な設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査

が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（低圧注水系）は，設計基準事故対処設備として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故等時においても使用する

設計とする。また，残留熱除去系ポンプは，テストラインにより

発電用原子炉の運転中に機能・性能検査が可能な設計である。残

留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の

停止中に分解検査及び外観検査を実施可能な設計とする。 

 

 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性につい

て」に示す。 

 

残留熱除去系（低圧注水モード）の系統構成及び運転に必要な

操作機器は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線

量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（低圧注水モード）については，設計基準対象施

設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使

用する設計である。また，残留熱除去系（低圧注水モード）につ

いては，テストラインにより系統の機能・性能試験が可能な設計

である。残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプについては，発

電用原子炉の運転中に系統の機能・性能試験及び弁動作試験が可

能な設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査

が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

3.4.3.2 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

3.4.3.2.1 設備概要 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，3 ループから構

成され，熱交換器3 基，電動機駆動ポンプ3 台，配管，弁類，ス

パージャ及び計測制御装置からなり，原子炉停止後，炉心崩壊熱

及び原子炉圧力容器，配管，冷却材中の残留熱を除去して，発電

用原子炉を冷却するためのものである。 

炉心崩壊熱及び残留熱は，原子炉停止後には復水器等により冷

却され，冷却材温度が十分下がった後は，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）によって冷却される。 

本系統の系統概要図を図3.4-6 に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表3.4-18 に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事

故等時においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設

計基準拡張）と位置付ける。 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，非常用交

流電源設備（非常用ディーゼル発電機）からの給電に加えて，代

替交流電源設備からの給電により復旧し，重大事故等時に使用で

きる設計とする。 

 

 

 

 

3.4.3.2 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

3.4.3.2.1 設備概要 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，（Ａ），（Ｂ）の2

ループから構成され，熱交換器2基，電動ポンプ2台，配管・弁等

からなり，発電用原子炉停止後，炉心崩壊熱及び原子炉圧力容器，

配管，冷却材中の残留熱を除去して，発電用原子炉の除熱を行う

ためのものである。 

炉心崩壊熱及び残留熱は，発電用原子炉停止後には，復水器等

により冷却され，冷却材温度が十分下がった後は，残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）によって除熱される。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の系統概要図を第3.4－6

図に，重大事故等対処設備一覧を第3.4－19表に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，設計基準事故対処設

備であるとともに，想定される重大事故等時においてその機能が

健全であれば，重大事故等対処設備として使用する。 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，非常用交流電

源設備である非常用ディーゼル発電機からの給電に加えて，代替

交流電源設備である常設代替高圧電源装置からの給電により復旧

し，重大事故等時に使用できる設計とする。 

 

 

 

 

3.4.3.3 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

3.4.3.3.1 設備概要 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，２ループから構

成され，２基の熱交換器，２台のポンプ，配管弁類及び計装制御

装置からなり，原子炉停止後，炉心崩壊熱及び圧力容器，配管，

冷却材中の保有熱を除去して，原子炉を冷却するためのものであ

る。 

炉心崩壊熱及び保有熱は，原子炉停止後には復水器等により冷

却され，冷却材温度が十分下がった後は，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）によって冷却される。 

本系統の系統概要図を図 3.4-7に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.4-20に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事

故等時においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設

計基準拡張）と位置付ける。 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，非常用交

流電源設備（非常用ディーゼル発電機）からの給電に加えて，代

替交流電源設備からの給電により復旧し，重大事故等時に使用で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 
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図3.4-6 残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード) 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.4－6図 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4-7 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表3.4-18 残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード) に関する重

大事故等対処設備(設計基準拡張)一覧 

設備区分 設備名 

主要設備  残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）ポンプ【常設】 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）熱交換器【常設】 

附属設備 ― 

水源 ― 

流路 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ【常設】 

給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※１ 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機(設計基準拡張)【常設】 

計装設備※２ 残留熱除去系系統流量【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

※1：電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章)」で示す。 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15計装設備

(設置許可基準規貝1」第58条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

第 3.4－19表 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）に関する

重大事故等対処設備一覧 

 

 

 

表3.4-20 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） に関する重

大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分  設備名  

主要設備  残留熱除去ポンプ【常設】 

残留熱除去系 熱交換器【常設】 

附属設備 ― 

水源 ― 

流路 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ・ジェットポンプ【常設】 

原子炉再循環系 配管・弁【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※１ 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※２ 残留熱除去ポンプ出口流量【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

※１：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備

（設置許可基準規貝１」第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 

3.4.3.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

    兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

 

3.4.3.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 残留熱除去 （原子炉停止時冷却モード）ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑮の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑯の相違 
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容量    ：約950m3/h/台 

全揚程   ：約130m 

台数    ：3 

 

 

 

取付箇所  ：原子炉建屋地下3 階 

 

(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

基数    ：3 

 

伝熱容量  ：約8.1MW/基（海水温度30℃において） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型    式     たて形電動うず巻式 

台    数     2 

 

容    量     約1,690m３／h（1台当たり） 

全   揚   程     約85m 

 

最高使用圧力     3.50MPa［gage］ 

最高使用温度     182℃ 

本 体  材 料      鋳鋼 

取 付  箇 所         原子炉建屋原子炉棟地下 2階 

 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型    式    縦型Ｕチューブ式 

基    数     2 

 

  伝 熱 容 量      約19.4×10３kW（1基当たり） 

（原子炉停止時冷却モ-ド） 

最高使用圧力 

 管   側     3.45MPa［gage］ 

胴   側     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 

管   側     249℃ 

胴   側     249℃ 

材    料 

管   側     白銅管 

胴   側     炭素鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下2階 

 

 

 

 

 

 

 

容量   : 約320m3/h～約1050m3/h 

全揚程  : 約100m 

台数   : ２ 

 

 

 

取付箇所 : 原子炉建物原子炉棟地下２階 

 

(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

基数   :２ 

 

伝熱容量 :約9.1MW/個（海水温度30℃において） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，兼用す

る設備について 50 条に

て記載 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設備仕様の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 
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なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第56 条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第58 条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を 

冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型    式     たて形うず巻式 

台    数     4 

容    量     約886m３／h（1台当たり） 

全  揚  程     約184m 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃  

本 体 材 料      鋳鋼 

 

(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型    式     円筒縦形    

基    数     2 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

     本 体 材 料      ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す

章）」， 電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，48 条

にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，48 条

にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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3.4.3.2.3 設置許可基準規則第43 条への適合方針 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，想定される重大

事故等時に重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する

ため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様

性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

 

ただし，代替交流電源設備からの給電により残留熱除去系(原子

炉停止時冷却モード)を復旧させる場合については，残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）は，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）からの給電により

起動する残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に対して，駆

動電源の多様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備の多

様性，位置的分散については，「3.14 電源設備（設置許可基準規

則第57 条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）については，設計基

準対象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等に

おいても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計であ

る。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，二以上の発電用

原子炉施設において共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）ポンプ及び残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）熱交換器については，設計基準

事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量

に対して十分である。 

  

 

 

 

 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）ポンプ及び残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）熱交換器については，原子炉建

屋原子炉区域内に設置される設備であることから，想定される重

大事故等が発生した場合における原子炉建屋原子炉区域内の環境

3.4.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，想定される重

大事故等時に重大事故等対処設備として使用するため，

「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多

様性及び位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行

う。 

ただし，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源

装置からの給電により残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

を復旧させる場合は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非

常用ディーゼル発電機からの給電により起動する残留熱除

去系（原子炉停止時冷却系）に対して，駆動電源の多様性

を有する設計とする。常設代替交流電源設備である常設代

替高圧電源装置の多様性及び位置的分散については，「3.14 

電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方針を示

す章）」に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，設計基準対象

施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等に

おいても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設

計である。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，二以上の発電

用原子炉施設において共用しない設計である。 

 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉除熱

として使用する残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系海水系

ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故時の非

常用炉心冷却機能及び残留熱除去機能を兼用しており，設

計基準事故時に使用する場合の容量が，発電用原子炉を冷

却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するために必要な原子炉注水量に対して十分であるため，

設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子

炉建屋原子炉棟内に設置される設備であることから，想定

される重大事故等が発生した場合における原子炉建屋原子

炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮するこ

3.4.3.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，想定される重大

事故等時に重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する

ため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様

性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

 

ただし，代替交流電源設備からの給電により残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード）を復旧させる場合については，残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）は，設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）からの給電に

より起動する残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に対して，

駆動電源の多様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備の

多様性，位置的分散については，「3.14電源設備（設置許可基準規

則第57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）については，設計基

準対象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等に

おいても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計であ

る。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は，二以上の発電用

原子炉施設において共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）ポンプ及び残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）熱交換器については，設計基準

事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量

に対して十分である。 

 

 

 

 

 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）ポンプ及び残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）熱交換器については，原子炉建

物原子炉棟内に設置される設備であることから，想定される重大

事故等が発生した場合における原子炉建物原子炉棟内の環境条件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

補機冷却系について 48

条にて記載 
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条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することがで

きるよう，表3.4-19 に示す設計である。 

とができるよう，第3.4－20表に示す設計である。 

 

 

及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる

よう，表 3.4-21に示す設計である。 

 

表3.4-19 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉区域内で想定される温度，圧力，湿度及

び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，風（台風）及び

積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は中央制御室

にて操作可能な設計である。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の系統構成及び運転

に必要な操作機器は，中央制御室で操作することから，操作位置

の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）については，設計基

準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等にお

いても使用する設計である。また，残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）については，テストラインにより系統の機能・性能

試験が可能な設計である。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）ポンプ及び残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）熱交換器については，発電用原

子炉の運転中に系統の機能・性能試験及び弁動作試験が可能な設

計であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能

な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

第 3.4－20表 想定する環境条件 

 

 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，中央制

御室にて操作可能な設計とする。 

 

 

 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）は，設計基準事故

対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

時においても使用する設計とする。また，残留熱除去系ポ

ンプは，テストラインにより系統の機能・性能検査が可能

な設計とする。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，発電

用原子炉の運転中に機能・性能検査を，また停止中に分解

検査及び外観検査が実施可能な設計とする。 

 

 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

 

表 3.4-21 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及び

放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系統

への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積

雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は中央制御室

にて操作可能な設計である。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の系統構成及び運転

に必要な操作機器は，中央制御室で操作することから，操作位置

の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）については，設計基

準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等にお

いても使用する設計である。また，残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）については，テストラインにより系統の機能・性能

試験が可能な設計である。 

残留熱除去（原子炉停止時冷却モード）ポンプ及び残留熱除去

系（原子炉停止時冷却モード）熱交換器については，発電用原子

炉の運転中に系統の機能・性能試験及び弁動作試験が可能な設計

であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な

設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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 3.4.3.3 低圧炉心スプレイ系 

3.4.3.3.1 設備概要 

低圧炉心スプレイ系は，非常用炉心冷却系の1つである。

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の重

大な損傷を防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑え，崩

壊熱を長期にわたって除去する機能を持ち，残留熱除去系

（低圧注水系），高圧炉心スプレイ系及び自動減圧系で構

成する。 

低圧炉心スプレイ系は，電動ポンプ1台，配管・弁等から

なり，冷却材喪失事故時には，高圧炉心スプレイ系，残留

熱除去系（低圧注水系）及び自動減圧系と連携して，炉心

を冷却する機能を有する。 

本系統は，1ループからなっており，原子炉水位異常低下

又はドライウェル圧力高の信号で作動を開始し，サプレッ

ション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器内に注水し，

炉心を冷却する。 

 

本系統の系統概要図を第3.4－7図に，重大事故等対処設

備一覧を第3.4－21表に示す。 

本系統は，設計基準事故対処設備であるが，想定される

重大事故等において健全であれば，重大事故等対処設備と

して使用する。 

また，残留熱除去系（低圧炉心スプレイ系）は，非常用

交流電源設備である非常用ディーゼル発電機からの給電に

加え，代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置から

の給電により復旧し，重大事故等時に使用できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.4.3.

1項にて記載 
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第 3.4－7図 低圧炉心スプレイ系 系統概要図 
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 第 3.4－21表 低圧炉心スプレイ系に関する重大事故等対処設備 

一覧 
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 3.4.3.3.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 低圧炉心スプレイ系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却装置 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

 型 式     たて形うず巻式 

容 量     約1,440m３／h 

全 揚 程     約205m 

台 数     1 

最高使用圧力     4.14MPa［gage］ 

最高使用温度     100℃ 

取 付 箇 所      原子炉建屋原子炉棟地下2階 

 

  

 3.4.3.3.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

低圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時に重大

事故等対処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対

処設備に関する基本方針」のうち，多様性及び位置的分散

を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源

装置からの給電により低圧炉心スプレイ系を復旧させる場

合は，低圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備であ

る非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機からの給

電により起動する低圧炉心スプレイ系に対して，駆動電源

の多様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備であ

る常設代替高圧電源装置の多様性及び位置的分散について

は，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する

設計方針を示す章）」に示す。 

 

低圧炉心スプレイ系は，設計基準対象施設として使用す

る場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用する

ため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

低圧炉心スプレイ系は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計である。 

低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水とし

て使用する低圧炉心スプレイ系ポンプは，設計基準事故時

の非常用炉心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に
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使用する場合のポンプ容量が発電用原子炉を冷却し，炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な原子炉注水量に対して十分であるため，設計基準事

故対処設備と同仕様の設計である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

また，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレ

イ系による原子炉圧力容器への注水時に使用する水源のサ

プレッション・チェンバは，設計基準事故時の非常用炉心

冷却設備の水源と兼用しており，設計基準事故時に使用す

る場合の容量が，発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な原子

炉注水量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備

と同仕様の設計である。 

低圧炉心スプレイ系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に

設置される設備であることから，想定される重大事故等が

発生した場合における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を

考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，第

3.4－22表に示す設計である。 

 

 第 3.4－22表 想定する環境条件 

 

また，低圧炉心スプレイ系は，中央制御室にて操作可能

な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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低圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用す

る設計である。また，低圧炉心スプレイ系ポンプは，テス

トラインにより系統の機能・性能検査が可能な設計である。

また，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が実

施可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 
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まとめ資料比較表〔48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①

島根２号炉の耐圧強化ベントラインは，新規制基準施行以前にアクシデントマネジメント対策として設置しており，設置許可基準規則第48条としても必要な容量を有する設備であ
るが，格納容器フィルタベント系を新たに重大事故等対処設備として設置することから，耐圧強化ベントラインは同規則第48条の自主対策設備として位置付け，万一，炉心損傷前
に格納容器フィルタベント系が使用できない場合に耐圧強化ベントラインを使用する運用としている。
なお，格納容器フィルタベント系は，同規則第48条，第50条及び第52条を満足する重大事故等対処設備として，以下に示すとおり，信頼性の高い系統構成としている
・ベント弁（第１弁及び第２弁）の並列２重化及び操作機構の多様化によるベント弁開放の信頼性を確保
・他系統との隔離弁の直列２重化による格納容器フィルタベントラインの隔離機能の信頼性を確保

② 島根２号炉は，重大事故等時に可搬設備である原子炉補機代替冷却系により対応する設計とするが，東海第二は常設設備である緊急用海水系により対応する設計としている

③ 島根２号炉では使用時に自動で燃料補給が可能な常設代替電源設備を使用する

④ 柏崎6/7が２号炉分を合わせて記載していることによる台数の相違

⑤ 島根２号炉は，柏崎と同様，ストレーナを流路として位置付けている

⑥
設置許可基準規則第22条解釈と同様に，残留熱除去系は，最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する設備としない。なお，島根２号炉では，残留熱除去を47条及び49条にて記載する整
理としている

⑦ 島根２号炉は，柏崎6/7と同様，SA事象と重畳する自然現象の規模を検討し，環境条件として地震，風（台風），凍結，降水，積雪を考慮することとしている

⑧ 島根２号炉の第４保管エリアはEL8.5mであるが，防波壁の内側であり基準津波が防波壁を超えないため，津波の影響を受けない場所と記載している

⑨ 島根２号炉は，RCW/RSW系の２系統及びHPCW/HPSW系を１系統設置する

⑩ 島根２号炉は，２区分のうち１区分を予備とする

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

【設置許可基準規則】 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が

有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心

の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する

ため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を

設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を

整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多

重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを

想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプールへ

の熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期

間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシ

ンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし

場への熱の輸送ができること。加えて、残留熱除去系（RHR）

の使用が不可能な場合について考慮すること。また、ＰＷ

Ｒにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃が

し弁による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃

がし場への熱の輸送ができること。 

 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０

条１b)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境

界での線量評価を行うこと。 

 

 

3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

【設置許可基準規則】 

(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備) 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が

有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心

の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止する

ため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を

設けなければならない。 

 

(解釈) 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設

備を整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、

多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る

こと。 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失するこ

とを想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプー

ルへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一

定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終

ヒートシンクシステム(UHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱

の逃がし場への熱の輸送ができること。加えて、残留熱

除去系(RHR)の使用が不可能な場合について考慮するこ

と。 

  また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び

主蒸気逃がし弁による２次冷却系からの除熱により、最

終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第

５０条３ｂ）に準ずること。また、その使用に際しては、

敷地境界での線量評価を行うこと。 

 

 

 

 

 

3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備【48条】 

【設置許可基準規則】 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が

有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心

の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止する

ため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を

設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を

整備すること。 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多

重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを

想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプールへの

熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間

内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシン

クシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場

への熱の輸送ができること。加えて、残留熱除去系（RHR）

の使用が不可能な場合について考慮すること。また、ＰＷ

Ｒにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃が

し弁による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃

がし場への熱の輸送ができること。 

 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０

条３ｂ）に準ずること。また、その使用に際しては、敷地

境界での線量評価を行うこと。 
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3.5.1 設置許可基準規則第 48条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ず

るものに限る。）を防止するための設備として，代替原子炉補

機冷却系，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系を設

ける。 

3.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

3.5.1 設置許可基準規則第 48条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるもの

に限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めに必要な重大事故等対処設備を設置する。 

3.5.1 設置許可基準規則第 48条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送す

る機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに

限る。）を防止するための設備として，原子炉補機代替冷却系，格

納容器フィルタベント系を設ける。 ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の耐圧強

化ベントラインは，新規

制基準施行以前にアク

シデントマネジメント

対策として設置してお

り，設置許可基準規則第

48 条としても必要な容

量を有する設備である

が，格納容器フィルタベ

ント系を新たに重大事

故等対処設備として設

置することから，耐圧強

化ベントラインは同規

則第 48 条の自主対策設

備として位置付け，万

一，炉心損傷前に格納容

器フィルタベント系が

使用できない場合に耐

圧強化ベントラインを

使用する運用としてい

る。 

なお，格納容器フィル

タベント系は，同規則第

48条，第 50条及び第 52

条を満足する重大事故

等対処設備として，以下

に示すとおり，信頼性の

高い系統構成としてい

る 

・ベント弁（第１弁及び
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3.5.1.1 重大事故等対処設備 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち，設計基

準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するための設備として，格納容器圧力逃がし装

置，耐圧強化ベント系及び緊急用海水系を設ける。 

第２弁）の並列２重化

及び操作機構の多様

化によるベント弁開

放の信頼性を確保 

・他系統との隔離弁の直

列２重化による格納

容器フィルタベント

ラインの隔離機能の

信頼性を確保（以下，

①の相違）

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.5.1.1 項に

て記載 

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は重大事

故等時に可搬設備であ

る原子炉補機代替冷却

系により対応する設計

とするが，東海第二は常

設設備である緊急用海

水系により対応する設

計としている（以下，②

の相違） 
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（1）代替原子炉補機冷却系の設置（設置許可基準規則解釈の第

１項 a),b), c)) 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合においても，炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，代替原子

炉補機冷却系を使用する。 

代替原子炉補機冷却系は，津波の影響を受けない高台に

配備した可搬型の熱交換器ユニット，大容量送水車（熱交

換器ユニット用）等で構成する。 

また，サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により，

原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に系統へ繋ぎ

込み，最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送ができる設計とす

る。 

当該設備は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷

却系に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分散を

図った設計とする。（代替原子炉補機冷却系の設計基準事

故対処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的

分散については 3.5.2.1.3項に詳細を示す。） 

 

 

 

（2）格納容器圧力逃がし装置の設置（設置許可基準規則解釈の

第１項 a),b),d)) 

 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合においても，炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，格納

容器圧力逃がし装置を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱（設置許可基準規則解釈の第 1項ａ），ｂ），ｃ），

ｄ）） 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処

設備として，格納容器圧力逃がし装置は，原子炉格納容

器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由して，フィルタ

装置へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建屋原

子炉棟屋上に設ける放出口から放出することで，排気中

に含まれる放射性物質の環境への放出量を抑制しつつ，

原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場

である大気へ輸送できる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置を使用した場合に放出される

放射性物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での

線量評価を行うこととする。 

本系統の詳細については，「第五十条 原子炉格納容器

(1) 原子炉補機代替冷却系の設置（設置許可基準規則解釈の第

１項 a)，b)，c)） 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉補機代替冷

却系を使用する。 

原子炉補機代替冷却系は， 津波の影響を受けない場所に配

備した可搬型の移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車等

で構成する。 

また，サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により，原

子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に系統へ繋ぎ込み，

最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送ができる設計とする。 

 

当該設備は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却

系（原子炉補機海水系を含む。）に対する多重性又は多様性及

び独立性，位置的分散を図った設計とする。（原子炉補機代替

冷却系の設計基準事故対処設備に対する多重性又は多様性及

び独立性，位置的分散については 3.5.2.1.3項に詳細を示

す。） 

 

 

(2) 格納容器フィルタベント系の設置（設置許可基準規則解釈

の第１項 a)，b)，d)） 

 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため，格納容器フィルタ

ベント系を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，3.5.1.1

（2）a項にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.5.2.

2.1項にて記載 
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当該設備は，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却

系に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分散を

図った設計とする。（格納容器圧力逃がし装置の設計基準

事故対処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位

置的分散については 3.5.2.2.2項に詳細を示す。） 

当該設備は残留熱除去系及び原子炉補機冷却系が機能

喪失した場合に使用する設計とする。 

 

また，当該設備は設置許可基準規則解釈の第 50条第１

項 b）の要求を満たすものとする。（設置許可基準規則第

50条に対する適合方針に関しては，「3.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則

第 50条に対する設計方針を示す章） 」に示す。） 

当該設備を使用して格納容器ベントを実施した場合に

放出される想定放射性物質の放出量に対して，あらかじ

め敷地境界での線量評価を行うこととする。 

また，敷地境界を含む原子力発電所周辺の放射性物質

の濃度及び放射線量を監視，測定する設備を設けるもの

とする。（発電所敷地境界での線量監視設備に関しては，

「3.17 監視測定設備（設置許可基準規則第 60条に対す

る設計方針を示す章） 」に示す。） 

 

（3）耐圧強化ベント系の設置（設置許可基準規則解釈の第１項

a),b), d) ) 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合においても，炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，耐圧

強化ベント系を使用する。 

当該設備は，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却

系に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分散を

図った設計とする。（耐圧強化ベント系の設計基準事故対

処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分

散については3.5.2.3.3項に詳細を示す。） 

当該設備は残留熱除去系及び原子炉補機冷却系が機能

喪失した場合に使用する設計とする。 

の過圧破損を防止するための設備」に記載する。 

設計基準事故対処設備に対する多重性又は多様性及び

独立性，位置的分散を図った設計とする。（格納容器圧力

逃がし装置の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散

については，3.5.2.2.2項に詳細を示す。） 

 

 

 

 

 

また，当該設備は設置許可基準規則第 50条解釈の第 1

項ｂの要求を満たすものとする。（設置許可基準規則第

50条に対する適合方針に関しては，「3.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則

第 50条に対する設計方針を示す章）」に示す。） 

格納容器圧力逃がし装置を使用してベントを実施した

場合に放出される想定放射性物質の放出量に対して，予

め敷地境界での線量評価を行うこととする。 

また，敷地境界を含む原子力発電所周辺の放射性物質

の濃度及び放射線量を監視，測定する設備を設けるもの

とする。（発電所敷地境界での線量監視設備に関しては，

「3.17 監視測定設備（設置許可基準規則第 60条に対す

る設計方針を示す章）」に示す。） 

 

ｂ．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱（設置許可基準規則解釈の第 1項ａ），ｂ），ｃ），ｄ）） 

残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処

設備として，耐圧強化ベント系は，格納容器内雰囲気ガ

スを不活性ガス系等を経由して，主排気筒に隣接する非

常用ガス処理系排気筒を通して原子炉建屋外に放出する

ことで，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の

逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使

用する場合の耐圧強化ベント系は，炉心損傷前に使用す

るため，排気中に含まれる放射性物質及び可燃性ガスは

微量である。 

 

当該設備は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格

納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）に対する多重性又は多様性及び独立性，位置的分

散を図った設計とする。（格納容器フィルタベント系の設計基

準事故対処設備に対する多重性又は多様性及び独立性，位置

的分散については 3.5.2.2.2項に詳細を示す。） 

当該設備は残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）が機能喪失した場合に使用する設計とす

る。 

また，当該設備は設置許可基準規則解釈の第 50条第３項

b)の要求を満たすものとする。（設置許可基準規則第 50条に

対する適合方針に関しては，「3.7 原子炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備（設置許可基準規則第 50条に対する設

計方針を示す章）」に示す。） 

当該設備を使用して格納容器ベントを実施した場合に放出

される想定放射性物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境

界での線量評価を行うこととする。 

また，敷地境界を含む原子力発電所周辺の放射性物質の濃

度及び放射線量を監視，測定する設備を設けるものとする。

（発電所敷地境界での線量監視設備に関しては，「3.17 監視

測定設備（設置許可基準規則第 60条に対する設計方針を示す

章）」に示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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当該設備を使用して格納容器べントを実施した場合に

放出される想定放射性物質の放出量に対して，あらかじ

め敷地境界での線量評価を行うこととする。また，実際

に重大事故等が発生した場合に，敷地境界を含む原子力

発電所周辺の放射性物質の濃度及び放射線量を監視，測

定する設備を設けるものとする。（発電所敷地境界での線

量監視設備に関しては，「3.17 監視測定設備（設置許可

基準規則第60条に対する設計方針を示す章） 」に示す。） 

また，当該設備については以下のとおり，設置許可基

準規則解釈の第50条第１項b）に準ずる設計とする。 

ⅰ) 当該設備は炉心損傷前に使用するものであるため，排

気ガスに含まれる放射性物質量は微量である。また，当

該設備を使用して格納容器べントを実施した場合に放

出される想定放射性物質の放出量に対して敷地境界で

の線量評価を行った結果，敷地境界での線量は「実用発

電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」に記載の基

準を満たしている。 

ⅱ) 当該設備は炉心損傷前に使用するものであり，排気ガ

スに含まれる可燃性ガスは微量であることから格納容

器ベント中に可燃限界濃度に達することはない。 

ⅲ) 当該設備を使用する際に流路となる不活性ガス系，耐

圧強化べント系，及び非常用ガス処理系の配管等は，他

号炉とは共用しない。また，当該系統と他の系統・機器

は弁にて確実に隔離することにより，他の系統・機器に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

ⅳ) 重大事故等対策の有効性評価において，耐圧強化べン

ト系を使用しても原子炉格納容器が負圧にならないこ

とを確認している。仮に格納容器スプレイを行う場合に

おいても，原子炉格納容器内圧力を確認し，規定の圧力

まで減圧した場合は格納容器スプレイを停止する運用

とする。 

耐圧強化ベント系は，使用する際に弁により他の系

統・機器と隔離することにより，悪影響を及ぼさない設

計とする。 

耐圧強化ベント系は，想定される重大事故等時におい

て，原子炉格納容器が負圧とならない設計とする。耐圧

強化ベント系の使用に際しては，代替格納容器スプレイ

冷却系等による原子炉格納容器内へのスプレイは停止す

る運用としており，原子炉格納容器が負圧とならない。

仮に，原子炉格納容器内にスプレイをする場合において

も，原子炉格納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場

合には，原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用

とする。 

耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離

弁は電動弁とし，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備から給電による操作が可能な設計とする。 

このうち，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側）に

ついては，遠隔人力操作機構によって人力による操作が

可能な設計とし，隔離弁の操作における駆動源の多様性

を有する設計とする。 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェル

と接続し，いずれからも排気できる設計とする。サプレ

ッション・チェンバ側からの排気ではサプレッション・

チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウェル側か

らの排気では，ペデスタル（ドライウェル部）の床面か

らの高さを確保するとともに燃料有効長頂部よりも高い

位置に接続箇所を設けることで長期的にも溶融炉心及び

水没の悪影響を受けない設計とする。 

耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性

物質の放出量に対して，あらかじめ敷地境界での線量評

価を行うこととする。 

設計基準事故対処設備に対する多重性又は多様性及び

独立性，位置的分散を図った設計とする（耐圧強化ベン

ト系の設計基準事故対処設備多重性又は多様性及び独立

性，位置的分散については，3.5.2.2.2項に詳細を示す。）。

発電所敷地境界での線量監視設備に関しては，「3.17 監

視測定設備（設置許可基準規則第 60条に対する設計方針

を示す章）」に示す。また，炉心損傷後に代替循環冷却系

を長期使用した場合に，原子炉格納容器内で発生する水
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ⅴ) 当該設備の排出経路に設置される隔離弁は，遠隔手動

弁操作設備により人力で容易かつ確実に開閉操作が可

能な設計とする。また，空気作動弁については遠隔空気

駆動弁操作用ボンべから遠隔空気駆動弁操作設備の配

管を経由し，高圧窒素ガスを供給することによる遠隔操

作も可能な設計とし，電動弁については常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による

遠隔操作も可能な設計とする。 

ⅵ) 当該設備を使用する際に操作が必要な隔離弁の遠隔

手動弁操作設備又は遠隔空気駆動弁操作用ボンベ及び

遠隔空気駆動弁操作設備を介した操作エリアは，原子炉

建屋内の原子炉区域外に設置するものとし，操作時の被

ばく線量評価を行った上で，必要に応じて遮蔽材を設置

することで，作業員の放射線防護を考慮する設計とす

る。 

ⅶ) 当該設備を使用する際に流路となる配管については，

ラプチャーディスクを設置しない設計とする。

ⅷ) 当該設備と原子炉格納容器との接続位置は，サプレ

ッション・チェンバ及びドライウェルに設けるものと

し，いずれからも排気操作を実施することができるよ

う設計する。 

サプレッション・チェンバからの排気では，サプレ

ッション・チェンバの水面からの高さを確保すること，

また， ドライウェルからの排気では，ダイヤフラムフ

ロア面からの高さを確保すること，及び有効炉心頂部

よりも高い位置に接続箇所を設けることにより，長期

的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とす

る。 

ⅸ) 当該設備を使用する際に流路となる配管について

は，フィルタ装置等を設置しない設計とする。 

素及び酸素によって原子炉格納容器が水素爆発すること

を防止するため，適切なタイミングにて原子炉格納容器

内の雰囲気ガスを排気するためにも使用する。（本設備に

ついては，「3.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備（設置許可基準規則第 52 条に対す

る設計方針を示す章）」に示す。） 
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(2) サポート系故障時に用いる設備 

ａ． 緊急用海水系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（設置許可基準規則解釈の第 1項ａ），ｂ），ｃ）） 

残留熱除去系海水系の故障又は全交流動力電源の喪失

により，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し

た場合の重大事故等対処設備として，緊急用海水系は，

サプレッション・チェンバへの熱の蓄積により原子炉冷

却機能が確保できる一定の期間内に，緊急用海水ポンプ

にて残留熱除去系熱交換器に海水を送水することで，残

留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし

場である海へ輸送できる設計とする。 

緊急用海水ポンプは，常設代替交流電源設備からの給

電が可能な設計とする。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び

代替所内電気設備については，「第五十七条 電源設備」

に記載する。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却系，格納容器スプレイ冷

却系及びサプレッション・プール冷却系）及び残留熱除

去系海水系と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃

がし場である大気へ熱を輸送できる設計とすることで，

残留熱除去系及び残留熱除去系海水系に対して，多様性

を有する設計とする。 

また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系

は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交

流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設備からの給電

による遠隔操作を可能とすること又は遠隔人力操作機構

又は操作ハンドルを用いた人力による遠隔操作を可能と

することで，非常用交流電源設備からの給電により駆動

する残留熱除去系（原子炉停止時冷却系，格納容器スプ

レイ冷却系及びサプレッション・プール冷却系）及び残

留熱除去系海水系に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，原子炉建

屋外の格納容器圧力逃がし装置格納槽に，圧力開放板は

原子炉建屋近傍の屋外に設置し，耐圧強化ベント系は，

原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ，熱交換器

及び屋外の残留熱除去系海水系と異なる区画に設置する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.5.1

（1）項にて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等

時においてその機能を期待するため，以下の設備を重大事故等

対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

 

ことで，残留熱除去系及び残留熱除去系海水系と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

った設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，除

熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱

除去系及び残留熱除去系海水系に対して独立性を有する

設計とする。 

緊急用海水系は，残留熱除去系海水系と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，常設代替高圧電源装

置又は可搬型代替交流電源設備からの給電を可能とする

ことにより非常用交流電源設備からの給電により駆動す

る残留熱除去系海水系に対して多様性を有する設計とす

る。また，緊急用海水系は，格納容器圧力逃がし装置及

び耐圧強化ベント系に対して，除熱手段の多様性を有す

る設計とする。 

緊急用海水系は，原子炉建屋に隣接する緊急用海水ポ

ンプピット内に設置することにより，海水ポンプ室に設

置する残留熱除去系海水系ポンプ，原子炉建屋外の格納

容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

緊急用海水系は，電源の多様性及び機器の位置的分散

により，残留熱除去系海水系に対し独立性を有する設計

とする。 

電源設備の多様性及び独立性，位置的分散については，

「第五十七条 電源設備」にて記載する。 

緊急用海水系の設計基準事故対処設備に対する多重性

又は多様性及び独立性，位置的分散については 3.5.2.1.3

項に詳細を示す。また，緊急用海水系は，代替燃料プー

ル冷却系へ海水を供給できる設計とする。代替燃料プー

ル冷却系に使用する緊急用海水系については，「3.11 使

用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備（設置許可基準規

則第 54条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

その他，設計基準事故対処設備であるが，重大事故等

において健全であれば，以下の設備を重大事故等対処設

備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等

時においてその機能を期待するため，以下の設備を重大事故等

対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 
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(4) 残留熱除去系

残留熱除去系は，通常の原子炉停止時及び原子炉隔離時

の崩壊熱及び残留熱の除去，原子炉冷却材喪失時の炉心冷

却等を目的とし設置される設備であり，想定される重大事

故等時においては，弁の切替え操作によって以下の３モー

ドを使用する。 

a. 原子炉停止時冷却モード

b. 格納容器スプレイ冷却モード

c. サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード

原子炉停止時冷却モードについては，「3.4 原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備（設置許可基準規則第47条に対する設計方針を示す

章） 」，格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッショ

ン・チェンバ・プール水冷却モードについては，「3.6 原

子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則

第49条に対する設計方針を示す章） 」で示す。 

(5) 原子炉補機冷却系

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用

機器で発生する熱を冷却除去するために設けるものであ

る。本系統は，想定される重大事故等時においても，非常

用機器，残留熱除去機器等の冷却を行うための機能を期待

する。 

なお，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するための自主対策設備とし

て，以下を整備する。 

(6)大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷

却海水ポンプによる残留熱除去系除熱手段の整備 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機

冷却海水ポンプによる残留熱除去系除熱手段は，代替原子炉

補機冷却系熱交換器ユニットが機能喪失した際に，大容量送

水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポ

(3) 残留熱除去系

残留熱除去系は，通常の原子炉停止時及び原子炉隔離時

の崩壊熱及び残留熱の除去，原子炉冷却材喪失時の炉心冷

却等を目的とし設置される設備であり，想定される重大事

故等時においては，弁の切り替え操作によって以下の 3系

統を使用する。 

ａ．原子炉停止時冷却系 

ｂ．格納容器スプレイ冷却系 

ｃ．サプレッション・プール冷却系 

なお，原子炉停止時冷却系については，「3.4 原子炉冷

却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備（設置許可基準規則第 47条に対する設計方針を示す

章）」，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プー

ル水冷却系については，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等

のための設備（設置許可基準規則第 49条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

(4) 残留熱除去系海水系

残留熱除去系海水系は，海を水源とする残留熱除去系海

水系ポンプにて，非常用取水設備である貯留堰及び取水路

を介して海水を取水し，残留熱除去系に設置される残留熱

除去系熱交換器に海水を送水するための設備である。 

海水中の異物については，ポンプ出口に設置される残留

熱除去系海水系ストレーナで除去可能な設計とする。 

また，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための自主対策

設備として，以下を整備する。 

(5)代替残留熱除去系海水系

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能及び緊急用海水系の機能が喪失した際に，炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい

損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，

(3) 残留熱除去系

残留熱除去系は，通常の原子炉停止時及び原子炉隔離時の

崩壊熱及び残留熱の除去，原子炉冷却材喪失時の炉心冷却等

を目的とし設置される設備であり，想定される重大事故等時

においては，弁の切替え操作によって以下の３モードを使用

する。 

ａ．原子炉停止時冷却モード 

ｂ．格納容器冷却モード 

ｃ．サプレッション・プール水冷却モード 

原子炉停止時冷却モードについては，「3.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

（設置許可基準規則第 47条に対する設計方針を示す章）」，格

納容器冷却モード及びサプレッション・プール水冷却モード

については，「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備

（設置許可基準規則第 49条に対する設計方針を示す章）」で

示す。 

(4) 原子炉補機冷却系

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機

器で発生する熱を冷却除去するために設けるものである。本

系統は，想定される重大事故等時においても，非常用機器，

残留熱除去機器等の冷却を行うための機能を期待する。 

海水中の異物については，ポンプ出口に設置される原子炉

補機海水ストレーナで除去可能な設計とする。 

なお，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するための自主対策設備として，以下を

整備する。 

(5) 大型送水ポンプ車による残留熱除去系除熱の実施

大型送水ポンプ車による残留熱除去系除熱手段は，原子炉

補機代替冷却系移動式代替熱交換設備が機能喪失した際に，

大型送水ポンプ車により，外部接続口を通じて海水を原子炉

補機冷却系に注水し，残留熱除去系熱交換器の冷却を行うも

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 
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ンプにより，外部接続口を通じて海水を原子炉補機冷却系に

注水し，残留熱除去系熱交換器の冷却を行うものであり，残

留熱除去系を海水で直接冷却して除熱する手段を確保する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送する設備として，代替残留熱

除去系海水系を整備する。 

代替残留熱除去系海水系は，可搬型代替注水大型ポンプ，

流路である配管・弁，燃料給油設備である可搬型設備用軽

油タンク，タンクローリで構成され，流路を通じて残留熱

除去系熱交換器に海水を供給し原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器からの除熱を行う設計とする。 

可搬型代替注水大型ポンプは，車両の移動，設置，ホー

ス接続等に時間を要し，想定する事故シーケンスに対して

有効性を確認できないが，残留熱除去系（原子炉停止時冷

却系，サプレッション・プール冷却系又は格納容器スプレ

イ冷却系）が使用可能であれば，最終ヒートシンク（海洋）

へ熱を輸送する手段として有効である。 

(6) 不活性ガス系隔離弁のバイパスライン

既設の不活性ガス系隔離弁（格納容器圧力逃がし装置の

第一弁（サプレッション・チェンバ側）及び第一弁（ドラ

イウェル側））のバイパスラインは，万一，何らかの理由で

不活性ガス系隔離弁（格納容器圧力逃がし装置の第一弁（サ

プレッション・チェンバ側）及び第一弁（ドライウェル側））

が開操作不可能な場合において，バイパスラインの弁を開

操作することにより，原子炉格納容器内の圧力及び温度の

上昇を緩和する。 

なお，バイパスラインの口径が小さく，炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損の防止には十分な容量でない

こと等の理由から，不活性ガス系隔離弁（格納容器圧力逃

がし装置の第一弁（サプレッション・チェンバ側）及び第

一弁（ドライウェル側））のバイパスラインについては，自

主的な運用とする。 

のであり，残留熱除去系を海水で直接冷却して除熱する手段

を確保する。 

(6) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

の実施 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

手段は，残留熱除去系が機能喪失した際に，残留熱代替除去

系及び原子炉補機代替冷却系により，原子炉圧力容器へ注水

するとともに，原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行うもの

であり，最終的な熱の逃がし場である海へ熱を輸送する手段

を確保する。 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

設備を SA に位置付けて

いるが，東海第二は自主

対策設備としている 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系による原子

炉格納容器内の減圧及

び除熱手段を自主対策

設備として整備する 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，十分な

流量を確保できる第１

隔離弁が多重化されて

いること，代替電源設備

から受電可能であるこ

と及び遠隔手動弁操作

機構が設置されている

ことから，第１隔離弁の

バイパスラインを使用

しない 
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(7) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び

除熱の実施 

耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び

除熱手段は，万一，炉心損傷前に格納容器フィルタベント系

が使用できない場合に，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素

ガス制御系及び非常用ガス処理系を経由して，主排気筒に沿

って設置している排気管から排出することで，原子炉格納容

器内の減圧及び除熱を行うものであり，最終的な熱の逃がし

場である大気へ熱を輸送する手段を確保する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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3.5.2 重大事故等対処設備 

3.5.2.1 代替原子炉補機冷却系 

3.5.2.1.1 設備概要 

代替原子炉補機冷却系は，原子炉補機冷却系の有する最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，この機能を代替

するため，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器からの除熱を行う

ことを目的として使用する。 

本系統は，可搬型の熱交換器ユニットを用いて原子炉圧力容器

及び原子炉格納容器からの除熱を行うものであり，熱交換器及び

代替原子炉補機冷却水ポンプを搭載した熱交換器ユニット，大容

量送水車（熱交換器ユニット用），電源設備（可搬型代替交流電源

設備），計測制御装置，及び流路である原子炉補機冷却系の配管，

弁及びサージタンク，残留熱除去系の熱交換器，ホース，海水貯

留堰，スクリーン室及び取水路，並びに燃料補給設備である軽油

タンク，タンクローリ（４ｋＬ） 等から構成する。

熱交換器ユニットは，海水を冷却源としたプレート式熱交換器

と代替原子炉補機冷却水ポンプで構成され，移動可能とするため

に熱交換器及び，代替原子炉補機冷却水ポンプは車両に搭載する

設計とする。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，海を水源とし，熱交

換器ユニットの熱交換器に送水することで，熱交換後の海水を海

へ排水する。また，熱交換器ユニットの海水側配管及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）の異物混入による機能低下を防ぐた

めに，代替原子炉補機冷却海水ストレーナを設置する。 

熱交換器ユニットと大容量送水車（熱交換器ユニット用）を含

む海水側配管は，ホースを接続することで流路を構成できる設計

とする。また，熱交換器ユニットの淡水側配管については，ホー

スを熱交換器ユニットとタービン建屋の接続口に接続することで

3.5.2 重大事故等対処設備 

3.5.2.1 緊急用海水系 

3.5.2.1.1 設備概要 

  緊急用海水系は，残留熱除去系海水系が有する最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，この機能を代替し，

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器からの除熱を行う設計とす

る。  

  緊急用海水系は，緊急用海水ポンプ，流路である緊急用海水

系配管・弁，残留熱除去系海水系配管・弁，非常用取水設備（Ｓ

Ａ用海水ピット取水塔，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット）か

ら構成する設計とする。 

  重大事故等時は，緊急用海水ポンプにより，緊急用海水系配

管及び残留熱除去系海水系配管を介して残留熱除去系熱交換器

に海水を供給し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却系及び残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）と連携して原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器からの除熱を行う設計とする。 

3.5.2 重大事故等対処設備 

3.5.2.1 原子炉補機代替冷却系 

3.5.2.1.1 設備概要 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）の有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失

した場合に，この機能を代替するため，原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器からの除熱を行うことを目的として使用する。 

本系統は，可搬型の移動式代替熱交換設備を用いて原子炉圧力

容器及び原子炉格納容器からの除熱を行うものであり，熱交換器

及び移動式代替熱交換設備淡水ポンプを搭載した移動式代替熱交

換設備，大型送水ポンプ車，電源設備（常設代替交流電源設備，

代替所内電気設備），計測制御装置及び流路である原子炉補機代替

冷却系の配管及び弁，原子炉補機冷却系の配管，弁及びサージタ

ンク，残留熱除去系の熱交換器，ホース，取水口，取水管及び取

水槽並びに燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タン

ク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ等から構成す

る。 

移動式代替熱交換設備は，海水を冷却源としたプレート式熱交

換器と移動式代替熱交換設備淡水ポンプで構成され，移動可能と

するために熱交換器及び移動式代替熱交換設備淡水ポンプは車両

に搭載する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，海を水源とし，移動式代替熱交換設備の

熱交換器に送水することで，熱交換後の海水を海へ排水する。ま

た，移動式代替熱交換設備の海水側配管及び大型送水ポンプ車の

異物混入による機能低下を防ぐために，移動式代替熱交換設備ス

トレーナを設置する。

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車を含む海水側配管

は，ホースを接続することで流路を構成できる設計とする。また，

移動式代替熱交換設備の淡水側配管については，ホースを移動式

代替熱交換設備と原子炉建物の接続口に接続することで流路を構

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では使用

時に自動で燃料補給が

可能な常設代替電源設

備を使用する（以下，③

の相違） 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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流路を構成できる設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の全体構成としては，熱交換器ユニット

の代替原子炉補機冷却水ポンプにより，大容量送水車（熱交換器

ユニット用）を用いて除熱された系統水を接続口を介して原子炉

補機冷却系に送水し，残留熱除去系熱交換器で熱交換を行う系統

設計とする。熱交換後の系統水は，原子炉補機冷却系から接続口

及びホースを介し，熱交換器ユニットに戻る構成とし，熱交換器

で除熱された系統水は再び原子炉補機冷却系を通じて残留熱除去

系熱交換器に送水される。代替原子炉補機冷却系は，上記の循環

冷却ラインを形成することで，系統水を除熱する。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，ディーゼルエンジン

により駆動できる設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タン

ク及びタンクローリ（４ｋＬ）により補給できる設計とする。

本系統に関する系統概要図を図 3.5-1，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.5-1に示す。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，熱交換

器ユニットに搭載された代替原子炉補機冷却水ポンプの操作スイ

ッチ及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）の車両に搭載され

た操作スイッチにより，現場での手動操作によって運転を行うも

のである。 

  緊急用海水系の系統概要図を第 3.5－1図に，本系統に属する

重大事故等対処設備を第 3.5－1表に示す。 

  緊急用海水ポンプの電源は，常設代替交流電源設備である常

設代替高圧電源装置より給電できる設計とする。 

成できる設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の全体構成としては，移動式代替熱交換

設備の移動式代替熱交換設備淡水ポンプにより，大型送水ポンプ

車を用いて除熱された系統水を屋外の接続口を介して原子炉補機

冷却系に送水し，残留熱除去系熱交換器で熱交換を行う系統設計

とする。熱交換後の系統水は，原子炉補機冷却系から屋外の接続

口及びホースを介し，移動式代替熱交換設備に戻る構成とし，熱

交換器で除熱された系統水は再び原子炉補機冷却系を通じて残留

熱除去系熱交換器に送水される。原子炉補機代替冷却系は，上記

の循環冷却ラインを形成することで，系統水を除熱する。 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水ポンプ

車により屋内の接続口を通じて海水を原子炉補機冷却系に送水

し，残留熱除去系熱交換器で熱交換を行う系統設計とする。熱交

換後の海水は，原子炉補機冷却系から屋外の接続口を介し，原子

炉建物外へ放出する構成とし，発生した熱を除熱する。 

大型送水ポンプ車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設

計とし，燃料は燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タ

ンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリにより

補給できる設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-1，図 3.5-2及び図 3.5-3，

本系統に関する重大事故等対処設備一覧を表 3.5-1に示す。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，移動式

代替熱交換設備に搭載された移動式代替熱交換設備淡水ポンプの

操作スイッチ及び大型送水ポンプ車の車両に搭載された操作スイ

ッチにより，現場での手動操作によって運転を行うものである。 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の屋内の

接続口を使用する場合

は，大型送水ポンプ車に

より海水を原子炉補機

冷却系に送水する 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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図 3.5-1  代替原子炉補機冷却系 系統概要図（A号機の列（B

号機も同様） 

第 3.5－1図 緊急用海水系 系統概要図（残留熱除去系海水系Ａ

系供給時） 

図 3.5-1 原子炉補機代替冷却系 系統概要図（Ａ系の例） 

図 3.5-2 原子炉補機代替冷却系 系統概要図（Ｂ系の例） 

・設備の相違

・設備の相違
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図 3.5-3 原子炉補機代替冷却系 系統概要図（屋内の接続口を使

用） 

・設備の相違
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表 3.5-1 代替原子炉補機冷却系に関する重大事故等対処設備一

覧 

設備区分 設備名 

主要設備 熱交換器ユニット【可搬】 

大容量送水車(熱交換器ユニット用)【可搬】 

附属設備 代替原子炉補機冷却海水ストレーナ【可搬】 

水源 非常用取水設備 

海水貯留堰【常設】 

スクリーン室【常設】

取水路【常設】

流路 原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

ホース【可搬】

注水先 － 

電源設備※1 

（燃料補給設備を

含む） 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（４ｋＬ）【可搬】

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（４ｋＬ）【可搬】

計装設備※2 ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ気体温度【常設】

格納容器内圧力（Ｄ／Ｗ）【常設】

格納容器内圧力（Ｓ／Ｃ）【常設】

※1：単線結線図を補足説明資料 48-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章)」で示す。 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備

(設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章)」で示す。

第 3.5－1表 緊急用海水系に関する重大事故等対処設備一覧 

※1 水源については，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。

※2 電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。

※3 計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。

表 3.5-1 原子炉補機代替冷却系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
移動式代替熱交換設備【可搬型】 

大型送水ポンプ車【可搬型】 

附属設備 移動式代替熱交換設備ストレーナ【可搬型】 

水源 

非常用取水設備 

取水口【常設】 

取水管【常設】 

取水槽【常設】 

流路 

原子炉補機代替冷却系 配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系 配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系サージタンク【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

ホース・接続口【可搬型】

注水先 － 

電源設備※1 

（燃料補給設備を

含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】

重大事故操作盤【常設】

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常

設】 

タンクローリ【可搬型】

計装設備※2 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】

※１：単線結線図を補足説明資料 48-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示

す。

・設備の相違

3.5.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 熱交換器ユニット（６号及び７号炉共用）

3.5.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 緊急用海水ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

3.5.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 移動式代替熱交換設備 ・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・他号炉と共用しない

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文第 3.5-1 表に

て記載 
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個数  ：４式（予備１） 

最高使用圧力 ：淡水側 1.37MPa[gage]/海水側

1.4MPa[gage] 

最高使用温度 ：淡水側 70又は 90℃/海水側 80又は 50℃ 

淡水側 70又は 90℃/海水側 80又は 40℃ 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管

場所 

熱交換器 

伝熱容量   ：約 23MW/式（海水温度 30℃において） 

伝熱面積    : 約 ㎡/式 

: 約 ㎡/式 

代替原子炉補機冷却水ポンプ 

種類  ：うず巻形 

容量  ：300m3/h/台 

600m3/h/台 

全揚程    ：75m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：70℃ 

原動機出力  ：110kW 

200kW 

個数  ：２ 

１ 

種 類 ターボ型

容 量 約 844m３／h 

全  揚  程 約 130m 

最高使用圧力 2.45MPa［gage］ 

最高使用温度 38℃ 

台    数 1（予備 1） 

設 置 場 所 緊急用海水ポンプピット 

個数 :２（予備１） 

最高使用圧力:淡水側 1.37MPa[gage]/海水側 1.0MPa[gage] 

最高使用温度:淡水側 70℃/海水側 65℃ 

設置場所  :屋外 

保管場所  :第１，第３及び第４保管エリア 

熱交換器 

伝熱容量  :約 23MW/組（海水温度 30℃において） 

伝熱面積  :約 m2/組 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 

種類    ：うず巻形 

容量    ：300m3/h/台 

全揚程   ：75m 

最高使用圧力：1.37MPa[gage] 

最高使用温度：70℃ 

原動機出力 ：110kW 

個数 ：２ 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 が２号炉分

を合わせて記載してい

ることによる台数の相

違（以下，④の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設計仕様の相違 

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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(2) 大容量送水車（熱交換器ユニット用）（６号及び７号炉共用） 

 

 

 

 

種類     ：うず巻形 

容量     ：900m3/h/台 

吐出圧力   ：1.25MPa[gage] 

最高使用圧力 ：1.3MPa[gage] 

電動機 出力     約 510kW 

 

（２）緊急用海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

型    式     バスケット形ダブルストレーナ    

基    数     1 

最高使用圧力     2.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料     ステンレス鋼 

 

（３）残留熱除去系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型    式     たて形電動うず巻式 

台    数     3 

容    量     約 1,690m3／h（1台当たり） 

全  揚  程     約 85m 

最高使用圧力     3.50MPa［gage］ 

最高使用温度     182℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 大型送水ポンプ車 

 

 

 

 

種類    :うず巻形 

容量    :1,800m3/h/台 

吐出圧力  :1.2MPa[gage] 

最高使用圧力:1.4MPa[gage] 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎と

同様，ストレーナを流路

として位置付けている

（以下，⑤の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

設置許可基準規則第

22 条解釈と同様に，残

留熱除去系は，最終的な

熱の逃がし場へ熱を輸

送する設備としない。な

お，島根２号炉では，残

留熱除去を 47条及び 49

条にて記載する整理と

している（以下，⑥の相

違） 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 
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最高使用温度 ：60℃ 

原動機出力  ：   kW 

個数   ：４（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管

場所 

なお，電源設備については，「3.14電源設備(設置許可基準規

則第 57 条に対する設計方針を示す章)」，計装設備については

「3.15計装設備(設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を

示す章)」で示す。 

最高使用温度:40℃ 

原動機出力 :1,193 kW 

個数 :２（予備１） 

設置場所  :屋外 

保管場所  :第１，第３及び第４保管エリア 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規

則第 57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を

示す章）」で示す。 

・記載方針の相違

【東海第二】
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3.5.2.1.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

代替原子炉補機冷却系は，設計基準事故対処設備である原子

炉補機冷却系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，表 3.5-2 で示すとおり多様性，位置的分散を図った設計と

する。 

ポンプについては，原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補

機冷却水ポンプと位置的分散された荒浜側高台保管場所及び大

湊側高台保管場所の大容量送水車（熱交換器ユニット用）と熱

交換器ユニットの代替原子炉補機冷却水ポンプを使用する設計

とし，設置位置についても原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子

炉補機冷却水ポンプと位置的分散された屋外に配置する設計と

する。 

電源について，熱交換器ユニットは，可搬型代替交流電源設

備（電源車）からの給電により駆動する設計とし，また，大容

量送水車（熱交換器ユニット用）は，外部電源が不要なディー

ゼルエンジンにより駆動する設計とすることで，原子炉補機冷

却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプの電源で，ある非常

用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）と共通要因によっ

て同時に機能喪失しない設計とする。 

原子炉補機冷却系と代替原子炉補機冷却系の独立性について

は，表 3.5-3 で示すとおり地震，津波，火災，溢水により同時

に故障することを防止するために独立性を確保する設計とす

る。また，代替原子炉補機冷却系は，原子炉補機冷却系と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機冷却系

の海水系に対して独立性を有するとともに，熱交換器ユニット

から原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原

子炉補機冷却系に対して独立性を有する設計とする。 

なお，静的機器の故障が系統機能喪失確率に与える影響は軽

微であることから，静的機器である原子炉補機冷却系の配管に

ついては，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備とで兼

用している。また，動的機器である弁については，設計基準事

故対処設備と重大事故等対処設備とで兼用しているが，定期的

な点検等により健全性を確認するとともに，異なる電源を供給

3.5.2.1.3 緊急用海水系の多重性又は多様性及び独立性，位置的

分散 

緊急用海水系は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

海水系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，第 3.5

－2表で示すとおり多様性及び位置的分散を図った設計とする。 

緊急用海水ポンプは，原子炉建屋近傍の緊急用海水ポンプピ

ット内に設置することで，屋外の海水ポンプ室に設置される残

留熱除去系海水系ポンプと位置的分散を図る設計とする。 

緊急用海水ポンプの電源は，屋外の常設代替高圧電源装置置

場に設置する常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装

置からの独立した電源供給ラインから供給可能とすることで，

原子炉建屋付属棟内に設置する設計基準事故対処設備である残

留熱除去系海水系ポンプの電源（非常用ディーゼル発電機）に

対し多様性を有し位置的分散を図る設計とする。緊急用海水ポ

ンプのサポート系として，冷却水は不要とすることで，設計基

準事故対処設備である残留熱除去系海水系ポンプと同時に機能

喪失しない多様性を有する設計とする。 

  また，緊急用海水系は，第 3.5－3表で示すとおり，地震，津

波，火災，溢水による共通要因故障を防止するために独立性を

有する設計とする。 

なお，流路を構成する静的機器である残留熱除去系海水系配

管及び動的機器である弁については，緊急用海水ポンプから残

留熱除去系海水系との接続箇所までの間で，独立性を有する設

計とする。緊急用海水系は，電源及び冷却水の多様性並びに機

器の位置的分散により，残留熱除去系海水系に対し独立性を有

する設計とする。 

3.5.2.1.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

原子炉補機代替冷却系は，設計基準事故対処設備である原子炉

補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，表 3.5-2 で示すとおり多様性，位置的

分散を図った設計とする。 

ポンプについては，原子炉補機海水ポンプ及び原子炉補機冷却

水ポンプと位置的分散された第１，第３及び第４保管エリアの大

型送水ポンプ車と移動式代替熱交換設備の移動式代替熱交換設備

淡水ポンプを使用する設計とし，設置位置についても原子炉補機

海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプと位置的分散された屋外

に配置する設計とする。 

電源について，移動式代替熱交換設備は，常設代替交流電源設

備（ガスタービン発電機）からの給電により駆動する設計とし，

また，大型送水ポンプ車は，外部電源が不要なディーゼルエンジ

ンにより駆動する設計とすることで，原子炉補機海水ポンプ及び

原子炉補機冷却水ポンプの電源である非常用交流電源設備（非常

用ディーゼル発電機）と共通要因によって同時に機能喪失しない

設計とする。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と原子炉補機代

替冷却系の独立性については，表 3.5-3で示すとおり地震，津波，

火災，溢水により同時に故障することを防止するために独立性を

確保する設計とする。また，原子炉補機代替冷却系は，原子炉補

機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，原子炉補機海水系に対して独立性を有す

るとともに，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車から原

子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機

冷却系に対して独立性を有する設計とする。 

なお，静的機器の故障が系統機能喪失確率に与える影響は軽微

であることから，静的機器である原子炉補機冷却系配管について

は，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備とで兼用してい

る。また，動的機器である弁については，設計基準事故対処設備

と重大事故等対処設備とで兼用しているが，定期的な点検等によ

り健全性を確認するとともに，異なる電源を供給する設計とする

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の屋内の

接続口を使用する場合

は，大型送水ポンプ車に

より海水を原子炉補機

冷却系に送水する 
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する設計とすること，また，必要に応じて現場での手動操作も

可能な設計とすることで駆動源の多様化を図っている。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

表 3.5-2 多様性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

原子炉補機冷却系 代替原子炉補機冷却系 

ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

大容量送水車(熱交換器ユニット用) 

熱交換器ユニット（代替原子炉補機冷

却水ポンプ） 

タービン建屋地下１階 設置場所:屋外 

保管場所:荒浜側高台保管場所及び大

湊側高台保管場所 

水源 海 海（左記と取水位置が異なる） 

駆動用空

気 

不要 不要 

潤滑方式 原子炉補機冷却水ポンプ:油

浴方式,原子炉補機冷却海水

ポンプ:水潤滑 

油浴方式 

冷却水 不要 不要 

駆動電源 非常用交流電源設備 

(非常用ディーゼル発電機） 

－ (大容量送水車(熱交換器ユニット

用)) 

可搬型代替交流電源設備(電源車) 

(熱交換器ユニット(代替原子炉補機冷

却水ポンプ)) 

原子炉建屋地上 1階 荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保

管場所 

表 3.5-3 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

原子炉補機冷却系 代替原子炉補機冷却系 

共
通
要
因
故
障

地震 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系は耐震Ｓクラス設計

とし,重大事故防止設備である代替原子炉補機冷却系は基準地震

動Ｓｓで機能維持できる設計とすることで,基準地震動Ｓｓが共

通要因となり故障することのない設計とする。 

津波 設計基準事故対処設備を設置する６号及び７号炉のタービン建

屋と,重大事故防止設備を保管する高台は,共に基準津波が到達

しない位置とすることで,津波が共通要因となり故障することの

ない設計とする。 

火災 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系と,重大事故防止設備

である代替原子炉補機冷却系は,火災が共通要因となり故障する

ことのない設計とする(「共－7重大事故等対処設備の内部火災に

対する防護方針について」に示す)。 

溢水 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系と,重大事故防止設備

である代替原子炉補機冷却系は,溢水が共通要因となり故障する

ことのない設計とする(「共－８重大事故等対処設備の内部溢水

に対する防護方針について」に示す)。 

第 3.5－2表 多様性及び独立性，位置的分散 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系海水系 緊急用海水系 

ポンプ 残留熱除去系海水系ポンプ 緊急用海水ポンプ 

屋外 緊急用海水ポンプピット 

水源 
海 海 

駆動用空

気 
不要 不要 

潤滑油 

不要(内包油) 不要（内包油） 

冷却水 
不要 不要 

駆動電源 

非常用ディーゼル発電機 常設代替高圧電源装置 

原子炉建屋付属棟地下１階 
屋外 

（常設代替高圧電源装置置場） 

第 3.5－3表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 
設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系海水系 緊急用海水系 

共
通
要
因
故
障

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系海水系は耐震Ｓクラス

設計とし，重大事故防止設備の緊急用海水系は基準地震動ＳＳ

で機能維持できる設計とすることで，基準地震動ＳＳが共通要

因となり故障することのない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系海水系及び重大事故防

止設備の緊急用海水系は，防潮堤及び浸水防止設備を設置する

ことで，津波が共通要因となって故障することのない設計とす

る。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系海水系と，重大事故防止

設備の緊急用海水系は，火災が共通要因となり故障することの

ない設計とする（「共－7 重大事故の内部火災に対する防護

方針について」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系海水系と，重大事故防止

設備の緊急用海水系は，溢水が共通要因となり故障することの

ない設計とする（「共－8 重大事故の内部溢水に対する防護

方針について」に示す）。 

こと，また，必要に応じて現場での手動操作も可能な設計とする

ことで駆動源の多様化を図っている。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

表 3.5-2 多様性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。） 

原子炉補機代替冷却系 

ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備（移動式代替熱交

換設備淡水ポンプ） 

原子炉建物付属棟１ 階 

屋外 

設置場所:屋外 

保管場所:第１，第３及び第４保管エリア 

水源 海 海（左記と取水位置が異なる） 

駆動用空

気 

不要 不要 

潤滑方式 原子炉補機冷却水ポン

プ：油浴方式，原子炉補機

海水ポンプ：水潤滑 

油浴方式 

冷却水 不要 不要 

駆動電源 非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電

機） 

－ （大型送水ポンプ車） 

常設代替交流電源設備（ガスタービン発

電機） 

（移動式代替熱交換設備（移動式代替熱

交換設備淡水ポンプ）） 

原子炉建物付属棟地下２

階 

ガスタービン発電機建物 

表 3.5-3 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。） 

原子炉補機代替冷却系 

共
通
要
因
故
障

地震 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）は耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備である原子炉補

機代替冷却系は基準地震動Ｓｓで機能維持できる設計とすること

で，基準地震動Ｓｓが共通要因となり故障することのない設計とす

る。 

津波 設計基準事故対処設備を設置する原子炉建物付属棟１階及び屋外

と，重大事故防止設備を保管する場所は，共に基準津波が到達しな

い位置とすることで，津波が共通要因となり故障することのない設

計とする。 

火災 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）と，重大事故防止設備である原子炉補機代替冷却系は，火災

が共通要因となり故障することのない設計とする（「共－７重大事

故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢水 設計基準事故対処設備の原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）と，重大事故防止設備である原子炉補機代替冷却系は，溢水

が共通要因となり故障することのない設計とする（「共－８重大事

故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 

・記載方針の相違

【東海第二】 

・設備の相違

・設備の相違
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3.5.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.5.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において重大事故等に対処す

るために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については， 「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量

送水車（熱交換器ユニット用）は，屋外の荒浜側高台保管

場所及び大湊側高台保管場所に保管し，重大事故等時にタ

ービン建屋の接続口付近の屋外に設置する設備であるこ

とから，想定される重大事故等時における屋外の環境条件

及び荷重条件を考慮，し，その機能が有効に発揮すること

できるよう，以下の表 3.5-4のとおりの設計とする。 

熱交換器ユニット及び，大容量送水車（熱交換器ユニッ

ト用）の操作は，熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱

交換器ユニット用）に付属する操作スイッチにより，想定

される重大事故等時において，設置場所から操作可能な設

計とする。風（台風）による荷重については，転倒しない

ことの確認を行っているが，詳細評価により転倒する結果

となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響につ

いては，適切に除雪する運用とする。また，降水及び凍結

により機能を損なわないよう防水対策を行うとともに，凍

結対策を行う。 

3.5.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.5.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件 (設置許可基準規則第 43条第 1項一)

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 緊急用海水ポンプは，地下格納槽内に設置する設備であ

ることから，その機能を期待される重大事故等が発生した

場合における，格納槽の環境条件を考慮し，以下の第 3.5

－4表の設計とする。 

 緊急用海水ポンプは，使用時に常時海水を通水すること

から，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

 また，異物流入防止を考慮した取水路形状等の設計によ

り異物の流入を防止する設計とする。 

3.5.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.5.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1)環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，屋外の第１，第３及び第４保管エリア

に保管し，重大事故等時に原子炉建物の接続口付近の屋外

に設置する設備であることから，想定される重大事故等時

における屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能

が有効に発揮することできるよう，以下の表 3.5-4のとお

りの設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の操作は，

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車に付属する

操作スイッチにより，想定される重大事故等時において，

設置場所から操作可能な設計とする。風（台風）による荷

重については，転倒しないことの確認を行っているが，詳

細評価により転倒する結果となった場合は，転倒防止措置

を講じる。積雪の影響については，適切に除雪する運用と

する。また，降水及び凍結により機能を損なわないよう防

水対策を行うとともに，凍結対策を行う。 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

下にて記載 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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さらに，使用時に海水を通水する熱交換器ユニット内の

一部及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，海水の

影響を考慮した設計とし，ストレーナを設置することで異

物の流入を防止する設計とする。 

なお，熱交換器ユニットについては，地震により転倒す

るおそれがある場合，熱交換器，代替原子炉補機冷却水ポ

ンプ等を収納したコンテナ部を車両から降ろし，治具や架

台等により転倒防止措置を講じる。 

（48-8, 48-9, 48-12） 

表 3.5-4 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度,圧力,湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

使用時に海水を通水する機器については海水の影響を考慮し

た設計とする 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認し，治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風(台風)・積雪 屋外で風荷重,積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこと

を評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても,電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二)

(ⅰ) 要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

(48－4－7) 

第 3.5－4表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である緊急用海水ポンプピット内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 
屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水するため，耐腐食性材料の使用により影響を受けない

設計とする。 

地震 
適切な地震荷重との組合せをを考慮した上で機器が損傷しない

設計とする。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。） 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風(台風)，竜巻，積

雪，火山の影響 

緊急用海水ポンプピット内に設置するため，風（台風），竜巻，

積雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的影響 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二)

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

緊急用海水系の運転に必要なポンプ及び弁を第3.5－5表

に示す。 

さらに，使用時に海水を通水する移動式代替熱交換設備

内の一部及び大型送水ポンプ車は，海水の影響を考慮した

設計とし，ストレーナを設置することで異物の流入を防止

する設計とする。 

（48-3，48-4，48-7，48-8） 

表 3.5-4 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

使用時に海水を通水する機器については海水の影響を考慮し

た設計とする 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを

評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は，２段落上

にて記載 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の移動式

熱交換設備は，車体とコ

ンテナ部を接続した状

態で保管する 

・設計方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7と同様，SA事象と重

畳する自然現象の規模

を検討し，環境条件とし

て地震，風（台風），凍

結，降水，積雪を考慮す

ることとしている（以

下，⑦の相違） 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，６段落

下にて記載 

・設備の相違
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代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，タービン建屋外部に設置

している接続口まで車両による運搬が可能な設計とする。 

また，設置場所であるタービン建屋脇にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。ホースの接続作業に当たって

は，特殊な工具及び技量は必要とせず，簡便な結合金具に

よる接続方式及びフランジ接続方式並びに一般的な工具を

使用することにより，確実に接続が可能な設計とする。ま

た，付属の操作盤により設置場所であるタービン建屋脇に

おいて熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニ

ット用）の操作を行う。操作盤の操作スイッチを操作する

にあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な

操作空間を確保する。また，操作対象については銘板を付

けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮

して確実に操作が可能な設計とする。 

 

その他操作が必要な電動弁である残留熱除去系熱交換器

（Ａ）又は（Ｂ）冷却水出口弁，常用冷却水供給側分離弁

（Ａ）又は（Ｂ），常用冷却水戻り側分離弁（Ａ）又は（Ｂ）

については，中央制御室でのスイッチ操作より，遠隔で弁

を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急用海水ポンプ及び電動弁は，重大事故等時，中央制

御室のスイッチで操作が可能な設計とすることで，通常待

機時の系統から弁操作等にて速やかに系統構成ができる設

計とする。 

 

 

緊急用海水系を運転する場合は，中央制御室からのスイ

ッチ操作で緊急用海水ポンプ室空調機を起動し，系統構成

として，残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁（Ａ）（又

は残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁（Ｂ））を閉，残

留熱除去系熱交換器（Ａ）海水流量調整弁（又は残留熱除

去系熱交換器（Ｂ）海水流量調整弁）を開とした後，緊急

用海水ポンプを起動する。その後，緊急用海水系ＲＨＲ熱

交換器隔離弁（Ａ）（又は緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離

弁（Ｂ））及び緊急用海水系ＲＨＲ系補機隔離弁（Ａ）（又

は緊急用海水系ＲＨＲ系補機隔離弁（Ｂ））を調整開とし規

定流量とする。緊急用海水ポンプの起動・停止・運転状態

及び電動弁の開閉状態については，中央制御室の表示灯・

操作画面等で視認可能な設計とし，中央制御室における監

視又は試験・検査等にて確認可能な設計とする。 

 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，原子炉建物外部に設置している接続

口まで車両による運搬が可能な設計とする。また，設置

場所である原子炉建物脇及び取水槽脇にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。ホースの接続作業に当たっ

ては，特殊な工具及び技量は必要とせず，簡便な結合金

具による接続方式及びフランジ接続方式並びに一般的な

工具を使用することにより，確実に接続が可能な設計と

する。また，付属の操作盤により設置場所である原子炉

建物脇において移動式代替熱交換設備及び取水槽脇にお

いて大型送水ポンプ車の操作を行う。操作盤の操作スイ

ッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性

を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象

については銘板を付けることで識別可能とし，運転員の

操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とす

る。 

その他操作が必要な電動弁であるＡ又はＢ－ＲＨＲ熱

交冷却水出口弁については，中央制御室でのスイッチ操

作より，遠隔で弁を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員

のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保す

る。 

また，操作対象については銘板を付けることで識別可能

とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可

能な設計とする。 

表 3.5-5に操作対象機器の操作場所を示す。 

(48-4,48-5,48-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    また，中央制御室のスイッチ操作に当たり，運転員等の

アクセス性及び操作性を考慮して十分な操作空間を確保す

る。 

    また，スイッチは，機器の名称等を表示した銘板の取付

け又は操作画面の表示等により，運転員の操作性及び監視

性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

 

(48－5－2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転

員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確

保する。 

また，操作対象については銘板を付けることで識別可

能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作

が可能な設計とする。 

 表 3.5-5に操作対象機器の操作場所を示す。 

（48-3，48-4，48-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，６段落上

にて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.5-27



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表 3.5-5操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

熱交換器ユニット 起動・停止 タービン建屋脇 スイッチ操作

代替原子炉補機冷却水ポン

プ 

起動・停止 タービン建屋脇 スイッチ操作

大容量送水車(熱交換器ユ

ニット用)

起動・停止 タービン建屋脇 スイッチ操作

代替冷却水供給止め弁（Ａ） 弁閉→弁開 タービン建屋地

上１階

手動操作 

代替冷却水戻り止め弁（Ａ） 弁閉→弁開 タービン建屋地

上１階

手動操作 

熱交換器ユニット流量調整

弁 

弁閉→弁開 熱交換器ユニッ

ト内

手動操作 

残留熱除去系熱交換器（Ａ）

冷却水出口弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

常用冷却水供給側分離弁

（Ａ） 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

常用冷却水戻り側分離弁

（Ａ） 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

可燃性ガス濃度制御系室空

調機（Ａ）出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地上

１階 

手動操作 

格納容器雰囲気モニタラッ

ク（Ａ）出口弁

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

中３階 

手動操作 

格納容器内雰囲気モニタ系

（Ａ）室空調機冷却水出口

弁（６号炉のみ） 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

中３階 

手動操作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ室空調機（Ａ）出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

２階 

手動操作 

燃料プール冷却浄化系熱交

換器（Ａ）出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

２階 

手動操作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ（Ａ）軸受冷却器冷却水

出口弁（６号炉のみ） 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

２階 

手動操作 

非常用ガス処理系室空調機

（Ａ）出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地上

３階 

手動操作 

残留熱除去系ポンプ室空調

機（Ａ）出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

残留熱除去系ポンプ（Ａ）

冷却水出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

残留熱除去系ポンプ（Ａ）

メカニカルシール冷却器冷

却水出口弁（６号炉のみ）

弁開→弁調整開 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

サプレッションプール浄化

系ポンプ室空調機出口弁

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

サプレッションプール浄化

系ポンプ軸受冷却器冷却水

出口弁（６号炉のみ）

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

原子炉隔離時冷却系ポンプ

室空調機出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

原子炉補機冷却水系ポンプ

（Ａ）吸込弁 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

原子炉補機冷却水系ポンプ

（Ｄ）吸込弁 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機（Ａ）冷却水温度

調節弁後弁 

弁開→弁閉 コントロール建

屋地下２階

手動操作 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機（ｃ）冷却水温度

調節弁後弁 

弁開→弁閉 コントロール建

屋地下２階

手動操作 

原子炉補機冷却海水ポンプ

（Ｄ）電動機軸受出口弁（７

号炉のみ） 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

サージタンク（Ａ）換気空

調補機非常用冷却水系側出

口弁

弁開→弁閉 原子炉建屋地上

４階（６号炉）

原子炉建屋地上

手動操作 

第 3.5－5表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

緊急用海水ポンプ（Ａ） 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作

緊急用海水ポンプ（Ｂ） 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ａ） 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ｂ） 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ａ） 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ｂ） 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

残留熱除去系熱交換器（Ａ）海水出口流量

調節弁 
調整開 中央制御室 スイッチ操作

残留熱除去系熱交換器（Ｂ）海水出口流量

調節弁 
調整開 中央制御室 スイッチ操作

残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁

（Ａ） 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁

（Ｂ） 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

表 3.5-5 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

移動式代替熱交換設

備 

起動・停止 原子炉建物近傍 スイッチ操作

移動式代替熱交換設

備淡水ポンプ 

起動・停止 原子炉建物近傍 スイッチ操作

大型送水ポンプ車 起動・停止 取水槽近傍 スイッチ操作

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥ

Ｆ供給配管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物付属棟１

階 

手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥ

Ｆ戻り配管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物付属棟１

階 

手動操作 

熱交換器ユニット流

量調整弁 

弁閉→弁開 熱交換器ユニット内 手動操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機

冷却水入口切替弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟地

下１階 

手動操作 

Ａ－ＲＣＷ常用補機

冷却水出口切替弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟２

階 

手動操作 

ＡーＲＨＲ熱交冷却

水出口弁 

弁閉→弁調整開 中央制御室 スイッチ操作

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ

冷却水入口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟地

下２階 

手動操作 

ＲＣＷ Ａ－中央制

御室冷凍機入口弁 

弁開→弁閉 廃棄物処理建物２階 手動操作 

ＲＣＷ Ａ－ＦＰＣ

熱交冷却水出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物原子炉棟

３階 

手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－供給

配管止め弁 

弁閉→弁開 屋外 手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－戻り

配管止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建物付属棟１

階 

手動操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機

冷却水入口切替弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟地

下１階 

手動操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機

冷却水出口切替弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟２

階 

手動操作 

ＢーＲＨＲ熱交冷却

水出口弁 

弁閉→弁調整開 中央制御室 スイッチ操作

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ

冷却水入口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属棟地

下２階 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－中央制

御室冷凍機入口弁 

弁開→弁閉 廃棄物処理建物２階 手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＦＰＣ

熱交冷却水出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物原子炉棟

３階 

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 

・設備の相違
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２階（７号炉） 

代替冷却水供給第二止め弁

（Ｂ） 

弁閉→弁開 タービン建屋地

上１階

手動操作 

代替冷却水戻り第二止め弁

（Ｂ） 

弁閉→弁開 タービン建屋地

上１階

手動操作 

残留熱除去系熱交換器（Ｂ）

冷却水出口弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作

常用冷却水供給側分離弁

（Ｂ） 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

常用冷却水戻り側分離弁

（Ｂ） 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作

可燃性ガス濃度制御系室空

調機（Ｂ）出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

１階（６号炉）

原子炉建屋地上

１階（７号炉） 

手動操作 

格納容器内雰囲気モニタ系

ラック（Ｂ）出口弁

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

３階 

手動操作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ室空調機（Ｂ）出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

２階 

手動操作 

燃料プール冷却浄化系熱交

換器（Ｂ）出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

２階 

手動操作 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ（Ｂ）軸受冷却器冷却水

出口弁（６号炉のみ） 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

２階 

手動操作 

非常用ガス処理系室空調機

（Ｂ）出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地上

３階 

手動操作 

残留熱除去系ポンプ室空調

機（Ｂ）出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

高圧炉心注水系ボンプ（Ｂ）

冷却器冷却水出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

高圧炉心注水系ポンプ室空

調機（Ｂ）出口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

原子炉補機冷却水系ポンプ

（Ｂ）吸込弁 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

原子炉補機冷却水系ポンプ

（Ｅ）吸込弁 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

原子炉補機冷却海水ポンプ

（Ｂ）電動機軸受出口弁（７

号炉のみ） 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

原子炉補機冷却海水ポンプ

（Ｅ）電動機軸受出口弁（７

号炉のみ） 

弁開→弁閉 タービン建屋地

下１階

手動操作 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機（Ｂ）冷却水温度

調節弁後弁 

弁開→弁閉 コントロール建

屋地下２階

手動操作 

換気空調補機非常用冷却水

系冷凍機（Ｄ）冷却水温度

調節弁後弁 

弁開→弁閉 コントロール建

屋地下２階

手動操作 

格納容器内雰囲気モニタ系

（Ｂ）室空調機冷却水出口

弁（６号炉のみ） 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地上

３階 

手動操作 

残留熱除去系ポンプ（Ｂ）

モータ軸受冷却器冷却水出

口弁（６号炉のみ）

弁開→弁調整開 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

残留熱除去系ポンプ（Ｂ）

冷却水出口弁 

弁開→弁調整開 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

高圧炉心注水系ポンプ（Ｂ）

メカニカルシール冷却器冷

却水出口弁（６号炉のみ）

弁開→弁閉 原子炉建屋地下

３階 

手動操作 

サージタンク（Ｂ）換気空

調補機非常用冷却水系側出

口弁

弁開→弁閉 原子炉建屋地上

４階（６号炉）

原子炉建屋地上

２階（７号炉） 

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替原子炉補機冷却系は，表 3.5-6に示すように発電用

原子炉の運転中又は停止中に，各機器の機能・性能試験，

分解検査及び外観検査並びに弁動作試験が可能な設計とす

る。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，発電用原子炉の運転中又

は停止中に車両としての運転状態の確認が可能な設計とす

る。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，

熱交換器ユニットのうち，熱交換器はフレームを取り外す

ことでプレート式熱交換器の状態を試験及び目視により確

認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

代替原子炉補機冷却水ポンプは，ケーシングカバーを取

り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を

試験及び目視により確認する分解検査又は取替えが可能な

設計とする。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，ケーシングを

取り外すことでポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状

態を試験及び目視により確認する分解検査又は取替えが可

能な設計とする。 

運転性能の確認として，熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）の流量，系統（ポンプ廻り）

の振動，異音，異臭及び漏えいの確認を行うことが可能な

設計とする。 

(3) 試験検査(設置許可基準規則第 43条第 1項三)

(ⅰ) 要求事項 

 健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 緊急用海水系は，第 3.5－6表に示すように原子炉停止中

に機能・性能検査，弁動作確認及び分解検査が可能な設計

とする。 

 緊急用海水ポンプは，原子炉停止中に，分解検査として

ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する分

解検査が可能な設計とする。弁については，弁体等の部品

の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。分解検査

においては，非破壊検査により，性能に影響を及ぼす指示

模様の有無を確認する。また，目視により，性能に影響を

及ぼす恐れのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確

認する。 

また，緊急用海水ポンプは原子炉停止中に，ポンプを運

転することにより，ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，

運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計

とする。 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三）

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

原子炉補機代替冷却系は，表 3.5-6に示すように発電用

原子炉の運転中又は停止中に，各機器の機能・性能試験，

分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に車

両としての運転状態の確認が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，

移動式代替熱交換設備のうち，熱交換器はフレームを取り

外すことでプレート式熱交換器の状態を試験及び目視に

より確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプは，ケーシングカバー

を取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状

態を試験及び目視により確認する分解検査又は取替えが

可能な設計とする。 

大型送水ポンプ車は，ケーシングを取り外すことでポン

プ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及び目視に

より確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

運転性能の確認として，移動式代替熱交換設備及び大型

送水ポンプ車の流量，系統（ポンプ廻り）の振動，異音，

異臭及び漏えいの確認を行うことが可能な設計とする。 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，

系統を構成する弁は，単体で動作確認可能な設計とする。 

 

 

 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすお

それのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可

能な設計とする。 

 

（48-6） 

 

表 3.5-6代替原子炉補機冷却系の試験・検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 

 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を,試

験及び目視により確認又は取替え 

停止中 

 

機能・性能試験 運転性能,漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を,試

験及び目視により確認又は取替え 

外観検査 熱交換器,ポンプ及びホースの外観の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については， 「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量

送水車（熱交換器ユニット用）は，本来の用途以外の用途

には使用しない。 

 

なお，原子炉補機冷却系から代替原子炉補機冷却系に切

り替えるために必要な操作弁については，原子炉補機冷却

系ポンプ吸込弁を閉操作，代替原子炉補機冷却系熱交換器

弁については，原子炉運転中又は原子炉停止中に弁動作

確認を実施することで弁開閉動作の確認が可能な設計とす

る。ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性能検査

等に併せて外観及び漏えいの有無の確認が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

(48－6－4，5) 

 

第 3.5－6表 緊急用海水系の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 

機能・性能検査 

ポンプ運転性能，ポンプ，熱交換器及び系統配管・弁

の漏えい確認，外観の確認 

緊急用海水系ストレーナの差圧確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ又は弁の部品の表面状態について，浸透探傷試

験及び目視により確認 

内部点検 
熱交換器の内部点検，伝熱管の渦流探傷試験 

緊急用海水系ストレーナの内部点検 

 

 

 

(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

    緊急用海水ポンプは，本来の用途として使用する。 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，

系統を構成する弁は，単体で動作確認可能な設計とする。 

 

 

 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすお

それのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可

能な設計とする。 

 

（48-5） 

 

表 3.5-6 原子炉補機代替冷却系の試験・検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 

 

機能・性能試験 弁開閉動作の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を，試験

及び目視により確認又は取替え 

停止中 

 

機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を，試験

及び目視により確認又は取替え 

外観検査 熱交換器，ポンプ及びホースの外観の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機能を備えるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，本来の用途以外の用途には使用しな

い。 

 

なお，原子炉補機冷却系から原子炉補機代替冷却系に

切り替えるために必要な操作弁については，原子炉補機

代替冷却系移動式代替熱交換設備の接続ラインのＡＨＥ

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎と
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ユニットの接続ラインの代替冷却水供給止め弁及び代替

冷却水戻り止め弁，熱交換器ユニット流量調整弁を開操作

し，残留熱除去系熱交換器冷却水出口弁を開操作すること

で速やかに切り替えられる設計とする。なお，これら弁に

ついては中央制御室での操作スイッチによる操作ととも

に，現場で，の手動ハンドルによる操作も可能な設計とし，

容易に操作可能とする。 

これにより図 3.5-2で示すタイムチャートのとおり速やか

に切替えが可能である。 

（48－5） 

図 3.5-2 代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保タイムチャ

ート* 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況についての 1.5で示すタイムチャート 

(48－5－2) 

Ｆ供給配管止め弁とＡＨＥＦ戻り配管止め弁を開操作

し，ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機

冷却水出口切替弁を閉操作することで速やかに切り替え

られる設計とする。なお，ＡＨＥＦ供給配管止め弁，Ａ

ＨＥＦ戻り配管止め弁，ＲＣＷ常用補機冷却水入口切替

弁及びＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁については，現

場での手動ハンドル操作が可能な設計とし，容易に操作

可能とする。 

これにより図 3.5-4 で示すタイムチャートのとおり速

やかに切替えが可能である。 

（48-4） 

図 3.5-4 原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保タイムチャ

ート* 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての 1.5で示すタイムチャート 

同様に流路として他系

統を経由する箇所の切

替えについて記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・運用の相違

手順の項目

電源確認

冷却水確保（流量調整，監視）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

移動，系統構成（非管理区域）

移動，系統構成（管理区域）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認（移動式代替熱交換設備，ホース運搬車）

補機冷却水（淡水）の供給（監視）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認（大型送水ポンプ車，ホース展張車）

補機冷却水（海水）の供給（流量調整，監視）

移動

 移動式代替熱交換設備への電源ケーブル接続

※１：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。

備考1 2 3 4必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

原子炉補機代替冷却系による除熱
（原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接
続口を使用した補機冷却水確保の場合（ＳＡ電

源切替盤を使用した場合））

緊急時対策要員

5 6 7 8

現場運転員Ｄ，Ｅ 2

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

3

12

要員(数)

中央制御室運転員Ａ 1

送水準備（ホース敷設）

大型送水ポンプ車配置，取水準備

移動式代替熱交換設備配置，準備

【取水箇所周辺作業】
大型送水ポンプ車配置，ホース運搬・敷
設等

【接続口周辺作業】
移動式代替熱交換設備配置，ホース運
搬・敷設等

原子炉補機代替冷却系による除熱 ７時間20分

手順の項目

電源確認

　冷却水確保（流量調整，監視）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）

移動，系統構成（非管理区域）

移動，系統構成（管理区域）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認（大型送水ポンプ車，ホース展張車）

　大型送水ポンプ車配置，取水準備

　送水準備（屋外ホース敷設）

　送水準備（屋内ホース敷設）

　補機冷却水（海水）の供給（流量調整，監視）

※１：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は速やかに対応できる。

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

要員(数)

原子炉補機代替冷却系による除熱
（原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確
保の場合（故意による大型航空機の衝突その他
のテロリズムによる影響がある場合）（ＳＡ電

源切替盤を使用した場合））

中央制御室運転員Ａ 1

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

現場運転員Ｄ，Ｅ 2

緊急時対策要員 6

備考1 2 3 4 5 6 7 8

原子炉補機代替冷却系による除熱

（原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合））
７時間
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(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五）

(ⅰ) 要求事項

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3. 1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニットと大容量送水

車（熱交換器ユニット用）は，通常時は代替冷却水供給止め

弁及び代替冷却水戻り止め弁を表 3.5-7で示すとおり閉運

用しておくことで，接続先の系統と分離された状態で保管す

る。 

代替原子炉補機冷却系を用いる場合は，弁操作によって，

通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

また，系統運転時には原子炉補機冷却系と代替原子炉補機

冷却系と同時に使用しない運用とすることで，相互の機能

に影響を及ぼさない構成とする。 

熱交換器ユニット及び，大容量送水車（熱交換器ユニット

用）は，治具や輪留めによる固定等をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニット及び，大容量送水車（熱交換器ユニット

用）は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

(48-4,48-5,48-6) 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第 1項五)

(ⅰ) 要求事項 

 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響等防止について」に示す。 

緊急用海水系は，通常待機時は，緊急用海水系ＲＨＲ熱

交換器隔離弁，緊急用海水系ＲＨＲ系補機隔離弁及び緊急

用海水系代替ＦＰＣ系隔離弁を閉止しておくことで，残留

熱除去系海水系を隔離する系統構成とし，取合系統である

残留熱除去系海水系に対して悪影響を及ぼさない設計とす

る。また，隔離弁近傍に逆止弁を設け，系統に影響を及ぼ

さない設計とする。隔離弁については第 3.5－7表に示す。 

(48－5－2) 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備と大型

送水ポンプ車は，通常時はＡＨＥＦ供給配管止め弁及び

ＡＨＥＦ戻り配管止め弁を表 3.5-7で示すとおり閉運用

しておくことで，接続先の系統と分離された状態で保管

する。 

原子炉補機代替冷却系を用いる場合は，弁操作によっ

て，通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

また，系統運転時には原子炉補機冷却系（原子炉補機海

水系を含む。）と原子炉補機代替冷却系と同時に使用しな

い運用とすることで，相互の機能に影響を及ぼさない構成

とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，輪留め

による固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物

となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（48-3，48-4，48-5） 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【東海第二】 

②の相違

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，治具を

使用しない 

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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表 3.5-7他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原 子 炉 補

機冷却系 

 

代替冷却水供給止め弁 手動 通常時閉 

代替冷却水戻り止め弁 手動 通常時閉 

 

 

(6）設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替原子炉補機冷却系の系統構成に必要な機器の設置場

所，操作場所を表 3.5-8に示す。 

 

これらは全て炉心損傷前の操作となり，想定される事故時

における放射線量は高くなるおそれが少ないため，中央制御

室又は設置場所にて操作が可能である。 

 

(48 4, 48 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5－7表 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系 

海水系 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ａ） 電動弁 通常待機時閉 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ｂ） 電動弁 通常待機時閉 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ａ） 電動弁 通常待機時閉 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ｂ） 電動弁 通常待機時閉 

緊急用海水系代替ＦＰＣ系 

隔離弁 
電動弁 通常待機時閉 

 

 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

  

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

     

緊急用海水系の系統構成のために操作が必要な機器の設

置場所及び操作場所を第 3.5－8表に示す。 

 

これらの機器は，原子炉建屋原子炉棟又は屋外（緊急用

海水ポンプピット内）に設置されるが，中央制御室からの

遠隔操作を可能とすることで，操作位置の放射線量が高く

なるおそれが少ない設計とする。 

(48－4－7，48－5－2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.5-7 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原子炉補機冷却系 ＡＨＥＦ供給配管

止め弁 

手動 通常時閉 

ＡＨＥＦ戻り配管

止め弁 

手動 通常時閉 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の系統構成に必要な機器の設置

場所，操作場所を表 3.5-8に示す。 

 

これらは全て炉心損傷前の操作となり，想定される事

故時における放射線量は高くなるおそれが少ないため，

中央制御室又は設置場所にて操作が可能である。 

 

（48-3，48-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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表 3.5-8操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

熱交換器ユニット タービン建屋脇 タービン建屋脇 

代替原子炉補機冷却水ポンプ タービン建屋脇 タービン建屋脇 

大容量送水車(熱交換器ユニット

用) 

タービン建屋脇 タービン建屋脇 

代替冷却水供給止め弁(A) タービン建屋地上 1

階 

タービン建屋地上 1階 

代替冷却水戻り止め弁(A) タービン建屋地上 1

階 

タービン建屋地上 1階 

熱交換器ユニット流量調整弁 熱交換器ユニット内 熱交換器ユニット内 

残留熱除去系熱交換器(A)冷却水

出口弁 

原子炉建屋地下 2階 中央制御室 

常用冷却水供給側分離弁(A) 原子炉建屋地下 2階 中央制御室 

常用冷却水戻り側分離弁(A) 原子炉建屋地下 2階 中央制御室 

可燃性ガス濃度制御系室空調機

(A)出口弁 

原子炉建屋地上 1階 原子炉建屋地上 1階 

格納容器雰囲気モニタラック(A)

出口弁 

原子炉建屋地上中 3

階 

原子炉建屋地上中 3階 

格納容器内雰囲気モニタ系(A)室

空調機冷却水出口弁(6号炉のみ) 

原子炉建屋地上中 3

階 

原子炉建屋地上中 3階 

燃料プール冷却浄化系ポンプ室

空調機(A)出口弁 

原子炉建屋地上 2階 原子炉建屋地上 2階 

燃料プール冷却浄化系熱交換器

(A)出口弁 

原子炉建屋地上 2階 原子炉建屋地上 2階 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(A)

軸受冷却器冷却水出口弁(6 号炉

のみ) 

原子炉建屋地上 2階 原子炉建屋地上 2階 

非常用ガス処理系室空調機(A)出

口弁 

原子炉建屋地上 3階 原子炉建屋地上 3階 

残留熱除去系ポンプ室空調機(A)

出口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

残留熱除去系ポンプ(A)冷却水出

口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

残留熱除去系ポンプ(A)メカニカ

ルシール冷却器冷却水出口弁(6

号炉のみ) 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

サプレッションプール浄化系ポ

ンプ室空調機出口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

サプレッションプール浄化系ポ

ンプ軸受冷却器冷却水出口弁(6

号炉のみ) 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室空

調機出口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

原子炉補機冷却水系ポンプ(A)吸

込弁 

タービン建屋地下 1

階 

タービン建屋地下 1階 

原子炉補機冷却水系ポンプ(D)吸

込弁 

タービン建屋地下 1

階 

タービン建屋地下 1階 

換気空調補機非常用冷却水系冷

凍機(A)冷却水温度調節弁後弁 

コントロール建屋地

下 2階 

コントロール建屋地

下 2階 

換気空調補機非常用冷却水系冷

凍機(C)冷却水温度調節弁後弁 

コントロール建屋地

下 2階 

コントロール建屋地

下 2階 

原子炉補機冷却海水ポンプ(A)電

動機軸受出口弁(7号炉のみ) 

タービン建屋地下 1

階 

タービン建屋地下 1階 

原子炉補機冷却海水ポンプ(D)電

動機軸受出口弁(7号炉のみ) 

タービン建屋地下 1

階 

タービン建屋地下 1階 

サージタンク(A)換気空調補機非

常用冷却水系側出口弁 

原子炉建屋地上 4 階

(6 号炉)原子炉建屋

地上 2階(7号炉) 

原子炉建屋地上 4階(6

号炉)原子炉建屋地上

2階(7号炉) 

第 3.5－8表 操作対象機器 

機器名称 設置場所 操作場所 

緊急用海水ポンプ（Ａ） 緊急用海水ポンプピット内 中央制御室 

緊急用海水ポンプ（Ｂ） 緊急用海水ポンプピット内 中央制御室 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ａ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

緊急用海水系ＲＨＲ熱交換器隔離弁（Ｂ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ａ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

緊急用海水系ＲＨＲ補機隔離弁（Ｂ） 原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

残留熱除去系熱交換器（Ａ）海水出口流量

調節弁 
原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

残留熱除去系熱交換器（Ｂ）海水出口流量

調節弁 
原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁

（Ａ） 
原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁

（Ｂ） 
原子炉建屋原子炉棟地下1階 中央制御室 

 

 

 

表 3.5-8 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

移動式代替熱交換設備 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

大型送水ポンプ車 取水槽近傍 取水槽近傍 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ供給配管止

め弁 

原子炉建物付属棟１階 原子炉建物付属棟１

階 

ＲＣＷ Ａ－ＡＨＥＦ戻り配管止

め弁 

原子炉建物付属棟１階 原子炉建物付属棟１

階 

熱交換器ユニット流量調整弁 熱交換器ユニット内 熱交換器ユニット内 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切

替弁 

原子炉建物付属棟地下

１階 

原子炉建物付属棟地

下１階 

Ａ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切

替弁 

原子炉建物付属棟地下

２階 

原子炉建物付属棟地

下２階 

ＡーＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物付属棟２階 原子炉建物付属棟２

階 

ＲＣＷ Ａ－ＤＥＧ冷却水入口弁 原子炉建物付属棟地下

２階 

原子炉建物付属棟地

下２階 

ＲＣＷ Ａ－中央制御室冷凍機入

口弁 

廃棄物処理建物２階 廃棄物処理建物２階 

ＲＣＷ Ａ－ＦＰＣ熱交冷却水出

口弁 

原子炉建物原子炉棟３

階 

原子炉建物原子炉棟

３階 

ＡＨＥＦ Ｂ－供給配管止め弁 屋外 屋外 

ＡＨＥＦ Ｂ－戻り配管止め弁 原子炉建物付属棟１階 原子炉建物付属棟１

階 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切

替弁 

原子炉建物付属棟地下

１階 

原子炉建物付属棟地

下１階 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切

替弁 

原子炉建物付属棟地下

２階 

原子炉建物付属棟地

下２階 

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物付属棟２階 原子炉建物付属棟２

階 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入口弁 原子炉建物付属棟地下

２階 

原子炉建物付属棟地

下２階 

ＲＣＷ Ｂ－中央制御室冷凍機入

口弁 

廃棄物処理建物２階 廃棄物処理建物２階 

ＲＣＷ Ｂ－ＦＰＣ熱交冷却水出

口弁 

原子炉建物原子炉棟３

階 

原子炉建物原子炉棟

３階 

ホース 屋外 屋外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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代替冷却水供給第二止め弁(B) タービン建屋地上 1

階

タービン建屋地上 1階

代替冷却水戻り第二止め弁(B) タービン建屋地上 1

階

タービン建屋地上 1階

残留熱除去系熱交換器(B)冷却水

出口弁 

原子炉建屋地下 2階 中央制御室 

常用冷却水供給側分離弁(B) 原子炉建屋地下 2階 中央制御室 

常用冷却水戻り側分離弁(B) 原子炉建屋地下 2階 中央制御室 

可燃性ガス濃度制御系室空調機

(B)出口弁

原子炉建屋地下 1 階

(6 号炉)原子炉建屋

地上 1階(7号炉) 

原子炉建屋地下 1階(6

号炉)原子炉建屋地上

1階(7号炉) 

格納容器内雰囲気モニタ系ラッ

ク(B)出口弁

原子炉建屋地上 3階 原子炉建屋地上 3階 

燃料プール冷却浄化系ポンプ室

空調機(B)出口弁 

原子炉建屋地上 2階 原子炉建屋地上 2階 

燃料プール冷却浄化系熱交換器

(B)出口弁

原子炉建屋地上 2階 原子炉建ⅰ屋地上 2階 

燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)

軸受冷却器冷却水出口弁(6 号炉

のみ) 

原子炉建屋地上 2階 原子炉建屋地上 2階 

非常用ガス処理系室空調機(B)出

口弁 

原子炉建屋地上 3階 原子炉建屋地上 3階 

残留熱除去系ポンプ室空調機(B)

出口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

高圧炉心注水系ポンプ(B)冷却器

冷却水出口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

高圧炉心注水系ポンプ室空調機

(B)出口弁

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

原子炉補機冷却水系ポンプ(B)吸

込弁 

タービン建屋地下 1

階

タービン建屋地下 1階

原子炉補機冷却水系ポンプ(E)吸

込弁 

タービン建屋地下 1

階

タービン建屋地下 1階

原子炉補機冷却海水ポンプ(B)電

動機軸受出口弁(7号炉のみ) 

タービン建屋地下 1

階

タービン建屋地下 1階

原子炉補機冷却海水ポンプ(E)電

動機軸受出口弁(7号炉のみ) 

タービン建屋地下 1

階

タービン建屋地下 1階

換気空調補機非常用冷却水系冷

凍機(B)冷却水温度調節弁後弁 

コントロール建屋地

下 2階

コントロール建屋地

下 2階

換気空調補機非常用冷却水系冷

凍機(D)冷却水温度調節弁後弁 

コントロール建屋地

下 2階

コントロール建屋地

下 2階

格納容器内雰囲気モニタ系(B)室

空調機冷却水出口弁(6号炉のみ) 

原子炉建屋地上 3階 原子炉建屋地上 3階 

残留熱除去系ポンプ(B)モータ軸

受冷却器冷却水出口弁(6 号炉の

み) 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

残留熱除去系ポンプ(B)冷却水出

口弁 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

高圧炉心注水系ポンプ(B)メカニ

カルシール冷却器冷却水出口弁

(6号炉のみ)

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3階 

サージタンク(B)換気空調補機非

常用冷却水系側出口弁

原子炉建屋地上 4 階

(6 号炉)原子炉建屋

地上 2階(7号炉) 

原子炉建屋地上 4階(6

号炉)原子炉建屋地上

2階(7号炉) 

ホース 屋外 屋外 
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3.5.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合状況(常設

重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合

性) 

（1）容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

（ⅰ）要求事項 

 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

緊急用海水ポンプは，設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な容量を有する設計とする。 

容量としては，残留熱除去系海水系が有する最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合でも，原子

炉格納容器ベントを行うことなく原子炉格納容器からの

除熱が可能な容量として，ポンプ 1台当たり 834m３／h

が必要であることから，ポンプ 1台当たり約 844m３／h

を供給可能なポンプを 1台使用する設計とする。 

緊急用海水ポンプの揚程は，ポンプ 1台で 834m３／h

の海水供給時の圧損（水源である海と供給先（残留熱除

去系熱交換器等）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及

び弁類圧損）を考慮し，約 130mの揚程を確保可能な設計

とする。 

（48－7－2～3） 

（2）共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

（ⅰ）要求事項 

 常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の

敷地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごと

に要求される技術的要件（重大事故等に対処するための

必要な機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子

炉施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，東

海発電所内及び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に

対して悪影響を及ぼさない場合は，共用できる設計とす

る。 

・設備の相違

【東海第二】

②の相違
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 （ⅱ）適合性 

     基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

緊急用海水ポンプについては，一部の敷地を共有する

東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない設

計とする。 

 

（3）設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第 2項三） 

 （ⅰ）要求事項 

     常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準

事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 （ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等について」に示す。 

 

緊急用海水系は，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系海水系に対し，多様性及び独立性を有し，位置的

分散を図る設計としている。これらの詳細については，

3.5.2.1.3項に記載のとおりである。 
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3.5.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1）容量（設置許可基準規則第 43条第 3項ー） 

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に

余裕のある容量を有するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

代替原子炉補機冷却系は，想定される重大事故等時におい

て，炉心の著しい損傷を防止するために必要な伝熱容量を有

する設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水

車（熱交換器ユニット用）は，最終ヒートシンクへの熱を輸

送する機能が喪失した場合であって，残留熱除去系ポンプが

起動可能な状況において，残留熱除去系等の機器で発生した

熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する

熱交換器ユニット 1セット 1式と大容量送水車（熱交換器ユ

ニット用） 1セット１台を使用する。 

 

 

熱交換器ユニットの容量は熱交換容量約 23MWとして，大容

量送水車（熱交換器ユニット用）の容量は流量 900m3/hとし

て設計し，炉心の著しい損傷の防止の事故シーケンスのうち，

崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）において，

事故発生 20時間後に代替原子炉補機冷却系を用いて残留熱

除去系によるサプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド運転を行った場合に，同時に代替原子炉補機冷却系を用い

て燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの冷却を行

った場合の冷却効果を確保可能な設計とする。 

また，熱交換器ユニットの保有数は， 6号及び 7号炉共用

で 4セット 4式に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として 1式（6号及び 7号炉共用）の

合計 5式を保管する。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）の保有数は， 6号及

び 7号炉共用で 4セット 4 台に加えて，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として 1台（6号及び 7

号炉共用）の合計 5台を保管する。 

(48-7) 

 3.5.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十

分に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系は，想定される重大事故等時に

おいて，炉心の著しい損傷を防止するために必要な伝熱

容量を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，最終ヒートシンクへの熱を輸送する

機能が喪失した場合であって，残留熱除去系ポンプが起

動可能な状況において，残留熱除去系等の機器で発生し

た熱を除去するために屋外の接続口を使用する場合は，

必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する移動式代替熱交

換設備１セット１台と大型送水ポンプ車１セット１台を

使用する。また，屋内の接続口を使用する場合は，大型

送水ポンプ車１セット１台を使用する。 

移動式代替熱交換設備の容量は熱交換容量約 23MWと

して，大型送水ポンプ車の容量は流量 1,800m3/hとして

設計し，炉心の著しい損傷の防止の事故シーケンスのう

ち，崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）に

おいて，事故発生８時間後に原子炉補機代替冷却系を用

いて残留熱除去系によるサプレッション・プール水冷却

モード運転を行った場合に，原子炉補機代替冷却系を用

いて燃料プール冷却系による燃料プールの冷却を行った

場合の冷却効果を確保可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備の保有数は２セット２台に

加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として１台の合計３台を保管する。 

 

大型送水ポンプ車の保有数は，２セット２台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として１台の合計３台を保管する。 

 

（48-6） 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設計仕様の相違 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 
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(2）確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二）

( ⅰ ）要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短

時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設

備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常

設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上

の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができ

るよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニットを接続するた

めのホースは，タービン建屋側の接続口と口径を統一し，か

つ，フランジ接続とすることで，常設設備と確実に接続がで

きる設計とする。 

また， 6号及び 7号炉が相互に使用することができるよう，

それぞれの熱交換器ユニット及びホースは， 6号及び 7号炉

に接続可能な設計とする。 

また，代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱交換器ユ

ニット用）を接続するためのホースは，熱交換器ユニットの

接続口と口径を統一し，かつ，簡便な接続方式である結合金

具による接続とすることで，確実に接続可能な設計とする。 

また， 6号及び 7号炉が相互に使用することができるよう，

それぞれの大容量送水車（熱交換器ユニット用）は， 6号及

び 7号炉の熱交換器ユニットに接続可能な設計とする。 

(48-8) 

(3）複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三）

( ⅰ ）要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接

続することができなくなることを防止するため，可搬型重大

事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給する

ものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所

に設けるものであること。 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又

は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常

設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用す

ることができるよう，接続部の規格の統一その他の適切

な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備を接続

するためのホースは，屋外の接続口と口径を統一し，か

つ，フランジ接続とすることで，常設設備と確実に接続

ができる設計とする。 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車を接

続するためのホースは，移動式代替熱交換設備及び屋内

の接続口と口径を統一し，かつ，簡便な接続方式である

結合金具による接続とすることで，確実に接続可能な設

計とする。 

（48-3，48-7） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三）

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によっ

て接続することができなくなることを防止するため，可

搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電

力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異

なる複数の場所に設けるものであること。 

・他号炉と共用しない

・他号炉と共用しない

添3.5-40



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3. 1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニットの接続箇所で

ある接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人

為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなることを

防止するため，接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に

設ける設計とする。具体的には原子炉補機冷却系 A系に接続

する接続口と，原子炉補機冷却系 B系に接続する接続口をそ

れぞれ設けることとし， 6号炉についてはタービン建屋北側

屋外に 1 箇所，タービン建屋西側屋外に 1箇所， 7号炉につ

いては，タービン建屋西側屋外に 1箇所，タービン建屋南側

屋外に 1 箇所設置し，位置的分散を図っている。また，残留

熱除去系 A系及び B系いずれもサプレッション・チェンバの

除熱が可能で，あるため，原子炉補機冷却系 A系及び B系で

それぞれ接続口を設けることが可能な設計とする。 

なお，第 50条の「原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備」として代替循環冷却系を設置し，代替原子炉補

機冷却系熱交換器ユニットを使用するが，この場合は原子炉

補機冷却系 B系の接続口のみが使用可能であるため本章にお

ける接続口の位置的分散の考えと異なる。代替循環冷却系の

接続口の位置的分散については「3.7原子炉格納容器の過圧

破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50条に対

する設計方針を示す章） 」で示す。 

(48-8) 

(4）設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四）

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接

続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切

な措置を講じたものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3. 3 環境条件等」に示す。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車の接続箇所である接続口は，重大事故等

時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災

の影響により接続できなくなることを防止するため，接

続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設ける設計と

する。具体的には原子炉補機冷却系区分Ⅰに接続する接

続口と，原子炉補機冷却系区分Ⅱに接続する接続口をそ

れぞれ設けることとし，原子炉建物南側外に１箇所，原

子炉建物西側屋外に１箇所及び原子炉建物内に１箇所設

置し，位置的分散を図っている。また，残留熱除去系Ａ

系及びＢ系いずれもサプレッション・チェンバの除熱が

可能であるため，原子炉補機冷却系区分Ⅰ及び区分Ⅱそ

れぞれ接続口を設けることが可能な設計とする。 

なお，第 50条の「原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための設備」として残留熱代替除去系を設置し，原子

炉補機代替冷却系移動式代替熱交換設備を使用するが，

この場合は原子炉補機冷却系区分Ⅱの接続口のみが使用

可能であるため本章における接続口の位置的分散の考え

と異なる。残留熱代替除去系の接続口の位置的分散につ

いては「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備（設置許可基準規則第 50条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

（48-7） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設

備と接続することができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設

置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，炉心損傷前の状況で屋外に

設置する設備であり，想定される重大事故等が発生した場合

における放射線を考慮，しても，線源からの離隔距離をとる

ことにより，これら設備の設置及び常設設備との接続が可能

とする。また，現場での接続作業に当たって，簡便な結合金

具による接続方式及びフランジ接続方式により，確実に速や

かに接続可能な設計とする。 

(48 8) 

 

(5）保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

( ⅰ ）要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備

及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上

で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管するこ

と。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3. 1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，地震，津波その他の自然現

象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮，し，原子炉補機冷却水ポンプ，格

納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系と位置的分散

を図り， 

 

発電所敷地内の高台にある荒浜側高台保管場所及び大湊

側高台保管場所の複数箇所に分散して保管する。 

(48 9) 

 

 

 

 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，炉心損傷前の状況で屋外に設置する

設備であり，想定される重大事故等が発生した場合にお

ける放射線を考慮しても，線源からの離隔距離をとるこ

とにより，これら設備の設置及び常設設備との接続が可

能とする。また，現場での接続作業に当たって，簡便な

結合金具による接続方式及びフランジ接続方式により，

確実に速やかに接続可能な設計とする。 

（48-3，48-7） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所

に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，地震，津波その他の自然現象又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置そ

の他の条件を考慮し，原子炉補機冷却水ポンプ，格納容器

フィルタベント系と位置的分散を図り， 

 

 

発電所敷地内の津波の影響を受けない場所にある第１，

第３及び第４保管エリアの複数箇所に分散して保管する。 

（48-3，48-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の第４保

管エリアは EL8.5m であ

るが，防波壁の内側であ

り基準津波が防波壁を

超えないため，津波の影

響を受けない場所と記
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(6）アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第 3項六） 

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，通常時は高台に保管してお

り，想定される重大事故等が発生した場合においても，可搬

型重大事故等対処設備の運搬，移動に支障をきたすことのな

いよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保す

る。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて』参照） 

(48-10) 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第 3項七） 

( ⅰ ）要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の

冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重

大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な

措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

代替原子炉補機冷却系は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは

 

 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第３項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状

況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保でき

るよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，通常時は津波の影響を受けない場所

に保管しており，想定される重大事故等が発生した場合

においても，可搬型重大事故等対処設備の運搬，移動に

支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数の

アクセスルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設

備保管場所及びアクセスルートについて』参照） 

（48-9） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因に

よって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防

止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

原子炉補機代替冷却系は，共通要因によって設計基準

事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能

載している（以下，⑧の

相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 
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注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそ

れがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故対処設備で

ある原子炉補機冷却系及び重大事故防止設備である格納容

器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系と表 3.5 9で示すと

おり多様性，位置的分散を図る。 

また，最終ヒートシンクについても，原子炉補機冷却系及

び代替原子炉補機冷却系が海であることに対し，格納容器圧

力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は大気とし，多様性を有

する設計とする。 

(48-2,48-4,48-5,48-8,48-9) 

表 3.5-9代替原子炉補機冷却系の多様性,位置的分散 

項目 設計基準事

故対処設備 

重大事故等対処設備 

原子炉補機

冷却系 

格納容器圧力

逃がし装置 

耐圧強化

ベント系 

代替原子炉補機冷

却系 

ポ ン プ ( 淡

水) 

原子炉補機

冷却水ポン

プ〈タービン

建屋〉 

－ － 熱交換器ユニット

(代替原子炉補機

冷却水ポンプ)〈屋

外〉 

ポ ン プ ( 海

水) 

原子炉補機

冷却海水ポ

ンプ〈タービ

ン建屋〉

－ － 大容量送水車(熱

交換器ユニット

用)〈屋外〉 

熱交換器 原子炉補機

冷却水系熱

交換器〈ター

ビン建屋〉 

－ － 熱交換器ユニット

(熱交換器)〈屋外〉 

最終ヒート

シンク

海 大気 大気 海 

駆動電源 非常用交流

電源設備(非

常用ディー

ゼル発電機)

〈原子炉建

屋〉 

不要 不要 一(大容量送水車

(熱交換器ユニッ

ト用))可搬型代替

交流電源設備(電

源車)(熱交換器ユ

ニット(代替原子

炉補機冷却水ポン

プ))〈屋外〉

〈 〉内は設置場所を示す 

若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故

に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基

準事故対処設備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海

水系を含む。）及び重大事故防止設備である格納容器フィ

ルタベント系と表 3.5-9で示すとおり多様性，位置的分

散を図る。 

また，最終ヒートシンクについても，原子炉補機冷却

系（原子炉補機海水系を含む。）及び原子炉補機代替冷却

系が海であることに対し，格納容器フィルタベント系は

大気とし，多様性を有する設計とする。 

（48-2，48-3，48-4，48-7，48-8） 

表 3.5-9 原子炉補機代替冷却系の多様性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処

設備 

重大事故等対処設備 

原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水

系を含む。） 

格納容器フィ

ルタベント系

原子炉補機代替冷却系 

ポンプ（淡水） 原子炉補機冷却水

ポンプ〈原子炉建

物付属棟〉 

－ 移動式代替熱交換設備 

（移動式代替熱交換設

備淡水ポンプ）〈屋外〉 

ポンプ（海水） 原子炉補機海水ポ

ンプ〈屋外〉

－ 大型送水ポンプ車〈屋

外〉 

熱交換器 原子炉補機冷却系 

熱交換器〈原子炉

建物付属棟〉 

－ 移動式代替熱交換設備 

（熱交換器）〈屋外〉 

最終ヒートシ

ンク

海 大気 海 

駆動電源 非常用ディーゼル 

発電機〈原子炉建

物付属棟〉 

不要 ガスタービン発電機〈ガ

スタービン発電機建物〉

〈 〉内は設置場所を示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違
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3.5.2.2 格納容器圧力逃がし装置 

3.5.2.2.1 設備概要 

格納容器圧力逃がし装置は，設計基準事故対処設備の有する

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，炉心

の著しい損傷等を防止するため，大気を最終ヒートシンクとし

て原子炉格納容器から熱を輸送することを目的として使用す

る。 

本系統は，フィルタ装置，よう素フィルタ及びラプチャーデ

ィスク，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備，代替所内電気設備，常設代替直流電源設備，可搬型直

流電源設備），計測制御装置，及び流路である不活性ガス系，耐

圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし装置及び遠隔空気駆動弁

操作設備の配管及び弁並びにホース等，排出元である原子炉格

納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊弁を含む）で構

成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系等を経由し

て，フィルタ装置及びよう素フィルタへ導き，放射性物質を低

減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出すること

で，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を抑制しつ

つ，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場で

ある大気へ輸送できる設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-3，本系統に関する重大

事故等対処設備一覧を表 3.5-10に示す。 

格納容器圧力逃がし装置の詳細は， 「3.7 原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50条に対

する設計方針を示す章）」で記述している。 

3.5.2.2 格納容器圧力逃がし装置 

3.5.2.2.1 設備概要 

  格納容器圧力逃がし装置は，設計基準事故対処設備の有する

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であり，

かつ残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サ

プレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却系）が使用できない場合に，炉心の著しい損傷又は

原子炉格納容器破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずる

ものに限る。) を防止するため，重大事故防止設備として，大

気を最終ヒートシンクとして熱を輸送する設計とする。 

  本系統の主要設備は，フィルタ装置，圧力開放板等で構成し，

中央制御室での弁操作によって原子炉格納容器からの排気ラ

インの流路構成を行い，ベントガス圧力で圧力開放板が破裂す

ることにより，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス系及

び耐圧強化ベント系を介してフィルタ装置へ導き，放射性物質

を低減させた後に原子炉建屋原子炉棟屋上に設ける排気口を

通して放出する。 

  格納容器圧力逃がし装置を使用する際には，サプレッショ

ン・プールでのスクラビング効果が期待できるサプレッショ

ン・チェンバ側からのベント（ウエットウェルベント）を第一

3.5.2.2 格納容器フィルタベント系 

3.5.2.2.1 設備概要 

格納容器フィルタベント系は，設計基準事故対処設備の有する

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，炉心の

著しい損傷等を防止するため，大気を最終ヒートシンクとして原

子炉格納容器から熱を輸送することを目的として使用する。 

本系統は，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器及び圧力開放板，電源設備（常設代替交流

電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，常設代

替直流電源設備，可搬型直流電源設備），計測制御装置及び流路で

ある窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フィルタベ

ント系の配管及び弁並びにホース等，排出元である原子炉格納容

器（サプレッション・チェンバ，真空破壊装置を含む）で構成し，

原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第

１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物屋上に

設ける放出口から排出することで，排気中に含まれる放射性物質

の環境への放出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄積した熱

を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-5，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.5-10に示す。 

格納容器フィルタベント系の詳細は，「3.7 原子炉格納容器の過

圧破損を防止するための設備（設置許可基準規則第 50条に対する

設計方針を示す章）」で記述している。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の排出経

路に設置される隔離弁

は，空気作動弁を設置し

ない設計のため，遠隔空

気駆動弁操作設備の配

管はない 

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は，８段落下

にて記載 

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は，８段落下

にて記載 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，格納容
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優先とするが，何らかの原因によりウエットウェルベントがで

きない場合は，ドライウェル側からのベント（ドライウェルベ

ント）を行う。ドライウェルベントを行った際には，サプレッ

ション・チェンバ内の圧力は真空破壊装置を介してドライウェ

ルへ排出する。

  本系統を使用した際に原子炉格納容器からのベントガスが流

れる配管には，系統構成上必要な隔離弁及び圧力開放板が設置

される。操作を行う必要がある隔離弁については，遠隔人力操

作機構を用いて全ての電源喪失時においても原子炉建屋原子

炉棟外から人力にて操作を行うことが可能な設計としている。 

  ベントガスを大気放出した際に発生する配管内の蒸気凝縮ド

レンは，配管に適切な勾配を設けることでフィルタ装置内のス

クラビング水に合流する設計としている。ただし，ベントガス

放出と共に水蒸気が放出され，スクラビング水位は徐々に低下

することから，放射性物質除去性能維持のため可搬型代替注水

大型ポンプによるフィルタ装置の水位調整が可能な設計とし

ている。 

  なお，放射性物質を効果的に捕集・保持するためにスクラビ

ング水に添加されている薬剤は，スクラビング水の蒸発では減

少しないことから，予め待機中から十分な量の薬剤を添加して

おくことで，ベント中の薬剤調整が不要となる設計としてい

る。 

一方，本系統を使用した際には，原子炉格納容器内に含まれ

る非凝縮性ガスが本系統を経由して大気へ放出されるため，系

統内での水素爆発を防ぐために，可搬型窒素供給装置を用いて

本系統内を不活性化しておく。 

フィルタ装置及び入口側の配管は，本系統を使用した際に放

射線量が高くなることから，遮蔽のためにフィルタ装置格納槽

（地下埋設）又は原子炉建屋原子炉棟内に設置し，復旧作業に

おける被ばくを低減する。本系統全体の概要図を第 3.5－2 図

に，本系統に属する重大事故等対処設備を第 3.5－9 表に示す。 

  なお，格納容器圧力逃がし装置の詳細は，「3.7原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための設備(格納容器圧力逃がし装

置)について」で示す。 

器フィルタベント系の

詳細は 50条にて記載 
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図 3.5-3 格納容器圧力逃がし装置 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5－2図 格納容器圧力逃がし装置系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5-5 格納容器フィルタベント系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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格納容器空気 

置換排風機 

原子炉建物原子炉棟 

窒素供給ライン 

接続口 

圧力開放板 

窒素排気 

ライン 

LX 

PX 

TE 

PX 

第１ベントフィルタ出口水素濃度接続口 

RO RO 
RO 

ウェットウェル 

LX 

（サプレッション・チェンバ（Ｓ／Ｃ）） 

窒素排気ライン 

AO 
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MV217-23 
NC 

 

NC 

 

MO 

スクラバ水 

ｐＨ計へ 

ドレン移送ライン 

薬品注入タンク 

N2 MO 

MO 

スクラバ水 

ｐＨ計より 

RE 

PX 

MO 

Ｓ／Ｃへ 

AO 

AO 

MO 

第１ベントフィルタ 

出口放射線モニタ 

（低レンジ） 

可搬式窒素供給装置 

 

 

※１ 

※５ 

※４ 

※３ 

※２ 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設置方針を
示す章）」で示す。 
・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設置方針を
示す章）」で示す。 

MO 

MO 

MO 

MO 雨水排水ライン 

第１ベント 

フィルタ 

スクラバ容器 

第１ベント   

フィルタ格納槽   

原子炉棟 

空調換気系へ 

第１ベントフィルタ 

銀ゼオライト容器 

第１ベントフィルタ 

出口放射線モニタ 

（高レンジ） 

～ 
※６ 

窒素供給ライン 

接続口 

原子炉建物付属棟 

 

※１ 

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

※２ 

※３ 

※４ 

※５ 

※６ ～ 窒素供給 

ライン 

接続口 

（建物内） 

遠隔手動弁操作機構 

配管 

遮蔽 

重大事故等対処設備（主要設備） 

重大事故等対処設備（付属設備） 
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表 3.5-10 格納容器圧力逃がし装置に関する重大事故等対処設備

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 フィルタ装置【常設】 

よう素フィルタ【常設】 

ラプチャーディスク【常設】 

附属設備 ドレン移送ポンプ【常設】 

ドレンタンク【常設】 

遠隔手動弁操作設備【常設】 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ【可搬】 

可搬型窒素供給装置【可搬】 

スクラバ水 pH制御設備【可搬】 

フィルタベント遮蔽壁【常設】 

配管遮蔽【常設】 

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)【可搬】 

水源※1 防火水槽【常設】 

淡水貯水池【常設】 

排出元 原子炉格納容器(サプレッション・チェンバ,真空破壊弁を含

む)【常設】 

 

流路 不活性ガス系配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系配管・弁【常設】 

格納容器圧力逃がし装置配管・弁【常設】 

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬】 

注水先 

 

－ 

電源設備※2 常設代替交流電源設備 

第一ガスタービン発電機【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(16kL)【可搬】 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

代替所内電気設備 

緊急用断路器【常設】 

緊急用電源切替箱断路器【常設】 

緊急用電源切替箱接続装置【常設】 

AM用動力変圧器【常設】 

AM用 MCC【常設】 

AM用切替盤【常設】 

AM用操作盤【常設】 

非常用高圧母線 C系【常設】 

非常用高圧母線 D系【常設】 

常設代替直流電源設備 

AM用直流 125V蓄電池【常設】 

AM用直流 125V充電・器【常設】 

可搬型直流電源設備 

電源車【可搬】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下

の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備※3 フィルタ装置水位【常設】 

フィルタ装置入口圧力【常設】 

フィルタ装置出口放射線モニタ【常設】 

フィルタ装置水素濃度【常設】 

フィルタ装置金属フィルタ差圧【常設】 

フィルタ装置スクラバ水 pH【常設】 

第 3.5－9表 格納容器圧力逃がし装置に関する重大事故等対処

設備一覧（1／2） 

設備区分 設備名 

主要設備 

フィルタ装置【常設】 

可搬型窒素供給装置 

窒素供給装置【可搬】 

窒素供給装置用電源車【可搬】 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）【常設】 

第一弁（Ｄ／Ｗ側）【常設】 

第二弁【常設】 

第二弁バイパス弁【常設】 

遠隔人力操作機構【常設】 

第二弁操作室遮蔽【常設】 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）【可搬】 

第二弁操作室差圧計【常設】 

圧力開放板【常設】 

関連

設備 

付属設備 

フィルタ装置遮蔽【常設】 

配管遮蔽【常設】 

移送ポンプ【常設】 

可搬型代替注水中型ポンプ【可搬】 

可搬型代替注水大型ポンプ【可搬】 

水源※１ 
西側淡水貯水設備【常設】 

代替淡水貯槽【常設】 

流路 

不活性ガス系配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系配管・弁【常設】 

格納容器圧力逃がし装置配管・弁【常設】 

原子炉格納容器（サプレッション・プールを含む）【常設】 

真空破壊装置【常設】 

窒素供給配管・弁【常設】 

第二弁操作室空気ボンベユニット（配管・弁）【常設】 

移送配管・弁【常設】 

補給水配管・弁【常設】 

注水先 フィルタ装置【常設】 

※1 水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

第 3.5－9表 格納容器圧力逃がし装置に関する 

重大事故等対処設備一覧（2／2） 

設備区分 設備名 

関連

設備 

電源設備※

１ 

（燃料給

油設備含

む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※

２ 

フィルタ装置水位【常設】 

フィルタ装置圧力【常設】 

フィルタ装置スクラビング水温度【常設】 

フィルタ装置出口放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)【常設】 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

フィルタ装置入口水素濃度【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力【常設】 

※1  電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第 57 条に対する

表 3.5-10 格納容器フィルタベント系に関する重大事故等対処設

備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 第１ベントフィルタスクラバ容器【常設】 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器【常設】 

圧力開放板【常設】 

遠隔手動弁操作機構【常設】 

附属設備 可搬式窒素供給装置【可搬型】 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽【常設】 

配管遮蔽【常設】 

水源 － 

排出元 原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊装置を

含む）【常設】 

流路 窒素ガス制御系 配管・弁【常設】 

非常用ガス処理系 配管・弁【常設】 

格納容器フィルタベント系 配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 － 

電源設備※１ 

（燃料補給設備を

含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常

設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常

設】 

タンクローリ【可搬型】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下

の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常

設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※2 スクラバ容器水位【常設】 

スクラバ容器圧力【常設】 

・設備の相違 
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ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ気体温度【常設】

格納容器内圧力(D/W)【常設】

格納容器内圧力(S/C)【常設】

計装設備(補助)※

4

ドレンタンク水位【常設】 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力【常設】 

※1:水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可

基準規則第 56条に対する設計方針を示す章)」で示す。

※2:単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。

電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※3:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態

計装設備については「3.15計装設備(設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※4:重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ

設計方針を示す章)」で示す。 

※2 計装設備については「3.15計装設備(設置許可基準規則第 58条に対する設

計方針を示す章)」で示す。

スクラバ容器温度【常設】

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ （高レンジ・低レンジ）

【常設】

第１ベントフィルタ出口水素濃度 【可搬型】

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】

※１：単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

3.5.2.2.2 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，設計基準事

故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

及び原子炉補機冷却系と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，表 3.5-11に示すとおり多様性，位置的分散を図った

設計とする。 

残留熱除去系及び原子炉補機冷却系との独立性については，表

3.5 12で示すとおり地震，津波，火災，溢水により同時に故障

することを防止するために独立性を確保する設計とする。 

また，排出経路に設置される隔離弁の電源については，常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による

遠隔操作が可能な設計とすることとしているが，遠隔手動弁操作

設備等を用いて必要に応じて現場での手動操作も可能な設計と

することで駆動源の多様化を図っている。 

また，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系について

は，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系と異なり，ポンプや熱交

換器等を必要としないが，これらの系統を構成する主要設備につ

いては，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系に対して位置的分散

を図った設計とする。 

3.5.2.2.2 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

  格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，設計基準

事故対処設備である残留熱除去系(原子炉停止時冷却系)，残留

熱除去系(サプレッション・プール冷却系)，残留熱除去系(格納

容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除去系海水系と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，第 3.5－10表に示すとおり

多様性及び独立性，位置的分散を図った設計とする。 

  残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サプレ

ッション・プール冷却系），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却系）及び残留熱除去系海水系との独立性については，第 3.5

－11表で示すとおり地震，津波，火災，溢水が共通要因となり

機能喪失しないよう独立性を有する設計とする。 

  格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，ポンプ及

び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱

の輸送が可能な設計とすることで，残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系，格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション・プー

ル冷却系）及び残留熱除去系海水系に対して多様性を有する設

計とする。 

  第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），耐圧強化ベント系

一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁の電源について

3.5.2.2.2 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

格納容器フィルタベント系は，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む。）と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，表 3.5-11に示すとおり多様性，位置的分散を図った設計

とする。 

残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）との独立性については，表 3.5-12 で示すとおり地震，津波，

火災，溢水により同時に故障することを防止するために独立性を

確保する設計とする。 

また，排出経路に設置される隔離弁の電源については，常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による遠

隔操作が可能な設計とすることとしているが，遠隔手動弁操作機

構等を用いて必要に応じて現場での手動操作も可能な設計とする

ことで駆動源の多様化を図っている。 

また，格納容器フィルタベント系については，残留熱除去系及

び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と異なり，ポン

プや熱交換器等を必要としないが，これらの系統を構成する主要

設備については，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）に対して位置的分散を図った設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違

・記載方針の相違

【東海第二】 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【東海第二】
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なお，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の配管及

び，弁の一部については，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系の

配管及び弁と同一階に設置されているが，残留熱除去系及び原子

炉補機冷却系の配管及び弁とは区画された部屋に設置すること

より，位置的分散を図った設計とする。 

は，常設代替高圧電源装置又は可搬型代替低圧電源車より供給

可能な設計とするとともに，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／

Ｗ側）は，遠隔人力操作機構を用いて必要に応じて原子炉建屋

原子炉棟外での手動操作が可能な設計とし，耐圧強化ベント系

一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁については，駆動

部にハンドルを設けることで現場での手動操作が可能な設計と

することで，弁操作における駆動源の多様性を有する設計とす

る。 

格納容器圧力逃がし装置は，フィルタ装置を屋外の格納容器

圧力逃がし装置格納槽，圧力開放板を原子炉建屋近傍の屋外に

設置することで，原子炉建屋原子炉棟に設置する残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッション・プー

ル冷却系），残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留

熱除去系海水系に対して位置的分散を図った設計とする。 

耐圧強化ベント系は，流路である耐圧強化ベント系配管・弁

等を，残留熱除去系ポンプ，残留熱除去系熱交換器と別区画に

設置することで，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系），残留熱

除去系（サプレッション・プール冷却系），残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系海水系に対して可能な

限り位置的分散を図った設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系は，除熱手段

の多様性及び機器の位置的分散により，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却系），残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系），

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系海

水系に対して独立性を有する設計とする。 

なお，格納容器フィルタベント系の配管及び弁の一部について

は，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系配管及び弁と同一階に設

置されているが，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系配管及び弁

とは区画された部屋に設置することより，位置的分散を図った設

計とする。 

①の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，フィル

タベント隔離弁につい

ては 50条にて記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，同項に

て同様の記載をしてい

る 

・設備の相違

【東海第二】

①の相違
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表 3.5-11多様性,位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系(格納

容器スプレイ冷却モ

ード) 

原子炉補機冷

却系 

格納容器圧力

逃がし装置 

耐圧強化

ベント系 

ポンプ 残留熱除去ポンプ 原子炉補機冷

却水ポンプ 

原子炉補機冷

却海水ポンプ 

不要※１ 不要※２ 

（原子炉建屋地下３

階） 

タービン建屋

地下１階

水源 サプレッション・チ

ェンバ 

海 

原子炉建屋地下３階 

駆動用空

気 

不要 不要 

潤滑方式 水潤滑 原子炉補機冷

却水ポンプ：油

浴方式 

原子炉補機冷

却海水ポン

プ：水潤滑 

冷却水 原子炉補機冷却水系

及び原子炉補機冷却

海水系 

不要 

駆動電源 非常用交流電源設備

(非常用デイーゼル

発電機) 

非常用交流電

源設備(非常用

デイーゼル発

電機 

原子炉建屋地上 1階 原子炉建屋地

上 1階 

※1 格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置,よう素フィルタ及びラプチャーディ

スクについては,原子炉建屋東側屋外(6号炉),原子炉建屋南東側屋外(7号炉)

に設置する

※2 耐圧強化ベント系は,残留熱除去系及び原子炉補機冷却系と区画され分離され

ている 

第 3.5－10表 多様性及び独立性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系 

(原子炉停止時冷却系，サプ

レッション・プール冷却系及

び格納容器スプレイ冷却系) 

残留熱除

去系海水

系 

格納容器圧力 

逃がし装置 

耐圧強化 

ベント系 

原子炉建屋原子炉棟 

（ポンプ，熱交換器） 

屋外（ポン

プ） 

格納容器圧力逃が

し装置格納槽（フィ

ルタ装置），原子炉

建屋近傍屋外（圧力

開放板） 

原子炉建屋 

原子炉棟（流

路） 

ポンプ 

残留熱除去系ポンプ 

(原子炉建屋原子炉棟地下2

階) 

残留熱除去

系海水系 

ポンプ 

不要 不要 

水源 
サプレッション・チェンバ又

は原子炉圧力容器 
海 

駆動用空

気 
不要 不要 

潤滑油 不要(内包油) 
不要(内包

油) 

冷却水 残留熱除去系海水系 自己冷却 

駆動電源 
非常用ディーゼル発電機 

（原子炉建屋付属棟地下1階） 

表 3.5-11 多様性，位置的分散 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止

設備 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む。） 

格納容器フィ

ルタベント系

ポンプ 残留熱除去ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

不要※１ 

原子炉建物原子炉棟地

下２階 

原子炉建物付属棟１階 

屋外 

水源 サプレッション・チェン

バ 

海 

原子炉建物原子炉棟地

下２階 

駆動用空

気 

不要 不要 

潤滑方式 油浴方式 原子炉補機冷却水ポン

プ：油浴方式 

原子炉補機海水ポンプ：

水潤滑 

冷却水 原子炉補機冷却水系及

び原子炉補機冷却海水

系 

不要 

駆動電源 非常用交流電源設備（非

常用デイーゼル発電機） 

非常用交流電源設備（非

常用デイーゼル発電機） 

原子炉建物付属棟地下

２階 

原子炉建物付属棟地下２

階 

※１ 格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベントフィルタ格納槽内

に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置する。

・設備の相違
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表 3.5-12設計基準事故対処設備との独立性 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系(格納容器スプレイ

冷却モード) 

原子炉補機冷却系 

格納容器圧力逃がし装置 

耐圧強化ベント系 

共
通
要
因
故
障 

地震 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系は耐震 S

クラス設計とし,重大事故防止設備である格納容器圧力逃がし装置及

び耐圧強化ベント系は基準地震動 Ssで機能維持できる設計とすること

で,基準地震動 Ssが共通要因となり故障することのない設計とする。 

津波 6号炉及び 7号炉の原子炉建屋及びフィルタベント遮蔽壁は,基準津波

が到達しない位置に設置することで,津波が共通要因となり故障する

ことのない設計とする。  

火災 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系と,重大

事故防止設備である格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系

は,火災が共通要因となり同時に故障することのない設計とする(「共

－7重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」に示

す)。 

溢水 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系と,重大

事故防止設備である格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系

は,浴水が共通要因となり同時に故障することのない設計とする(「共

－8重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」に示

す)。 

 

 

第 3.5－11表 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系(原子炉停止時冷却

系，サプレッション・プール冷却

系及び格納容器スプレイ冷却系)，

残留熱除去系海水系 

格納容器圧力逃がし装置 

耐圧強化ベント系 

共
通
要
因
故
障 

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系(原子炉停止時冷却系，サプレ

ッション・プール冷却系及び格納容器スプレイ冷却系) ，残留熱除去

系海水系は耐震Ｓクラス設計とし，重大事故防止設備の格納容器圧力

逃がし装置及び耐圧強化ベント系は基準地震動ＳＳで機能維持できる

設計とすることで，基準地震動ＳＳが共通要因となり故障することの

ない設計とする。 

津波 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系(原子炉停止時冷却系，サプレ

ッション・プール冷却系及び格納容器スプレイ冷却系)及び残留熱除

去系海水系並びに重大事故防止設備の格納容器圧力逃がし装置及び

耐圧強化ベント系は，防潮堤及び浸水防止設備を設置することで，津

波が共通要因となって故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系(原子炉停止時冷却系，サプレ

ッション・プール冷却系及び格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除

去系海水系並びに重大事故防止設備の格納容器圧力逃がし装置及び

耐圧強化ベント系は，火災が共通要因となり同時に故障することのな

い設計とする。詳細は「2.2火災による損傷の防止」で記載する。 

溢水 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系(原子炉停止時冷却系，サプレ

ッション・プール冷却系及び格納容器スプレイ冷却系) 及び残留熱除

去系海水系並びに重大事故防止設備の格納容器圧力逃がし装置及び

耐圧強化ベント系は，溢水が共通要因となり同時に故障することのな

い設計とする。詳細は「重大事故等対処設備を対象とした溢水防護の

基本方針について」で記載する。 
 

表 3.5-12 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 設計基準事故対処設備 重大事故防止設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

格納容器フィルタベント系 

 

共
通
要
因
故
障 

地震 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）は耐震 Sクラス設計とし，重大事故防止設備であ

る格納容器フィルタベント系は基準地震動Ｓｓで機能維持できる設計

とすることで，基準地震動Ｓｓが共通要因となり故障することのない

設計とする。 

津波 原子炉建物，第１ベントフィルタ格納槽及び原子炉建物近傍は，基準

津波が到達しない位置に設置することで，津波が共通要因となり故障

することのない設計とする。  

火災 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）と，重大事故防止設備である格納容器フィルタ

ベント系は，火災が共通要因となり同時に故障することのない設計と

する（「共－７重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針につ

いて」に示す）。 

 

溢水 設計基準事故対処設備の残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）と，重大事故防止設備である格納容器フィルタ

ベント系は，溢水が共通要因となり同時に故障することのない設計と

する（「共－８重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針につ

いて」に示す）。 

 

 

・設備の相違 

 

3.5.2.3 耐圧強化べント系 

3.5.2.3.1 設備概要 

耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備の有する最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，炉心の著

しい損傷等を防止するため，大気を最終ヒートシンクとして

原子炉格納容器から熱を輸送することを目的として使用す

る。 

本系統を使用する際には，サプレッション・チェンバ内での

スクラビング効果が期待できるウェットウェルベントを優先

とするが，サプレッション・チェンバ側のベントラインが水没

した場合，若しくは何らかの原因によりサプレッション・チェ

ンバ側からのベントが実施できない場合は， ドライウェル側

からベントを行う。ドライウェルベントを行った際には，サプ

レッション・チェンバ内の雰囲気ガスは真空破壊弁を経由して

ドライウェルへ排出される。 

本系統は，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交

流電源設備，代替所内電気設備， 常設代替直流電源設備，可

搬型直流電源設備），計測制御装置，及び流路である不活性ガ

ス系，耐圧強化ベント系，遠隔空気駆動弁操作設備及び非常用

ガス処理系の配管及び弁並びに主排気筒（内筒），排出元であ

3.5.2.3 耐圧強化ベント系 

3.5.2.3.1 設備概要 

  耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備の有する最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合で，かつ残留熱

除去系(原子炉停止時冷却系)，残留熱除去系(サプレッション・

プール冷却系)及び残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)の

使用が不可能な場合に，原子炉格納容器破損を防止するため，

大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送するために重大事故防

止設備として設けるものである。 

  耐圧強化ベント系は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，サプ

レッション・チェンバ及びドライウェルから不活性ガス系及び

原子炉建屋ガス処理系を経由して，排気筒に隣接して同じ高さ

まで設ける非常用ガス処理系排気筒を通じ放出することで，原

子炉格納容器内に蓄積した熱を大気へ輸送できる設計とする。

耐圧強化ベント系は，原子炉格納容器のサプレッション・チェ

ンバ側及びドライウェル側のいずれからも排気できる設計と

し，ドライウェル側からのベントを行う際には，サプレッショ

ン・チェンバ内の原子炉格納容器内雰囲気ガスは真空破壊装置

（サプレッション・チェンバ→ドライウェル）を経由してドラ

イウェルへ排出される設計とする。 

 ・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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る原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊弁を

含む）等で構成し，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性ガス

系及び本系統を経由して非常用ガス処理系へ導き，原子炉建屋

屋上に設置している主排気筒（内筒）を通して大気へ放出する。 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-4，本系統に関する重大

事故等対処設備一覧を表 3.5-13に示す。 

 

  ベントを行う際は，サプレッション・プールでのスクラビン

グ効果が期待できるウェットウェルベントを優先するが，サプ

レッション・チェンバ側のベントラインが水没した場合は，ド

ライウェル側からベントを行う設計とする。 

  耐圧強化ベント系の排出経路に設置する隔離弁（第一弁（Ｓ

／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），耐圧強化ベント系一次隔離弁及

び耐圧強化ベント系二次隔離弁）は電動弁とし，常設代替交流

電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源

設備である可搬型代替低圧電源車から給電できる設計とすると

ともに，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側）については駆

動部に遠隔人力操作機構を設け，原子炉建屋原子炉棟外から手

動操作できる設計とする。 

  なお，サプレッション・チェンバ側からの排気ではサプレッ

ション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウェルか

らの排気では，ドライウェル床面からの高さを確保するととも

に燃料有効長頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで，

長期的にも水没の悪影響を受けない設計とする。 

本系統は配管及び弁等で構成し，原子炉格納容器内の雰囲気

ガスを不活性ガス系及び本系統を経由して原子炉建屋ガス処理

系へ導き，主排気筒に沿って設置している原子炉建屋ガス処理

系配管を通して大気へ放出する設計とする。また，耐圧強化ベ

ント系は，排出経路配管に放射線検出器を設置することにより，

放出された放射性物質濃度を測定することが可能な設計とす

る。 

  本系統全体の概要図を第 3.5－3図に，本系統に属する重大事

故対処設備を第 3.5－12表に示す。 

  本設備は，中央制御室での弁操作によって原子炉格納容器か

らの排気ラインの流路構成を行うことにより，ベントを実施可

能な設計とする。また，電源喪失により中央制御室からの弁操

作が不可能となった場合においても，現場での弁操作によりベ

ントを実施することが可能な設計とする。 
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図 3.5-4 耐圧強化ベント系系統概要図 

 

 

 

 

第 3.5－3図 耐圧強化ベント系 系統概要図 
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表 3.5-13耐圧強化ベント系に関する重大事故等対処設備一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備 － 

附属設備 遠隔手動弁操作設備【常設】 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ【可搬】 

排出元 原子炉格納容器(サプレッション・チェンバ,真空破壊弁を含む)【常

設】 

流路 不活性ガス系配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系(W/W)配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系(D/W)配管・弁【常設】 

遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁【常設】 

非常用ガス処理系配管・弁【常設】 

主排気筒(内筒)【常設】 

注水先 － 

電源設備※1 常設代替交流電源設備 

第一ガスタービン発電機【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(16kL)【可搬】 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

代替所内電気設備 

緊急用断路器【常設】 

緊急用電源切替箱断路器【常設】 

緊急用電源切替箱接続装置【常設】 

AM用動力変圧器【常設】 

AM用 MCC【常設】 

AM用切替盤【常設】 

AM用操作盤【常設】 

非常用高圧母線 C系【常設】 

非常用高圧母線 D系【常設】 

常設代替直流電源設備 

AM用直流 125V蓄電池【常設】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

電源車【可搬】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下の設備

を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備※2 ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ気体温度【常設】 

格納容器内圧力(D/W)【常設】 

格納容器内圧力(S/C)【常設】 

耐圧強化ベント系放射線モニタ【常設】 

フィルタ装置水素濃度【常設】※3 

※1:単線結線図を補足説明資料 48-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章)」で示す。 

※2:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備(設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※3:フィルタ装置水素濃度については,設置許可基準規則第 52条において原子炉

格納容器内の水素ガスを排出する際に要求されるものである。格納容器圧力逃

がし装置と兼用であり,サンプリングラインを切り替えることによって,耐圧

強化ベント系も計測可能である。 

第 3.5－12表 耐圧強化ベント系に関する重大事故等対処設備一

覧（1／2） 

設備区分 設備名 

主要設備 

第一弁（Ｓ／Ｃ側）【常設】 

第一弁（Ｄ／Ｗ側）【常設】 

耐圧強化ベント系一次隔離弁【常設】 

耐圧強化ベント系二次隔離弁【常設】 

関連

設備 

付属設備 遠隔人力操作機構【常設】 

水源 － 

流路 

不活性ガス系配管・弁【常設】 

耐圧強化ベント系配管・弁【常設】 

原子炉建屋ガス処理系配管・弁【常設】 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバを含む）【常設】 

真空破壊装置【常設】 

注水先 － 

 

 

第 3.5－12表 耐圧強化ベント系に関する重大事故等対処設備一

覧（2／2） 

設備区分 設備名 

関連

設備 

電源設備※１ 

（燃料給油

設備含む） 

常設代替交流電源設備 

常設代替高圧電源装置【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型代替低圧電源車【可搬】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型設備用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

計装設備※２ 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ雰囲気温度【常設】 

サプレッション・プール水位【常設】 

ドライウェル圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力【常設】 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器内酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

耐圧強化ベント系放射線モニタ【常設】 

※1 電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則第 57 条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※2 計装設備については「3.15 計装設備(設置許可基準規則第 58 条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 
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3.5.2.3.2主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1)耐圧強化ベント系

最高使用圧力 ：620kPa[gage] 

最高使用温度 ：171℃ 

容量 :約 15.8kg/s 

なお,電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57

条に対する設計方針を示す章)」,計装設備については「3.15計装

設備(設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章)」で示

す。 

3.5.2.3.2 主要設備の仕様 

(1) 耐圧強化ベント系(配管及び弁)

兼用する設備は以下のとおり。

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

系統数      1 

系統設計流量  約 48,000kg／h 

ａ．第一弁（Ｓ／Ｃ側） 

型    式 電気作動 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa［gage］ 

最高使用温度 200℃ 

材    料 ステンレス鋼

ｂ．第一弁（Ｄ／Ｗ側） 

型    式 電気作動 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa［gage］ 

最高使用温度 200℃ 

材    料 ステンレス鋼

ｃ．耐圧強化ベント系一次隔離弁 

型    式 電気作動 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa［gage］ 

最高使用温度 200℃ 

材    料 ステンレス鋼

ｄ．耐圧強化ベント系二次隔離弁 

型    式 電気作動 

個 数 1 

最高使用圧力 0.62MPa［gage］ 

最高使用温度 200℃ 

材    料 ステンレス鋼

3.5.2 3.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

耐圧強化ベント系の多重性又は多様性及び独立性，位置的分

散の確保については「3.5. 2. 2. 2 多重性又は多様性及び独立

性，位置的分散の確保」で示す。 

3.5.2.3.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散の確保 

  耐圧強化ベント系の多重性又は多様性及び独立性，位置的分

散の確保については「3.5.2.2.2多重性又は多様性及び独立性，

位置的分散の確保」で示す。 
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3.5.2.3.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.5.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43条第ⅰ項への適合方針 

 

(1）環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項ー） 

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3. 3 環境条件等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系を構成する機器は，原子炉建屋原子炉区

域内及び屋外に設置されている設備であることから，想定さ

れる重大事故等時における原子炉建屋原子炉区域内及び屋

外の環境条件及び荷重条件を考慮，し，その機能を有効に発

揮することができるよう，以下の表 3.5 14に示す設計とす

る。 

(48-4,48-8,48-9) 

 

 

 

表 3.5-14想定する環境条件及び荷重条 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建屋原子炉区域内及び屋外で想定される温度,圧力,湿

度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する(詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示

す)。 

風(台風)・積雪 屋外で風荷重,積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこと

を評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても,電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

 

耐圧強化ベント系の操作は，重大事故等が発生した場合の原

子炉建屋原子炉区域内及び屋外の環境条件を考慮，し，また，

電源喪失時においても操作可能なように，原子炉建屋内の原

子炉区域外より遠隔手動弁操作設備を介しての人力操作が可

能な設計とする。 

3.5.2.3.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.5.2.3.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 

 (1) 環境条件 (設置許可基準規則第 43条第 1項一) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

 

 

    耐圧強化ベント系を構成する機器は，原子炉建屋原子炉

棟内に設置されている設備であることから，その機能を期

待される重大事故等が発生した場合における原子炉建屋原

子炉棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.5－13表に示す。 

 

 

(48－4－2～6) 

 

 

 

第 3.5－13表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候によ

る影響 
屋外に設置するものでないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを踏まえ，機器が損傷しない設計とす

る。(詳細は「2.1.3耐震設計の基本方針」に示す) 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風(台風)，竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，積雪

及び火山灰荷重の影響は受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 

 

耐圧強化ベント系の操作は，重大事故等が発生した場合の原

子炉建屋原子炉棟内環境を考慮し，中央制御室のスイッチから

遠隔操作可能な設計とする。また，電源喪失時においても操作

可能なように，原子炉建屋原子炉棟外より遠隔人力操作機構 を

介しての人力操作が可能な設計とする。 
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(2）操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

耐圧強化ベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁（一

次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側），

二次隔離弁，フィルタ装置入口弁，耐圧強化ベント弁）につ

いては，遠隔手動弁操作設備にて原子炉建屋内の原子炉区域

外より人力にて遠隔操作することにより， 重大事故等の環境

下においても確実に操作が可能となる設計とする。また， 一

次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側），

フィルタ装置入口弁，耐圧強化ベント弁については，遠隔空

気駆動弁操作用ボンベ及び遠隔空気駆動弁操作設備にて原子

炉建屋内の原子炉区域外より遠隔操作することにより，重大

事故等の環境下においても確実に操作が可能な設計とする。

さらに， 一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドラ

イウェル側），二次隔離弁については電源が復旧することによ

り，中央制御室でも遠隔操作可能である。二次隔離弁が使用

できない場合には二次隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操作設

備により，原子炉建屋内の原子炉区域外より人力にて遠隔操

作することも可能である。なお，二次隔離弁バイパス弁につ

いても，電源が復旧することにより，中央制御室でも遠隔操

作可能である。 

耐圧強化ベント系使用時に，耐圧強化ベント系に接続され

る系統との隔離のための弁（換気空調系一次隔離弁，非常用

ガス処理系一次隔離弁，非常用ガス処理系フィルタ装置出口

隔離弁 A 及び B，非常用ガス処理系 U，シール隔離弁）につい

ては，中央制御室により閉操作，若しくは閉確認をすること

ができる。なお，原子炉区域・タービン区域換気空調系，非

常用ガス処理系には，格納容器圧力逃がし装置との隔離を確

実にするため，手動駆動の二次隔離弁をそれぞれ設置してい

るが，これらの弁については通常時閉とし，さらに運転操作

上，弁を開とする必要が生じた場合には運転員を近傍に配置

 (2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

耐圧強化ベント系を使用する際に操作が必要な弁(電動

駆動弁及び空気駆動弁)については，重大事故等時の環境条

件を考慮し，中央制御室にて操作可能な設計とする。また，

駆動源喪失時においても，耐圧強化ベント系は炉心損傷前

に使用する系統であり，想定される重大事故等時における

現場の放射線量及び室温は高くない※１ことから現場にお

いて手動または，遠隔人力操作機構を用いて操作が可能で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，耐圧強化ベント系との隔離弁になる既設の非常用

ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁Ａ及び非常用ガス処理

系フィルタ装置出口隔離弁Ｂについては，フェイルオープ

ンの弁であり，駆動源喪失時に当該弁を閉にするためには，

現場においてバックアップ窒素供給弁を開にし，当該隔離

弁を閉にした上で機械的ロックをする必要がある。したが

って，操作性向上のため，当該弁のアクチュエータをバッ

クアップ窒素を要せず，手動にて閉操作可能なものに取り

替える。 
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し，緊急時には即座に弁の閉操作を可能とすることで，格納

容器圧力逃がし装置使用時には，これらの弁が確実に閉とな

るような運用とする。 

水素バイパスラインに設置される止め弁については，遠隔

手動弁操作設備にて原子炉建屋内の原子炉区域外より人力に

て遠隔操作することにより，重大事故等の環境下においても

確実に操作が可能な設計とする。 

表 3.5-15に操作対象機器を示す。これら操作機器について

は，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間

を確保する。また，それぞれの操作対象については銘板をつ

けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮，

して確実に操作が可能な設計とする。 

(48-4,48-5) 

 

 

 

 

 

表 3.5-15操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

一次隔離弁 

(サプレッション・ 

チェンバ側) 

弁閉→弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地下 1階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外) 

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

原子炉建屋地下 1階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外) 

手動操作 

(遠隔空気駆動弁

操作設備) 

一次隔離弁 

(ドライウェル側) 

弁閉→弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地上 2階 

 (原子炉建屋内の原子炉

区域外)  

 

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

原子炉建屋地下 2階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外) 

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

原子炉建屋地下 2階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外) 

手動操作 

(遠隔空気駆動弁

操作設備) 

二次隔離弁 

 

弁閉→弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外)  

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

二次隔離弁 

バイパス弁 

弁閉→弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地上 3階  

(原子炉建屋内の原子炉区

域外)  

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

フィルタ装置 

入口弁 

弁開→弁閉 原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外)  

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋内の原子炉区

手動操作 

(遠隔空気駆動弁

 

 

 

 

 

 

 

第 3.5－14 表に操作対象機器を示す。これらの機器につ

いては，運転員のアクセス性操作を考慮して十分な操作空

間を確保する。また，それぞの操作対象については銘板を

つけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考

慮して確実にできる設計する。 

(48－3－3，48－5－3) 

※1 現場の線量率は，耐圧強化ベント系配管から 30cm 離れた位置で

約 7.0mSv／hであり，弁操作を手動で行うことができる環境で

ある。また，室温についても，電源が喪失し，換気系が停止し

ていると想定しても，室温上昇は極小さく，通常待機時同等と

考えられ，弁操作を手動で行うことができる環境である。 

 

 

第 3.5－14表 操作対象機器リスト 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

第一弁（Ｓ／Ｃ側） 弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋付属棟1階 

手動操作 

（遠隔人力操作

機構） 

第一弁（Ｄ／Ｗ側） 弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋付属棟屋上 

手動操作 

（遠隔人力操作

機構） 

第二弁 弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

第二弁バイパス弁 弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

耐圧強化ベント系 

一次隔離弁 
弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋付属棟5階 手動操作 

耐圧強化ベント系 

二次隔離弁 
弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋付属棟5階 手動操作 

換気空調系 

一次隔離弁 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

換気空調系 

二次隔離弁 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建屋ガス処理系一次隔

離弁 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建屋ガス処理系二次隔

離弁 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

非常用ガス処理系 

フィルタ装置出口隔離弁Ａ 
弁閉※１ 中央制御室 スイッチ操作※１ 

非常用ガス処理系 

フィルタ装置出口隔離弁Ｂ 
弁閉※１ 中央制御室 スイッヂ操作※１ 

※1 通常待機時閉状態の弁であることから，中央制御室にてランプ確認を行う。全

閉でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉操作を行う。 

 

 

添3.5-59



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

域外) 操作設備) 

耐圧強化ベント弁 弁閉→弁開 原子炉建屋地上 3階  

(原子炉建屋内の原子炉区

域外)  

 

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外)  

手動操作 

(遠隔空気駆動弁

操作設備) 

換気空調系 

第一隔離弁  

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※1 

換気空調系 

第二隔離弁 

弁閉確認 中央制御室 手動操作※2 

非常用ガス処理系 

第一隔離弁  

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※1 

非常用ガス処理系 

第二隔離弁  

弁閉確認 中央制御室 手動操作※2 

非常用ガス処理系 

フィルタ装置出口

隔離弁 A 

  

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※1 

原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋原子炉区域

内)  

手動操作 

非常用ガス処理系 

フィルタ装置出口

隔離弁Ｂ  

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※1 

原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋原子炉区域

内)  

手動操作 

非常用ガス処理系 

U シ ー ル 隔 離 弁

 

 

  

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※1 

6号炉:原子炉建屋地上 3

階 (原子炉建屋原子炉区

域内)  

7号炉:原子炉建屋地上 4

階  

(原子炉建屋原子炉区域

内) 

手動操作 

水素バイパスライ

ン止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建屋地上 3階 

(原子炉建屋内の原子炉区

域外)  

手動操作 

(遠隔手動弁操作

設備) 

※1中央制御室にてランプ確認を行う。 

全閉でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉操作を行う。 

※2中央制御室にてランプ確認を行う。 

これらの弁は,運転操作上,弁を開とする必要が生じた場合には運転員を近傍に

配置し,緊急時には即座に弁の閉操作を可能とすることで,耐圧強化ベント系使

用時には,これらの弁が確実に閉となるような運用とする。 

 

(3）試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

( ⅰ ）要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。耐圧強化べント系において原子炉格納容器から主排気

筒（内筒）までのラインを構成する電動弁及び空気作動弁に

ついては，表 3.5-16に示すように，発電用原子炉の停止中に

機能・性能試験及び弁動作試験が可能な設計とする。発電用

原子炉の運転中については，弁の開閉試験により系統内に封

入されている窒素が外部に放出されることを防止するため，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 試験検査(設置許可基準規則第 43条第 1項三) 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

    第 3.5－15 表に示すように，原子炉格納容器から主排気

筒までのラインを構成する電動駆動弁及び空気駆動弁は，

発電用原子炉停止中に，分解検査として弁体等の部品の状

態を確認可能な設計とする。また，弁動作確認として，弁

開閉動作の確認が可能な設計とする。系統配管・弁につい
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開閉試験は実施しない。 

 

 

 

 

 

 

 

(48-6) 

 

表 3.5-16耐圧強化ベント系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

停止中 

 

機能・性能試験 漏えい確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

 

 

 

 

 

 

 

(4）切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第ⅰ項四） 

( ⅰ ）要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

本系統を使用する際には，流路に接続される弁（一次隔離

弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側），二次

隔離弁，フィルタ装置入口弁，耐圧強化ベント弁）を電源喪

失時においても遠隔手動弁操作設備にて原子炉建屋内の原子

炉区域外より人力にて遠隔操作することにより，排気ガスを

非常用ガス処理系配管を経由して主排気筒（内筒）へ導くこ

ては，機能・性能検査として漏えい確認，外観の確認が可

能な設計とする。 

    遠隔人力操作機構は，機能・性能検査として，弁，エク

ステンションロッド及び減速機等の動作状況確認が可能な

設計とする。 

なお，発電用原子炉運転中については，弁の開閉試験に

より系統内の空気が外部に放出されるため，開閉試験は実

施しない設計とする。 

（48－6－2，3） 

 

第 3.5－15表 耐圧強化ベント系の試験検査 

原子炉

の状態 
項目 内容 

停止中 

分解検査 
弁部品の分解検査（非破壊検査を

含む）又は取替 

機能・性能検査 系統漏えい確認，外観の確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

（遠隔人力操作機構） 

機能・性能検査 

弁，エクステンションロッド及び

減速機等の動作状況確認 

 

 

(4) 切替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

    耐圧強化ベント系については，本来の用途として使用す

る設計とする。当該系統を使用する際には，流路に接続さ

れる弁(第一弁(Ｓ／Ｃ側又はＤ／Ｗ側)及び耐圧強化ベン

ト弁）の開操作を中央制御室より実施することにより，ベ

ントガスを不活性ガス系及び原子炉建屋ガス処理系配管を

経由して排気筒へ導くことが可能である。また，電源喪失
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とが可能である。また， 一次隔離弁（サプレッション・チェ

ンバ側又はドライウェル側），フィルタ装置入口弁，耐圧強化

ベント弁については，遠隔空気駆動弁操作用ボンベ及び遠隔

空気駆動弁操作設備にて原子炉建屋内の原子炉区域外より遠

隔操作可能である。さらに， 一次隔離弁（サプレッション・

チェンパ側又はドライウェル側），二次隔離弁については電源

が復旧することにより，中央制御室でも遠隔操作可能である。

二次隔離弁が使用できない場合には二次隔離弁バイパス弁を

遠隔手動弁操作設備により，原子炉建屋内の原子炉区域外よ

り人力にて操作することも可能である。二次隔離弁バイパス

弁は，電源が復旧することにより，中央制御室でも遠隔操作

可能である。 

これにより，図 3.5-5及び図 3.5-6で示すタイムチャート

のとおり速やかに切替え操作が可能である。 

(48-5) 

 

 

図 3.5-5 耐圧強化ベント系による除熱のタイムチャート(ウェッ

トウェルベントの場合)* 

 

 

図 3.5-6 耐圧強化ベント系による除熱のタイムチャート(ドライ

ウェルベントの場合)* 

*:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況についての 1.5で示すタイムチャート 

時においてはこれらの弁を手動操作（遠隔人力操作機構に

よる操作含む。）により原子炉建屋原子炉棟外より人力にて

操作可能である。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  これにより，ベントが必要となるまでの間に，速やかに

切り替え操作が可能である。 

 (48－3－3，48－5－3)  
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(5）悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

( ⅰ ）要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3. 1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，不活性ガス系，非常用ガス処理系及

び格納容器圧力逃がし装置が接続されている。 

通常時に使用する系統としては表3.5 17のとおり，不活性

ガス系及び非常用ガス処理系があるが，二次隔離弁，二次隔

離弁バイパス弁及び耐圧強化ベント弁を閉状態とすることで

これらの系統とは隔離され，悪影響を防止する。格納容器圧

力逃がし装置については，通常時は使用しない系統であるた

め，系統隔離弁であるフィルタ装置入口弁については通常時

開としても悪影響を及ぼすことはない。 

 

一方で，重大事故等時において耐圧強化ベント系を使用す

る際に，排出経路を構成するための隔離境界箇所は，表3.5 18

のとおりである。 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系（非常用ガス処理系排風機入口側），及び

原子炉区域・タービン区域換気空調系との接続箇所は，一次

隔離弁と二次隔離弁の間となっており，それぞれの系統を隔

離する弁は直列に各2弁ずつ設置してある。これらの弁は通常

時閉，電源喪失時にはフェイルクローズとなる空気作動弁と

通常時閉の手動弁であり，万が一，弁座からシートパスがあ

ったとしても，排気ガスが他系統へ回り込むことを防止し，

悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，格納容器圧力逃がし装置，非常用ガス処理系（非常

用ガス処理系フィルタ装置出口側），及び原子炉建屋との隔離

弁については二次隔離弁より下流側に接続される。格納容器

 (5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第 1項五) 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

    耐圧強化ベント系には，不活性ガス系，原子炉建屋ガス

処理系及び格納容器圧力逃がし装置が接続されている。 

    通常待機時に使用する系統としては第 3.5－16 表のとお

り，不活性ガス系及び原子炉建屋ガス処理系があるが，第

一弁（Ｓ／Ｃ側及びＤ／Ｗ側），耐圧強化ベント系一次隔離

弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁を閉状態とすることで

これらの系統とは隔離され，悪影響を防止する。格納容器

圧力逃がし装置については，通常待機時は使用しない設備

であることから，第二弁，第二弁バイパス弁については，

通常待機時に閉としても悪影響はない。 

    一方で，重大事故等時に耐圧強化ベント系を使用する際

に，排気経路を構成するための隔離境界箇所は，第 3.5－17

表のとおりである。このうち，原子炉建屋ガス処理系一次

隔離弁，二次隔離弁及び換気空調系一次隔離弁，二次隔離

弁については，直列に 2 弁ずつ設置してあることから，万

が一弁にシートパスが発生したとしても，ベントガスが他

系統へ回り込むことにより悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁については，

通常待機時閉の空気作動弁であり，非常用ガス処理系の自

動起動信号により開となること及び電源喪失時にはフェイ

ルオープンとなる空気駆動弁であるため，耐圧強化ベント

系使用時には，中央制御室にて閉状態の確認又は閉操作を

行うことにより，他系統への悪影響を防止する設計とする。 

 

 

なお，非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁が何ら

かの理由で中央制御室から閉操作ができない場合でも，耐

圧強化ベント系は炉心損傷前に使用する系統であり，想定
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圧力逃がし装置との隔離弁は通常時開，電源喪失時にはフェ

イルオープンとなる空気作動弁であるため，耐圧強化ベント

系使用時には閉操作が必要である。非常用ガス処理系フィル

タ装置との隔離弁は，通常時閉の電動弁であるが，非常用ガ

ス処理系自動起動信号により自動開となるため，電源喪失時

にはアズイズとなることを考慮すると，中央制御室での閉確

認が必要である。また，排気筒で発生するドレンをサンプへ

導くラインに接続する弁については通常時開の弁であり，耐

圧強化べント系使用前に中央制御室からの閉操作が必要であ

る。 

以上のことから，耐圧強化べント系を用いる場合は，弁操

作によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

表 3.5-17他系統との隔離弁(通常時) 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

不活性ガス系 二次隔離弁 電動駆動 通常時閉 

二次隔離弁バイパス弁 電動駆動 通常時閉 

非常用ガス処理系 耐圧強化ベント弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

格納容器圧力逃がし装置※ フィルタ装置入口弁 空気駆動 通常時開 

電源喪失時開 

※格納容器圧力逃がし装置は,重大事故等対処設備であり,通常時は使用しない

系統である。

表 3.5-18他系統との隔離弁(重大事故等時) 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

非常用ガス処理系 

(非常用ガス処理系

排風機入口側) 

第一隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

第二隔離弁 手動 通常時閉 

原子炉区域・タービ

ン区域換気空調系

第一隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

第二隔離弁 手動 通常時閉 

非常用ガス処理系 

(非常用ガス処理系

フィルタ装置出口

側)

第一隔離弁 

(非常用ガス処理系フィル

タ装置出口隔離弁 A/B)

電動駆動 通常時閉 

(自動起動イン

ターロツク有)

格納容器圧力逃がし

装置 

第一隔離弁 

(フィルタ装置入口弁※)

空気駆動 通常時開 

電源喪失時開 

原子炉建屋内 第一隔離弁 

(非常用ガス処理系 Uシー

ル隔離弁)

電動駆動 通常時開 

※耐圧強化ベント使用時に切替え操作が必要(中央制御室若しくは現場にて容易に切

替え可能)

される重大事故等時における現場の放射線量及び室温は高

くないことから現場において手動にて閉操作が実施可能で

ある。 

(48－3－3，48－5－3) 

第 3.5－16表 他系統との隔離弁(通常待機時) 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

不活性ガス系 
耐圧強化ベント系 

一次隔離弁 
電動駆動 通常待機時閉 

原子炉建屋ガス処理系 
耐圧強化ベント系 

二次隔離弁 
電動駆動 通常待機時閉 

第 3.5－17表 他系統との隔離弁(重大事故等時) 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

原子炉建屋ガス処理系 一次隔離弁，二次隔離弁 空気駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時閉 

換気空調系 一次隔離弁，二次隔離弁 空気駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時閉 

原子炉建屋ガス処理系 

(非常用ガス処理系フィル

タ装置出口側)

非常用ガス処理系フィルタ

装置出口隔離弁（Ａ）， 

非常用ガス処理系フィルタ

装置出口隔離弁（Ｂ) 

電動駆動 
通常待機時閉 

電源喪失時開 

格納容器圧力逃がし装置 
第二弁，第二弁バイパス弁
※１ 電動駆動 通常待機時閉 

※1 耐圧強化ベント使用時に切替操作が必要(中央制御室にて容易に切替可能)
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(6）設置場所（設置許可基準規則第43条第ⅰ項六）

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3. 3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系の系統構成に必要な機器の設置場所，操

作場所を表3.5-19に示す。 

耐圧強化ベント系を使用する際に操作が必要な隔離弁につ

いて，炉心損傷前に耐圧強化ベント系を使用する場合におい

ては，想定される重大事故等時における放射線量は高くない

ことから，中央制御室又は離れた場所から遠隔操作が可能で

ある。また，原子炉建屋原子炉区域内に設置されている高線

量配管に対して原子炉建屋原子炉区域壁厚さが足りないた

め，遮蔽効果が不十分である場合は，操作場所での被ばく線

量率を評価した上で，追加で遮蔽体を設置する。 

(48-4,48-5) 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六)

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

耐圧強化ベント系の系統構成に必要な機器の設置場所，

操作場所を第 3.5－18 表に示す。耐圧強化ベント系を使用

する際に操作が必要な弁は，中央制御室から操作が可能な

設計としている。何らかの理由で中央制御室から閉操作が

できない場合でも，耐圧強化ベント系は炉心損傷前に使用

する系統であり，想定される重大事故等時における現場の

放射線量及び室温は高くないことから，現場において手動

又は遠隔人力操作機構を用いて操作が可能である。 

(48－3－3，48－4－2～6，48－5－3) 
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表 3.5-19操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

一次隔離弁(サプレ

ッション・チェンバ

側) 

 

原子炉建屋地下 1階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

 

中央制御室 

原子炉建屋地下 1階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

一次隔離弁(ドライ

ウェル側) 

 

原子炉建屋地上 2階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

 

中央制御室 

原子炉建屋地上 2階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

二次隔離弁 

 

原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

 

中央制御室 

原子炉建屋地上 3階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

二次隔離弁バイパス

弁 

 

原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

 

中央制御室 

原子炉建屋地上 3階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

フィルタ装置入口弁 原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

原子炉建屋地上 3階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

耐圧強化ベント弁 原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

原子炉建屋地上 3階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

換気空調系第一隔離

弁 

原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

中央制御室 

換気空調系第二隔離

弁 

原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

原子炉建屋地上 3階※1(原

子炉建屋原子炉区域内) 

非常用ガス処理系第

一隔離弁 

原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

中央制御室 

非常用ガス処理系第

二隔離弁 

原子炉建屋地上 3階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

原子炉建屋地上 3階※1(原

子炉建屋原子炉区域内) 

真空破壊弁 原子炉格納容器内 ー  

非常用ガス処理系フ

ィルタ装置出口隔離

弁 A 

原子炉建屋地上 3 階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

中央制御室 

非常用ガス処理系フ

ィルタ装置出口隔離

弁 B 

原子炉建屋地上 3 階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

中央制御室 

非常用ガス処理系 

Uシール隔離弁 

6 号炉:原子炉建屋地上 3 階

(原子炉建屋原子炉区域内)7

号炉:原子炉建屋地上 4階(原

子炉建屋原子炉区域内) 

中央制御室 

水素バイパスライン

止め弁 

原子炉建屋地上 3 階(原子炉

建屋原子炉区域内) 

原子炉建屋地上 3 階(原子

炉建屋内の原子炉区域外) 

※1これらの弁は,運転操作上,弁を開とする必要が生じた場合には運転員を近

傍に配置し,緊急時には即座に弁の閉操作を可能とすることで,耐圧強化ベント

系使用時には,これらの弁が確実に閉となるような運用とする。 

 

 

第 3.5－18表 操作対象機器設置場所 

機器名称設 設置場所 操作場所 

第一弁（Ｓ／Ｃ側） 原子炉建屋原子炉棟1階 
中央制御室 

原子炉建屋付属棟1階 

第一弁（Ｄ／Ｗ側） 原子炉建屋付属棟 4階 
中央制御室 

原子炉建屋付属棟屋上 

真空破壊装置 原子炉格納容器内 － 

耐圧強化ベント系一次隔離弁 原子炉建屋原子炉棟5階 
中央制御室 

原子炉建屋付属棟5階 

耐圧強化ベント系二次隔離弁 原子炉建屋原子炉棟5階 
中央制御室 

原子炉建屋付属棟5階 

 

 

 

3.5.2.3.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

 

 

(1）容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

( ⅰ ）要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3.2 容量等」に示す。 

3.5.2.3.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針(常設

重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合

性) 

 (1) 容量(設置許可基準規則第 43条第 2項一) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 
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耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備の有する最終

ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合に，大気を

最終ヒートシンクとして原子炉格納容器から除熱をするた

め，原子炉定格熱出力の1%に相当する15.8kg/sの蒸気を排気

することができるよう，十分な排出流量を有する設計とする。 

原子炉定格熱出力の1%とは，原子炉停止から2～3時間後に

相当する出力である。一方，炉心の著しい損傷の防止の事故

シーケンスのうち，全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG

喪失）において，炉心損傷前の格納容器べント開始は，原子

炉停止後約16時間後となっている。そのため，格納容器ベン

ト開始時における原子炉格納容器の蒸気発生量は，耐圧強化

ベント系の設計流量である15.8kg/sよりも小さいことから，

耐圧強化ベント系を用いて，原子炉格納容器から除熱するこ

とは可能である。 

また，耐圧強化ベント系を炉心損傷前に使用する場合は，

原子炉格納容器の最高使用圧力にて格納容器ベント判断をす

るものとし，格納容器ベント判断から格納容器ベント開始ま

での原子炉格納容器の圧力上昇を考慮し，耐圧強化ベント系

の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍の

620kPa[gage］とする。 

また，耐圧強化ベント系の最高使用温度は，原子炉格納容

器の最高使用温度の171℃とする。 

 

(48-7) 

 

(2）共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

( ⅰ ）要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによ

って当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合

であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

    耐圧強化ベント系の設計流量としては，耐圧強化ベント

を行う事故後約 28 時間後において原子炉格納容器内で発

生する蒸気を排気し，その熱量分を除熱できるだけの十分

な容量として，崩壊熱の 1％程度に相当する蒸気流量を排

気可能な流量とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    また，耐圧強化ベント系を重大事故防止設備として使用

する場合は，添付書類十「7.2.1.3 雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」に示す有効性評価

を踏まえ，原子炉格納容器の最高使用圧力にてベント判断

をするものとし，ベント判断からベント開始までの原子炉

格納容器の圧力上昇を考慮し，0.62MPa［gage］を重大事故

等時使用圧力とする。また，この時の原子炉格納容器内の

温度以上となるように，重大事故等時使用温度を 200℃と

する。 

(48－7－4～7) 

 

 (2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第 2項二) 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 
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（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3. 1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，二以上の発電用原子炉施設において

共用しない設計とする。 

 

 

(3）設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43

条第2項三） 

( ⅰ ）要求事項 

常設重大事故防止設備は共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については， 「2.3. 1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却

系とは構成機器を共用していないため，残留熱除去系及び原

子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能が失われるこ

とはない。また，耐圧強化ベント系は，原子炉建屋内の残留

熱除去系ポンプ及び熱交換器並びにタービン建屋内の原子炉

補機冷却水ポンプ，海水ポンプ及び熱交換器と異なる区画に

設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

(48-2,48-4,48-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

    耐圧強化ベント系の各機器については，一部の敷地を共

有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 

 

 (3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43

条第 2項三) 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    設計方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

    耐圧強化ベント系は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)とは構成機器を共用し

ておらず，また，耐圧強化ベント系及び残留熱除去系(格納

容器スプレイ冷却系)が設置されるエリアは，各々区画され

近接していないことから，耐圧強化ベント系及び残留熱除

去系(格納容器スプレイ冷却系)が，共通要因によって同時

に機能喪失しない設計とする。 

  

 

(第 3.5－10表) 
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3. 5. 3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.1 原子炉補機冷却系 

3.5.3.1.1 設備概要 

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機

器で発生する熱を冷却除去するために設けるものである。本

系統は，想定される重大事故等時においても，非常用機器，

残留熱除去系機器，燃料プール冷却浄化系機器等の冷却を行

うための機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

本系統は，非常用炉心冷却系の区分Ⅰ，区分Ⅱ及び区分Ⅲ

に対応した3系統としており，その系統は中間ループ及び海水

系で構成し，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却水系

熱交換器，原子炉補機冷却海水ポンプ，配管及び弁類等で構

成する。原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却水系熱交

換器及び原子炉補機冷却海水ポンプは，各区分において通常

運転時は1台運転としており， 1台予備とする。 

 

 

 

 

本系統に関する系統概要図を図3.5-7，本系統に関する重大

事故等対処設備（設計基準拡張） 一覧を表3.5 20に示す。 

 

 

3.5.3 重大事故等対処設備 

3.5.3.1 残留熱除去系 

3.5.3.1.1 設備概要 

   残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）については，「3.4 原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備（設置許可基準規則第 47条に対する設計方針

を示す章）」，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）については，

「3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可

基準規則第 49条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.5.3.2 残留熱除去系海水系 

3.5.3.2.1 設備概要 

   残留熱除去系海水系は，通常の原子炉停止時及び原子炉隔

離時の崩壊熱及び残留熱の除去，原子炉冷却材喪失時の炉心

冷却等を目的とし設置される残留熱除去系の残留熱除去系

熱交換器に海水を送水するための設備である。海を水源と

し，残留熱除去系海水系ポンプにて，非常用取水設備である

貯留堰，取水路及び取水ピットを通じて海水を取水し，ポン

プ出口に設置される残留熱除去系海水系ストレーナにて異

物を除去し海水を送水する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 残留熱除去系海水系に関する重大事故等対処設備一覧を第

3.5－19表に示す。  

 

 

 

 

 

 

3.5.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.1 原子炉補機冷却系 

3.5.3.1.1 設備概要 

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機器で

発生する熱を冷却除去するために設けるものである。本系統は，

想定される重大事故等時においても，非常用機器，残留熱除去系

機器，燃料プール冷却系機器等の冷却を行うための機能を期待す

るため，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

本系統は，非常用炉心冷却系の区分Ⅰ，区分Ⅱ及び区分Ⅲに対

応して，原子炉補機冷却系区分Ⅰ，原子炉補機冷却系区分Ⅱ，高

圧炉心スプレイ補機冷却系に分け，非常用炉心冷却系の各区分ご

とに独立に冷却できる機能を有する。 

また，残留熱除去系機器の冷却は，残留熱除去系の２系統に対

応して上記の原子炉補機冷却系の区分Ⅰ，区分Ⅱの２区分に分離

し，また，高圧炉心スプレイ系機器の冷却は，高圧炉心スプレイ

補機冷却系で独立に冷却を行うことができる。 

その他常用機器冷却は上記の原子炉補機冷却系の区分Ⅰ，区分

Ⅱで行い，非常時は弁により非常用機器冷却と分離することがで

きる。 

本系統に関する系統概要図を図 3.5-6 及び図 3.5-7，本系統に

関する重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧を表 3.5-13及び

表 3.5-14に示す。 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，RCW/R

SW 系の２系統及び HPCW

/HPSW 系を１系統設置

する（以下，⑨の相違） 
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図 3.5-7 原子炉補機冷却系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5-6 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 系統

概要図 

 

 

 

 

図 3.5-7 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海

水系を含む。） 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.5-20原子炉補機冷却系に関する重大事故等対処設備(設計基

準拡張)一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉補機冷却水ポンプ【常設】 

原子炉補機冷却海水ポンプ【常設】 

原子炉補機冷却水系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源 非常用取水設備 

 海水貯留堰【常設】 

 スクリーン室【常設】 

 取水路【常設】 

 補機冷却用海水取水路【常設】 

 補機冷却用海水取水槽【常設】 

流路 原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ 

原子炉補機冷却系サージタンク 

電源設備※1 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機(設計基準拡張)【常設】 

 

計装設備※2 原子炉補機冷却水系系統流量【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量【常設】 

計装設備(補助)※3 RCWサージタンク水位【常設】 

原子炉補機冷却水系熱交換器出口冷却水温度【常設】 

※1:電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※2:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15計装設

備(設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※3:重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助

パラメータ 

第 3.5－19表 残留熱除去系海水系に関する重大事故等対処設備

一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

残留熱除去系海水系ポンプ【常設】 

残留熱除去系海水系ストレーナ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

残留熱除去系ポンプ【常設】※１ 

関連設備 

付属設備 － 

水源※２ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 

残留熱除去系海水系配管・弁【常設】 

非常用取水設備 

 貯留堰【常設】 

 取水路【常設】 

 取水ピット【常設】 

注水先 － 

電源設備※３

（燃料給油設

備含む） 

非常用交流電源設備 

 ２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ【常設】 

燃料給油設備 

軽油貯蔵タンク【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ【常設】 

計装設備＊４ 

残留熱除去系熱交換器入口温度 【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度 【常設】 

残留熱除去系海水系系統流量 【常設】 

残留熱除去系系統流量【常設】 

残留熱除去系ポンプ吐出圧力【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

※1 残留熱除去系については，「3.4原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

※2 水源については，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3 電源設備については，「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

※4 計装設備については，「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

表 3.5-13 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に関す

る重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉補機冷却水ポンプ【常設】 

原子炉補機海水ポンプ【常設】 

原子炉補機冷却系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源 非常用取水設備 

 取水口【常設】 

 取水管【常設】 

 取水槽【常設】 

流路 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ【常設】 

原子炉補機冷却系サージタンク【常設】 

電源設備※1 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※2 残留熱除去系熱交換器冷却水流量【常設】 

計装設備（補助）※3 ＲＣＷサージタンク水位【常設】 

ＲＣＷ熱交出口温度【常設】 

※１:電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※２:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設

備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※３:重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パ

ラメータ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.5-14高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海

水系を含む。）に関する重大事故等対処設備（設計基準

拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ【常設】 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ【常設】 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源 非常用取水設備 

 取水口【常設】 

 取水管【常設】 

 取水槽【常設】 

流路 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ【常設】 

原子炉補機冷却系サージタンク【常設】 

電源設備※1 非常用交流電源設備 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※2 ― 

※１:電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※２:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設

備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 

 

3.5.3.1.2主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 原子炉補機冷却水ポンプ 

 

 

容量(区分Ⅰ及びⅡ)  ：1300m3/h/台 

容量(区分Ⅲ)     ：1100m3/h/台(6号炉) 

800m3/h/台(7号炉) 

 

個数         ：1/区分(予備 1/区分)/通常運

転時 

：2/区分/通常運転時以外 

 

 

 

取付箇所       ：タービン建屋地下 1階及び地

下 2階 

 

 

 

 

3.5.3.2.2 主要設備の仕様 

  主要設備の機器仕様を以下に示す。 

(1) 残留熱除去系海水系ポンプ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 原子炉補機冷却系 

 

ａ．冷却水ポンプ 

容量         ：約 1,700m3/h/台 

 

 

 

個数         ：２/区分 

 

 

 

 

 

取付箇所       ：原子炉建物付属棟１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設計仕様の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，２区分

のうち１区分を予備と

する（以下，⑩の相違） 
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(2) 原子炉補機冷却海水ポンプ

容量 ：1800m3/h/台 

個数 ：1/区分(予備 1/区分)/通常運

転時 

:2/区分/通常運転時以外 

取付箇所 ：タービン建屋地下 1階 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

型 式 たて形うず巻式 

台 数 4 

容 量 約 886m３／h（1台当たり） 

全  揚  程 約 184m 

最高使用圧力 3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 38℃ 

本体材料  鋳鋼 

(2) 残留熱除去系海水系ストレーナ

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設

型 式 円筒縦形 

基 数 2 

最高使用圧力 3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 38℃ 

本 体 材 料  ステンレス鋼

ｂ．海水ポンプ 

容量 ：約 2,000m3/h/台 

個数 ：２/区分 

取付箇所 ：屋外 

・設備の相違

【東海第二】 

設計仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違及び設計仕

様の相違 

・記載方針の相違

【東海第二】

⑤の相違
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(3) 原子炉補機冷却水系熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容量(区分Ⅰ及びⅡ)  ：約 17MW/基(海水温度 30℃にお

いて) 

容量(区分Ⅲ)     ：約 16MW/基(海水温度 30℃にお

いて) 

個数         ：1/区分(予備 1/区分)/通常運

転時 

：2/区分/通常運転時以外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取付箇所       ：タービン建屋地下 1階及び地

下 2階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 残留熱除去系熱交換器 

   兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備    

   ・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

   ・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

型    式     縦型Ｕチューブ式 

基    数     2 

 

伝 熱 容 量      約 19.4×10３kW（1基当たり） 

(原子炉停止時冷却モ-ド) 

 

 

 

 

 

最高使用圧力 

     管   側     3.45MPa［gage］ 

胴   側     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 

管   側     249℃ 

胴   側     249℃ 

材    料 

管   側     白銅管 

胴   側     炭素鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下 2階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容量         ：約 10MW/基（海水温度 30℃に

おいて） 

 

 

個数         ：３/区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取付箇所       ：原子炉建物付属棟１階 

 

 

(2) 高圧炉心スプレイ系補機冷却系 

ａ．冷却水ポンプ 

容量         ：約 240m3/h/台 

個数         ：１/区分 

取付箇所       ：原子炉建物付属棟地下２階 

 

ｂ．海水ポンプ 

容量         ：約 340m3/h/台 

個数         ：１/区分 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設計仕様の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設計仕様の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違 
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なお,電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章)」,計装設備については

「3.15 計装設備(設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針

を示す章)」で示す。 

(4) 残留熱除去系ポンプ

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

型 式 たて形電動うず巻式 

台 数 3 

容 量 約 1,690m３／h（1台当たり） 

全  揚 程 約 85m 

最高使用圧力 3.50MPa［gage］ 

最高使用温度 182℃ 

本 体 材 料 鋳鋼 

取 付 箇 所 原子炉建屋原子炉棟地下 2階 

取付箇所 ：屋外 

ｃ．熱交換器 

容量  ：約 2.7 MW/基（海水温度 30℃

において） 

個数 ：１/区分 

取付箇所 ：原子炉建物付属棟地下２階 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

・資料構成の相違

【東海第二】 

⑥の相違

・記載方針の相違

【東海第二】
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3.5. 3.1. 3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

原子炉補機冷却系は想定される重大事故等時に重大事故等対

処設備（設計基準拡張）として使用するため， 「2.3重大事故

等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を

除く設計方針を適用して設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機冷却水ポンプ原子炉補機冷却海水ポンプ，及び原

子炉補機冷却水系熱交換器については，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使

用するため，他の設備に悪影響を及ぼさない設計である。 

 

 

原子炉補機冷却系は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計である。 

 

基本方針については「2.3. 1 多様性位置的分散悪影響防止

等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ，及び

原子炉補機冷却水系熱交換器については，設計基準事故時の最

終ヒートシンクへ熱を輸送する機能を兼用しており，設計基準

事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容

量に対して十分である。 

基本方針については， 「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポンプ，及び

原子炉補機冷却水系熱交換器については，タービン建屋内に設

置される設備であることから，想定される重大事故等が発生し

た場合におけるタービン建屋内の環境条件及び荷重条件を考

慮，し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.5-21

に示す設計とする。 

3.5.3.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

  残留熱除去系海水系は，想定される重大事故等時に重大事故

等対処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関

する基本方針」のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針

を適用して設計を行う。 

 

 

  ただし，常設代替交流電源設備からの給電により残留熱除去

系海水系を復旧させる場合については，残留熱除去系海水系は，

設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機からの給

電により起動する残留熱除去系海水系に対して，駆動電源の多

様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備の多様性及び

位置的分散については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57 条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

 

  残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設

計基準対象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事

故等においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない

設計である。 

   

 

残留熱除去系海水系は，二以上の発電用原子炉施設において

共用しない設計である。 

 

  基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等について」に示す。   

  残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設

計基準事故時の残留熱除去熱交換器への海水供給機能を兼用し

ており，設計基準事故時に使用する場合のポンプ流量及び熱交

換器伝熱容量が，残留熱除去系の系統容量に対して十分である

ため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

  基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

   

 

 

 

 

 

3.5.3.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）及び高圧炉心ス

プレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）は，想

定される重大事故等時に重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポンプ，原子炉補機

冷却系熱交換器，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高圧炉心

スプレイ補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換

器については，設計基準対象施設として使用する場合と同様の系

統構成で重大事故等においても使用するため，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計である。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）及び高圧炉心ス

プレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）は，二

以上の発電用原子炉施設において共用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポンプ，及び原子炉

補機冷却系熱交換器については，設計基準事故時の最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能を兼用しており，設計基準事故時に使用

する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分

である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器，高圧炉

心スプレイ補機冷却水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱

交換器については原子炉建物付属棟に設置される設備であること

から，想定される重大事故等が発生した場合における原子炉建物

内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮する

ことができるよう，表 3.5-15に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，RCWを

重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として位置

付ける 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 
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また，使用時に海水を通水する原子炉補機冷却水系熱交換器

内の一部及び原子炉補機冷却海水ポンプは，海水の影響を考慮

した設計とし，ストレーナを設置することで異物の流入を防止

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.5-21想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

タービン建屋内で想定される温度,圧力,湿度及び放射線条件

下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため,天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する

系統への影響 

常時海水を通水するため,耐腐食性材料を使用する設計とす

る。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する(詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す)。 

風(台風)・積雪 タービン建屋内に設置するため,風(台風)及び積雪の影響は受

けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする 

 

 

 

 

  また，残留熱除去系海水系ポンプの取水箇所である取水路は，

設計基準事故時の取水路と兼用しており，設計基準事故時に使

用する場合のポンプ流量及び熱交換器伝熱容量に対して十分で

あるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

 

 

 

  残留熱除去系海水系ポンプは，屋外に設置される設備である

ことから，想定される重大事故等が発生した場合における屋外

の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる

よう，第 3.5－20表に示す設計である。 

  

 

   

 

 

 

 

  残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋原子炉棟内に設置され

る設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合

における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能

を有効に発揮することができるよう，第 3.5－21 表に示す設計

である。 

 

第 3.5－20表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水及び凍

結対策を考慮した設計とする。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水するため，耐腐食性材料の使用により影響を受けな

い設計とする。 

地震 
適切な地震荷重との組合せをを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

屋外に設置するため，想定される風（台風）及び竜巻の風荷重，

積雪，火山の影響による荷重を考慮し，機器が損傷しない設計

とする。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプに

ついては屋外に設置される設備であることから，想定される重大

事故等が発生した場合における屋外の環境条件及び荷重条件を考

慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.5-16に

示す設計とする。 

 

また，使用時に海水を通水する原子炉補機冷却系熱交換器内及

び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の一部並びに原子炉補機

海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，海水の影響

を考慮した設計とし，ストレーナを設置することで異物の流入を

防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

表 3.5-15 想定する環境条件及び荷重条件（原子炉建物付属棟内） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

常時海水を通水するため，耐腐食性材料を使用する設計とす

る。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物付属棟内に設置するため，風（台風）及び積雪の影

響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.23 及びまと

め資料添付 3.23 にて記

載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

・整理方針の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

⑦の相違 
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また，原子炉補機冷却系は中央制御室にて操作可能な設計

である。原子炉補機冷却系の系統構成及び運転に必要な操作

機器は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線

量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については， 「2.3. 3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機冷却系については，設計基準対象施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用す

る設計である。 

また，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却海水ポン

プ，及び原子炉補機冷却水系熱交換器については，発電用原

子炉の運転中又は停止中に系統の機能・性能及び漏えいの有

無の確認並びに弁動作試験が可能な設計であり，発電用原子

炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

第 3.5－21表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を

使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水するため，耐腐食性材料の使用により影響を受けな

い設計とする。 

地震 
適切な地震荷重との組合せをを考慮した上で機器が損傷しな

い設計とする（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟内に設置するため，風（台風），竜巻，積

雪及び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響を受けない。 

また，残留熱除去系ポンプは中央制御室にて操作可能な設計

とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

  残留熱除去系海水系は，設計基準事故対処設備として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等時においても使用する設計

である。 

また，残留熱除去系海水系ポンプは，発電用原子炉の運転中

に機能・性能検査が可能な設計とする。残留熱除去系海水系ポ

ンプ及び残留熱除去系熱交換器は，停止中に分解検査及び外観

検査が実施可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性につい

て」に示す。 

表 3.5-16 想定する環境条件及び荷重条件（屋外） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び

凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する

系統への影響 

使用時に海水を通水する機器については海水の影響を考慮した

設計とする 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しないこ

とを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積

雪 

屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを評

価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が

損なわれない設計とする。 

また，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）及び高

圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含

む。）は中央制御室にて操作可能な設計である。原子炉補機冷却

系（原子炉補機海水系を含む。）及び高圧炉心スプレイ補機冷却

系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）の系統構成及び運転

に必要な操作機器は，中央制御室で操作することから，操作位置

の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）及び高圧炉心

スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）に

ついては，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等においても使用する設計である。 

また，原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポンプ，原子

炉補機冷却水熱交換器，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ，高

圧炉心スプレイ補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却

系熱交換器については，発電用原子炉の運転中又は停止中に系統

の機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁動作試験が可能な

設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可

能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

・設計方針の相違

【東海第二】 

⑦の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

⑨の相違
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まとめ資料比較表 〔49条 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉の原子炉格納容器スプレイは，ドライウェル側へのスプレイの方が効果的なため，有効性評価において，サプレッション・チェンバ内へのスプレイを考慮していない

② 島根２号炉の格納容器代替スプレイ系（可搬型）に用いる可搬型ポンプは１種類

③
島根２号炉の可搬型代替交流電源設備については柏崎6/7，東海第二と同仕様のもの(500kVA/台)を配備しているが，低圧原子炉代替注水ポンプはポンプ電動機容量が大きいため，
可搬型代替交流電源設備で起動させない

④ 島根２号炉の有効性評価において格納容器冷却は，格納容器フィルタベント系による除熱を考慮し，残留熱除去系による格納容器冷却モードは考慮していない

⑤ 島根２号炉は，ポンプ１台で必要流量を満足できる設計としている

⑥ 島根２号炉の格納容器代替スプレイ系（常設）は，SA専用系統であり，待機状態において常用系統と隔離された設計であり，起動前の他系統との隔離操作は不要である

⑦ 島根２号炉は，水源確保のための操作不要

⑧ 島根２号炉は，系統構成に必要な弁の操作が，中央制御室の操作スイッチにより可能

⑨ 島根２号炉の格納容器代替スプレイ系（可搬型）に用いる可搬型ポンプは１種類

⑩
柏崎6/7の代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は可搬型ポンプを複数台組み合わせた構成としているが，島根２号炉の格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，可搬型ポンプ１
台で構成し，必要流量を満足できる設計としている

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には，設計基準事故対処設備が

有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において

炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために必要な設備を設けなければなら

ない。 

２ 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる

ために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させるために必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格

納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させ

るために必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故等対処設備 

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポ

ンプ又は水源）が機能喪失しているものとして，格納容

器スプレイ代替注水設備を配備すること。 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備は，設計基

準事故対処設備に対して，多様性及び独立性を有し，位

置的分散を図ること。 

（２）兼用 

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器破

損防止目的の設備は，同一設備であってもよい。 

3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が

有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において

炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために必要な設備を設けなければなら

ない。 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる

ために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させるために必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉

格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下さ

せるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 (1) 重大事故等対処設備 

  ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポ

ンプ又は水源）が機能喪失しているものとして、格納容

器スプレイ代替注水設備を配備すること。 

  ｂ）上記a）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準

事故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置

的分散を図ること。 

 (2) 兼用 

  ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第2項の格納容器破

損防止目的の設備は、同一設備であってもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49条】 

 

 

 

 

 

 

 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有

する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉

心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるために必要な設備を設けなければならな

い。 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる

ために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させるために必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉

格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下さ

せるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故等対処設備 

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポ

ンプ又は水源）が機能喪失しているものとして、格納容

器スプレイ代替注水設備を配備すること。 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準

事故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置

的分散を図ること。 

（２）兼用 

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器破

損防止目的の設備は、同一設備であってもよい。 
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3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

3.6.1 設置許可基準規則第 49 条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が

喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備とし

て，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプ

レイ冷却系（可搬型）を設ける。

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容

器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並び

に放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備として，代替

格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）を設ける。 

3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

3.6.1 設置許可基準規則第49条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに

放射性物質の濃度を低下させるために必要な重大事故等対処設

備を設置及び保管する。 

3.6.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器内の冷却等のための設備のうち，設計基準事

故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場

合において炉心の著しい損傷を防止するために原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させるため，また，炉心の著しい損傷

が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため

に原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を

低下させるための設備として，代替格納容器スプレイ冷却系（常

設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）を設ける。 

3.6 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

3.6.1 設置許可基準規則第 49条への適合方針 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が

喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備とし

て，格納容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ

系（可搬型）を設ける。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容

器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並び

に放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備として，格納

容器代替スプレイ系（常設）及び格納容器代替スプレイ系（可搬

型）を設ける。 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.6.1.1 項に

記載 
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（1） 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の設置（設置許可

基準規則解釈の第 1項（1）a）） 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，設計基準事故対

処設備である残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却

モード）の機能喪失又はサプレッション・チェンバのプー

ル水を水源として使用できない場合に，廃棄物処理建屋内

に設置された復水移送ポンプを用い，残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却モード）の水源とは異なる復水貯蔵槽を

水源として，ドライウェル内及びサプレッション・チェン

バ内にスプレイすることで原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させることができる設計とする。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，スプレイ

水の放射性物質叩き落としの効果により原子炉格納容器内

に浮遊する放射性物質の濃度を低下させることができる設

計とする。 

(1) 炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器内冷却

に用いる設備 

ａ．フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格

納容器の冷却（設置許可基準規則解釈の第 1項（１）ａ）） 

残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)が機能喪失し

た場合の重大事故等対処設備として，代替格納容器スプ

レイ冷却系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプによ

り，代替淡水貯槽の水を残留熱除去系等を経由して原子

炉格納容器内のスプレイヘッダからドライウェル内にス

プレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を

低下させることができる設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，代替所内電

気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設）の設置（設置許可基準規

則解釈の第１項(1)a)） 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処設

備である残留熱除去ポンプ（格納容器冷却モード）の機能喪

失又はサプレッション・チェンバのプール水を水源として使

用できない場合に，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設

置された低圧原子炉代替注水ポンプを用い，残留熱除去系（格

納容器冷却モード）の水源とは異なる低圧原子炉代替注水槽

を水源として，ドライウェル内にスプレイすることで原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる設計と

する。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，スプレイ水の放

射性物質叩き落としの効果により原子炉格納容器内に浮遊す

る放射性物質の濃度を低下させることができる設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の原子炉

格納容器スプレイは，ド

ライウェル側へのスプ

レイの方が効果的なた

め，有効性評価におい

て，サプレッション・チ

ェンバ内へのスプレイ

を考慮していない（以

下，①の相違） 

・記載方針の相違

【東海第二】 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資 料 本 文 3.6.1.1(1)

ａ．(a)項に記載 
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（2） 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の設置（設置許

可基準規則解釈の第 1項（1）a）） 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は， 設計基準事

故対処設備である残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ

冷却モード），復水移送ポンプが機能喪失した場合に，可搬

型代替注水ポンプ（A-2 級）を用い，残留熱除去系（格納

容器スプレイ冷却モード），代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）の水源とは異なる，代替淡水源（淡水貯水池及び

防火水槽）を水源として，復水補給水系，残留熱除去系を

通じてドライウェル内及びサプレッション・チェンバ内に

スプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を

低下させることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，スプレ

イ水の放射性物質叩き落としの効果により原子炉格納容器

内に浮遊する放射性物質の濃度を低下させることができる

設計とする。 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉

格納容器の冷却（設置許可基準規則解釈の第 1項（１）ａ）） 

残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)の機能が喪失

した場合の重大事故等対処設備として，代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポンプ

により，西側淡水貯水設備の水を，可搬型代替注水大型

ポンプにより，代替淡水貯槽の水を残留熱除去系等を経

由してスプレイヘッダからドライウェル内にスプレイす

ることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

ることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替淡水

源が枯渇した場合において，重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備である可搬型代替注水中型ポンプ又は

可搬型代替注水大型ポンプにより海を利用できる設計と

する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，代替所内

電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また，

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設

計とする。 

 

 

 

 

(2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）の設置（設置許可基準

規則解釈の第１項(1)a）） 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対処

設備である残留熱除去ポンプ（格納容器冷却モード），低圧原

子炉代替注水ポンプが機能喪失した場合に，大量送水車を用

い，残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプ

レイ系（常設）の水源とは異なる，代替淡水源（輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を水源として，残留熱除去

系を通じてドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格

納容器内の圧力及び温度を低下させることができる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，スプレイ水の

放射性物質叩き落としの効果により原子炉格納容器内に浮遊

する放射性物質の濃度を低下させることができる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（可搬

型）に用いる可搬型ポン

プは１種類（以下，②の

相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資 料 本 文 3.6.1.1(1)

ａ．(b)項に記載 
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ｂ．サポート系故障時に用いる設備 

(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子炉格

納容器の冷却 

全交流動力電源喪失又は残留熱除去系海水系機能喪失

によるサポート系の故障により，残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッション・

プール冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設

備として使用する代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

は，「(1)a.(a) 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）によ

る原子炉格納容器の冷却」と同じである。 

(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉

格納容器の冷却 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッション・

プール冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処設

備として使用する代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，「(1)a.(b) 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）に

よる原子炉格納容器の冷却」と同じである。 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却系）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系）が起動できない場合の重大事故等対処

設備は，「(1)b.(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却系）の復旧」と同じである。 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）の復旧 

全交流動力電源喪失により，残留熱除去系（サプレッ

ション・プール冷却系）が起動できない場合の重大事故

等対処設備は，「(1)b.(d)常設代替交流電源設備による残

留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）の復旧」

と同じである。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資 料 本 文 3.6.1.1(1)

ｂ.項に記載 

（3） 設計基準事故対処設備に対する多様性，独立性，位置的

分散の確保（設置許可基準規則解釈の第 1 項（1）ｂ）） 

 

 

 

 

(2) 設計基準事故対処設備に対する多様性及び独立性，位置的

分散の確保（設置許可基準規則解釈の第1項（１）ｂ）） 

 

 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備に対する多様性，独立性，位置的分

散の確保（設置許可基準規則解釈の第１項(1)b）） 
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上記（1）及び（2）の重大事故等対処設備である代替格

納容器スプレイ冷却系（常設），代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード）に対して，異なるポン

プ（復水移送ポンプ又は可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）），

駆動源（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備

及びディーゼルエンジン），冷却源（自滑水冷却）を用いる

ことで多様性及び独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉建屋内に設置されている残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却モード）に対して，常設設備である復

水移送ポンプは廃棄物処理建屋内に設置しており，常設代

替交流電源設備は屋外に設置することで位置的分散を図っ

た設計とする。 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却系）と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，常設低圧代替注水系ポンプを代替所内電気設

備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電により駆動できることで，非常用所内電気設

備を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動する

残留熱除去系ポンプを用いた残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却系）に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の電動弁は，ハンド

ルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設

備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計と

する。また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の電動弁

は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独

立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備

を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とす

る。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，代替淡水

貯槽を水源とすることで，サプレッション・チェンバを水源

とする残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）に対して異

なる水源を有する設計とする。 

 

常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽は，常設低圧

代替注水系格納槽内に設置することで，原子炉建屋原子炉棟

内の残留熱除去系ポンプ及びサプレッション・チェンバと共

通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

 

 

上記(1)及び(2)の重大事故等対処設備である格納容器代替

スプレイ系（常設），格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却モ

ード）に対して，異なるポンプ（低圧原子炉代替注水ポンプ

又は大量送水車），駆動源（常設代替交流電源設備又はディー

ゼルエンジン），冷却源（自滑水冷却）を用いることで多様性

及び独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉建物内に設置されている残留熱除去系（格納

容器冷却モード）に対して，常設設備である低圧原子炉代替

注水ポンプは原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽内に設置しており，常設代替交流電源設備はガスタービン

発電機建物内に設置することで位置的分散を図った設計とす

る。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の可搬型

代替交流電源設備につ

いては柏崎 6/7，東海第

二 と 同 仕 様 の も の

(500kVA/台)を配備して

いるが，低圧原子炉代替

注水ポンプはポンプ電

動機容量が大きいため，

可搬型代替交流電源設

備で起動させない 

（以下，③の相違） 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.6.1.1.1 項

に記載 
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代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却系）及び代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを

空冷式のディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機

駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却系）及び代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に対し

て多様性を有する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の電動弁は，ハン

ドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源

設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計

とする。また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の電

動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，

独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設

備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とす

る。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水

中型ポンプは，西側淡水貯水設備を水源とすることで，サプ

レッション・チェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却系）及び代替淡水貯槽を水源とする代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）に対して異なる水源を有する設計

とする。また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可

搬型代替注水大型ポンプは，代替淡水貯槽を水源とすること

で，サプレッション・チェンバを水源とする残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却系）及び代替淡水貯槽を水源とする代替

格納容器スプレイ冷却系（常設）に対して異なる水源を有す

る設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，原子炉建屋及び常設低圧代替注水系格納槽から離れた屋

外に分散して保管することで，原子炉建屋内の残留熱除去系

ポンプ及び常設低圧代替注水系格納槽内の常設低圧代替注水

系ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.6.1.1.1 項

に記載 
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可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）及び可搬型代替交流電

源設備については，屋外に保管し，屋外から異なる複数の

接続口に接続可能とし，残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）に対して位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，多様性及び独立性，位置的分散については，

3.6.2.1.3 項に詳細に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止

するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）は，残留熱除去系と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去系配管

との合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立

性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によっ

て，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器

スプレイ冷却系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）に対して重大事故

等対処設備としての独立性を有する設計とする。また，これ

らの多様性及び位置的分散によって，代替格納容器スプレイ

冷却系（常設）及び代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計

とする。 

 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については「第

五十七条 電源設備」に記載する。 

 

 

なお，多様性及び独立性，位置的分散については3.6.2.1.3

項，3.6.2.2.3項に詳細を示す。 

 

その他，設計基準対象施設である原子炉格納容器を重大事

故等対処設備として使用する。 

 

大量送水車については，屋外に保管し，屋外から異なる複

数の接続口に接続可能とし，残留熱除去系（格納容器冷却モ

ード）に対して位置的分散を図った設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，多様性及び独立性，位置的分散については，3.6.2.1.3

項及び 3.6.2.2.3項に詳細に示す。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違のため，島根

２号炉は，可搬型代替交

流電源設備の位置的分

散について記載してい

ない 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.6.1.1.1 項

に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，電源設

備を 57条に記載 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資 料 本 文 3.6.1.1(1)

ａ．項に記載 
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（4） 兼用について（設置許可基準規則解釈の第 1 項（2）a）） 

本項における炉心損傷防止目的の設備と格納容器破損防

止目的の設備は同一設備とする。 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事

故等時においてその機能を期待するため，以下の設備を重

大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

(3) 兼用について（設置許可基準規則解釈の第1項（２）ａ）） 

本項における炉心損傷防止目的の設備と原子炉格納容器破

損防止目的の設備は同一設備とする。 

その他，設計基準事故対処設備であるが，重大事故等時に

おいて健全であれば，以下の設備を重大事故等対処設備とし

て使用する。 

(4) 兼用について（設置許可基準規則解釈の第１項(2)a）） 

本項における炉心損傷防止目的の設備と格納容器破損防止

目的の設備は同一設備とする。 

その他，設計基準対処施設であるが，想定される重大事故

等時においてその機能を期待するため，以下の設備を重大事

故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

（5） 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード） 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，サプ

レッション・チェンバのプール水をドライウェル内及びサ

プレッション・チェンバ内にスプレイする。 

 

 

ドライウェル内にスプレイされた水は，ベント管を通っ

て，サプレッション・チェンバ内に戻り，サプレッション・

チェンバ内にスプレイされた水とともに残留熱除去系の熱

交換器で冷却された後，再びスプレイされる。 

 

(4) 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格

納容器内の除熱 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，サプレッシ

ョン・チェンバの水を，残留熱除去系の熱交換器を介して冷

却し，ドライウェル内及びサプレッション・チェンバ内にス

プレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させる機能を有する。 

本系統は，サプレッション・チェンバを水源とし，残留熱

除去系ポンプにて，残留熱除去系熱交換器を介してサプレッ

ション・チェンバのプール水を冷却し，スプレイヘッダより

ドライウェル内にスプレイする。スプレイされた水の水位が

ベント管口に達した後は，ベント管を通じてサプレッショ

ン・チェンバに戻り，再びスプレイ水として使用される。 

残留熱除去系熱交換器の冷却用海水は，残留熱除去系海水

系ポンプにより送水する。 

なお，残留熱除去系海水系については「3.5 最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規則第48条に

対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

(5) 残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，サプレッション・

チェンバのプール水を，ドライウェル内及びサプレッショ

ン・チェンバ内にスプレイする。 

 

 

ドライウェル内にスプレイされた水は，ベント管を通って，

サプレッション・チェンバ内に戻り，サプレッション・チェ

ンバ内にスプレイされた水とともに残留熱除去系の熱交換器

で冷却された後，再びスプレイされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，次頁の

(7)原子炉補機冷却系に

て記載 

（6） 残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷

却モード） 

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷

却モード）は，サプレッション・チェンバのプール水温を

所定の温度以下に冷却できる機能を有する。 

本系統は，サプレッション・チェンバのプール水を残留

熱除去系のポンプ及び熱交換器を経由してサプレッショ

ン・チェンバに戻す。 

(5) 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によるサ

プレッション・プール水の除熱 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，サプ

レッション・チェンバのプール水の温度を所定の温度以下に

冷却できる機能を有する。 

本系統は，サプレッション・チェンバを水源とし，残留熱

除去系ポンプにて，残留熱除去系熱交換器を介してサプレッ

ション・チェンバのプール水を冷却しサプレッション・チェ

ンバに戻す。 

 

 

 

(6) 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード） 

 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）は，

サプレッション・チェンバのプール水温を所定の温度以下に

冷却できる機能を有する。 

本系統は，サプレッション・チェンバのプール水を残留熱

除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器を経由してサプレッシ

ョン・チェンバに戻す。 
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（7） 原子炉補機冷却系 

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用

機器で発生する熱を冷却除去するために設けるものであ

る。本系統は，想定される重大事故等時においても，非常

用機器，残留熱除去機器等の冷却を行うための機能を期待

する。 

原子炉補機冷却系については，「3.5 最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための設備（設置許可基準規則第 48 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

なお，原子炉格納容器内を冷却するための自主対策設備

として，以下を整備する。 

 

 

 

 

 

 

なお，残留熱除去系熱交換器の冷却用海水に関する説明は，

「（7）残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子

炉格納容器内の除熱」と同じである。 

また，原子炉格納容器内を冷却するための自主対策設備と

して，以下を整備する。 

 

(7) 原子炉補機冷却系 

原子炉補機冷却系は，原子炉設備の非常用機器及び常用機

器で発生する熱を冷却除去するために設けるものである。本

系統は，想定される重大事故等時においても，非常用機器，

残留熱除去系機器等の冷却を行うための機能を期待する。 

 

原子炉補機冷却系については，「3.5 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備（設置許可基準規則第 48条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

なお，原子炉格納容器内を冷却するための自主対策設備と

して，以下を整備する。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

  

 

(8) 復水輸送系を用いた格納容器代替スプレイの実施 

設計基準事故対処設備である残留熱除去ポンプ，低圧原子

炉代替注水ポンプが機能喪失した場合，炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため，自主対策設備とし

て復水輸送系を用いた格納容器スプレイ手段を整備してい

る。 

復水輸送系を用いた格納容器スプレイ手段については，復

水輸送ポンプを用い，残留熱除去系（格納容器冷却モード），

格納容器代替スプレイ系の水源とは異なる復水貯蔵タンクを

水源として復水輸送系，格納容器代替スプレイ系（常設），残

留熱除去系を通じて格納容器スプレイを行う手順を整備して

いる。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は既設の

復水輸送系によるスプ

レイを自主対策設備と

する 

 

（8） 消火系を用いた代替格納容器スプレイ冷却の実施 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ（格納

容器スプレイ冷却モード），復水移送ポンプが機能喪失した

場合，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため，自主対策設備として消火系を用いた格納容器ス

プレイ手段を整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 消火系による原子炉格納容器内の冷却 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及び常設

低圧代替注水系ポンプが機能喪失した場合においても原子炉

格納容器にスプレイを可能とするために，自主対策設備とし

て，消火系ポンプ，消火系配管及び残留熱除去系（Ｂ）配管

を用いた原子炉格納容器スプレイ手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 消火系を用いた格納容器代替スプレイの実施 

設計基準事故対処設備である残留熱除去ポンプ（格納容器

冷却モード），低圧原子炉代替注水ポンプが機能喪失した場

合，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ため，自主対策設備として消火系を用いた格納容器スプレイ

手段を整備している。 
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消火系を用いた格納容器スプレイ手段については，ディ

ーゼル駆動消火ポンプを用い，残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード），代替格納容器スプレイ冷却系の水源と

は異なるろ過水タンクを水源として消火系，復水補給水系，

残留熱除去系を通じて格納容器スプレイを行う手順を整備

している。 

本系統は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替

格納容器スプレイ冷却系（可搬型）とは異なる淡水タンク（多

目的タンク及びろ過水貯蔵タンク）を水源とし，電動駆動消

火ポンプ又はディーゼル駆動消火ポンプを用い，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却系）を通じて，スプレイヘッダよ

り原子炉格納容器内にスプレイする設計とする。 

本系統は，耐震Ｓクラス設計ではなく基準地震動ＳＳで機能維

持を担保できないが，使用可能であれば，発電用原子炉を冷

却する手段として有効である。 

消火系を用いた格納容器スプレイ手段については，消火ポ

ンプ又は補助消火ポンプを用い，残留熱除去系（格納容器冷

却モード），格納容器代替スプレイ系の水源とは異なるろ過水

タンク又は補助消火水槽を水源として消火系，復水輸送系，

格納容器代替スプレイ系（常設），残留熱除去系を通じて格納

容器スプレイを行う手順を整備している。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，補助消

火ポンプ及び補助消火

水槽を有しており，当該

設備によるスプレイも

可能である 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉も耐震Ｓ

クラス設計ではないが，

使用可能であれば使用

する運用としている 

(7) 補給水系による原子炉格納容器内の冷却

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及び常設

低圧代替注水系ポンプが機能喪失した場合においても原子炉

格納容器スプレイを可能とするために，自主対策設備として，

補給水系を用いた原子炉格納容器へのスプレイ手順を整備す

る。 

本系統は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び

代替格納容器スプレイ冷却系とは異なる復水貯蔵タンクを水

源とし，復水移送ポンプを用い，復水移送系，消火系及び残

留熱除去系（Ｂ）配管を通じてスプレイヘッダより原子炉格

納容器内にスプレイする設計とする。本系統は，耐震Ｓクラ

ス設計ではなく基準地震動ＳＳで機能維持を担保できないが，

使用可能であれば，発電用原子炉を冷却する手段として有効

である。 

・設備の相違

【東海第二】 

自主対策設備の相違 

添3.6-12



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（9） ドライウェル冷却系による格納容器除熱 

 

代替格納容器スプレイ及び残留熱除去系ポンプの復旧が

できず，格納容器除熱手段がない場合に，常設代替交流電

源により原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却海水

ポンプの電源を復旧し，原子炉格納容器内へ冷却水を供給

後，ドライウェル冷却系送風機を起動して原子炉格納容器

を除熱する。 

 

 

 

 

 

 

 

ドライウェル冷却系送風機を停止状態としても，原子炉

格納容器内への冷却水の供給を継続することで，ドライウ

ェル冷却系冷却器コイル表面で，原子炉格納容器内部の蒸

気を凝縮し，原子炉格納容器の圧力上昇を緩和することが

可能である。 

(8) ドライウェル内ガス冷却装置による原子炉格納容器内の除

熱 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び代替格納容

器スプレイ冷却系等の復旧ができず，原子炉格納容器の除熱

手段がない場合に，原子炉格納容器内へ冷却水を供給後，ド

ライウェル内ガス冷却装置送風機により原子炉格納容器を

除熱する手順を整備する。 

本設備は，耐震Ｓクラスではないことから基準地震動ＳＳで

機能維持を担保できず，除熱量も小さいが，常設代替交流電

源設備により原子炉補機冷却水系を復旧し，原子炉格納容器

内への冷却水通水及びドライウェル内ガス冷却装置送風機

の起動が可能である場合，原子炉格納容器内の除熱手段の一

つとして有効である。 

 

 

なお，ドライウェル内ガス冷却装置は，冷却水の供給を継

続することで，送風機を停止状態としても，ドライウェル内

ガス冷却装置冷却コイル表面で原子炉格納容器内部の蒸気

を凝縮し，原子炉格納容器の圧力上昇を緩和することが可能

である。 

(10) ドライウェル冷却装置による格納容器内除熱 

 

格納容器代替スプレイ系及び残留熱除去ポンプの復旧がで

きず，格納容器除熱手段がない場合に，常設代替交流電源設

備により原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機海水ポンプ

の電源を復旧し，原子炉格納容器内へ冷却水を供給後，ドラ

イウェル冷却装置を起動して原子炉格納容器を除熱する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドライウェル冷却装置ファンを停止状態としても，原子炉

格納容器内への冷却水の供給を継続することで，ドライウェ

ル冷却装置冷却器コイル表面で，原子炉格納容器内部の蒸気

を凝縮し，原子炉格納容器の圧力上昇を緩和することが可能

である。 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も耐震Ｓ

クラス設計ではないが，

使用可能であれば使用

する運用としている 

 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，

以下を整備する。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手順として以

下を整備する。 

 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，

以下を整備する。 

 

 

（10） 復旧手段の整備 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード及びサプレッション・チェンバ・プール

水冷却モード）が全交流動力電源喪失により起動できない

場合には，常設代替交流電源設備を用いて非常用所内電気

設備へ電源を供給することで残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード及びサプレッション・チェンバ・プール水

冷却モード）を復旧する手段を整備する。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可

基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

(9) 復旧手段 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッション・プール冷

却系）が全交流動力電源喪失により起動できない場合に，常

設代替交流電源設備を用いて電源を供給することで，残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプ

レッション・プール冷却系）を復旧する手順を整備する。 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基

準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

(11) 復旧手段の整備 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器冷却

モード及びサプレッション・プール水冷却モード）が全交流

動力電源喪失により起動できない場合には，常設代替交流電

源設備を用いて非常用所内電気設備へ電源を供給すること

で残留熱除去系（格納容器冷却モード及びサプレッション・

プール水冷却モード）を復旧する手段を整備する。 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基

準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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また，炉心の著しい損傷防止のための残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却系）及び残留熱除去系（サプレッション・プ

ール冷却系）の復旧手順については，「実用発電用原子炉に

係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基

準への適合状況について」の「1.6 原子炉格納容器内の冷却

等のための手順等」の以下の項目で示す。 

a.炉心の著しい損傷損傷防止のための対応手順 

1.6.2重大事故等等発生時の手順 1.6.2.2 (2) a. (a) 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）復旧後の原子

炉格納容器内の除熱及び(b) 残留熱除去系（サプレッシ

ョン・プール冷却系）復旧後のサプレッション・プール

水の除熱 

b.原子炉格納容器破損を防止するための対応手順 

1.6.2重大事故等等発生時の手順 1.6.2.3 (2) a. (a)

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）復旧後の原子

炉格納容器内の除熱及び(b) 残留熱除去系（サプレッシ

ョン・プール冷却系）復旧後のサプレッション・プール

水の除熱 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

東海第二は手順との

紐付けを記載している

が，島根２号炉は，手順

について技術的能力に

係る審査基準への適合

にて記載 

また，代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水が枯渇

した場合の海水の利用手段として，以下を整備する。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，西側淡水貯水

設備，代替淡水貯槽及び複数の淡水源の淡水が枯渇した場合

の海水の利用手段として，以下を整備する。 

 

また，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））の淡水が枯渇した場合の海水の利用手段として，以下を整

備する。 

 

 

（11） 代替格納容器スプレイ冷却系の海水の利用 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の水源である復水

貯蔵槽並びに代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の水

源である代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水が

枯渇した場合において，防潮堤の内側に設置している海水

取水箇所（取水路）より，大容量送水車（海水取水用）を

用いて復水貯蔵槽への補給及び防火水槽への供給又は代替

格納容器スプレイ冷却系（可搬型）で用いる可搬型代替注

水ポンプ（A-2 級）に海水を直接送水を行う設計とする。 

 

なお，海の利用については「3.13重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

(10) 代替格納容器スプレイ冷却系の海水の利用 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）の水源である西側淡水貯水設備，代

替淡水貯槽及び複数の淡水源の淡水が枯渇した場合は，防潮

堤内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から，可搬型代替注

水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを用いて補給が

可能な設計とする。 

 

 

 

水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

 

 

(12) 格納容器代替スプレイ系の海水の利用 

格納容器代替スプレイ系（常設）の水源である低圧原子炉

代替注水槽並びに格納容器代替スプレイ系（可搬型）の水源

である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））の淡水が枯渇した場合において，防波壁の内側に設置

している海水取水箇所（取水槽）より，大量送水車を用いて

低圧原子炉代替注水槽への供給及び輪谷貯水槽（西１），輪

谷貯水槽（西２）への供給並びに格納容器代替スプレイ系（可

搬型）で用いる大量送水車に海水を直接送水できる設計とす

る。 

なお，海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 
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また，代替格納容器スプレイ冷却系の海水の利用手順につい

ては，「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力に係る審査基準への適合状況について」の

「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順」の以

下の項目で示す。 

「1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順（1）代替

淡水貯槽へ水を補給するための対応手順ａ．（c）海を水源と

した可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポン

プによる代替淡水貯槽への補給」及び 「1.13.2.2 水源へ

水を補給するための対応手順（2）西側淡水貯水設備へ水を

補給するための対応手順ａ．（c）海を水源とした可搬型代替

注水大型ポンプによる西側淡水貯水設備への補給」 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も海水の

利用手順は，技術的能力

に係る審査基準への適

合に記載している 

3.6.2 重大事故等対処設備 

3.6.2.1 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

3.6.2.1.1 設備概要 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の有する

発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に，この機能を代替し，

炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させることを目的として使用する。また，代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）は，炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器

内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させること及び

逃がし安全弁の環境条件を緩和するため，原子炉格納容器内の温

度を低下させることを目的として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 重大事故等対処設備 

3.6.2.1 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

3.6.2.1.1 設備概要 

  代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，設計基準事故対処

設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の有する

発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に，この機能を代替し，

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，

又は炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において原子炉圧

力容器内に溶融炉心が残存する場合に，原子炉格納容器内に浮

遊する放射性物質の濃度を低下させることを目的として設置す

るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 重大事故等対処設備 

3.6.2.1 格納容器代替スプレイ系（常設） 

3.6.2.1.1 設備概要 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系（格納容器冷却モード）の有する発電用原子炉

の冷却機能が喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい

損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せることを目的として使用する。また，格納容器代替スプレイ系

（常設）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度

並びに放射性物質の濃度を低下させること及び逃がし安全弁の環

境条件を緩和するため，原子炉格納容器内の温度を低下させるこ

とを目的として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，SA 時

の SRV 健全性確保のた

めの PCV スプレイを実

施する 
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本系統は，復水移送ポンプ，電源設備（非常用交流電源設備，

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備等），計測制御装

置，水源である復水貯蔵槽，流路である復水補給水系，残留熱除

去系，高圧炉心注水系の配管及び弁，格納容器スプレイ・ヘッダ

並びにスプレイ先である原子炉格納容器等から構成される。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の系統概要図を図 3.6-1

に，重大事故等対処設備一覧を表 3.6-1に示す。 

本系統は，復水移送ポンプ 3 台のうち 2 台により，復水貯蔵槽

の水を残留熱除去系配管等を経由して原子炉格納容器へスプレイ

することで原子炉格納容器内を冷却できる設計とする。 

復水移送ポンプの電源について，復水移送ポンプ（B）及び（C）

は，常設代替交流電源設備である第一ガスタービン発電機及び可

搬型代替交流電源設備である電源車から，代替所内電気設備であ

る AM 用動力変圧器及び AM 用 MCC を介して給電が可能な設計と

する。復水移送ポンプ（A）は，通常時は非常用所内電源設備であ

る非常用 MCCC 系から給電しているが，重大事故等時に復水移送

ポンプ（A）の動力ケーブルの接続操作を行うことにより，代替所

内電源設備である AM 用 MCC から給電が可能な設計とする。 

  代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，常設低圧代替注水

系ポンプ，電源設備（常設代替交流電源設備），水源である代

替淡水貯槽，流路である代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

配管・弁，残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ，注水先で

ある原子炉格納容器等から構成される。 

  重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源として，常設

低圧代替注水系ポンプ2台の起動及び系統構成（電動弁操作）を

中央制御室のスイッチ操作により行い，残留熱除去系配管を経

由して原子炉格納容器にスプレイすることで，原子炉格納容器

内を冷却する機能を有する。 

  本系統に属する重大事故等対処設備を第3.6－1表に，本系統

全体の概要図を第3.6－1図に示す。 

  常設低圧代替注水系ポンプの電源は，常設代替交流電源設備

である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備であ

る可搬型代替低圧電源車から給電できる設計とする。 

本系統は，低圧原子炉代替注水ポンプ，電源設備（非常用交流

電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代

替所内電気設備），計測制御装置，水源である低圧原子炉代替注水

槽，流路である低圧原子炉代替注水系の配管及び弁，残留熱除去

系の配管及び弁，格納容器スプレイ・ヘッダ並びにスプレイ先で

ある原子炉格納容器等から構成される。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の系統概要図を図 3.6-1に，

重大事故等対処設備一覧を表 3.6-1に示す。 

本系統は，低圧原子炉代替注水ポンプ２台のうち１台により，

低圧原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系配管等を経由して原子

炉格納容器へスプレイすることで原子炉格納容器内を冷却できる

設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの電源について，常設代替交流電源

設備であるガスタービン発電機から，代替所内電気設備である緊

急用メタクラ，ＳＡロードセンタを介して供給が可能な設計とす

る。 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，系統

構成に必要となる電

動弁等に対して電源

供給すると整理 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

下に記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ポンプ

１台で必要流量を満足

できる設計としている

（以下，⑤の相違） 

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は２段落上

に記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水ポンプは

SA 専用であり，代替所

内電気設備からの電源
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水源である復水貯蔵槽は，枯渇しそうな場合においても，代替

淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水を，可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）を用いて，廃棄物処理建屋外壁に設置した外部接

続口から復水貯蔵槽へ供給できる設計とする。 

 

本系統の操作に当たっては，中央制御室及び現場での弁操作（AM 

用切替盤の切替え操作を含む）により系統構成を行った後，中央

制御室の操作スイッチにより復水移送ポンプを起動し運転を行

う。 

 

 

水源である低圧原子炉代替注水槽は，枯渇しそうな場合におい

ても，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

の淡水を，大量送水車を用いて，低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽外部に設置した注水口より低圧原子炉代替注水槽へ補給できる

設計とする。 

本系統の操作に当たっては，中央制御室及び現場での弁操作（Ｓ

Ａ電源切替盤の切替操作を含む）により系統構成を行った後，中

央制御室の操作スイッチにより低圧原子炉代替注水ポンプを起動

し運転を行う。 

 

供給としている 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

図 3.6-1 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 系統概要図 

 

 

 

 

 

第 3.6－1図 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）系統概要図 

 

 

図 3.6-1 格納容器代替スプレイ系（常設） 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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格納容器代替スプレイ系（常設） 

【重大事故等対処設備】 

水の移送設備 

【重大事故等対処設備】 

・水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設置方針を示す章）」で示す。 

・計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設置方針を示す章）」で示す。 
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表 3.6-1 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に関する 

重大事故等対処設備一覧 

 

※1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：単線結線図を補足資料 49-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

※3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を示す

章）」で示す。 

第 3.6－1表 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に関する 

重大事故等対処設備一覧 

 

表 3.6-1 格納容器代替スプレイ系（常設）に関する 

重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 低圧原子炉代替注水ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ 低圧原子炉代替注水槽【常設】 

流路 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁【常設】 

格納容器スプレイ・ヘッダ【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※2 

 

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

 緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

計装設備※３ 代替注水流量（常設）【常設】 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル水位【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：単線結線図を補足資料 49-2に示す。電源設備については「3.14 電源設備（設

置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備

（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 
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3.6.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

（1） 復水移送ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

種類 ：うず巻形 

容量 ：125m3/h/台 

全揚程 ：85m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：66℃ 

個数 ：2（予備 1） 

 

取付箇所 ：廃棄物処理建屋地下 3 階 

原動機出力 ：55kW 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を

示す章）」，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基

準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備につい

ては「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

3.6.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 (1) 常設低圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

 

 

型 式     ターボ形 

容 量     約200m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約200m 

最高使用圧力     3.14MPa［gage］ 

最高使用温度     66℃ 

台 数     2 

本 体 材 料     炭素鋼 

取 付 箇 所  常設低圧代替注水系格納槽内 

電 動 機 出 力   約190kW（1台当たり） 

 

3.6.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 低圧原子炉代替注水ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

種類     ：ターボ形 

容量     ：230m3/h/台 

全揚程    ：190m 

最高使用圧力 ：3.92MPa 

最高使用温度 ：66℃ 

個数     ：１（予備１） 

 

取付箇所   ：低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

原動機出力  ：210kW 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示

す章）」，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文の第 3.6-1 表

に記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は第 3.6－1

表の下欄に記載 

 

 

 

3.6.2.1.3 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の多様性，独立

性，位置的分散 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，表 3.6-2 で示すとおり多様性，位置的

分散を図った設計とする。 

 

 

 

 

3.6.2.1.3 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の多様性及び独

立性，位置的分散 

  代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，設計基準事故対処

設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう，第3.6－2表で示すと

おり多様性及び位置的分散を図った設計とする。 

 

 

 

 

3.6.2.1.3 格納容器代替スプレイ系（常設）の多様性，独立性，

位置的分散 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系と共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，表 3.6-2で示すとおり多様性，位置的分散

を図った設計とする。 
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ポンプについては，残留熱除去系ポンプ（B），（C）と位置的分

散された廃棄物処理建屋地下 3 階の復水移送ポンプを使用する設

計とする。 

 

 

復水移送ポンプのサポート系として，ポンプ冷却水は自滑水と

することで，残留熱除去系ポンプの冷却水と共通要因によって同

時に機能喪失しない設計とし，電源については，常設代替交流電

源設備（第一ガスタービン発電機），可搬型代替交流電源設備（電

源車）から代替所内電気設備を経由した給電が可能な設計とする

ことで，残留熱除去系ポンプの電源である非常用交流電源設備（非

常用ディーゼル発電機）と共通要因によって同時に機能喪失しな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源については，残留熱除去系の水源であるサプレッション・

チェンバと異なる復水貯蔵槽を使用する設計とする。 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系

ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に設置することで，原

子炉建屋原子炉棟内に設置する残留熱除去系ポンプと位置的分

散を図る設計とする。 

 

 

 

常設低圧代替注水系ポンプの電源については，屋外に設置す

る常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬

型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車からの独立し

た電源供給ラインから供給可能とすることで，原子炉建屋付属

棟内に設置される設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポ

ンプの電源（非常用ディーゼル発電機）に対し，多様性及び位

置的分散を図る設計とする。 

 

また，原子炉建屋原子炉棟内に設置する残留熱除去系熱交換

器及び屋外に設置する残留熱除去系海水系ポンプについても，

常設低圧代替注水系ポンプ及び代替淡水貯槽を常設低圧代替注

水系格納槽内に設置することで位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設低圧代替注水系ポンプのサポート系として，冷却水は不

要（自然冷却）とすることで，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系ポンプの冷却水（残留熱除去系海水系）と同時に機

能喪失しない多様性を持たせた設計とする。 

 

水源については，常設低圧代替注水系格納槽内に設置する代

替淡水貯槽を使用することで，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の残留熱除去系ポンプ

の水源である，原子炉建屋原子炉棟内のサプレッション・チェ

ンバに対し異なる水源を持つ設計とする。 

ポンプについては，Ａ，Ｂ，Ｃ－残留熱除去ポンプと位置的分

散された原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低

圧原子炉代替注水ポンプを使用する設計とする。 

 

 

低圧原子炉代替注水ポンプのサポート系として，ポンプ冷却水

は自滑水とすることで，残留熱除去ポンプの冷却水と共通要因に

よって同時に機能喪失しない設計とし，電源については，常設代

替交流電源設備（ガスタービン発電機）から代替所内電気設備を

経由した給電が可能な設計とすることで，残留熱除去ポンプの電

源である非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）と共通

要因によって同時に機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源については，残留熱除去系の水源であるサプレッション・

チェンバと異なる低圧原子炉代替注水槽を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は２段落下

に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の残留熱

除去系熱交換器及び原

子炉補機冷却水ポンプ

は，低圧原子炉代替注水

ポンプ及び低圧原子炉

代替注水槽を原子炉建

物外の低圧原子炉代替

注水ポンプ格納槽内に

設置することで，位置的

分散を図ることとして

いる 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

上に記載 
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操作に必要な電動弁については，ハンドルを設けて手動操作を

可能とすることで，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電

機）からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とす

る。 

 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の電動弁は，代替所

内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系

統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する

系統に対して独立性を有する設計とする。 

 

残留熱除去系と代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の独立性

については，表 3.6-3 で示すとおり地震，津波，火災，溢水によ

り同時に故障することを防止するために独立性を確保する設計と

する。 

 

なお，ドライウェルスプレイラインにおける配管，スプレイヘ

ッダ等の流路を構成する静的機器については，残留熱除去系（B）

ドライウェルスプレイライン（残留熱除去系洗浄水弁（B）よりド

ライウェルスプレイヘッダにつながる配管との合流部からドライ

ウェルスプレイヘッダまで）を除く範囲で，可能な限り分離した

設計とする。 

また，残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁（B）及び残留熱除

去系格納容器冷却流量調節弁（B）の動的機能については，残留熱

除去系とは異なる電源を供給する設計とする。 

 

 

 

サプレッション・チェンバ・プールスプレイラインにおける配

管，スプレイヘッダ等の流路を構成する静的機器については，残

留熱除去系（B）サプレッション・チェンバ・プールスプレイライ

ン（残留熱除去系洗浄水弁（B）よりサプレッション・チェンバ・

プールスプレイヘッダにつながる配管との合流部からサプレッシ

ョン・チェンバ・プールスプレイヘッダまで）を除く範囲で，可

能な限り分離した設計とする。また，サプレッション・チェンバ・

プールスプレイ注入隔離弁（B）の動的機能については，残留熱除

去系とは異なる電源を供給する設計とする。 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の電動弁は，ハンドル

を設け手動操作を可能とすることで，常設代替高圧電源装置か

らの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，第3.6－3表 で

示すとおり，地震，津波，火災及び溢水による共通要因故障を

防止するために，独立性を有する設計とする。 

 

 

常設低圧代替注水系ポンプを使用する代替格納容器スプレイ

配管は，代替淡水貯槽から残留熱除去系Ｂ系配管との合流点ま

でを独立した系統とすることで，残留熱除去系ポンプ（Ｂ）を

使用する格納容器スプレイ系統に対して可能な限り独立性を

有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作に必要な電動弁については，ハンドルを設けて手動操作を

可能とすることで，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電

機）からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とす

る。 

 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，代替所内電

気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構

成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統

に対して独立性を有する設計とする。 

 

残留熱除去系と格納容器代替スプレイ系（常設）の独立性につ

いては，表 3.6-3で示すとおり地震，津波，火災，溢水により同

時に故障することを防止するために独立性を確保する設計とす

る。 

 

なお，ドライウェルスプレイラインにおける配管，スプレイ・

ヘッダ等の流路を構成する静的機器については，Ａ－残留熱除去

系ドライウェルスプレイライン（ＦＬＳＲ注水隔離弁より格納容

器スプレイ・ヘッダにつながる配管との合流部から格納容器スプ

レイ・ヘッダまで）を除く範囲で，可能な限り分離した設計とす

る。 

また，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲド

ライウェル第２スプレイ弁の動的機能については，残留熱除去系

とは異なる電源を供給する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東 海 第 二 は

3.6.1.1(2)項に記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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ただし，残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁（B）及び残留

熱除去系格納容器冷却流量調節弁（B）が故障した場合でも，自主

的対策設備として残留熱除去系（C）配管を用いた格納容器スプレ

イを整備している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，電源及び冷却水の

多様性並びに機器の位置的分散により，残留熱除去系に対し独

立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，自主対

策設備について 3.6.1

項に記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は

3.6.2.1.3 項全般にか

けて記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は第 3.6－1

表の下欄に記載 

 

表 3.6-2 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の多様性，位置的

分散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.6－2表 多様性及び位置的分散 

 

表 3.6-2 格納容器代替スプレイ系（常設）の多様性，位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 
格納容器代替スプレイ系（常設） 

ポンプ 

残留熱除去ポンプ 低圧原子炉代替注水ポンプ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 
低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

水源 

サプレッション・チェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 
低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

駆動用 

空気 
不要 不要 

潤滑方式 油浴方式 油浴方式 

冷却水 
原子炉補機冷却系及び 

原子炉補機海水系 

不要 

（自滑水） 

駆動電源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

常設代替交流電源設備 

（ガスタービン発電機） 

原子炉建物付属棟 

地下２階 

ガスタービン発電機建物 

１階 

 

・設備の相違 

 

添3.6-22



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表 3.6-3 残留熱除去系と代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の

独立性 

第3.6－3表 設計基準事故対処設備との独立性 表 3.6-3 残留熱除去系と格納容器代替スプレイ系（常設）の 

独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 
格納容器代替スプレイ系（常設） 

共
通
要
因
故
障

地震 設計基準事故対処設備の残留熱除去系は耐震Ｓクラス設計とし，重大

事故等対処設備である格納容器代替スプレイ系（常設）は基準地震動

Ｓｓで機能維持できる設計とすることで，基準地震動Ｓｓが共通要因

となり故障することのない設計とする。 

津波 原子炉建物は基準津波が到達しない位置とすることで，津波が共通要

因となり故障することのない設計とする。 

火災 設計基準事故対処設備の残留熱除去系と，重大事故等対処設備である

格納容器代替スプレイ系（常設）は，火災が共通要因となり故障する

ことのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災に対

する防護方針について」に示す）。 

溢水 設計基準事故対処設備の残留熱除去系と，重大事故等対処設備である

格納容器代替スプレイ系（常設）は，溢水が共通要因となり故障する

ことのない設計とする。（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に

対する防護方針について」に示す）。 

3.6.2.1.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.6.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

（1） 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項

一） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプ

は，廃棄物処理建屋内に設置している設備であることから，

想定される重大事故等時における，廃棄物処理建屋内の環

境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮する

3.6.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.6.2.1.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件 (設置許可基準規則第43条第1項一）

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において重大事故等に対処す

るために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注

水系ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内に設置する設

備であることから，その機能を期待される重大事故等時に

おける常設低圧代替注水系格納槽内の環境条件を考慮し，

3.6.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.6.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項

一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水

ポンプは，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置して

いる設備であることから，想定される重大事故等時におけ

る，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の環境条件及び荷
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ことができるよう，以下の表 3.6-4 に示す設計とする。 

 

 

復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時にお

いて，中央制御室の操作スイッチから可能な設計とする。 

（49-3，49-4） 

第3.6－4表に示す設計とする。 

 

 

常設低圧代替注水系ポンプは，中央制御室から操作が可

能な設計とする。 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の系統構成に必要

となる弁の操作は，重大事故等時において，中央制御室又

は設置場所から操作可能な設計とする。また，代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）は，淡水だけでなく海水も使用

可能な設計とする。 

なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短時間とす

ることで設備の影響を考慮する。 

(49－3－2，3，5） 

 

重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる

よう，以下の表 3.6-4に示す設計とする。 

 

低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大事

故等時において，中央制御室の操作スイッチから可能な設

計とする。 

（49-3，49-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.6.1.1.4 項

に記載 

表 3.6-4 想定する環境条件及び荷重条件 

 

第3.6－4表 想定する環境条件 

 

  

 

 

 

表 3.6-4 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通

水しない）。なお，原子炉格納容器へのスプレイは，可能な

限り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備

への影響を考慮する。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風）・積雪 
低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

  

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7と同様に，SA事象と

重畳する自然現象の規

模を検討し，環境条件と

して地震，風（台風），

凍結，降水，積雪を考慮

することとしている 
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（2） 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1項二） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）によるドライウ

ェル内へのスプレイを実施する場合は，復水補給水系の

バイパス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操

作を実施し，復水移送ポンプを起動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後，系統構成として，残留熱除去系格納容器冷却流

量調節弁（B），残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁

（B），残留熱除去系洗浄水弁（B）を開操作することでド

ライウェルへのスプレイを行う。 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

    代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注

水系ポンプ及び代替淡水貯槽を使用し原子炉格納容器へス

プレイを行う系統は，重大事故等時，通常待機時の系統か

ら弁操作等にて速やかに切替えができる設計とする。また，

常設低圧代替注水系ポンプ及び電動弁は，中央制御室のス

イッチで操作が可能な設計とする。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注

水系ポンプを運転する場合は，中央制御室からのスイッチ

操作で常設低圧代替注水系ポンプを起動し，代替淡水貯槽

への循環運転状態とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後，中央制御室からのスイッチ操作で，常設低圧代替

注水系系統分離弁，代替格納容器スプレイ注水弁，代替格

納容器スプレイ流量調整弁及び残留熱除去系Ｂ系Ｄ／Ｗス

プレイ弁を開とし原子炉格納容器へのスプレイを行う設計

とする。 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）によるドライウェル内

へのスプレイを実施する場合は，低圧原子炉代替注水ポン

プを起動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後，系統構成として，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１

スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁，

ＦＬＳＲ注水隔離弁を開操作することでドライウェル内

へのスプレイを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.6.1.1.5 項

に記載 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（常

設）は，SA 専用系統で

あり，待機状態において

常用系統と隔離された

設計であり，起動前の他

系統との隔離操作は不

要である（以下，⑥の相

違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 
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また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）によるサ

プレッション・チェンバ内へのスプレイを実施する場合

は，復水補給水系バイパス流防止としてタービン建屋負

荷遮断弁の全閉操作を実施し，復水移送ポンプを起動す

る。その後，系統構成として，残留熱除去系サプレッシ

ョン・チェンバ・プールスプレイ注入隔離弁（B），残留

熱除去系洗浄水弁（B）を開操作することでサプレッショ

ン・チェンバ内へのスプレイを行う。 

 

復水移送ポンプの水源確保として復水補給水系常／非

常用連絡 1 次止め弁と復水補給水系常／非常用連絡 2 

次止め弁の開操作を実施する。 

 

 

以上のことから，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

の操作に必要なポンプ及び弁を表 3.6-5 に示す。 

 

このうちタービン建屋負荷遮断弁，残留熱除去系洗浄

水弁（B）については，中央制御室の格納容器補助盤から

の遠隔操作で弁を開閉することが可能な設計とし，残留

熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁（B），残留熱除去系

格納容器冷却流量調節弁（B），残留熱除去系サプレッシ

ョン・チェンバ・プールスプレイ注入隔離弁（B）は原子

炉建屋地上 3 階（原子炉建屋内の原子炉区域外）に設置

している AM 用切替盤より，配線用しゃ断器の「入」「切」

操作にて電源を切り替えた後，近傍に設置している現場

操作盤（AM 用操作盤）のスイッチ操作により，遠隔で弁

を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

復水補給水系常／非常用連絡 1 次止め弁，復水補給水系

常／非常用連絡 2 次止め弁については，廃棄物処理建屋

地下 3 階（原子炉建屋内の原子炉区域外）に設置されて

おり，設置場所での手動操作で開閉することが可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の操作に必要なポン

プ及び弁を第3.6－5表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから，格納容器代替スプレイ系（常設）の操

作に必要なポンプ及び弁を表 3.6-5に示す。 

 

このうちＦＬＳＲ注水隔離弁については，中央制御室の

重大事故操作盤からの遠隔操作で弁を開閉することが可

能な設計とし，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，

Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁は，原子炉建物付

属棟３階に設置しているＳＡ電源切替盤より，配線用しゃ

断器の「入」「切」操作にて電源を切り替えた後 ，中央制

御室に設置している重大事故操作盤のスイッチ操作によ

り，遠隔で弁を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，水源確

保のための操作不要（以

下，⑦の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，系統構

成に必要な弁の操作が，

中央制御室の操作スイ

ッチにより可能（以下，

⑧の相違） 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 
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また，復水移送ポンプについては，中央制御室にある

復水移送ポンプ操作スイッチからのスイッチ操作でポン

プ 3 台のうち 2 台を起動する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室の操作スイッチ，原子炉建屋地上 3 階（原

子炉建屋内の原子炉区域外）AM 用操作盤の操作スイッチ

及び廃棄物処理建屋地下 3 階の弁を操作するにあたり，

運転員等のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空

間を確保する。また，それぞれの操作対象については銘

板をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視

性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

（49-3，49-4） 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）である常設低圧代

替注水系ポンプの起動・停止・運転状態及び電動弁の開閉

状態については，中央制御室の表示灯・操作画面等で視認

可能な設計とし，中央制御室における監視又は試験・検査

等にて確認可能な設計とする。 

 

 

 

また，中央制御室のスイッチ操作に当たり，運転員等のア

クセス性及び操作性を考慮して十分な操作空間を確保す

る。また，スイッチは，機器の名称等を表示した銘板の取

付け又は操作画面の表示等により，運転員の操作性及び監

視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

(49－4－2） 

 

また，低圧原子炉代替注水ポンプについては，中央制御

室にある低圧原子炉代替注水ポンプ操作スイッチからの

スイッチ操作でポンプ２台のうち１台を起動する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室の操作スイッチ，原子炉建物付属棟３階にあ

るＳＡ電源切替盤の配線用しゃ断器を操作するにあたり，

運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を

確保する。また，それぞれの操作対象については銘板をつ

けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮

して確実に操作が可能な設計とする。 

（49-3，49-4） 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も中央制

御室に設置している重

大事故操作盤により確

認可能な設計としてい

る 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

表 3.6-5 操作対象機器 

 

第3.6－5表 操作対象機器 

 

 

 

  

表 3.6-5 操作対象機器 

機器名称 状況の変化 操作場所 操作方法 

Ａ－低圧原子炉代替

注水ポンプ 
起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－低圧原子炉代替

注水ポンプ 
起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

ＳＡ電源切替盤 受電元の切替 原子炉建物付属棟３階 
配線用しゃ断

器操作 

Ａ－ＲＨＲドライウ

ェル第１スプレイ弁 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ＲＨＲドライウ

ェル第２スプレイ弁 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

 

 

・設備の相違 
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（3） 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

（ⅰ） 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポン

プは，表 3.6-6 に示すように発電用原子炉の運転中又は

停止中に機能・性能試験，弁動作試験を，また，停止中

に分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポン

プは，発電用原子炉の停止中にケーシングカバーを取り

外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車）の状態を確

認する分解検査が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，復水貯蔵

槽を水源とし，復水移送ポンプを起動させ，サプレッシ

ョン・チェンバへ送水する試験を行うテストラインを設

けることで，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

なお，残留熱除去系洗浄水弁（B）から原子炉格納容器ま

でのラインについては，上記の試験に加えて，発電用原

子炉の運転中又は停止中に残留熱除去系格納容器冷却ラ

イン隔離弁（B），残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁

（B）の弁動作試験を実施することで弁開閉動作の確認が

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）試験検査を第3.6

－6表に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注

水系ポンプは，他系統と独立した試験系統により，発電用

原子炉運転中に機能・性能検査及び弁動作確認を，また，

発電用原子炉停止中に機能・性能検査，弁動作確認及び分

解検査が実施可能な設計とする。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注

水系ポンプは，原子炉停止中に，分解検査として，ケーシ

ングカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根

車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。 

 

弁については，分解検査として，弁体等の部品の状態を確

認する分解検査が可能な設計とする。分解検査においては，

浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無

を確認可能な設計とする。また，目視により，性能に影響

を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無

を確認する。 

 

    また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧

代替注水系ポンプは，吐出配管にテストラインを設け，発

電用原子炉運転中又は発電用原子炉停止中に，機能・性能

検査として，代替淡水貯槽を水源とした循環運転を行うこ

とで，ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振

動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。弁

については，発電用原子炉運転中又は発電用原子炉停止中

に弁動作確認を実施することで弁開閉動作の確認が可能な

設計とする。ポンプ及び系統配管・弁については，機能・

性能検査等に合わせて外観及び漏えいの有無の確認が可能

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水

ポンプは，表 3.6-6に示すように発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能試験を，また，停止中に分解検査及

び外観検査が可能な設計とする。 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水

ポンプは，発電用原子炉の停止中にケーシングカバーを取

り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を

確認する分解検査が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，低圧原子炉

代替注水槽を水源とし，低圧原子炉代替注水ポンプを起動

させ，低圧原子炉代替注水槽へ送水する試験を行うテスト

ラインを設けることで，格納容器代替スプレイ系（常設）

の機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とす

る。なお，ＦＬＳＲ注水隔離弁から原子炉格納容器までの

ラインについては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の

運転中又は停止中にＦＬＳＲ注水隔離弁，Ａ－ＲＨＲドラ

イウェル第１スプレイ弁，及びＡ－ＲＨＲドライウェル第

２スプレイ弁の機能・性能試験を実施することで弁開閉動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.6-6に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 
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可能な設計とする。 な設計とする。 

(49－5－2，3） 

 

作の確認が可能な設計とする。 

 

表 3.6-6 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の試験及び検査 

 

 

 

第3.6－6表 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の試験検査 

 

  

表 3.6-6 格納容器代替スプレイ系（常設）の試験及び検査 

 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

運転中 機能・性能試験 
運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプ部品の表面状態を，試験及び目視により

確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 

  

 

 

運転性能の確認として，復水移送ポンプの吐出圧力，系

統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が

可能な設計とする。 

復水移送ポンプを構成する部品の表面状態の確認とし

て，浸透探傷試験により性能に影響を及ぼす指示模様がな

いこと，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，

割れ等がないことの確認が可能な設計とする。 

 

復水移送ポンプの外観検査として，傷や漏えい跡の確認

が可能な設計とする。 

（49-5） 

 運転性能の確認として，低圧原子炉代替注水ポンプの

吐出圧力，系統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び

漏えいの確認が可能な設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプを構成する部品の表面状態

の確認として，浸透探傷試験により性能に影響を及ぼす

指示模様がないこと，目視により性能に影響を及ぼすお

それのある傷，割れ等がないことの確認が可能な設計と

する。 

低圧原子炉代替注水ポンプの外観検査として，傷や漏

えい跡の確認を行う。 

（49-5） 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，前頁の下

から２段落目に記載 

（4）切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

（ⅰ）要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機能を備えるものであるこ

と。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 
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代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，復水移送ポ

ンプを通常時に使用する系統である復水補給水系から重

大事故等時に対処するために系統構成を切り替えて使用

する。 

ドライウェル内へのスプレイの切替え操作としては，

復水移送ポンプの起動操作，復水補給水系バイパス流防

止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操作，ドライウ

ェル内へスプレイするために残留熱除去系洗浄水弁（B）

の全開操作，残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁（B）

の全開操作，残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁（B）

の全開操作を行う。 

 

サプレッション・チェンバ内へのスプレイの切替え操

作としては，復水移送ポンプの起動操作，復水補給水系

バイパス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操

作，サプレッション・チェンバ内へスプレイするために

残留熱除去系洗浄水弁（B）の全開操作，残留熱除去系サ

プレッション・チェンバ・プールスプレイ注入隔離弁（B）

の全開操作を行う。 

切替え操作対象機器については，表 3.6-5 に示す。 

 

なお，復水貯蔵槽から復水移送ポンプに移送するライ

ン（復水移送ポンプ吸込ライン）は，復水貯蔵槽の中部

（常用ライン），下部（非常用ライン）の 2通りがある。

通常運転時は中部（常用ライン）を使用しているため，

長期運転を見込み，復水貯蔵槽を水源として確保するた

め，復水補給水系常／非常用連絡 1 次止め弁，復水補給

水系常／非常用連絡 2 次止め弁の開操作を行い，復水移

送ポンプ吸込ラインを下部（非常用ライン）に切り替え

る。ただし，復水移送ポンプ起動当初は復水貯蔵槽水位

は確保されているため，本切替え操作は代替格納容器ス

プレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプ

レイが開始された後に実施する。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）である復水移送

ポンプの起動及び系統の切替えに必要な弁については，

中央制御室及び原子炉建屋地上 3 階（原子炉建屋内の原

子炉区域外）から遠隔操作可能な設計とすることで，図

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，本来の用途と

して使用する。重大事故等時には，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系配管の一部を使用するが，残留熱除去

系配管については，重大事故等に対処するための系統構成

は必要としない。 

（49－4－3） 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系と共

用する格納容器スプレイライン以外については，重大事故

等対処設備として使用されるため，本来の用途以外は使用

しない。 

本来の用途以外の用途として格納容器代替スプレイ系

（常設）に使用する残留熱除去系の配管ラインについて

は，通常時の隔離された系統構成から格納容器代替スプレ

イ系（常設）に切り替えるために表 3.6-5で示す弁操作を

行う。ＳＡ電源切替盤の操作については図 3.6-2で示すタ

イムチャートのとおり速やかに切り替えることが可能で

ある。 

（49-4） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（常

設）は，SA 専用設備と

して設置する 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 
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3.6-2 で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替え

ることが可能である。 

系統の切替えに必要な弁のうちタービン建屋負荷遮断

弁，残留熱除去系洗浄水弁（B）については，中央制御室

から遠隔で弁を開閉することが可能な設計とする。 

系統の切替えに必要な弁のうち，残留熱除去系格納容

器冷却ライン隔離弁（B）については，原子炉建屋地上 3 

階（原子炉建屋内の原子炉区域外）に設置している AM 用

切替盤より，配線用しゃ断器の「入」「切」操作にて電源

を切り替えた後，近傍に設置している AM 用操作盤のス

イッチ操作により，遠隔で弁を開閉することが可能な設

計とする。 

また，復水補給水系常／非常用連絡１次止め弁，復水

補給水系常／非常用連絡 2 次止め弁は手動弁として廃棄

物処理建屋地下 3 階に設置されており，現場の手動操作

で開操作を行う。この操作は，長期運転を見込んだ復水

貯蔵槽水源確保のために実施する操作であり，原子炉格

納容器内へのスプレイ開始後に実施することで，図 3.6-2 

で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替えること

が可能である。 

 

また，代替格納容器スプレイ冷却のバイパス流を防止

するため，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の主流

路からの分岐部については，主流路から最も近い弁（第

一止め弁）で閉止する運用とする。事故時の対応に支障

を来たす等の理由から第一止め弁が閉止できないライン

（非常用炉心冷却系ポンプ封水ライン等）についても，

代替格納容器スプレイ冷却のバイパス流を防止するた

め，第一止め弁以降の弁で閉止されたバウンダリ構成と

し，このバウンダリ範囲においては，適切な地震荷重と

の組合せを考慮した上でバウンダリ機能が喪失しない設

計とする。 

（49-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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図 3.6-2 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）による原子

炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート＊ 

 

 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついての 1.6 で示すタイムチャート 

  

 

 

 

 

図 3.6-2 ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロード

センタ及びＳＡコントロールセンタ受電（ガスタービン発電機に

よるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合） 

タイムチャート＊ 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついての 1.14で示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

 

（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

（ⅰ） 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，通常時は残

留熱除去系洗浄水弁（B）を閉止することで隔離する系統

構成としており，取合系統である残留熱除去系に対して

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

隔離弁については表 3.6-7 に示す。 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）と残留熱除去系Ｂ

系との隔離弁について第3.6－7表に示す。 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，通常待機時は，

代替格納容器スプレイ注水弁，代替格納容器スプレイ流量

調整弁を閉止しておくことで残留熱除去系Ｂ系と隔離する

系統構成とし，取合系統である残留熱除去系に対して悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，通常時はＦＬＳＲ

注水隔離弁を閉止することで隔離する系統構成としてお

り，取合系統である残留熱除去系に対して悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

隔離弁については表 3.6-7に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

下に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，２段落上

に記載 

手順の項目

ガスタービン発電機起動，ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

 ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ
及びＳＡコントロールセンタ受電

（ＳＡ電源切替盤による負荷への受電の場合）
（中央制御室による起動）

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

10分 ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

添3.6-32



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）を用いる場

合は，弁操作によって，通常時の系統構成から重大事故

等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，格納容器下

部注水系と同時に使用する可能性があるため，各々の必

要流量が確保可能な設計とする。各々の必要流量とは，

格納容器下部注水を行う場合において，原子炉圧力容器

の破損前は格納容器下部注水系 90m3/h，代替格納容器ス

プレイ冷却系（常設）70m3/h であり，原子炉圧力容器の

破損後は，格納容器下部注水系は崩壊熱相当の注水量（最

大 50m3/h），代替格納容器スプレイ冷却系（常設）130m3/h 

であり，これらの必要流量を確保可能な設計とする。 

（49-3，49-4） 

また，代替格納容器スプレイ冷却系を用いる場合は，弁操

作によって，通常待機時の系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

（49－4－2） 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）を用いる場合は，

弁操作等によって，通常時の系統構成から重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

（49-3，49-4） 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（常

設）は，他の機能と同時

使用は行わない 

表 3.6-7 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系 残留熱除去系洗

浄水弁（B） 

電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

第3.6－7表 他系統との隔離弁 表 3.6-7 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系 
ＦＬＳＲ注

水隔離弁 
電動駆動 

通常時閉 

電源喪失時アズイズ 

・設備の相違

（6） 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六）

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の系統構成に操

作が必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.6-8 に示す。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六）

(ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の系統構成のため

に操作が必要な機器の設置場所，操作場所を第3.6－8表に

示す。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の系統構成に操作が必

要な機器の設置場所，操作場所を表 3.6-8に示す。 
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このうち，中央制御室で操作する復水移送ポンプ，残留

熱除去系洗浄水弁（B），タービン建屋負荷遮断弁は，操

作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が

可能である。原子炉建屋地上 3 階で操作する残留熱除去

系格納容器冷却ライン隔離弁（B），残留熱除去系格納容

器冷却流量調節弁（B），残留熱除去系サプレッション・

チェンバ・プールスプレイ注入隔離弁（B）は，原子炉建

屋内の原子炉区域外に AM 用切替盤，AM 用操作盤が設置

されており，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少

ないため操作が可能である。復水補給水系常／非常用連

絡 1 次止め弁，復水補給水系常／非常用連絡 2 次止め弁

は，廃棄物処理建屋地下 3 階での操作となり，原子炉建

屋外であるため，操作位置の放射線量が高くなるおそれ

が少ないため操作が可能である。これらの操作が可能な

配置設計とする。 

（49-3） 

常設低圧代替注水系ポンプ，常設低圧代替注水系系統分

離弁，代替格納容器スプレイ注水弁，代替格納容器スプレ

イ流量調整弁，残留熱除去系Ｂ系Ｄ／Ｗスプレイ弁は，原

子炉建屋原子炉棟内又は常設低圧代替注水系格納槽内に設

置されるが，中央制御室からの遠隔操作を可能な設計とす

ることで，操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ない

設計とする。 

(49－3－5, 49－4－2） 

 

このうち，中央制御室で操作する低圧原子炉代替注水ポン

プ，ＦＬＳＲ注水隔離弁は，操作位置の放射線量が高くな

るおそれが少ないため操作が可能である。Ａ－ＲＨＲドラ

イウェル第１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２ス

プレイ弁は，中央制御室に重大事故操作盤，原子炉建物付

属棟３階にＳＡ電源切替盤が設置されており，操作位置の

放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能であ

る。 

 

 

 

 

 

（49-3） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

 

表 3.6-8 操作対象機器設置場所 

 

  

 

第3.6－8表 操作対象機器リスト 

 

 

表 3.6-8 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－低圧原子炉代替注水

ポンプ 

低圧原子炉代替注水ポン

プ格納槽 
中央制御室 

Ｂ－低圧原子炉代替注水

ポンプ 

低圧原子炉代替注水ポン

プ格納槽 
中央制御室 

ＳＡ電源切替盤 原子炉建物付属棟３階 
原子炉建物付属棟 

３階 

Ａ－ＲＨＲドライウェル

第１スプレイ弁 
原子炉建物原子炉棟２階 中央制御室 

Ａ－ＲＨＲドライウェル

第２スプレイ弁 
原子炉建物原子炉棟２階 中央制御室 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 原子炉建物原子炉棟１階 中央制御室 

 

 

 

・設備の相違 

3.6.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43 条第 2項への適合方針 

（1） 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2項一） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

 

3.6.2.1.4.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

 

3.6.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 
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（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポン

プは，設計基準対象施設の復水補給水系と兼用しており，

設計基準対象施設としての復水移送ポンプ 2 台における

ポンプ流量が，想定される重大事故等時において，炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要なスプレイ流量に対して十分であるため，設計基

準対象施設と同仕様で設計する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポン

プは，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防

止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せるために必要なスプレイ流量を有する設計とする。ま

た，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必

要なスプレイ流量を有する設計とする。 

スプレイ流量としては，炉心の著しい損傷の防止の重

要事故シーケンスのうち，高圧・低圧注水機能喪失，崩

壊熱除去機能喪失，LOCA時注水機能喪失の重要事故シー

ケンス，及び格納容器破損防止の評価事故シーケンスの

うち，雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）において，有効性が確認されている原子炉格

納容器内へのスプレイ流量が 140m3/h であることから，

復水移送ポンプ 1台あたり 70m3/h以上をスプレイ可能な

設計とし，2台使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注

水系ポンプ及び代替淡水貯槽は，設計基準事故対処設備が

有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合におい

ても，炉心の著しい損傷を防止又は炉心の著しい損傷が発

生した場合にあっても原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要なスプレイ流量を有する設計とする。 

 

 

 

スプレイ流量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要

事故シーケンスのうち，高圧・低圧注水機能喪失，崩壊熱

除去機能喪失（残留熱除去系が喪失した場合），ＬＯＣＡ

時注水機能喪失及び原子炉格納容器破損防止の重要事故シ

ーケンスに係る有効性評価（原子炉設置変更許可申請書添

付書類十）おいて，有効性が確認されている原子炉格納容

器へのスプレイ流量が，最大300m３／hであることから，ポ

ンプ1台当たり150m３／h以上を注水可能な設計とし，2台使

用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（常設）である低圧原子炉代替

注水ポンプは，設計基準事故対処設備が有する発電用原子

炉の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷

を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要なスプレイ流量を有する設計とする。ま

た，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び

温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な

スプレイ流量を有する設計とする。 

スプレイ流量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要

事故シーケンスのうち，高圧・低圧注水機能喪失，全交流

動力電源喪失，崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障

した場合），ＬＯＣＡ時注水機能喪失の重要事故シーケン

ス及び格納容器破損防止の重要事故シーケンスのうち，雰

囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

（残留熱代替除去系を使用しない場合）に係る有効性評価

解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，

有効性が確認されている原子炉格納容器内へのスプレイ

流量が 120m3/hであることから，低圧原子炉代替注水ポン

プ１台あたり 120m3/h以上をスプレイ可能な設計とし，１

台使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（常

設）は，SA 専用設備と

して設置する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の有効性

評価において，格納容器

代替スプレイ系（常設）

による格納容器スプレ

イは考慮していないが，

大量送水車による格納

容器スプレイの有効性

が確認されている流量

は120m3/hであることか

ら，低圧原子炉代替注水

ポンプによるスプレイ

流量は120m3/h以上とし

ている。また，事故シー

ケンスは，大量送水車に

よる格納容器スプレイ

を考慮する事故シーケ
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原子炉格納容器内にスプレイする場合の復水移送ポン

プは，原子炉格納容器内にスプレイする場合の水源（復

水貯蔵槽）と注水先（原子炉格納容器）の圧力差，静水

頭，機器圧損，配管及び弁類圧損を考慮し，復水移送ポ

ンプ 2 台運転でスプレイ流量 140m3/h 達成可能な揚程で

設計する。 

（49-6） 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，低圧代替注水

系（常設）又は格納容器下部注水系と同時に使用する可能

性があるため，原子炉注水を同時に行う場合の原子炉格納

容器への最大スプレイ流量130m３／h又は格納容器下部注水

を同時に行う場合の原子炉格納容器への最大スプレイ流量

300m３／hを確保可能な設計とする。 

 

原子炉格納容器にスプレイする場合の常設低圧代替注水

系ポンプの揚程は，原子炉格納容器スプレイ時の最大流量

でスプレイを実施する場合の圧損（水源（代替淡水貯槽）

とスプレイ先（原子炉格納容器）の圧力差，静水頭，機器

圧損，配管及び弁類圧損）を考慮した要求値が144m以上で

あることから，約200mの揚程を確保可能な設計とする。 

 

 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事故

等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第

56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

（49－6－2～5，14～18） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内にスプレイする場合の低圧原子炉代

替注水ポンプは，原子炉格納容器内にスプレイする場合の

水源（低圧原子炉代替注水槽）と注水先（原子炉格納容器）

の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損を考慮し，

低圧原子炉代替注水ポンプ１台運転でスプレイ流量

120m3/h達成可能な揚程で設計する。 

（49-6） 

 

ンスを記載している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑤の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（常

設）は，他の機能と同時

使用は行わない 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑤の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.6.2.1.2項に記載 

（2） 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

（ⅰ） 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用する

ことによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が

向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原

子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限り

でない。 

 

 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪
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悪影響防止等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポン

プは，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設

計とする。 

影響防止等について」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の各機器について

は，一部の敷地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施

設において共用しない設計とする。 

影響防止等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水

ポンプは，二以上の発電用原子炉施設において共用しない

設計とする。 

（3） 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第

43 条第 2 項三） 

（ⅰ） 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準

事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，設計基準事

故対処設備である残留熱除去系に対し，多様性，位置的

分散を図る設計としている。 

これらの詳細については，3.6.2.1.3 項に記載のとおり

である。 

（49-2，49-3，49-4） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第43

条第2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

 常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止について」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）は，設計基準事故

対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）

に対し，多様性及び独立性を有し，位置的分散を図る設計

としている。 

なお，詳細については，3.6.2.1.3 項に記載のとおりで

ある。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処

設備である残留熱除去系に対し，多様性，位置的分散を図

る設計としている。 

これらの詳細については，3.6.2.1.3項に記載のとおりで

ある。 

（49-2，49-3，49-4） 

3.6.2.2 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

3.6.2.2.1 設備概要 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，設計基準事故対処

設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の有す

る発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に，この機能を代替し，

炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させることを目的として使用する。また，代替格納容

器スプレイ冷却系（可搬型）は，炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容

器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させること及

び逃がし安全弁の環境条件を緩和するため，原子炉格納容器内の

温度を低下させることを目的として使用する。 

3.6.2.2 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

3.6.2.2.1 設備概要 

  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，設計基準事故対

処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の有す

る発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に，この機能を代替

し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

め又は炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において原子炉

圧力容器内に溶融炉心が残存する場合に，原子炉格納容器内に

浮遊する放射性物質の濃度を低下させることを目的として設置

するものである。 

3.6.2.2 格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

3.6.2.2.1 設備概要 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系（格納容器冷却モード）の有する発電用原子

炉の冷却機能が喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著し

い損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させることを目的として使用する。また，格納容器代替スプレイ

系（可搬型）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び

温度並びに放射性物質の濃度を低下させること及び逃がし安全弁

の環境条件を緩和するため，原子炉格納容器内の温度を低下させ

ることを目的として使用する。 

・運用の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，SA 時

の SRV 健全性確保のた

めの PCV スプレイを実

施する 
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本系統は，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），電源設備（非常用

交流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，

代替所内電気設備），水源である代替淡水源（淡水貯水池及び防火

水槽），燃料補給設備である軽油タンク，タンクローリ（4kL），流

路である復水補給水系，残留熱除去系の配管及び弁，ホース，格

納容器スプレイ・ヘッダ並びにスプレイ先である原子炉格納容器

等から構成される。 

 

重大事故等時においては，代替淡水源（淡水貯水池及び防火水

槽）を水源として可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）でスプレイす

ることにより原子炉格納容器内を冷却する機能を有する。 

 

 

本系統に関する重大事故等対処設備を表 3.6-9 に，本系統全体

の概要図を図 3.6-3に示す。 

 

本系統は，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）により，代替淡水

源（淡水貯水池及び防火水槽）の水を残留熱除去系配管等を経由

して原子炉格納容器へスプレイすることで原子炉格納容器内を冷

却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代替注水

中型ポンプ，水源である西側淡水貯水設備，流路である代替格

納容器スプレイ冷却系配管・弁，残留熱除去系配管・弁・スプ

レイヘッダ，ホース，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タ

ンク，タンクローリ及び注水先である原子炉格納容器等から構

成される。重大事故等時においては，西側淡水貯水設備を水源

とし，可搬型代替注水中型ポンプと高所東側接続口，高所西側

接続口，原子炉建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口を仮

設ホースで接続し，原子炉格納容器へスプレイすることで原子

炉格納容器を冷却する設計とする。 

 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，可搬型代替

注水大型ポンプ，水源である代替淡水貯槽，流路である代替格

納容器スプレイ冷却系配管・弁，残留熱除去系配管・弁・スプ

レイヘッダ，ホース，燃料給油設備である可搬型設備用軽油タ

ンク，タンクローリ及び注水先である原子炉格納容器等から構

成される。 

 

 

重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源とし，可搬型代

替注水大型ポンプと高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉

建屋東側接続口又は原子炉建屋西側接続口を仮設ホースで接続

し，原子炉格納容器へスプレイすることで原子炉格納容器を冷

却する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の概要図を第3.6－2

図に，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）に属する重大事

故等対処設備を第3.6－9表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統は，大量送水車，電源設備（非常用交流電源設備，常設

代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備），

水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）），燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク，タンクローリ，流路である格納容器代

替スプレイ系の配管及び弁，残留熱除去系の配管及び弁，ホース，

格納容器スプレイ・ヘッダ並びにスプレイ先である原子炉格納容

器等から構成される。 

重大事故等時においては，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２））を水源として，大量送水車で注水すること

により原子炉格納容器内を冷却する機能を有する。 

 

 

本系統に関する重大事故等対処設備を表 3.6-9に，本系統全体

の概要図を図 3.6-3,4に示す。 

 

本系統は，大量送水車により，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２））の水を残留熱除去系配管を経由して原子

炉格納容器へスプレイすることで原子炉格納容器内を冷却できる

設計とする。 

 

 

また，スプレイした水が原子炉格納容器下部へ流入することで，

溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分

な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計

とする。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（可搬

型）に用いる可搬型ポン

プは１種類（以下，⑨の

相違） 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（可搬

型）は，原子炉格納容器
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可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，ディーゼルエンジンによ

り駆動できる設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タンク及

びタンクローリ（4kL）により補給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

本系統の操作に当たっては，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

に付属の操作スイッチにより，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

を起動し運転を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を使用する際に接続す

る外部接続口は，共通の要因によって接続することができなくな

ることを防止するために，位置的分散を図った建屋の複数の異な

る面に設置する設計とする。 

 

 

 

本系統の流路のうち，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の

主流路への合流以降は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）と

同様の流路で構成し，復水補給水系，残留熱除去系の配管，弁，

格納容器スプレイ・ヘッダを経由して原子炉格納容器内へスプレ

 

 

  代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，ディーゼルエンジ

ンにて駆動し，ポンプに付属するスイッチにより起動できる設

計とする。燃料は可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを

用いて給油できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，防潮堤の内側の取水箇所（ＳＡ用海水ピット）から取水

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

なお，水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備」で示す。 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを使用する際に接続す

る接続口は，共通要因により接続することができなくなること

を防止するため，原子炉建屋の異なる面（原子炉建屋東側及び

西側）及び常設代替高圧電源装置置場（高所東側及び西側）の

隣接しない位置に設置することで位置的分散を図る設計とす

る。 

 

 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，

燃料は燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非

常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリを用いて補給で

きる設計とする。 

 

 

 

本系統の操作に当たっては，大量送水車に付属の操作スイッチ

により，大量送水車を起動し運転を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，大量送水車を使用する際に接続する接続口は，共通の要

因によって接続することができなくなることを防止するために，

原子炉建物の外壁により隔離される原子炉建物内及び原子炉建物

外に複数個所設置することで位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

下部への注水設備とし

ても使用する 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，次段落

に記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，前段落に

記載 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も防波壁

の内側の２号取水口か

ら取水可能な設計とし

ている 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.6-9の下欄に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（可搬
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イする。代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の主流路への合流

以降については，「3.4.2.1 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）」

で示す。 

型）は，RHRに接続し，

接続以降についても格

納容器代替スプレイ系

（可搬型）の項に記載し

ている 

 

 

図 3.6-3 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）系統概要図 

 

 

 

 

 

第 3.6－2図 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 系統概要

図（代替淡水貯槽～原子炉建屋東側接続口） 

 

 

 

 

図 3.6-3 格納容器代替スプレイ系（可搬型）Ａ系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

   

 

図 3.6-4 格納容器代替スプレイ系（可搬型）Ｂ系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

  

A-残留熱 
除去ポンプ 

サプレッション・ 

チェンバ 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器 

 

Ａ－残留熱除去系熱交換器 

 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

原子炉建物 

B-残留熱 
除去ポンプ 

C-残留熱 
除去ポンプ 

MO 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

低圧原子炉 

代替注水槽 

ストレーナ 

MO 

MO 

MO 

低圧炉心 
スプレイ 
・ポンプ 

補給水系より 

MO 

MO 

原子炉格納容器 

原
子
炉
圧
力
容
器 

格納容器 

スプレイ 

・ヘッダ 

低圧原子炉 

代替注水ポンプ 

接続口 

原子炉建物 

MO 

接続口 

原子炉 

再循環 

ポンプ 

MO MO 

MO 

MO 

スパージャ 

ストレーナ 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO MO 

MO MO 

MO 

MV222-4B MV222-3B 

MV222-5B 

※１ 

コリウム 

シールド 

MV222-4A MV222-3A 

MV272-196 

MV222-5A 

V2B5-1A 

V2B6-1A 

V2B2-101A 

（南） 

（南） 

（南） 

V2B5-1B 

V2B2-101B 

V2B6-1B 

（西） 

（西） 

（西） 

MO 

接続口 

接続口 

接続口 

V2B5-2B 

V2B2-103B 

V2B6-2B 

MO 

・水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設置方針を示す章）」で示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

【重大事故等対処設備】 

原
子
炉 

補
機
冷
却
系 

原
子
炉 

補
機
冷
却
系 

MV2B2-4 

※１ 

大量送水車 

輪谷貯水槽(西２) 輪谷貯水槽(西１) 

大量送水車 

海 

 

 

 

  

A-残留熱 
除去ポンプ 

サプレッション・ 

チェンバ 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器 

 

Ａ－残留熱除去系熱交換器 

 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

原子炉建物 

B-残留熱 
除去ポンプ 

C-残留熱 
除去ポンプ 

MO 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

低圧原子炉 

代替注水槽 

ストレーナ 

MO 

MO 

MO 

低圧炉心 
スプレイ 
・ポンプ 

補給水系より 

MO 

MO 

原子炉格納容器 

原
子
炉
圧
力
容
器 

格納容器 

スプレイ 

・ヘッダ 

低圧原子炉 

代替注水ポンプ 

接続口 

原子炉建物 

MO 

接続口 

原子炉 

再循環 

ポンプ 

MO MO 

MO 

MO 

スパージャ 

ストレーナ 
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MO 
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MV222-5B 

※１ 

コリウム 

シールド 

MV222-4A MV222-3A 

MV272-196 

MV222-5A 

V2B5-1A 

V2B6-1A 

V2B2-101A 

（南） 

（南） 

（南） 

MO 

接続口 

接続口 

接続口 

MO 

・水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設置方針を示す章）」で示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

【重大事故等対処設備】 

V2B5-1B 

V2B2-101B 

V2B6-1B 

（西） 

（西） 

（西） 

V2B5-2B 

V2B2-103B 

V2B6-2B 

原
子
炉 

補
機
冷
却
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原
子
炉 

補
機
冷
却
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※１ 

輪谷貯水槽(西２) 輪谷貯水槽(西１) 

大量送水車 

大量送水車 

海 
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表 3.6-9 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）に関する重大  

事故等対処設備一覧 

 

 
※1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：単線結線図を補足説明資料 49-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

第 3.6－9表 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）に関する 

重大事故等対処設備一覧 

 

表 3.6-9 格納容器代替スプレイ系（可搬型）に関する重大事故等

対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 大量送水車【可搬型】 

附属設備 可搬型ストレーナ 

水源※1 
輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

流路 

格納容器代替スプレイ系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁【常設】 

格納容器スプレイ・ヘッダ【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※2 

（燃料補給設備を含む） 

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

  緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※3 

格納容器代替スプレイ流量【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル水位【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：単線結線図を補足説明資料 49-2 に示す。電源設備については「3.14 電源設備

（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備

（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 
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3.6.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.2.2 主要設備の仕様 

 

(1) 可搬型代替注水中型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

種 類     うず巻形 

容 量     約210m3／h（1台当たり） 

 

全 揚 程     約100m 

最高使用圧力     1.4MPa［gage］ 

最高使用温度     60℃ 

台 数     4（予備1） 

設 置 場 所     屋外 

保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機

置場 

原 動 機 出 力      約147kW（1台当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 
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（1） 可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（6 号及び 7 号炉共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 ：うず巻形 

容量 ：120m3/h/台 

吐出圧力 ：0.85MPa[gage] 

最高使用圧力 ：2.0MPa[gage] 

最高使用温度 ：60℃ 

個数 ：16（予備 1） 

設置場所 ：屋外 

保管場所 ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場

所並びに 5 号炉東側第二保管場所 

原動機出力 ：100kW 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

(2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設 

備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

種    類     うず巻形 

容    量     約1,320m３／h（1台当たり） 

揚    程     約140m 

最高使用圧力     1.4MPa［gage］ 

最高使用温度     60℃ 

原動機出力      約847kW（1台当たり） 

台    数     2（予備1※１） 

設 置 場 所     屋外 

保 管 場 所     西側，南側保管場所及び予備機置場 

 

※１ 可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）」は同型設備であり，「可

搬型代替注水大型ポンプ」の予備1台と「可搬型

代替注水大型ポンプ（放水用）」の予備1台の計2

台は共用可能とする。 

 

(1) 大量送水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類     ：ディフューザ形  

容量     ：168m3/h/台以上 

吐出圧力   ：0.85MPa 

最高使用圧力 ：1.6MPa 

最高使用温度 ：40℃ 

個数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第２，第３及び第４保管エリア 

 

原動機出力  ：230kW 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文の第 3.6-1 表

に記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，第 3.6-9

表の下欄に記載 
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3.6.2.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の多様性，独

立性，位置的分散 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）である可搬型代替注水

ポンプ（A-2 級）は，共通要因によって，設計基準事故対処設備

の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，表 3.6-10で示すとおり，残留熱除去系ポンプ（B），（C）

及び代替格納容器スプレイ冷却系（常設）である復水移送ポンプ

と位置的分散を図り，水源及び駆動源についても，多様性を有す

る設計とする。 

また，残留熱除去系に対する代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）の独立性については，表 3.6-11で示すとおり地震，津波，

火災，溢水により同時に故障することを防止するために独立性を

有する設計とする。 

3.6.2.2.3 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の多様性及び

独立性，位置的分散 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，設計基準事故対

処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）及び代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，第3.6－10表で示すとおり，多様性及び

位置的分散を図る設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注水中

型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，西側及び南側保管

場所に保管することで，原子炉建屋原子炉棟内に設置する残留

熱除去系ポンプ及び低圧代替注水系格納槽内に設置する常設低

圧代替注水系ポンプと位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの

サポート系として冷却水は自己冷却とすることで，設計基準事

故対処設備である残留熱除去系ポンプの冷却水（残留熱除去系

海水系）及び冷却水が不要である常設低圧代替注水系ポンプに

対し多様性を有する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの

駆動源は，ディーゼルエンジン駆動とすることで，設計基準事

故対処設備である残留熱除去系ポンプの電源（非常用ディーゼ

ル発電機）及び常設低圧代替注水系ポンプの電源である常設代

替交流電源設備の常設代替高圧電源装置に対し多様性を有する

設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプの水源については，屋外の西側淡

水貯水設備及び可搬型代替注水大型ポンプの水源は，常設低圧

代替注水系格納槽内に設置する代替淡水貯槽を使用すること

で，設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプの水源で

ある原子炉建屋原子炉棟内のサプレッション・チェンバに対し

て異なる水源を持つ設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，第3.6－11表で示

すとおり，地震，津波，火災，溢水による共通要因故障を防止

するために，独立性を有する設計とする。 

3.6.2.2.3 格納容器代替スプレイ系（可搬型）の多様性，独立性，

位置的分散 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車は，共通

要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯

蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故等対処設備の

重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.6-10で示す

とおり，残留熱除去ポンプ及び格納容器代替スプレイ系（常設）

である低圧原子炉代替注水ポンプと位置的分散を図り，水源及び

駆動源についても，多様性を有する設計とする。 

また，残留熱除去系に対する格納容器代替スプレイ系（可搬型）

の独立性については，表 3.6-11で示すとおり地震，津波，火災，

溢水により同時に故障することを防止するために独立性を有する

設計とする。 
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さらに，故障の影響を考慮し，代替格納容器スプレイ冷却系（可

搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，予備を有する設計

とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプを

使用する格納容器スプレイ配管は，接続口から残留熱除去系Ａ

系配管及び残留熱除去系Ｂ系配管との合流点までを独立した系

統とすることで，残留熱除去系ポンプを使用する格納容器スプ

レイ系統に対して可能な限り独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

なお，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替

注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，故障時及び

保守点検時の予備となる予備機を有する設計とする。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，電源及び冷却水

の多様性並びに機器の位置的分散により，残留熱除去系及び代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）に対し独立性を有する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，故障の影響を考慮し，格納容器代替スプレイ系（可搬

型）の大量送水車は，予備を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.6.1.1.1 項

に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.6.2.2.3 項全般にか

けて記載 
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表 3.6-10 多様性，位置的分散 

 

 

第3.6－10表 多様性及び位置的分散 

 

表 3.6-10格納容器代替スプレイ系（可搬型）の多様性，位置的分

散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系（格納容器

冷却モード） 

格納容器代替スプレ

イ系（常設） 

格納容器代替スプレ

イ系（可搬型） 

ポンプ 

残留熱除去ポンプ 
低圧原子炉代替注水

ポンプ 
大量送水車 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 
屋外 

水源 

サプレッション・チェン

バ 

低圧原子炉代替注水

槽 

代替淡水源（輪谷貯

水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）） 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 
屋外 

駆動用 

空気 
不要 不要 不要 

潤滑 

方式 
油浴方式 油浴方式 不要 

冷却水 
原子炉補機冷却系及び原

子炉補機海水系 
不要（自滑水） 不要 

駆動 

電源 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電

機） 

常設代替交流電源設

備（ガスタービン発

電機） 
－ 

原子炉建物付属棟 

地下２階 

ガスタービン発電機

建物１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.6-11 設計基準事故対処設備との独立性 第 3.6－11表 設計基準事故対処設備との独立性 表 3.6-11 設計基準事故対処設備との独立性 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 
格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

共
通
要
因
故
障

地震 

設計基準事故対処設備の残留熱除去系は耐震Ｓクラス設計とし，重大

事故等対処設備である格納容器代替スプレイ系（可搬型）は基準地震

動Ｓｓで機能維持できる設計とすることで，基準地震動Ｓｓが共通要

因となり故障することのない設計とする。 

津波 
原子炉建物は，基準津波が到達しない位置とすることで，津波が共通

要因となり故障することのない設計とする。 

火災 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系と，重大事故等対処設備で

ある格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，火災が共通要因となり故

障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処設備の内部火災

に対する防護方針について」に示す）。 

溢水 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系と，重大事故等対処設備で

ある格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，溢水が共通要因となり故

障することのない設計とする。（「共-8 重大事故等対処設備の内部溢

水に対する防護方針について」に示す）。 

3.6.2.2.4 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.6.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

（1） 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1

項一） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に

対処するために必要な機能を有効に発揮するものである

こと。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

3.6.2.2.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.6.2.2.4.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

（1） 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一）

（ⅰ） 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において重大事故等に対処す

るために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

3.6.2.2.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.6.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項

一）

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）は，屋外の荒浜側高台保管場所及

び大湊側高台保管場所並びに 5 号炉東側第二保管場所に

保管し，重大事故等時に原子炉建屋の接続口付近の屋外

に設置する設備であることから，想定される重大事故等

時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，そ

の機能を有効に発揮することができるよう，以下の表

3.6-12に示す設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の操作は，付属の操

作スイッチにより，想定される重大事故等時において設

置場所から操作可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプで想定する環

境条件を考慮し，第3.6－12表に示す設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，西側及び

南側保管場所に保管し，重大事故時に水源付近の屋外に設

置する設備であることから，その機能を期待される重大事

故等時における屋外の環境条件を考慮する設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの操作は，ポ

ンプに付属するスイッチにより，設置場所にて操作可能な

設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の系統構成に必

要となる弁の操作は，重大事故等時において，中央制御室

又は設置場所から操作が可能な設計とする。また，代替格

納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，淡水だけでなく海水

も使用可能な設計とする。 

なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短時間とす

ることで設備の影響を考慮する。 

地震については，保管場所で想定される適切な地震荷重

との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認

し，輪留め等により固定する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，津波を考

慮し，高台の可搬型設備保管場所に配備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，屋

外の第２，第３及び第４保管エリアに保管し，重大事故等

時に輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）付近の屋

外に設置する設備であることから，想定される重大事故等

時における，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その

機能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.6-12

に示す設計とする。 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想定

される重大事故等時において設置場所から操作可能な設

計とする。 

・設備の相違

【東海第二】 

⑨の相違

・設備の相違

【東海第二】 

⑨の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号は，まとめ資

料本文 3.6.1.1.4 項に

記載 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島 根 ２ 号 は ， 表

3.6-12に記載 

・設計方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，津波を

考慮し，一部保管場所を

防波壁等により防護し

ているエリアに設定 
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風（台風）による荷重については，転倒しないことの確

認を行っているが，詳細評価により転倒する結果となっ

た場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響について

は，適切に除雪する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよ

う，防水対策が取られた可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

を使用し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍

結対策とする。 

（49-4，49-7，49-8） 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重

を考慮しても機能維持できる設計とする。積雪及び火山の

影響については，適切に除雪及び除灰する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水

対策が取られた可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替

注水大型ポンプを使用し，凍結のおそれがある場合は暖気

運転を行い凍結対策とする。 

（49－3－2～４，49－8－2） 

 

風（台風）による荷重については，転倒しないことの確認

を行っているが，詳細評価により転倒する結果となった場

合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，適

切に除雪する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよ

う，防水対策が取られた大量送水車を使用し，凍結のおそ

れがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

 

（49-4，49-7，49-8） 

 

・設計方針の相違  

【東海第二】  

島根２号炉は，柏崎

6/7と同様に，SA事象と

重畳する自然現象の規

模を検討し，環境条件と

して地震，風（台風），

凍結，降水，積雪を考慮

することとしている 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

表 3.6-12 想定する環境条件及び荷重条件 

 

 

 

第3.6－12表 想定する環境条件 

 
 

 

 

 

 

 

表 3.6-12 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通水

しない）。なお，原子炉格納容器内へのスプレイは，可能な限

り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備への

影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを

評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

  

・設計方針の相違 
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（2） 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4  操作性及び試験・検査

性」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）によるドライ

ウェル内へのスプレイを実施する場合は，復水補給水系

バイパス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉操

作又は，復水補給水系原子炉建屋復水積算流量計バイパ

ス弁の全閉操作を実施し，ドライウェル内へスプレイす

るために残留熱除去系洗浄水弁（B）の全開操作，残留熱

除去系格納容器冷却ライン隔離弁（B）の全開操作，残留

熱除去系格納容器冷却流量調節弁（B）の全開操作を実施

した後，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の配備及びホ

ース接続を行い，送水準備が完了した後，可搬型代替注

水ポンプ（A-2 級）を起動することで原子炉格納容器内

へのスプレイを行う。 

 

（2） 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の操作に必要な

ポンプ，弁及びホースを第3.6－13表に示す。 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプを運転する場合は，可搬型代

替注水中型ポンプを水源である西側淡水貯水設備近傍に配

置するとともにホースを原子炉建屋東側，原子炉建屋西側

接続口，高所接東側続口又は高所西側接続口に接続し，系

統構成として，中央制御室からのスイッチ操作で残留熱除

去系Ａ系Ｄ／Ｗスプレイ弁（又は残留熱除去系Ｂ系Ｄ／Ｗ

スプレイ弁），代替格納容器スプレイ注水弁及び代替格納

容器スプレイ注水流量調整弁の開操作を実施した後，現場

操作で接続口の弁を開とし，可搬型代替注水中型ポンプ付

属のスイッチによりポンプを起動することで原子炉格納容

器スプレイを行う。 

 

可搬型代替注水大型ポンプを運転する場合は，可搬型代

替注水大型ポンプを水源である代替淡水貯槽近傍に配置す

るとともにホースを原子炉建屋東側，原子炉建屋西側接続

口，高所接東側続口又は高所西側接続口に接続し，系統構

成として，中央制御室からのスイッチ操作で残留熱除去系

Ａ系Ｄ／Ｗスプレイ弁（又は残留熱除去系Ｂ系Ｄ／Ｗスプ

レイ弁），代替格納容器スプレイ注水弁，代替格納容器ス

プレイ注水流量調整弁の開操作を実施した後，現場操作で

接続口の弁を開とし，可搬型代替注水大型ポンプ付属のス

イッチによりポンプを起動することで原子炉格納容器スプ

レイを行う。 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるドライウェ

ル内へのスプレイを実施する場合は，Ａ－ＲＨＲドライ

ウェル第２スプレイ弁（Ｂ系使用の場合は，Ｂ－ＲＨＲ

ドライウェル第２スプレイ弁）の開操作を実施し，大量

送水車の配備及びホース接続が完了し送水準備が完了し

た後，大量送水車を起動し，ＡＣＳＳ Ａ－注水ライン

流量調整弁（Ｂ系使用の場合はＡＣＳＳ Ｂ－注水ライ

ン流量調整弁）の開操作を実施することでドライウェル

内へのスプレイを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，次頁の

上から１段落目に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による

サプレッション・チェンバ内へのスプレイを実施する場

合は，復水補給水系バイパス流防止としてタービン建屋

負荷遮断弁の全閉操作又は復水補給水系原子炉建屋復水

積算流量計バイパス弁の全閉操作を行い，サプレッショ

ン・チェンバ内へスプレイするために残留熱除去系洗浄

水弁（B）の全開操作，残留熱除去系サプレッション・チ

ェンバ・プールスプレイ注入隔離弁（B）の全開操作を行

った後，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の配備及びホ

ース接続を行い，送水準備が完了した後，可搬型代替注

水ポンプ（A-2 級）を起動することで原子炉格納容器内

へのスプレイを行う。なお，「全交流動力電源喪失（外部

電源喪失＋DG 喪失）＋SRV 再閉失敗」シナリオにおいて

は，操作対象弁を現場で手動操作するが，弁に反射テー

プを施すことで暗闇でも識別可能な設計とする。 

以上のことから，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型）の操作に必要なポンプ，弁及びホースを表 3.6-13 に

示す。 

 

 

このうち MUWC接続口外側隔離弁 1（A），2（A）及び MUWC 

接続口外側隔離弁 1（B），2（B），MUWC可搬式接続口隔離

弁 1 については，接続口が設置されている屋外の場所か

ら手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。

MUWC 可搬式接続口隔離弁 2 及び MUWC 可搬式接続口隔離

弁 3 については，原子炉建屋内の接続口が設置されてい

る場所で手動操作で弁を開閉することが可能な設計とす

る。MUWC 接続口内側隔離弁（B）については，弁は原子

炉建屋原子炉区域内に設置されているが，遠隔手動弁操

作設備により 6 号炉は原子炉建屋内の原子炉区域外か

ら，7 号炉は屋外から手動操作で開閉することが可能な

設計とする。MUWC接続口内側隔離弁（A）については，6

号炉は原子炉建屋内の原子炉区域外に，7 号炉は原子炉

建屋原子炉区域に設置されているが，遠隔手動弁操作設

備により，6号炉は屋外から，7号炉は原子炉建屋内の原

子炉区域外から手動操作で開閉することが可能な設計と

する。復水補給水系原子炉建屋復水積算流量計バイパス

弁については，原子炉建屋原子炉区域に設置されている

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋東側接続口，原子炉建屋西側接続口，高所東

側接続口及び高所西側接続口の弁については，接続口近傍

の屋外から手動操作で弁を開閉することが可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

の操作に必要なポンプ，弁及びホースを表 3.6-13に示

す。 

 

 

このうちＡＣＳＳ Ａ－注水ライン流量調整弁及びＡ

ＣＳＳ Ｂ－注水ライン流量調整弁については，接続口

が設置されている屋外の場所から手動操作で弁を開閉す

ることが可能な設計とする。 

ＡＣＳＳ Ｂ－注水ライン止め弁については，原子炉

建物付属棟内の接続口が設置されている場所で手動操作

で弁を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，前頁の上

から２段落目に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 
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が，原子炉建屋原子炉区域の環境条件（被ばく影響等）

を考慮の上，手動操作で弁を開閉することが可能な設計

とする。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）については，

付属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計

とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の付属の操作スイッ

チ及び操作に必要な弁を操作するにあたり，運転員のア

クセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。

また，それぞれの操作対象については銘板をつけること

で識別可能とし，運転員の操作・監視性を考慮して確実

に操作できる設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，接続口まで屋外

のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とする

とともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設

計とする。 

 

 

 

 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技

量は必要とせず，簡便な結合金具による接続並びに一般

的な工具を使用することにより，確実に接続が可能な設

計とする。 

（49-4，49-7，49-8，49-9） 

 

 

 

    可搬型代替注水中型ポンプ付属のスイッチ，可搬型代替

注水大型ポンプ付属のスイッチ及び系統の電動弁のスイッ

チは，運転員等の操作性を考慮して十分な操作空間を確保

する設計とし，機器の名称等を表示した銘板の取付け等に

より識別可能とすることで，運転員等の操作性及び監視性

を考慮して確実に操作できる設計とする。 

系統の電動弁の開閉状態については，中央制御室におけ

る監視又は試験・検査等も考慮し，表示灯・操作画面等で

確認可能な設計とする。 

 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型

ポンプは，設置場所にて車両の転倒防止装置及び輪留め等

による固定が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

ホースの接続作業にあたっては，特殊な工具は必要とせ

ず，簡便な接続金物並びに一般的な工具により，確実に接

続が可能な設計とする。 

（49－4－3，49－7－2～5） 

 

 

 

 

また，大量送水車については，付属の操作スイッチか

らのスイッチ操作で起動する設計とする。 

大量送水車の付属の操作スイッチ及び操作に必要な弁

を操作するにあたり，運転員等のアクセス性，操作性を

考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの

操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，

運転員等の操作・監視性を考慮して確実に操作できる設

計とする。 

 

 

大量送水車は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）付近まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス

可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技

量は必要とせず，簡便な結合金具による接続並びに一般

的な工具を使用することにより，確実に接続が可能な設

計とする。 

（49-4，49-7，49-8，49-9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，車両の

転倒防止装置を使用し

ない 
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表 3.6-13 操作対象機器 

 

第3.6－13表 操作対象機器 

 

表 3.6-13 操作対象機器 

機器名称 状況の変化 操作場所 操作方法 

Ａ－ＲＨＲドライウ

ェル第２スプレイ弁 
弁閉→弁開 原子炉建物原子炉棟２階 手動操作 

Ｂ－ＲＨＲドライウ

ェル第２スプレイ弁 
弁閉→弁開 原子炉建物原子炉棟１階 手動操作 

大量送水車 起動・停止 屋外設置位置 スイッチ操作 

ＡＣＳＳ Ａ－注水

ライン流量調整弁 
弁閉→弁開 

屋外接続口位置 

（原子炉建物南側） 
手動操作 

ＡＣＳＳ Ｂ－注水

ライン流量調整弁 
弁閉→弁開 

屋外接続口位置 

（原子炉建物西側） 
手動操作 

ＡＣＳＳ  Ｂ－注水

ライン止め弁 
弁開→弁閉 原子炉建物付属棟１階 手動操作 

ホース ホース接続 
屋外又は原子炉建物付属

棟及びタービン建物内 
人力接続 

  

・設備の相違 

 

（3） 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

（ⅰ） 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）は，表 3.6-14 に示すように発電

用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能試験，

弁動作試験，分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）は，発電用原子炉の運転中又は停

止中に分解又は取替え，車両として運転状態の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水

池を水源とし，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），仮設流

量計，ホースの系統構成で淡水貯水池へ送水する試験を

行うテストラインを設けることで，他系統と独立した試

験系統で代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計とする。 

 

（3） 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 （ⅰ） 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.6 操作性及び検査性につい

て」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の試験検査を第

3.6－14表に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，発電用原

子炉運転中に，機能・性能検査，弁動作確認及び車両検査

を発電用原子炉停止中に機能・性能検査，分解検査，弁動

作確認及び車両検査が可能な設計とする。 

 

機能・性能確認として，水源から可搬型代替注水中型ポ

ンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ，仮設圧力計，流量計

及びホースの系統構成で循環運転を実施することにより，

ポンプの吐出圧力及び流量の確認に加え，運転時の振動，

異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。ポンプ

については，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可

能な設計とする。 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車は，

表 3.6-14に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中

に独立して機能・性能試験，分解検査，外観検査が可能な

設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，発

電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替え，車両と

して運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし，大量送水車，

仮設流量計，ホースの系統構成で輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２）へ送水する試験を行うテストラインを

設けることで，他系統と独立した試験系統で格納容器代替

スプレイ系（可搬型）の機能・性能及び漏えいの有無の確

認が可能な系統設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 
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なお，接続口から復水補給水系主配管までのラインにつ

いては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又

は停止中に各接続口の弁動作試験を実施することで弁開

閉動作の確認が可能な設計とする。 

ホースについては，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあ

るき裂，ジョイント部の腐食等がないことを確認可能な設

計とする。 

 

 

 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確

認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験

により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な

設計とし，目視により，性能に影響を及ぼす恐れのあるき

裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計とする。

また，発電用原子炉運転中又は停止中に弁動作確認を実施

することで，弁の開閉動作を確認可能な設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，車両として，異常なく走行できることを確認可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，発電用原子炉運転中又は停止中に分解検査としてポ

ンプ部品の状態を確認又は取替が可能な設計とする。分解

検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼ

す指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，性

能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩

耗の有無を確認可能な設計とする。 

（49－5－4～6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，接続口から残留熱除去系主配管までのラインにつ

いては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又

は停止中に各接続口の弁動作試験を実施することで弁開

閉動作の確認が可能な設計とする。 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，次頁の

上から２段落目に記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.6-14に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.6-14に記載 
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表 3.6-14 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の試験及び  

検査 

 

第 3.6－14表 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の試験  

検査 

 

  

表 3.6-14 格納容器代替スプレイ系（可搬型）の試験及び検査 

 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 機能・性能

試験 

大量送水車の運転性能（吐出圧力，流量）の

確認，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプを分解し，部品の表面状態を，試験及

び目視により確認又は必要に応じて取替え 

外観検査 ポンプ及びホース外観の確認 

車両検査 大量送水車の車両としての運転状態の確認 

  

・設備の相違 

運転性能の確認として，可搬型代替注水ポンプ（A-2 

級）の吐出圧力，流量の確認を行うことが可能な設計と

する。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼす

おそれのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うこと

が可能な設計とする。 

（49-5） 

 運転性能の確認として，大量送水車の吐出圧力，流量

の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼす

おそれのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うこと

が可能な設計とする。 

（49-5） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，前々頁の

下から１段落目及び前

頁の最初に記載 

（4） 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

（ⅰ） 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機能を備えるものであるこ

と。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

（4） 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 （ⅰ） 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 
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代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）は，本来の用途以外の用途には使

用しない。 

 

 

なお，通常時に使用する系統である復水補給水系から

重大事故等時に対処するために代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）に系統構成を切り替える場合，切替え操

作としては，各接続口の弁開閉操作，ホース敷設及び接

続作業，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の移動，設置，

起動操作を行うことになる。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）である可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）の移動，設置，起動操作，及

び系統の切替えに必要な弁操作については，図 3.6-4，5 

で示すタイムチャートのとおり速やかに切り替えること

が可能である。 

（49-4） 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機

時は接続先の系統と分離された状態で西側及び南側保管場

所に保管し，本来の用途として使用する設計とする。 

（49－3－3，49－4－3） 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車

は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

 

 

 

なお，通常時に使用する系統である残留熱除去系から

重大事故等時に対処するために格納容器代替スプレイ系

（可搬型）に系統構成を切り替える場合，切替え操作と

しては，各接続口の弁開閉操作，ホース敷設及び接続作

業，大量送水車の移動，設置，起動操作を行うことにな

る。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車

の移動，設置，起動操作，及び系統の切替えに必要な弁

操作については，図 3.6-5で示すタイムチャートのとお

り速やかに切り替えることが可能である。 

（49-4） 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

図 3.6-4 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート（1/2）＊ 

 

 

 

図 3.6-5 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート（2/2）＊ 

 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状

況についての 1.6 で示すタイムチャート 

  

 

 

 

 

図 3.6-5 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容

器内へのスプレイ（淡水／海水）（大量送水車による送水）タイム

チャート＊ 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついての 1.6で示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順の項目

緊急時対策所～第４保管エリア移動　※１

車両健全性確認（ホース展張車）

送水準備（ホース敷設及び送水ヘッダ接続）

送水準備（送水ヘッダ～建物接続口）

緊急時対策所～第３保管エリア移動　※２

車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）

大量送水車配置

送水準備（ホース敷設）

大量送水車起動，スプレイ開始

手順の項目

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認（ホース展張車）

ホース積込み，運搬

送水準備（送水ヘッダ～屋内接続口）

緊急時対策所～第３保管エリア移動※２

車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）

送水準備（ホース敷設）

大量送水車配置

大量送水車起動，スプレイ開始

※１：第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２：第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25分以内で可能である。

【取水箇所周辺作業】
大量送水車配置，ホース運
搬・敷設，注水操作等

【接続口周辺作業】
ホース運搬・敷設，送水
ヘッダ運搬・接続等

【接続口周辺作業】
ホース運搬・敷設，送水
ヘッダ運搬・接続等

【取水箇所周辺作業】
大量送水車配置，ホース運
搬・敷設，注水操作等

備考10 20 30 40 50必要な要員と作業項目

要員(数)

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による
原子炉格納容器内へのスプレイ

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口
（南）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）

接続口（西）を使用する場合】

緊急時対策要員 ６

経過時間（分）

160 170 180 190 20060 70 140 15080 90 100 110 120 130

150 160

緊急時対策要員 ６

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

要員(数)

180

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による
原子炉格納容器内へのスプレイ
【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口
（建物内）を使用する場合】

緊急時対策要員 ６

170必要な要員と作業項目

経過時間（分）

190 200140

送水準備（ホース敷設及び送水ヘッダ接続）

緊急時対策要員 ６

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ ２時間10分

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合】

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ ３時間10分

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合】
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（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五）

（ⅰ） 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）は，通常時は接続先の系統と分離

して保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない運

用とする。 

また，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）を用い

る場合は，弁操作によって，通常時の系統構成から重大

事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，治具や輪留めに

よる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，飛散物となって

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

なお，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，低

圧代替注水系（可搬型）と同時に使用する可能性がある

ため，各々の必要流量が確保可能な設計とする。各々の

必要流量とは，原子炉停止後約 9 時間後に低圧代替注水

系（可搬型）による注水を行う場合に 40m3/h，代替格納

容器スプレイ冷却系（可搬型）によるスプレイを行う場

合に 80m3/hであり，これらの必要流量を確保可能な設計

とする。 

（5） 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五）

（ⅰ） 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機

時は接続先の系統と分離された状態で西側及び南側保管場

所に保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用

とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水大型ポンプによる原子炉格納容器へのスプレイは，弁操

作や接続によって通常待機時の系統構成から重大事故等対

処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，保管場所

において転倒しない設計とすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。設置場所においては，車両転倒

防止装置又は輪止めにより固定することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ

は，固縛等を実施することで，飛散物となって他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

（49－3－3，49－4－3） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五）

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，通

常時は接続先の系統と分離して保管することで，他の設備

に対して悪影響を及ぼさない運用とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）を用いる場合

は，弁操作によって，通常時の系統構成から重大事故等対

処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，低圧原子

炉代替注水系（可搬型）と同時に使用する可能性があるた

め，各々の必要流量が確保可能な設計とする。各々の必要

流量とは，原子炉停止後約 19時間後に低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による注水を行う場合に 30m3/h，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）によるスプレイを行う場合に

120m3/hであり，これらの必要流量を確保可能な設計とす

る。 

・設備の相違

【東海第二】 

⑨の相違

・設備の相違

【東海第二】 

⑨の相違

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，治具や

車両転倒防止装置を使

用しない 

・設備の相違

【東海第二】 

⑨の相違

・資料構成の相違

【東海第二】 

東海第二は，3.6．2.2．

4.2 項(1)容量に記載 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

同時注水を考慮する

事故シーケンスが異
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（49-4，49-5）  （49-4，49-5） 

 

なる。また，必要容量

も異なる 

（6） 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の系統構成に

操作が必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.6-15 に示

す。このうち，屋外で操作する可搬型代替注水ポンプ（A-2

級），MUWC接続口外側隔離弁 1（A），2（A）及び MUWC 接

続口外側隔離弁 1（B），2（B），MUWC可搬式接続口隔離弁

1，MUWC接続口内側隔離弁（B）（7号炉），MUWC接続口内

側隔離弁（A）（6号炉），ホースは，屋外で操作及び作業

が可能であり，操作位置及び作業位置の放射線量が高く

なるおそれが少ないため操作が可能である。 

 

 

 

 

MUWC接続口内側隔離弁（B）（6号炉）及び MUWC接続口内

側隔離弁（A）（7 号炉）については，原子炉建屋地上 2

階（原子炉建屋内の原子炉区域外）で手動操作が可能で

あり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないた

め操作が可能である。 

 

なお，原子炉建屋内にホースを設置する場合は，放射

線量を確認して，適切な放射線対策に基づき作業安全確

保を確認した上で作業を実施する。 

（49-7） 

（6） 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 （ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ系（可搬型）の系統構成に操作が

必要な機器の設置場所及び操作場所を第3.6－15表に示す。 

このうち，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水

大型ポンプ，接続口の弁（原子炉建屋東側，原子炉建屋西

側，高所東側又は高所西側）及びホースは屋外で操作する

が，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射線

防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施する。

仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保すると

ともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線

量を測定し線量が低い場所で作業を行うことにより，可搬

型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ等の

設備の設置及び常設設備との接続が可能である。 

（49－3－2～4，49－4－3） 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の系統構成に操作が

必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.6-15に示す。こ

のうち，屋外で操作する大量送水車，ＡＣＳＳ Ａ－注水

ライン流量調整弁及びＡＣＳＳ Ｂ－注水ライン流量調

整弁，ホースは，屋外で操作及び作業が可能であり，操作

位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれが少ない

ため操作が可能である。 

 

 

 

 

 

 

ＡＣＳＳ Ｂ－注水ライン止め弁については，原子炉建物

付属棟１階で手動操作が可能であり，操作位置の放射線量

が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

 

 

 

なお，タービン建物及び原子炉建物付属棟にホースを設

置する場合は，放射線量を確認して，適切な放射線対策に

基づき作業安全確保を確認した上で作業を実施する。 

 

（49-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，被ばく

評価上，仮設遮蔽不要 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，屋内に

接続口を設けるため記

載 
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表 3.6-15 操作対象機器設置場所 

 

  

第3.6－15表 操作対象機器 

 

表 3.6-15 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－ＲＨＲドライウェ

ル第２スプレイ弁 

原子炉建物原子炉棟

２階 

原子炉建物原子炉棟２

階 

Ｂ－ＲＨＲドライウェ

ル第２スプレイ弁 

原子炉建物原子炉棟

１階 

原子炉建物原子炉棟１

階 

大量送水車 屋外設置位置 屋外設置位置 

ＡＣＳＳ Ａ－注水ラ

イン流量調整弁 

屋外接続口位置 

（原子炉建物南側） 

屋外接続口位置 

（原子炉建物南側） 

ＡＣＳＳ Ｂ－注水ラ

イン流量調整弁 

屋外接続口位置 

（原子炉建物西側） 

屋外接続口位置 

（原子炉建物西側） 

ＡＣＳＳ  Ｂ－注水

ライン止め弁 

原子炉建物付属棟１

階 

原子炉建物付属棟１階 

ホース 屋外又は原子炉建物

付属棟及びタービン

建物内 

屋外又は原子炉建物付

属棟及びタービン建物

内 

  

・設備の相違 

 

 

3.6.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

（1） 容量（設置許可基準規則第 43 条第 3 項一） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十

分に余裕のある容量を有するものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）は，設計基準事故対処設備が有す

る発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるために必要なスプレイ流量を有

する設計とする。また，炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器の破損を防止するため，原子

炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を

低下させるために必要なスプレイ流量を有する設計とす

る。 

 

 

3.6.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

 （1） 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

 （ⅰ） 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，設計基準

事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失

した場合においても，炉心の著しい損傷を防止するために

必要なスプレイ流量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，設

計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止す

るため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるた

めに必要なスプレイ流量を有する設計とする。また，炉心

の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並

びに放射性物質の濃度を低下させるために必要なスプレ

イ流量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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スプレイ流量としては，炉心の著しい損傷の防止の事

故シーケンスのうち，全交流動力電源喪失（外部電源喪

失＋DG 喪失）＋SRV再閉失敗において，有効性が確認さ

れている 80m3/hでスプレイ可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の容量については，

原子炉停止後約 9 時間後の崩壊熱除去に必要なスプレイ

流量として 80m3/h以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内へスプレイする場合の可搬型代替注水

ポンプ（A-2 級）の揚程は，原子炉格納容器内へスプレ

イする場合の水源（淡水貯水池）と注水先（原子炉格納

容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース及び

弁類圧損を考慮し，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を

直列3 台運転でスプレイ流量80m3/h達成可能な設計とす

る。 

スプレイ流量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要

事故シーケンスのうち全交流動力電源喪失及び津波浸水に

よる最終ヒートシンク喪失に係る有効性評価解析（原子炉

設置変更許可申請書添付書類十）において有効性が確認さ

れている原子炉格納容器へのスプレイ流量が130m３／h以上

であることから，可搬型代替注水中型ポンプ1台あたり約

210m３／hをスプレイ可能な設計とし，揚程を確保するため2

台を直列に接続し使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

また，可搬型代替注水大型ポンプポンプ1台あたり約1,320m

３／hをスプレイ可能な設計とし，1台使用する設計とする。 

 

 

全交流動力電源喪失時に可搬型代替注水中型ポンプ及び

可搬型代替注水大型ポンプは，低圧代替注水系（可搬型）

による発電用原子炉への注水（50m３／h），代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）による格納容器スプレイ（130m３

／h）代替燃料プール注水系による使用済燃料プールへの注

水（16 m３／h）を同時に実施可能な設計とする。 

 

可搬型代替注水中型ポンプの全揚程としては，有効性が

確認されている原子炉格納容器へのスプレイ量における圧

損（水源（西側淡水貯水設備）と注水先（原子炉圧力容器）

の圧力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類圧損）

を考慮し，2台で約100mの全揚程を確保可能な設計とする。 

 

 

可搬型代替注水大型ポンプの全揚程としては，有効性が

確認されている原子炉格納容器へのスプレイ量における圧

損（水源（代替淡水貯槽）とスプレイ先（格納容器）の圧

力差，静水頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類圧損）を

考慮し，1台で約140mの全揚程を確保可能な設計とする。 

 

 

スプレイ流量としては，炉心の著しい損傷の防止の重要

事故シーケンスのうち，高圧・低圧注水機能喪失，全交流

動力電源喪失，崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障

した場合），ＬＯＣＡ時注水機能喪失の重要事故シーケン

ス及び格納容器破損防止の重要事故シーケンスのうち，雰

囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

（残留熱代替除去系を使用しない場合）に係る有効性評価

解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，

有効性が確認されている 120m3/hでスプレイ可能な設計と

する。 

 

 

 

大量送水車の容量については，格納容器圧力及び温度抑

制に必要なスプレイ流量として 120m3/h以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内ヘスプレイする場合の大量送水車の揚

程は，原子炉格納容器内ヘスプレイする場合の水源（輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））と注水先（原子

炉格納容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース

及び弁類圧損を考慮し，大量送水車を１台運転でスプレイ

流量 120m3/h達成可能な設計とする。 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の有効性

評価において，格納容器

代替スプレイ系（可搬

型）を考慮する事故シー

ケンスが他社と異なり，

必要流量も異なる 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.6.2.2.4.1 項(5)悪

影響防止に記載 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 
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可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，重大事故時にお

いて，代替格納容器スプレイ冷却に必要な流量を確保で

きる容量を有するものを 1 セット 4 台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は 1 プラントあたり 2セット 8台で 6号及び 7号

炉共用で 4 セット 16 台と，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として 1 台（共用）の合計

17 台を分散して保管する。 

（49-6） 

 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプは，重大事故等時においてスプレイに必要な

揚程を確保するため2台のポンプを直列に接続し使用する。

保有数は2セットで4台と，故障時及び保守点検による待機

除外時の予備として1台の合計5台を保管する。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水大型ポンプは，重大事故等時において注水に必要な容量

を有するものを1セット1台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は2セットで2台と，故障時及び保守点検による待機

除外時の予備として1台の合計3台を保管する。 

 

 

 

ただし，予備については，同型設備である可搬型代替注水

大型ポンプ（放水用）の予備1台と共用可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，重大事故等時において，格納容器代替

スプレイに必要な流量を確保できる容量を有するものを

１セット１台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は２セット２台で，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を分散

して保管する。 

（49-6） 

 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の代替格納

容器スプレイ冷却系（可

搬型）は可搬型ポンプを

複数台組み合わせた構

成としているが，島根２

号炉の格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）は，

可搬型ポンプ１台で構

成し，必要流量を満足で

きる設計としている（以

下，⑩の相違） 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の放水用

は，大量送水車とは別に

大型送水ポンプ車を配

備しているため，予備は

兼用していない 
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なお，西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽の容量の説明

は，「3.13  重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備（設置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

（49－6－6～18） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.6-9の下欄に記載 

（2） 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3 項二） 

（ⅰ） 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又

は短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常

設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用す

ることができるよう，接続部の規格の統一その他の適切

な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）である可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）の接続箇所は，低圧代替注水

系（可搬型），格納容器下部注水系（可搬型），燃料プー

ル代替注水系及び復水貯蔵槽への水の供給にも使用する

ことができるよう，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）か

ら来るホースと接続口について，簡便な接続方式である

結合金具にすることに加え，接続口の口径を 75A又は 65A

に統一し，75A/65A の接続治具を配備しておくことで確

実に接続ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

 （ⅰ） 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当

該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，

二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用すること

ができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ側のホースと

高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側接続口

及び原子炉建屋西側接続口については，フランジ接続にす

ることで，一般的に使用される工具を用いてホースを確実

に接続できる設計とする。また，高所東側接続口，高所西

側接続口，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続

口の口径を統一し，確実に接続できる設計とする。 

（49－7－2～5） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設

の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車の

接続箇所は，低圧原子炉代替注水系（可搬型），ペデスタ

ル代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系に使用

することができるよう，大量送水車から来るホースと接続

口について，簡便な接続方式である結合金具にすることに

加え，接続口の口径を 150Aに統一しておくことで確実に

接続ができる設計とする。 

（49-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水槽への水

の補給は，開放したマン

ホールにホースを挿入

して実施するため，接続

口を介さない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

接続口の口径につい

て，設備仕様の相違 
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また，6 号及び 7 号炉が相互に使用することができるよ

う，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）から来るホースと

接続口について，ホースと接続口を簡便な接続方式であ

る結合金具にすることに加え，接続口の口径を 75A 又は

65A に統一し，75A/65Aの接続治具を配備しておくことで

確実に接続ができる設計とする。 

（49-7） 

・他号炉と共用しない 

（3） 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第 3 項三） 

（ⅰ） 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によっ

て接続することができなくなることを防止するため，可

搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電

力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異

なる複数の場所に設けるものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等」に示す。 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）である可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）の接続箇所である接続口は，

重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢

水及び火災の影響により接続できなくなることを防止す

るため，接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設

ける設計とする。 

6 号炉については，接続口から復水補給水系配管まで

鋼製配管でつながる「接続口（屋内本設）」を原子炉建屋

南側に 1 箇所，原子炉建屋東側に 1 箇所設置し，接続口

から復水補給水系配管まで建屋内にホースを敷設してつ

ながる「接続口（屋内ホース）」を原子炉建屋内東側に 1

箇所設置し，合計 3 箇所設置することで共通要因によっ

て接続できなくなることを防止する設計とする。 

7 号炉については，接続口から復水補給水系配管まで

鋼製配管でつながる「接続口（屋内本設）」を原子炉建屋

南側に 1 箇所，原子炉建屋北側に 1 箇所設置し，接続口

から復水補給水系配管まで建屋内にホースを敷設してつ

ながる「接続口（屋内ホース）」を原子炉建屋内東側に 1

（3） 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

 （ⅰ） 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの接続箇所で

ある接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部

人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなるこ

とを防止するため，原子炉建屋の異なる面の隣接しない東

側に1箇所，西側に1箇所，常設高圧電源装置置場の東側に1

箇所及び西側に1箇所設置する。 

（49－7－2～5） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建物の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車の

接続箇所である接続口は，重大事故等時の環境条件，自然

現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続でき

なくなることを防止するため，原子炉建物の異なる面の南

側に１箇所及び西側に１箇所，並びに原子炉建物内に１箇

所設置し，計３箇所設置することで共通要因によって接続

できなくなることを防止する設計とする。 

（49-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，屋内に

接続口を設置する 
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箇所設置し，合計 3 箇所設置することで共通要因によっ

て接続できなくなることを防止する設計とする。 

（49-7） 

 

（4） 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設

備と接続することができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設

置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）である可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）は，炉心損傷後の格納容器ベ

ントを実施していない状況で屋外で使用する設備であ

り，想定される重大事故等が発生した場合における放射

線を考慮しても作業への影響はないと想定しているが，

仮に線量が高い場合は線源からの離隔距離をとること，

線量を測定し線量が低い位置に配置することにより，こ

れら設備の設置及び常設設備との接続が可能である。 

 

 

 

 

また，現場での接続作業に当たっては，簡便な結合金具

による接続方式により，確実に速やかに接続が可能であ

る。 

（49-7） 

（4） 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

 （ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ

及びホースの設置並びにホースと接続口（原子炉建屋東側，

原子炉建屋西側，高所東側及び高所西側）との接続は屋外

で実施するが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適

切な放射線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を

実施する。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を

確保するとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施し

た上で，線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことに

より，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型

ポンプ等の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

 

ホースの接続は簡便な接続金物により確実に接続が可能

な設計とする。また，接続口への接続は，簡便なフランジ

接続により一般的な工具等を用い確実に接続が可能な設計

とする。 

（49－3－4，49－7－2～5） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備

と接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その

他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車は，

炉心損傷後の格納容器ベントを実施していない状況で屋

外で使用する設備であり，想定される重大事故等が発生し

た場合における放射線を考慮しても作業への影響はない

と想定しているが，仮に線量が高い場合は線源からの離隔

距離をとること，線量を測定し線量が低い位置に配置する

ことにより，これら設備の設置及び常設設備との接続が可

能である。 

 

 

 

 

また，現場での接続作業に当たっては，簡便な結合金具に

よる接続方式により，確実に速やかに接続が可能である。 

（49-7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，被ばく

評価上，仮設遮蔽不要 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，接続口

への接続も結合金具に

よる接続としている 
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（5） 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3項五） 

（ⅰ） 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所

に保管すること。 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1  多様性，位置的分散，

悪影響防止等」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）である可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）は，地震，津波その他の自然

現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対

処設備の配置その他の条件を考慮し，残留熱除去系ポン

プ，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）である復水移

送ポンプと位置的分散を図り，発電所敷地内の高台の荒

浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5 号炉

東側第二保管場所に分散して保管する。 

（49-8） 

（5） 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

 （ⅰ） 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，地震，津

波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備の残留

熱除去系ポンプ及び重大事故等対処設備の代替格納容器ス

プレイ冷却系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプの配置

その他の条件を考慮し，常設低圧代替注水系ポンプが設置

される常設低圧代替注水系格納槽と異なる，発電所敷地内

の西側及び南側保管場所に保管することで位置的分散を図

る設計とする。 

（49－3－3，49－8－1） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保

管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車は，

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，

残留熱除去ポンプ，格納容器代替スプレイ系（常設）であ

る低圧原子炉代替注水ポンプと位置的分散を図り，発電所

敷地内で津波の影響を受けない第２，第３及び第４保管エ

リアに分散して保管する。 

 

（49-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の第４保

管エリアは EL8.5m であ

るが，防波壁の内側であ

り基準津波が防波壁を

超えないため，津波の影

響を受けない場所と記

載している 

 

 

（6） アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第 3項六） 

（ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状

況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保でき

るよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査

性」に示す。 

（6） アクセスルートの確保（許可基準規則第43条第3項六） 

 （ⅰ） 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把

握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.6 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第３項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 
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代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）である可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）は，通常時は高台の荒浜側高

台保管場所及び大湊側高台保管場所並びに 5 号炉東側第

二保管場所に分散して保管しており，想定される重大事

故等が発生した場合においても，保管場所から接続場所

までの運搬経路について，設備の運搬及び移動に支障を

きたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセ

スルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保管

場所及びアクセスルートについて』参照） 

（49-9） 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機

時は西側及び南側保管場所に保管しており，重大事故等時

において保管場所から接続場所までの経路について，設備

の運搬及び移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も

考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

なお，アクセスルートの詳細については，「実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡

大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

に係る審査基準への適合状況について」の「1.0 重大事故

等対策における共通事項」添付資料1.0.2「東海第二発電所 

可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートに

ついて」で示す。 

（49－9－2～4） 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車は，

通常時は津波の影響を受けない第２，第３及び第４保管エ

リアに分散して保管しており，想定される重大事故等が発

生した場合においても，保管場所から設置場所までの運搬

経路について，設備の運搬及び移動に支障をきたすことの

ないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保

する。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセス

ルートについて』参照） 

 

（49-9） 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の第４保

管エリアは EL8.5m であ

るが，防波壁の内側であ

り基準津波が防波壁を

超えないため，津波の影

響を受けない場所と記

載している 

 

（7） 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43条第 3項七） 

（ⅰ） 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因に

よって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防

止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，

悪影響防止等」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，共通要因

によって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃

料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故

等対処設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，設計基準事故対処設備の残留熱除去系と

常設重大事故等対処設備の代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）に対し，多様性，位置的分散を図る設計として

いる。これらの詳細については，3.6.2.2.3 項に記載の

とおりである。 

（49-3，49-4，49-7，49-8） 

（7） 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第43条第3項七） 

 （ⅰ） 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

 （ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）は，設計基準事

故対処設備の残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）と

重大事故防止設備の代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

に対し，多様性を有し位置的分散を図る設計とする。これ

らの詳細については，3.6.2.2.3項に記載のとおりである。 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設

備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽

の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故等対処設

備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，設計基準事故対処設備の残留熱除去系と常設重大事

故等対処設備の格納容器代替スプレイ系（常設）に対し，

多様性，位置的分散を図る設計としている。これらの詳細

については，3.6.2.2.3項に記載のとおりである。 

（49-3，49-4，49-7，49-8） 
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3.6.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.6.3.1 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード） 

3.6.3.1.1 設備概要 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，熱交換器 2

基，電動機駆動ポンプ 2 台，配管，弁類，ストレーナ，格納容器

スプレイ・ヘッダ及び計測制御装置からなり，冷却材喪失事故後

に，サプレッション・チェンバのプール水をドライウェル内及び

サプレッション・チェンバ内にスプレイする。 

ドライウェル内にスプレイされた水は，ベント管を通って，サ

プレッション・チェンバ内に戻り，サプレッション・チェンバ内

にスプレイされた水とともに残留熱除去系の熱交換器で冷却され

た後，再びスプレイされる。 

本系統は，独立した 2系統で構成し，低圧注水系と連携して，1

系統で給水配管破断による冷却材流出のエネルギ，崩壊熱及び燃

料の過熱にともなう燃料被覆管の重大な損傷を防止し，ジルコニ

ウム－水との反応による発生熱を除去し，原子炉格納容器内圧力

及び温度が異常上昇することを緩和する。 

冷却材喪失事故時には，残留熱除去系は低圧注水モードとして

自動起動し，次に遠隔手動操作により，電動弁を切り替えること

によって格納容器スプレイ冷却モードとして機能するような設計

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の系統概要図を図 3.6-6 に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.6-16に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

また，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，非常

用交流電源設備からの給電に加えて，代替交流電源設備からの給

電により復旧し，重大事故等時に使用できる設計とする。 

 

3.6.3 設計基準事故対処設備を用いた重大事故等対処設備 

3.6.3.1 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系） 

3.6.3.1.1 設備概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，独立した2系統で

構成し，低圧注水系等と連携して，1系統で再循環系配管破断によ

る冷却材流出のエネルギ，崩壊熱及び燃料の過熱にともなう燃料

被覆管（ジルカロイ）と水との反応による発生熱を除去し，原子

炉格納容器内圧力及び温度が異常上昇することを緩和する。 

冷却材喪失事故時には，残留熱除去系は低圧注水系として自動

起動した後，遠隔手動操作により電動弁を切り替えることで，格

納容器スプレイ冷却系として機能する設計としている。 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，電動ポンプ2台，

熱交換器2基，配管・弁，スプレイヘッダ等からなり，冷却材喪失

事故後に，サプレッション・チェンバのプール水をドライウェル

内及びサプレッション・チェンバ内にスプレイする機能を有する。 

ドライウェル内にスプレイされた水は，ベント管を通って，サ

プレッション・チェンバ内に戻り，サプレッション・チェンバ内

にスプレイされた水とともに残留熱除去系の熱交換器で冷却され

た後，再びスプレイされる。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の系統概要図を第3.6

－3図に，重大事故等対処設備一覧を第3.6－16表に示す。 

本系統は設計基準事故対処設備であるが，重大事故等時におい

てその機能を考慮するため，重大事故等対処設備と位置付ける。 

 

また，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，非常用交

流電源設備からの給電に加え，代替交流電源設備である常設代替

高圧電源装置からの給電により復旧し，重大事故等時に使用でき

る設計とする。 

3.6.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.6.3.1 残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

3.6.3.1.1 設備概要 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，熱交換器２基，電動

機駆動ポンプ２台，配管，弁類，ストレーナ，格納容器スプレイ・

ヘッダ及び計測制御装置からなり，冷却材喪失事故後に，サプレ

ッション・チェンバのプール水をドライウェル内及びサプレッシ

ョン・チェンバ内にスプレイする。 

ドライウェル内にスプレイされた水は，ベント管を通って，サ

プレッション・チェンバ内に戻り，サプレッション・チェンバ内

にスプレイされた水とともに残留熱除去系の熱交換器で冷却され

た後，再びスプレイされる。 

本系統は，独立した 2系統で構成し，1系統で再循環配管破断

による冷却材流出のエネルギ，崩壊熱及び燃料の過熱にともなう

燃料被覆管（ジルカロイ）と水との反応による発生熱を水との反

応による発生熱を除去し，原子炉格納容器内圧力及び温度が異常

上昇することを緩和する。 

冷却材喪失事故時には，残留熱除去系は低圧注水モードとして

自動起動し，次に遠隔手動操作により，電動弁を切り替えること

によって格納容器冷却モードとして機能するような設計としてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の系統概要図を図 3.6-6に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.6-16に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

また，残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，非常用交流電

源設備からの給電に加えて，代替交流電源設備からの給電により

復旧し，重大事故等時に使用できる設計とする。 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，３段落下

に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.6.3.1.1 設備概要の

冒頭で記載 
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図 3.6-6 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード） 系統 

概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.6－3図 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6-6 残留熱除去系（格納容器冷却モード） 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器  

燃料プール冷却系へ 

原子炉再循環ポンプ 

原子炉格納容器 

AO 

AO AO 

AO 
原
子
炉
圧
力
容
器 

Ａ－残留熱除去系熱交換器  

AO 

MO MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

格 納 容 器 冷 却 モ ー ド： 

区       分       Ⅰ： 

区       分       Ⅱ： 

 

凡例 

6.9kV 非常用母線 
（区分Ⅱ） 

非常用ディーゼル 
発電機（区分Ⅱ）より 外部電源より 

6.9kV 非常用母線 
（区分Ⅰ） 

非常用ディーゼル 
発電機（区分Ⅰ）より 

 
外部電源より MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

・水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

・計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則 58 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

高圧炉心 

スプレイ系より 

MO 原子炉隔離時 
冷却系より 
 

※ 

※ 

燃料プール冷却系より 

Ａ－残留熱 

除去ポンプ 

 

Ｂ－残留熱 

除去ポンプ 

 

Ｃ－残留熱 

除去ポンプ 

 

ストレーナ ストレーナ 

原
子
炉 

補
機
冷
却
系 

（
区
分Ⅰ

） 

原
子
炉 

補
機
冷
却
系 

（
区
分Ⅱ

） 

原
子
炉 

補
機
冷
却
系 

（
区
分Ⅰ

） 

原
子
炉 

補
機
冷
却
系 

（
区
分Ⅱ

） 
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表 3.6-16 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）に 

関する重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

 

 

※1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

 

第 3.6－16表 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）に関する 

重大事故等対処設備一覧 

 

表 3.6-16 残留熱除去系（格納容器冷却モード）に関する重大事

故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
残留熱除去ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源※1 サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 
残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

格納容器スプレイ・ヘッダ【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※2 
非常用交流電源設備 

 非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※3 

残留熱除去ポンプ出口流量【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.6.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

（1） 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3.1.2 主要設備の仕様 

主要設備の機器仕様を以下に示す。 

 

(1) 残留熱除去系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

3.6.3.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

（1） 残留熱除去ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の RHR ポ

ンプは，49 条設備及び

設計基準拡張として使

用する 
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容量：約 950m3/h/台 

全揚程：約 130m 

個数：2 

取付箇所 ：原子炉建屋地下 3 階 

 

 

 

 

（2） 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個数：2 

伝熱容量 ：約 8.1MW/基（海水温度 30℃において） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種        類     たて形電動うず巻式 

台    数     3  

容    量     約1,690m３／h （1台当たり） 

全 揚 程     約85m 

最高使用圧力     3.50MPa［gage］ 

最高使用温度     182℃ 

本 体 材 料    鋳鋼 

取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟地下2階 

 

 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

 

型    式     縦型Ｕチューブ式 

基 数     2 

伝 熱 容 量    約19.4×10３kW（1基当たり） 

（原子炉停止時冷却モード） 

最高使用圧力 

 管   側     3.45MPa［gage］ 

 胴   側     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 

 管   側     249℃ 

 胴   側     249℃ 

材    料 

 管   側     白銅管 

 胴   側     炭素鋼 

取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟地下 2階 

 

 

 

 

 

 

 

容量     ：約 1,200m3/h/台 

全揚程    ：約 100m 

個数     ：２ 

取付箇所   ：原子炉建物原子炉棟地下２階 

 

 

 

 

（2） 残留熱除去系熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基数     ：２ 

伝熱容量   ：約 9.1MW/基（海水温度 30℃において） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，50 条

にて記載 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.6-70



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型    式     たて形うず巻式 

台    数     4 

容    量     約886m３／h（1台当たり） 

全  揚  程     約184m 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 

 

(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型    式     円筒縦形    

基    数     2 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料      ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，48 条

に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，48 条

に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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3.6.3.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，想定される

重大事故等時に重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用

するため，「2.3重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，

多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，代替交流電源設備からの給電により残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却モード）を復旧させる場合については，残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，設計基準事故対処

設備である非常用交流電源設備からの給電により起動する残留熱

除去系（格納容器スプレイ冷却モード）に対して，駆動電源の多

様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備の多様性，位置

的分散については，「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57 条に

対する設計方針を示す章）」に示す。 

 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）については，設

計基準対象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故

等においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計

である。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，二以上の発

電用原子炉施設において共用しない設計である。 

 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）ポンプ及び残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）熱交換器については，

設計基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必

要な容量に対して十分である。基本方針については，「2.3.2容量

等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，重大事故等時

において重大事故等対処設備として使用するため，「2.3 重大

事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性及び位置的

分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置

からの給電により残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）を

復旧させる場合については，残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却系）は，設計基準事故対処設備である非常用電源設備の非

常用ディーゼル発電機からの給電により起動する残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却系）に対して駆動電源の多様性を有す

る設計とする。 

なお，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置の

多様性及び位置的分散については，「3.14 電源設備（設置許

可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準

対象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等に

おいても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計で

ある。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，二以上の発電

用原子炉施設において共用しない。 

 

 

 

 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計基準

事故時の非常用炉心冷却機能及び残留熱除去機能を兼用してお

り，設計基準事故時に使用する場合のポンプ流量及び容量が，

発電用原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するために必要なスプレイ流量に対して十分であ

るため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

3.6.3.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，想定される重大事故

等時に重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用するため，

「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，

位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

ただし，代替交流電源設備からの給電により残留熱除去系（格

納容器冷却モード）を復旧させる場合については，残留熱除去系

（格納容器冷却モード）は，設計基準事故対処設備である非常用

交流電源設備からの給電により起動する残留熱除去系（格納容器

冷却モード）に対して，駆動電源の多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14

電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」

に示す。 

 

 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）については，設計基準対

象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等におい

ても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は，二以上の発電用原子

炉施設において共用しない設計である。 

 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

 

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，設計

基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な

容量に対して十分である。基本方針については，「2.3.2容量等」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）ポンプ及び残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）熱交換器については，

原子炉建屋原子炉区域内に設置される設備であることから，想定

される重大事故等が発生した場合における原子炉建屋原子炉区域

内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮する

ことができるよう，表 3.6-17に示す設計である。 

 

また，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子

炉格納容器スプレイ水として使用する水源のサプレッション・

チェンバは，設計基準事故時の非常用炉心冷却設備の水源と兼

用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，発電用

原子炉を冷却し，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損

を防止するために必要なスプレイ流量に対して十分であるた

め，設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原子炉建

屋原子炉棟内に設置される設備であることから，重大事故等時

における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能

を有効に発揮することができるよう，第3.6－17表に示す設計で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，原子

炉建物原子炉棟内に設置される設備であることから，想定される

重大事故等が発生した場合における原子炉建物原子炉棟内の環境

条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することがで

きるよう，表 3.6-17に示す設計である。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，設計基

準拡張を設けているが，

重大事故等対処設備の

扱いであり実質的な差

異はない 

 

 

表 3.6-17 想定する環境条件及び荷重条件 

 

 

 

第3.6－17表 想定する環境条件 

 

 

  

 

 

 

 

 

表3.6-17 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置場所である原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
 

・設計方針の相違 
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また，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は中央制

御室にて操作可能な設計である。残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード）の系統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制

御室で操作することから，操作位置の放射線量が高くなるおそれ

が少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）については，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

においても使用する設計である。また，残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード）については，テストラインにより系統の機

能・性能試験が可能な設計である。残留熱除去系（格納容器スプ

レイ冷却モード）ポンプについては，発電用原子炉の運転中又は

停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用原子

炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

また，残留熱除去系ポンプは中央制御室にて操作可能な設計

とする。 

 

 

 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）は，設計基準事故

対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等時に

おいても使用する設計とする。また，残留熱除去系ポンプは，

テストラインにより系統の機能・性能検査が可能な設計とする。

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，発電用原子

炉の運転中に機能・性能検査を，また停止中に分解検査及び外

観検査が実施可能な設計とする。 

 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性につ

いて」に示す。 

 

また，残留熱除去系（格納容器冷却モード）は中央制御室にて

操作可能な設計である。残留熱除去系（格納容器冷却モード）の

系統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作するこ

とから，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作

が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）については，設計基準対

象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等において

も使用する設計である。また，残留熱除去系（格納容器冷却モー

ド）については，テストラインにより系統の機能・性能試験が可

能な設計である。残留熱除去ポンプについては，発電用原子炉の

運転中又は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，

発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計であ

る。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

3.6.3.2 残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷

却モード） 

3.6.3.2.1 設備概要 

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド）は，3 ループから構成され，熱交換器 3 基，電動機駆動ポン

プ 3 台，配管，弁類，ストレーナ及び計測制御装置からなり，サ

プレッション・チェンバ・プールへ放出された熱を除去して，サ

プレッション・チェンバのプール水を冷却するためのものである。 

サプレッション・チェンバ・プールへ放出された熱は，残留熱

除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）によ

って冷却される。 

本系統の系統概要図を図 3.6-7 に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.6-18 に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事

故等時においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設

計基準拡張）と位置付ける。 

 

また，残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷

却モード）は，非常用交流電源設備からの給電に加えて，代替交

流電源設備からの給電により復旧し，重大事故等時に使用できる

設計とする。 

3.6.3.2 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系） 

 

3.6.3.2.1 設備概要 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，2

ループから構成され，電動ポンプ 2台，熱交換器 2基，配

管・弁等からなり，原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動タービ

ン運転時の排気蒸気等によるサプレッション・チェンバの

温度上昇を抑制する。 

 

 

 

本系統の系統概要図を第 3.6－4図に，重大事故等対処設

備一覧を第 3.6－18表に示す。 

本系統は設計基準事故対処設備であるとともに，重大事

故等時においてその機能を考慮するため，重大事故等対処

設備と位置付ける。 

 

また，残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）

は，非常用交流電源設備からの給電に加えて，代替交流電

源設備である常設代替高圧電源装置からの給電により復旧

し，重大事故等時に使用できる設計とする。 

3.6.3.2残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード） 

 

3.6.3.2.1 設備概要 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）は，２

ループから構成され，熱交換器２基，電動ポンプ２台，配管，弁

類，ストレーナ及び計測制御装置からなり，サプレッション・チ

ェンバへ放出された熱を除去して，サプレッション・チェンバの

プール水を冷却するためのものである。 

サプレッション・チェンバへ放出された熱は，残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）によって冷却される。 

 

本系統の系統概要図を図 3.6-7に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.6-18に示す。 

本系統は設計基準対象施設であるとともに，想定される重大事

故等時においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設

計基準拡張）と位置付ける。 

 

また，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

は，非常用交流電源設備からの給電に加えて，代替交流電源設備

からの給電により復旧し，重大事故等時に使用できる設計とする。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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図 3.6-7 残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プ

ール水冷却モード）系統概要図 

 

 

第 3.6－4図 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系） 

系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6-7 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード） 

系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器  

燃料プール冷却系へ 

原子炉再循環ポンプ 

原子炉格納容器 

AO 

AO AO 

AO 
原
子
炉
圧
力
容
器 

Ａ－残留熱除去系熱交換器  

AO 

MO MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

サプレッション・プール水冷却モード： 

区       分       Ⅰ： 

区       分       Ⅱ： 

 

凡例 

6.9kV 非常用母線 
（区分Ⅱ） 

非常用ディーゼル 
発電機（区分Ⅱ）より 外部電源より 

6.9kV 非常用母線 
（区分Ⅰ） 

非常用ディーゼル 
発電機（区分Ⅰ）より 

 
外部電源より MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

・水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

・計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則 58 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

高圧炉心 

スプレイ系より 

MO 原子炉隔離時 
冷却系より 
 

※ 

※ 

燃料プール冷却系より 

Ａ－残留熱 

除去ポンプ 
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表 3.6-18 残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プ

ール水冷却モード）に関する重大事故等対処設備（設計基

準拡張）一覧 

 
※1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

第 3.6－18表 残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）に

関する重大事故等対処設備一覧 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.6-18 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

に関する重大事故等対処設備（設計基準拡張）一覧 

 

設備区分 設備名 

主要設備 
残留熱除去ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

附属設備 － 

水源※1 サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※2 
非常用交流電源設備 

 非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※3 

残留熱除去ポンプ出口流量【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

 

 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 
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3.6.3.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

（1）残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モ

ード）ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容量：約 950m3/h/台 

全揚程：約 130m 

個数：3 

取付箇所：原子炉建屋地下 3 階 

3.6.3.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の機器仕様を以下に示す。 

 

  (1) 残留熱除去系ポンプ 

    兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

 

 

種 類    たて形電動うず巻式 

台    数    3 

容 量    約 1,690m３／h（1台当たり） 

全 揚 程    約 85m 

最高使用圧力    3.50MPa［gage］ 

最高使用温度    182℃ 

本 体 材 料    鋳鋼 

取 付 箇 所     原子炉建屋原子炉棟地下 2階 

 

 

 

3.6.3.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 残留熱除去ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容量     ：約 1,200m3/h/台 

全揚程    ：約 100m 

個数     ：２ 

取付箇所   ：原子炉建物原子炉棟地下２階 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の RHR ポ

ンプは，49 条設備及び

設計基準拡張として使

用する 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

（2）残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モ

ード）熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 残留熱除去系熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，50 条

にて記載 
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個数 ：3 

伝熱容量 ：約 8.1MW/基（海水温度 30℃において） 

型    式    縦型Ｕチューブ式 

基 数    2 

伝 熱 容 量     約19.4×10３kW（1基当たり） 

（原子炉停止時冷却モード） 

最高使用圧力 

 管   側    3.45MPa［gage］ 

胴   側    3.45MPa［gage］ 

最高使用温度 

管   側    249℃ 

胴   側    249℃ 

材    料 

管   側    白銅管 

胴   側    炭素鋼 

取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟地下2階 

 

 (3) 残留熱除去系海水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型    式     たて形うず巻式 

台    数     4 

容    量     約886m３／h（1台当たり） 

全  揚  程     約184m 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料     鋳鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基数     ：２ 

伝熱容量   ：約 9.1MW/基（海水温度 30℃において） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，48 条

に記載 
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(4) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

型    式     円筒縦形 

基    数     2 

最高使用圧力     3.45MPa［gage］ 

最高使用温度     38℃ 

本 体 材 料      ステンレス鋼 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，48 条

に記載 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

3.6.3.2.3 設置許可基準規則第 43 条への適合状況 

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド）は，想定される重大事故等時に重大事故等対処設備（設計基

準拡張）として使用するため，「2.3重大事故等対処設備に関する

基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用し

て設計を行う。 

ただし，代替交流電源設備からの給電により残留熱除去系（サ

プレッション・チェンバ・プール水冷却モード）を復旧させる場

合については，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は，

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備からの給電によ

り起動する残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水

冷却モード）に対して，駆動電源の多様性を有する設計とする。

常設代替交流電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14

電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」

に示す。 

 

 

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド）については，設計基準対象施設として使用する場合と同様の

系統構成で重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影

響を及ぼさない設計である。 

3.6.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，重大事

故等時において重大事故等対処設備として使用するため，「2.3 

重大事故等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性及び位

置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

 

ただし，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置

からの給電により残留熱除去系（サプレッション・プール冷却

系）を復旧させる場合については，残留熱除去系（サプレッシ

ョン・プール冷却系）は，設計基準事故対処設備である非常用

電源設備の非常用ディーゼル発電機からの給電により起動する

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）に対して駆動

電源の多様性を有する設計とする。常設代替交流電源設備であ

る常設代替高圧電源装置の多様性及び位置的分散については，

「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設計方針

を示す章）」に示す。 

 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，設計基

準対象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等

においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計

である。 

3.6.3.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）は，想

定される重大事故等時に重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

して使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関する基本方針」

のうち，多様性，位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行

う。 

ただし，代替交流電源設備からの給電により残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）を復旧させる場合について

は，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）は，

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備からの給電によ

り起動する残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

に対して，駆動電源の多様性を有する設計とする。常設代替交流

電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備（設

置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

 

 

 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）につい

ては，設計基準対象施設として使用する場合と同様の系統構成で

重大事故等においても使用するため，他の施設に悪影響を及ぼさ

ない設計である。 
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残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド）は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計であ

る。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

 

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド）ポンプ及び残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却モード）熱交換器については，設計基準事故時に使用す

る場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分で

ある。 

 

 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド）ポンプ及び残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却モード）熱交換器については，原子炉建屋原子炉区域内

に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生

した場合における原子炉建屋原子炉区域内の環境条件及び荷重条

件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表

3.6-19 に示す設計である。 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，二以上

の発電用原子炉施設において共用しない。 

 

 

 

 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）によるサプ

レッション・チェンバの冷却に使用する残留熱除去系ポンプ，

残留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，設計

基準事故時の非常用炉心冷却機能及び残留熱除去機能を兼用し

ており，設計基準事故時に使用する場合のポンプ容量が，サプ

レション・チェンバを冷却するために必要な容量に対して十分

であるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計である。 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，

原子炉建屋原子炉棟内に設置される設備であることから，重大

事故等時における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，第 3.6－19表 に

示す設計である。 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）は，二

以上の発電用原子炉施設において共用しない設計である。 

 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，設計

基準事故時に使用する場合の容量が，重大事故等の収束に必要な

容量に対して十分である。 

 

 

 

 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，原子

炉建物原子炉棟内に設置される設備であることから，想定される

重大事故等が発生した場合における原子炉建物原子炉棟内の環境

条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することがで

きるよう，表 3.6-19に示す設計である。 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

表 3.6-19 想定する環境条件及び荷重条件 

 

第3.6－19表 想定する環境条件 

 
 

表3.6-19 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置場所である原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水しない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風）・積雪 
原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び積雪

の影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

  

・設計方針の相違 

 

 

添3.6-80



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

また，残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷

却モード）は中央制御室にて操作可能な設計である。残留熱除去

系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）の系統構

成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作することから，

操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能で

ある。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド）については，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等においても使用する設計である。また，残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）については，テストラ

インにより系統の機能・性能試験が可能な設計である。

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）ポンプについては，

発電用原子炉の運転中又は停止中に系統の機能・性能試験が可能

な設計であり，発電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が

可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

また，残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は中

央制御室にて操作可能な設計とする。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）は，設計基

準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等においても使用する設計である。また，残留熱除去系（サプ

レッション・プール冷却系）は，系統の機能・性能検査が可能

な設計である。 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器については，

発電用原子炉の運転中に機能・性能検査を，また停止中に分解

検査及び外観検査が実施可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性につ

いて」に示す。 

また，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

は中央制御室にて操作可能な設計である。残留熱除去系（サプレ

ッション・プール水冷却モード）の系統構成及び運転に必要な操

作機器は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線量

が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）につい

ては，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等においても使用する設計である。また，残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）については，テストライン

により系統の機能・性能試験が可能な設計である。 

残留熱除去ポンプについては，発電用原子炉の運転中又は停止中

に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用原子炉の停

止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

・記載方針の相違

【東海第二】
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まとめ資料比較表 〔50条 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉はPCVスプレイによりPCV下部へ注水を行う

② 島根２号炉のベント時のドライウェル水位はドライウェル床面より高いため，ドライウェルベントラインの高さに当該水位を考慮する必要がある

③
島根２号炉は，柏崎6/7と同様に，有効性評価解析結果及びスプレイの停止運用により基準適合する方針としているため，負圧破損防止として使用する窒素ガス代替注入系は，50
条のSA設備として位置付けない

④ 島根２号炉の排出経路に設置される隔離弁は，空気作動弁を設置しない設計のため，遠隔空気駆動弁操作用ボンベ等はない

⑤ 東海第二は，放射線防護対策として空気ボンベユニットを使用するが，島根２号炉は，必要に応じて遮蔽材を設置

⑥ 島根２号炉は地下の格納槽に設置

⑦ 島根２号炉は，スクラビング水の補給及び排水設備を使用しなくても，フィルタ機能を維持することができる設計としているため，自主対策設備としている

⑧
残留熱代替除去系の除熱設備として原子炉補機代替冷却系を使用するが，島根２号炉の原子炉補機代替冷却系は常設代替交流電源設備から電源供給する設計としており，残留熱代
替除去系も常設代替交流電源設備からの電源供給のみとしている。

⑨ 東海第二は，「3.5最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準規則第48条に対する設計方針を示す章）」にて説明

⑩ 島根２号炉は，附属設備として整理

⑪ 島根２号炉は，第１ベントフィルタスクラバ容器と別容器で有機よう素を除去する設計

⑫ 島根２号炉は，ドライウェル側もｐＨ制御を行う

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備) 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止する

ため、原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設け

なければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著し

い損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容

器の過圧による破損が発生するおそれがあるものに限る。）

には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力を大気

中に逃がすために必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損

防止機能（炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の過圧による破損を防止するために必要な機能をい

う。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適

切な措置を講じたものでなければならない。 

 

(解釈) 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」と

は、限界圧力及び限界温度において評価される原子炉格納容

器の漏えい率を超えることなく、原子炉格納容器内の放射性

物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器バウン

ダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを

設置すること。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著し

い損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容

器の過圧による破損が発生するおそれがあるもの」とは、原

子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が速い発

電用原子炉施設である、BWR及びアイスコンデンサ型格納容器

を有するPWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃

がすために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備) 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止する

ため、原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設け

なければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著し

い損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容

器の過圧による破損が発生するおそれがあるものに限る。）

には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力を大気

中に逃がすために必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損

防止機能（炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の過圧による破損を防止するために必要な機能をい

う。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適

切な措置を講じたものでなければならない。 

 

(解釈) 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」と

は、限界圧力及び限界温度において評価される原子炉格納容

器の漏えい率を超えることなく、原子炉格納容器内の放射性

物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器バウン

ダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを

設置すること。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著し

い損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容

器の過圧による破損が発生するおそれがあるもの」とは、原

子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が速い発

電用原子炉施設である、BWR及びアイスコンデンサ型格納容器

を有するPWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃

がすために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備) 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止する

ため、原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設け

なければならない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著し

い損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容

器の過圧による破損が発生するおそれがあるものに限る。）

には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力を大気

中に逃がすために必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損

防止機能（炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の過圧による破損を防止するために必要な機能をい

う。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適

切な措置を講じたものでなければならない。 

 

(解釈) 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」と

は、限界圧力及び限界温度において評価される原子炉格納容

器の漏えい率を超えることなく、原子炉格納容器内の放射性

物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器バウン

ダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを

設置すること。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著し

い損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容

器の過圧による破損が発生するおそれがあるもの」とは、原

子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が速い発

電用原子炉施設である、BWR及びアイスコンデンサ型格納容器

を有するPWRをいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃

がすために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 
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 ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

 ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

  ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性

物質を低減するものであること。 

  ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等

の対策が講じられていること。 

  ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器(例

えばSGTS)や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用

しないこと。ただし、他への悪影響がない場合を除く。 

  ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必

要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備

を整備すること。 

  ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易

かつ確実に開閉操作ができること。 

  ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力

で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよ

う、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされているこ

と。 

  ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を

併置すること。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用

の妨げにならないよう、十分に低い圧力に設定されたラ

プチャーディスク(原子炉格納容器の隔離機能を目的と

したものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的とし

たもの)を使用する場合又はラプチャーディスクを強制

的に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 

  ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び

水没の悪影響を受けない場所に接続されていること。 

  ⅸ）使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減

するための遮蔽等の放射線防護対策がなされているこ

と。 

 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様

性及び可能な限り独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 

 

 

 

 ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

 ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

  ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性

物質を低減するものであること。 

  ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等

の対策が講じられていること。 

  ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器(例

えばSGTS)や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用

しないこと。ただし、他への悪影響がない場合を除く。 

  ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必

要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備

を整備すること。 

  ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易

かつ確実に開閉操作ができること。 

  ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力

で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよ

う、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされているこ

と。 

  ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を

併置すること。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用

の妨げにならないよう、十分に低い圧力に設定されたラ

プチャーディスク(原子炉格納容器の隔離機能を目的と

したものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的とし

たもの)を使用する場合又はラプチャーディスクを強制

的に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 

  ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び

水没の悪影響を受けない場所に接続されていること。 

  ⅸ）使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減

するための遮蔽等の放射線防護対策がなされているこ

と。 

 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性

及び可能な限り独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 
 

 ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

 ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

  ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性

物質を低減するものであること。 

  ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等

の対策が講じられていること。 

  ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器(例

えばSGTS)や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用

しないこと。ただし、他への悪影響がない場合を除く。 

  ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必

要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備

を整備すること。 

  ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易

かつ確実に開閉操作ができること。 

  ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力

で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよ

う、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされているこ

と。 

  ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を

併置すること。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用

の妨げにならないよう、十分に低い圧力に設定されたラ

プチャーディスク(原子炉格納容器の隔離機能を目的と

したものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的とし

たもの)を使用する場合又はラプチャーディスクを強制

的に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 

  ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び

水没の悪影響を受けない場所に接続されていること。 

  ⅸ）使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減

するための遮蔽等の放射線防護対策がなされているこ

と。 

 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様

性及び可能な限り独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 
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3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

3.7.1 設置許可基準規則第 50条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるための設備として，格納容器圧力逃がし装置及び

代替循環冷却系を設ける。 

3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

3.7.1 設置許可基準規則第50条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過

圧による破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。 

 

3.7.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備のうち，原

子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるための設備として，代替循環冷却系を

設ける。また，原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすため

の設備として，格納容器圧力逃がし装置を設ける。 

 

3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

3.7.1 設置許可基準規則第 50条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過

圧による破損を防止するため,原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させるための設備として,格納容器フィルタベント系及び

残留熱代替除去系を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文に記載 

【3.7.1(2)抜粋】 

(2) 代替循環冷却系の設置（設置許可基準規則第 1項 a)) 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器バウン

ダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させるために代替循環冷却系を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系は，サプレッション・チェンバを水源とし，

代替原子炉補機冷却系による除熱と復水移送ポンプによる

原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレ

イ又は，原子炉格納容器下部への注水及び原子炉格納容器内

  

(1) 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（設

置許可基準規則第 1項） 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための重大事故等対処設備として，代替循環冷却

系は，Ｍａｒｋ－Ⅱ型原子炉格納容器の特徴を踏まえ多重性を

有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，代替循環冷却系ポンプによりサプレッション・チェン

バのプール水を残留熱除去系熱交換器にて冷却し，残留熱除去

系等を経由して原子炉格納容器内へスプレイするとともに，原

子炉注水及びサプレッション・チェンバのプール水の除熱を行

 

(1) 残留熱代替除去系の設置（設置許可基準規則第１項 a）） 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持

しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため

に残留熱代替除去系を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系は，サプレッション・チェンバを水源と

し原子炉補機代替冷却系による除熱と残留熱代替除去ポンプ

による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのス

プレイが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二では，代替循

環冷却を使用しない場

合の格納容器ベント実

施までの時間が短いこ

とから，更なる信頼性向

上のために代替循環冷

却系の多重化を図る。な

お，島根２号炉では，ポ

ンプの予備機を配備す

ることで更なる信頼性

の向上を図る 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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へのスプレイが可能な設計とする。 

 

うことで，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格

納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

原子炉格納容器内へスプレイされた水は，格納容器ベント管

を経て，サプレッション・チェンバに戻ることで循環する。 

 

代替循環冷却系は，代替所内電気設備を経由した常設代替交

流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

残留熱除去系熱交換器は，代替循環冷却系で使用する残留熱

除去系海水系又は緊急用海水系により冷却できる設計とする。 

緊急用海水系は，緊急用海水ポンプにて非常用取水設備であ

るＳＡ用海水ピット，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット取水塔，

緊急用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットを通じて海水を

取水し，緊急用海水ポンプ出口に設置される緊急用海水系スト

レーナにより異物を除去し，残留熱除去系熱交換器に海水を送

水することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を最終的な

熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

 

 【柏崎 6/7】 

島根２号炉は PCV ス

プレイにより PCV 下部

へ注水を行う（以下，①

の相違） 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.7.2.

2.1項に記載 

 

(1) 格納容器圧力逃がし装置の設置（設置許可基準規則解釈の第

3項 a),b)) 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させるために格納容器圧力逃がし装置を使用する。 

この設備は，重大事故緩和設備として整備し，以下のとお

り設置許可基準規則解釈の第 3 項 b）に対する要求事項を満

たすものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ）当該設備は排気中に含まれる放射性物質を低減するため，

フィルタ装置及びよう素フィルタを設置する設計とする。 

 

フィルタ装置にて，粒子状放射性物質の 99.9%以上，ガ

 

(2) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱（設置許可基準規則解釈第２項，第３項ａ）） 

 

 

 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器

の過圧破損を防止するための重大事故等対処設備として，格納

容器圧力逃がし装置は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを不活性

ガス系及び耐圧強化ベント系を経由して，フィルタ装置へ導き，

放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口か

ら排出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境への放

出量を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下で

きる設計とする。 

フィルタ装置は，排気中に含まれる粒子状放射性物質，ガス

状の無機よう素及び有機よう素を除去できる設計とする。 

 

 

 

(2) 格納容器フィルタベント系の設置（設置許可基準規則解釈

の第３項 a),b)） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において,原子炉格納容

器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させるために格納容器フィルタベント系を使用する。 

この設備は,重大事故緩和設備として整備し，以下のとおり

設置許可基準規則解釈の第３項ｂ）に対する要求事項を満た

すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 当該設備は排気中に含まれる放射性物質を低減するた

め，第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器を設置する設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器にて，粒子状放射性物

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.7.2.

1.1項に記載 
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ス状の無機よう素に対して 99.9%以上を除去可能である。

また，よう素フィルタにて，有機よう素に対して 98%以上

を除去可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）排気中に含まれる可燃性ガスの爆発防止等の対策として，

当該系統内を可搬型窒素供給装置にて不活性ガス（窒素ガ

ス）にて置換した状態で待機し，使用後には同様に可搬型

窒素供給装置を用いて，系統内を不活性ガスにて置換でき

る設計とする。これにより，格納容器ベント初期に排気中

に含まれる可燃性ガス及び使用後にスクラバ水の放射線

分解により発生する可燃性ガスによる爆発を防ぐことが

可能な設計とする。 

なお，格納容器ベント実施後に原子炉格納容器及びスク

ラバ水内に貯留された核分裂生成物による水の放射線分

解によって発生する可燃性ガスの量は微量であり，また，

連続して系外に排出されていることから，系統内で可燃領

域に達することはない。系統内で可燃性ガスが蓄積する可

能性のある箇所については，可燃性ガスを連続して排出す

るバイパスラインを設置することで，局所的に滞留し，系

統内で可燃性ガスの濃度が可燃領域に達することを防止

できる設計とする。 

 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置を使用する際に流路となる不活性

ガス系，耐圧強化ベント系の配管等は，他号炉とは共用しな

 

 

 

 

本系統はサプレッション・チェンバ及びドライウェルと接続

し，いずれからも排気できる設計とする。サプレッション・チ

ェンバ側からの排気ではサプレッション・チェンバの水面から

の高さを確保し，ドライウェル側からの排気では，ドライウェ

ル床面からの高さを確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置は，排気中に含まれる可燃性ガスに

よる爆発を防ぐため，系統内を不活性ガス（窒素）で置換した

状態で待機させ，不活性ガスで置換できる設計とするとともに，

系統内に可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所にはベントラ

インを設け，可燃性ガスを排出できる設計とすることで，系統

内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置は，他の発電用原子炉施設とは共用

しない設計とする。また，格納容器圧力逃がし装置と他の系統・

質の 99.9%以上，ガス状の無機よう素に対して 99%以上を除

去可能である。また，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容

器にて，有機よう素に対して 98%以上を除去可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 排気中に含まれる可燃性ガスの爆発防止等の対策とし

て，当該系統内を可搬式窒素供給装置にて不活性ガス（窒

素ガス）にて置換した状態で待機し，使用後には可搬式窒

素供給装置を用いて，系統内を不活性ガスにて置換できる

設計とする。これにより，格納容器ベント初期に排気中に

含まれる可燃性ガス及び使用後にスクラビング水の放射線

分解により発生する可燃性ガスによる爆発を防ぐことが可

能な設計とする。 

なお，格納容器ベント実施後に原子炉格納容器及びスク

ラビング水内に貯留された核分裂生成物による水の放射線

分解によって発生する可燃性ガスの量は微量であり，また，

連続して系外に排出されていることから，系統内で可燃領

域に達することはない。系統内で可燃性ガスが蓄積する可

能性のある箇所については，可燃性ガスを連続して排出す

るバイパスラインを設置することで，局所的に滞留し，系

統内で可燃性ガスの濃度が可燃領域に達することを防止で

きる設計とする。 

 

ⅲ) 格納容器フィルタベント系を使用する際に流路となる窒

素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フィルタベ

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.7.1

(1)ⅷ)項に記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のベント

時のドライウェル水位

はドライウェル床面よ

り高いため，ドライウェ

ルベントラインの高さ

に当該水位を考慮する

必要がある（以下，②の

相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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い。また，格納容器圧力逃がし装置と他の系統・機器を隔離

する弁は直列で 2弁設置し，格納容器圧力逃がし装置と他の

系統・機器を確実に隔離することで，悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

iv）重大事故等対策の有効性評価において，格納容器圧力逃が

し装置を使用しても原子炉格納容器が負圧にならないこと

を確認している。また，格納容器ベント停止後に再度，代替

格納容器スプレイ冷却系等により原子炉格納容器内へのス

プレイを行う場合は，原子炉格納容器が負圧とならないよ

う，原子炉格納容器内圧力を確認し，規定の圧力まで減圧し

た場合には原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運用

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v）格納容器圧力逃がし装置の排出経路に設置される隔離弁は，

遠隔手動弁操作設備により人力で、容易かつ確実に開閉操作

が可能な設計とする。 

また，空気作動弁については遠隔空気駆動弁操作用ボンべか

ら遠隔空気駆動弁操作設備の配管を経由し，高圧窒素ガスを

供給することにより容易かつ確実に開閉操作が可能な設計

機器を隔離する弁は直列で 2 弁設置し，格納容器圧力逃がし装

置と他の系統・機器を確実に隔離することで，悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては，代替格納容器ス

プレイ冷却系等による原子炉格納容器内へのスプレイは停止す

る運用としており，原子炉格納容器が負圧とならない。仮に，

原子炉格納容器内にスプレイする場合においても，原子炉格納

容器内圧力が既定の圧力まで減圧した場合には，原子炉格納容

器内へのスプレイを停止する運用とする。 

 

 

また，格納容器圧力逃がし装置使用後においても，可燃性ガス

による爆発及び原子炉格納容器の負圧破損を防止するために，

可搬型窒素供給装置である窒素供給装置及び窒素供給装置用電

源車を用いて原子炉格納容器内に不活性ガス（窒素）の供給が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置使用時の排出経路に設置される隔離

弁は，遠隔人力操作機構によって人力による操作が可能な設計

とする。 

 

 

 

ント系の配管等は，他号炉とは共用しない。また，格納容

器フィルタベント系と他の系統・機器を隔離する弁は直列

で２個設置し，格納容器フィルタベント系と他の系統・機

器を確実に隔離することで，悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

iv) 重大事故等対策の有効性評価において，格納容器フィル

タベント系を使用しても原子炉格納容器が負圧にならない

ことを確認している。また，格納容器ベント停止後に再度，

格納容器代替スプレイ系等により原子炉格納容器内へのス

プレイを行う場合は，原子炉格納容器が負圧とならないよ

う，原子炉格納容器内圧力を確認し，規定の圧力まで減圧

した場合には原子炉格納容器内へのスプレイを停止する運

用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v) 格納容器フィルタベント系の排出経路に設置される隔離

弁は，遠隔手動弁操作機構により人力で容易かつ確実に開

閉操作が可能な設計とする。 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可燃性

ガス爆発防止について

は 52条に記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎 6

/7 と同様に，有効性評

価解析結果及びスプレ

イの停止運用により基

準適合する方針として

いるため，負圧破損防止

として使用する窒素ガ

ス代替注入系は，50 条

の SA 設備として位置付

けない（以下，③の相違） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の排出経
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する。 

 

 

 

 

 

 

また，電動弁については常設代替交流電源設備（第一ガスタ

ービン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（電源車）から

の給電により，中央制御室から開閉操作が可能な設計とす

る。 

 

vi）格納容器圧力逃がし装置を使用する際に，操作が必要な隔

離弁の遠隔手動弁操作設備を介した操作場所は，原子炉建屋

内の原子炉区域外に設置するものとし，操作時の被ばく線量

評価を行った上で，必要に応じて遮蔽材を設置することで，

作業員の放射線防護を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

また，空気作動弁については，原子炉建屋内の原子炉区域外

への遠隔空気駆動弁操作用ボンベの設置に加え，必要に応じ

て遮蔽材を設置することで，作業員の放射線防護を考慮した

設計とする。 

 

 

 

 

 

ⅶ）ラプチャーディスクについては，待機時に系統内を不活性

ガス（窒素ガス）にて置換する際の大気との障壁，並びにフ

ィルタ装置とよう素フィルタとの隔壁として設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠隔人力操作機構の操作場所は，原子炉建屋原子炉棟外とし，

第二弁及び第二弁バイパス弁の操作を行う第二弁操作室は，必

要な要員を収容可能な遮蔽体に囲まれた空間とし，第二弁操作

室空気ボンベユニット（空気ボンベ）にて正圧化することによ

り外気の流入を一定時間遮断することで，放射線防護を考慮し

た設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

排出経路に設置される隔離弁の電動弁については，常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により，

中央制御室から操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，電動弁については常設代替交流電源設備（ガスター

ビン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）

からの給電により，中央制御室から開閉操作が可能な設計

とする。 

 

vi) 格納容器フィルタベント系を使用する際に，操作が必要

な隔離弁の遠隔手動弁操作機構を介した操作場所は，原子

炉建物付属棟にとし，必要に応じて遮蔽材を設置すること

で，作業員の放射線防護を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅶ) 圧力開放板については，待機時に系統内を不活性ガス（窒

素ガス）にて置換する際の大気との障壁として設置する。 

 

 

 

 

 

 

路に設置される隔離弁

は，空気作動弁を設置し

ない設計のため，遠隔空

気駆動弁操作用ボンベ

等はない（以下，④の相

違） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は２段落後

に記載 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，放射線防

護対策として空気ボン

ベユニットを使用する

が，島根２号炉は，必要

に応じて遮蔽材を設置

（以下，⑤の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は２段落

前に記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は 3.7.2.2.

1項に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の銀ゼオ

ライトは湿分環境下に
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また，バイパス弁は併置しないものの，ラプチャーディスク

は原子炉格納容器からの排気圧力（620kPa[gage］）と比較し

て十分に低い圧力である約 100kPa[gage]にて破裂する設計

であり，格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅷ）原子炉格納容器との接続位置は，サプレッション・チェン

バ及びドライウェルに設けるものとし，いずれからも格納容

器圧力逃がし装置を用いた排気を実施することができる設

計とする。 

サプレッション・チェンバ側からの排気では，サプレッシ

ョン・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウェル側

からの排気では，ダイヤフラム・フロア面からの高さを確保

するとともに，有効燃料棒頂部よりも高い位置に接続箇所を

設けることにより，長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を

受けない設計とする。 

 

ix）格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置，よう素フィルタ

及び使用時に高線量となる配管，機器等の周囲には遮蔽体を

設置し，格納容器圧力逃がし装置の使用時に本系統内に蓄積

 

 

 

 

 

 

系統内に設ける圧力開放板は，格納容器圧力逃がし装置の使

用の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比

較して十分に低い圧力で破裂する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置は，格納容器圧力逃がし装置格納槽

（地下埋設）内に設置し，フィルタ装置等の周囲には遮蔽体を

設け，格納容器圧力逃がし装置の使用時に本系統内に蓄積され

 

 

 

 

 

 

また，バイパス弁は併置しないものの，圧力開放板は原子

炉格納容器からの排気圧力（427kPa[gage]）と比較して十

分に低い圧力である約 80kPa[gage]にて破裂する設計であ

り，格納容器フィルタベント系の使用の妨げにならない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅷ) 原子炉格納容器との接続位置は，サプレッション・チェ

ンバ及びドライウェルに設けるものとし，いずれからも格

納容器フィルタベント系を用いた排気を実施することがで

きる設計とする。 

サプレッション・チェンバ側からの排気では，サプレッ

ション・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウェ

ル側からの排気では，ドライウェル床面からの高さを確保

するとともに燃料棒有効長頂部よりも高い位置に接続箇所

を設けることにより，長期的にも溶融炉心及び水没の悪影

響を受けない設計とする。 

 

ix) 格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラ

バ容器，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器及び使用時

に高線量となる配管，機器等は，第１ベントフィルタ格納

おいても性能を維持可

能であるため，スクラバ

容器と銀ゼオライト容

器の間に圧力開放板を

設置しない 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】 

排気圧力の相違につ

いては，柏崎 6/7（ABWR）

と島根２号炉（Mark-Ⅰ

改）の最高使用圧力の相

違による。また，島根２

号炉は，ベント開始圧力

が最も小さい場合の圧

力：１Pd と比較してい

る 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

圧力開放板の破裂圧

力の相違については，設

備仕様の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は本項目２

段落目に記載 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 
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される放射性物質から放出される放射線から作業員を防護

する設計とする（詳細は 3.7.2.1.3.1(6）参照）。 

 

る放射性物質から放出される放射線から作業員を防護する設計

とする。 

 

 

 

代替循環冷却系及び格納容器圧力逃がし装置は，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原

子炉格納容器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計

とする。 

代替循環冷却系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計と

する。また，格納容器圧力逃がし装置は，非常用交流電源設備

に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置は，人力により排出経路に設置され

る隔離弁を操作できる設計とすることで，代替循環冷却系に対

して駆動源の多様性を有する設計とする。 

代替循環冷却系の代替循環冷却系ポンプ，残留熱除去系熱交

換器及びサプレッション・チェンバは原子炉建屋原子炉棟内に

設置し，格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は原子炉建屋

近傍の格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）に，第二弁

操作室遮蔽，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）

及び第二弁操作室差圧計は原子炉建屋付属棟に，圧力開放板は

原子炉建屋近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

代替循環冷却系と格納容器圧力逃がし装置は，共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立

性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によっ

て，代替循環冷却系と格納容器圧力逃がし装置は，互いに重大

事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とす

る。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「第五十七条 電

源設備」に記載する。 

 

 

槽内に設置し，第１ベントフィルタスクラバ容器等の周囲

には遮蔽体を設け，格納容器フィルタベント系の使用時に

本系統内に蓄積される放射性物質から放出される放射線か

ら作業員を防護する設計とする（詳細は 3.7.2.1.4.1(6)参

照）。 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は地下の

格納槽に設置（以下，⑥

の相違） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.7.2.

1.3項に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱（設置許可基準規則解釈第２項，第３項ａ）） 
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（前段に掲載のため記載省略） 

(3) 格納容器圧力逃がし装置と代替循環冷却系の多様性及び可

能な限りの独立性，位置的分散の確保（設置許可基準規則解

釈の第 4項） 

格納容器圧力逃がし装置及び代替循環冷却系は，共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及

び原子炉格納容器内の減圧手段を用いることで多様性を有

する設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置は，人力により排出経路に設置さ

れる隔離弁を操作できる設計とすることで，代替循環冷却系

に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系に使用する代替原子炉補機冷却系の熱交

換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

格納容器圧力逃がし装置から離れた屋外に分散して保管す

ることで，格納容器圧力逃がし装置と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

熱交換器ユニットの接続口は，共通要因によって接続でき

なくなることを防止するため，互いに異なる複数箇所に設置

し，かつ格納容器圧力逃がし装置との離隔を考慮した設計と

する。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フィ

ルタ並びにラプチャーディスクと，代替循環冷却系の復水移

送ポンプ，残留熱除去系熱交換器及びサプレッション・チェ

ン 

バは共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置と代替循環冷却系は，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで

独立性を有する設計とする。 

 (3) 多様性及び独立性，位置的分散（設置許可基準規則解釈第4

項） 

 

格納容器圧力逃がし装置は，大気を最終ヒートシンクとし，

代替循環冷却系は，海を最終ヒートシンクとする原理の異なる

冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段を用いることで共通要因

によって同時に機能を損なわれるおそれがないよう多様性を有

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，格納容器圧力逃がし装置は，代替循環冷却系と流路を分

離することで共通要因によって同時に機能を損なわれるおそれ

がないよう可能な限り独立性を有する設計とする。 

さらに，格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，原子炉

建屋近傍の格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）に設置

することで，原子炉建屋原子炉棟内に設置する代替循環冷却系

の代替循環冷却系ポンプと位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系の多様性及

び可能な限りの独立性，位置的分散の確保（設置許可基準

規則解釈の第４項） 

格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系は，共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷

却及び原子炉格納容器内の減圧手段を用いることで多様性を

有する設計とする。 

 

格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備（高

圧発電機車）又は人力により排出経路に設置される隔離弁を

操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆

動源の多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動

式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィル

タベント系から離れた屋外に分散して保管することで，格納

容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう位置的分散を図る設計とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，

共通要因によって接続できなくなることを防止するため，互

いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント

系との離隔を考慮した設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ

容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器並びに圧力開

放板と，残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプ，残留熱

除去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計と

する。 

 

格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系は，共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離するこ

とで独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は 3.7.1.1

(2)項に記載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は４段落

後に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は２段落前
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これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によ

って，格納容器圧力逃がし装置と代替循環冷却系は，互いに

重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設

計とする。 

なお，多様性及び可能な限りの独立性，位置的分散につ

いては，3.7.2.1.3項に詳細を示す。 

 

 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によっ

て，格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系は，互い

に重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する

設計とする。 

なお，多様性及び可能な限りの独立性，位置的分散につい

ては，3.7.2.1.3項に詳細を示す。 

 

に記載 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

なお，格納容器圧力逃がし装置の排気中に含まれる放射性物質

を低減するための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(4) 格納容器 pH制御設備 

 

設置許可基準規則解釈第 3項 b)ⅰ）に関連する自主対策設

備として，格納容器圧力逃がし装置を使用する際，原子炉格

納容器内が酸性化することを防止し，サプレッション・チェ

ンバのプール水中によう素を保持することでよう素の放出

量を低減するために，格納容器 pH制御設備を設ける。 

 

本系統は，復水移送ポンプの吸込配管に水酸化ナトリウム

を混入させ，上部ドライウェルスプレイ配管，サプレッショ

ン・チェンバスプレイ配管，下部ドライウェル注水配管から

原子炉格納容器内に薬液を注入する構成とする。 

 

なお，原子炉格納容器の過圧破損を防止するための自主対策

設備として，以下を整備する。 

 

 (4) サプレッション・プール水ｐＨ制御装置の設置 

 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際，サプレッション・プ

ール水が酸性化することを防止し，サプレッション・プール水

中によう素を捕捉することでよう素の放出量を低減するため

に，サプレッション・プール水ｐＨ制御装置を設ける。 

 

 

本系統は，蓄圧タンク加圧用窒素ガスボンベにより薬液タン

クを加圧し，残留熱除去系の配管からサプレッション・チェン

バ内に薬液（水酸化ナトリウム）を注入する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッション・プール水ｐＨ制御装置は，ドライウェル側

から格納容器圧力逃がし装置を使用する場合には，よう素の放

出量の低減効果を期待できないものの，サプレッション・チェ

ンバ側から格納容器圧力逃がし装置を使用する場合に，よう素

の放出量の低減に有効である。 

 

 

なお，格納容器フィルタベント系の排気中に含まれる放射性物

質を低減するための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(4) サプレッション・プール水ｐＨ制御系等による格納容器ｐ

Ｈ制御 

設置許可基準規則解釈第３項ｂ）ⅰ）に関連する自主的な

手段として，格納容器フィルタベント系を使用する際，原子

炉格納容器内が酸性化することを防止し，サプレッション・

チェンバのプール水中によう素を保持することでよう素の放

出量を低減するために，サプレッション・プール水ｐＨ制御

系等により原子炉格納容器内に薬液を注入する手段がある。 

サプレッション・プール水ｐＨ制御系は，圧送用窒素ボン

ベにより薬液タンクを加圧したのち，薬液タンク出口薬剤注

入弁を開することで，サプレッション・チェンバスプレイ配

管に薬液を圧送し注入する構成とする。 

サプレッション・プール水ｐＨ制御系使用後に，残留熱代

替除去ポンプを使用することにより，サプレッション・チェ

ンバのプール水を薬液として，ドライウェルスプレイ配管か

らドライウェルにスプレイすることが可能である。また，通

常運転中より予め原子炉格納容器下部にアルカリ薬剤を設置

することにより，原子炉格納容器内の酸性化を防止すること

が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ドライ

ウェルもｐＨ制御する

ため，ドライウェル側か

らのベントにおいても，

よう素の放出量の低減
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(5) 不活性ガス系隔離弁のバイパスラインの設置 

既設の不活性ガス系隔離弁（格納容器圧力逃がし装置の第一

弁（Ｓ／Ｃ側）及び第一弁（Ｄ／Ｗ側））のバイパスラインは，

万一，何らかの理由で不活性ガス系隔離弁（格納容器圧力逃が

し装置の第一弁（Ｓ／Ｃ側）及び第一弁（Ｄ／Ｗ側））が開操

作不可能な場合において，バイパスラインの弁を開操作するこ

とにより，原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇を緩和する。 

なお，バイパスラインの口径が小さく，原子炉格納容器の過圧破

損防止には十分な容量でないこと等の理由から，不活性ガス系

隔離弁（格納容器圧力逃がし装置の第一弁（Ｓ／Ｃ側）及び第

一弁（Ｄ／Ｗ側））のバイパスラインについては，自主的な運

用とする。 

 

(5) スクラビング水の補給及び排水設備 

設置許可基準規則解釈第３項ｂ）ⅰ）に関連する自主対策

設備として，格納容器フィルタベント系を使用した際に，系

統内で蒸気凝縮によってスクラビング水位が機能喪失となる

まで上昇しないよう，ドレン移送ポンプを用いて間欠的にス

クラビング水をサプレッション・チェンバへ排水し，さらに

薬液注入によるスクラビング水のｐＨ値の調整をすること

で，第１ベントフィルタスクラバ容器を長期間使用すること

が可能な設計とする。 

また，本設備は事故後８日目以降に使用するものである。 

 

に有効である 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，スクラ

ビング水の補給及び排

水設備を使用しなくて

も，フィルタ機能を維持

することができる設計

としているため，自主対

策設備としている（以

下，⑦の相違） 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，十分な

流量を確保できる第１

隔離弁が多重化されて

いること，代替電源設備

から受電可能であるこ

と，遠隔手動弁操作機構

が設置されていること

から，第１隔離弁のバイ

パスラインを使用しな

い 

 

また，原子炉格納容器の負圧破損を防止するための自主対策設

備として，以下を整備する。 

 

(5) 可搬型格納容器窒素供給設備 

設置許可基準規則解釈第 3項 b)iv）に関連する自主対策設

備として，原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による負圧破損を

防止するとともに，原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低

減するために，可搬型格納容器窒素供給設備を設ける。本系

統は，可燃性ガス濃度制御系配管に接続治具を用いてホース

を接続し，可搬型大容量窒素供給装置にて発生した窒素ガス

をドライウェル及びサプレッション・チェンバに供給可能な

設計とする。 

 

 

また,原子炉格納容器の負圧破損を防止するため，自主対策とし

て以下の手段を整備する。 

 

(6) 窒素ガス代替注入系による原子炉格納容器の負圧破損防止 

設置許可基準規則解釈第３項ｂ）ⅳ）に関連する自主的な

手段として，原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による負圧破損

を防止するとともに，原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を

低減するために，窒素ガス代替注入系により原子炉格納容器

へ窒素ガスを供給する手段がある。本系統は，可搬式窒素供

給装置を窒素ガス代替注入系配管に結合金具によりホースを

接続し，可搬式窒素供給装置にて発生した窒素ガスをドライ

ウェル及びサプレッション・チェンバに供給可能である。 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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また，本設備は事故後 8日目以降に使用するものである。 また，本手段は事故後８日目以降に使用するものである。 

3.7.2 重大事故等対処設備 

【3.7.2.2 抜粋】 

3.7.2.2 代替循環冷却系 

3.7.2.2.1 設備概要 

代替循環冷却系は，炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させることを目的として使用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系は，サプレッション・チェンバのプール水を復

水移送ポンプにより原子炉圧力容器又は原子炉格納容器下部へ

注水及び原子炉格納容器内へスプレイするとともに，代替原子炉

補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニ

ット用）を用いて除熱することで，発電用原子炉の循環冷却を行

うことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系は，復水移送ポンプ，残留熱除去系熱交換器，

電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代

替所内電気設備），計測制御装置及び，水源であるサプレッショ

ン・チェンバ，流路である復水補給水系，高圧炉心注水系の配管

3.7.2 重大事故等対処設備 

 

3.7.2.1 代替循環冷却系 

3.7.2.1.1 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるための重大事故等対処設備（原子炉

格納容器内の減圧及び除熱）として，代替循環冷却系ポンプ，

残留熱除去系熱交換器，サプレッション・チェンバ並びに残

留熱除去系海水系ポンプ及び残留熱除去系海水系ストレーナ

又は緊急用海水ポンプ及び緊急用海水系ストレーナを使用す

る。また，非常用取水設備である貯留堰，取水路及び取水ピ

ット又はＳＡ用海水ピット，海水引込み管及びＳＡ用海水ピ

ット取水塔を使用する。 

 

代替循環冷却系ポンプは，サプレッション・チェンバを水

源とし，残留熱除去系Ａ系又はＢ系を介して，原子炉圧力容

器へ注水するとともに，原子炉格納容器内にあるスプレイヘ

ッダよりドライウェル内に水をスプレイ又はサプレッショ

ン・チェンバへの戻りラインよりサプレッション・チェンバ

に注水できる設計とする。 

また，残留熱除去系海水ポンプ又は緊急用海水ポンプによ

りサプレッション・プール水を残留熱除去系熱交換器（Ａ）

又は残留熱除去系熱交換器（Ｂ）にて冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 重大事故等対処設備 

 

3.7.2.1 残留熱代替除去系 

3.7.2.1.1 設備概要 

残留熱代替除去系は，炉心の著しい損傷が発生した場合に原子

炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることを目的として使用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系は，サプレッション・チェンバのプール水を

残留熱代替除去ポンプにより原子炉圧力容器へ注水及び原子炉格

納容器内ヘスプレイするとともに，原子炉補機代替冷却系の移動

式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車を用いて除熱すること

で，発電用原子炉の循環冷却を行うことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系は，残留熱代替除去ポンプ，残留熱除去系熱

交換器，電源設備（常設代替交流電源設備，代替所内電気設備），

計測制御装置及び，水源であるサプレッション・チェンバ，流路

である残留熱代替除去系及び低圧原子炉代替注水系の配管及び

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.7.2.

2.1 項の第３段落に記

載 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

【東海第二】 

S/C への直接注水は

行わず，D/Wへスプレイ

した水が PCV ベント管

から S/C へ戻ることに

より，S/P水を B-RHR熱

交換器により冷却する

ループを形成する。ま

た，島根２号炉では，重

大事故等時の RHR 熱交

換器の冷却を可搬型設

備で行うが，東海第二は

常設設備で行う 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は 3.7.2.1.

1項の第１段落に記載 
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及び弁，給水系の配管，弁及びスパージャ，残留熱除去系の配管，

弁，ストレーナ及びポンプ並びに格納容器スプレイ・ヘッダ，注

水先である原子炉圧力容器及び原子炉格納容器から構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバのプール水は，残留熱除去系の配管

及び熱交換器を通り，高圧炉心注水系及び復水補給水系の配管を

経て，復水移送ポンプに供給される。復水移送ポンプにより昇圧

された系統水は，復水補給水系及び残留熱除去系の配管を通り，

原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイに

使用される。 

 

 

 

また，原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器の破

損を判断した場合は，原子炉格納容器下部への注水及び原子炉格

納容器内へのスプレイを行うことも可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系ポンプ及び緊急用海水ポンプは，全交流動

力電源喪失した場合でも常設代替交流電源設備である常設代

替高圧電源装置から給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁，残留熱除去系の配管，弁及びストレーナ，格納容器スプレイ・

ヘッダ，注水先である原子炉圧力容器及び原子炉格納容器から構

成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッション・チェンバのプール水は，残留熱除去系の配管

を通り，残留熱代替除去ポンプに供給される。残留熱代替除去ポ

ンプにより昇圧された系統水は，残留熱除去系の配管及び熱交換

器を通り，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのス

プレイに使用される。 

 

 

 

 

また，原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器の破

損を判断した場合は，原子炉格納容器内へのスプレイを行うこと

も可能とする。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の残留熱

代替除去系の除熱設備

として使用する原子炉

補機代替冷却系は，常設

代替交流電源設備から

電源供給する設計とし

ており，残留熱代替除去

系も常設代替交流電源

設備からの電源供給の

みとしている（以下，⑧

の相違） 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.7.2.

1.1 項の第７段落に記

載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉はポンプ

下流に熱交換器を配置

及び系統構成の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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原子炉圧力容器に注水された系統水は，原子炉圧力容器や原子

炉格納容器内配管の破断口等から流出し，原子炉格納容器内へス

プレイされた系統水とともにダイヤフラムフロア，ペデスタルを

経て，格納容器ベント管に設けられている連通孔からサプレッシ

ョン・チェンバに戻ることにより，循環冷却ラインを形成する。 

 

なお，重大事故等時における想定として，非常用炉心冷却系等

の設計基準事故対処設備に属する動的機器は，機能を喪失してい

ることが前提条件となっていることから，本系統は，全交流動力

電源喪失した場合でも，常設代替交流電源設備（第一ガスタービ

ン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（電源車）から代替所内

電気設備を経由して給電することにより駆動が可能な設計とし

ている。 

 

 

前述のとおり，本系統はサプレッション・チェンバを水源とし

て，原子炉圧力容器又は原子炉格納容器下部への注水及び原子炉

格納容器内へのスプレイに使用する系統であるが，重大事故等時

におけるサプレッション・チェンバの水温は 100℃を超える状況

が想定され，高温水を用いて原子炉圧力容器又は原子炉格納容器

下部への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを行った場合，

原子炉格納容器に対して更なる過圧の要因となり得る。このた

め，代替循環冷却系を行う場合は，代替原子炉補機冷却系からの

冷却水の供給により，残留熱除去系熱交換器を介した冷却機能を

確保する。 

なお，代替循環冷却系の機能を確保する際に使用する系統から

の核分裂生成物の放出を防止するため，代替循環冷却系による循

環ラインは閉ループにて構成する。 

 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系は，代替原子

炉補機冷却水ポンプ及び熱交換器を搭載した熱交換器ユニット，

大容量送水車（熱交換器ユニット用），電源設備（可搬型代替交

流電源設備），計測制御装置，及び流路である原子炉補機冷却系

の配管及び弁，ホース，海水貯留堰，スクリーン室，取水路，並

びに燃料補給設備である軽油タンク，タンクローリ（4kL）等か

ら構成される。 

 

 

原子炉圧力容器へ注水された系統水は，原子炉圧力容器又

は原子炉格納容器内配管の破断口等から流出し，原子炉格納

容器のドライウェル内へスプレイされた水とともに，ベント

管を経て，サプレッション・チェンバに戻ることで循環する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系による循環ラインは，サプレッション・プ

ール水に含まれる放射性物質の系外放出を防止するため，閉

回路にて構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力容器に注水された系統水は，原子炉圧力容器や原子

炉格納容器内配管の破断口等から流出し，原子炉格納容器内ヘス

プレイされた系統水とともに格納容器ベント管からサプレッショ

ン・チェンバに戻ることにより，循環冷却ラインを形成する。 

 

 

なお，重大事故等時における想定として，非常用炉心冷却系等

の設計基準事故対処設備に属する動的機器は，機能を喪失してい

ることが前提条件となっていることから，本系統は，全交流動力

電源喪失した場合でも，常設代替交流電源設備（ガスタービン発

電機）から代替所内電気設備を経由して給電することにより駆動

が可能な設計としている。 

 

 

 

前述のとおり，本系統はサプレッション・チェンバを水源とし

て，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイ

に使用する系統であるが，重大事故等時におけるサプレッショ

ン・チェンバの水温は 100℃を超える状況が想定され，高温水を

用いて原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレ

イを行った場合，原子炉格納容器に対して更なる過圧の要因とな

り得る。このため，残留熱代替除去系を用いる場合は，原子炉補

機代替冷却系からの冷却水の供給により，残留熱除去系熱交換器

を介した冷却機能を確保する。 

 

なお，残留熱代替除去系の機能を確保する際に使用する系統か

らの核分裂生成物の放出を防止するため，残留熱代替除去系によ

る循環ラインは閉ループにて構成する。 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系は，移動式

代替熱交換設備淡水ポンプ及び熱交換器を搭載した移動式代替熱

交換設備，大型送水ポンプ車，電源設備（常設代替交流電源設備），

計測制御装置，及び流路である原子炉補機代替冷却系の配管及び

弁，原子炉補機冷却系の配管，弁及びサージタンク，ホース，取

水口，取水管，取水槽，並びに燃料補給設備であるガスタービン

発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクロ

ーリ等から構成される。 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7】  

格納容器の構造の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は 3.7.2.1.

1項の第４段落に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は 3.7.2.1.

1項の第１段落に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 
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熱交換器ユニットは，海水を冷却源としたプレート式熱交換器

と代替原子炉補機冷却水ポンプで、構成され，移動可能とするた

めに熱交換器及び代替原子炉補機冷却水ポンプは車両に搭載す

る設計とする。 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，海を水源とし，熱交

換器ユニットの熱交換器に送水することで，熱交換後の海水を海

へ排水する。また，熱交換器ユニットの海水側配管及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）の異物混入による機能低下を防ぐた

めに，代替原子炉補機冷却海水ストレーナを設置する。 

代替原子炉補機冷却系は，熱交換器ユニットの淡水側におい

て，残留熱除去系熱交換器で、熱交換を行った系統水を熱交換器

ユニットにより冷却及び送水し，再び残留熱除去系熱交換器で熱

交換を行う循環冷却ラインを形成し，熱交換器ユニットの海水側

において，大容量送水車（熱交換器ユニット用）により海水を取

水し，熱交換器ユニットに送水することで淡水側との熱交換を行

い，熱交換後の系統水を海へ排水する。ここで，熱交換器ユニッ

トの淡水側は，ホースを熱交換器ユニットとタービン建屋の接続

口に接続することで流路を構成し，熱交換器ユニットの海水側

は，熱交換器ユニット，大容量送水車（熱交換器ユニット用）等

をホースで接続することで流路を構成する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，ディーゼルエンジン

により駆動できる設計とし，燃料は燃料補給設備である軽油タン

ク及びタンクローリ（4kL）により補給できる設計とする。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，熱交換

器ユニットに搭載された代替原子炉補機冷却水ポンプの操作ス

イッチ及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）の車両に搭載さ

れた操作スイッチにより，現場での手動操作によって運転を行う

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系を構成する残留熱除去系ポンプ（Ａ）及び残

留熱除去系ポンプ（Ｂ）は，設計基準事故対処設備の一部を

流路として使用することから，流路に係る機能について重大

移動式代替熱交換設備は，海水を冷却源としたプレート式熱交

換器と移動式代替熱交換設備淡水ポンプで構成され，移動可能と

するために熱交換器及び移動式代替熱交換設備淡水ポンプは車両

に搭載する設計とする。 

大型送水ポンプ車は，海を水源とし，移動式代替熱交換設備の

熱交換器に送水することで，熱交換後の海水を海へ排水する。ま

た，移動式代替熱交換設備には異物混入による機能低下を防ぐた

めに，機器付のストレーナを設置する。 

原子炉補機代替冷却系は，移動式代替熱交換設備の淡水側にお

いて，残留熱除去系熱交換器で熱交換を行った系統水を移動式代

替熱交換設備により冷却及び送水し，再び残留熱除去系熱交換器

で熱交換を行う循環冷却ラインを形成し，移動式代替熱交換設備

の海水側において，大型送水ポンプ車により海水を取水し，移動

式代替熱交換設備に送水することで淡水側との熱交換を行い，熱

交換後の系統水を海へ排水する。ここで，移動式代替熱交換設備

の淡水側は，ホースを移動式代替熱交換設備と原子炉建物の屋外

の接続口に接続することで流路を構成し，移動式代替熱交換設備

の海水側は，移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車等をホー

スで接続することで流路を構成する設計とする。 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水ポンプ

車により屋内の接続口を通じて海水を原子炉補機冷却系に送水

し，残留熱除去系熱交換器で熱交換を行う系統設計とする。熱交

換後の海水は，原子炉補機冷却系から屋外の接続口を介し，海へ

排水する。 

大型送水ポンプ車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設

計とし，燃料は燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タ

ンク，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリにより

補給できる設計とする。 

本系統は，現場での弁操作により系統構成を行った後，移動式

代替熱交換設備に搭載された移動式代替熱交換設備淡水ポンプの

操作スイッチ及び大型送水ポンプ車の車両に搭載された操作スイ

ッチにより，現場での手動操作によって運転を行うものである。 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，「3.5最

終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備（設

置許可基準規則第 48 条

に対する設計方針を示

す章）」にて説明（以下，

⑨の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 2 号炉の屋内の

接続口を使用する場合

は，大型ポンプ車により

海水を原子炉補機冷却

系に送水する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，循環冷
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本系統に関する系統概要図を図 3.7-4，本系統に関する重大事

故対処設備一覧を表 3.7-10に示す。 

事故等対処設備としての設計を行う。 

 

なお，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系海水系ス

トレーナ，緊急用海水ポンプ，緊急用海水系ストレーナ及び

非常用取水設備である貯留堰，取水路，取水ピット，ＳＡ用

海水ピット，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット取水塔，緊急

用海水取水管及び緊急用海水ポンプピットについては，「3.5

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（設置許可基準

規則第 48条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 代替循環冷却系の系統概要図を第 3.7－1図に，代替循環冷

却系に関する重大事故等対処設備一覧を第 3.7－1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統に関する系統概要図を図 3.7-1，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.7-1に示す。 

却時に残留熱除去ポン

プを流路としない 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，循環冷

却時に使用する最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送

する設備（二次系）の適

合性については本資料

にて示す 
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図 3.7-4 代替循環冷却系 系統概要図 

 

 

 

第 3.7－1 図 代替循環冷却系 系統概要図 

  

 

 

 

 

 

図 3.7-1 残留熱代替除去系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.7-10 代替循環冷却系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 復水移送ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

熱交換器ユニット【可搬】 

大容量送水車（熱交換器ユニット用）【可搬】 

附属設備 代替原子炉補機冷却海水ストレーナ【可搬】 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）【可搬】 

水源※1 サプレッション・チェンバ【常設】 

防火水槽【常設】 

淡水貯水池【常設】 

非常用取水設備 

 海水貯留堰【常設】 

 スクリーン室【常設】 

 取水路【常設】 

流路 原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク【常設】 

残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・ポンプ【常設】 

高圧炉心注水系配管・弁【常設】 

給水系配管・弁・スパージャ【常設】 

格納容器スプレイ・ヘッダ【常設】 

ホース【可搬】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

原子炉格納容器【常設】 

電源設備※2 

（燃料補給設備を含む） 

常設代替交流電源設備 

第一ガスタービン発電機【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(16kL)【可搬】 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

代替所内電気設備 

緊急用断路器【常設】 

緊急用電源切替箱断路器【常設】 

緊急用電源切替箱接続装置【常設】 

ＡＭ用動力変圧器【常設】 

ＡＭ用ＭＣＣ【常設】 

ＡＭ用切替盤【常設】 

ＡＭ用操作盤【常設】 

非常用高圧母線Ｃ系【常設】 

非常用高圧母線Ｄ系【常設】 

燃料補給設備 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

計装設備※3 復水補給水流量(RHR A系代替注水流量)【常設】 

復水補給水流量(RHR B系代替注水流量)【常設】 

復水補給水流量(格納容器下部注水流量)【常設】 

復水移送ポンプ吐出圧力【常設】 

復水補給水系温度(代替循環冷却)【常設】 

サプレッション・チェンバ・プール水温度【常設】 

格納容器下部水位【常設】 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

※２：単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章）」に示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備

（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

第 3.7－1 表 代替循環冷却系に関する重大事故等対処設備一覧

（１／２） 

 

第 3.7－1 表 代替循環冷却系に関する重大事故等対処設備一覧

（２／２） 

 

 

表 3.7-1 残留熱代替除去系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 残留熱代替除去ポンプ【常設】 

残留熱除去系熱交換器【常設】 

移動式代替熱交換設備【可搬型】 

大型送水ポンプ車【可搬型】 

附属設備 移動式代替熱交換設備ストレーナ【可搬型】 

水源※１ サプレッション・チェンバ【常設】 

非常用取水設備 

 取水口【常設】 

 取水管【常設】 

 取水槽【常設】 

流路 原子炉補機代替冷却系 配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系 配管・弁【常設】 

原子炉補機冷却系サージタンク【常設】 

残留熱代替除去系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁【常設】 

格納容器スプレイ・ヘッダ【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

原子炉格納容器【常設】 

電源設備※２ 

（燃料補給設備を含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※３ 残留熱代替除去系原子炉注水流量【常設】 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量【常設】 

残留熱代替除去ポンプ出口圧力【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」に示す。 

※２：単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する

設計方針を示す章）」に示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 
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3.7.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

（１）復水移送ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類     ：うず巻形 

 

容量     ：125m3/h/台 

全揚程    ：85m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

1.7MPa[gage]（重大事故等時における

使用時の値） 

最高使用温度 ：66℃ 

85℃（重大事故等時における使用時の

値） 

 

個数     ：2（予備 1） 

取付箇所   ：廃棄物処理建屋地下 3階 

原動機出力  ：55kW 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 (1) 代替循環冷却系ポンプ 

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

  ・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    型    式  ターボ形 

    台    数  2 

    容    量  約250m３／h 

    全 揚 程 約120m 

    最高使用圧力  3.45MPa[gage] 

     

 

最高使用温度  80℃ 

 

 

    本 体 材 料  炭素鋼 

 

    取 付 箇 所  原子炉建屋原子炉棟地下2階 

    原 動 機 出 力   約140kW 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 残留熱代替除去ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類     ：ターボ形 

 

容量     ：150m3/h/台 

全揚程    ：70m 

最高使用圧力 ：2.50MPa 

 

 

最高使用温度 ：185℃ 

 

 

 

個数     ：１（予備１） 

取付箇所   ：原子炉建物付属棟地下２階 

原動機出力  ：75kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の残留熱

代替除去系は，本条文に

適合する設備として専

用設置し，他条文への適

合設備としては設置し

ないため，兼用する設備

は無し 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 
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（２）残留熱除去系熱交換器 

容量 ：約 8.1MW 

伝熱面積 ：約 m2 

個数 ：１ 

(2) 残留熱除去系熱交換器

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

型 式 縦型Ｕチューブ式 

基 数 2 

伝 熱 容 量 約19.4×10３kW（1基あたり）(原

子炉停止時冷却モード) 

最高使用圧力 

 管   側 3.45MPa[gage] 

胴 側 3.45MPa[gage] 

最高使用温度 

管   側 249℃ 

胴 側 249℃ 

材 料 

管 側 白銅管 

胴 側 炭素鋼 

取 付 箇 所 原子炉建屋原子炉棟地下2階 

(3) 残留熱除去系海水系ポンプ

  兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

型 式 たて形うず巻式 

台 数 4 

容 量 約 886m３／h（1台当たり） 

全 揚 程 約 184m 

最高使用圧力 3.45MPa[gage] 

最高使用温度 38℃ 

本 体 材 料 鋳鋼 

(2) 残留熱除去系熱交換器

容量 ：約 9.1MW 

伝熱面積 ：約  m2 

個数 ：１ 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文に兼用設備を

記載 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

・設備仕様の相違

【東海第二】 

島根２号炉は残留熱

代替除去系運転時に使

用する RHR 熱交換器は

１個 

・設備の相違

【東海第二】 

東海第二は，重大事故

等時において常設設備

である残留熱除去系海

水系，緊急用海水により

最終ヒートシンクへ熱

を輸送する 
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 (4) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系海水系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

型    式  円筒縦形    

個    数  2 

最高使用圧力  3.45MPa[gage] 

最高使用温度  38℃ 

本 体 材 料  ステンレス鋼 

 

 (5) 緊急用海水ポンプ 

  兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

型    式  ターボ型 

台 数  1（予備 1） 

容 量  約844m３／h 

全 揚 程  約130m 

最高使用圧力  2.45MPa[gage] 

最高使用温度  38℃ 

設 置 場 所  緊急用海水ポンプピット 

電 動 機 出 力   約 510kW 

 

 (6) 緊急用海水系ストレーナ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

型    式  バスケット形ダブルストレーナ    
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（３）熱交換器ユニット(6号及び 7号炉共用) 

個数 :4式(予備 1) 

最高使用圧力 :淡水側 1.37MPa[gage]/海水側

1.4MPa[gage] 

最高使用温度 :淡水側 70又は 90℃/海水側 80又は 5 

0℃ 

淡水側 70又は 90℃/海水側 80又は

40℃ 

設置場所 :屋外又はタービン建屋 

保管場所 :荒浜側高台保管場所及び大湊側高台

保管場所 

熱交換器 

伝熱容量  :約 23MW/式(海水温度 30℃において) 

伝熱面積  :約  ㎡/式 

:約  ㎡/式 

代替原子炉補機冷却水ポンプ 

種類 ：うず巻形 

容量 ：300m3/h/台 

600m3/h/台 

全揚程   ：75m 

最高使用圧力：1.37MPa[gage] 

最高使用温度：70℃ 

原動機出力 ：110kW 

200kW 

個数 ：2 

1 

(４)大容量送水車(熱交換器ユニット用)(6号及び 7号炉共用)

種類 :うず巻形 

容量 :900m3/h/台 

吐出圧力 :1.25MPa[gage] 

基 数 1 

最高使用圧力  2.45MPa[gage] 

最高使用温度  38℃ 

本 体 材 料 ステンレス鋼

(3) 移動式代替熱交換設備

個数 ：２（予備１） 

最高使用圧力 ：淡水側 1.37MPa[gage]／海水側

1.0MPa[gage] 

最高使用温度 ：淡水側 70℃／海水側 65℃ 

設置場所  ：屋外 

保管場所  ：第１，第３及び第４保管エリア 

熱交換器 

伝熱容量  ：約 23MW/組（海水温度 30℃において） 

伝熱面積  ：約  m2/組 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 

種類     ：うず巻形 

容量 ：300m3/h/台 

全揚程 ：75m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：70℃ 

原動機出力  ：110kW 

個数 ：２ 

(4) 大型送水ポンプ車

種類 ：うず巻形 

容量 ：1800m3/h/台 

吐出圧力 ：1.2MPa[gage] 

・資料構成の相違

【東海第二】 

⑨の相違

・他号炉と共用しない

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・資料構成の相違

【東海第二】 

⑨の相違

・他号炉と共用しない
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最高使用圧力 :1.3MPa[gage] 

最高使用温度 :60℃ 

原動機出力  :   kW 

個数     :4(予備 1) 

設置場所   :屋外 

保管場所   :荒浜側高台保管場所及び大湊側高台

保管場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計

方針を示す章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設

置許可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」，計装

設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条

に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   なお，残留熱除去系熱交換器，残留熱除去系海水系ポンプ，

残留熱除去系海水系ストレーナ，緊急用海水ポンプ及び緊急

用海水系ストレーナについては「3.5 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備（設置許可基準規則第 48条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.3 代替循環冷却系の多様性及び独立性，位置的分散 

 

代替循環冷却系は，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，第 3.7－2表で示すとおり

多様性及び位置的分散を図った設計とする。ポンプについて

は，残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプと異

なる区画に設置し，位置的分散を考慮した設計とする。代替

循環冷却系ポンプのサポート系として，冷却水は不要（自然 

冷却）とすることで，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプの冷却水（残留熱

除去系海水系）と同時に機能喪失しない設計とする。電源に

ついては，常設代替交流電源設備を使用することで，設計基

準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプ

最高使用圧力 ：1.4MPa[gage] 

最高使用温度 ：40℃ 

原動機出力  ： 1,193  kW 

個数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第１，第３及び第４保管エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示

す章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規

則第 57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系使用時の最

終ヒートシンクへ熱を

輸送する設備（二次系）

の適合性について本資

料にて示す 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，代替循環

冷却系を 47 条に位置付

けており，低圧注水する

設計基準事故対処設備

である残留熱除去系及

び低圧スプレイと共通

要因で機能喪失しない

ことを説明。なお，島根

２号炉の残留熱代替除

去系は，本条文に適合す

る設備として専用設置

し，47 条への適合設備
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レイ系ポンプの電源（非常用ディーゼル発電機）と同時に機

能喪失しない設計とする。水源については，サプレッション・

チェンバを使用する。電動弁については，駆動部に設けるハ

ンドルにて手動操作も可能な設計とすることで，電動駆動に

対し多様性を持った設計とする。 

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系と代

替循環冷却系の独立性については，第 3.7－3表で示すとおり，

地震，津波，火災及び溢水により同時に故障することを防止

するために，独立性を確保する設計とする。 

 

第 3.7－2 表 多様性及び位置的分散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としては設置しない 
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第 3.7－3 表 設計基準事故対処設備との独立性 

 

 

3.7.2.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.7.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 I 項

ー） 

 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において重大事故等に対処す

るために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替循環冷却系で使用する復水移送ポンプは，廃棄物処

理建屋内に設置している設備であり，代替循環冷却系で使

用する残留熱除去系熱交換器は，原子炉建屋原子炉区域内

に設置している設備であることから，想定される重大事故

等時における廃棄物処理建屋内，原子炉建屋原子炉区域内

3.7.2.1.4 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.7.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針（常

設並びに可搬型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合

性） 

 (1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

  

(ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

    代替循環冷却系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は，原

子炉建屋原子炉棟に設置する設備であることから，その機

能を期待される重大事故等が発生した場合における，原子

炉建屋原子炉棟の環境条件を考慮し，第3.7－4表に示す設

計とする。 

 

3.7.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.7.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

 

 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

残留熱代替除去系で使用する残留熱代替除去ポンプは，

原子炉建物付属棟内に設置する設備であり，残留熱代替除

去系で使用する残留熱除去系熱交換器は，原子炉建物原子

炉棟内に設置する設備であることから，想定される重大事

故等時における原子炉建物付属棟内，原子炉建物原子炉棟

内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発
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の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮

することができるよう，以下の表 3.7-11 に示す設計とす

る。 

復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時にお

いて，中央制御室の操作スイッチから可能な設計とする。 

 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系の熱

交換器ユニットは，屋外の荒浜側高台保管場所及び大湊側

高台保管場所に保管し，重大事故等時にタービン建屋の接

続口付近の屋外又はタービン建屋内に設置する設備であ

り，代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱交換器ユニ

ット用）は，屋外の荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保

管場所に保管し，重大事故等時に取水路付近の屋外に設置

する設備であることから，想定される重大事故等時におけ

る屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効

に発揮することができるよう，以下の表 3.7-12 に示す設

計とする。 

熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット

用）の操作は，想定される重大事故等時において，熱交換

器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）に付

属の操作スイッチにより，設置場所から可能な設計とす

る。風（台風）による荷重については，転倒しないことの

確認を行っているが，詳細評価により転倒する結果となっ

た場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響については，

適切に除雪する運用とする。また，降水及び凍結により機

能を損なわないよう防水対策を行うとともに，凍結対策を

行う。さらに，使用時に海水を通水する熱交換器ユニット

内の一部，及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

海水の影響を考慮した設計とし，ストレーナを設置するこ

とで異物の流入の防止を考慮した設計とする。 

 

また，代替循環冷却系運転後における配管等の周囲の線

量低減のため，フラッシングが可能な設計とする。 

(50-4, 50-5, 50-8, 50-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（50－3－2） 

 

 

 

 

揮することができるよう，以下の表 3.7-2に示す設計とす

る。 

 

残留熱代替除去ポンプの操作は，想定される重大事故等

時において，中央制御室の操作スイッチから可能な設計と

する。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の

移動式代替熱交換設備は屋外の第１，第３及び第４保管エ

リアに保管し，重大事故等時に原子炉建物の接続口付近の

屋外に設置する設備であり，原子炉補機代替冷却系の大型

送水ポンプ車は，屋外の第１，第３及び第４保管エリアに

保管し，重大事故等時に取水槽付近の屋外に設置する設備

であることから，想定される重大事故等時における屋外の

環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮す

ることができるよう，以下の表 3.7-3に示す設計とする。 

 

 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の操作は，

想定される重大事故等時において移動式代替熱交換設備

及び大型送水ポンプ車に付属の操作スイッチにより，設置

場所から可能な設計とする。風（台風）による荷重につい

ては，転倒しないことの確認を行っているが，詳細評価に

より転倒する結果となった場合は，転倒防止措置を講じ

る。積雪の影響については，適切に除雪する運用とする。

また，降水及び凍結により機能を損なわないよう防水対策

を行うとともに，凍結対策を行う。さらに，使用時に海水

を通水する移動式代替熱交換設備内の一部，及び大型送水

ポンプ車は，海水の影響を考慮した設計とし，ストレーナ

を設置することで異物の流入の防止を考慮した設計とす

る。 

 

また，残留熱代替除去系運転後における配管等の周囲の

線量低減のため，フラッシングが可能な設計とする。 

（50-4，50-5，50-8，50-9） 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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表 3.7-11 想定する環境条件及び荷重条件（復水移送ポンプ，残

留熱除去系熱交換器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

廃棄物処理建屋内，原子炉建屋原子炉区域内で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風）・積雪 廃棄物処理建屋内，原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，

風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 

 

 

表 3.7-12想定する環境条件及び荷重条件(熱交換器ユニット及び

大容量送水車（熱交換ユニット用） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

屋外，タービン建屋内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する

系統への影響 

使用時に海水を通水する機器については，海水の影響を考慮し

た設計とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮して上で機器が損傷しない

ことを確認し，治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを

評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 
 

第 3.7－4 表 想定する環境条件及び荷重条件（代替循環冷却系ポ

ンプ） 

 

表 3.7-2 想定する環境条件及び荷重条件（残留熱代替除去ポン

プ，残留熱除去系熱交換器） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物付属棟内，原子炉建物原子炉棟内で想定される温

度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認し

た機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物付属棟内，原子炉建物原子炉棟内に設置するため，

風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 

 

 

表 3.7-3 想定する環境条件及び荷重条件（移動式代替熱交換設

備及び大型送水ポンプ車） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

使用時に海水を通水する機器については，海水の影響を考慮

した設計とする。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮して上で機器が損傷しない

ことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないこと

を評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.7-29



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

(2）操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替循環冷却系で使用する復水移送ポンプの起動は，中央

制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

また，系統構成に必要な弁操作は，中央制御室若しくは離

れた場所での操作スイッチによる操作又は設置場所での手

動操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

    代替循環冷却系の代替循環冷却系ポンプ及びサプレッシ

ョン・チェンバを使用し，原子炉圧力容器への注水，格納

容器内へのスプレイ及びサプレッション・チェンバへの注

水を行う系統は，重大事故等時，通常待機時の系統から弁

操作等にて速やかに系統構成ができる設計とする。 

また，代替循環冷却系ポンプ及び電動弁は，中央制御室

のスイッチで操作が可能な設計とすることで，重大事故等

時の操作が確実に行える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

残留熱代替除去系で使用する残留熱代替除去ポンプの

起動は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設

計とする。 

 

 

また，系統構成に必要な弁操作は，中央制御室の操作スイ

ッチによる操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の残留熱

代替除去系の系統構成

において，現場での弁操

作は不要とし，中央制御

室で操作可能な設計と

する 
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中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の

アクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

 

また，操作対象については銘板をつけることで識別可能と

し，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な

設計とする。想定される重大事故等時の環境条件（被ばく影

響）を考慮し，確実に操作が可能な設計とする。 

 

 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系の熱交

換器ユニットは，タービン建屋外部に設置している接続口又

はタービン建屋内まで屋外のアクセスルートを通行してア

クセス可能な設計とするとともに，車両による運搬が可能な

設計とする。また，設置場所であるタービン建屋脇又はター

ビン建屋内にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系の大容

量送水車（熱交換器ユニット用）は，取水路付近まで屋外の

アクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとと

もに，車両による運搬が可能な設計とする。また，設置場所

であるタービン建屋脇にて輪留めによる固定等が可能な設

計とする。 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は

 

 

本系統は，中央制御室からのスイッチ操作で残留熱除去

系注水配管分離弁，残留熱除去系ミニフロー弁，残留熱除

去系熱交換器出口弁及び残留熱除去系熱交換器バイパス弁

の閉操作並びに代替循環冷却系ポンプ入口弁の開操作を行

い，代替循環冷却系ポンプの起動操作を行うことで使用す

ることが可能な設計とする。代替循環冷却系の操作に必要

なポンプ及び弁について，代替循環冷却系Ａ系を代表とし

て第3.7－5表に示す。 

    代替循環冷却系である代替循環冷却系ポンプの起動，停

止，運転状態及び電動弁の開閉状態については，中央制御

室の表示灯又は操作画面等で視認可能な設計とし，中央制

御室における監視又は試験・検査等にて確認可能な設計と

する。 

 

また，中央制御室のスイッチ操作に当たり，運転員等の

アクセス性及び操作性を考慮して十分な操作空間を確保す

る。 

また，スイッチは，機器の名称等を表示した銘板の取付

け又は操作画面の表示等により，運転員の操作性及び監視

性を考慮して確実に操作できる設計とする。代替循環冷却

系の操作に必要なポンプ及び弁について，代替循環冷却系

Ａ系を代表として第3.7－2図及び第3.7－5表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の

アクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

 

また，操作対象については弁番号を表示することで識別可

能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可

能な設計とする。想定される重大事故等時の環境条件（被ば

く影響）を考慮し，確実に操作が可能な設計とする。 

 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の移

動式代替熱交換設備は，原子炉建物外部に設置している接続

口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設

計とするとともに，車両による運搬が可能な設計とする。ま

た，設置場所である原子炉建物脇にて輪留めによる固定等が

可能な設計とする。 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の大

型送水ポンプ車は，取水槽付近まで屋外のアクセスルートを

通行してアクセス可能な設計とするとともに，車両による運

搬が可能な設計とする。また，設置場所である原子炉建物脇

にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量は

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の操作対

象機器は表 3.7-4 に示

す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 
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必要とせず，簡便な結合金具による接続及びフランジ接続並

びに一般的な工具を使用することにより，確実に接続が可能

な設計とする。 

また，熱交換器ユニットは，付属の操作スイッチにより設

置場所であるタービン建屋脇又はタービン建屋内において

操作が可能な設計とし，大容量送水車（熱交換器ユニット用）

は，付属の操作スイッチにより設置場所であるタービン建屋

脇において操作が可能な設計とする。付属の操作スイッチを

操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮して

十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘板

をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考

慮して確実に操作が可能な設計とする。 

その他の操作が必要な電動弁については，原子炉建屋地上

3階（原子炉建屋内の原子炉区域外）に設置している AM用切

替盤より，配線用しゃ断器の「入」「切」操作にて電源を切

り替えた後，近傍に設置している AM 用操作盤のスイッチ操

作より，遠隔で弁を開閉することが可能な設計とする。操作

盤の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス

性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操

作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員

の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とす

る。 

また，代替循環冷却系運転中に残留熱除去系ストレーナが

閉塞した状況を想定し，残留熱除去系ストレーナを逆洗操作

することが可能な設計とする。具体的な操作としては，残留

熱除去系ポンプ炉水吸込弁及び復水補給水系からの洗浄水

弁を聞き，復水補給水系に可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

から外部水源を供給することにより，逆洗操作を実施する。

表 3.7-13に操作対象機器の操作場所を示す。 

 

(50-4, 50-5, 50-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（50－3－14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要とせず，簡便な結合金具による接続及びフランジ接続並

びに一般的な工具を使用することにより，確実に接続が可能

な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備は，付属の操作スイッチによ

り設置場所である原子炉建物脇において操作が可能な設計

とし，大型送水ポンプ車は，付属の操作スイッチにより設置

場所である取水槽脇において操作が可能な設計とする。付属

の操作スイッチを操作するにあたり，運転員のアクセス性，

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対

象については銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操

作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

その他の操作が必要な電動弁については，原子炉建物付属

棟３階に設置しているＳＡ電源切替盤より，配線用しゃ断器

の「入」「切」操作にて電源を切り替えた後，中央制御室に

設置している重大事故操作盤のスイッチ操作より，遠隔で弁

を開閉することが可能な設計とする。操作盤の操作スイッチ

を操作するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮し

て十分な操作空間を確保する。また，操作対象については運

転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計

とする。 

また，残留熱代替除去系運転中に残留熱除去系ストレーナ

が閉塞した状況を想定し，残留熱除去系ストレーナを逆洗操

作することが可能な設計とする。具体的な操作としては残留

熱代替除去ポンプのＳ／Ｐ水吸込弁である「ＲＨＲ ＲＨＡ

Ｒライン入口止め弁」の開操作及び残留熱代替除去ポンプの

出口弁である「ＲＨＡＲライン流量調節弁」を閉操作し，残

留熱代替除去系に大量送水車から外部水源を供給すること

により，逆洗操作を実施する。表 3.7-4に操作対象機器の操

作場所を示す。 

（50-4，50-5，50-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 
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第 3.7－2図 操作対象機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.7－5 表 操作対象機器 

 

 

表 3.7-4 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

Ａ－残留熱代替除去ポンプ 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－残留熱代替除去ポンプ 起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＲ ＲＨＡＲライン入口

止め弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＡＲライン流量調節弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ラ

イン止め弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ラ

イン流量調節弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連絡

ライン流量調節弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ＲＨＲ注水弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２

スプレイ弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

移動式代替熱交換設備 起動・停止 原子炉建物近傍 スイッチ操作 

移動式代替熱交換設備淡水ポ

ンプ 

起動・停止 原子炉建物近傍 スイッチ操作 

大型送水ポンプ車 起動・停止 取水槽近傍 スイッチ操作 

熱交換器ユニット流量調整弁 弁閉→弁開 熱交換器ユニッ

ト内 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ西側供

給配管止め弁 
弁閉→弁開 原子炉建物付属

棟１階 
手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ西側戻

り配管止め弁 
弁閉→弁開 原子炉建物付属

棟２階 
手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－西側供給配管

止め弁 
弁閉→弁開 原子炉建物付属

棟１階 
手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－西側戻り配管

止め弁 
弁閉→弁開 原子炉建物付属

棟２階 
手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－供給配管止め

弁 

弁閉→弁開 原子炉建物付属

棟１階 

 

手動操作 

ＡＨＥＦ Ｂ－戻り配管止め

弁 

弁閉→弁開 原子炉建物付属

棟１階 

 

手動操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入

口切替弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属

棟地下１階 

手動操作 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出

口切替弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属

棟２階 

手動操作 

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 弁閉→弁調

整開 

中央制御室 スイッチ操作 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入

口弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属

棟地下２階 

手動操作 

ＲＣＷ Ｂ－中央制御室冷凍

機入口弁 

弁開→弁閉 廃棄物処理建物

２階 

手動操作 

ホース ホース接続 屋外 人力接続 

 

 

・設備の相違 
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(3）試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替循環冷却系である復水移送ポンプ及び残留熱除去系

熱交換器は，表 3.7-14及び表 3.7-15に示すように発電用原

子炉の運転中に機能・性能試験，弁動作試験が可能な設計と

する。また，発電用原子炉の停止中に機能・性能試験，弁動

作試験と分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

復水移送ポンプは，発電用原子炉の停止中にケーシングカ

バーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の

状態を確認する分解検査が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に鏡板を

取外して，熱交換器部品（伝熱管等）の状態を確認する分解

検査が可能な設計とする。 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，復水貯蔵槽を

水源とし，復水移送ポンプを起動させサプレッション・チェ

ンバへ送水する試験を行うテストラインを設けることで，機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計とする。 

 

 

 

 

 

なお，残留熱除去系洗浄水弁（A）から原子炉圧力容器ま

でのライン，残留熱除去系洗浄水弁（B）から原子炉格納容

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性  

  基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。  

 

    代替循環冷却系は，第3.7－6表に示すように発電用原子

炉運転中に機能・性能検査，弁動作確認を，また，発電用

原子炉停止中に機能・性能検査，弁動作確認及び分解検査

を実施可能な設計とする。 

 

    代替循環冷却系ポンプは，分解検査として発電用原子炉

停止中にケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品(主

軸，軸受，羽根車等)の状態を確認することが可能な設計と

する。 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確

認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験

により，性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，

変形及び摩耗の有無を確認する。 

 

 

 

 

 

    また，代替循環冷却系ポンプは，吐出配管にテスト配管

を設け，発電用原子炉運転中又は停止中に，系統の機能・

性能検査として，サプレッション・チェンバを水源とした

循環運転を行うことで，ポンプの吐出圧力・流量の確認に

加え，運転時の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能

な設計とする。 

 

 

 

また，残留熱除去系注入弁から原子炉圧力容器までの配

管については，上記の試験に加えて，発電用原子炉運転中

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

残留熱代替除去系である残留熱代替除去ポンプ及び残

留熱除去系熱交換器は，表 3.7-5及び表 3.7-6に示すよう

に発電用原子炉の運転中に機能・性能試験が可能な設計と

する。また，発電用原子炉の停止中に機能・性能試験と分

解検査，外観検査が可能な設計とする。 

残留熱代替除去ポンプは，発電用原子炉の停止中にケー

シングカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，羽

根車等）の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去系熱交換器は，発電用原子炉の停止中に鏡板

を取外して，熱交換器部品（伝熱管等）の状態を確認する

分解検査が可能な設計とする。 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，テストタン

クを水源とし，残留熱代替除去ポンプを起動させテストタ

ンクへ送水する試験を行うテストラインを設けることで，

機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

なお，Ａ－ＲＨＲ注水弁から原子炉圧力容器，Ｂ－ＲＨ

Ｒドライウェル第２スプレイ弁から原子炉格納容器まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，１段落

上に記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は非管理

区域にポンプを設置す

ることにより，S/C水源

ではなく，テストタンク

を水源とした性能試験

を実施する 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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器までのライン，格納容器下部注水ラインについては，上記

の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停止中に残留熱

除去系格納容器冷却ライン隔離弁（B），残留熱除去系格納容

器冷却流量調節弁（B），下部ドライウェル注水ライン隔離弁，

下部ドライウェル注水流量調節弁の弁開閉試験を実施する

ことで機能・性能が確認可能な設計とする。 

また，代替循環冷却系の流路を確保するための残留熱除去

系高圧炉心注水系第一止め弁及び残留熱除去系高圧炉心注

水系第二止め弁についても，発電用原子炉の運転中又は停止

中に弁開閉試験を実施することで機能・性能が確保可能な設

計とする。 

 

 

 

 

これらの試験を組み合わせることにより，代替循環冷却系

の機能を確認できる設計とする。 

(50-6) 

及び停止中に，弁動作確認として残留熱除去系注入弁の機

能・性能の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性能検査等

に合わせて外観の確認が可能な設計とする。 

    これらの試験を組み合わせることにより，代替循環冷却

系の機能を確認できる設計とする。 

（50－5－2～4） 

のラインについては，発電用原子炉の運転中又は停止中に

Ａ－ＲＨＲ注水弁，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ

弁の弁開閉動作の確認を実施することで機能・性能が確認

可能な設計とする。 

 

 

また，残留熱代替除去系の流路を確保するためのＲＨＲ 

ＲＨＡＲライン入口止め弁，ＲＨＡＲライン流量調節弁，

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン止め弁，ＲＨＲ Ａ－ＦＬ

ＳＲ連絡ライン流量調節弁，ＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連絡

ライン流量調節弁についても，発電用原子炉の運転中又は

停止中に弁開閉動作の確認を実施することで機能・性能が

確保可能な設計とする。 

ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性能検査等

に合わせて外観の確認が可能な設計とする。 

これらの試験を組み合わせることにより，残留熱代替除

去系の機能を確認できる設計とする。 

（50-6） 

 

系統構成の相違 
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表 3.7－14 復水移送ポンプの試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

停止中 機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプ部品の表面状態を，試験及び目視により

確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 

 

 

 

表 3.7－15 残留熱除去系熱交換器の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 機能・性能試験 漏えいの確認 

停止中 機能・性能試験 漏えいの確認 

分解検査 
熱交換器部品の表面状態を，試験及び目視によ

り確認 

外観検査 熱交換器外観の確認 
 

第 3.7－6 表 代替循環冷却系ポンプの試験検査 

 

表 3.7-5 残留熱代替除去ポンプの試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中 機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

停止中 機能・性能試験 

 

運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプ部品の表面状態を，試験及び目視により

確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 

 

 

 

表 3.7-6 残留熱除去系熱交換器の試験及び検査 

発電用原子炉の

状態 

項目 内容 

運転中 機能・性能試験 漏えいの確認 

停止中 機能・性能試験 漏えいの確認 

分解検査 
熱交換器部品の表面状態を，試験及び目視

により確認 

外観検査 熱交換器外観の確認 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

代替原子炉補機冷却系は，表 3.7-16 に示すように発電用

原子炉の運転中又は停止中に，各機器の機能・性能試験，分

解検査及び外観検査並びに弁動作試験が可能な設計とする。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量送

水車（熱交換器ユニット用）は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に車両としての運転状態の確認が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，熱

交換器ユニットのうち，熱交換器はフレームを取り外すこと

でプレート式熱交換器の状態を試験及び目視により確認す

る分解検査又は取替えが可能な設計とする。代替原子炉補機

冷却水ポンプは，ケーシングカバーを取り外して，ポンプ部

品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及び目視により確

認する分解検査又は取替えが可能である。大容量送水車（熱

  

原子炉補機代替冷却系は，表 3.7-7 に示すように発電用原子炉

の運転中又は停止中に，各機器の機能・性能試験，分解検査及び

外観検査が可能な設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポ

ンプ車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に車両としての運転

状態の確認が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，移動式

代替熱交換設備のうち，熱交換器はフレームを取り外すことでプ

レート式熱交換器の状態を試験及び目視により確認する分解検査

又は取替えが可能な設計とする。移動式代替熱交換設備淡水ポン

プは，ケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品（主軸，軸受，

羽根車等）の状態を試験及び目視により確認する分解検査又は取

替えが可能な設計とする。大型送水ポンプ車は，ケーシングを取

 

・資料構成の相違 
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交換器ユニット用）は，ケーシングを取り外すことでポンプ

部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験及び目視により

確認する分解検査又は取替えが可能な設計とする。 

運転性能の確認として，熱交換器ユニット及び大容量送水

車（熱交換器ユニット用）流量，系統（ポンプ廻り）の振動，

異音，異臭及び漏えいの確認を行うことが可能な設計とす

る。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，系

統を構成する弁は，単体で動作確認可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそ

れのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可能な

設計とする。 

(50-6) 

 

 

 

 

り外すことでポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を試験

及び目視により確認する分解検査又は取替えが可能な設計とす

る。 

 

運転性能の確認として，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポ

ンプ車流量，系統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えい

の確認を行うことが可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中又は停止中の試験・検査として，系統を

構成する弁は，単体で動作確認可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすおそれの

ある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とす

る。 

（50-6） 

 

表 3.7-16 代替原子炉補機冷却系の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中又は停

止中 

機能・性能試験 運転性能,漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を,試験及

び目視により確認又必要に応じて取替え 

外観検査 熱交換器,ポンプ及びホースの外観の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 

 

 

 表 3.7-7 原子炉補機代替冷却系の試験・検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中又は停

止中 

機能・性能試験 運転性能,漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 熱交換器及びポンプ部品の表面状態を,試験及

び目視により確認又必要に応じて取替え 

外観検査 熱交換器,ポンプ及びホースの外観の確認 

車両検査 車両としての運転状態の確認 
 

・設備の相違 

 

(4）切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速や

かに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替循環冷却系である復水移送ポンプは，本来の用途以

外の用途として重大事故等に対処するために使用する設

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

  基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替循環冷却系は，本来の用途以外に使用しない。重大事

故等時には，設計基準事故対処設備である残留熱除去系と

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

残留熱代替除去系である残留熱代替除去ポンプは，重大

事故等に対処するための目的のみに使用されるため，本来
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備であることから，想定される重大事故等時において，通

常時に使用する系統から速やかに切替え操作が可能なよ

うに，弁を中央制御室から遠隔操作が可能とする設計とす

るか，又は，弁を現場で速やかに操作できる配置上の考慮

がなされた設計とする。 

残留熱除去系熱交換器は，本来の用途以外の用途には使

用しない。 

 

 

また，代替循環冷却系のバイパス流を防止するため，代

替循環冷却系の主ラインからの分岐部については，主ライ

ンから最も近い弁（第一止め弁）で閉止する運用とする。

事故時の対応に支障を来たす等の理由から第一止め弁が

閉止できないライン（非常用炉心冷却系ポンフ。封水ライ

ン等）についても，代替循環冷却系のバイパス流を防止す

るため，第一止め弁以降の弁で閉止されたバウンダリ構成

とし，このバウンダリ範囲においては，適切な地震荷重と

の組合せを考慮した上で、バウンダリ機能が喪失しない設

計とする。 

 

 

代替原子炉補機冷却系である熱交換器ユニット及び大

容量送水車（熱交換器ユニット用）は，本来の用途以外の

用途には使用しない。 

なお，通常時に使用する系統である原子炉補機冷却系か

ら重大事故等時に対処するために代替原子炉補機冷却系

に系統を切り替える場合，切り替え操作としては，弁開閉

操作（原子炉補機冷却系ポンプ吸込弁 2弁を閉操作，熱交

換器ユニットの接続ラインの 2弁を開操作，残留熱除去系

熱交換器冷却水出口弁を開操作），ホース敷設及び接続作

業，熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニッ

ト用）の移動，設置，起動操作を行う。弁については中央

制御室での操作スイッチによる操作とともに，現場での手

動ハンドル操作も可能な設計とし，容易に操作可能とす

る。 

 

 

 

一部の配管を使用するが，残留熱除去系配管については，

重大事故等に対処するための系統の切替えは必要としな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の用途以外の用途には使用しない。 

 

 

 

 

残留熱除去系熱交換器は，本来の用途以外の用途には使

用しない。 

 

 

また，残留熱代替除去系の主ラインからの分岐部について

は，残留熱除去系をバウンダリとし，適切な地震荷重との

組合せを考慮した上でバウンダリ機能が喪失しない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機代替冷却系である移動式熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，本来の用途以外の用途には使用しな

い。 

なお，通常時に使用する系統である原子炉補機冷却系か

ら重大事故等時に対処するために原子炉補機代替冷却系

に系統を切り替える場合，切り替え操作としては，弁開閉

操作（移動式代替熱交換設備の接続ラインのＡＨＥＦ供給

配管止め弁とＡＨＥＦ戻り配管止め弁を開操作，ＲＣＷ常

用補機冷却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機冷却水出口切

替弁を閉操作），ホース敷設及び接続作業，移動式代替熱

交換設備及び大型送水ポンプ車の移動，設置，起動操作を

行う。弁についてはＡＨＥＦ供給配管止め弁とＡＨＥＦ戻

り配管止め弁については，現場での手動ハンドル操作が可

能な設計とし，容易に操作可能とする。ＲＣＷ常用補機冷

却水入口切替弁とＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁につ

いては，中央制御室での操作スイッチによる操作ととも

に，現場での手動ハンドル操作も可能な設計とし，容易に

島根２号炉の残留熱

代替除去ポンプは SA 専

用設備として設置する 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

・設備の相違 
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島根２号炉の残留熱

代替除去系は残留熱除

去 系を流路 とする 。

「 3.7.2.2.3.1(2)操作

性」に示す弁を操作する

ことで運転可能であり，

バイパス流を防止する

ための弁操作は不要で

ある 
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島根２号炉は系統構

成に必要な弁として，中

央制御室で操作を行う

弁と現場で操作を行う
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熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット

用）の移動，設置，起動操作及び系統の切替えに必要な弁

操作については，図 3.7-5で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替えが可能である。 

(50-5) 

 

 

 

 

 

 

（50－4－2，3） 

 

操作可能とする。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の移動，設

置，起動操作及び系統の切替えに必要な弁操作について

は，図 3.7-2で示すタイムチャートのとおり速やかに切替

えが可能である。 

（50-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁がある 
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図 3.7-5 代替循環冷却系のタイムチャート＊ 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついての 1.7で示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

図 3.7-2 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却

系による補機冷却水確保タイムチャート* 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況についての 1.7で示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

 

 

 

 

(5）悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ）要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

（ⅱ）適合性 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

 

 

 

 

 

 

手順の項目

電源確認

冷却水確保（流量調整，監視）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

系統構成

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認（移動式代替熱交換設備，ホース運搬車）

補機冷却水（淡水）の供給（監視）

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認（大型送水ポンプ車，ホース展張車）

補機冷却水（海水）の供給（流量調整，監視）

移動

移動式代替熱交換設備への電源ケーブル接続

【接続口周辺作業】
移動式代替熱交換設備配置，
ホース運搬・敷設等

送水準備（ホース敷設）

移動式代替熱交換設備配置，準備

大型送水ポンプ車配置，取水準備

【取水箇所周辺作業】
大型送水ポンプ車配置，ホース
運搬・敷設等

必要な要員と作業項目

経過時間（時間）

8

中央制御室運転員Ａ 1

12

緊急時対策要員

3

※１：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

4 5 6 7

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代
替冷却系による補機冷却水確保

（原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接
続口を使用した補機冷却水確保の場合（ＳＡ電

源切替盤を使用した場合））

備考1 2 3

要員(数)

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始

７時間20分

手順の項目

電源確認

冷却水確保（流量調整，監視）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

系統構成

緊急時対策所～第４保管エリア移動※１

車両健全性確認（大型送水ポンプ車，ホース展張車）

大型送水ポンプ車配置，取水準備

送水準備（屋外ホース敷設）

送水準備（屋内ホース敷設）

補機冷却水（海水）の供給（流量調整，監視）

備考1 2 3 4 5 6 7 8

経過時間（時間）

要員(数)

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代
替冷却系による補機冷却水確保

（原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確
保の場合（故意による大型航空機の衝突その他
のテロリズムによる影響がある場合）（ＳＡ電

源切替盤を使用した場合））

中央制御室運転員Ａ 1

必要な要員と作業項目

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

緊急時対策要員 6

※１：第１保管エリアの可搬設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保

７時間
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基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替循環冷却系は重大事故等時に残留熱除去系と高圧炉

心注水系を繋ぐことで系統を構成するが，通常時は，残留熱

除去系高圧炉心注水系第一止め弁及び残留熱除去系高圧炉

心注水系第二止め弁を常時閉とすることで，残留熱除去系と

高圧炉心注水系に対して相互に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

 

 

 

また，代替循環冷却系は，通常時は残留熱除去系洗浄水弁

（A）及び（B）を閉止することで隔離する系統構成としてお

り，残留熱除去系に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

他系統との隔離弁を表 3.7-17に示す。 

 

 

代替循環冷却系を用いる場合は，弁操作によって，通常時

の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とす

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

また，サプレッション・チェンバのプール水に含まれる放

射性物質の系外放出を防止するため，代替循環冷却系は閉ル

ープにて構成する設計とする。 

 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系の熱交

換器ユニットと大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，通

常時は接続先の系統と分離して保管することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない運用とする。 

また，原子炉補機冷却系と代替原子炉補機冷却系を同時に

使用しない運用とすることで，相互の機能に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

代替原子炉補機冷却系を用いる場合は，接続，弁操作等に

よって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備としての

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系ポンプは，通常待機時は代替循環冷却系

ポンプ入口弁，代替循環冷却系注入弁，代替循環冷却系格

納容器スプレイ弁及び代替循環冷却系テスト弁を閉止する

ことで残留熱除去系と隔離する系統構成としており，残留

熱除去系に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替循環冷却系の隔離弁について，代替循環冷却系Ａ系

を代表として第3.7－7表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系は，通常待機時はＲＨＲ ＲＨＡＲラ

イン入口止め弁及びＲＨＡＲライン流量調節弁を閉止す

ることで残留熱除去系と隔離する系統構成としており，残

留熱除去系に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

他系統との隔離弁を表 3.7-8に示す。 

 

 

残留熱代替除去系を用いる場合は，弁操作によって，通

常時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

また，サプレッション・チェンバのプール水に含まれる

放射性物質の系外放出を防止するため，残留熱代替除去系

は閉ループにて構成する設計とする。 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車は，通常時は接

続先の系統と分離して保管することで，他の設備に悪影響

を及ぼさない運用とする。 

また，原子炉補機冷却系と原子炉補機代替冷却系を同時

に使用しない運用とすることで，相互の機能に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却系を用いる場合は，接続，弁操作等

によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備とし

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の残留熱

代替除去系は，通常時は

待機状態であるが，柏崎

6/7 の MUWC ポンプは通

常時に運転しているた

め，他系との隔離が必要 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 
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系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

熱交換器ユニットと大容量送水車（熱交換器ユニット用）

は，治具や輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

熱交換器ユニットと大容量送水車（熱交換器ユニット用）

は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

(50-4, 50-5, 50-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（50－4－2，3） 

 

ての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車は，輪留めに

よる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

移動式代替熱交換設備と大型送水ポンプ車は，飛散物と

なって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

（50-4，50-5，50-6） 

 

表 3.7-17 他系統との隔離弁 

 

第 3.7－7 表 他系統との隔離弁 

 

表 3.7-8 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

ＲＨＲ ＲＨＡＲライン入口

止め弁 

残留熱除去系 電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＲＨＡＲライン流量調節弁 残留熱除去系 電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 
 

・設備の相違 
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(6）設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放

射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所

への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものである

こと。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替循環冷却系及び代替原子炉補機冷却系の系統構成に

必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.7-18に示す。 

 

このうち，復水移送ポンプ，タービン建屋負荷遮断弁，原

子炉建屋内に設置されている弁のうち残留熱除去系洗浄水

弁（A）及び（B），下部ドライウェル注水流量調節弁，下部

ドライウェル注水ライン隔離弁（7 号炉のみ），常用冷却水供

給側分離弁（B），常用冷却水戻り側分離弁（B）については

中央制御室から操作を可能とし，それ以外の原子炉建屋内に

設置されている弁については放射線の影響を考慮し，原子炉

建屋内の原子炉区域外に AM用切替盤，AM用操作盤を設置し，

遠隔操作が可能な設計とする。 

その他，廃棄物処理建屋，タービン建屋，コントロール建

屋で、手動弁の操作が必要であるが，操作は代替循環冷却系

起動前の状況のため，アクセス及び操作への放射線による大

きな影響はない。 

 

なお，屋外又はタービン建屋内にホースを敷設する場合

は，放射線量を確認して，適切な放射線対策に基づき作業安

全を確保した上で作業を実施する。 

また，代替循環冷却系を運転すると，系統配管廻りが高線

量になる可能性があり，操作に必要な機器に近づけないおそ

れがあるため，運転開始後に操作が必要な弁，ポンプについ

ては遠隔操作可能な設計とする。 

代替循環冷却系の運転開始後において系統の配管周辺が

高線量になる範囲を最小限にするため，主ラインからの分岐

部については，主ラインから最も近い弁（第一止め弁）で閉

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

     

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 代替循環冷却系の系統構成のために操作が必要な機器の

設置場所，操作場所を代替循環冷却系Ａ系を代表として第

3.7－8表に示す。 

これら原子炉建屋原子炉棟内に設置されている弁及び代

替循環冷却系ポンプについては中央制御室からの遠隔操作

を可能とすることにより，操作位置の放射線量が高くなる

おそれが少ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

残留熱代替除去系及び原子炉補機代替冷却系の系統構

成に必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.7-9に示す。 

 

このうち，残留熱代替除去ポンプ，ＲＨＲ ＲＨＡＲラ

イン入口止め弁，ＲＨＡＲライン流量調節弁，ＲＨＲ Ａ

－ＦＬＳＲ連絡ライン止め弁，ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡

ライン流量調節弁，ＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連絡ライン流

量調節弁については中央制御室から操作を可能とし，Ａ－

ＲＨＲ注水弁，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁に

ついては中央制御室に重大事故操作盤，原子炉建物付属棟

にＳＡ電源切替盤を設置し，遠隔操作が可能な設計とす

る。 

その他，原子炉建物付属棟で手動弁の操作が必要である

が，操作は残留熱代替除去系起動前の状況のため，アクセ

ス及び操作への放射線による大きな影響はない。 

 

 

なお，屋外にホースを敷設する場合は，放射線量を確認

して，適切な放射線対策に基づき作業安全を確保した上で

作業を実施する。 

また，残留熱代替除去系を運転すると，系統配管廻りが

高線量になる可能性があり，操作に必要な機器に近づけな

いおそれがあるため，運転開始後に操作が必要な弁，ポン

プについては遠隔操作可能な設計とする。 

残留熱代替除去系の運転開始後において系統の配管周

辺が高線量になる範囲を最小限にするため，主ラインから

の分岐部については，残留熱除去系をバウンダリとし，適

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉はタービ

ン建物内にホースを敷

設しない 

 

 

 

 

・設備の相違 
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止する運用とする。事故時の対応に支障を来たす等の理由か

ら第一止め弁が閉止できないライン（非常用炉心冷却系ポン

プ封水ライン等）についても，高線量となる範囲が限定的と

なるよう，第一止め弁以降の弁で閉止されたバウンダリ構成

とし，このバウンダリ範囲においては，適切な地震荷重との

組合せを考慮した上で、バウンダリ機能が喪失しない設計と

する。 

また，代替循環冷却系が機能喪失した場合に必要な操作及

び監視，代替循環冷却系の運転と同時に必要な操作，代替循

環冷却系運転時に必要な復旧作業（残留熱除去系の復旧作

業）において，放射線によるアクセス性への影響を低減する

ため，高線量が想定される箇所については遮蔽体を配備する

等の適切な放射線防護対策を行う。 

なお，代替循環冷却系運転後長期における系統廻りの線量

低減対策として，系統水を入れ替えるためにフラッシング可

能な設計としている。具体的な操作としては，残留熱除去系

ポンプのサプレッション・プール吸込弁を閉じ，復水補給水

系からの洗浄水弁を聞き，復水補給水系に可搬型代替注水ポ

ンプ(A-2級）から外部水源を供給することにより，系統のフ

ラッシングを実施する。 

(50-4, 50-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（50－3－2） 

 

切な地震荷重との組合せを考慮した上でバウンダリ機能

が喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

また，残留熱代替除去系が機能喪失した場合に必要な操

作及び監視，残留熱代替除去系の運転と同時に必要な操

作，残留熱代替除去系運転時に必要な復旧作業（残留熱除

去系の復旧作業）において，放射線によるアクセス性への

影響を低減するため，高線量が想定される箇所については

遮蔽体を配備する等の適切な放射線防護対策を行う。 

なお，残留熱代替除去系運転後長期における系統廻りの

線量低減対策として，系統水を入れ替えるためにフラッシ

ング可能な設計としている。具体的な操作としては，残留

熱除去系ポンプのサプレッション・プール吸込弁を閉じ，

残留熱代替除去系に大量送水車から外部水源を供給する

ことにより，系統のフラッシングを実施する。 

 

（50-4，50-8） 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の残留熱

代替除去系運転時のバ

ウンダリは残留熱除去

系である 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 3.7－8 表 操作対象機器リスト 

 

表 3.7-9 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－残留熱代替除去ポンプ 原子炉建物付属棟地下

２階 

中央制御室 

Ｂ－残留熱代替除去ポンプ 原子炉建物付属棟地下

２階 

中央制御室 

ＲＨＲ ＲＨＡＲライン入口止め

弁 

原子炉建物付属棟地下

２階 

中央制御室 

ＲＨＡＲライン流量調節弁 原子炉建物付属棟地下

２階 

中央制御室 

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン

止め弁 

原子炉建物原子炉棟２

階 

中央制御室 

ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン

流量調節弁 

原子炉建物原子炉棟２

階 

中央制御室 

ＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連絡ライ

ン流量調節弁 

原子炉建物原子炉棟中

１階 

中央制御室 

Ａ－ＲＨＲ注水弁 原子炉建物原子炉棟中

１階 

中央制御室 

Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２スプ

レイ弁 

原子炉建物原子炉棟２

階 

中央制御室 

移動式代替熱交換設備 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 原子炉建物近傍 原子炉建物近傍 

大型送水ポンプ車 取水槽近傍 取水槽近傍 

熱交換器ユニット流量調整弁 熱交換器ユニット内 熱交換器ユニット内 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ西側供給配

管止め弁 
原子炉建物付属棟１階 

原子炉建物付属棟１

階 

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ西側戻り配

管止め弁 
原子炉建物付属棟２階 

原子炉建物付属棟２

階 

ＡＨＥＦ Ｂ－西側供給配管止め

弁 
原子炉建物付属棟１階 

原子炉建物付属棟１

階 

ＡＨＥＦ Ｂ－西側戻り配管止め

弁 
原子炉建物付属棟２階 

原子炉建物付属棟２

階 

ＡＨＥＦ Ｂ－供給配管止め弁 原子炉建物付属棟地下

１階 

原子炉建物付属棟地

下１階 

ＡＨＥＦ Ｂ－戻り配管止め弁 原子炉建物付属棟地下

１階 

原子炉建物付属棟地

下１階 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水入口切

替弁 

原子炉建物付属棟地下

１階 
中央制御室 

Ｂ－ＲＣＷ常用補機冷却水出口切

替弁 

原子炉建物付属棟地下

２階 

中央制御室 

Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁 原子炉建物付属棟２階 原子炉建物付属棟２

階 

ＲＣＷ Ｂ－ＤＥＧ冷却水入口弁 原子炉建物付属棟地下

２階 

原子炉建物付属棟地

下２階 

ＲＣＷ Ｂ－中央制御室冷凍機入

口弁 

廃棄物処理建物２階 廃棄物処理建物２階 

ホース 屋外 屋外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 表 3.7-18 操作対象機器設置場
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3.7.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1）容量（設置許可基準規則第 43条第 2項ー） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

代替循環冷却系は，設計基準事故対処設備が有する発電

用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても原子炉格

納容器の破損を防止するとともに，原子炉格納容器の除熱

をする設計とする。 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系で使用する復水移送ポンプは，設計基準

対象施設の復水補給水系と兼用しており，設計基準対象施

設としての復水移送ポンプ 2台におけるポンプ流量が，炉

心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器

の破損を防止するために必要な流量に対して十分である

ため，設計基準対象施設と同仕様の設計とする。 

 

 

 

代替循環冷却系の流量としては，炉心損傷後の原子炉格

納容器破損防止の評価事故シーケンスのうち，「雰囲気圧

力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）代替

循環冷却系を使用する場合」に係る有効性評価解析（原子

炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性が確認

されている循環流量が 190m3/h（原子炉圧力容器への注入

流量が 90m3/h，原子炉格納容器へのスプレイ流量が

100m3/h）又は，「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

熱」に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添

付書類十）において有効性が確認されている循環流量が

190m3/h（原子炉格納容器下部への注入流量が 50m3/h，原子

3.7.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

    代替循環冷却系は，設計基準事故対処設備が有する発電

用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替循環冷却系ポンプの容量は，炉心損傷後の原子炉格

納容器破損防止の重要事故シーケンスのうち，格納容器過

圧・過温破損シーケンスに係る有効性評価解析（原子炉設

置変更許可申請書添付書類十）において，有効性が確認さ

れている循環流量の250m３／hを確保可能な設計とし，水源

と移送先の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損

を考慮して循環流量250m３／hが達成可能な設計とする。 

 

 

 

 

3.7.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

残留熱代替除去系は，設計基準事故対処設備が有する発

電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても原子炉

格納容器の破損を防止するとともに，原子炉格納容器の除

熱をする設計とする。 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系で使用する残留熱代替除去ポンプは，

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の破損を防止するために必要な流量を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

残留熱代替除去系の流量としては，炉心損傷後の原子炉

格納容器破損防止の評価事故シーケンスのうち，「雰囲気

圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）残

留熱代替除去系を使用する場合」に係る有効性評価解析に

おいて有効性が確認されている循環流量が 150m3/h（原子

炉圧力容器への注入流量が 30m3/h，原子炉格納容器へのス

プレイ流量が 120m3/h）又は，「高圧溶融物放出/格納容器

雰囲気直接加熱」に係る有効性評価解析において有効性が

確認されている循環流量が 120m3/h（原子炉格納容器への

スプレイ流量）である。残留熱代替除去ポンプは１台あた

り 150m3/h以上の流量を確保可能なため，１台使用する設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の残留熱

代替除去系は，50 条に

適合する重大事故緩和

設備として設置する 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の残留熱

代替除去ポンプは SA 単

独設備として設置する 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

【東海第二】 

 シーケンスの相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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炉格納容器へのスプレイ流量が 140m3/h）である。復水移

送ポンプは 1 台あたり 95m3/h 以上の流量を確保可能なた

め，2台使用する設計とする。 

復水移送ポンプは，水源と移送先の圧力差，静水頭，機

器圧損，配管及び弁類圧損を考慮し，復水移送ポンプ 2台

運転で循環流量 190m3/h達成可能な揚程で設計する。 

 

 

 

代替循環冷却系で使用する残留熱除去系熱交換器は，設

計基準事故対処設備の残留熱除去系と兼用しており，設計

基準事故対処設備としての伝熱容量が，炉心の著しい損傷

が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止す

るために必要な伝熱容量に対して十分であるため，設計基

準事故対処設備と同仕様で設計する。 

残留熱除去系熱交換器の容量は，重大事故等対処設備と

して使用する場合における熱交換量がサプレッション・チ

ェンバのプール水温約160℃の場合において約 17MWである

が，重大事故等対処設備として想定する条件での必要伝熱

面積に対して，設計基準事故対処設備として想定する条件

での必要伝熱面積が大きいことから，設計基準事故対処設

備としての海水温度 30℃，サプレッション・チェンバのプ

ール水温 52℃の場合の熱交換量約 8.lMWとする。 

(50-7) 

 

 

(2）共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することに

よって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する

場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対

して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（50－6－2～6） 

 

 

 (2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

 

 

計とする。 

 

 

残留熱代替除去ポンプは，水源と移送先の圧力差，静水

頭，機器圧損，配管及び弁類圧損を考慮し，残留熱代替除

去ポンプ１台運転で循環流量 150m3/h達成可能な揚程で設

計する。 

 

 

残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱交換器は，

設計基準事故対処設備の残留熱除去系と兼用しており，設

計基準事故対処設備としての伝熱容量が，炉心の著しい損

傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止

するために必要な伝熱容量に対して十分であるため，設計

基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

残留熱除去系熱交換器の容量は，重大事故等対処設備と

して使用する場合における熱交換量がサプレッション・チ

ェンバのプール水温約 100℃の場合において約７MW であ

るが，重大事故等対処設備として想定する条件での必要伝

熱面積に対して，設計基準事故対処設備として想定する条

件での必要伝熱面積が大きいことから，設計基準事故対処

設備としての海水温度 30℃，サプレッション・チェンバ

のプール水温 52℃の場合の熱交換量約 9.1MWとする。 

（50-7） 

 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.7-50



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替循環冷却系の復水移送ポンプ及び残留熱除去系熱交

換器は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計

とする。 

 

(3）設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替循環冷却系は重大事故緩和設備であり，代替する設計

基準事故対処設備はないものと整理するが，原子炉格納容器

の過圧破損防止の同一目的である格納容器圧力逃がし装置

に対して，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

原理の異なる冷却及び原子炉格納容器の減圧手段を用いる

ことで多様性を有する設計とする。 

 

 

また，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）に

対して多様性を有する常設代替交流電源設備（第一ガスター

ビン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（電源車）からの

給電により駆動できる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フィ

ルタ並びにラプチャーディスクは原子炉建屋近傍の屋外に

設置し，代替循環冷却系の復水移送ポンプは廃棄物処理建屋

内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッション・チェンバ

は原子炉建屋内に設置することで共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

    代替循環冷却系の各機器については，一部の敷地を共有

する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない

設計とする。 

 

  (3)設計基準事故対処設備との多様性及び独立性，位置的分散 

(設置許可基準規則第 43条第 2項三) 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

    代替循環冷却系は，設計基準事故対処設備である残留熱

除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系に対し，多様

性及び独立性を有し，位置的分散を図る設計としている。な

お，詳細については 3.7.2.1.3項に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプ及び残留熱

除去系熱交換器は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

残留熱代替除去系は重大事故緩和設備であり，代替する

設計基準事故対処設備はないものと整理するが，原子炉格

納容器の過圧破損防止の同一目的である格納容器フィル

タベント系に対して，共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器の減圧

手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

 

 

また，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）

に対して多様性を有する常設代替交流電源設備（ガスター

ビン発電機）からの給電により駆動できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスク

ラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原

子炉建物外の第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板

は原子炉建物近傍の屋外に設置し，残留熱代替除去系の残

留熱代替除去ポンプ並びに残留熱除去系熱交換器及びサ

プレッション・チェンバは原子炉建物内に設置することで

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分

散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，代替循環

冷却系を 47 条に位置付

けている 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

復水移送ポンプは，設計基準事故対処設備である残留熱除

去系ポンプと共通要因によって同時に機能が損なわれるお

それがないよう，位置的分散を図る設計とする。また，電源，

冷却水を含むサポート系は独立性を有した設計としており，

それぞれ異なる電源から供給することで多様性を有した設

計とする。 

代替原子炉補機冷却系の常設設備である熱交換器ユニッ

ト接続口から原子炉補機冷却系に繋がるまでの弁及び配管

は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系と共通要

因によって同時に機能が損なわれないよう，可搬型重大事故

等設備として熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器

ユニット用）を設置する。「（7）設計基準事故対処設備及び

常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第 3項七）」の適合性で示す。 

(50-2, 50-4, 50-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（50－3－2，50－4－2，3） 

 

 

 

残留熱代替除去ポンプは，設計基準事故対処設備である

残留熱除去ポンプと共通要因によって同時に機能が損な

われるおそれがないよう，位置的分散を図る設計とする。

また，電源，冷却水を含むサポート系は独立性を有した設

計としており，それぞれ異なる電源から供給することで多

様性を有した設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の常設設備である移動式代替熱

交換設備接続口から原子炉補機冷却系に繋がるまでの弁

及び配管は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却

系と共通要因によって同時に機能が損なわれないよう，可

搬型重大事故等設備として移動式熱交換設備及び大型送

水ポンプ車を設置する。「(7) 設計基準事故対処設備及び

常設重大事故防止設備との多様性(設置許可基準規則第 43

条第３項七）」の適合性で示す。 

（50-2，50-4，50-5） 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.7-52



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.7.2.2.3.3 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1）容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系は，炉

心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器

の破損を防止するために必要な伝熱容量を有する設計と

する。 

代替原子炉補機冷却系の熱交換器ユニット及び大容量

送水車（熱交換器ユニット用）は，炉心の著しい損傷が発

生した場合において，残留熱除去系熱交換器で発生した熱

を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有す

る熱交換器ユニット 1セット 1式と大容量送水車（熱交換

器ユニット用）1 セット 1 台を使用する。 

 

 

熱交換器ユニットの容量は熱交換容量約 23MW として，

大容量送水車（熱交換器ユニット用）の容量は流量 900m3/h

として設計し，代替原子炉補機冷却系を使用する有効性評

価「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）代替循環冷却系を使用する場合」において事故発

生 22.5 時間後に代替循環冷却系による原子炉圧力容器へ

の注水及び格納容器スプレイの同時運転を行った場合，又

は有効性評価「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

熱」において事故発生 20.5 時間後に代替循環冷却系によ

る原子炉格納容器下部への注水及び格納容器スプレイの

同時運転を行った場合に，同時に代替原子炉補機冷却系を

用いて燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの

冷却を行った場合の冷却効果を確保可能な設計とする。 

また，熱交換器ユニットの保有数は，6 号及び 7 号炉共

用で 4セット 4式に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 1 セット（6 号及び 7 号

炉共用）の合計 5式を保管する。大容量送水車（熱交換器

 

 

3.7.2.1.3.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系は，

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器の破損を防止するために必要な伝熱容量を有する設計

とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大

型送水ポンプ車は，炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を除去するため

に屋外の接続口を使用する場合は，必要な伝熱容量及びポ

ンプ流量を有する移動式代替熱交換設備１セット１台と

大型送水ポンプ車１セット１台を使用する。また，屋内の

接続口を使用する場合は，大型送水ポンプ車１セット１台

を使用する。 

移動式代替熱交換設備の容量は熱交換容量約 23MW とし

て，大型送水ポンプ車の容量は流量 1,800m3/hとして設計

し，原子炉補機代替冷却系を使用する有効性評価「雰囲気

圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧過温破損）残留

熱代替除去系を使用する場合」において事故発生 10 時間

後に残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及

び格納容器のスプレイの運転を行った場合，又は有効性評

価「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」において

事故発生 10 時間後に残留熱代替除去系による格納容器ス

プレイ及び格納容器スプレイによる格納下部の溶融炉心

の冷却を行った場合に，原子炉補機代替冷却系を用いて燃

料プール冷却系による燃料プールの冷却を行った場合の

冷却効果を確保可能な設計とする。 

また，移動式代替熱交換設備の保有数は，２セット２台

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップ用として１台の合計３台を保管する。大型送水ポン

プ車の保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備運用の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

・他号炉と共用しない 

  

・他号炉と共用しない 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ユニット用）の保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 4 セット

4 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として 1 式（6 号及び 7 号炉共用）の合計 5

台を保管する。 

(50-7) 

 

(2）確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

(ⅰ）要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短

時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設

備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該常

設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二以上

の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができ

るよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系の熱交

換器ユニットを接続するためのホースは，タービン建屋側の

接続口と口径を統一しかつフランジ接続とすることで，常設

設備と確実に接続ができる設計とする。また，6 号及び 7 号

炉が相互に使用することができるよう，それぞれの熱交換器

ユニット及びホースは，6 号及び 7 号炉に接続可能な設計と

する。 

また，代替原子炉補機冷却系の大容量送水車（熱交換器ユ

ニット用）を接続するためのホースは，熱交換器ユニットの

接続口と口径を統一しかつ簡便な接続方式である結合金具

による接続とすることで，確実に接続ができる設計とする。 

(50-8) 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接

続することができなくなることを防止するため，可搬型重大

事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給する

点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合

計３台を保管する。 

 

 

（50-7） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設

の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の

移動式代替熱交換設備を接続するためのホースは，屋外の

接続口と口径を統一し，かつ，フランジ接続とすることで，

常設設備と確実に接続ができる設計とする。 

 

 

 

また，原子炉補機代替冷却系の大型送水ポンプ車を接続

するためのホースは，移動式代替熱交換設備及び屋内の接

続口と口径を統一し，かつ，簡便な接続方式である結合金

具による接続とすることで，確実に接続ができる設計とす

る。 

（50-8） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他号炉と共用しない 
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ものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所

に設けるものであること。 

 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系の熱交

換器ユニットの接続箇所である接続口は，重大事故等時の環

境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響によ

り接続できなくなることを防止するため，接続口を格納容器

圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フィルタとの離

隔を考慮し，6 号炉についてはタービン建屋西側から建屋外

と建屋内に接続できる箇所を 1 個ずつ計 2 個設け，7 号炉に

ついてはタービン建屋南側及び西側から接続できる箇所を 1

個ずつ計 2個設けることで，互いに異なる複数の場所に接続

口を設ける設計とする。なお，代替循環冷却系は残留熱除去

系 B 系の熱交換器を使用するため，残留熱除去系 A系側の接

続口（熱交換器ユニットとの接続口）については使用しない。 

(50-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4）設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接

続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切

な措置を講じたものであること。 

 

重大事故等対処設備（原子炉建物の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続箇所

である接続口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外

部人為事象，溢水及び火災の影響により接続できなくなる

ことを防止するため，接続口を格納容器フィルタベント系

の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器との離隔を考慮し，原子炉建建物西

側，南側屋外及び原子炉建物屋内から接続できる箇所を１

箇所ずつ計３箇所設けることで，互いに異なる複数の場所

に接続口を設ける設計とする。 

 

 

（50-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備

と接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その

他の適切な措置を講じたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，循環

冷却に B-RHR 熱交換器

を使用する。B-RHR熱交

換器への冷却水通水に

使用する接続口は，「3.5

最終ヒートシンクへ熱

を輸送する設備」におい

て使用する A系側及び B

系側の接続口を使用す

る 
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（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替循環冷却系で、使用する代替原子炉補機冷却系の熱交

換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

格納容器ベントを実施していない状況で屋外に設置する設

備であり，想定される重大事故等が発生した場合における放

射線を考慮しても，線源からの離隔距離をとることにより，

これら設備の設置及び常設設備との接続が可能とする。ま

た，現場での接続作業に当たって，簡便な結合金具による接

続方式及びフランジ接続方式により，確実に速やかに接続が

可能な設計とする。 

(50-8) 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保

管すること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系の熱交

換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及

び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，原子炉

補機冷却水ポンプ，格納容器圧力逃がし装置と位置的分散を

図り，発電所敷地内の高台にある荒浜側高台保管場所及び大

湊側高台保管場所の複数箇所に分散して保管する。 

(50-4, 50-9) 

 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器

ベントを実施していない状況で屋外に設置する設備であ

り，想定される重大事故等が発生した場合における放射線

を考慮しても，線源からの離隔距離をとることにより，こ

れら設備の設置及び常設設備との接続が可能とする。ま

た，現場での接続作業に当たって，簡便な結合金具による

接続方式及びフランジ接続方式により，確実に速やかに接

続が可能な設計とする。 

（50-4，50-8） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保

管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影

響防止等」に示す。 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，地震，津

波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，原子炉

補機冷却水ポンプ，格納容器フィルタベント系と位置的分

散を図り，発電所敷地内にある第１，第３及び第４保管エ

リアの複数箇所に分散して保管する。 

（50-4，50-9） 

 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 
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想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重

大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握

するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

代替循環冷却系で、使用する代替原子炉補機冷却系の熱交

換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，

通常時は高台に保管しており，想定される重大事故等が発生

した場合においても，可搬型重大事故等対処設備の運搬，移

動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数の

アクセスルートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保

管場所及びアクセスルートについて』参照） 

 

(50-10) 

 

 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によっ

て，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の

冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重

大事故等に至るおそれがある事故に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切

な措置を講じたものであること。 

 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替循環冷却系で使用する代替原子炉補機冷却系は，設置

許可基準規則第 50条においては重大事故緩和設備であるが，

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系の

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，通常時は

津波の影響を受けない場所に保管しており，想定される重

大事故等が発生した場合においても，可搬型重大事故等対

処設備の運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。（『可搬型

重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについ

て』参照） 

（50-10） 

 

 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準 

規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設

備の重大事故等に至るおそれがある事故に対処するため

に必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

残留熱代替除去系で使用する原子炉補機代替冷却系は，

設置許可基準規則第 50 条においては重大事故緩和設備で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の第４保

管エリア（EL8.5m）は高

台ではないが，防波壁の

内側であることから，津

波の影響を受けない場

所と記載している 
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熱交換器ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）

は，共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能，

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重

大事故防止設備の重大事故等に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷

却系及び原子炉格納容器の過圧破損防止の同一目的である

格納容器圧力逃がし装置と表 3.7-19 で示すとおり多様性，

位置的分散を図る。また，最終ヒートシンクについても，原

子炉補機冷却系及び代替原子炉補機冷却系が海であること

に対し，格納容器圧力逃がし装置は大気とし，多様性を有す

る設計とする。 

(50-2, 50-4, 50-5, 50-8, 50-9) 

 

表 3.5-19 代替原子炉補機冷却系の多様性,位置的分散 

項目 

 

設計基準事故対

処設備 

重大事故等対処設備 

原子炉補機冷却

系 

格納容

器圧力

逃がし

装置 

代替原子炉補機冷却系 

ポンプ (淡

水) 

原子炉補機冷却

水ポンプ〈タービ

ン建屋〉 

－ 熱交換器ユニット(代替原子炉補機冷

却水ポンプ)〈屋外〉 

ポンプ (海

水) 

原子炉補機冷却

海水ポンプ〈ター

ビン建屋〉 

－ 大容量送水車(熱交換器ユニット用)

〈屋外〉 

熱交換器 原子炉補機冷却

水系熱交換器〈タ

ービン建屋〉 

－ 熱交換器ユニット(熱交換器)〈屋外〉 

最終ヒート

シンク 

海 大気 海 

駆動電源 非常用交流電源

設備(非常用ディ

ーゼル発電機 )

〈原子炉建屋〉 

不要 不要(大容量送水

車(熱交換器ユニ

ット用))〈屋外〉 

可搬型代替交流

電源設備 (電源

車 )(熱交換器ユ

ニット(代替原子

炉補機冷却水ポ

ンプ))〈屋外〉 

＜＞内は設置場所を示す。 

 

あるが，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，

共通要因によって，設計基準事故対処設備の安全機能，燃

料プールの冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故

防止設備の重大事故等に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷

却系及び原子炉格納容器の過圧破損防止の同一目的であ

る格納容器フィルタベント系と表 3.7-10 で示すとおり多

様性，位置的分散を図る。また，最終ヒートシンクについ

ても，原子炉補機冷却系及び原子炉補機代替冷却系が海で

あることに対し，格納容器フィルタベント系は大気とし，

多様性を有する設計とする。 

（50-2，50-4，50-5，50-8，50-9） 

 

表 3.7-10 原子炉補機代替冷却系の多様性,位置的分散 

項目 

設計基準事故対処

設備 

重大事故等対処設備 

  

原子炉補機冷却系 格納容器

フィルタ

ベント系 

原子炉補機代替冷却系 

ポンプ 

（淡水） 

原子炉補機冷却水

ポンプ 

＜原子炉建物付属

棟＞ 

― 移動式代替熱交換設備 

（移動式代替熱交換設備淡水ポ

ンプ） 

＜屋外＞ 

ポンプ 

（海水） 

原子炉補機海水ポ

ンプ 

＜屋外＞ 

 

― 大型送水ポンプ車 

＜屋外＞ 

 

熱交換器 

原子炉補機冷却系 

熱交換器 

＜原子炉建物付属

棟＞ 

― 移動式代替熱交換設備 

（熱交換器） 

＜屋外＞ 

最終ヒート

シンク 

海 大気 海 

駆動電源 

非常用ディーゼル 

発電機 

＜原子炉建物付属

棟＞ 

不要 ガスタービン発電機 

＜ガスタービン発電設備建物＞ 

＜＞内は設置場所を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.7.2.1 格納容器圧力逃がし装置 

3.7.2.1.1 設備概要 

格納容器圧力逃がし装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるととも

に，原子炉格納容器内に滞留する可燃性ガスを大気へ排出するこ

とを目的として使用する。 

本系統は，フィルタ装置，よう素フィルタ及びラプチャーディ

スク，電源設備（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，常設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，代替所内電気

設備），計測制御装置，及び流路である不活性ガス系，耐圧強化

ベント系，格納容器圧力逃がし装置及び遠隔空気駆動弁操作設備

の配管及び弁並びにホース等，排出元である原子炉格納容器（サ

プレッション・チェンバ，真空破壊弁を含む）で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

本系統は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，排気圧

力によりラプチャーディスクが破裂することにより，原子炉格納

容器内雰囲気ガスを不活性ガス系及び耐圧強化ベント系を経由

しフィルタ装置及びよう素フィルタへ導き，放射性物質を低減さ

せた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口を通して排出すること

で，排気中に含まれる放射性物質の環境への放出を低減しつつ，

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

 

 

本系統を使用する際には，サプレッション・チェンバ内で、の

スクラピング効果が期待できるウェットウェルベントを優先と

するが，サプレッション・チェンバ側のベントラインが水没した

場合，若しくは何らかの原因によりサプレッション・チェンバ側

からの格納容器ベントが実施できない場合は，ドライウェル側か

ら格納容器べント（ドライウェルベント）を行う。なお，ドライ

ウェルベントを行った際には，サプレッション・チェンバ内のガ

スは真空破壊弁を経由してドライウェルへ排出される。 

 

3.7.2.2 格納容器圧力逃がし装置 

3.7.2.2.1 設備概要 

格納容器圧力逃がし装置は，炉心の著しい損傷が発生した

場合において，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るために，重大事故緩和設備として，フィルタ装置，第一弁

（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁，第二弁バイパス

弁及び圧力開放板から構成される格納容器圧力逃がし装置を

使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置は，原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低減するために，原子炉格納容器内雰囲気ガスを大気

放出し，その過程で原子炉格納容器内雰囲気ガスに含まれる

放射性物質を捕集する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.2 格納容器フィルタベント系 

3.7.2.2.1 設備概要 

格納容器フィルタベント系は，炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるととも

に，原子炉格納容器内に滞留する可燃性ガスを大気へ排出するこ

とを目的として使用する。 

本系統は，第１ベントフィルタスクラバ容器，第１ベントフィ

ルタ銀ゼオライト容器及び圧力開放板，電源設備（常設代替交流

電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，常設代

替直流電源設備，可搬型直流電源設備），計測制御装置，及び流路

である窒素ガス制御系，非常用ガス処理系及び格納容器フィルタ

ベント系の配管及び弁並びにホース等，排出元である原子炉格納

容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊装置を含む）で構成

する。 

 

 

 

 

 

 

本系統は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，排気圧

力により圧力開放板が破裂することにより，原子炉格納容器内雰

囲気ガスを窒素ガス制御系及び非常用ガス処理系を経由し第１ベ

ントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト

容器へ導き，放射性物質を低減させた後に原子炉建物屋上に設け

る放出口を通して排出することで，排気中に含まれる放射性物質

の環境への放出を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下できる設計とする。 

 

本系統を使用する際には，サプレッション・チェンバ内でのス

クラビング効果が期待できるウェットウェルベントを優先とする

が，万一，サプレッション・チェンバ側からの格納容器ベントが

実施できない場合は，ドライウェル側から格納容器ベント（ドラ

イウェルベント）を行う。なお，ドライウェルベントを行った際

には，サプレッション・チェンバ内のガスは真空破壊装置を経由

してドライウェルへ排出される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

耐圧強化ベント系及

び非常用ガス処理につ

いては，系統構成の相

違。 

遠隔空気駆動弁操作

設備については，④の相

違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は本項目最

後から７段落目に記載 
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本系統を使用した際に原子炉格納容器からのガスが流れる配

管には，系統構成上必要な隔離弁，ラプチャーディスクが設置さ

れる。操作を行う必要がある隔離弁については，遠隔手動弁操作

設備を用いて全ての電源喪失時においても原子炉建屋内の原子

炉区域外から人力にて操作を行うことが可能な設計とする。 

 

また，大気放出する配管内で発生する蒸気凝縮ドレンを貯留する

ドレンタンクを設置し，フィルタ装置，及びドレンタンクに貯留

した蒸気凝縮ドレンをサプレッション・チェンバに排出するドレ

ン移送ポンプを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気凝縮ドレンを排出した際には，フィルタ装置内のスクラバ水

に添加されている薬液が薄まることにより，ガス状無機よう素の

除去効率に影響を及ぼすため，可搬型のスクラバ水 pH 制御設備

を用いて薬液濃度を調整する。 

 

一方で，本系統を使用した際には，原子炉格納容器内に含まれ

る可燃性ガスが本系統を経由して大気へ排出されるため，系統内

での水素爆発を防ぐために，可搬型窒素供給装置を用いて本系統

内を不活性化する設計とする。また，系統内で可燃性ガスが蓄積

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルタ装置は，フィルタ装置内のスクラビング水，金属

フィルタ及びよう素除去部により原子炉格納容器内雰囲気ガ

スの放射性物質を捕集できる設計とする。 

フィルタ装置は，フィルタの構造及び機能の健全性を維持

並びに捕集した放射性よう素の再揮発を防止するために，捕

集した放射性物質の崩壊熱等を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置は，排気中に含まれる可燃性ガス

による爆発を防ぐため，格納容器圧力逃がし装置内を不活性

ガス（窒素）で置換した状態で待機させ，使用中は，系統内

に可燃性ガス（水素）が蓄積する可能性のある箇所にはベン

本系統を使用した際に原子炉格納容器からのガスが流れる配管

には，系統構成上必要な隔離弁，圧力開放板が設置される。操作

を行う必要がある隔離弁については，遠隔手動弁操作機構を用い

て全ての電源喪失時においても原子炉建物付属棟から人力にて操

作を行うことが可能な設計とする。 

 

また，格納容器フィルタベント系の配管ルートは，原子炉格納容

器，第１ベントフィルタスクラバ容器及び放出端の設置レベルを

考慮し，ドレン溜まりが出来ないよう，ドレンが第１ベントフィ

ルタスクラバ容器に戻るようなルート構成とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で，本系統を使用した際には，原子炉格納容器内に含まれ

る可燃性ガスが本系統を経由して大気へ排出されるため，系統内

での水素爆発を防ぐために，可搬式窒素供給装置を用いて本系統

内を不活性化する設計とする。また，系統内で可燃性ガスが蓄積

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は 10 段落後

に記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，スクラ

バ容器に戻るドレンを

考慮しても，スクラビン

グ水の水位上昇がフィ

ルタ機能維持可能な上

限値に至らない設計と

しているため，ドレンタ

ンクが不要 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は本項目最

後から３段落目に記載 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は別添資

料-1に記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 
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する可能性のある箇所については，可燃性ガスを連続して排出す

るバイパスライン（水素バイパスライン）を設置し，系統内に可

燃性ガスが蓄積することを防止する設計とする。 

 

 

 

 

さらに，ラプチャーディスク（よう素フィルタ下流側）の下流

に雨水排水ラインを設置し，放出口より流入した雨水が系統内に

蓄積することを防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラインを設け，可燃性ガスを排出できる設計とするととも

に，使用後においても不活性ガスで置換できるよう，可搬型

窒素供給装置である窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車

を用いて系統内に窒素を供給できる設計とすることで，系統

内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際に流路となる不活性

ガス系，耐圧強化ベント系及び格納容器圧力逃がし装置の配

管は，他の発電用原子炉施設とは共用しない。また，格納容

器圧力逃がし装置と他の系統・機器を隔離する弁は直列で 2

弁設置し，格納容器圧力逃がし装置と他の系統・機器を確実

に隔離することで，影響を及ぼさない設計とする。 

 

また，格納容器圧力逃がし装置使用後においても，可燃性

ガスによる爆発及び原子炉格納容器の負圧破損を防止するた

めに，可搬型窒素供給装置である窒素供給装置及び窒素供給

装置用電源車を用いて格納容器内を不活性ガス（窒素）で置

換できる設計とする。 

なお，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの設備と兼用する可搬型窒素供給装置の詳細は，「3.9水素

爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備（設

置許可基準規則第 52条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

格納容器圧力逃がし装置の使用と併せて，代替格納容器ス

プレイ冷却系等により原子炉格納容器にスプレイを行う場合

は，原子炉格納容器が負圧とならないよう，原子炉格納容器

圧力が規定の圧力に達した場合には，スプレイを停止するこ

ととする。 

 

第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁及び第二

弁バイパス弁は，原子炉格納容器の隔離機能を確保するため

に設置するが，事故時の原子炉格納容器内の環境を考慮し，

原子炉格納容器の貫通部の外側に配置する設計とする。 

する可能性のある箇所については，可燃性ガスを連続して排出す

るバイパスライン（水素バイパスライン）を設置し，系統内に可

燃性ガスが蓄積することを防止する設計とする。 

 

 

 

 

さらに，圧力開放板（第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器下

流側）の下流に雨水排水ラインを設置し，放出口より流入した雨

水が系統内に蓄積することを防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.7.1

(1) ⅲ)項に記載 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.7.1

(1) iv)項に記載 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，附属設

備として整理（以下，⑩
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第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁及び第二

弁バイパス弁は，開閉操作により原子炉格納容器内雰囲気ガ

スの放射性物質をフィルタ装置で捕集した後，原子炉格納容

器内雰囲気ガスの大気放出又はその大気放出を停止すること

ができる設計とする。 

 

第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁及び第二

弁バイパス弁は，遠隔人力操作機構により容易かつ確実に操

作場所で人力により開操作できる設計とする。また，操作場

所は，炉心の著しい損傷時においても操作ができるよう，遠

隔人力操作機構を介し放射線量率の低い原子炉建屋付属棟に

設置し，さらに，第二弁及び第二弁バイパス弁の操作室には，

格納容器圧力逃がし装置使用後に高線量となる格納容器圧力

逃がし装置配管に対する遮蔽及び原子炉格納容器内雰囲気ガ

スの操作室への流入防止装置（空気ボンベユニット（空気ボ

ンベ））を設ける設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置内を不活性ガス（窒素）で置換す

る際，大気との障壁として圧力開放板を設置する設計とする。

圧力開放板は，格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げになら

ないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に

低い圧力で開放する設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置はサプレッション・チェンバ側及

びドライウェル側，いずれからも排気できる設計とする。サ

プレッション・プール水でのスクラビング効果が期待できる

サプレッション・チェンバ側からのベントを第一優先とする

が，何らかの原因でサプレッション・チェンバ側からのベン

トができない場合にはドライウェル側からのベントを行う。 

 

 

 

サプレッション・チェンバ側からの排気ではサプレッショ

ン・チェンバの水面からの高さを確保し，ドライウェル側か

らの排気では燃料有効長頂部よりも高い位置に接続箇所を設

けることで，長期的にも溶融炉心及び水没の影響を受けない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の相違） 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は５段落

前に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.7.1

(1) ⅶ)項に記載 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は５段落

前に記載 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.7.1

(1) ⅷ)項に記載 
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本系統を使用した際には，フィルタ装置，よう素フィルタ及び

入口側の配管の放射線量が高くなることから，遮蔽を設置し，周

辺での作業における被ばくを低減することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統に関する系統概要図を図 3.7-1に，本系統に関する重大

事故等対処設備一覧を表 3.7-1に示す。 

 

設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置使用後に高線量となるフィルタ装

置からの被ばくを低減し，事故収束後の復旧作業等の妨げに

ならないよう，フィルタ装置は格納容器圧力逃がし装置格納

槽（地下埋設）内に設置し，周囲には遮蔽体を設ける設計と

する。 

 

格納容器圧力逃がし装置における水素濃度及び放射性物質

濃度を監視できるよう，格納容器圧力逃がし装置の水素が蓄

積する可能性のある配管にフィルタ装置入口水素濃度を設

け，フィルタ装置出口配管にフィルタ装置出口放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）を設ける。フィルタ装置入口水素濃

度は常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電できる設計とする。また，フィルタ装置出口放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ）は，常設代替直流電源設備及び可

搬型代替直流電源設備から給電できる設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置を使用した場合，配管内で発生す

る蒸気凝縮ドレンは，配管に適切な勾配を設けることでフィ

ルタ装置内のスクラビング水に合流する設計とする。 

 

 

 

また，フィルタ装置に捕集した放射性物質の崩壊熱によりス

クラビング水が蒸発することでスクラビング水位は徐々に低

下することから，放射性物質除去性能維持のため可搬型代替

注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによるフィル

タ装置の水位調整が可能な設計とする。なお，放射性物質を

効果的に捕集・保持するためにスクラビング水に添加する薬

剤は，スクラビング水の蒸発では減少しないことから，予め

大気中から十分な量の薬剤をスクラビング水に添加しておく

ことで，ベント中の薬剤調整が不要となる設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置の概要図を第 3.7－3図に，格納容

器圧力逃がし装置に属する重大事故対処設備を第 3.7－9表に

示す。 

 

 

 

本系統を使用した際には，第１ベントフィルタスクラバ容器，

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器及び入口側の配管の放射線

量が高くなることから，第１ベントフィルタ格納槽内に設置し，

第１ベントフィルタスクラバ容器等の周囲には遮蔽体を設け，周

辺での作業における被ばくを低減することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統に関する系統概要図を図 3.7-3 に，本系統に関する重大

事故等対処設備一覧を表 3.7-11に示す。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は表 3.7-

11に記載 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は４段落

前に記載 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は別添資

料-1に記載 
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図 3.7-1 格納容器圧力逃がし装置 系統図 

 

第3.7－3図 格納容器圧力逃がし装置 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.7-3 格納容器フィルタベント系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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格納容器空気 

置換排風機 

原子炉建物原子炉棟 

窒素供給ライン 
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圧力開放板 

窒素排気 

ライン 

LX 

PX 

TE 

PX 

第１ベントフィルタ出口水素濃度接続口 
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RO 
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LX 

（サプレッション・チェンバ（Ｓ／Ｃ）） 

窒素排気ライン 
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ドライウェル 
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力
容
器 

原子炉格納容器 
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AO 
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非常用ガス処理装置 

 

RE 
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RE 
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燃料取替階 
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RE 
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MO 

スクラバ水 
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薬品注入タンク 
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MO 

スクラバ水 

ｐＨ計より 

RE 

PX 

MO 

Ｓ／Ｃへ 

AO 

AO 

MO 

第１ベントフィルタ 

出口放射線モニタ 

（低レンジ） 

可搬式窒素供給装置 

 

 

※１ 

※５ 

※４ 

※３ 

※２ 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する設置方針を
示す章）」で示す。 
・計測設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設置方針を
示す章）」で示す。 

MO 

MO 

MO 

MO 雨水排水ライン 
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スクラバ容器 
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（建物内） 

遠隔手動弁操作機構 

配管 

遮蔽 

重大事故等対処設備（主要設備） 

重大事故等対処設備（付属設備） 
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表 3.7-1 格納容器圧力逃がし装置に関する重大事故等対処設

備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 フィルタ装置【常設】 

 よう素フィルタ【常設】 

 ラプチャーディスク【常設】 

附属設備 ドレン移送ポンプ【常設】 

 ドレンタンク【常設】 

 遠隔手動弁操作設備【常設】 

 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ【可搬】 

 可搬型窒素供給装置【可搬】 

 スクラバ水 pH制御設備【可搬】 

 フィルタベント遮蔽壁【常設】 

 配管遮蔽【常設】 

 可搬型代替注水ポンプ（A-2級)【可搬】 

水源※1 防火水槽【常設】 

淡水貯水池【常設】 

排出元 原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破

壊弁を含む）【常設】 

流路 不活性ガス系 配管・弁【常設】 

 耐圧強化ベント系 配管・弁【常設】 

 格納容器圧力逃がし装置 配管・弁【常設】 

 遠隔空気作動弁操作設備 配管・弁【常設】 

 ホース・接続口【可搬】 

注水先 － 

電源設備※2 

（燃料補給設備を含む） 

常設代替交流電源設備 

第一ガスービン発電機【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(16kL)【可搬】 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク【常設】 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】

可搬型代替交流電源設備 

電源車【可搬】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

代替所内電気設備 

緊急用断路器【常設】 

緊急用電源切替箱断路器【常設】 

緊急用電源切替箱接続装置【常設】 

AM用動力変圧器【常設】 

AM用 MCC【常設】 

AM用切替盤【常設】 

AM用操作盤【常設】 

非常用高圧母線 C系【常設】 

非常用高圧母線 D系【常設】 

常設代替直流電源設備 

AM用直流 125V蓄電池【常設】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

電源車【可搬】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ(4kL)【可搬】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備とし

て以下の設備を使用する。 

 常設代替交流電源設備 

 可搬型代替交流電源設備 

燃料補給設備 

 軽油タンク【常設】 

 タンクローリ（4kL）【可搬】 

計装設備※3 フィルタ装置水位【常設】 

フィルタ装置入口圧力【常設】 

フィルタ装置出口放射線モニタ【常設】 

フィルタ装置水素濃度【常設】 

第 3.7－9表 格納容器圧力逃がし装置に関する重大事故等対処設

備一覧（1／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.7-11 格納容器フィルタベント系に関する重大事故等対処設

備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 第１ベントフィルタスクラバ容器【常設】 

 第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器【常設】 

 圧力開放板【常設】 

 遠隔手動弁操作機構【常設】 

附属設備 可搬式窒素供給装置【可搬型】 

 第１ベントフィルタ格納槽遮蔽【常設】 

 配管遮蔽【常設】 

水源 － 

排出元 原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊

装置を含む）【常設】 

流路 窒素ガス制御系 配管・弁【常設】 

 非常用ガス処理系 配管・弁【常設】 

 格納容器フィルタベント系 配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 － 

電源設備※１ 

（燃料補給設備を含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク【常設】 

タンクローリ【可搬】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として

以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※２ スクラバ容器水位【常設】 

スクラバ容器圧力【常設】 

スクラバ容器温度【常設】 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レ

・設備の相違 
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フィルタ装置金属フィルタ差圧【常設】 

フィルタ装置スクラバ水 pH【常設】 

ドライウェル雰囲気温度【常設】 

サプレッション・チェンバ気体温度【常設】 

格納容器内圧力(D/W)【常設】 

格納容器内圧力(S/C)【常設】 

計装設備(補助)※4  ドレンタンク水位【常設】 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力【常設】 

※1:水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可 

基準規則第 56条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※2:単線結線図を補足説明資料 50-2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※3:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備(設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※4 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる

補助パラメータ 

第 3.7－9表 格納容器圧力逃がし装置に関する重大事故等対処設

備一覧（2／2） 

 

 

ンジ）【常設】 

第１ベントフィルタ出口水素濃度【可搬型】 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

※１：単線結線図を補足資料２に示す。また，第１ベントフィルタ（主要設備）へ

蒸気を通すために動作が必要なベント弁の電源に関しても記載する。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

・設備の相違 
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3.7.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)フィルタ装置 

 

 

 

 

 

 

 

材料        ：スクラバ水:水酸化ナトリウム水溶 

液(    以上) 

:金属フィルタ:ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質除去効率 ：99.9%以上 

(粒子状放射性物質並びに無機 

よう素に対して) 

 

 

 

 

3.7.2.2.2 主要設備の仕様 

 主要機器の仕様を以下に示す。 

 兼用する設備は以下のとおり。 

  ・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

  ・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) フィルタ装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   放射性物質除去性能 

エアロゾル  99.9%以上（スクラビング水及

び金属フィルタ） 

無機よう素  99%以上（スクラビング水） 

有機よう素  98%以上（よう素除去部） 

 

 

3.7.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 第１ベントフィルタスクラバ容器 

 

 

 

 

 

 

 

材料        ：スクラビング水：水酸化ナトリウ

ム水溶液（ｐＨ 13 以上） 

：金属フィルタ： ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質除去効率 ：99.9%以上（粒子状放射性物質に対

して） 

99%以上（無機よう素に対して） 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はまとめ

資料本文に記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，第１ベ

ントフィルタスクラバ

容器と別容器で有機よ

う素を除去する設計（以

下，⑪の相違） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は５項目後

に記載 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は機能維

持を確認しているｐＨ

を記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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最高使用圧力    ：620kPa[gage] 

最高使用温度    ：200℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統設計流量    ：約 31.6㎏/s 

 

 

 

個数        ：1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   個 数  1 

 

 

 

 

   最高使用圧力  0.62MPa[gage] 

   最高使用温度  200℃ 

 

 

 

 

 

 

   材 料 

スクラビング水            (待機時ｐＨ13

以上) 

金属フィルタ   

よう素除去部  銀ゼオライト 

 

   設 計 流 量  13.4kg／s（原子炉格納容器圧力

0.31MPa[gage]において） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高使用圧力    ：853kPa[gage] 

最高使用温度    ：200℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統設計流量   ：約9.8kg/s（原子炉格納容器圧力が

427kPa[gage]において） 

 

 

個数        ：４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は４項目

後に記載 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7（ABWR）, 

東海第二（Mark-Ⅱ）

と島根２号炉（Mark-Ⅰ

改）の最高使用圧力の相

違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は４項目

前に記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

定格熱出力の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は５項目前

に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉のスクラ

バ容器は，海外での適用

実績及び地下格納槽内

の配置スペースの観点

で容器をコンパクトに

設計するため，複数基で

構成することとし，必要

な容量を確保するため，
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取付箇所      ：フィルタベント遮蔽壁内 

 

 

 

(2)よう素フィルタ 

材料        :銀ゼオライト 

放射性物質除去効率 :98%以上(有機よう素に対して) 

 

最高使用圧力    :250kPa[gage] 

最高使用温度    :200℃ 

系統設計流量    :約 15.8kg/s/基 

 

個数        :2 

取付箇所      ：フィルタベント遮蔽壁内 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   取 付 箇 所  格納容器圧力逃がし装置格納

槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 第一弁（Ｓ／Ｃ側） 

   型 式  電気作動 

   個 数  1 

最高使用圧力  0.62MPa[gage] 

最高使用温度  200℃ 

   材 料  ステンレス鋼 

 

 (3) 第一弁（Ｄ／Ｗ側） 

   型 式  電気作動 

   個 数  1 

最高使用圧力  0.62MPa[gage] 

最高使用温度  200℃ 

   材 料  ステンレス鋼 

 

 (4) 第二弁 

   型 式  電気作動 

   個 数  1 

最高使用圧力  0.62MPa[gage] 

最高使用温度  200℃ 

   材 料  ステンレス鋼 

 

取付箇所      ：第１ベントフィルタ格納槽内 

 

 

 

(2) 第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

材料        ：銀ゼオライト 

放射性物質除去効率 ：98%以上（有機よう素に対して） 

 

最高使用圧力    ：427kPa[gage] 

最高使用温度    ：200℃ 

系統設計流量  ：約9.8kg/s（原子炉格納容器圧力が

427kPa[gage]において） 

個数        ：１ 

取付箇所      ：第１ベントフィルタ格納槽内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

４基で構成 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑪の相違 

 

・設備の相違  

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 
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 (3)ラプチャーディスク 

 

 

 

 

 

 

 

設定破裂圧力    :約 100kPa[gage] 

 

 

 

 (5) 第二弁バイパス弁 

   型 式  電気作動 

   個 数  1 

最高使用圧力  0.62MPa[gage] 

最高使用温度  200℃ 

   材 料  ステンレス鋼 

 

 (6) 第二弁操作室遮蔽 

材    料   普通コンクリート 

遮  蔽  厚   1,195mm以上（フィルタ装置上流配管が

敷設される側の遮蔽） 

            395mm以上（上記以外の遮蔽） 

 

 (7) 第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

本    数   19（予備5） 

容    量   約47L（1本当たり） 

充 填 圧 力   約15MPa 

 

 (8)  第二弁操作室差圧計 

個    数   1 

測 定 範 囲   0Pa～60Pa［gage］ 

 

 (9) 遠隔人力操作機構 

個    数   4 

 

(10) 圧力開放板 

   型    式  引張型ラプチャーディスク 

 

 

 

   個 数  1 

 

 

 

   設定破裂圧力  0.08MPa[gage] 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 圧力開放板 

 

 

 

 

 

 

 

設定破裂圧力    ：約80kPa[gage] 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，次頁の

(4)に記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は反転型 

 

・資料構成の相違 

島根２号炉は２項目

後に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 
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個数        :2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取付箇所      :フィルタベント遮蔽壁内及び原子

炉建屋屋上 

 

 

 

 

なお,電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基

準規則第 57 条に対する設計方針を示す章)」,計装設備に

ついては「3.15 計装設備(設置許可基準規則第 58 条に対

する設計方針を示す章)」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   材    料  ステンレス鋼 

 

 

 

   取 付 箇 所  原子炉建屋原子炉棟近傍屋外 

 

 

 

個数        ：１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取付箇所      ：原子炉建物近傍 

 

(4) 遠隔手動弁操作機構 

個数        ：５ 

 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計測設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は２項目前

に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の圧力開

放板もステンレス製 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，主要設

備として整理 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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3.7.2.1.3 格納容器圧力逃がし装置と代替循環冷却系の多様性

及び可能な限りの独立性，位置的分散 

格納容器圧力逃がし装置と代替循環冷却系は，同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，表 3.7-2に示すとおり多様性，

位置的分散を図った設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置及び代替循環冷却系は，共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原子炉

格納容器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とす

る。格納容器圧力逃がし装置は，人力により排出経路に設置され

る隔離弁を操作することで，格納容器ベントによる原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させることができることから，弁やポ

ンプの駆動に電源を要する代替循環冷却系に対して駆動源の多

様性を有する設計とする。 

 

代替循環冷却系に使用する代替原子炉補機冷却系の熱交換器

ユニット及び大容量送水車（熱交換器ユニット用）は，格納容器

圧力逃がし装置から離れた屋外に分散して保管することで，格納

容器圧力逃がし装置と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。熱交換器ユニットの接続口

は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，互

いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器圧力逃がし装置との

離隔を考慮した設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フィルタ

並びにラプチャーディスクは原子炉建屋近傍の屋外に設置し，代

替循環冷却系の復水移送ポンプは廃棄物処理建屋内に，残留熱除

去系熱交換器及びサプレッション・チェンバは原子炉建屋内に設

置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図る設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置と代替循環冷却系は，共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散により，格

納容器圧力逃がし装置と代替循環冷却系は，互いに重大事故等対

処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

 3.7.2.2.3 格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系の多

様性及び可能な限りの独立性，位置的分散 

格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系は，同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.7-12に示すとおり多様

性，位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系は，共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び原

子炉格納容器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計と

する。格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備（高

圧発電機車）又は人力により排出経路に設置される隔離弁を操作

することで，格納容器ベントによる原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させることができることから，弁やポンプの駆動に電

源を要する残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設

計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代

替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント

系から離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタ

ベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポン

プ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止

するため，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィル

タベント系との離隔を考慮した設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器

及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ

格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，残留

熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプ並びに残留熱除去系熱交換

器及びサプレッション・チェンバは原子炉建物内に設置すること

で共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

格納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系は，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立

性を有する設計とする。 

これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散により，格

納容器フィルタベント系と残留熱代替除去系は，互いに重大事故

等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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表 3.7-2 多様性，位置的分散 

 

※1 格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置，よう素フィルタ及

びラプチャーディスクについては，原子炉建屋東側屋外（６

号炉），原子炉建屋南東側屋外（７号炉）に設置する 

 

 表 3.7-12 多様性，位置的分散 

 

※１ 格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ

容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建

物外の第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉

建物近傍の屋外に設置する 

・設備の相違 
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3.7.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.7.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 I 項

ー） 

 

(i) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において重大事故等に対処す

るために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置，よう素フィル

タ及びラプチャーディスク（よう素フィルタ上流側）は，

屋外（フィルタベント遮蔽壁内）に設置されている設備で

あることから，想定される重大事故等時おける屋外（フィ

ルタベント遮蔽壁内）の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表

3.7-3に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置のラプチャーディスク（よう素

3.7.2.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.7.2.2.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件 (設置許可基準規則第43条第1項一) 

 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，格納容器圧

力逃がし装置格納槽（地下埋設）内に設置される設備であ

ることから，その機能を期待される重大事故等が発生した

場合における格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）

内に想定される環境条件を第3.7－10表に示す。 

 

 

第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁，第二

弁バイパス弁及び遠隔人力操作機構（操作部を除く）は，

原子炉建屋原子炉棟内に，遠隔人力操作機構（第一弁（Ｓ

／Ｃ側），第二弁及び第二弁バイパス弁用の操作部），第二

弁操作室遮蔽，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボ

ンベ）及び第二弁操作室差圧計は，原子炉建屋付属棟内に

設置される設備であることから，その機能を期待される重

大事故等が発生した場合における原子炉建屋原子炉棟内及

び原子炉建屋付属棟内に想定される環境条件を第3.7－11

表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠隔人力操作機構（第一弁（Ｄ／Ｗ側）用の操作部）及

3.7.2.2.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.7.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスク

ラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，第

１ベントフィルタ格納槽内に設置されている設備である

ことから，想定される重大事故等時における第１ベントフ

ィルタ格納槽内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機

能を有効に発揮することができるよう，以下の表 3.7-13

に示す設計とする。 

格納容器フィルタベント系の遠隔手動弁操作機構（操作

部を除く。）は，原子炉建物原子炉棟内に，遠隔手動弁操

作機構（操作部）は，原子炉建物付属棟内に設置される設

備であることから，想定される重大事故等時における原子

炉建物原子炉棟及び原子炉建物付属棟内の環境条件及び

荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができ

るよう，以下の表 3.7-14に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系の圧力開放板は，屋外（原子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

第一弁，第二弁及び第

二弁バイパス弁につい

ては⑩の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

第二弁操作室遮蔽，第

二弁操作室空気ボンベ

ユニット（空気ボンベ）

及び第二弁操作室差圧

については⑤の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，遠隔手

動弁操作機構を主要設

備と整理 

 

・記載方針の相違 
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フィルタ下流側）は，屋外（原子炉建屋屋上）に設置され

る設備であることから，想定される重大事故等時における

屋外（原子炉建屋屋上）の環境条件及び荷重条件を考慮し，

その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表

3.7-4に示す設計とする。 

また，降水及び凍結により機能を損なわないよう，放出

口が屋外に開放される配管については雨水が蓄積しない

構造とするとともに，フィルタ装置外面にはヒーター及び

保温材を設置することによる凍結防止対策を行う。なお，

ヒーターが使用できない場合においても 24 時間以上はス

クラバ水が凍結しないことを確認している。 

 

 

 

 

(50-4，50-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び圧力開放板及び配管の一部は，屋外に設置される設備で

あることから，その機能を期待される重大事故等が発生し

た場合における屋外に想定される環境条件を第3.7－12表

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準

規則第52条に対する設計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1

設置許可基準規則第43条への適合方針」で示す。 

    （50－3－3～12） 

 

炉建物近傍）に設置される設備であることから，想定され

る重大事故等時における屋外（原子炉建物近傍）の環境条

件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮すること

ができるよう，以下の表 3.7-15に示す設計とする。 

 

また，降水及び凍結により機能を損なわないよう，放出

口が屋外に開放される配管については雨水が蓄積しない

構造とする。第１ベントフィルタスクラバ容器は，第１ベ

ントフィルタ格納槽内に設置しているため，凍結しない設

計とする。 

 

 

 

 

 

（50-4） 

 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

⑥の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 
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表 3.7-3 想定する環境条件及び荷重条件（屋外（フィルタベント

遮蔽壁内）） 

 

第3.7-10表 想定する環境条件（格納容器圧力逃がし装置格納槽

（地下埋設）内） 

 

 

 

 

第3.7－11表 想定する環境条件（原子炉建屋原子炉棟内及び原子

炉建屋付属棟内） 

 

表 3.7-13 想定する環境条件及び荷重条件（第１ベントフィルタ

格納槽内） 

 

 

 

 

表 3.7-14 想定する環境条件及び荷重条件（原子炉建物原子炉棟

内及び原子炉建物付属棟内） 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.7-4 想定する環境条件及び荷重条件（原子炉建物頂部付近） 

 

 

第3.7-12表 想定する環境条件（屋外） 

 

 

表 3.7-15 想定する環境条件及び荷重条件（屋外（原子炉建物近

傍）） 

 

 

 

 

・設備の相違 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際に操作が必要な隔

離弁（一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライ

ウェル側），二次隔離弁，フィルタ装置入口弁，耐圧強化ベ

ント弁）については，遠隔手動弁操作設備にて原子炉建屋内

の原子炉区域外より人力にて遠隔操作することにより，重大

事故等の環境下においても確実に操作が可能な設計とする。

また，一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライ

ウェル側），フィルタ装置入口弁，耐圧強化ベント弁につい

ては，遠隔空気駆動弁操作用ボンベ及び遠隔空気駆動弁操作

設備にて原子炉建屋内の原子炉区域外より遠隔操作するこ

とにより，重大事故等の環境下においても確実に操作が可能

な設計とする。さらに，一次隔離弁（サプレッション・チェ

ンバ側又はドライウェル側），二次隔離弁については電源が

復旧することにより，中央制御室でも遠隔操作可能である。

二次隔離弁が使用できない場合には二次隔離弁バイパス弁

を遠隔手動弁操作設備により，原子炉建屋内の原子炉区域外

より人力にて遠隔操作することも可能である。なお，二次隔

離弁バイパス弁についても，電源が復旧することにより，中

央制御室でも遠隔操作可能である。表 3.7-5に操作対象機器

を示す。 

 

また，流路に設けるラプチャーディスクは，格納容器圧力

逃がし装置の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器か

らの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂することで

操作が不要な設計とする。 

 

格納容器圧力逃がし装置使用時に，格納容器圧力逃がし装

置に接続される系統との隔離のための弁（換気空調系一次隔

離弁，非常用ガス処理系一次隔離弁，非常用ガス処理系フィ

(2) 操作性(設置許可基準規則第43条第1項二) 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

フィルタ装置，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），

第二弁及び第二弁バイパス弁を使用する格納容器圧力逃が

し装置は，中央制御室の制御盤のスイッチで操作が可能な

設計とする。 

第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁及び第

二弁バイパス弁は，全ての電源喪失時においても現場で操

作が可能となるよう遠隔人力操作機構を設け，原子炉建屋

原子炉棟外から容易かつ確実に開閉操作できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，流路に設ける圧力開放板は，格納容器圧力逃がし

装置の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの

排気圧力と比較して十分に低い圧力で開放する設計とす

る。そのため，想定される重大事故等時の環境下において

も，確実に操作をすることが可能である。 

 

格納容器圧力逃がし装置使用時に，格納容器圧力逃がし

装置に接続される流路と換気空調系，原子炉建屋ガス処理

系及び耐圧強化ベント系の隔離を確実にするため，各系統

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要

な隔離弁（ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口隔離弁（以下「第１

弁（Ｗ／Ｗ側）」という。），ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口

隔離弁（以下「第１弁（Ｄ／Ｗ側）」という。），ＮＧＣ非

常用ガス処理入口隔離弁（以下「第２弁」という。））につ

いては，遠隔手動弁操作機構にて原子炉建物付属棟より人

力にて遠隔操作することにより，重大事故等の環境下にお

いても確実に操作が可能な設計とする。また，第１弁（Ｗ

／Ｗ側），第１弁（Ｄ／Ｗ側），第２弁は電源が復旧するこ

とにより，中央制御室でも遠隔操作可能である。第２弁が

使用できない場合にはＮＧＣ非常用ガス処理系入口隔離

弁バイパス弁（以下「第２弁バイパス弁」という。）を遠

隔手動弁操作機構により，原子炉建物付属棟より人力にて

遠隔操作することも可能である。なお，第２弁バイパス弁

についても，電源が復旧することにより，中央制御室でも

遠隔操作可能である。表 3.7-16に操作対象機器を示す。 

 

 

 

 

また，流路に設ける圧力開放板は，格納容器フィルタベ

ント系の使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器から

の排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂することで

操作が不要な設計とする。 

 

 

格納容器フィルタベント系使用時に，格納容器フィルタ

ベント系に接続される系統との隔離のための弁（ＳＧＴ 

ＮＧＣ連絡ライン隔離弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 
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ルタ装置出口隔離弁 A 及び B，非常用ガス処理系 U シール隔

離弁）については，中央制御室により閉操作，若しくは閉確

認をすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，原子炉区域・タービン区域換気空調系，非常用ガス処

理系には，格納容器圧力逃がし装置との隔離を確実にするた

め，手動駆動の二次隔離弁をそれぞれ設置しているが，これ

らの弁については通常時閉とし，さらに運転操作上，弁を開

とする必要が生じた場合には運転員を近傍に配置し，緊急時

には即座に弁の開操作を可能とすることで，格納容器圧力逃

がし装置使用時には，これらの弁が確実に閉となるような運

用とする。 

 

水素バイパスラインに設置される止め弁については，遠隔

手動弁操作設備にて原子炉建屋内の原子炉区域外より人力

にて遠隔操作することにより，重大事故等の環境下において

も確実に操作が可能な設計とする。 

 

 

また，雨水排水ラインに設置される止め弁については，屋外

（原子炉建屋屋上）において人力にて操作することにより，

重大事故等の環境下においても確実に操作が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

に隔離弁をそれぞれ2弁ずつ設置し，中央制御室により閉操

作，又は閉確認をすることができる設計とする。 

 

 

 

これらのうち換気空調系及び原子炉建屋ガス処理系の弁は

通常時閉であり，電源喪失時にはフェイルクローズにより

閉となる空気駆動弁である。また，耐圧強化ベント系の弁

は通常時閉であり，電源喪失時フェイルアズイズの電動駆

動弁であるが，格納容器圧力逃がし装置を使用する際は，

これらの弁が閉であることを確実に確認する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置使用中にフィルタ装置水位調整

（水張り）を実施する場合に操作が必要な弁及び可搬型代

替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの接続に

ついては，現場（格納容器圧力逃がし装置格納槽近傍）に

て操作，作業をする設計であるが，格納容器圧力逃がし装

置使用時に高線量となるフィルタ装置及び入口配管は，格

弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁，ＳＧＴ耐圧

強化ベントライン止め弁後弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔

離弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁後弁）については，

中央制御室により閉操作，若しくは閉確認をすることがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨水排水ラインに設置される止め弁（ＦＣＶＳ排気ライ

ンドレン排出弁）については，屋外（原子炉建物南側）に

おいて人力にて操作することにより，重大事故等の環境下

においても確実に操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.7-16に記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の他系統

との隔離弁は，手動弁は

ないため，運転員を弁の

近傍に配置することは

不要 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は水素バ

イパスラインに止め弁

を設置しない 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は屋外（原

子炉建物南側）に設置 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑦の相違 
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納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）又は原子炉建屋

内に設置し，現場の放射線量を下げることにより，想定さ

れる重大事故等時の環境下においても，確実に操作，作業

をすることが可能な設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置使用後には，フィルタ装置水位

調整（水抜き）及び格納容器圧力逃がし装置系統の窒素パ

ージを実施する場合に操作が必要な弁，ポンプの起動スイ

ッチ及び可搬型窒素供給装置の接続については，現場（格

納容器圧力逃がし装置格納槽内の付属室，原子炉建屋近傍

屋外）にて操作，作業をする設計であるが，格納容器圧力

逃がし装置使用時に高線量となる格納容器圧力逃がし装置

及び入口配管は，格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋

設）又は原子炉建屋内に設置し，現場の放射線量を下げる

ことにより，想定される重大事故等時の環境下においても，

確実に操作，作業をすることが可能な設計とする。 

 

第二弁操作室遮蔽は，原子炉建屋付属棟と一体で構成さ

れており，通常時及び重大事故等が発生した場合において，

特段の操作を必要とせず使用できる設計とする。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）を運転

するための弁操作は，想定される重大事故等が発生した場

合において第二弁操作室の環境条件を考慮の上，第二弁操

作室にて操作可能な設計とする。 

 

可搬型窒素供給装置を用いた原子炉格納容器へ窒素の供

給の操作性については，「3.9水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための設備（設置許可基準規則第52条

に対する設計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1設置許可基

準規則第43条への適合方針」で示す。 

窒素供給装置を用いてフィルタベント装置に窒素を供給

する場合は，窒素供給装置用電源車と共に原子炉建屋近傍

に配置するとともにホースを原子炉建屋西側のフィルタベ

ント装置窒素供給ライン接続口に接続し，現場操作でフィ

ルタベント装置窒素供給ライン元弁を開とし，窒素供給装

置付属のスイッチにより起動することで窒素供給を行う。 

原子炉建屋西側のフィルタベント装置窒素供給ライン元

弁については，原子炉建屋西側地下格納槽内から手動操作

で弁を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 
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表 3.7-5に操作対象機器を示す。これら操作機器について

は，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作空間

を確保する。また，それぞれの操作対象については銘板をつ

けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮し

て確実に操作できる設計とする。 

 

(50-4) 

 

これらの操作する機器については，運転員等のアクセス

性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，

それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別可

能とし，運転員等の操作及び監視性を考慮して確実に操作

できる設計とする。 

第3.7－13表及び第3.7－14表に各操作場所を示す。 

（50－3－10～12，14） 

 

表 3.7-16 に操作対象機器を示す。これら操作機器につ

いては，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操

作空間を確保する。また，それぞれの操作対象については

銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視

性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

 

（50-4，50-5） 
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表 3.7-5 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

フィルタ装置 － － － 

よう素フィルタ － － － 

ラプチャーディスク 閉止→破裂 － － 

一次隔離弁 
（サプレッション・チ

ェンバ側） 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地下１階 
（原子炉建屋内の原

子炉区域外） 

手動操作 

（ 遠 隔 手 動 弁

操 作設備） 

原子炉建屋地下１階 
（原子炉建屋内の原

子炉区域外） 

手動操作 

（ 遠 隔 空 気 駆

動 弁操作 設備） 

一次隔離弁 
（ドライウェル側） 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地上２階 
（原子炉建屋内の原

子炉区域外） 

手動操作 

（ 遠 隔 手 動 弁

操 作設備） 
原子炉建屋地上２階 
（原子炉建屋内の原

子炉区域外） 

手動操作 

（ 遠 隔 空 気 駆

動 弁操作 設備） 

二次隔離弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

弁閉→弁開 原子炉建屋地上３階 
（原子炉建屋内の原

子炉区域外） 

手動操作 

（ 遠 隔 手 動 弁

操 作設備） 

二次隔離弁バイパス

弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地上３階 
（原子炉建屋内の原

子炉区域外） 

手動操作 

（ 遠 隔 手 動 弁

操 作設備） 

フィルタ装置入口弁 弁閉確認 中央制御室 手動操作
※１ 

（遠隔手動弁操作

設備）
 

原子炉建屋地上３階 
 

手動操作※１ 

（ 遠 隔 空 気 駆

動 弁操作 設備） 

耐圧強化ベント弁 弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※１ 

（遠隔手動弁操作

設備）
 

原子炉建屋地上３階 手動操作※１ 

（ 遠 隔 空 気 駆

動 弁操作 設備 ） 

換気空調系第一隔離

弁 

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※２ 

換気空調系第二隔離

弁 

弁閉確認 中央制御室 手動操作※３ 

非常用ガス処理系第

一隔離弁 

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※２ 

非常用ガス処理系第

二隔離弁 

弁閉確認 中央制御室 手動操作※３ 

非常用ガス処理系 
フィルタ装置出口隔

離弁Ａ 

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※２
 

非常用ガス処理系 
フィルタ装置出口隔

離弁Ｂ 

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※２
 

非常用ガス処理系 

Ｕシール隔離弁 

弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作※２
 

第 3.7－13表 操作対象機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.7-16 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

第１ベントフィルタ

スクラバ容器 

― ― ― 

第１ベントフィルタ

銀ゼオライト容器 

― ― ― 

圧力開放板 閉止→破裂 ― ― 

ＮＧＣ Ｎ２トーラス

出口隔離弁 

（第１弁（Ｗ／Ｗ側）） 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建物付属棟１階 

 

手動操作（遠隔手

動弁操作機構） 

ＮＧＣ Ｎ２ドライウ

ェル出口隔離弁 

（第１弁（Ｄ／Ｗ側）） 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建物付属棟２階 

 

手動操作（遠隔手

動弁操作機構） 

ＮＧＣ非常用ガス処

理入口隔離弁 

（第２弁） 

弁閉→弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建物付属棟３階 

 

手動操作（遠隔手

動弁操作機構） 

ＮＧＣ非常用ガス処

理入口隔離弁バイパ

ス弁 

（第２弁バイパス弁） 

弁閉→弁開 

 

中央制御室 スイッチ操作※１ 

原子炉建物付属棟３階 

 

手動操作（遠隔手

動弁操作機構） 

ＳＧＴ ＦＣＶＳ第１

ベントフィルタ入口

弁 

弁開確認 中央制御室 スイッチ操作※２ 

原子炉建物付属棟３階 

 

手動操作（遠隔手

動弁操作機構） 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ラ

イン隔離弁 

（第３弁） 

弁閉確認 

 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ラ

イン隔離弁後弁 

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＮＧＣ常用空調換気

入口隔離弁 

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＮＧＣ常用空調換気

入口隔離弁後弁 

弁閉確認 

 

中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＳＧＴ耐圧強化ベン

トライン止め弁 

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＳＧＴ耐圧強化ベン

トライン止め弁後弁 

弁閉確認 中央制御室 スイッチ操作※２ 

ＦＣＶＳ排気ライン

ドレン排出弁 

弁開→弁閉 

 

屋外 

（原子炉建物南側） 

手動操作 

※１ 中央制御室にてランプ確認を行う 

全開でないことが確認された場合は，原子炉建物付属棟より遠隔手動弁

操作機構を用いて開操作を行う。 

※２ 中央制御室にてランプ確認を行う 

全閉若しくは全開でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉若

しくは開操作を行う。 

 

・設備の相違 
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水素バイパスライン

止め弁 

弁閉→弁開 原子炉建屋地上３階 

（原子炉建屋内の原

子炉区域外） 

手動操作 

（遠隔手動弁操作

設備） 

フィルタベント大気

放出ラインドレン弁 

弁開→弁閉 屋外（原子炉建物屋

上） 

手動操作 

※1 中央制御室にてランプ確認を行う。 

全閉若しくは全開でないことが確認された場合は,原子炉建屋内の原子

炉区域外より遠隔手動弁操作設備若しくは遠隔空気駆動弁操作設備を用

いて操作を行う。 

※2 中央制御室にてランプ確認を行う。 

全閉でないことが確認された場合はスイッチ操作にて閉操作を行う。 

※3 中央制御室にてランプ確認を行う。 

これらの弁は,運転操作上,弁を開とする必要が生じた場合には運転員を近

傍に配置し,緊急時には即座に弁の閉操作を可能とすることで,格納容器圧

力逃がし装置使用時には,これらの弁が確実に閉となるような運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.7－14表 操作対象機器（第二弁操作室空気ボンベユニット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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(3）試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置は，発電用原子炉

の停止中にマンホールを開放して内部構造物の外観検査が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

よう素フィルタについては，発電用原子炉の停止中にマン

ホールを開放して内部構造物の外観検査が可能であること

に加え，内部に設置されている吸着材試験片（銀ゼオライト）

を用いてよう素除去性能試験が可能な設計とする。 

 

 

ラプチャーディスクについては，発電用原子炉の停止中に

ホルダーから取外して定期的に取替えが可能な設計とする。 

 

また，格納容器圧力逃がし装置において原子炉格納容器か

ら放出口までのラインを構成する電動弁及び空気作動弁に

ついては，表 3.7-6に示すように発電用原子炉の停止中に機

能・性能試験及び弁動作試験が可能な設計とする。 

 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置等は，第3.7－15

表に示すように発電用原子炉の停止中に開放検査，機能・

性能検査，外観検査及び分解検査が可能な設計とする。 

 

フィルタ装置は，開放検査としてマンホールを開放して

内部点検，機能性能検査として漏えい確認が可能な設計と

する。 

 

 

 

スクラビング水は，機能・性能検査として水質確認が可能

な設計とする。 

 

 

 

また，よう素除去部に充填される銀ゼオライトは，機能・

性能検査として，内部に設置している試験片を用いてよう

素除去性能試験が実施可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），第二弁及び第

二弁バイパス弁は，機能・性能検査として漏えい確認及び

開閉動作の確認，分解検査として部品の浸透探傷試験及び

外観点検が可能な設計とする。 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため,発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスク

ラバ容器は，発電用原子炉の停止中にマンホールを開放し

て内部構造物の外観検査が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器については，発電

用原子炉の停止中にマンホールを開放して内部構造物の

外観検査が可能であることに加え，内部に設置されている

吸着材試験片（銀ゼオライト）を用いてよう素除去性能試

験が可能な設計とする。 

 

圧力開放板については，発電用原子炉の停止中にホルダ

ーから取外して定期的に取替えが可能な設計とする。 

 

また，格納容器フィルタベント系において原子炉格納容

器から放出口までのラインを構成する電動弁については，

表 3.7-17 に示すように発電用原子炉の停止中に機能・性

能試験が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は表 3.7-

17に記載  

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，別添資

料-1に記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，別添資

料-1に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二の容器はフ

ィルタ装置のみ 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も，弁の分
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発電用原子炉の運転中については，弁の開閉試験により系統

内に封入されている窒素が外部に排出されることを防止す

るため，開閉試験は実施しない。 

 

また，機能性能試験として，格納容器圧力逃がし装置の主配

管は漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧力開放板及び配管は，機能・性能検査として漏えい確

認，外観検査として外観点検が可能な設計とする。 

 

 

 

 

第二弁操作室遮蔽は，断面寸法が確認でき，発電用原子

炉の運転中又は停止中に外観検査できる設計とする。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，発

電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査として，表面状

態を目視により確認が可能な設計とする。また，機能・性

能検査として，発電用原子炉の運転中又は停止中に空気ボ

ンベ残圧の確認により空気ボンベ容量を確認し，発電用原

子炉の停止中に正圧化試験を行い，系統全体の気密性能確

認が可能な設計とする。 

第二弁操作室差圧計は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に外観検査として目視により性能に影響を及ぼすおそれ

のある傷，割れ等がないことについての確認を行えるとと

もに，発電用原子炉の停止中に機能・性能検査として計器

の校正を行うことが可能な設計とする。 

 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準

規則第52条に対する設計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1

設置許可基準規則第43条への適合方針」で示す。 

（50－5－5～9）  

 

 

 

 

発電用原子炉の運転中については，弁の開閉動作の確認に

より系統内に封入されている窒素が外部に排出されるこ

とを防止するため，開閉動作の確認は実施しない。 

 

また，機能・性能試験として，格納容器フィルタベント系

の主配管は漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 

解検査として浸透探傷

試験及び外観点検を行

う 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，別添資

料-1に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 
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表3.7-6 格納容器圧力逃がし装置の試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

停止中 機能・性能点検 漏えいの確認 

銀ゼオライトよう素除去性能試験 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

外観検査 フィルタ装置，よう素フィルタの容器外面並

びに内部構造物の外観の確認 

分解検査 ラプチャーディスクの取替え 
 

第3.7－15 格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置等の試験検

査 

 

表3.7-17 格納容器フィルタベント系の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

停止中 機能・性能点検 漏えい試験 

銀ゼオライトよう素除去性能試験 

弁開閉動作の確認 

外観検査 第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器の容器外面並

びに内部構造物の外観の確認 

分解検査 圧力開放板の取替え 
 

・設備の相違 
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(4）切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速や

かに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置，よう素フィルタ

及びラプチャーディスクについては本来の用途以外の用途

には使用しない。 

 

本系統を使用する際には，流路に接続される弁（一次隔離

弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側）並び

に二次隔離弁）を電源喪失時においても遠隔手動弁操作設備

にて原子炉建屋内の原子炉区域外より人力にて遠隔操作す

ることにより，排気ガスをフィルタ装置及び、よう素フィル

タに導くことが可能である。 

 

また，一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライ

ウェル側），フィルタ装置入口弁，耐圧強化ベント弁につい

ては，遠隔空気駆動弁操作用ボンベ及び遠隔空気駆動弁操作

設備にて原子炉建屋内の原子炉区域外より遠隔操作可能で

ある。 

さらに，一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドラ

イウェル側），二次隔離弁については電源が復旧することに

より，中央制御室でも遠隔操作可能である。二次隔離弁が使

用できない場合には二次隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操

作設備により原子炉建屋内の原子炉区域外より人力にて操

作することも可能である。二次隔離弁バイパス弁は，電源が

復旧することにより，中央制御室でも遠隔操作可能である。 

 

 

これにより，図 3.7-2及び図 3.7-3で示すタイムチャート

のとおり速やかに切替え操作が可能である。 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切替えられる機能を備えるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

格納容器圧力逃がし装置は，不活性ガス系及び耐圧強化

ベント系と一部配管を共有しているが，共通部分以外は独

立した配管であり本来の用途以外の用途に使用しない設計

とする。 

また，共通部分についても，重大事故等に対処するための

系統の切替えは必要としない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二弁操作室遮蔽は，原子炉建屋付属棟と一体で設置す

るうえ，本来の用途以外の用途として使用するための切替

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては,通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスク

ラバ容器,第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器及び圧力

開放板については本来の用途以外の用途には使用しない。 

 

本系統を使用する際には,流路に接続される弁（第１弁

（Ｗ／Ｗ側），第１弁（Ｄ／Ｗ側），第２弁）を電源喪失時

においても遠隔手動弁操作機構にて原子炉建物付属棟よ

り人力にて遠隔操作することにより,排気ガスを第１ベン

トフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオ

ライト容器に導くことが可能である。 

 

 

 

 

 

 

また，第１弁（Ｗ／Ｗ側），第１弁（Ｄ／Ｗ側），第２弁は

電源が復旧することにより,中央制御室でも遠隔操作可能

である。第２弁が使用できない場合には第２弁バイパス弁

を遠隔手動弁操作機構により原子炉建物付属棟より人力

にて操作することも可能である。第２弁バイパス弁は,電

源が復旧することにより，中央制御室でも遠隔操作可能で

ある。 

これにより，図 3.7-4及び図 3.7-5で示すタイムチャー

トのとおり速やかに切替え操作が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ベント

弁の開操作を「切替え」

と整理  

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ベント

弁の開操作を「切替え」

と整理  

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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(50-5) 

えが不要な設計とする。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ），第二

弁操作室差圧計は，本来の用途以外の用途として使用しな

い設計とする。 

 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準

規則第52条に対する設計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1

設置許可基準規則第43条への適合方針」で示す。 

（50－4－4，5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（50-5） 

⑤の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 
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図 3.7-2 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱タイムチャート（ウエットウェルベントの場合）＊ 

 

 

 

 

 

 

図 3.7-3 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱タイムチャート（ドライウェルベントの場合）＊ 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につ

いての 1.7で示すタイムチャート 

 

 

 

 

図 3.7-4 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱（Ｗ／Ｗ） タイムチャート* 

 

 

 

 

図 3.7-5 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱（Ｄ／Ｗ） タイムチャート* 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついての 1.7に示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

・記載方針の相違 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

・記載方針の相違 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順の項目

系統構成（第２弁全開操作）

ベント実施操作（第１弁（Ｗ／Ｗ）全開操作）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系：第１弁）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系：第２弁）

緊急時対策所～原子炉建物南側移動

ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出弁の閉操作

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

※１

120

電源確認

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

緊急時対策要員 ２

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱

（Ｗ／Ｗ）
（交流動力電源が健全な場合（ＳＡ電源切替盤

を使用した場合））

※１：第２弁の開操作ができない場合は，第２弁バイパス弁を全開とする。

原子炉格納容器ベント開始

55分

手順の項目

中央制御室運転員Ａ １ 電源確認

緊急時対策所～原子炉建物南側移動

ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出弁の閉操作

※１

※１：第２弁の開操作ができない場合は，第２弁バイパス弁を全開とする。現場運転員Ｂ，Ｃにて実施した場合，２時間50分以内で可能である。

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考20 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

２現場運転員Ｂ，Ｃ

要員(数)

移動，ベント実施操作
（第１弁（Ｗ／Ｗ）全開操作）

40

移動，系統構成（第２弁全開操作）

緊急時対策要員 ２

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱（現場操作）

（Ｗ／Ｗ）
（全交流動力電源喪失の場合）

原子炉格納容器ベント開始 ２時間50分

手順の項目

系統構成（第２弁全開操作）

ベント実施操作（第１弁（Ｄ／Ｗ）全開操作）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系：第１弁）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系：第２弁）

緊急時対策所～原子炉建物南側移動

ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出弁の閉操作

※１：第２弁の開操作ができない場合は，第２弁バイパス弁を全開とする。

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

電源確認

中央制御室運転員Ａ １ ※１

緊急時対策要員 ２

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱

（Ｄ／Ｗ）
（交流動力電源が健全な場合（ＳＡ電源切替盤

を使用した場合））

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

原子炉格納容器ベント開始

55分

手順の項目

中央制御室運転員Ａ １ 電源確認

緊急時対策所～原子炉建物南側移動

ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出弁の閉操作

※１

※１：第２弁の開操作ができない場合は，第２弁バイパス弁を全開とする。現場運転員Ｂ，Ｃにて実施した場合，２時間50分以内で可能である。

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考20 40 60 80 100 120 140 160 220 240200

移動，系統構成（第２弁全開操作）

移動，ベント実施操作

（第１弁（Ｄ／Ｗ）全開操作）

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱（現場操作）

（Ｄ／Ｗ）
（全交流動力電源喪失の場合）

緊急時対策要員 ２

180

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

原子炉格納容器ベント開始 ２時間50分
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(5）悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

格納容器圧力逃がし装置は，不活性ガス系，非常用ガス処

理系及び耐圧強化ベント系が接続されている。 

通常時に使用する系統としては表 3.7-7のとおり，不活性

ガス系及び非常用ガス処理系があるが，二次隔離弁，二次隔

離弁バイパス弁及び耐圧強化ベント弁を閉状態とすること

でこれらの系統とは隔離され，悪影響を防止する。 

 

 

 

一方で，重大事故等時において格納容器圧力逃がし装置を

使用する際に，排出経路を構成するための隔離境界箇所は，

表 3.7-8のとおりである。 

 

非常用ガス処理系（非常用ガス処理系排風機入口側），及

び原子炉区域・タービン区域換気空調系との接続箇所は，一

次隔離弁と二次隔離弁の間となっており，それぞれの系統を

隔離する弁は直列に各 2弁ずつ設置してある。 

 

 

 

これらのうち格納容器圧力逃がし装置から 1つ目の弁（一次

隔離弁）は通常時閉，電源喪失時にはフェイルクローズによ

り閉となる空気作動弁である。 

また，2 つ目の弁（二次隔離弁）は通常時閉の手動弁である。 

 

 

 

これら手動弁については運転操作上，弁を開とする必要が生

じた場合には，速やかに弁の操作を実施できるよう運転員を

 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置には，重大事故等時の排気経路

に換気空調系，原子炉建屋ガス処理系並びに耐圧強化ベン

ト系が接続されており，それぞれの系統を隔離する弁は直

列で2弁ずつ設置する設計とする。 

 

 

 

これらのうち換気空調系及び原子炉建屋ガス処理系の弁

は通常時閉，電源喪失時にはフェイルクローズにより閉と

なる空気駆動弁であり，また，耐圧強化ベント系の弁は通

常時閉であり，電源喪失時フェイルアズイズの電動駆動弁

であるが，格納容器圧力逃がし装置を使用する際は，これ

らの弁が閉であることを確実に確認する運用とする。 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影

響防止等」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系は,原子炉棟空調換気系，窒

素ガス制御系及び非常用ガス処理系が接続されている。 

通常時に使用する系統としては表 3.7-18 のとおり,窒

素ガス制御系及び非常用ガス処理系があるが，第２弁，第

２弁バイパス弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁及びＳ

ＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁を閉状態とすることで

これらの系統とは隔離され，悪影響を防止する。 

 

 

一方で，重大事故等時において格納容器フィルタベント

系を使用する際に，排出経路を構成するための隔離境界箇

所は，表 3.7-19 のとおりである。 

 

原子炉棟空調換気系との接続箇所は，第１弁（Ｗ／Ｗ

側），第１弁（Ｄ／Ｗ側）と第２弁，第２弁バイパス弁の

間となっており，系統を隔離する弁は直列に２個設置して

ある。 

 

 

 

格納容器フィルタベント系から１つ目の弁は通常時閉，電

源喪失時にはフェイルクローズにより閉となる空気作動

弁である。 

２つ目の弁は通常時閉の電動弁であり，電源喪失時にはア

ズイズとなるため，中央制御室での閉確認が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，非常用

ガス処理系との接続箇

所について４段落後に

記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

３プラントとも他系

統の隔離弁２個の駆動

方式及びその組合せが

異なる 

 

・設備の相違 
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近傍に配置し，緊急時には即座に弁の閉操作を可能とするこ

とで，格納容器圧力逃がし装置使用時には，これらの弁が確

実に閉となるような運用とする。 

 

 

 

また，耐圧強化ベント系は二次隔離弁とフィルタ装置入口

弁との間に接続され，系統を隔離する弁は直列に各 2弁ずつ

設置してある。格納容器圧力逃がし装置から 1つ目の弁は通

常時閉，電源喪失時にはフェイルクローズにより閉となる空

気作動弁である。2 つ目の弁について，非常用ガス処理系フ

ィルタ装置に接続する弁は通常時閉の電動弁であり，電源喪

失時にはアズイズとなるため，中央制御室での閉確認が必要

である。 

 

また，排気筒で発生するドレンをサンプへ導くラインに接続

する弁については通常時開の弁であり，U シールドレンを介

して原子炉建屋内に接続されている。通常時は Uシール部は

水シールされており，原子炉建屋内に開放されていないが，

念のために格納容器ベント実施前に中央制御室で当該弁の

閉操作を行う運用とする。 

 

以上のことから，格納容器圧力逃がし装置は，通常時は弁

により他の系統と隔離し，重大事故等時に弁操作等により重

大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。また，格納容器圧力逃が

し装置は，重大事故等時の排出経路と他の系統及び機器との

聞に表 3.7-8に示すように隔離弁を直列に 2弁設置し，格納

容器圧力逃がし装置使用時に確実に隔離することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから，格納容器圧力逃がし装置と他の系統及

び機器を隔離する弁は直列で二重に設置し，格納容器圧力

逃がし装置と他の系統及び機器を確実に隔離することで，

悪影響を及ぼさない設計とする。隔離弁について第3.7－16

表に示す。 

 

第二弁操作室遮蔽は，原子炉建屋付属棟と一体のコンク

リート構造物とし，倒壊等のおそれはなく，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）及び第

二弁操作室差圧計は，通常時は使用しない系統であり，他

の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設

 

 

 

 

 

 

また，非常用ガス処理系は第２弁，第２弁バイパス弁と

ＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベントフィルタ入口弁との間に接続

され，系統を隔離する弁は直列に各２個ずつ設置してあ

る。格納容器フィルタベント系から１つ目の弁は通常時

閉，電源喪失時にはフェイルクローズにより閉となる空気

作動弁である。２つ目の弁は通常時閉の電動弁であり，電

源喪失時にはアズイズとなるため，中央制御室での閉確認

が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから，格納容器フィルタベント系は，通常時

は弁により他の系統と隔離し，重大事故等時に弁操作等に

より重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，重大事故等時の排

出経路と他の系統及び機器との間に表 3.7-19 に示すよう

に隔離弁を直列に２個設置し，格納容器フィルタベント系

使用時に確実に隔離することで，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

島根２号炉の他系統

との隔離弁は，手動弁は

ないため，運転員を隔離

弁の近傍に配置するこ

とは不要 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，原子炉建

屋ガス処理系及び耐圧

強化ベント系について

２段落前に記載 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の他系統

との隔離弁は全て２個

設置。通常時開の弁はな

い 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 
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(50-4，50-5) 

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，転

倒等のおそれがないよう固定して保管することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準

規則第52条に対する設計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1

設置許可基準規則第43条への適合方針」で示す。 

（50－4－4，5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（50-4，50-5） 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 
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表 3.7-7 他系統との隔離弁（通常時） 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

不活性ガス系 二次隔離弁 電動駆動 通常時閉 

二次隔離弁バイパス弁 電動駆動 通常時閉 

非常用ガス処理系 耐圧強化ベント弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

 

 

 

表 3.7-8 他系統との隔離弁（重大事故等時） 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

非常用ガス処理系 第一隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

第二隔離弁 手動 通常時閉 

原子炉区域・タービ

ン区域換気空調系 

第一隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

第二隔離弁 手動 通常時閉 

耐圧強化ベント系 第一隔離弁 

（耐圧強化ベント弁※） 

空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

第二隔離弁 

（非常用ガス処理系フィ

ルタ装置出口隔離弁 A/B） 

電動駆動 通常時閉 

（自動起動イン

ターロック有） 

第二隔離弁 

(非常用ガス処理系 U シー

ル隔離弁) 

電動駆動 通常時開 

 

※耐圧強化ベント使用時に切替え操作が必要（中央制御室若しくは現場にて容易に切

替え可能） 

 

第 3.7－16表 他系統との隔離弁 

 

表 3.7-18 他系統との隔離弁（通常時） 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

窒素ガス

制御系 

ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁 

（第２弁） 

電動駆動 通常時閉 

 

ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バ

イパス弁 

（第２弁バイパス弁） 

電動駆動 通常時閉 

 

非常用ガ

ス処理系 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

 

表 3.7-19 他系統との隔離弁（重大事故等時） 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

非常用ガ

ス処理系 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁後

弁 

電動駆動 通常時閉 

 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁

後弁 

電動駆動 通常時閉 

 

原子炉棟

空調換気

系 

ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁 空気駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁後弁 電動駆動 通常時閉 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器圧力逃がし装置の系統構成に操作が必要な機

器の設置場所，操作場所を表 3.7-9に示す。 

 

このうち，格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよ

う素フィルタについては，当該系統を使用した際に放射線

量が高くなることから，約 1.3m 厚さのコンクリート製の

フィルタベント遮蔽壁の中に設置することにより，重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業に影響を及ぼさない設

計とする。また，フィルタ装置へ接続する屋外配管につい

ても，同様に放射線量が高くなることから，機器の周囲に

鉄板遮蔽を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際に操作が必要な

隔離弁については，排気ガスに含まれる放射性物質によ

り，当該弁に直接近接して操作を行うことは困難であるた

め，中央制御室又は離れた場所から遠隔操作が可能な設計

とする。また，原子炉建屋原子炉区域内に設置されている

高線量配管に対して原子炉建屋原子炉区域壁厚さが足り

ないため，遮蔽効果が不十分である場合は，操作場所での

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

    

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置，入口配管及び

ドレン移送設備は，当該系統を使用した際に放射線量が高

くなることから，格納容器圧力逃がし装置格納槽（地下埋

設），原子炉建屋原子炉棟内及び原子炉建屋付属棟内に設

置し，現場の放射線量を下げることにより，重大事故等対

処設備の操作及び復旧作業に影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

当該系統を使用する際に操作が必要な機器の設置場所，操

作場所を第3.7－17表に示す。 

 

このうち，中央制御室で操作をする機器は，操作位置の放

射線量が高くなるおそれが少ないため，操作可能である。 

 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系の系統構成に操作が必要な

機器の設置場所，操作場所を表 3.7-20に示す。 

 

このうち，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィル

タスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容

器については，当該系統を使用した際に放射線量が高くな

ることから第１ベントフィルタ格納槽内に設置すること

により，重大事故等対処設備の操作及び復旧作業に影響を

及ぼさない設計とする。また，第１ベントフィルタスクラ

バ容器へ接続する配管についても，同様に第１ベントフィ

ルタ格納槽内に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要

な隔離弁については，排気ガスに含まれる放射性物質によ

り，当該弁に直接近接して操作を行うことは困難であるた

め，中央制御室又は離れた場所から遠隔操作が可能な設計

とする。また操作場所は，原子炉建物付属棟とし，必要に

応じて遮蔽材を設置することで，運転員の放射線防護を考

慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

ドレン移送設備につ

いては⑦の相違 

【柏崎 6/7】 

フィルタベント遮蔽

壁については④の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

東海第二は，原子炉建

屋内の配管についても

記載 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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被ばく線量率を評価した上で，追加で遮蔽体を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(50-4, 50-5) 

 

 

 

第二弁操作室遮蔽は，原子炉建屋付属棟と一体のコンク

リート構造物に設置し，重大事故等発生時に操作及び作業

を必要としない設計とする。 

第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，原

子炉建屋付属棟内の放射線量が高くなるおそれの少ない場

所で操作可能な設計とする。 

 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準

規則第52条に対する設計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1

設置許可基準規則第43条への適合方針」で示す。 

（50－3－10～12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（50-4） 

 

島根２号炉は，必要に

応じて遮蔽材を設置 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 
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表3.7-9 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

フィルタ装置 フィルタベント遮蔽壁内 － 
よう素フィルタ フィルタベント遮蔽壁内 － 
ラプチャーディスク フィルタベント遮蔽壁内 

原子炉建屋屋上 

－ 

一次隔離弁 

（サプレッション・チ

ェンバ側） 
 

原子炉建屋地下１階 
（原子炉建屋原子炉区域

内） 

中央制御室 

原子炉建屋地下１階 
（原子炉建屋内の原子炉

区域外） 

一次隔離弁 
（ドライウェル側） 

原子炉建屋地上２階 
（原子炉建屋原子炉区域

内） 

中央制御室 

原子炉建屋地上２階 

（原子炉建屋内の原子炉

区域外） 
（二次格納施設外） 

二次隔離弁 原子炉建屋地上３階 
（原子炉建屋原子炉区域

内） 

中央制御室 

原子炉建屋地上３階 
（原子炉建屋内の原子炉

区域外） 
 

二次隔離弁バイパス

弁 

原子炉建屋地上３階 
（原子炉建屋原子炉区域

内） 

中央制御室 

原子炉建屋地上３階 
（原子炉建屋内の原子炉

区域外） 
 

フィルタ装置入口弁 原子炉建屋地上３階 

（原子炉建屋原子炉区域

内） 

原子炉建屋地上３階 

（原子炉建屋内の原子炉

区域外） 

耐圧強化ベント弁 原子炉建屋地上３階 

（原子炉建屋原子炉区域

内） 

原子炉建屋地上３階 

（原子炉建屋内の原子炉

区域外） 

換気空調系 
第一次隔離弁 

原子炉建屋地上３階 

（原子炉建屋原子炉区域

内） 

中央制御室 

換気空調系 
第二次隔離弁 

原子炉建屋地上３階 

（原子炉建屋原子炉区域

内） 

原子炉建屋地上３階※１ 

（原子炉建屋原子炉区域

内） 
非常用ガス処理系 
第一次隔離弁 

原子炉建屋地上３階 

（原子炉建屋原子炉区域

内） 

中央制御室 

非常用ガス処理系 
第二次隔離弁 

原子炉建屋地上３階 

（原子炉建屋原子炉区域

内） 

原子炉建屋地上３階※１ 

（原子炉建屋原子炉区域

内） 
真空破壊弁 原子炉格納容器内 － 
非常用ガス処理系 
フィルタ装置出口隔

離弁Ａ 

原子炉建屋地上３階 

（原子炉建屋原子炉区域

内） 

中央制御室 

非常用ガス処理系 
フィルタ装置出口隔

離弁Ｂ 

原子炉建屋地上３階 

（原子炉建屋原子炉区域

内） 

中央制御室 

非常用ガス処理系 
Ｕシール隔離弁 

原子炉建屋地上３階(6 号

炉) 

原子炉建屋地上４階(7 号

炉) 
（原子炉建屋原子炉区域

内） 

中央制御室 

水素バイパスライン

止め弁 

原子炉建屋地上 3階 

（原子炉建屋原子炉区域

内） 

原子炉建屋地上 3階 

（原子炉建屋内の原子炉

区域外） 

フィルタベント大気

放出ラインドレン弁 

屋外（原子炉建屋屋上） 屋外（原子炉建屋屋上） 

※1 これらの弁は,運転操作上,弁を開とする必要が生じた場合には運転員を近傍

に配置し,緊急時には即座に弁の閉操作を可能とすることで,格納容器圧力

逃がし装置使用時には,これらの弁が確実に閉となるような運用とする。 

第 3.7－17表 格納容器圧力逃がし装置を使用する際に操作が必

要な機器の設置場所及び操作場所（1／2） 

 

第 3.7－17表 格納容器圧力逃がし装置を使用する際に操作が必

要な機器の設置場所及び操作場所（2／2） 

 

表 3.7-20 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

第１ベントフィルタ 

スクラバ容器 

第１ベントフィルタ格納

槽内 

－ 

第１ベントフィルタ 

銀ゼオライト容器 

第１ベントフィルタ格納

槽内 

－ 

圧力開放板 屋外 

（原子炉建物近傍） 

－ 

ＮＧＣ Ｎ２トーラス出口

隔離弁 

（第１弁（Ｗ／Ｗ側）） 

原子炉建物原子炉棟地下

１階 

中央制御室 

原子炉建物付属棟１階 

 

ＮＧＣ Ｎ２ドライウェル

出口隔離弁 

（第１弁（Ｄ／Ｗ側）） 

原子炉建物原子炉棟２階 

 

中央制御室 

原子炉建物付属棟２階 

 

ＮＧＣ非常用ガス処理入

口隔離弁 

（第２弁） 

原子炉建物原子炉棟３階 

 

中央制御室 

原子炉建物付属棟３階 

 

ＮＧＣ非常用ガス処理入

口隔離弁バイパス弁 

（第２弁バイパス弁） 

原子炉建物原子炉棟３階 

 

中央制御室 

原子炉建物付属棟３階 

 

ＳＧＴ ＦＣＶＳ第１ベン

トフィルタ入口弁 

（第３弁） 

原子炉建物原子炉棟３階 

 

中央制御室 

原子炉建物付属棟３階 

 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン

隔離弁 

原子炉建物原子炉棟３階 

 

中央制御室 

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン

隔離弁後弁 

原子炉建物原子炉棟３階 

 

中央制御室 

ＮＧＣ常用空調換気入口

隔離弁 

原子炉建物原子炉棟３階 

 

中央制御室 

ＮＧＣ常用空調換気入口

隔離弁後弁 

原子炉建物原子炉棟３階 

 

中央制御室 

ＳＧＴ耐圧強化ベントラ

イン止め弁 

原子炉建物原子炉棟３階 

 

中央制御室 

ＳＧＴ耐圧強化ベントラ

イン止め弁後弁 

原子炉建物原子炉棟３階 

 

中央制御室 

ＦＣＶＳ排気ラインドレ

ン排出弁 

屋外 

（原子炉建物南側） 

屋外 

（原子炉建物南側） 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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3.7.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フ

ィルタの設計流量については，想定される重大事故等時に

おいて原子炉格納容器内で発生する蒸気量に対して，排出

可能な蒸気量を大きくすることで，原子炉格納容器を減圧

するために十分な排出流量を有する設計とする。 

 

 

 

 

スクラバ水位については，想定される重大事故シナリオ

において，フィルタ装置の粒子状放射性物質に対する除去

効率が金属フィルタと組み合わせて 99.9%以上確保可能な

水位とする。 

 

 

 

 

 

 

また，当該系統を使用した際に，系統内で蒸気凝縮によっ

てスクラバ水位が機能喪失となるまで上昇しないよう，ド

レン移送ポンプを用いて間欠的にスクラバ水をサプレッ

ション・チェンバへ排水し，さらに薬液注入によるスクラ

バ水の pH 値の調整をすることで，フィルタ装置を長期間

使用することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

3.7.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

   

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

フィルタ装置，第一弁（Ｓ／Ｃ側），第一弁（Ｄ／Ｗ側），

第二弁，第二弁バイパス弁及び圧力開放板は，原子炉格納

容器の過圧破損防止に必要な放出流量を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

フィルタ装置は，原子炉格納容器から放出する放射性物

質の低減に必要な放射性物質の除去性能を有する設計とす

る。 

フィルタ装置は，ベント実施を想定する重大事故シーケ

ンスにおいて，環境への影響をできるだけ小さく留めるも

のとして定められているCs-137の放出量が100TBqを下回る

ことができるように，フィルタ装置のエアロゾルに対する

除去効率が99.9％以上確保可能なスクラビング水の最低水

位を維持する設計とする。 

 

また，当該系統を使用した際に，系統内の蒸気凝縮によっ

てフィルタ装置が機能喪失となるまでスクラビング水位が

上昇しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については,「2.3.2 容量等」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスク

ラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器の設

計流量については,想定される重大事故等時において原子

炉格納容器内で発生する蒸気量に対して，排出可能な蒸気

量を大きくすることで，原子炉格納容器を減圧するために

十分な排出流量を有する設計とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器は４個を並列に設置

し，第１ベントフィルタスクラバ容器１個当たりの排出流

量を同等とする設計とする。 

スクラビング水位については，想定される重大事故シナ

リオにおいて，第１ベントフィルタスクラバ容器の粒子状

放射性物質に対する除去効率が金属フィルタと組み合わ

せて 99.9%以上確保可能な水位とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉はスクラ

バ容器を４個並列に設

置する設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は別添資

料-1に記載 

 

 

 

添3.7-97



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

スクラバ水の待機時の薬液添加濃度については，想定さ

れる重大事故等時のスクラバ水 pH値の低下を考慮しても，

無機よう素に対する除去効率が 99.9%以上確保できる  

以上を維持可能な添加濃度とする。 

フィルタ装置の金属フィルタの許容エアロゾル量につ

いては，想定される重大事故シナリオにおいて当該系統を

使用した際に，金属フィルタへ流入するエアロゾル量を算

定し，金属フィルタの閉塞が生じないだけの十分な容量を

有する設計とする。 

よう素フィルタの銀ゼオライト吸着層は，想定される排

気ガスの流量に対して，有機よう素に対する除去効率が

98%以上となるために必要な吸着層と排気ガスとの接触時

間を十分に確保できる吸着層厚さ及び有効面積を有する

設計とする。 

ラプチャーディスクは，格納容器圧力逃がし装置の使用

の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と

比較して十分に低い圧力である約 100kPa[gage］で破裂す

る設計とする。 

(50-7) 

スクラビング水の待機時薬液添加濃度については，想定

されるスクラビング水ｐＨの低下要因に対しても，無機よ

う素に対する除去効率を99％以上確保可能な添加濃度とす

る。 

金属フィルタ許容エアロゾル量については，想定される

重大事故等時において格納容器圧力逃がし装置を使用した

際に，金属フィルタへ流入するエアロゾル量を算定し，金

属フィルタの閉塞が生じないだけの十分な面積を有する設

計とする。 

よう素除去部の銀ゼオライト吸着層は十分な有効面積と

層厚さを有し，吸着層とベントガスとの接触時間を十分に

確保することにより，有機よう素に対する除去効率が98％

以上となる設計とする。 

圧力開放板の開放圧力は，格納容器逃がし装置の使用の

妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力

0.31MPa[gage]～0.62MPa[gage]と比較して十分に低い圧力

として0.08MPa[gage]で開放する設計とする。 

第二弁操作室遮蔽は，重大事故等が発生した場合におい

て，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）の機

能と併せて，第二弁操作室に留まる操作員の居住性を確保

するために必要な遮蔽能力を有する設計とする。 

第二弁操作室差圧計は，第二弁操作室と第二弁操作室の

周囲の差圧の基準値を上回る範囲を測定可能な設計とす

る。 

（50－6－7～28） 

スクラビング水の待機時の薬液添加濃度については，想

定される重大事故等時のスクラビング水ｐＨ値の低下を

考慮しても，無機よう素に対する除去効率が 99%以上確保

できるｐＨ    以上を維持可能な添加濃度とする。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の金属フィルタの許

容エアロゾル量については，想定される重大事故シナリオ

において当該系統を使用した際に，金属フィルタへ流入す

るエアロゾル量を算定し，金属フィルタの閉塞が生じない

だけの十分な容量を有する設計とする。 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器の吸着ベッドは，

想定される排気ガスの流量に対して，有機よう素に対する

除去効率が 98%以上となるために必要な吸着剤と排気ガス

との接触時間を十分に確保できる吸着層厚さを有する設

計とする。 

圧力開放板は，格納容器フィルタベント系の使用の妨げ

にならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力と比較し

て十分に低い圧力である約 80kPa[gage]で破裂する設計と

する。 

（50-7） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備仕様の相違 

・資料構成の相違

【東海第二】 

島根２号炉の排気圧

力は 3.7.1(1)ⅶ)項に

記載 

・設備の相違

【東海第二】

⑤の相違 
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(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することに

よって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する

場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対

して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

格納容器圧力逃がし装置は，二以上の発電用原子炉施設にお

いて共用しない設計とする。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ） 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

格納容器圧力逃がし装置は重大事故緩和設備であり，代

替する設計基準事故対処設備はないものと整理するが，原

子炉格納容器の過圧破損防止の同一目的である代替循環

冷却系に対して共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器の減圧手段

を用いることで多様性を有する設計とする。また，非常用

交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）に対して多様性

を有する常設代替交流電源設備（第一ガスタービン発電

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

    格納容器圧力逃がし装置については，一部の敷地を共有

する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない

設計とする。 

 

 (3) 設計基準事故対処設備との多様性及び独立性，位置的分散

（設置許可基準規則第43条第2項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

格納容器圧力逃がし装置は，設置許可基準規則第50条に

おいては重大事故緩和設備であり，代替する設計基準事故

対処設備はない。 

なお，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の破損を防止するための代替循環冷却系に対して

多様性，独立性及び位置的分散を図る設計とする。 

（50－3－2～14，50－4－2～5） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系は，二以上の発電用原子炉施設

において共用しない設計とする。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

格納容器フィルタベント系は重大事故緩和設備であり，

代替する設計基準事故対処設備はないものと整理するが，

原子炉格納容器の過圧破損防止の同一目的である残留熱

代替除去系に対して共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，原理の異なる冷却及び原子炉格納容器の減圧

手段を用いることで多様性を有する設計とする。また，非

常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）に対して多

様性を有する常設代替交流電源設備（ガスタービン発電

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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機）又は可搬型代替交流電源設備（電源車）からの給電に

より駆動できる設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置のフィルタ装置及びよう素フ

ィルタ並びにラプチャーディスクは原子炉建屋近傍の屋

外に設置し，代替循環冷却系の復水移送ポンプは廃棄物処

理建屋内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッション・

チェンバは原子炉建屋内に設置することで共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計

とする。 

 

一方で，格納容器圧力逃がし装置は，設置許可基準規則

第 48 条においては，常設耐震重要重大事故防止設備兼常

設重大事故緩和設備と整理し，残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）の安全機能を代替する。残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）については，サプレッシ

ョン・チェンバ内のプール水をドライウェル及びサプレッ

ション・チェンバの気層部にスプレイし，崩壊熱及び燃料

の過熱に伴う燃料被覆管（ジルカロイ）と水の反応による

発生熱を除去するものである。ドライウェルにスプレイさ

れた水は，格納容器ベント管を通ってサプレッション・チ

ェンバ内に戻り，サプレッション・チェンバ内にスプレイ

された水とともに残留熱除去系ポンプにより，熱交換器に

よって冷却された後，再びスプレイされる。 

したがって，当該系統については目的を果たすための原

理及び構成機器を共有するものではなく，更には設置エリ

アは近接していないため，共通要因によって同時に機能喪

失となることはない。 

(50-2, 50-4, 50-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.2.3.3 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

機）又は可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）からの

給電により駆動できる設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスク

ラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原

子炉建物外の第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板

は原子炉建物近傍の屋外に設置し，残留熱代替除去系の残

留熱代替除去ポンプ並びに残留熱除去系熱交換器及びサ

プレッション・チェンバは原子炉建物内に設置することで

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分

散を図る設計とする。 

一方で，格納容器フィルタベント系は，設置許可基準規

則第 48 条においては，常設耐震重要重大事故防止設備兼

常設重大事故緩和設備と整理し，残留熱除去系（格納容器

冷却モード）の安全機能を代替する。残留熱除去系（格納

容器冷却モード）については，サプレッション・チェンバ

内のプール水をドライウェル及びサプレッション・チェン

バの気層部にスプレイし，崩壊熱及び燃料の過熱に伴う燃

料被覆管（ジルカロイ）と水の反応による発生熱を除去す

るものである。ドライウェルにスプレイされた水は，ベン

ト管を通ってサプレッション・チェンバ内に戻り，サプレ

ッション・チェンバ内にスプレイされた水とともに残留熱

除去ポンプにより，熱交換器によって冷却された後，再び

スプレイされる。 

したがって，当該系統については目的を果たすための原

理及び構成機器を共有するものではなく，更には設置エリ

アは近接していないため，共通要因によって同時に機能喪

失となることはない。 

（50-2，50-4，50-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

第二弁操作室空気ボ

ンベユニット（空気ボン

ベ）については⑤の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

可搬型窒素供給装置
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    第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，第

二弁操作室内の運転員の窒息を防止するとともに，第二弁

操作室内への外気の流入を一定時間遮断するのに必要な空

気容量を有する設計とする。空気ボンベの本数は，必要な

空気ボンベ容量を有する本数に加え，保守点検又は故障時

のバックアップ用として，自主的に十分に余裕のある容量

を有する設計とする。 

    可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準

規則第52条に対する設計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1

設置許可基準規則第43条への適合方針」で示す。 

（50－6－29～31） 

 

 (2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当

該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，

二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用すること

ができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

    第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，系

統に接続した状態で保管されており使用のための接続を伴

わない設計とする。 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準

規則第52条に対する設計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1

設置許可基準規則第43条への適合方針」で示す。 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

 

 

 

 

については⑩の相違 
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接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

    第二弁室空気ボンベユニット（空気ボンベ）及び可搬型

窒素供給装置は，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋

の外から水又は電力を供給するものに限る。）ではないこ

とから対象外とする。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け及び常設設備と接

続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが少

ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の

適切な措置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

    第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，放

射線量が高くなるおそれの少ない第二弁操作室内で操作が

可能なように設置し，重大事故等が発生した場合において

も使用が可能な設計とする。 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準

規則第52条に対する設計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1

設置許可基準規則第43条への適合方針」で示す。 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

添3.7-102



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

    第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，地

震，津波，その他の外部事象による損傷の防止が図られた

原子炉建屋付属棟内に保管する。 

可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準

規則第52条に対する設計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1

設置許可基準規則第43条への適合方針」で示す。 

 

 (6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

    第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，地

震，津波，その他の外部事象による損傷の防止が図られた

原子炉建屋付属棟に保管し，使用することからアクセス不

要であり対象外とする。 

    可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準

規則第52条に対する設計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1

設置許可基準規則第43条への適合方針」で示す。 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多

様性（設置許可基準規則第43条第3項七） 
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(ⅰ) 要求事項 

    重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

    第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）は，重

大事故緩和設備であり，同一目的の重大事故等対処設備又

は代替する機能を有する設計基準対象施設はない。 

    なお，第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）

は，地震，津波，その他の外部事象による損傷の防止が図

られた原子炉建屋付属棟内に固定して保管することによ

り，可能な限り頑健性を有する設計とする。 

    可搬型窒素供給装置については，「3.9水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するための設備（設置許可基準

規則第52条に対する設計方針を示す章）」の「3.9.2.1.3.1

設置許可基準規則第43条への適合方針」で示す。 

（50－3－12） 
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3.7.3 その他設備 

3.7.3.1 格納容器 pH制御設備 

 

3.7.3.1.1 設備概要 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際，原子炉格納容器内が酸

性化することを防止し，サプレッション・チェンバのプール水中

によう素をよう化物イオンとして保持することでよう素の放出

量を低減するために，格納容器 pH 制御設備を設ける。なお，本

設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心に含まれるよう素

がサプレッション・チェンバのプール水へ流入し溶解する。また，

原子炉格納容器内のケーブル被覆材には塩素等が含まれており，

重大事故等時にケーブルの放射線分解と熱分解により塩酸等の

酸性物質が大量に発生するため，サプレッション・チェンバのプ

ール水が酸性化する可能性がある。サプレッション・チェンバの

プール水が酸性化すると，水中に溶解しているよう化物イオンが

無機よう素となりサプレッション・チェンバの気相部へ放出さ

れ，また，無機よう素とサプレッション・チェンバ内の塗装等の

有機物が反応し，有機よう素が生成＊1されるという知見がある。 

そこで，サプレッション・チェンバのプール水をアルカリ性に

保つため，pH制御として水酸化ナトリウムをサプレッション・チ

ェンバに注入する。よう素の溶解量と pH の関係については，米

国の論文＊2にまとめられており，サプレッション・チェンバのプ

ール水をアルカリ性に保つことで，気相部へのよう素の移行を低

減することが期待できる。 

本系統は，復水移送ポンプの吸込配管に水酸化ナトリウムを注

入させ，ドライウェルスプレイの配管，サプレッション・チェン

バスプレイの配管，格納容器下部注水系の配管から原子炉格納容

器内に薬液を注入する構成とする。 

本系統は，廃棄物処理建屋に設置している薬液タンク隔離弁（2

弁）を中央制御室からの遠隔操作，又は現場での操作により開操

作することで，復水移送ポンプの吸込配管に薬液を混入させる。 

 

 

 

3.7.3 その他設備 

3.7.3.1 サプレッション・プール水ｐＨ制御装置 

 

3.7.3.1.1 設備概要 

  格納容器圧力逃がし装置を使用する際，サプレッション・プ

ール水の酸性化を防止すること，及びサプレッション・プール

水中の核分裂生成物由来のよう素を捕捉することにより，よう

素の放出量の低減を図るために，サプレッション・プール水ｐ

Ｈ制御装置を設ける設計とする。なお，本装置は事業者の自主

的な取組で設置するものである。 

 

 

  炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心に含まれるよう

素がサプレッション・プール水へ流入し溶解する。また，原子

炉格納容器内のケーブル被覆材には塩素等が含まれており，重

大事故時にケーブルの放射線分解と熱分解により塩酸等の酸性

物質が大量に発生するため，サプレッション・プール水が酸性

化する可能性がある。サプレッション・プール水が酸性化する

と，水中に溶解しているよう素が有機よう素としてサプレッシ

ョン・チェンバの気相部へ放出されるという知見があることか

ら，サプレッション・プール水をアルカリ性に保つため，ｐＨ

制御として薬液（水酸化ナトリウム）をサプレッション・チェ

ンバに注入する。よう素の溶解量とｐＨの関係については，米

国の論文*1にまとめられており，サプレッション・プール水をア

ルカリ性に保つことで，気相部へのよう素の移行を低減するこ

とが期待できる。 

 

 

 本装置は，原子炉建屋原子炉棟内に設置する隔離弁（2弁）を

中央制御室からのスイッチ操作，又は現場での手動操作により

開操作することで，薬液タンクを窒素により加圧し，残留熱除

去系（Ａ系サプレッション・チェンバスプレイ配管）を使用し

てサプレッション・チェンバに薬液（水酸化ナトリウム）を注

入する構成とする。 

 

 

 

 

3.7.3 その他設備 

3.7.3.1 サプレッション・プール水ｐＨ制御系等による格納容器

ｐＨ制御 

3.7.3.1.1 設備概要 

格納容器フィルタベント系を使用する際，原子炉格納容器内が

酸性化することを防止し，サプレッション・チェンバのプール水

中によう素をよう化物イオンとして保持することでよう素の放出

量を低減するために，サプレッション・プール水ｐＨ制御系等に

より原子炉格納容器内に薬液を注入する手段を整備する。なお，

サプレッション・プール水ｐＨ制御系は事業者の自主的な取り組

みで設置するものである。 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心に含まれるよう素

がサプレッション・チェンバのプール水へ流入し溶解する。また，

原子炉格納容器内のケーブル被覆材には塩素等が含まれており，

重大事故等時にケーブルの放射線分解と熱分解により塩酸等の酸

性物質が大量に発生するため，サプレッション・チェンバのプー

ル水が酸性化する可能性がある。サプレッション・チェンバのプ

ール水が酸性化すると，水中に溶解しているよう化物イオンが無

機よう素となりサプレッション・チェンバの気相部へ放出され，

また，無機よう素とサプレッション・チェンバ内の塗装等の有機

物が反応し，有機よう素が生成*１されるという知見がある。 

そこで，サプレッション・チェンバのプール水をアルカリ性に

保つため，ｐＨ制御として水酸化ナトリウムをサプレッション・

チェンバに注入する。よう素の溶解量とｐＨの関係については，

米国の論文*２にまとめられており，サプレッション・チェンバの

プール水をアルカリ性に保つことで，気相部へのよう素の移行を

低減することが期待できる。 

サプレッション・プール水ｐＨ制御系は，圧送用窒素ボンベに

より薬液タンクを加圧したのち，薬液タンク出口薬剤注入弁を開

することで，サプレッション・チェンバスプレイ配管に薬液を圧

送し注入する構成とする。 

サプレッション・プール水ｐＨ制御系は，格納槽内に設置して

いる薬液タンク隔離弁（２個）を中央制御室からの遠隔操作，又

は現場での操作により開操作することで，薬液を混入させる。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，ドライ

ウェル側もｐＨ制御を

行う（以下，⑫の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 
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＊１：「シビアアクシデント時の格納容器内の現実的ソースター

ム評価」（日本原子力学会）によると，無機よう素並びに

有機よう素が生成されるメカニズムは，以下の通りと考え

られている。 

 

 

 

 

 

＊２：米国原子力規制委員会による研究（NUREG-1465）や，米国

OakRidge National Laboratoryによる論文（NUREG/CR5950）

によると，pHが酸性側になると，水中に溶解していたよう

素が気体となって気相部に移行するとの研究結果が示さ

れている。NUREG-1465では，原子炉格納容器内に放出され

るよう素の化学形態と，よう素を水中に保持するための pH

制御の必要性が整理されている。また，NUREG/CR-5950 で

は，酸性物質の発生量と pH が酸性側に変化していく経過

を踏まえて，pH制御の効果を達成するための考え方が整理

されている。これらの論文での評価内容を参照し，6 号及

び 7号炉の状況を踏まえ，サプレッション・チェンバへの

アルカリ薬液の注入時間及び注入量を算定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1：米国原子力規制委員会による研究（ＮＵＲＥＧ-1465）や，

米国Oak Ridge National Laboratoryによる論文（ＮＵＲ

ＥＧ／ＣＲ-5950）によると，ｐＨが酸性側になると，水

中に溶解していたよう素が気体となって気相部に移行す

るとの研究結果が示されている。ＮＵＲＥＧ-1465では，

原子炉格納容器内に放出されるよう素の化学形態と，よう

素を水中に保持するためのｐＨ制御の必要性が整理され

ている。また，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ-5950では，酸性物質の

発生量とｐＨが酸性側に変化していく経過を踏まえ，ｐＨ

制御の効果を達成するための考え方が整理されており，こ

れらの論文での評価内容を参照し，東海第二発電所の状況

を踏まえ，サプレッション・チェンバへのアルカリ薬液の

注入時間及び注入量を算定する。 

 

サプレッション・プール水ｐＨ制御系使用後に，残留熱代替除

去ポンプを使用することにより，サプレッション・チェンバのプ

ール水を薬液として，ドライウェルスプレイ配管からドライウェ

ルにもスプレイすることが可能である。また，通常運転中より予

め原子炉格納容器下部にアルカリ薬剤を設置することにより，原

子炉格納容器内の酸性化を防止することが可能である。 

 

 

＊１:「シビアアクシデント時の格納容器内の現実的ソースター

ム評価」（日本原子力学会）によると，無機よう素並びに

有機よう素が生成されるメカニズムは，以下のとおりと

考えられている。 

 

【無機よう素反応】 Ⅰ- + ・OH → ・Ⅰ + OH- 

  2・Ⅰ→Ⅰ2 

 

【有機よう素反応】 ORG + ・OH →→ 6・ORG 

 ・ORG + Ⅰ2 → HVRI/LVRI + ・Ⅰ 

 

ORG:原子炉格納容器内の有機物 

・:ラジカル 

HVRI:高揮発性有機よう素 

LVRI:低揮発性有機よう素 

 

＊２：米国原子力規制委員会による研究（NUREG-1465）や，米

国 Oak Ridge National Laboratory による論文（NUREG/

CR-5950）によると，ｐＨが酸性側になると，水中に溶解

していたよう素が気体となって気相部に移行するとの研

究結果が示されている。NUREG-1465では，原子炉格納容

器内に放出されるよう素の化学形態と，よう素を水中に

保持するためのｐＨ制御の必要性が整理されている。ま

た，NUREG/CR-5950 では，酸性物質の発生量とｐＨが酸

性側に変化していく経過を踏まえて，ｐＨ制御の効果を

達成するための考え方が整理されている。これらの論文

での評価内容を参照し，２号炉の状況を踏まえ，サプレ

ッション・チェンバへのアルカリ薬液の注入時間及び注

入量を算定している。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

【東海第二】 

⑫の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

添3.7-106



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.7.3.1.2 他設備への悪影響について 

格納容器 pH 制御設備を使用することで，アルカリ薬液である

水酸化ナトリウムを原子炉格納容器へ注入する。この際，悪影響

として懸念されるのは， 

 

 

 

・アルカリとの反応で原子炉格納容器が腐食することによる，

原子炉格納容器バウンダリのシール性への影響 

 

・アルカリとの反応で水素ガスが発生することによる原子炉格

納容器の圧力上昇，及び水素燃焼である。 

 

 

 

 

 

このうち，原子炉格納容器の腐食については，pH制御したサプ

レッション・チェンバのプール水の水酸化ナトリウムは低濃度で

あり，原子炉格納容器バウンダリを主に構成しているステンレス

鋼や炭素鋼の腐食領域ではないため悪影響はない。同様に，原子

炉格納容器のシール材についても耐アルカリ性を確認した改良

EPDMを使用することから，原子炉格納容器バウンダリのシール性

に対する悪影響はない。 

また，水素ガスの発生については，原子炉格納容器内では配管

の保温材やグレーチングに両性金属であるアルミニウムや亜鉛

を使用しており，水酸化ナトリウムと反応することで水素ガスが

発生する。しかしながら，原子炉格納容器内のアルミニウムと亜

鉛が全量反応し水素ガスが発生すると仮定しても，ジルコニウム

－水反応で、発生する水素量に比べて十分少ないため，原子炉格

納容器の異常な圧力上昇は生じない。さらに，原子炉格納容器内

は窒素ガスにより不活性化されており，本反応では酸素ガスの発

生がないことから，水素ガスの燃焼も発生しない。 

(50-11) 

 

3.7.3.1.2 他設備への悪影響について 

  サプレッション・プール水ｐＨ制御装置を使用することで，

アルカリ薬液である水酸化ナトリウムを原子炉格納容器へ注入

する。この際，アルカリ薬液による設備への悪影響として懸念

されるのは，以下の２点である。 

 

 

・直接的影響：アルカリとの反応で原子炉格納容器が腐食する

ことによる原子炉格納容器バウンダリのシール

性への影響 

       アルカリとの反応で水素が発生することによる

原子炉格納容器の圧力上昇及び水素燃焼 

 

・間接的影響：薬液タンク破損によるアルカリ薬液の漏えい 

 

 

 

このうち，原子炉格納容器の腐食については，ｐＨ制御した

サプレッション・プール水の薬液（水酸化ナトリウム）は低濃

度であり，原子炉格納容器バウンダリを主に構成しているステ

ンレス鋼や炭素鋼の腐食領域ではないため悪影響はない。同様

に，原子炉格納容器のシール材についても耐アルカリ性を確認

した改良ＥＰＤＭを使用することから原子炉格納容器バウンダ

リのシール性に対する悪影響はない。 

また，水素の発生については，原子炉格納容器内では配管の

保温材やグレーチング等に両性金属であるアルミニウムや亜鉛

を使用しており，薬液（水酸化ナトリウム）と反応することで

水素が発生する。しかし，原子炉格納容器内のアルミニウムと

亜鉛が全量反応し水素が発生すると仮定しても，事故時の原子

炉格納容器内の気相は水蒸気が多くを占めていることから，原

子炉格納容器の圧力制御には影響がない。また，原子炉格納容

器内は窒素により不活性化されており，本反応では酸素の発生

がないことから，水素の燃焼は発生しない。 

 

一方，薬液タンクの破損によるアルカリ薬液の漏えいについ

ては，薬液タンクを十分な強度を有する設計とするとともに，

タンク周囲に堰を設ける設計としている。 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員を

3.7.3.1.2 他設備への悪影響について 

サプレッション・プール水ｐＨ制御設備等を使用することで,

アルカリ薬液である水酸化ナトリウムを原子炉格納容器へ注入す

る。この際，悪影響として懸念されるのは， 

 

 

 

・アルカリとの反応で原子炉格納容器が腐食することによる，

原子炉格納容器バウンダリのシール性への影響 

 

・アルカリとの反応で水素ガスが発生することによる原子炉格

納容器の圧力上昇，及び水素燃焼である。 

 

 

 

 

 

このうち，原子炉格納容器の腐食については，ｐＨ制御したサ

プレッション・チェンバのプール水の水酸化ナトリウムは低濃度

であり，原子炉格納容器バウンダリを主に構成している炭素鋼の

腐食領域ではないため悪影響はない。同様に，原子炉格納容器の

シール材についても耐アルカリ性を確認した改良 EPDM を使用す

ることから，原子炉格納容器バウンダリのシール性に対する悪影

響はない。 

また，水素ガスの発生については，原子炉格納容器内では配管

の保温材やグレーチングに両性金属であるアルミニウムや亜鉛を

使用しており，水酸化ナトリウムと反応することで水素ガスが発

生する。しかしながら，原子炉格納容器内のアルミニウムと亜鉛

が全量反応し水素ガスが発生すると仮定しても，事故時の原子炉

格納容器内の気相は水蒸気が多くを占めていることから，原子炉

格納容器の圧力制御には影響がない。さらに，原子炉格納容器内

は窒素ガスにより不活性化されており，本反応では酸素ガスの発

生がないことから，水素ガスの燃焼も発生しない。 

(50-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は共-9 に

記載 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器バウンダリを

構成する主要材料は炭

素鋼のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，共-9

に記載 
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想定した手順を準備している。 

また，電源を必要とするが，他の設備の仕様に悪影響を生じ

ないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。 

したがって，サプレッション・プール水ｐＨ制御装置を使用

することによる他設備への悪影響はない。 

また，本装置は薬液タンクを窒素により加圧し，サプレッシ

ョン・チェンバ側のスプレイヘッダを使用してサプレッショ

ン・チェンバに薬液を注入する構成であるが，残留熱除去系Ａ

系が停止し，かつＡ系ドライウェルスプレイ弁が閉である状態

において薬液注入を行う手順とすることから，残留熱除去系へ

の悪影響はない。 
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3.7.3.2 可搬型格納容器窒素供給設備 

3.7.3.2.1 設備概要 

原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による負圧破損を防止すると

ともに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するために可

搬型格納容器窒素供給設備を設ける。なお，本設備は事業者の自

主的な取り組みで設置するものである。また，本設備は事故後 8

日目以降に使用するものである。 

 

重大事故等時に放射線分解により可燃性ガスが発生した場合，

発電用原子炉運転中は常時原子炉格納容器内を窒素ガスで置換

しているため，事故発生直後に可燃性ガス濃度が可燃限界に至る

ことはないが，事故後 8日目以降は，可燃性ガス濃度が可燃限界

に至る可能性がある。また，崩壊熱の減少により原子炉格納容器

内の水蒸気発生量が減少することにより原子炉格納容器内が負

圧に至る可能性がある。そのため，可燃性ガス濃度を可燃限界以

下に抑制し，原子炉格納容器の負圧破損を防止するため，可搬型

格納容器窒素供給設備による窒素供給を行う。 

本系統は，可燃性ガス濃度制御系配管に接続治具を用いてホー

スを接続し，可搬型大容量窒素供給装置を現場にて操作すること

で，発生した窒素ガスをドライウェル及びサプレッション・チェ

ンバに供給可能な設計とする。 

(50-11) 

 

 3.7.3.2 窒素ガス代替注入系 

3.7.3.2.1 設備概要 

原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による負圧破損を防止するとと

もに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するために窒素ガ

ス代替注入系を使用する手段を整備する。なお，本手段は事業者

の自主的な取り組みによるものである。また，本手段は事故後８

日目以降に使用するものである。 

 

重大事故等時に放射線分解により可燃性ガスが発生した場合，

発電用原子炉運転中は常時原子炉格納容器内を窒素ガスで置換し

ているため，事故発生直後に可燃性ガス濃度が可燃限界に至るこ

とはないが，事故後８日目以降は，可燃性ガス濃度が可燃限界に

至る可能性がある。また，崩壊熱の減少により原子炉格納容器内

の水蒸気発生量が減少することにより原子炉格納容器内が負圧に

至る可能性がある。そのため，可燃性ガス濃度を可燃限界以下に

抑制し，原子炉格納容器の負圧破損を防止するため，窒素ガス代

替注入系による窒素供給を行う。 

本系統は，可搬式窒素供給装置を窒素ガス代替注入系配管に結

合金具によりホースを接続し，可搬式窒素供給装置を現場にて操

作することで，発生した窒素ガスをドライウェル及びサプレッシ

ョン・チェンバに供給可能である。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 
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まとめ資料比較表 〔51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
島根２号炉のペデスタル代替注水系（常設）は多様性を考慮し，原子炉格納容器下部へ直接注水するペデスタル代替注水系（可搬型）とは異なる流路である格納容器スプレイ・
ヘッダによるドライウェル内へのスプレイにより，原子炉格納容器下部への注水を行うこととしている

② 島根２号炉の格納容器代替スプレイ系（可搬型）に用いる可搬型ポンプは１種類

③
島根２号炉の可搬型代替交流電源設備については柏崎6/7，東海第二と同仕様のもの(500kVA/台)を配備しているが，低圧原子炉代替注水ポンプはポンプ電動機容量が大きいため，
可搬型代替交流電源設備で起動させない

④
島根２号炉は，原子炉格納容器下部のドレン配管がサンプにつながっているため，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心がドレン配管を通じてサンプへ流出しないようコリウム
シールドを設置している。このため，サンプに直接溶融炉心が流出することはない

⑤ 島根２号炉は，ポンプ１台で必要流量を満足できる設計としている

⑥ 島根２号炉のペデスタル代替注水系（常設）は，SA専用系統であり，待機状態において常用系統と隔離された設計であり，起動前の他系統との隔離操作は不要である

⑦ 島根２号炉は水源確保のための操作不要

⑧ 島根２号炉は，系統構成に必要な弁の操作が，中央制御室の操作スイッチにより可能

⑨
柏崎6/7の格納容器下部注水系（可搬型）は可搬型ポンプを複数台組み合わせた構成としているが，島根２号炉のペデスタル代替注水系（可搬型）は，可搬型ポンプ１台で構成
し，必要流量を満足できる設計としている

⑩ 島根２号炉は，原子炉格納容器下部への注水及びSA時のSRV健全性確保の観点から，格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるPCVスプレイをSA設備とする

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備【51

条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

第五十一条 発電用原子炉施設には，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融

し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために

必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第 51 条に規定する「溶融し，原子炉格納容器の下部に落

下した炉心を冷却するために必要な設備」とは，以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設

備をいう。なお，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷

却は，溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）を抑制するこ

と及び溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触する

ことを防止するために行われるものである。 

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格

納容器下部注水設備とは，以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホ

ース等）を整備すること。 

（可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場合は，接

続する建屋内の流路をあらかじめ敷設すること。） 

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は，多重性又は多様性

及び独立性を有し，位置的分散を図ること。（ただし，

建屋内の構造上の流路及び配管を除く。） 

ｂ）これらの設備は，交流又は直流電源が必要な場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 
 

3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備【51

条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

第五十一条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶

融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するため

に必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５１条に規定する「溶融し、原子炉格納容器の下部に落

下した炉心を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心の冷却は、溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）を抑

制すること及び溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリ

に接触することを防止するために行われるものである。 

 ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格

納容器下部注水設備とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

  ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホー

ス等）を整備すること。（可搬型の原子炉格納容器下部

注水設備の場合は、接続する建屋内の流路をあらかじめ

敷設すること。） 

  ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は、多重性又は多様性及

び独立性を有し、位置的分散を図ること。（ただし、建

屋内の構造上の流路及び配管を除く。） 

 ｂ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 
 

3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備【51条】 

 

【設置許可基準規則】 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

第五十一条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融

し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために

必要な設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第51条に規定する「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下し

た炉心を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却は、

溶融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)を抑制すること及び溶

融炉心が拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触することを防

止するために行われるものである。 

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格

納容器下部注水設備とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホー

ス等）を整備すること。 

（可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場合は、接続

する建屋内の流路をあらかじめ敷設すること。） 

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は、多重性又は多様性及

び独立性を有し、位置的分散を図ること。（ただし、建屋

内の構造上の流路及び配管を除く。） 

ｂ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

3.8.1 設置許可基準規則第 51 条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下し

た炉心を冷却するために必要な重大事故等対処設備として，格

納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）

を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却することで，

溶融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）を抑制し，溶融炉心

が拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止する

ために必要な重大事故等対処設備として，格納容器下部注水系

（常設），格納容器下部注水系（可搬型）及びコリウムシールド

を設ける。 

 

3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

3.8.1 設置許可基準規則第 51条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部（以下「ペ

デスタル（ドライウェル部）」という。）に落下した炉心を冷却

するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1 重大事故等対処設備 

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心を冷却す

ることで，溶融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑

制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接触することを

防止する。 

ペデスタル（ドライウェル部）の溶融炉心を冷却するための

設備のうち，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の破損を防止できるよう，ペデスタル（ドライウェル

部）に落下した溶融炉心の冷却を行うための設備として，格納

容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）を

設ける。また，溶融炉心がペデスタル（ドライウェル部）に落

下するまでに，ペデスタル（ドライウェル部）にあらかじめ必

要な水位を確保し，落下した溶融炉心の冷却が可能な設計とす

る。なお，格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ド

3.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

3.8.1 設置許可基準規則第 51条への適合方針 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破

損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉

心を冷却するために必要な重大事故対処設備として，ペデスタル

代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容

器代替スプレイ系（可搬型）を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却することで，溶

融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑制し，溶融炉心

が拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止するた

めに必要な重大事故等対処設備としてペデスタル代替注水系（常

設），ペデスタル代替注水系（可搬型），格納容器代替スプレイ系

（可搬型）及びコリウムシールドを設ける。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器下部への注水

及び SA 時の SRV 健全性

確保の観点から，格納容

器代替スプレイ系（可搬

型）による PCVスプレイ

を SA設備とする（以下，

⑩の相違） 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.8.1.1 項に

記載 
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ライウェル部）への注水及び格納容器下部注水系（可搬型）に

よるペデスタル（ドライウェル部）への注水と合わせて，溶融

炉心が原子炉圧力容器からペデスタル（ドライウェル部）へ落

下する場合に，溶融炉心とペデスタル（ドライウェル部）のコ

ンクリートの相互作用による侵食及び溶融炉心からペデスタル

（ドライウェル部）のコンクリートへの熱影響を抑制するため，

ペデスタル（ドライウェル部）にコリウムシールドを設ける。 

 

（1） 格納容器下部注水系（常設）の設置（設置許可基準規則解

釈の第１項ａ）ⅰ），ⅱ）） 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下

部に落下した炉心を冷却するため，常設重大事故等対処設

備として格納容器下部注水系（常設）を使用する。 

格納容器下部注水系（常設）は，廃棄物処理建屋に配置

された復水移送ポンプを用い，格納容器下部注水系（可搬

型）とは異なる復水貯蔵槽を水源として原子炉格納容器下

部へ注水できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部に

あらかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融

炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

(1)ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却に用

いる設備 

ａ．格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドライウ

ェル部）への注水（設置許可基準規則の解釈の第 1項 a）ⅰ）） 

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却

を行うための重大事故等対処設備として，格納容器下部注水

系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプにより，代替淡水

貯槽の水を格納容器下部注水系を経由してペデスタル（ドラ

イウェル部）へ注水し，溶融炉心が落下するまでにペデスタ

ル（ドライウェル部）にあらかじめ十分な水位を確保すると

ともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）は，代替所内電気設備を経由

した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電が可能な設計とする。 

 

 

(1) ペデスタル代替注水系（常設）の設置（設置許可基準規則

解釈の第１項 a）ｉ)，ⅱ)） 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落

下した炉心を冷却するため，常設重大事故等対処設備として

ペデスタル代替注水系（常設）を使用する。 

ペデスタル代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水ポ

ンプ格納槽内に配置された低圧原子炉代替注水ポンプを用

い，ペデスタル代替注水系（可搬型）とは異なる低圧原子炉

代替注水槽を水源としてドライウェル内にスプレイすること

で原子炉格納容器下部へ水を流入させることができる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあ

らかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心

を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉のペデス

タル代替注水系（常設）

は多様性を考慮し，原子

炉格納容器下部へ直接

注水するペデスタル代

替注水系（可搬型）とは

異なる流路である格納

容器スプレイ・ヘッダに

よるドライウェル内へ

のスプレイにより，原子

炉格納容器下部への注

水を行うこととしてい

る（以下，①の相違） 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資 料 本 文 3.8.1.1(1)

ａ．項に記載 
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なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融

炉心が原子炉圧力容器から原子炉格納容器下部へと落下

する場合に，ドライウェル高電導度廃液サンプ及びドライ

ウェル低電導度廃液サンプへの溶融炉心の流入を抑制す

るための設備として，コリウムシールドを設ける。 

 

また，コリウムシールドは，溶融炉心がペデスタル（ドラ

イウェル部）へと落下した場合において，溶融炉心とペデス

タル（ドライウェル部）のコンクリートの相互作用による侵

食及び溶融炉心からペデスタル（ドライウェル部）のコンク

リートへの熱影響を抑制する設計とする。 

 

なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融炉

心が原子炉圧力容器から原子炉格納容器下部へと落下する場

合に，ドライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ド

レンサンプへの溶融炉心の流入を抑制するための設備とし

て，コリウムシールドを設ける。 

 

（2） 格納容器下部注水系（可搬型）の設置（設置許可基準規則

解釈の第１項ａ）ⅰ），ⅱ）） 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下

部に落下した炉心を冷却するため，常設重大事故等対処設

備として格納容器下部注水系（可搬型）を使用する。 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（可搬型）は，可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）を用い，格納容器下部注水系（常設）とは異

なる代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）又は海を水源

として，原子炉格納容器下部へ注水できる設計とする。 

また，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部に

あらかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融

炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融

炉心が原子炉圧力容器から原子炉格納容器下部へと落下

ｂ．格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライ

ウェル部）への注水（設置許可基準規則の解釈の第 1項 a）

ⅰ）） 

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した溶融炉心の冷却

を行うための重大事故等対処設備として，格納容器下部注水

系（可搬型）は，可搬型代替注水中型ポンプにより，西側淡

水貯水設備の水を格納容器下部注水系を経由してペデスタル

（ドライウェル部）へ注水し，溶融炉心が落下するまでにペ

デスタル（ドライウェル部）にあらかじめ十分な水位を確保

するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

また，可搬型代替注水大型ポンプ，配管・ホース・弁類，

計測制御装置等で構成し，可搬型代替注水大型ポンプにより，

代替淡水貯槽の水を格納容器下部注水系を経由してペデスタ

ル（ドライウェル部）へ注水し，溶融炉心が落下するまでに

ペデスタル（ドライウェル部）にあらかじめ十分な水位を確

保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）は，代替淡水源が枯渇した

場合において，重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

である可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポ

ンプにより海を利用できる設計とする。 

 

 

格納容器下部注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経

由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。また，可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，空冷式のディーゼル

エンジンにより駆動できる設計とする。 

 

また，コリウムシールドは，溶融炉心がペデスタル（ドラ

イウェル部）へ落下した場合において，溶融炉心とペデスタ

(2) ペデスタル代替注水系（可搬型）の設置（設置許可基準規

則解釈の第１項 a）ⅰ)，ⅱ)） 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落

下した炉心を冷却するため，常設重大事故等対処設備として

ペデスタル代替注水系（可搬型）を使用する。 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，大量送水車を用い，

ペデスタル代替注水系（常設）とは異なる代替淡水源（輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））又は海を水源として，

原子炉格納容器下部へ注水できる設計とする。 

また，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあ

らかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心

を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融炉

心が原子炉圧力容器から原子炉格納容器下部へと落下する場

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（可搬

型）に用いる可搬型ポン

プは１種類（以下，②の

相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資 料 本 文 3.8.1.1(1)

ｂ．項に記載 
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する場合に，ドライウェル高電導度廃液サンプ及びドライ

ウェル低電導度廃液サンプへの溶融炉心の流入を抑制す

るための設備として，コリウムシールドを設ける。 

 

ル（ドライウェル部）のコンクリートの相互作用による侵食

及び溶融炉心からペデスタル（ドライウェル部）のコンクリ

ートへの熱影響を抑制できる設計とする。 

 

合に，ドライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ド

レンサンプへの溶融炉心の流入を抑制するための設備とし

て，コリウムシールドを設ける。 

 

  (3) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）の設置（設置許可基準

規則解釈の第１項 a）ⅰ)，ⅱ)） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容

器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に

落下した炉心を冷却するため，常設重大事故等対処設備とし

て格納容器代替スプレイ系（可搬型）を使用する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，大量送水車を用い，

ペデスタル代替注水系（常設）とは異なる代替淡水源（輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））又は海を水源とし

て，ドライウェル内にスプレイすることで原子炉格納容器下

部へ水を流入させることができる設計とする。 

また，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあ

らかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心

を冷却できる設計とする。 

当該設備については「3.6原子炉格納容器内の冷却等のた

めの設備（設置許可基準規則第 49 条に対する設計方針を示

す章）」で示す。 

なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融炉

心が原子炉圧力容器から原子炉格納容器下部へと落下する

場合に，ドライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床

ドレンサンプへの溶融炉心の流入を抑制するための設備と

して，コリウムシールドを設ける。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

 (2) 溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下遅

延・防止に用いる設備 

a．低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル

（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するための

重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（常設）を使用

する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力

容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「第四十七条 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に

記載する。 

  

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.8.1(9)項に記載 

 

 

 

 

 

添3.8-6



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

b．低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル

（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するための

重大事故等対処設備として，低圧代替注水系（可搬型）を使

用する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧

力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「第四十七条 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に

記載する。 

c．高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル

（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するための

重大事故等対処設備として，高圧代替注水系を使用する。な

お，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への

ほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「第四十五条 原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備」に

記載する。 

d．代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル

（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するための

重大事故等対処設備として，代替循環冷却系を使用する。な

お，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への

ほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については，「第五十条 原子炉格納容器の過

圧破損を防止するための設備」に記載する。 

e．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心のペデスタル

（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するための

重大事故等対処設備として，ほう酸水注入系を使用する。な

お，この場合は，低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可

搬型），代替循環冷却系及び高圧代替注水系のいずれかによる

原子炉圧力容器への注水と並行して行う。 

本系統の詳細については，「第四十四条 緊急停止失敗時に

発電用原子炉を未臨界にするための設備」に記載する。 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.8.1(10)項に記載 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.8.1(8)項に記載 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 50 条に

記載 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.8.1(11)項に記載 
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（3） 格納容器下部注水系の多様性及び独立性，位置的分散の確

保（設置許可基準規則解釈の第１項ａ）ⅰ），ⅱ）） 

 

 

 

 

 

 

上記（1）及び（2）の重大事故等対処設備である格納容

器下部注水系（常設）と格納容器下部注水系（可搬型）は，

異なるポンプ（復水移送ポンプと可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）），異なる駆動源（常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備とディーゼルエンジン），異なる水

源（復水貯蔵槽と代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）

又は海）を用いることで多様性及び独立性を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 原子炉格納容器下部注水設備の多重性又は多様性及び独立

性，位置的分散の確保（設置許可基準規則の解釈の第 1項 a）

ⅱ）） 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び代替所

内電気設備については，「第五十七条 電源設備」に記載する。 

 

 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬

型）は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，格納

容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプを代替所

内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流電源設備からの給電による電動機駆動とし，格納容器下部注

水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注

水大型ポンプを空冷式のディーゼルエンジンによる駆動とする

ことで，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて

手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性

を有する設計とする。また，格納容器下部注水系（常設）の電

動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，

(4) ペデスタル代替注水系の多様性及び独立性，位置的分散の

確保（設置許可基準規則解釈の第１項 a）ⅰ)，ⅱ)） 

 

 

 

 

 

 

上記(1)，(2)及び(3)の重大事故等対処設備であるペデスタ

ル代替注水系（常設）とペデスタル代替注水系（可搬型）及

び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，異なるポンプ（低

圧原子炉代替注水ポンプと大量送水車），異なる駆動源（常設

代替交流電源設備とディーゼルエンジン），異なる水源（低圧

原子炉代替注水槽と代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２））又は海）を用いることで多様性及び独立性

を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（常設）及び格納容器代替スプレイ

系（可搬型）は，格納容器スプレイ・ヘッダによるドライウ

ェル内へのスプレイにより原子炉格納容器下部へ注水するこ

とで，原子炉格納容器下部に直接注水するペデスタル代替注

水系（可搬型）の流路に対して独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，電源設

備を 57条に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の可搬型

代替交流電源設備につ

いては柏崎 6/7，東海第

二 と 同 仕 様 の も の

(500kVA/台)を配備して

いるが，低圧原子炉代替

注水ポンプはポンプ電

動機容量が大きいため，

可搬型代替交流電源設

備で起動させない（以

下，③の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違により，格納

容器代替スプレイ系（可

搬型）を含めた独立性を

記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.8.1.1.1 項

に記載 
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また，廃棄物処理建屋内に設置されている復水移送ポン

プに対して，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は屋外に設

置することで位置的分散を図った設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，多重性又は多様性及び独立性，位置的分散につい

ては，3.8.2.1.3項に詳細を示す。 

 

 

独立した電路で系統構成することにより，独立性を有する設計

とする。 

また，格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系

（可搬型）の水源は，それぞれ代替淡水貯槽と西側淡水貯水設

備とすることで，異なる水源を有する設計とする。 

 

常設低圧代替注水系ポンプは，常設低圧代替注水系格納槽内

に設置し，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型

ポンプは常設低圧代替注水系格納槽から離れた屋外に分散して

保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設け

て手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様

性を有する設計とする。また，格納容器下部注水系（可搬型）

の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統におい

て，独立した電路で系統構成することにより，独立性を有する

設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの

接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止する

ため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によっ

て，格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可

搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する

設計とする。 

 

電源設備の多重性又は多様性及び独立性，位置的分散につい

ては「第五十七条 電源設備」に記載する。 

 

 

多重性又は多様性及び独立性，位置的分散については，

3.8.2.1.3項に詳細を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内

に設置されている低圧原子炉代替注水ポンプに対して，大量

送水車は屋外に設置することで位置的分散を図った設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，多重性又は多様性及び独立性，位置的分散について

は，3.8.2.1.3項に詳細を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文 3.8.1.1.1 項

に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，電源設

備を 57条に記載 

 

（4） 格納容器下部注水系の電源対策（設置許可基準規則解釈の

第１項ｂ）） 

格納容器下部注水系（常設）に用いる復水移送ポンプは，

(4) 原子炉格納容器下部注水設備の電源対策（設置許可基準規則

の解釈の第 1項 b）） 

格納容器下部注水系（常設）に用いる常設低圧代替注水系ポ

(5) ペデスタル代替注水系の電源対策（設置許可基準規則解釈

の第１項 b）） 

ペデスタル代替注水系（常設）に用いる低圧原子炉代替注
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常設代替交流電源設備（第一ガスタービン発電機）又は可

搬型代替交流電源設備（電源車）から，代替所内電気設備

である緊急用高圧母線，AM用動力変圧器及び AM用 MCC を

介して給電が可能な設計とする。 

ンプは，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置又

は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車から，

代替所内電源設備である緊急用Ｍ／Ｃ及び緊急用Ｐ／Ｃを介し

て給電できる設計とする。 

 

電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

 

 

 

格納容器下部注水系（可搬型）は，代替所内電気設備を経由

した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの

給電が可能な設計とする。また，格納容器下部注水系（可搬型）

に用いる可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポ

ンプは，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置を

必要としないディーゼルエンジンにて駆動できる設計とする。 

 

水ポンプは，常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）

から，代替所内電源設備である緊急用メタクラ及びＳＡロー

ドセンタを介して給電が可能な設計とする。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，電源設

備を 57条に記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資 料 本 文 3.8.1.1(1)

ｂ．項に記載 

 

なお，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器

の下部に落下した炉心を冷却するための自主対策設備と

して，以下を整備する。 

耐震ＳクラスではなくＳｓ機能維持を担保できないが，使用

可能な状態であれば，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て格納容器の破損を防止するため，溶融し，ペデスタル（ドラ

イウェル部）に落下した炉心を冷却するために有効な設備であ

るため，自主対策設備として，以下を整備する。 

 

 

なお，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下

部に落下した炉心を冷却するための自主対策設備として，以

下を整備する。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も耐震Ｓ

クラス設計ではないが，

使用可能であれば使用

する運用としている 

 

  (6) 復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水 

復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水手段につい

ては，復水輸送ポンプを用い，復水貯蔵タンクを水源として，

復水輸送系，補給水系及び残留熱除去系を通じて原子炉格納

容器下部への注水を行う手順を整備する。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，既設の

復水輸送系による原子

炉格納容器下部への注

水を自主対策設備とす

る 
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（5） 消火系による原子炉格納容器下部への注水 

消火系による原子炉格納容器下部への注水手段につい

ては，ディーゼル駆動消火ポンプ等を用い，ろ過水タンク

を水源として，消火系及び復水補給水系を通じて原子炉格

納容器下部への注水を行う手順を整備する。 

(5) 消火系によるペデスタル（ドライウェル部）注水 

 消火系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水は，炉

心の著しい損傷が発生した場合において格納容器の破損を防止

するため，ディーゼル駆動消火ポンプを用い，淡水タンク（多

目的タンク，原水タンク，ろ過水貯蔵タンク及び純水貯蔵タン

ク）を水源として，消火系の配管及び格納容器下部注水系の配

管を介してペデスタル（ドライウェル部）へ注水し，溶融炉心

を冷却する機能を有する。 

 

(7) 消火系による原子炉格納容器下部への注水 

消火系による原子炉格納容器下部への注水手段について

は，消火ポンプ又は補助消火ポンプを用い，ろ過水タンク又

は補助消火水槽を水源として，消火系，復水輸送系，補給水

系及び残留熱除去系を通じて原子炉格納容器下部への注水を

行う手順を整備する。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，補助消

火ポンプ及び補助消火

水槽を有しており，当該

設備による原子炉格納

容器下部への注水も可

能である 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，既設の

消火系による原子炉格

納容器下部への注水を

自主対策設備とする 

 

 (6) 補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）注水 

補給水系によるペデスタル（ドライウェル部）への注水は，

炉心の著しい損傷が発生した場合において格納容器の破損を防

止するため，復水移送ポンプを用い，復水貯蔵タンクを水源と

して，補給水系の配管，消火系の配管及び格納容器下部注水系

の配管を介してペデスタル（ドライウェル部）へ注水し，溶融

炉心を冷却する機能を有する。 

 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

自主対策設備の相違 

また，技術的能力審査基準への適合のため，溶融炉心の

原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止するための設

備として，以下を整備する。 

技術的能力審査基準への適合のため，溶融炉心のペデスタル

（ドライウェル部）の床面への落下を遅延又は防止するための

設備として，以下を整備する。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下遅延・防止するための設備として，

以下を整備する。 

 

 

（6） 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の

原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止するために，重

大事故等対処設備として高圧代替注水系を使用し，原子炉

圧力容器への注水を実施する。なお，この場合は，ほう酸

水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行

(7) 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデ

スタル（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するた

めに，重大事故等対処設備として高圧代替注水系の常設高圧代

替注水系ポンプにより，原子炉圧力容器への注水を実施する。

なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への

(8) 高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下遅延・防止するために，重大事故

等対処設備として高圧原子炉代替注水系を使用し，原子炉圧

力容器への注水を実施する。なお，この場合は，ほう酸水注

入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行
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して行う。 

（高圧代替注水系については「3.2 原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

（設置許可基準規則第 45条に対する設計方針を示す章）」

で示す。） 

ほう酸水注入と並行して行う。 

 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水については，

「3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備（設置許可基準規則第 45条に対する設計方

針を示す章）」に記載する。 

 

う。 

（高圧原子炉代替注水系については「3.2 原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

（設置許可基準規則第 45 条に対する設計方針を示す章）」で

示す。） 

 

（7） 低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の

原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止するために，重

大事故等対処設備として低圧代替注水系（常設）を使用し，

原子炉圧力容器への注水を実施する。なお，この場合は，

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入

と並行して行う。 

（低圧代替注水系（常設）については「3.4 原子炉冷

却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備（設置許可基準規則第 47 条に対する設計方針を

示す章）」で示す。） 

(8) 低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデ

スタル（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するた

めに，重大事故等対処設備として低圧代替注水系（常設）の常

設低圧代替注水系ポンプにより，原子炉圧力容器への注水を実

施する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力

容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

 低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水につ

いては，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47条に対する

設計方針を示す章）」に記載する。 

 

(9) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への

注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下遅延・防止するために，重大事故

等対処設備として低圧原子炉代替注水系（常設）を使用し，

原子炉圧力容器への注水を実施する。なお，この場合は，ほ

う酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行

して行う。 

（低圧原子炉代替注水系（常設）については「3.4 原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備（設置許可基準規則第 47 条に対する設計方針を示す

章）」で示す。） 

 

（8） 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の

原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止するために，重

大事故等対処設備として低圧代替注水系（可搬型）を使用

し，原子炉圧力容器への注水を実施する。なお，この場合

は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注

入と並行して行う。 

 

（低圧代替注水系（可搬型）については「3.4 原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備（設置許可基準規則第 47 条に対する設計方針

を示す章）」で示す。） 

(9) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデ

スタル（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するた

めに，重大事故等対処設備として低圧代替注水系（可搬型）の

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによ

り，原子炉圧力容器への注水を実施する。なお，この場合は，

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行

して行う。 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水に

ついては，「3.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備（設置許可基準規則第 47条に対す

る設計方針を示す章）」に記載する。 

 

(10) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ

の注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下遅延・防止するために，重大事故

等対処設備として低圧原子炉代替注水系（可搬型）を使用し，

原子炉圧力容器への注水を実施する。なお，この場合は，ほ

う酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行

して行う。 

 

（低圧原子炉代替注水系（可搬型）については「3.4 原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備（設置許可基準規則第 47条に対する設計方針を示す

章）」で示す。） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 (10) 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

  炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデ

スタル（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するた

めに，重大事故等対処設備として代替循環冷却系の代替循環冷

却系ポンプにより，原子炉圧力容器に注水する。なお，この場

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 50 条に

記載 

添3.8-12



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入

と並行して行う。 

  代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水については，

「3.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（設置

許可基準規則第 50条に対する設計方針を示す章）」に記載する。 

 

（9） ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の

原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止するために，重

大事故等対処設備としてほう酸水注入系を使用し，低圧代

替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型）及び高圧代

替注水系のいずれかによる原子炉圧力容器への注水と並

行して実施する。 

 

（ほう酸水注入系については「3.1 緊急停止失敗時に

発電用原子炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規

則第 44条に対する設計方針を示す章）」電源設備について

は，「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。） 

(11) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注入 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデ

スタル（ドライウェル部）の床面への落下を遅延・防止するた

めに，重大事故等対処設備としてほう酸水注入系のほう酸水注

入ポンプにより，原子炉圧力容器への注入を実施する。なお，

この場合は，低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），

代替循環冷却系及び高圧代替注水系のいずれかによる原子炉圧

力容器への注水と並行して行う。 

 ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注入については，

「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための

設備（設置許可基準規則第 44 条に対する設計方針を示す章）」

に記載する。 

 

(11) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下遅延・防止するために，重大事故

等対処設備としてほう酸水注入系を使用し，低圧原子炉代替

注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型）及び高圧

原子炉代替注水系のいずれかによる原子炉圧力容器への注

水と並行して実施する。 

 

（ほう酸水注入系については「3.2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置許

可基準規則第 45 条に対する設計方針を示す章）」電源設備に

ついては，「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

なお，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延及び

防止するための自主対策設備として，以下を整備する。 

 耐震ＳクラスではなくＳｓ機能維持を担保できないが，使用

可能であれば，溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床

面への落下を遅延又は防止するために有効な設備であるため，

自主対策設備として，以下を整備する。 

 

 

なお，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止

するための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も耐震Ｓ

クラス設計ではないが，

使用可能であれば使用

する運用としている 

（10） 制御棒駆動水系による原子炉圧力容器への注水 

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系及び高圧代替注水

系による原子炉圧力容器への注水機能が喪失した場合，溶

融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止する

ために，原子炉補機冷却系により冷却水を確保し，復水貯

蔵槽を水源として制御棒駆動水系ポンプを用いて原子炉

圧力容器への注水を実施する。なお，この場合は，ほう酸

水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行

して行う。 

（制御棒駆動系については「3.2 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設

置許可基準規則第 45条に対する設計方針を示す章）」で示

す。） 

 (12) 制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及び高圧原子炉

代替注水系による原子炉圧力容器への注水機能が喪失した

場合，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止す

るために，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

により冷却水を確保し，復水貯蔵タンクを水源として制御棒

駆動水圧ポンプを用いて原子炉圧力容器への注水を実施す

る。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容

器へのほう酸水注入と並行して行う。 

（制御棒駆動水圧系については「3.2 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（設置

許可基準規則第 45条に対する設計方針を示す章）」で示す。） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は既設の

制御棒駆動水圧系によ

る原子炉圧力容器への

注水を自主対策設備と

する 
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（11） 高圧炉心注水系緊急注水の整備 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系及び高圧代

替注水系が機能喪失した場合，溶融炉心の原子炉格納容器

下部への落下遅延及び防止するために，常設代替交流電源

設備により高圧炉心注水系の電源を復旧し，高圧炉心注水

系ポンプを無冷却水の状態で短時間起動し，原子炉圧力容

器へ注水を実施する。なお，この場合は，ほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

（高圧炉心注水系については「3.2 原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

（設置許可基準規則第 45条に対する設計方針を示す章）」

で示す。） 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設代

替交流電源設備の負荷

として考慮していない

ことから，自主対策設備

として期待しない 

  (13) 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下遅延・防止するために，復水輸送

系の復水輸送ポンプで原子炉圧力容器への注水を実施する。

なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へ

のほう酸水注入と並行して行う。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は既設の

復水輸送系による RPV

への注水を自主対策設

備とする 

（12） 消火系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の

原子炉格納容器下部への落下遅延及び防止するために，消

火系のディーゼル駆動消火ポンプで原子炉圧力容器への

注水を実施する。なお，この場合は，ほう酸水注入系によ

る原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

(12) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデ

スタル（ドライウェル部）の床面への落下を遅延又は防止する

ために，消火系のディーゼル駆動消火ポンプにより，原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

(14) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下遅延・防止するために，消火系の

消火ポンプ又は補助消火ポンプで原子炉圧力容器への注水

を実施する。なお，この場合は，ほう酸水注入系による原子

炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，補助消

火ポンプ及び補助消火

水槽を有しており，当該

設備による原子炉格納

容器下部への注水も可

能である 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 (13) 補給水系による原子炉圧力容器への注水 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心のペデ

スタル（ドライウェル部）の床面への落下を遅延又は防止する

ために，補給水系の復水移送ポンプにより，原子炉圧力容器へ

の注水を実施する。 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

自主対策設備の相違 
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また，代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水が

枯渇した場合の海水の利用手段として，以下を整備する。 

 西側淡水貯水設備，代替淡水貯槽及び淡水タンクの淡水が枯

渇した場合の海水利用手段として，以下を整備する。 

 

また，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））の淡水が枯渇した場合の海水の利用手段として，以下

を整備する。 

 

 

（13） 格納容器下部注水系の海水の利用 

格納容器下部注水系（常設）の水源である復水貯蔵槽並

びに格納容器下部注水系（可搬型）の水源である代替淡水

源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水が枯渇した場合にお

いて，防潮堤の内側に設置している海水取水箇所（取水路）

より，大容量送水車（海水取水用）を用いて復水貯蔵槽へ

の供給及び格納容器下部注水系（可搬型）で用いる防火水

槽への供給又は可搬型代替注水ポンプ（A-2級）に海水を

直接供給を行う設計とする。 

 

なお，海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

(14) 格納容器下部注水系の海水の利用 

 格納容器下部注水系の水源である西側淡水貯水設備，代替淡

水貯槽及び淡水タンクが枯渇した場合は，防潮堤の内側の取水

箇所（ＳＡ用海水ピット）から，可搬型代替注水中型ポンプ又

は可搬型代替注水大型ポンプを用いて補給が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

水源の詳細については，「3.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を

示す章）」で示す。 

 

また，格納容器下部注水系の海水の利用手順については，「実用

発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び

拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に

係る審査基準への適合状況について」の「1.13 重大事故等の

収束に必要となる水の供給手順等」の以下の項目に記載する。 

 「1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順（1）代替淡

水貯槽へ水を補給するための対応手順ａ．（c）海を水源とした

可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによ

る代替淡水貯槽への補給」及び 「1.13.2.2 水源へ水を補給

するための対応手順（2）西側淡水貯水設備へ水を補給するため

の対応手順ａ．（c）海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプ

による西側淡水貯水設備への補給」 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) ペデスタル代替注水系の海水の利用 

ペデスタル代替注水系（常設）の水源である低圧原子炉代

替注水槽並びにペデスタル代替注水系（可搬型）の水源であ

る代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

の淡水が枯渇した場合において，防波壁の内側に設置してい

る海水取水箇所（取水槽）より，大量送水車を用いて低圧原

子炉代替注水槽への供給及び輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽

（西２）への供給並びにペデスタル代替注水系（可搬型）で

用いる大量送水車に海水を直接送水できる設計とする。 

 

なお，海の利用については「3.13 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方

針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も海水の

利用手順は，技術的能力

に係る審査基準への適

合に記載している 
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3.8.2 重大事故等対処設備 

3.8.2.1 格納容器下部注水系（常設） 

3.8.2.1.1 設備概要 

格納容器下部注水系（常設）は，炉心の著しい損傷が発生した

場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，原

子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却することを目的として

使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

本系統は，復水移送ポンプ，電源設備（常設代替交流電源設備，

可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備），計測制御装置，水

源である復水貯蔵槽，流路である復水補給水系及び高圧炉心注水

系の配管及び弁，並びに注水先である原子炉格納容器から構成さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融炉心が

原子炉圧力容器から原子炉格納容器下部へと落下する場合に，ド

ライウェル高電導度廃液サンプ及びドライウェル低電導度廃液サ

ンプへの溶融炉心の流入を抑制する設計とする。更に格納容器下

部注水系（常設）を使用することにより，サンプ底面のコンクリ

ートの侵食を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに接

触することを防止するために，原子炉格納容器下部にコリウムシ

ールドを設置する。 

 

 

 

3.8.2 重大事故等対処設備 

3.8.2.1 格納容器下部注水系（常設） 

3.8.2.1.1 設備概要 

  格納容器下部注水系（常設）は，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，

ペデスタル（ドライウェル部）に落下した炉心を冷却すること

を目的として設置するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

  格納容器下部注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポンプ，

電源設備である常設代替高圧電源装置又は可搬型低圧代替電源

車，水源である代替淡水貯槽，流路である低圧代替注水系配管・

弁，格納容器下部注水系配管・弁，原子炉格納容器床ドレン系

配管・弁，原子炉格納容器機器ドレン系配管・弁，注入先であ

る格納容器等から構成される。 

 

  重大事故等時においては，代替淡水貯槽を水源とし，常設低

圧代替注水系ポンプ 2 台の起動及び系統構成（電動弁操作）を

中央制御室のスイッチ操作により行い，低圧代替注水系配管及

び格納容器下部注水系配管を介して格納容器下部のペデスタル

（ドライウェル部）へ注水することで落下した溶融炉心を冷却

する設計とする。 

  なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器が破損し，溶融炉心が原

子炉圧力容器からペデスタル（ドライウェル部）へと落下する

場合に，溶融炉心がペデスタル（ドライウェル部）に設置され

た格納容器機器ドレンサンプ及び格納容器床ドレンサンプ（以

下「格納容器ドレンサンプ」という。）に流入し局所的にコンク

リートが侵食されることを防止するため，格納容器ドレンサン

プの形状を変更し，ペデスタル（ドライウェル部）床面を平坦

化するとともに，溶融炉心によるコンクリート侵食影響及びペ

デスタル（ドライウェル部）構造への熱影響を抑制するため，

ペデスタル（ドライウェル部）の床面及び壁面にコリウムシー

ルドを設置する。 

3.8.2 重大事故等対処設備 

3.8.2.1 ペデスタル代替注水系（常設） 

3.8.2.1.1 設備概要 

ペデスタル代替注水系（常設）は，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，

原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却すること及び逃がし

安全弁の環境条件を緩和するため，原子炉格納容器内の温度を低

下させることを目的として使用する。 

 

 

 

 

 

 

本系統は，低圧原子炉代替注水ポンプ，電源設備（常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備），計測

制御装置，水源である低圧原子炉代替注水槽，流路である低圧原

子炉代替注水系の配管及び弁，残留熱除去系の配管及び弁，格納

容器スプレイ・ヘッダ並びに注水先である原子炉格納容器から構

成される。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融炉心が

原子炉圧力容器から原子炉格納容器下部へと落下する場合に，ド

ライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへ

の溶融炉心の流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダ

リに接触することを防止するために，原子炉格納容器下部にコリ

ウムシールドを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉のペデス

タル代替注水系（常設）

は，PCVスプレイにより

原子炉格納容器下部へ

注水する設備であるこ

とから，SRVの環境条件

緩和としても使用する 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違及び

①の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，次頁の

上から２段落目に記載 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器下部のドレン

配管がサンプにつなが

っているため，原子炉格

納容器下部に落下した

溶融炉心がドレン配管

を通じてサンプへ流出

しないようコリウムシ
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本系統全体の概要図を図 3.8-1 に，本系統に属する重大事故等

対処設備を表 3.8-1に示す。 

 

本系統は，復水移送ポンプ 3 台のうち 1 台により，復水貯蔵槽

の水を復水補給水系配管等を経由して原子炉格納容器の下部へ注

水することで落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復水移送ポンプの電源について，復水移送ポンプ（B）及び（C）

は，常設代替交流電源設備である第一ガスタービン発電機又は可

搬型代替交流電源設備である電源車から，代替所内電気設備であ

る AM 用動力変圧器及び AM 用 MCC を介して給電が可能な設計とす

る。復水移送ポンプ（A）は，通常時は非常用所内電気設備である

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コリウムシールドの耐熱材には，高い融点を有するジルコニア

を用い，また，コリウムシールドの形状については，全溶融炉

心がペデスタル（ドライウェル部）に落下したとしても，コリ

ウムシールドが破損することがない設計とする。 

 

  格納容器下部注水系（常設）の概要図を第 3.8－1図に，格納

容器下部注水系（常設）に属する重大事故等対処設備を第 3.8

－1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  常設低圧代替注水系ポンプの電源は，常設代替交流電源設備

である常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備であ

る可搬型代替低圧電源車から給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統全体の概要図を図 3.8-1 に，本系統に属する重大事故等

対処設備を表 3.8-1に示す。 

 

本系統は，低圧原子炉代替注水ポンプ２台のうち１台により，

低圧原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系配管等を経由して原子

炉格納容器にスプレイすることで原子炉格納容器の下部へ流入さ

せ，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水ポンプの電源について，常設代替交流電源

設備であるガスタービン発電機から，代替所内電源設備である緊

急用メタクラ及びＳＡロードセンタを介して給電が可能な設計と

する。 

 

ールドを設置している。

このため，サンプに直接

溶融炉心が流出するこ

とはない（以下，④の相

違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

コリウムシールドの

構造が異なる 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉もコリウ

ムシールドの耐熱材に

はジルコニアを用いる 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ポンプ

１台で必要流量を満足

できる設計としている

（以下，⑤の相違） 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は前頁の下

から２段落目に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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非常用 MCC C 系から給電しているが，重大事故等時に復水移送ポ

ンプ（A）の動力ケーブルの接続操作を行うことにより，代替所内

電気設備である AM用 MCCから給電が可能な設計とする。 

 

 

 

本系統の操作に当たっては，中央制御室及び現場での弁操作（AM

用切替盤の切替え操作を含む）により系統構成を行った後，中央

制御室の操作スイッチにより復水移送ポンプを起動し運転を行

う。 

 

水源である復水貯蔵槽は，枯渇しそうな場合においても，代替

淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水を，可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）を用いて，廃棄物処理建屋外壁に設置した外部接

続口から復水貯蔵槽へ供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

本系統の操作に当たっては，中央制御室及び現場での弁操作（Ｓ

Ａ電源切替盤の切替え操作を含む）により系統構成を行った後，

中央制御室の操作スイッチにより低圧原子炉代替注水ポンプを起

動し運転を行う。 

 

水源である低圧原子炉代替注水槽は，枯渇しそうな場合におい

ても，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

の淡水を，大量送水車を用いて，低圧原子炉代替注水ポンプ格納

槽外部に設置した注水口から低圧原子炉代替注水槽へ供給できる

設計とする。 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水ポンプは

SA 専用であり，代替所

内電気設備からの電源

供給としている 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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図 3.8-1 格納容器下部注水系（常設）系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.8－1 図 格納容器下部注水系（常設）系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8-1 ペデスタル代替注水系（常設）系統概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

  

A-残留熱 
除去ポンプ 

サプレッション・ 

チェンバ 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器 

 

Ａ－残留熱除去系熱交換器 

 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

原子炉建物 

B-残留熱 
除去ポンプ 

C-残留熱 
除去ポンプ 

MO 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

低圧原子炉 

代替注水槽 

ストレーナ 

 
MO 
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MO 

低圧炉心 
スプレイ 
・ポンプ 

補給水系より 

MO 

MO 

原子炉格納容器 
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容
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（西） 

MO 

接続口 

接続口 

接続口 

V2B5-2B 

V2B2-103B 

V2B6-2B 

MO 

ペデスタル代替注水系（常設） 

【重大事故等対処設備】 

水の移送設備 

【重大事故等対処設備】 

・水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設置方針を示す章）」で示す。 

・計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設置方針を示す章）」で示す。 
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表 3.8-1 格納容器下部注水系（常設）に関する重大事故対処設

備一覧表 

 

第 3.8－1表 格納容器下部注水系（常設）に関する重大事故等対

処設備一覧 

 

表 3.8-1 ペデスタル代替注水系（常設）に関する重大事故等対処

設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 低圧原子炉代替注水ポンプ【常設】 

コリウムシールド【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ 低圧原子炉代替注水槽【常設】 

流路 低圧原子炉代替注水系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁【常設】 

格納容器スプレイ・ヘッダ【常設】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※2 

 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

 緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

計装設備※3 代替注水流量（常設）【常設】 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力【常設】 

ペデスタル水位【常設】 

ペデスタル温度（ＳＡ）【常設】 

ペデスタル水温度（ＳＡ）【常設】 

※１:水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２:単線結線図を補足説明資料 51-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

※３:主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設

計方針を示す章）」で示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.8.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1)復水移送ポンプ 

 

 

 

 

 

 

種類     ：うず巻形 

容量     ：125m3/h/台 

全揚程    ：85m 

最高使用圧力 ：1.37MPa[gage] 

最高使用温度 ：66℃ 

個数     ：1（予備 2） 

 

取付箇所   ：廃棄物処理建屋地下 3 階 

原動機出力  ：55kW 

3.8.2.1.2 主要設備の仕様 

 主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 常設低圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

 

型   式     ターボ形 

台   数     2 

容   量     約 200m３／h（1台当たり） 

全 揚 程     約 200m 

最高使用圧力    3.14MPa［gage］ 

最高使用温度     66℃ 

本体材料       炭素鋼 

取付箇所       常設低圧代替注水系格納槽内 

電動機出力   約 190kW（1台当たり） 

 

3.8.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 低圧原子炉代替注水ポンプ 

 

 

 

 

 

 

種類     ：ターボ形 

容量     ：230m3/h/台 

全揚程    ：190m 

最高使用圧力 ：3.92MPa 

最高使用温度 ：66℃ 

個数     ：１（予備１） 

 

取付箇所   ：低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

原動機出力  ：210kW 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文の第 3.8-1 表

に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

（2）コリウムシールド 

材質      ：ジルコニア 

高さ      ：6 号炉 約 0.85m 

7 号炉 約 0.65m 

厚さ     ：約 0.13m 

個数      ：1 

取付箇所   ：原子炉格納容器下部 

(2) コリウムシールド 

材   料     ジルコニア（ZrO２） 

  高   さ     約 1.88m 

   

厚   さ     約 0.15m 

  個   数     1 

  取付箇所      ペデスタル（ドライウェル部） 

(2) コリウムシールド 

材質   ：ジルコニア 

 

 

厚さ   ：約 0.13m以上 

個数   ：１ 

取付箇所 ：原子炉格納容器下部 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

コリウムシールドの

構造が異なる 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 

計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示

す章）」，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計測設備については

「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針

を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は第 3.8－1

表の下欄に記載 
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3.8.2.1.3 格納容器下部注水系（常設）の多重性又は多様性及び

独立性，位置的分散の確保 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）

は，共通要因によって同時に機能が損なわれるおそれがないよう，

表 3.8-2 に示すとおり，多様性及び位置的分散を図った設計とす

る。 

ポンプについては，廃棄物処理建屋に設置された格納容器下部

注水系（常設）の復水移送ポンプに対し，格納容器下部注水系（可

搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は廃棄物処理建屋から

離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源については，格納容器下部注水系（常設）は復水貯蔵槽，

格納容器下部注水系（可搬型）は代替淡水源（淡水貯水池及び防

火水槽）とすることで，異なる水源を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駆動電源については，格納容器下部注水系（常設）の復水移送

ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備（第

一ガスタービン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（電源車）

からの給電による電動機駆動とし，格納容器下部注水系（可搬型）

の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）をディーゼルエンジンによる

駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

3.8.2.1.3 格納容器下部注水系の多重性又は多様性及び独立性，

位置的分散 

  格納容器下部注水系は，格納容器下部注水系（常設）及び格

納容器下部注水系（可搬型）を設置することにより，第 3.8－2

表に示すとおり，それぞれに対し多様性及び位置的分散を図る

設計としている。 

  格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，

常設低圧代替注水系格納槽内に設置することで，屋外の西側及

び南側保管場所に保管された格納容器下部注水系（可搬型）の

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプと位

置的分散を図る設計としている。 

 

 

 

 

  格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプは，

冷却水が不要な自然冷却とすることで，自己冷却である格納容

器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬

型代替注水大型ポンプに対し多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプの

駆動源は，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置

又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車を用

いるのに対し，格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注

水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，電源を必要と

しないディーゼルエンジン駆動とすることで，多様性を有する

3.8.2.1.3 ペデスタル代替注水系（常設）の多重性又は多様性及

び独立性，位置的分散の確保 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同

時に機能が損なわれるおそれがないよう，表 3.8-2に示すとおり，

多様性及び位置的分散を図った設計とする。 

ポンプについては，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽内に設置されたペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子

炉代替注水ポンプに対し，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は原子炉建物外

の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保

管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図った設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

水源については，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉

代替注水槽，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替

スプレイ系（可搬型）は代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２））とすることで，異なる水源を使用する設計とす

る。 

 

また，ペデスタル代替注水系（常設）及び格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）は，格納容器スプレイ・ヘッダによるドライウェ

ル内へのスプレイにより原子炉格納容器下部へ注水することで，

原子炉格納容器下部に直接注水するペデスタル代替注水系（可搬

型）の流路に対して独立性を有する設計とする。 

 

駆動電源については，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原

子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備（ガスタービン発電機）からの給電による電動機駆動と

し，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ

系（可搬型）の大量送水車をディーゼルエンジンによる駆動とす

ることで，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.8-2に記載 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違により，格納

容器代替スプレイ系（可

搬型）を含めた独立性を

記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 
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なお，下部ドライウェル注水流量調節弁と下部ドライウェル注

水ライン隔離弁については，多重性及び位置的分散を図った非常

用所内電気設備又は代替所内電気設備を経由し常設代替交流電源

設備（第一ガスタービン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（電

源車）から給電が可能な設計としている。 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）

の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常

設代替交流電源設備（第一ガスタービン発電機）又は可搬型代替

交流電源設備（電源車）からの給電による遠隔操作に対して多様

性を有する設計とする。また，格納容器下部注水系（常設）及び

格納容器下部注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を

経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して

独立性を有する設計とする。 

 

 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）

の独立性については，表 3.8-3 に示すとおり，地震，津波，火災

及び溢水により同時に故障することを防止するために独立性を確

保する設計とする。 

設計としている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 格納容器下部注水系（常設）と格納容器下部注水系（可搬型）

の独立性については，第 3.8－3表で示すとおり，地震，津波，

火災及び溢水による共通要因故障を防止するために，独立性を

有する設計とする。 

 

建屋内の配管等の静的機器は，可能な限り独立性を有する設

計とする。 

 

 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

及び可搬型代替注水大型ポンプは，故障時及び保守点検時の予

 

 

 

 

 

 

なお，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲド

ライウェル第２スプレイ弁，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２スプレ

イ弁，ＦＬＳＲ注水隔離弁及びＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁

については，多重性及び位置的分散を図った非常用所内電気設備

又は代替所内電気設備を経由し常設代替交流電源設備（ガスター

ビン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）から

給電が可能な設計としている。 

 

 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを

設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備（ガ

スタービン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（高圧発電機車）

からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。

また，ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可

搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，代替

所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で

系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電す

る系統に対して独立性を有する設計とする。 

 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の独立性については，表

3.8-3 に示すとおり，地震，津波，火災及び溢水により同時に故

障することを防止するために独立性を確保する設計とする。 

 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑩の相違 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も同様の

設計としている 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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備を有する設計とする。 島根２号炉の大量送

水車についても，故障時

及び保守点検時の予備

を有する 

 

表 3.8-2 格納容器下部注水系の多様性及び位置的分散 

 

 

第 3.8－2表 格納容器下部注水系の多様性及び位置的分散 

 

 

表 3.8-2 ペデスタル代替注水系の多様性及び位置的分散 

項目 
ペデスタル代替注水系

（常設） 

ペデスタル代替注

水系（可搬型） 

格納容器代替スプ

レイ系（可搬型） 

ポンプ 低圧原子炉代替注水ポ

ンプ 
大量送水車 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ格納槽 
屋外 

水源 
低圧原子炉代替注水槽 

代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）） 

低圧原子炉代替 

注水ポンプ格納槽 
屋外 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑方式 油浴方式 不要 

冷却水 不要（自滑水） 不要 

駆動電源 

常設代替交流電源設備 

（ガスタービン発電

機） － 

ガスタービン 

発電機建物 

地上１階 
 

・設備の相違 

 

表 3.8-3 格納容器下部注水系の独立性 

 

第 3.8－3表 格納容器下部注水系の独立性 

項目 
格納容器下部注水系 

（常設） 

格納容器下部注水系 

（可搬型） 

共
通
要
因
故
障 

地震 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）を構成

する機器類は，基準地震動Ssに対し機能を維持できる設計とすること

で，地震が共通要因となり故障することのない設計とする。 

津波 

格納容器下部注水系（常設）は，防潮堤及び浸水防止設備を設置するこ

と，格納容器下部注水系（可搬型）は，高台の可搬型設備保管場所へ配

備することで，津波が共通要因となり故障することのない設計とする。 

火災 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）を構成

する機器類は，火災が共通要因となり故障することのない設計とする。

（「共－7 重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針について」

に示す。） 

溢水 

格納容器下部注水系（常設）及び格納容器下部注水系（可搬型）を構成

する機器類は，溢水が共通要因となり故障することのない設計とする。

（「共－8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について」

に示す。） 

 

 

表 3.8-3 ペデスタル代替注水系の独立性 

項目 

ペデスタル代替注水

系 

（常設） 

ペデスタル代替注水

系 

（可搬型） 

格納容器代替スプレイ

系 

（可搬型） 

共
通
要
因
故
障 

地震 ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及

び格納容器代替スプレイ系（可搬型）を構成する機器類は基準地震動

Ｓｓに対し機能を維持できる設計とすることで，地震が共通要因とな

り故障することのない設計とする。  

津波 ペデスタル代替注水系（常設）を設置する低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽と，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）を保管する第２，３保管エリア又は第４保管エリアは，

共に基準津波が到達しないことから，津波が共通要因となり故障する

ことのない設計とする。 

火災 ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及

び格納容器代替スプレイ系（可搬型）を構成する機器類は，火災が共

通要因となり故障することのない設計とする（「共-7 重大事故等対処

設備の内部火災に対する防護方針について」に示す）。 

溢水 ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及

び格納容器代替スプレイ系（可搬型）を構成する機器類は，溢水が共

通要因となり故障することのない設計とする（「共-8 重大事故等対処

設備の内部溢水に対する防護方針について」に示す）。 

 

 

・設備の相違 
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3.8.2.1.4  設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.8.2.1.4.1  設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項一） 

 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（常設）の復水移送ポンプは，廃棄物処

理建屋内に設置している設備であることから，想定される重大

事故等時における，廃棄物処理建屋内の環境条件及び荷重条件

を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下

の表 3.8-4 に示す設計とする。 

 

なお，コリウムシールドは，格納容器下部に設置している設

備であることから，想定される重大事故等時における，格納容

器下部の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発

揮することができる設計とする。 

 

復水移送ポンプの操作は，想定される重大事故等時におい

て，中央制御室の操作スイッチから可能な設計とする。 

（51-3，51-4） 

 

3.8.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.8.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポン

プは，常設低圧代替注水系格納槽内に設置する設備である

ことから，重大事故等時における，常設低圧代替注水系格

納槽内の環境条件を考慮し，第 3.8－4 表に示す設計とす

る。 

 

格納容器下部注水系（常設）のコリウムシールドは，格

納容器内に設置する設備であることから，重大事故等時に

おける，格納容器内の環境条件を考慮し，第 3.8－5表に示

す設計とする。 

（51－3－1～8，51－10－4） 

3.8.2.1.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.8.2.1.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に

対処するために必要な機能を有効に発揮するものである

こと。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水

ポンプは，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し

ている設備であることから，想定される重大事故等時に

おける，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の環境条件

及び荷重条件を考慮し，表 3.8-4に示す設計とする。 

 

なお，コリウムシールドは，原子炉格納容器下部に設

置している設備であることから，想定される重大事故等

時における，原子炉格納容器下部の環境条件及び荷重条

件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる設

計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大

事故等時において，中央制御室の操作スイッチから可能

な設計とする。 

（51-3，51-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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表 3.8-4 想定する環境条件及び荷重条件 

 

第 3.8－4表 想定する環境条件（常設低圧代替注水系ポンプ） 

 

 

 

 

 

第 3.8－5表 想定する環境条件（コリウムシールド） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.8-4 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用

する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けな

い。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時海水を通

水しない）。なお，原子炉格納容器下部への注水は，可能な

限り淡水源を優先し，海水通水は短期間とすることで，設備

への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示

す）。 

風（台風）・積雪 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機

能が損なわれない設計とする。 
 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7と同様に，ＳＡ事象

と重畳する自然現象の

規模を検討し，環境条件

として地震，風（台風），

凍結，降水，積雪を考慮

することとしている 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も想定さ

れる重大事故等時にお

ける原子炉格納容器下

部の環境条件及び荷重

条件を考慮した設計と

している 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項二） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）を運転する場合は，復水補

給水系バイパス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の

全閉操作を実施し，復水移送ポンプを起動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後，格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容

器下部への注水の系統構成として，下部ドライウェル注水

流量調節弁と下部ドライウェル注水ライン隔離弁の開操

作を実施し，注水を行う。 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性に

ついて」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の運転に必要なポンプ及び

弁を第 3.8－6表に示す。 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポン

プ及び代替淡水貯槽を使用したペデスタル（ドライウェル

部）への注水を行う系統は，中央制御室のスイッチで操作

が可能とすることで，重大事故等時の操作が確実に行える

設計とする。 

 

格納容器下部注水系（常設）を運転する場合は，中央制

御室からのスイッチ操作で，常設低圧代替注水系ポンプを

起動し，代替淡水貯槽への循環運転状態とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後，中央制御室からのスイッチ操作で，常設低圧代替

注水系系統分離弁，格納容器下部注水系ペデスタル注水弁，

格納容器下部注水系ペデスタル注入ライン隔離弁，格納容

器下部注水系ペデスタル注入ライン流量調整弁及び格納容

器下部注水系ペデスタル注水流量調整弁を開とし，ペデス

タル（ドライウェル部）への注水を行う設計とする。 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（常設）を運転する場合は，低

圧原子炉代替注水ポンプを起動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後，ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格

納容器下部への注水の系統構成として，Ａ－ＲＨＲドラ

イウェル第１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２

スプレイ弁，ＦＬＳＲ注水隔離弁の開操作を実施し，注

水を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，次頁の

上から１段落目に記載 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も中央制

御室からの操作が可能

な設計としている 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のペデス

タル代替注水系（常設）

は，SA専用系統であり，

待機状態において常用

系統と隔離された設計

であり，起動前の他系統

との隔離操作は不要で

ある（以下，⑥の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 
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また，復水移送ポンプの水源確保として復水補給水系常／

非常用連絡 1 次止め弁と復水補給水系常／非常用連絡 2 

次止め弁の開操作を実施する。 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）の操作に必要なポンプ及び操

作に必要な弁を表 3.8-5に示す。 

 

 

 

このうちタービン建屋負荷遮断弁，下部ドライウェル注

水流量調節弁と下部ドライウェル注水ライン隔離弁（7号

炉のみ）については，中央制御室の格納容器補助盤からの

遠隔操作で弁を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

6 号炉の下部ドライウェル注水ライン隔離弁について

は，原子炉建屋地上 3 階（原子炉建屋内の原子炉区域外）

に設置している AM用切替盤より，配線用しゃ断器の「入」

「切」操作にて電源を切り替えた後，近傍に設置している

AM 用操作盤のスイッチ操作により，遠隔で弁を開閉する

ことが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

復水補給水系常／非常用連絡 1次止め弁，復水補給水系常

／非常用連絡 2次止め弁については，廃棄物処理建屋地下

3 階（原子炉建屋内の原子炉区域外）に設置されており，

設置場所での手動操作で開閉することが可能な設計とす

る。 

また，復水移送ポンプについては，中央制御室にある復

水移送ポンプの操作スイッチからのスイッチ操作で起動

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（常設）の操作に必要なポンプ及

び操作に必要な弁を表 3.8-5に示す。 

 

 

 

このうちＦＬＳＲ注水隔離弁については，中央制御室

の重大事故操作盤からの遠隔操作で弁を開閉することが

可能な設計とする。 

 

 

 

Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲ

ドライウェル第２スプレイ弁については，原子炉建物付

属棟３階に設置しているＳＡ電源切替盤より，配線用し

ゃ断器の「入」「切」操作にて電源を切り替えた後，中央

制御室に設置している重大事故操作盤のスイッチ操作に

より，遠隔で弁を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，低圧原子炉代替注水ポンプについては，中央制

御室にある低圧原子炉代替注水ポンプの操作スイッチか

らのスイッチ操作で起動する設計とする。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は水源確

保のための操作不要（以

下，⑦の相違） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は前頁の上

から３段落目に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，系統構

成に必要な弁の操作が，

中央制御室の操作スイ

ッチにより可能（以下，

⑧の相違） 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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中央制御室の操作スイッチ，原子炉建屋地上 3 階（原

子炉建屋内の原子炉区域外）の AM 用操作盤の操作スイッ

チ（6号炉のみ）及び廃棄物処理建屋地下 3階の弁を操作

するにあたり，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十

分な操作空間を確保する。また，それぞれの操作対象につ

いては銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作及

び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

（51-3，51-4） 

常設低圧代替注水系ポンプの起動・停止及び運転状態並

びに電動弁の開閉状態については，中央制御室の表示灯・

操作画面等で視認可能な設計とし，中央制御室における監

視又は試験・検査等にて確認可能な設計とする。 

 

 

 

 

また，中央制御室のスイッチ操作に当たり，運転員等の操

作性を考慮して十分な操作空間を確保する。スイッチは，

機器の名称等を表示した銘板の取付け又は画面表示等によ

り，運転員の操作性及び監視性を考慮して確実に操作でき

る設計とする。 

（51－4－1～3，51－7－1～5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室の操作スイッチ，原子炉建物付属棟３階に

あるＳＡ電源切替盤の配線用しゃ断器を操作するにあた

り，運転員のアクセス性，操作性を考慮して十分な操作

空間を確保する。また，それぞれの操作対象については

銘板をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監

視性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

 

（51-3，51-4） 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も中央制

御室に設置している重

大事故操作盤により確

認可能な設計としてい

る 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 
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表 3.8-5 操作対象機器 

 

 

第 3.8－6表 操作対象機器 

 
 

表 3.8-5 操作対象機器 

機器名称 状況の変化 操作場所 操作方法 

Ａ－低圧原子炉代替

注水ポンプ 
起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

Ｂ－低圧原子炉代替

注水ポンプ 
起動・停止 中央制御室 スイッチ操作 

ＳＡ電源切替盤 受電元の切替 
原子炉建物付属棟 

３階 

配線用しゃ断器

操作 

Ａ－ＲＨＲドライウ

ェル第１スプレイ弁 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

Ａ－ＲＨＲドライウ

ェル第２スプレイ弁 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 
 

・設備の相違 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第１項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

格納容器下部注水系（常設）は，表 3.8-6に示すように

発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び弁

動作試験を，また，停止中に分解検査，外観検査が可能な

設計とする。 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）の復水移送ポンプは，発電

用原子炉の停止中にケーシングカバーを取り外して，ポン

プ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する分解検

査が可能な設計とする。 

 

 

 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性に

ついて」に示す。 

 

格納容器下部注水系（常設）の試験検査を第 3.8－7表に

示す。 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポン

プは，発電用原子炉運転中に機能・性能検査及び弁動作確

認を，また，発電用原子炉停止中に機能・性能検査，弁動

作確認及び分解検査が可能な設計とする。 

 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポン

プは，発電用原子炉停止中に分解検査として，発電用原子

炉停止中にケーシングカバーを取り外して，ポンプ部品（主

軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する分解検査が可能な

設計とする。 

  

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）は，表 3.8-6に示すように

発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験を，また，

停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポン

プは，発電用原子炉の停止中にケーシングカバーを取り外し

て，ポンプ部品（主軸，軸受，羽根車等）の状態を確認する

分解検査が可能な設計とする。 
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また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，復水貯蔵槽

を水源とし，復水移送ポンプを起動させサプレッション・

チェンバへ送水する試験を行うテストラインを設けるこ

とで，格納容器下部注水系（常設）の機能，性能及び漏え

いの有無の確認が可能な設計とする。なお，このテストラ

インに含まれない下部ドライウェル注水流量調節弁と下

部ドライウェル注水ライン隔離弁については，開閉動作を

確認可能な構成とすることで弁動作試験が確認可能な設

計とする。 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確認

可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験に

より，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な設

計とする。また，目視により，性能に影響を及ぼすおそれ

のあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設

計とする。 

 

また，格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水

系ポンプは，吐出配管にテストラインを設け，発電用原子

炉運転中又は停止中に機能・性能検査として，代替淡水貯

槽を水源とした循環運転を行うことで，ポンプの吐出圧

力・流量の確認に加え，運転時の振動，異音，異臭及び漏

えいの確認が可能な設計とする。弁については，発電用原

子炉運転中又は停止中に弁動作確認を実施することで弁開

閉動作の確認が可能な設計とする。ポンプ及び系統配管・

弁については，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が

可能な設計とする。 

 

格納容器下部注水系（常設）のコリウムシールドは，発

電用原子炉停止中に外観検査として，外観の確認が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，低圧原子炉代

替注水槽を水源とし，低圧原子炉代替注水ポンプを起動させ

低圧原子炉代替注水槽へ送水する試験を行うテストラインを

設けることで，ペデスタル代替注水系（常設）の機能，性能

及び漏えいの有無の確認が可能な系統設計とする。なお，Ｆ

ＬＳＲ注水隔離弁から原子炉格納容器までのラインについて

は，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停止中

にＦＬＳＲ注水隔離弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第１スプレ

イ弁，及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁の機能・

性能試験を実施することで弁開閉動作の確認が可能な設計と

する。 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.8-6に記載 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，次頁の

上から３段落目に記載 

表 3.8-6 格納容器下部注水系（常設）の試験及び検査 

 

 

第 3.8－7表 格納容器下部注水系（常設）の試験検査 

 

（51－5－1～3） 

 

表 3.8-6 ペデスタル代替注水系（常設）の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

運転中 機能・性能試験 
運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能試験 
運転性能，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 
ポンプを分解し，部品の表面状態を，試験及び

目視により確認 

外観検査 ポンプ外観の確認 
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運転性能の確認として，復水移送ポンプの吐出圧力，系

統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が

可能な設計とする。 

 

 

復水移送ポンプを構成する部品の表面状態の確認とし

て，浸透探傷試験により性能に影響を及ぼす指示模様がな

いこと，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，

割れ等がないことの確認が可能な設計とする。 

復水移送ポンプの外観検査として，傷や漏えい跡の確認

が可能な設計とする。 

 運転性能の確認として，低圧原子炉代替注水ポンプの吐

出圧力，系統（ポンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏え

いの確認が可能な設計とする。 

 

 

低圧原子炉代替注水ポンプを構成する部品の表面状態の

確認として，浸透探傷試験により性能に影響を及ぼす指示

模様がないこと，目視により性能に影響を及ぼすおそれの

ある傷，割れ等がないことの確認が可能な設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの外観検査として，傷や漏え

い跡の確認が可能な設計とする。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は前頁の上

から２段落目に記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は前頁の上

から１段落目に記載 

なお，コリウムシールドは表 3.8-7に示すように発電用

原子炉停止中に外観検査が可能な設計とする。 

 

 

 

表 3.8-7コリウムシールドの試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 

項目 内容 

停止中 外観検査 コリウムシールド外観の確認 

 

コリウムシールドの外観検査として，著しい損傷の有無

の確認が可能な設計とする。 

（51-5） 

 なお，コリウムシールドは表 3.8-7 に示すように発電用

原子炉停止中に外観検査が可能な設計とする。 

 

 

 

表 3.8-7 コリウムシールドの試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

停止中 外観検査 コリウムシールド外観の確認 

 

コリウムシールドの外観検査として，著しい損傷の有無

の確認が可能な設計とする。 

（51-5） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は前頁の上

から３段落目に記載 

 

・記載方針の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機能を備えるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 
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格納容器下部注水系（常設）は，復水移送ポンプを通常

時に使用する系統である復水補給水系から重大事故等に

対処するために系統構成を切り替えて使用する。切替え操

作としては，復水補給水系のバイパス流防止としてタービ

ン建屋負荷遮断弁の全閉操作を行い，復水移送ポンプの起

動操作を実施し，格納容器下部へ注水するために下部ドラ

イウェル注水流量調節弁と下部ドライウェル注水ライン

隔離弁の開操作を行う。 

 

 

 

 

 

なお，復水貯蔵槽から復水移送ポンプに移送するライン

（復水移送ポンプ吸込ライン）は，復水貯蔵槽の中部（常

用ライン），下部（非常用ライン）の 2 通りがある。通常

運転時は中部（常用ライン）を使用しているため，長期運

転を見込み，復水貯蔵槽を水源として確保するため，復水

補給水系常/非常用連絡 1次止め弁，復水補給水系常/非常

用連絡 2次止め弁の開操作を行い，復水移送ポンプ吸込ラ

インを下部（非常用ライン）に切り替える。ただし，復水

移送ポンプ起動当初は復水貯蔵槽水位は確保されている

ため，本切替え操作は格納容器下部注水系（常設）による

格納容器下部への注水が開始された後に実施することと

する。 

 

また，格納容器下部注水のバイパス流を防止するため，

格納容器下部注水系（常設）の主流路からの分岐部につい

ては，主流路から最も近い弁（第一止め弁）で閉止する運

用とする。事故時の対応に支障を来たす等の理由から第一

止め弁が閉止できないライン（非常用炉心冷却系ポンプ封

水ライン等）についても，格納容器下部注水のバイパス流

を防止するため，第一止め弁以降の弁で閉止されたバウン

ダリ構成とし，このバウンダリ範囲においては，適切な地

震荷重との組合せを考慮した上でバウンダリ機能が喪失

しない設計とする。 

 

 

格納容器下部注水系（常設）は，本来の用途以外の用途

には使用しない。 

（51－4－1～3） 

ペデスタル代替注水系（常設）は，残留熱除去系と共

用する格納容器スプレイライン以外については，重大事

故等対処設備として使用されるため，本来の用途以外は

使用しない。 

本来の用途以外の用途としてペデスタル代替注水系

（常設）に使用する残留熱除去系の配管ラインについて

は，通常時の隔離された系統構成からペデスタル代替注

水系（常設）に切り替えるために表 3.8-5 で示す弁操作

を行う。 

ＳＡ電源切替盤の操作については図 3.8-2 で示すタイ

ムチャートのとおり速やかに切り替えることが可能であ

る。 

（51-4，51-10） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の格納容

器代替スプレイ系（常

設）は，SA 専用設備と

して設置する 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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格納容器下部注水系（常設）である復水移送ポンプの起

動及び系統の切替えに必要な弁については，中央制御室及

び原子炉建屋 3階（原子炉建屋内の原子炉区域外）に設置

している AM 用切替盤から遠隔操作する設計とすること

で，図 3.8-2 で示すタイムチャートのとおり速やかに切

り替えることが可能である。 

系統の切替えに必要な弁のうちタービン建屋負荷遮断

弁，下部ドライウェル注水流量調節弁と下部ドライウェル

注水ライン隔離弁（7 号炉のみ）については，中央制御室

から遠隔で弁を開閉することが可能である。 

系統の切替えに必要な弁のうち，下部ドライウェル注水

ライン隔離弁（6 号炉のみ）については，原子炉建屋地上

3 階（原子炉建屋内の原子炉区域外）に設置している AM

用切替盤より，配線用しゃ断器の「入」「切」操作にて電

源を切り替えた後，近傍に設置している AM 用操作盤のス

イッチ操作により，遠隔で弁を開閉することが可能であ

る。 

 

また，復水補給水系常/非常用連絡 1 次止め弁，復水補

給水系常/非常用連絡 2 次止め弁は，手動弁として廃棄物

処理建屋地下 3階に設置されており，現場の手動操作で開

操作を行う。この操作は，長期運転を見込み，復水貯蔵槽

を水源として確保するために実施する操作であり，格納容

器下部への注水開始後に実施することとし，図 3.8-2 で示

すタイムチャートのとおり速やかに切替え可能である。        

（51-4，51-10） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

図 3.8-2 格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下

部への注水 タイムチャート* 

 

 

  

 

 

 

 

図 3.8-2 ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロード

センタ及びＳＡコントロールセンタ受電（ガスタービン発電機に

よるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合） 

タイムチャート* 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

手順の項目

ガスタービン発電機起動，ＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ａ系）

移動，ＳＡ電源切替盤操作（Ｂ系）

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

 ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ
及びＳＡコントロールセンタ受電

（ＳＡ電源切替盤による負荷への受電の場合）
（中央制御室による起動）

中央制御室運転員Ａ １

現場運転員Ｂ，Ｃ ２

10分 ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電
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＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついて 1.8で示すタイムチャート 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につ

いての 1.14で示すタイムチャート 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第１項五） 

(ⅰ)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）は，通常時は下部ドライウ

ェル注水流量調節弁と下部ドライウェル注水ライン隔離

弁を閉止することで隔離する系統構成としており，原子炉

格納容器に対して悪影響を及ぼさない設計とする。また，

格納容器下部注水系（常設）を用いる場合は，弁操作等に

よって，通常時の系統構成から重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

隔離弁については表 3.8-8に示す。 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）は，代替格納容器スプレイ

系（常設）と同時に使用する可能性があるため，各々の必

要流量が確保可能な設計とする。各々の必要流量とは，原

子炉格納容器下部への注水を行う場合において，原子炉圧

力容器の破損前は格納容器下部注水系（常設）90m3/h，代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）70m3/hであり，原子炉

圧力容器の破損後は，格納容器下部注水系（常設）は崩壊

熱相当の注水量（最大 50m3/h），代替格納容器スプレイ冷

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（常設）の他系統との隔離弁を第 3.8

－8表に示す。 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）は，通常待機時は，格納容

器下部注水系ペデスタル注水弁，格納容器下部注水系ペデ

スタル注入ライン隔離弁を閉止しておくことで他の系統と

隔離する系統構成としており，格納容器及び消火系に対し

て悪影響を及ぼさない設計とする。また，格納容器下部注

水系（常設）を用いる場合は，弁操作によって，通常待機

時の系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成と

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（常設）は，通常時はＦＬＳＲ

注水隔離弁を閉止することで隔離する系統構成としてお

り，残留熱除去系に対して悪影響を及ぼさない設計とす

る。また，ペデスタル代替注水系（常設）を用いる場合

は，弁操作等によって，通常時の系統構成から重大事故

等対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

隔離弁については表 3.8-8に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

下に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は２段落上

に記載 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のペデス

タル代替注水系（常設）

は，他の機能と同時使用

は行わない 
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却系（常設）130m3/h であり，これらの必要流量を確保可

能な設計とする。 

なお，コリウムシールドは，コリウムシールド下部に漏

えい検出用のスリットを設ける設計とすることで，原子炉

格納容器下部に設置されているドライウェル高電導度廃

液サンプの漏えい検出機能に対して悪影響を及ぼさない

設計とする。 

（51-3，51-4，51-10） 

 

 

コリウムシールドは，他の設備と独立して設置すること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，コ

リウムシールド内に設置する機器ドレンサンプ及び床ドレ

ンサンプの排水経路は，十分な排水流量を確保することで，

原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えい

検出機能に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

（51－4－1，2，51－10－1～15） 

 

 

 

なお，コリウムシールドは，漏えい検出用のスリット

を設ける設計とすることで，原子炉格納容器下部に設置

されているドライウェル床ドレンサンプの漏えい検出機

能に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

（51-3，51-4，51-10） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

コリウムシールドの

構造が異なる 

表 3.8-8 他系統との隔離弁 

 

 

第 3.8－8表 他系統との隔離弁 

 

  

表 3.8-8 他系統との隔離弁 

取合系統 系統隔離弁 駆動方式 動作 

残留熱除去系 ＦＬＳＲ注水隔離弁 電動駆動 
通常時閉 

電源喪失時アズイズ 
 

・設備の相違 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の系統構成に操作が必要な

機器の設置場所，操作場所を表 3.8-9に示す。このうち，

中央制御室で操作する復水移送ポンプ，下部ドライウェル

注水流量調節弁と下部ドライウェル注水ライン隔離弁（7

号炉のみ），タービン建屋負荷遮断弁は，操作位置の放射

線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。原

子炉建屋地上 3 階で操作する下部ドライウェル注水ライ

ン隔離弁（6号炉のみ）は，原子炉建屋内の原子炉区域外

に AM用切替盤，AM用操作盤が設置されており，操作位置

の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能で

ある。復水補給水系常/非常用連絡 1 次止め弁，復水補給

水系常/非常用連絡 2 次止め弁は，廃棄物処理建屋地下 3 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

格納容器下部注水系（常設）の系統構成のために操作が

必要な機器の設置場所，操作場所を第 3.8－9表に示す。 

常設低圧代替注水系ポンプ，常設低圧代替注水系系統分

離弁，格納容器下部注水系ペデスタル注水弁，格納容器下

部注水系ペデスタル注入ライン隔離弁，格納容器下部注水

系ペデスタル注入ライン流量調整弁及び格納容器下部注水

系ペデスタル注水流量調整弁は，原子炉建屋原子炉棟又は

常設低圧代替注水系格納槽内に設置されるが，中央制御室

からの遠隔操作を可能な設計とすることで，操作場所の放

射線量が高くなるおそれが少ない設計する。 

（51－3－1～8，51－4－1，2） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設）の系統構成に操作が必要

な機器の設置場所，操作場所を表 3.8-9に示す。このうち，

中央制御室で操作する低圧原子炉代替注水ポンプ，ＦＬＳ

Ｒ注水隔離弁は，操作位置の放射線量が高くなるおそれが

少ないため操作が可能である。Ａ－ＲＨＲドライウェル第

１スプレイ弁，Ａ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁

は，中央制御室に重大事故操作盤，原子炉建物付属棟３階

にＳＡ電源切替盤が設置されており，操作位置の放射線量

が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

（51-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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階での操作となり，原子炉建屋外であるため，操作位置の

放射線量が高くなるおそれが少なく操作が可能である。こ

れらの操作が可能な配置設計とする。 

（51-3） 

⑦の相違 

 

表 3.8-9 操作対象機器設置場所 

 

 

第 3.8－9表 操作対象機器設置場所 

 
 

表 3.8-9 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－低圧原子炉代替注水

ポンプ 

低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽 
中央制御室 

Ｂ－低圧原子炉代替注水

ポンプ 

低圧原子炉代替注水ポンプ

格納槽 
中央制御室 

ＳＡ電源切替盤 原子炉建物付属棟３階 原子炉建物付属棟３階 

Ａ－ＲＨＲドライウェル

第１スプレイ弁 
原子炉建物原子炉棟２階 中央制御室 

Ａ－ＲＨＲドライウェル

第２スプレイ弁 
原子炉建物原子炉棟２階 中央制御室 

ＦＬＳＲ注水隔離弁 原子炉建物原子炉棟１階 中央制御室 
 

・設備の相違 

3.8.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（常設）の復水移送ポンプは，設計

基準対象施設の復水補給水系と兼用しており，設計基準対

象施設としてのポンプ流量が，想定される重大事故等時に

おいて，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却する

ために必要な注水流量に対して十分であるため，設計基準

対象施設と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

3.8.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポン

プ及び代替淡水貯槽は，炉心の著しい損傷が発生した場合

において原子炉格納容器の破損を防止するためにペデスタ

ル（ドライウェル部）への注水に必要な注水量を有する設

計とする。 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(１) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するも

のであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水

ポンプは，想定される重大事故等時において，原子炉格

納容器の下部に落下した溶融炉心を冷却するために必要

な注水流量を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のペデス

タル代替注水系（常設）

は，SA 専用設備として

設置する 
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注水流量としては，格納容器破損防止の評価事故シーケ

ンスのうち，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱に

係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類

十）において，有効性が確認されている原子炉格納容器下

部への注水流量が約2時間で 180m3であることから，90m3/h

で注水可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な注水量としては，格納容器破損防止の重要事故シ

ーケンスのうち，溶融炉心・コンクリート相互作用に係る

有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）

において，有効性が確認されているペデスタル（ドライウ

ェル部）への注水流量が 80m３／h であることから，1 台で

約 200m３／h を送水可能な常設低圧代替注水系ポンプを 2

台使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）は，代替格納容器スプレイ

冷却系（常設）と同時に使用する場合を考慮して，各々の

必要流量を確保できる設計とする。原子炉圧力容器破損段

階での必要流量は，格納容器下部注水系に必要な流量 80m３

／h と代替格納容器スプレイ冷却系に必要な流量 300m３／h

の合計 380m３／h，原子炉圧力容器破損段階での対応後の段

階での必要流量は，格納容器下部注水系に必要な流量 80m３

／h と代替格納容器スプレイ冷却系に必要な流量 130m３／h

の合計 210m３／h，使用済燃料プール冷却復旧操作段階での

必要流量は，格納容器下部注水系に必要な流量 80m３／h と

代替燃料プール注水系に必要な流量 114m３／h の合計 194m

注水流量としては，格納容器破損防止の重要事故シー

ケンスのうち，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

熱に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添

付書類十）において，有効性が確認されている原子炉格

納容器下部への注水流量が 120m3/h であることから，

200m3/hで注水可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

東海第二は，MCCI の

対策である原子炉圧力

容器破損後におけるペ

デスタル（ドライウェル

部）への注水に必要な流

量を設定根拠としてい

るのに対し，島根２号炉

は，原子炉圧力容器破損

に備えた原子炉格納容

器下部への水張りのた

めに必要な注水流量を

設定根拠としており，代

表的に格納容器破損モ

ードとして DCH を記載

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の仕様が異なり，

有効性が確認されてい

る注水流量も異なる 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のペデス

タル代替注水系（常設）

は，他の機能と同時使用

は行わない 
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原子炉格納容器下部に注水する場合の復水移送ポンプ

は，原子炉格納容器下部に注水する場合の水源（復水貯蔵

槽）と注水先（原子炉格納容器）の圧力差，静水頭，機器

圧損，配管及び弁類の圧損を考慮し，復水移送ポンプ 1台

運転で注水流量 90m3/h達成可能な揚程で設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コリウムシールドは，原子炉格納容器下部に落下した溶

融炉心が，ドライウェル高電導度廃液サンプ及びドライウ

ェル低電導度廃液サンプへ流入することを抑制するため

に必要な厚さ及び高さを有する設計とする。 

（51-6，51-10） 

３／hが必要となる。 

 

揚程は，有効性が確認されているペデスタル（ドライウ

ェル部）への注水量で注水を実施する場合の系統圧損（水

源（代替淡水貯槽）と注水先（格納容器）の圧力差，静水

頭，機器圧損，配管及び弁類の圧損）を考慮して，約 200m

を確保可能な設計とする。 

 

 

 

なお，代替淡水貯槽の容量の説明は，「3.13 重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備（設置許可基準規則第 56

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

格納容器下部注水系（常設）のコリウムシールドは，原

子炉圧力容器下部から落下する溶融炉心を全量保有するた

めに必要な高さを有する設計とする。また，溶融炉心とペ

デスタル（ドライウェル部）のコンクリートの相互作用に

よる侵食及び溶融炉心からコリウムシールドを介したペデ

スタル（ドライウェル部）のコンクリートへの熱影響を抑

制可能な設計とする。 

（51－6－1～5，21～25） 

 

 

 

原子炉格納容器下部に注水する場合の低圧原子炉代替

注水ポンプは，原子炉格納容器下部に注水する場合の水

源（低圧原子炉代替注水槽）と移送先（原子炉格納容器）

の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損を考慮

し，低圧原子炉代替注水ポンプ１台運転で注水流量

200m3/h達成可能な揚程で設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

コリウムシールドは，原子炉格納容器下部に落下した

溶融炉心が，ドライウェル機器ドレンサンプ及びドライ

ウェル床ドレンサンプへ流入することを抑制するために

必要な厚さを有する設計とする。 

（51-6，51-10） 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.8.2.1.2項に記載 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

コリウムシールドの

構造が異なる 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用するこ

とによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉

施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでな

い。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（常設）の復水移送ポンプ及びコリ

ウムシールドは，二以上の発電用原子炉施設において共用

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等に」に示す。 

 

敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，格

納容器下部注水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプ及

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでな

いこと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用する

ことによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が

向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原

子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限り

でない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水

ポンプ及びコリウムシールドは，二以上の発電用原子炉

 

添3.8-39



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

しない設計とする。 

 

びコリウムシールドは共用しない。 施設において共用しない設計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（常設）は常設重大事故緩和設備で

あり，可搬型重大事故緩和設備の格納容器下部注水系（可

搬型）に対し，多重性又は多様性及び独立性，位置的分散

を図る設計としている。これらの詳細については，

3.8.2.1.3の項に記載のとおりである。 

 

（51-2，51-3，51-4） 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第 2項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（常設）は，常設重大事故緩和設備

であり，可搬型重大事故緩和設備の格納容器下部注水系（可

搬型）に対し多様性，独立性及び位置的分散を図る設計と

している。これらの詳細については，3.8.2.1.3 項に記載

のとおりである。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 

条第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準

事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（常設）は常設重大事故緩和設

備であり，可搬型重大事故緩和設備のペデスタル代替注

水系（可搬型）に対し，多重性又は多様性及び独立性，

位置的分散を図る設計としている。これらの詳細につい

ては，3.8.2.1.3 の項に記載のとおりである。 

（51-2，51-3，51-4） 

 

 

3.8.2.2 格納容器下部注水系（可搬型） 

3.8.2.2.1  設備概要 

格納容器下部注水系（可搬型）は，炉心の著しい損傷が発生し

た場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，

原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却することを目的とし

て使用する。 

本系統は，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），電源設備（常設代

替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備），

水源である代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽），燃料補給設備

である軽油タンク，タンクローリ（4kL），流路である復水補給水

系の配管及び弁，ホース，並びに注水先である原子炉格納容器か

ら構成される。 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2 格納容器下部注水系（可搬型） 

3.8.2.2.1 設備概要 

格納容器下部注水系（可搬型）は，炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融

し，ペデスタル（ドライウェル部）に落下した炉心を冷却する

ことを目的として設置するものである。 

本系統は，可搬型代替注水中型ポンプ，水源である西側淡水

貯水設備，流路であるホース，低圧代替注水系配管・弁並びに

格納容器下部注水系配管・弁，燃料給油設備である可搬型設備

用軽油タンク，タンクローリ及び注入先である格納容器等から

構成される。 

 

 

 

 

また，水源を代替淡水貯槽とする場合は，可搬型代替注水大

型ポンプを使用する。 

 

3.8.2.2 ペデスタル代替注水系（可搬型） 

3.8.2.2.1 設備概要 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は，炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，

原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却することを目的とし

て使用する。 

本系統は，大量送水車，電源設備（常設代替交流電源設備，可

搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備），水源である代替淡水

源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）），燃料補給設備

であるガスタービン発電機用軽油タンク，非常用ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク，タンクローリ，流路であるペデスタル代替注水系の配

管及び弁，ホース，並びに注水先である原子炉格納容器から構成

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融炉心が

原子炉圧力容器から原子炉格納容器下部へと落下する場合に，ド

ライウェル高電導度廃液サンプ及びドライウェル低電導度廃液サ

ンプへの溶融炉心の流入を抑制する設計とする。更に格納容器下

部注水系（可搬型）を使用することにより，サンプ底面のコンク

リートの侵食を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダリに

接触することを防止するために，原子炉格納容器下部にコリウム

シールドを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コリウムシールドの設置許可基準規則第 43 条への適合状況につ

いては 3.8.2.1.4 の項で示す。 

 

本系統全体の概要図を図 3.8-3 に，本系統に属する重大事故等

対処設備を表 3.8-10に示す。 

 

 

 

 

 

 

本系統は，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）により，代替淡水

源（淡水貯水池及び防火水槽）の水を復水補給水系配管を経由し

て原子炉格納容器の下部へ注水することで落下した溶融炉心を冷

却できる設計とする。 

 

重大事故等時においては，西側淡水貯水設備を水源とした可

搬型代替注水中型ポンプによる送水又は代替淡水貯槽を水源と

した可搬型代替注水大型ポンプによる送水でペデスタル（ドラ

イウェル部）へ注水する機能を有する。 

 

 

なお，炉心損傷後に原子炉底部が破損し，溶融炉心が原子炉

からペデスタル（ドライウェル部）へと落下する場合に，溶融

炉心がペデスタル（ドライウェル部）に設置された格納容器ド

レンサンプに流入し局所的にコンクリートが侵食されることを

防止するため，格納容器ドレンサンプの形状を変更し，ペデス

タル（ドライウェル部）床面を平坦化するとともに，溶融炉心

によるコンクリート侵食影響及びペデスタル（ドライウェル部）

構造への熱影響を抑制するため，ペデスタル（ドライウェル部）

の床面及び壁面にコリウムシールドを設置する。 

 

コリウムシールドの耐熱材には，高い融点を有するジルコニア

を用い，また，コリウムシールドの形状については，全溶融炉

心がペデスタル（ドライウェル部）に落下したとしても，コリ

ウムシールドが破損することがない設計とする。 

 

 

なお，コリウムシールドについては，3.8.2.1.4.1 項及び

3.8.2.1.4.2項に詳細を示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の概要図を第 3.8－2図に，格

納容器下部注水系（可搬型）に属する重大事故等対処設備を第

3.8－10表に示す。 

本系統は，可搬型代替注水中型ポンプ 2 台により，西側淡水

貯槽の水をホース，低圧代替注水系配管及び格納容器下部注水

系配管を介して格納容器下部のペデスタル（ドライウェル部）

へ注水する。 

 

また，可搬型代替注水大型ポンプ 1 台により，代替淡水貯槽

の水をホース，低圧代替注水系配管及び格納容器下部注水系配

管を介して格納容器下部のペデスタル（ドライウェル部）へ注

水する。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融炉心が

原子炉圧力容器から原子炉格納容器下部へと落下する場合に，ド

ライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへ

の溶融炉心の流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダ

リに接触することを防止するために，原子炉格納容器下部にコリ

ウムシールドを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コリウムシールドの設置許可基準規則第 43 条への適合状況につ

いては 3.8.2.1.4の項で示す。 

 

本系統全体の概要図を図 3.8-3,4 に，本系統に属する重大事故

等対処設備を表 3.8-10に示す。 

 

 

 

 

 

 

本系統は，大量送水車により，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２））の水をペデスタル代替注水系配管を経由

して原子炉格納容器の下部へ注水することで落下した溶融炉心を

冷却できる設計とする。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

コリウムシールドの

構造が異なる 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉もコリウ

ムシールドの耐熱材に

はジルコニアを用いる 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 
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本系統の操作に当たっては，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

に付属の操作スイッチにより，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

を起動し運転を行う。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，ディーゼルエンジンによ

り駆動できる設計とし，燃料は，燃料補給設備である軽油タンク

及びタンクローリ（4kL）により補給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を使用する際に接続す

る外部接続口は，共通の要因によって接続することができなくな

ることを防止するために，位置的分散を図った建屋の複数の異な

る面に設置する。 

 

 

本系統の流路のうち，格納容器下部注水系（常設）の主流路へ

の合流以降は，格納容器下部注水系（常設）と同様の流路で構成

し，復水補給水系の配管，弁を経由して原子炉格納容器下部へ注

水する。格納容器下部注水系（常設）の主流路への合流以降につ

いては，「3.8.2.1 格納容器下部注水系（常設）」で示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

又は可搬型代替注水大型ポンプは，ディーゼルエンジンにて駆

動し，付属するスイッチにより起動できる設計とする。燃料は，

可搬型設備用軽油タンクからタンクローリを用いて給油できる

設計とする。 

 

 

また，防潮堤内側の取水箇所（淡水タンク及びＳＡ用海水ピ

ット）から取水可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

なお，水源については，「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備」に記載する。 

 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポンプ

又は可搬型代替注水大型ポンプを使用する際に接続する接続口

は，共通要因により接続することができなくなることを防止す

るため，原子炉建屋の異なる面（原子炉建屋東側及び西側）の

隣接しない位置に設置することで位置的分散を図る設計とす

る。 

 

本系統の操作に当たっては，大量送水車に付属の操作スイッチ

により，大量送水車を起動し運転を行う。 

大量送水車は，ディーゼルエンジンにより駆動できる設計とし，

燃料は，燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクからタンクローリにより補給で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，大量送水車を使用する際に接続する接続口は，共通の要

因によって接続することができなくなることを防止するために，

原子炉建物の外壁により隔離される原子炉建物内及び原子炉建物

外に複数箇所設置することで位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も防波壁

の内側の２号取水口か

ら取水可能な設計とし

ている 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.8-10の下欄に記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ペデス

タル代替注水系の常設

と可搬型で各々独立し

ているため，合流部はな

い 
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図 3.8-3 格納容器下部注水系（可搬型）系統概要図 

 

 

 

 

 

第 3.8－2 図 格納容器下部注水系（可搬型） 系統概要図 

代替淡水貯槽～原子炉建屋東側接続口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.8-3 ペデスタル代替注水系（可搬型）系統概要図（Ａ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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除去ポンプ 
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Ａ－残留熱除去系熱交換器 
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・水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設置方針を示す章）」で示す。 

・計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設置方針を示す章）」で示す。 

ペデスタル代替注水系（可搬型） 

【重大事故等対処設備】 
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原
子
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補
機
冷
却
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子
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補
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冷
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図 3.8-4 ペデスタル代替注水系（可搬型）系統概要図（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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・水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

・電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設置方針を示す章）」で示す。 

・計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設置方針を示す章）」で示す。 

ペデスタル代替注水系（可搬型） 

【重大事故等対処設備】 
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表 3.8-10 格納容器下部注水系（可搬型）に関する重大事故対処

設備一覧 

 

第 3.8－10表 格納容器下部注水系（可搬型）に関する重大事故

等対処設備一覧 

 
＊１：水源については，「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

＊２：電源設備については，「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対す

る設計方針に示す章）」で示す。 

＊３：計装設備については，「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

 

表 3.8-10 ペデスタル代替注水系（可搬型）に関する重大事故等

対処設備 

設備区分 設備名 

主要設備 大量送水車【常設】 

コリウムシールド【常設】※１ 

附属設備 ― 

水源※２ 輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

流路 ペデスタル代替注水系 配管・弁【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※３（燃料補

給設備を含む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

 緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※４ ペデスタル代替注水流量【常設】 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）【常設】 

ペデスタル水位【常設】 

ペデスタル温度（ＳＡ）【常設】 

ペデスタル水温度（ＳＡ）【常設】 

※１：コリウムシールドについては 3.8.2.1 ペデスタル代替注水系（常設）で示

す。 

※２：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置

許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※３：単線結線図を補足説明資料 51-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※４：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.8.2.2.2  主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.2 主要設備の仕様 

 

(1) 可搬型代替注水中型ポンプ 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

   型    式    うず巻形 

   容    量    約 210m３／h（1台当たり） 

   全  揚  程    約 100m 

   最高使用圧力    1.4MPa[gage] 

   最高使用温度    60℃ 

   原動機 出 力    約 147kW（1台当たり） 

   台    数    4（予備 1） 

   設 置  場 所    屋外 

   保 管 場 所    西側，南側保管場所及び予備機置場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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(1)可搬型代替注水ポンプ（A-2級）（6号及び 7号炉共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類      ：うず巻型 

容量      ：120m3/h/台 

吐出圧力    ：0.85MPa[gage] 

最高使用圧力  ：2.0MPa[gage] 

最高使用温度  ：60℃ 

個数      ：16（予備 1） 

設置場所    ：屋外 

保管場所    ：荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場

所並びに 5号炉東側第二保管場所 

原動機出力   ：100kW 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」で，コリウムシールドにつ

いては「3.8.2.1 格納容器下部注水系（常設）」で示す。 

(2) 可搬型代替注水大型ポンプ 

兼用する設備は，以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設

備 

・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

 

   型    式    うず巻形 

   容    量    約 1,320m３／h（1台当たり） 

   全  揚  程    約 140m 

   最高使用圧力    1.4MPa[gage] 

   最高使用温度    60℃ 

   原動機 出 力    約 847kW（1台当たり） 

   台    数    2（予備 1＊1） 

   設 置 場 所    屋外 

   保 管 場 所    西側，南側保管場所及び予備機置場 

 

＊１「可搬型代替注水大型ポンプ」及び「可搬型代替注水

大型ポンプ（放水用）」は同型設備であり，「可搬型代

替注水大型ポンプ」の予備 1 台と「可搬型代替注水大

型ポンプ（放水用）」の予備 1台の計 2台は共用可能と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 大量送水車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類     ：ディフューザ形 

容量     ：168m3/h/台 

吐出圧力   ：0.85MPa 

最高使用圧力 ：1.6MPa 

最高使用温度 ：40℃ 

個数     ：２（予備１） 

設置場所   ：屋外 

保管場所   ：第２，３保管エリア及び第４保管エリア 

 

原動機出力     ：230kW 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57 条に対する設計方針を示す章）」で，コリウムシールドについ

ては「3.8.2.1 ペデスタル代替注水系（常設）」で示す。 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文の第 3.8-1 表

に記載 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，第 3.8－

10表の下欄に記載 
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(3) コリウムシールド 

   材     料     ジルコニア（ZrO２） 

   高     さ     約 1.88m 

   厚     さ     約 0.15m 

   個     数     1 

   取 付 箇 所     ペデスタル（ドライウェル部） 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.8.2.1.2項に記載 

3.8.2.2.3 格納容器下部注水系（可搬型）の多重性又は多様性及

び独立性，位置的分散 

格納容器下部注水系（可搬型）は可搬型重大事故緩和設備であ

り，常設重大事故緩和設備の格納容器下部注水系（常設）に対し，

多重性又は多様性及び独立性，位置的分散を図る設計としている。 

 

これらの詳細については，3.8.2.1.3 の項に記載のとおりであ

る。 

3.8.2.2.3 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散 

   

格納容器下部注水系は，格納容器下部注水系（常設）及び格

納容器下部注水系（可搬型）を設置することにより，それぞれ

に対し多様性，独立性及び位置的分散を図る設計としている。 

  

 多重性又は多様性及び独立性，位置的分散については，

3.8.2.1.3項に詳細を示す。 

3.8.2.2.3 ペデスタル代替注水系（可搬型）の多重性又は多様性

及び独立性，位置的分散 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は可搬型重大事故緩和設備で

あり，常設重大事故緩和設備のペデスタル代替注水系（常設）に

対し，多重性又は多様性及び独立性，位置的分散を図る設計とし

ている。 

これらの詳細については，3.8.2.1.3 の項に記載のとおりであ

る。 

 

 

3.8.2.2.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.8.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項一） 

 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は，屋外の荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所

並びに 5 号炉東側第二保管場所に保管し，重大事故等時に原

子炉建屋の接続口付近の屋外に設置する設備であることか

ら，想定される重大事故等時における，屋外の環境条件及び

荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができる

よう，以下の表 3.8-11に示す設計とする。 

 

 

3.8.2.2.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.8.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプで想定する環境条件を

第 3.8－11表に示す。 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，西側及び南側保管場所に保管し，重大事故等時に，

水源付近の屋外に設置される設備であることから，重大事

故等時における，屋外の環境条件を考慮する設計とする。 

 

 

3.8.2.2.4 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.8.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第１項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に

対処するために必要な機能を有効に発揮するものである

こと。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，屋

外の第２，３保管エリア及び第４保管エリアに保管し，

重大事故等時に輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）付近の屋外に設置する設備であることから，想定さ

れる重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重条

件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよ

う，以下の表 3.8-11に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）の操作は，付属の操作ス

イッチにより，想定される重大事故等時において設置場所か

ら可能な設計とする。風（台風）による荷重については，転

倒しないことの確認を行っているが，詳細評価により転倒す

る結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の影響

については，適切に除雪する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，

防水対策が取られた可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を使用

し，凍結のおそれがある場合は暖気運転を行い凍結対策とす

る。 

（51-3，51-4，51-7，51-8） 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの操作は，可搬型代替

注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプに付属する

スイッチにより，設置場所にて操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

地震については，保管場所で想定される適切な地震荷重

との組合せを考慮した上で機器が損傷しないことを確認

し，輪留め等により固定する。 

 

 

津波を考慮し，高台の可搬型設備保管場所に機器を配備

する。 

 

 

 

 

 

風（台風）及び竜巻による風荷重については，当該荷重

を考慮しても機器が損傷しない設計とする。積雪及び火山

の影響については，適切に除雪及び除灰する運用とする。 

 

 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう，防水

対策がとられた可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替

注水大型ポンプを使用し，凍結のおそれがある場合は，暖

気運転を行い凍結対策とする。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，津波を考慮し，高

台の可搬型設備保管場所に配備する。 

 

 

 

 

 

大量送水車の操作は，付属の操作スイッチにより，想

定される重大事故等時において設置場所から操作可能な

設計とする。風（台風）による荷重については，転倒し

ないことの確認を行っているが，詳細評価により転倒す

る結果となった場合は，転倒防止措置を講じる。積雪の

影響については，適切に除雪する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，降水及び凍結により機能を損なうことのないよ

う，防水対策が取られた大量送水車を使用し，凍結のお

それがある場合は暖気運転を行い凍結対策とする。 

（51-3，51-4，51-7，51-8） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は３段落下

に記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 は ， 表

3.8-11に記載 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，津波を

考慮し，一部保管場所を

防波壁等により防護し

ているエリアに設定 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，３段落

上に記載 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，津波を

考慮し，一部保管場所を

防波壁等により防護し

ているエリアに設定 
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格納容器下部注水系（可搬型）のコリウムシールドは，

格納容器内に設置する設備であることから，重大事故等時

における，格納容器内の環境条件を考慮し，第 3.8－12 表

に示す設計とする。 

 

（51－3－1～4，51－8－1,2，51－10－4） 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.8.2.1.4.1(1)(ⅱ) 項

に記載 

 

表 3.8-11 想定する環境条件及び荷重条件 

 

 

第 3.8－11表 想定する環境条件 

 

 

第 3.8－12表 想定する環境条件（コリウムシールド） 

 

 

 

 

表 3.8-11 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

淡水だけでなく海水も使用する（常時海水を通水しない）。な

お，原子炉格納容器下部への注水は，可能な限り淡水源を優先

し，海水通水は短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認し，輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを

評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 
 

・設計方針の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉も想定さ

れる重大事故等時にお

ける原子炉格納容器下

部の環境条件及び荷重

条件を考慮した設計と

している 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項二） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（可搬型）を運転する場合は，復水

補給水系バイパス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁

の全閉操作を実施し，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の

配備及びホース接続を行い，送水準備が完了した後，可搬

型代替注水ポンプ（A-2級）を起動し，下部ドライウェル

注水流量調節弁と下部ドライウェル注水ライン隔離弁の

開操作を実施することで原子炉格納容器下部への注水を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の操作に必要なポンプ及び

操作に必要な弁，ホースを表 3.8-12に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の操作に必要なポンプ，

弁及びホースを第 3.8－13表に示す。 

 

 

 

格納容器下部注水系（可搬型）を運転する場合は，可搬

型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを

水源近傍に配置するとともにホース接続を実施し，系統構

成として，中央制御室からのスイッチ操作で，格納容器下

部注水系ペデスタル注水弁，格納容器下部注水系ペデスタ

ル注入ライン隔離弁，格納容器下部注水系ペデスタル注入

ライン流量調整弁及び格納容器下部注水系ペデスタル注

水流量調整弁の開操作を実施した後，現場操作で高所東側

接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側又は西側接続口

の弁を開とし，可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替

注水大型ポンプ付属のスイッチによりポンプを起動する

ことで，ペデスタル（ドライウェル部）への注水を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に

操作できるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）を運転する場合は，

ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁の開操作を実施し，

大量送水車の配備及びホース接続を行い，送水準備が完

了した後，大量送水車を起動し，ＡＰＦＳ Ａ－注水ラ

イン流量調整弁（Ｂ系使用の場合は，ＡＰＦＳ Ｂ－注

水ライン流量調整弁）の開操作を実施することで原子炉

格納容器下部への注水を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の操作に必要なポンプ

及び操作に必要な弁，ホースを表 3.8-12に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，２段落

下に記載 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は２段落上

に記載 
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このうち MUWC接続口外側隔離弁 1（A），2（A）及び MUWC 

接続口外側隔離弁 1（B），2（B），MUWC 可搬式接続口隔離

弁 1 については，接続口が設置されている屋外の場所か

ら手動操作で弁を開閉することが可能な設計とし，MUWC

可搬式接続口隔離弁 2及び MUWC可搬式接続口隔離弁 3 に

ついては，原子炉建屋内の接続口が設置されている場所で

手動操作で弁を開閉することが可能な設計とする。MUWC

接続口内側隔離弁（B）については，弁は原子炉建屋原子

炉区域内に設置されているが，遠隔手動弁操作設備によ

り，6 号炉は原子炉建屋内の原子炉区域外から，7 号炉は

屋外から手動操作で開閉することが可能な設計とする。

MUWC 接続口内側隔離弁（A）については，6 号炉は原子炉

建屋内の原子炉区域外に，7号炉は原子炉建屋原子炉区域

内に設置されているが，遠隔手動弁操作設備により，6号

炉は屋外から，7号炉は原子炉建屋内の原子炉区域外から

手動操作で開閉することが可能な設計とする。 

 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）については，付

属の操作スイッチからのスイッチ操作で起動する設計と

する。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は付属の操作スイッチ及

び操作に必要な弁を操作するにあたり，運転員のアクセス

性，操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，

それぞれの操作対象については銘板をつけることで識別

可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作

できる設計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，接続口まで屋外の

アクセスルートを通行してアクセス可能な設計とすると

ともに，設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側及び

西側接続口の弁については，接続口近傍の屋外から手動操

作で弁を開閉することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プ付属のスイッチ及び系統の電動弁のスイッチは，運転員

等の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する設計と

し，機器の名称等を表示した銘板の取付け等により識別可

能とすることで，運転員等の操作性及び監視性を考慮して

確実に操作できる設計とする。 

系統の電動弁の開閉状態については，中央制御室におけ

る監視又は試験・検査等も考慮し，表示灯・操作画面等で

確認可能な設計とする。 

また，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型

ポンプは，設置場所にて車両の転倒防止装置及び輪留め等

による固定が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このうちＡＰＦＳ Ａ－注水ライン流量調整弁及びＡ

ＰＦＳ Ｂ－注水ライン流量調整弁については，接続口

が設置されている屋外の場所から手動操作で弁を開閉す

ることが可能な設計とし，ＡＰＦＳ Ｂ－注水ライン止

め弁については，原子炉建物付属棟内の接続口が設置さ

れている場所で手動操作で弁を開閉することが可能な設

計とする。ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁は，原子

炉建物付属棟３階に設置しているＳＡ電源切替盤より，

配線用しゃ断器の「入」「切」操作にて電源を切り替えた

後，中央制御室の重大事故操作盤から遠隔操作可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，大量送水車については，付属の操作スイッチか

らのスイッチ操作で起動する設計とする。 

 

大量送水車は付属の操作スイッチ及び操作に必要な弁

を操作するにあたり，運転員等のアクセス性，操作性を

考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの

操作対象については銘板をつけることで識別可能とし，

運転員等の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる

設計とする。 

大量送水車は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）付近まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス

可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留めによる

固定等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，車両の

転倒防止装置を使用し

ない 

 

 

 

 

添3.8-52



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技量

は必要とせず，簡便な結合金具による接続並びに一般的な

工具を使用することにより，確実に接続が可能な設計とす

る。 

（51-3，51-7） 

 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具は必要とせ

ず，簡便な接続金物及び一般的な工具により，確実に接続

が可能な設計とする。 

（51－4－3，51－7－1～5） 

ホースの接続作業に当たっては，特殊な工具，及び技

量は必要とせず，簡便な結合金具による接続並びに一般

的な工具を使用することにより，確実に接続が可能な設

計とする。 

（51-3，51-7） 

 

 

 

表 3.8-12 操作対象機器 

 

第 3.8－13表 操作対象機器 

 

 

表 3.8-12 操作対象機器 

機器名称 状況の変化 操作場所 操作方法 

大量送水車 起動・停止 屋外設置位置 スイッチ操作 

ＳＡ電源切替盤 受電元の切替 原子炉建物付属

棟３階 

配線用しゃ断

器操作 

ＭＵＷ ＰＣＶ代

替冷却外側隔離弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

ＡＰＦＳ Ａ－注

水ライン流量調整

弁 

弁閉→弁開 屋外接続口位置 

（原子炉建物南

側） 

手動操作 

ＡＰＦＳ Ｂ－注

水ライン流量調整

弁 

弁閉→弁開 屋外接続口位置 

（原子炉建物西

側） 

手動操作 

ＡＰＦＳ Ｂ－注

水ライン止め弁 

弁開→弁閉 原子炉建物付属

棟１階 

手動操作 

ホース ホース接続 屋外又は原子炉

建物付属棟及び

タービン建物内 

人力接続 

  

・設備の相違 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）は，表 3.8-13 に示すように発電用原子炉の運

転中又は停止中に独立して機能・性能試験，弁動作試験，

分解検査，外観検査が可能な設計とする。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ

(3) 試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の試験検査を第 3.8－14

表に示す。 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは発電用原子炉運転中

又は停止中に機能・性能検査，弁動作確認，車両検査が可

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，表

3.8-13に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に

独立して機能・性能試験，分解検査，外観検査が可能な

設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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（A-2級）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又

は取替え，車両としての運転状態の確認及び外観の確認が

可能な設計とする。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，淡水貯水池

を水源とし，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），仮設流量

計，ホースの系統構成で淡水貯水池へ送水する試験を行う

テストラインを設けることで，他系統と独立した試験系統

で格納容器下部注水系（可搬型）の機能・性能及び漏えい

の有無の確認が可能な系統設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，接続口から復水補給水系主配管までのラインについ

ては，上記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停

止中に各接続口の弁動作試験を実施することで弁開閉動

作の確認が可能な設計とする。 

能な設計とする。 

 

 

機能・性能確認として，水源から可搬型代替注水中型ポ

ンプ又は可搬型代替注水大型ポンプ，仮設圧力計，流量計

及びホースの系統構成で循環運転を実施することにより，

ポンプの吐出圧力及び流量の確認に加え，運転時の振動，

異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。ポンプ

については，機能・性能検査等に合わせて外観の確認が可

能な設計とする。 

 

ホースについては，機能・性能に影響を及ぼすおそれのあ

るき裂，ジョイント部の腐食等が無いことを確認可能な設

計とする。 

 

 

弁については，分解検査として弁体等の部品の状態を確

認可能な設計とする。分解検査においては，浸透探傷試験

により，性能に影響を及ぼす指示模様の有無を確認可能な

設計とし，目視により，性能に影響を及ぼすおそれのある

き裂，打こん，変形及び摩耗の有無を確認可能な設計とす

る。 

 

また，発電用原子炉運転中又は停止中に弁動作確認を実施

することで，弁の開閉動作を確認可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，車両として，異常なく走行できることを確認可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替え，車両

としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計と

する。 

また，発電用原子炉の運転中又は停止中に，輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし，大量送

水車，仮設流量計，ホースの系統構成で輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）へ送水する試験を行うテス

トラインを設けることで，他系統と独立した試験系統で

ペデスタル代替注水系（可搬型）の機能・性能及び漏え

いの有無の確認が可能な系統設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，接続口から補給水系までのラインについては，上

記の試験に加えて，発電用原子炉の運転中又は停止中に

ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁及び各接続口の弁動

作試験を実施することで弁開閉動作の確認が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.8-13の下欄に記載 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.8-13に記載 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.8-13に記載 
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可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，発電用原子炉運転中又は停止中に分解検査としてポ

ンプ部品の状態を確認又は取替が可能な設計とする。分解

検査においては，浸透探傷試験により，性能に影響を及ぼ

す指示模様の有無を確認可能な設計とし，目視により，性

能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び摩

耗の有無を確認可能な設計とする。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）のコリウムシールドは，

原子炉停止中に外観検査として，外観の確認が可能な設計

とする。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.8-13に記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.8-7に記載 

 

表 3.8-13 格納容器下部注水系（可搬）の試験及び検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転性能の確認として，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

の吐出圧力，流量の確認を行うことが可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼすお

それのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うことが可

能な設計とする。 

（51-5） 

 

 

第 3.8－14表 格納容器下部注水系（可搬型）の試験検査 

 

 

表 3.8-13 ペデスタル代替注水系（可搬型）の試験及び検査 

 

発電用原子炉

の状態 

項目 内容 

運転中又は停

止中 

機能・性能試験 大量送水車の運転性能（吐出圧力，流量）の確

認，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプを分解し，部品の表面状態を，試験及び

目視により確認又は必要に応じて取替え 

外観検査 ポンプ及びホース外観の確認 

車両検査 大量送水車の車両としての運転状態の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転性能の確認として，大量送水車の吐出圧力，流量

の確認を行うことが可能な設計とする。 

ホースの外観検査として，機能・性能に影響を及ぼす

おそれのある亀裂，腐食等がないことの確認を行うこと

が可能な設計とする。 

（51-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は前頁の上

から２～３段落目に記

載 
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(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から

速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4  操作性及び試験・検査

性」に示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）は，本来の用途以外の用途には使用しない。 

 

 

 

なお，通常時に使用する系統である復水補給水系から重

大事故等時に対処するために格納容器下部注水系（可搬

型）に系統構成を切り替える場合，切替え操作としては，

各接続口の弁開閉操作，ホース敷設及び接続作業，可搬型

代替注水ポンプ（A-2 級）の移動，設置，起動操作を行う。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）の移動，設置，起動操作，及び系統の切替えに

必要な弁操作については，図 3.8-4，5 で示すタイムチャ

ートのとおり速やかに切り替えることが可能である。 

（51-4） 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

   本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

 

 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

   格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機に接続先

の系統と分離した状態で西側及び南側保管場所に保管し，

本来の用途以外の用途には使用しない設計とする。 

（51－3－1～8，51－4－3） 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあっては，通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機能を備えるものであるこ

と。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車は，

本来の用途以外の用途には使用しない。 

 

 

 

なお，通常時に使用する系統である補給水系から重大事

故等時に対処するためにペデスタル代替注水系（可搬型）

に系統構成を切り替える場合，切替え操作としては，ＭＵ

Ｗ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁，各接続口の弁開閉操作，

ホース敷設作業及び接続作業，大量送水車の移動，設置，

起動操作を行う。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車の移動，

設置，起動操作，及び系統の切替えに必要な弁操作につい

ては，図 3.8-5 で示すタイムチャートのとおり速やかに切

り替えることが可能である。 

（51-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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図 3.8-4 格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水 タイムチャート（1/2）＊ 

 

 

図 3.8-5 格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水 タイムチャート（2/2）＊ 

 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況に

ついての 1.8で示すタイムチャート 

 

 

  

 

 

 

 

図 3.8-5 ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水（淡水／海水）（大量送水車による送水）タイムチ

ャート＊ 

 
＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況

についての 1.8で示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）は，通常時は接続先の系統と分離して保管する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

   工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

    

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時は，接

続先の系統と分離された状態で保管することで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもの

であること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，通常

時は接続先の系統と分離して保管することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

RPV破損確認

手順の項目

緊急時対策所～第４保管エリア移動　※１

車両健全性確認（ホース展張車）

送水準備（ホース敷設及び送水ヘッダ接続）

送水準備（送水ヘッダ～建物接続口）

緊急時対策所～第３保管エリア移動　※２

車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）

大量送水車配置

送水準備（ホース敷設）

大量送水車起動，注水開始

必要注水量到達後注水停止　※３

RPV破損確認 備考

手順の項目

緊急時対策所～第４保管エリア移動　※１

車両健全性確認（ホース展張車）

ホース積込み，運搬

送水準備（ホース敷設及び送水ヘッダ接続）

送水準備（送水ヘッダ～屋内接続口）

緊急時対策所～第３保管エリア移動　※２

車両健全性確認（大量送水車，ホース展張車）

送水準備（ホース敷設）

大量送水車配置

大量送水車起動，原子炉格納容器下部注水

必要注水量到達後注水停止※３

※１：第１保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，速やかに対応できる。

※２：第２保管エリアの可搬型設備を使用した場合は，25分以内で可能である。

※５：格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期水張り後，原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水をペデスタル代替注水系（可搬型）に切り替える場合は，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉

　　　格納容器下部への注水操作のうち運転員が実施する原子炉建物での系統構成と並行して実施し，作業開始を判断してから10分以内で可能である。

110 120 130

【接続口周辺作業】
ホース運搬・敷設，送水
ヘッダ運搬・接続等

170 10 20 備考0

要員(数)

ペデスタル代替注水系（可搬型）
による原子炉格納容器下部への注水

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建
物内）を使用する場合】

10 20

緊急時対策要員 6

緊急時対策要員 6

30

50

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

60 100

130 17040 50

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

ペデスタル代替注水系（可搬型）
による原子炉格納容器下部への注水

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口
（南）又はペデスタル代替注水系（可搬型）接

続口（西）を使用する場合】

緊急時対策要員 6

緊急時対策要員 6

要員(数)

10 20 30 40

【取水箇所周辺作業】
大量送水車配置，ホース運
搬・敷設，注水操作等

※３ 120m
3
/hにて40分

　　 以内に注水
※４ ＲＰＶ破損が確認
     されてから注水開始
     までの時間

【接続口周辺作業】
ホース運搬・敷設，送水
ヘッダ運搬・接続等

【取水箇所周辺作業】
大量送水車配置，ホース運
搬・敷設，注水操作等

※３ 120m
3
/hにて40分

　　 以内に注水
※４ ＲＰＶ破損が確認
     されてから注水開始
     までの時間

10

（要員12名のうち２名でＲＰＶ破損後の注水操作を実施）

（要員12名のうち２名でＲＰＶ破損後の注水操作を実施）

230 019070 110 120 180

原子炉格納容器下部への注水

（初期水張り） ３時間10分

原子炉格納容器下部への注水 ※５

（注水継続） 10分

原子炉格納容器下部への注水

（初期水張り） ２時間10分

原子炉格納容器下部への注水 ※５

（注水継続） 10分

ＲＰＶ破損後の注水

（弁操作）※４

ＲＰＶ破損後の注水

（弁操作）※４
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また，格納容器下部注水系（可搬型）を用いる場合は，

弁操作等によって，通常時の系統構成から重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，治具や輪留めによ

る固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）は，飛散物となって他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（51-4，51-5） 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プによる注水は，弁操作よって通常待機時の系統構成から

重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プは，保管場所において転倒しない設計とすることで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。設置場所におい

ては，輪止め又は車両転倒防止装置により固定することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コリウムシールドは，他の設備と独立して設置すること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，コ

リウムシールド内に設置する機器ドレンサンプ及び床ドレ

ンサンプの排水経路は，十分な排水流量を確保することで，

原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えい

検出機能に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

（51－3－1～8，51－4－3，51－10－1～14） 

 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）を用いる場合は，

弁操作によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

（51-4，51-5） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，治具や

車両転倒防止装置を使

用しない 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.8.2.1.4.1 (5)(ⅱ)項

に記載 

 

 

 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよ

う，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，

設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.8-58



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

格納容器下部注水系（可搬型）の系統構成に操作が必要

な機器の設置場所，操作場所を表 3.8-14 に示す。このう

ち，屋外で操作する可搬型代替注水ポンプ（A-2級），MUWC

接続口外側隔離弁 1（A），2（A）及び MUWC 接続口外側隔

離弁 1（B），2（B），MUWC 可搬式接続口隔離弁 1，MUWC 接

続口内側隔離弁（B）（7号炉），MUWC 接続口内側隔離弁（A）

（6 号炉），ホースは，屋外で操作及び作業が可能であり，

操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれが少

ないため操作が可能である。 

 

 

 

 

 

MUWC 接続口内側隔離弁（B）（6号炉）及び MUWC 接続口内

側隔離弁（A）（7号炉）については，原子炉建屋地上 2階

（原子炉建屋内の原子炉区域外）で手動操作が可能であ

り，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操

作が可能である。 

 

 

 

なお，原子炉建屋内にホースを設置する場合は，放射線

量を確認して，適切な放射線対策に基づき作業安全確保を

確認した上で作業を実施する。 

（51-7） 

格納容器下部注水系（可搬型）の系統構成に操作が必要

な機器の設置場所及び操作場所を第 3.8－15表に示す。 

このうち，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水

大型ポンプ，高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建

屋東側及び西側の接続口の弁及びホースは，屋外で操作す

るが，作業に当たっては，放射線量を確認し，適切な放射

線防護対策で作業安全確保を確認した上で作業を実施す

る。仮に線量が高い場合は，線源からの離隔距離を確保す

るとともに，状況に応じ仮設遮蔽の設置等を実施した上で，

線量を測定し線量が低い場所で作業を行うことにより，こ

れらの設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

（51－3－1～8，51－4－3） 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の系統構成に操作が

必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.8-14に示す。こ

のうち，屋外で操作する大量送水車，ＡＰＦＳ Ａ－注

水ライン流量調整弁及びＡＰＦＳ Ｂ－注水ライン流量

調整弁，ホースは，屋外で操作及び作業が可能であり，

操作位置及び作業位置の放射線量が高くなるおそれが少

ないため操作が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室で操作するＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離

弁は，中央制御室に重大事故操作盤，原子炉建物付属棟

３階にＳＡ電源切替盤が設置されており，操作位置の放

射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能であ

る。 

ＡＰＦＳ Ｂ－注水ライン止め弁については，原子炉建

物付属棟１階で手動操作が可能であり，操作位置の放射

線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

なお，原子炉建物付属棟内にホースを設置する場合は，

放射線量を確認して，適切な放射線対策に基づき作業安

全確保を確認した上で作業を実施する。 

（51-7） 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，被ばく

評価上，仮設遮蔽不要 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，屋内に

接続口を設けるため記

載 
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表 3.8-14 操作対象機器設置場所 

 

第 3.8－15表 操作対象機器設置場所 

 

 

 

表 3.8-14 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

大量送水車 屋外設置位置 屋外設置位置 

ＳＡ電源切替盤 原子炉建物付属棟 

３階 

原子炉建物付属棟 

３階 

ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔

離弁 

原子炉建物原子炉棟 

１階 

中央制御室 

ＡＰＦＳ Ａ－注水ライン流量

調整弁 

屋外接続口位置 

（原子炉建物南側） 

屋外接続口位置 

（原子炉建物南側） 

ＡＰＦＳ Ｂ－注水ライン流量

調整弁 

屋外接続口位置 

（原子炉建物西側） 

屋外接続口位置 

（原子炉建物西側） 

ＡＰＦＳ Ｂ－注水ライン止め

弁 

原子炉建物付属棟 

１階 

原子炉建物付属棟 

１階 

ホース 屋外又は原子炉建物付

属棟及びタービン建物

内 

屋外又は原子炉建物付

属棟及びタービン建物

内 

 

  

・設備の相違 

3.8.2.2.4.2  設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1)  容量（設置許可基準規則第 43 条第３項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）として使用する可搬型代

替注水中型ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて原子炉格納容器の破損を防止するためにペデスタル

（ドライウェル部）への注水に必要な注水量を有する設計

とする。 

必要な注水量としては，格納容器の破損防止の重要事故

シーケンスのうち，溶融炉心・コンクリート相互作用に係

る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）

3.8.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十

分に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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格納容器下部注水系（可搬型）である可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）は，想定される重大事故等時において，原

子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却するために

必要な注水流量を有する設計とする。 

 

 

注水流量としては，格納容器破損防止の評価事故シーケ

ンスのうち，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱に

係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類

十）において，有効性が確認されている原子炉格納容器下

部への注水流量が約 2 時間で 180m3/h であることから，

90m3/hで注水可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

において，有効性が確認されているペデスタル（ドライウ

ェル部）への注水流量が 80m３／hであることから， 1台当

たり約 210 m３／h を送水可能な可搬型代替注水中型ポンプ

を 2台使用する設計とする。 

全揚程は，有効性が確認されているペデスタル（ドライ

ウェル部）への注水量で注水を実施する場合の系統圧損（水

源（西側淡水貯水設備）と注水先（格納容器）の圧力差，

静水頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類の圧損）を考慮

して，1台当たり約 100mを確保可能な可搬型代替注水中型

ポンプを 2台使用する設計とする。 

可搬型代替注水中型ポンプは，重大事故等時において，

ペデスタル（ドライウェル部）への注水に必要な流量を確

保できる容量を有するものを 1 セット 2 台使用する。保有

数は，2 セットで 4 台と，故障時及び保守点検による待機

除外時の予備として 1台の合計 5台を保管する。 

 

    格納容器下部注水系（可搬型）として使用する可搬型代

替注水大型ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて原子炉格納容器の破損を防止するためにペデスタル

（ドライウェル部）への注水に必要な注水量を有する設計

とする。 

 

必要な注水量としては，格納容器の破損防止の重要事故

シーケンスのうち，溶融炉心・コンクリート相互作用に係

る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）

において，有効性が確認されているペデスタル（ドライウ

ェル部）への注水流量が 80m３／hであることから， 1台当

たり約 1,320 m３／h を送水可能な可搬型代替注水大型ポン

プを 1台使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車は，

想定される重大事故等時において，原子炉格納容器の下

部に落下した溶融炉心を冷却するために必要な注水流量

を有する設計とする。 

 

 

注水流量としては，格納容器破損防止の重要事故シー

ケンスのうち，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

熱に係る有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添

付書類十）において，有効性が確認されている原子炉格

納容器下部への注水流量が 120m3/h であることから，

120m3/hで注水可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

東海第二は，MCCI の

対策である原子炉圧力

容器破損後におけるペ

デスタル（ドライウェル

部）への注水に必要な流

量を設定根拠としてい

るのに対し，島根２号炉

は，原子炉圧力容器破損

に備えた原子炉格納容

器下部への水張りのた

めに必要な注水流量を

設定根拠としており，代

表的に格納容器破損モ
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原子炉格納容器下部に注水する場合の可搬型代替注水

ポンプ（A-2 級）の揚程は，原子炉格納容器に注水する場

合の水源（淡水貯水池）と注水先（原子炉格納容器）の圧

力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース及び弁類圧損を考

慮した設計とする。 

 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）は，重大事故等時にお

いて，原子炉格納容器下部への注水に必要な流量を確保で

きる容量を有するものを１セット４ 台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は１プラントあたり２セット８台，6 号及び 7 号

炉共用で４セット 16 台と，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として１台（共用）の合計 17 台

を分散して保管する。 

（51-6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全揚程は，有効性が確認されているペデスタル（ドライ

ウェル部）への注水量で注水を実施する場合の系統圧損（水

源（代替淡水貯槽）と注水先（格納容器）の圧力差，静水

頭，機器圧損，配管・ホース及び弁類の圧損）を考慮して，

約 140mを確保可能な設計とする。 

 

可搬型代替注水大型ポンプは，重大事故等時において，

ペデスタル（ドライウェル部）への注水に必要な流量を確

保できる容量を有するものを 1セット 1台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は，2 セットで 2 台と，故障時及び保守点検による

待機除外時の予備として 1台の合計 3台を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器下部に注水する場合の大量送水車の揚

程は，原子炉格納容器に注水する場合の水源（輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））と注水先（原子炉格

納容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管，ホース及

び弁類圧損を考慮した設計とする。 

 

大量送水車は，重大事故等時において，原子炉格納容

器下部への注水に必要な流量を確保できる容量を有する

ものを１セット１台使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有数は２セット２台と，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を分散

して保管する。 

（51-6） 

 

ードとして DCH を記載

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の仕様が異なり，

有効性が確認されてい

る注水流量も異なる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の格納容器

下部注水系（可搬型）は

可搬型ポンプを複数台

組み合わせた構成とし

ているが，島根２号炉の

ペデスタル代替注水系

（可搬型）は，可搬型ポ

ンプ１台で構成し，必要

流量を満足できる設計

としている（以下，⑨の

相違） 

 

 

・他号炉と共用しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 
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ただし，予備については，同型設備である可搬型代替注水

大型ポンプ（放水用）の予備 1台と共用可能とする。 

 

 

 

 

 

 

西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽の容量の説明は，

「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で示

す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）のコリウムシールドは，

原子炉圧力容器下部から落下する溶融炉心を全量保有する

ために必要な高さを有する設計とする。また，溶融炉心と

ペデスタル（ドライウェル部）のコンクリートの相互作用

による侵食及び溶融炉心からコリウムシールドを介したペ

デスタル（ドライウェル部）のコンクリートへの熱影響を

抑制可能な設計とする。 

（51－6－6～20） 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の放水用

は，大量送水車とは別に

大型送水ポンプ車を配

備しているため，予備は

兼用していない 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，表

3.8-10の下欄に記載 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島 根 ２ 号 炉 は ，

3.8.2.1.4.2(1)(ⅱ) 項

に記載 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第３項二） 

(ⅰ)要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設

の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，

当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用する

ことができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3項二） 

(ⅰ) 要求事項 

   常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては，当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することが

できるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 
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格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）の接続箇所は，低圧代替注水系（可搬型），代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型），燃料プール代替注

水系及び復水貯蔵槽への水の補給にも使用することがで

きるよう，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）から来るホー

スと接続口について，簡便な接続方式である結合金具にす

ることに加え，接続口の口径を 75A 又は 65A に統一し，

75A／65A の接続治具を配備しておくことで常設設備と確

実に接続ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，6 号及び 7 号炉が相互に使用することができるよ

う，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）から来るホースと接

続口について，ホースと接続口を簡便な接続方式である結

合金具にすることに加え，接続口の口径を 75A 又は 65A 

に統一し，75A／65A の接続治具を配備しておくことで確

実に接続ができる設計とする。 

（51-7） 

   格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプ側のホースと接続口に

ついては，フランジ接続にすることで，一般的に使用され

る工具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。ま

た，高所東側接続口，高所西側接続口，原子炉建屋東側接

続口及び原子炉建屋西側接続口の口径を統一し，確実に接

続できる設計とする。 

（51－7－1～5） 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車の接続箇

所は，低圧原子炉代替注水系（可搬型），格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系に使用するこ

とができるよう，大量送水車から来るホースと接続口につ

いて，簡便な接続方式である結合金具にすることに加え，

接続口の口径を 150A に統一しておくことで確実に接続が

できる設計とする。 

（51-7） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水槽への水

の補給は，開放したマン

ホールにホースを挿入

して実施するため，接続

口を介さない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

接続口の口径につい

て，設備仕様の相違 

 

 

・他号炉と共用しない 

(3)  複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第３項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

(ⅰ) 要求事項 

   常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

   

 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によっ

て接続することができなくなることを防止するため，可

搬型重大事故等対処設備（原子炉建物の外から水又は電

力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異

なる複数の場所に設けるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 
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格納容器下部注水系（可搬型）である可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）の接続箇所である接続口は，重大事故等時

の環境条件，自然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影

響により接続できなくなることを防止するため，接続口を

それぞれ互いに異なる複数の場所に設ける設計とする。 

6 号炉については，接続口から復水補給水系配管まで鋼

製配管でつながる「接続口（屋内本設）」を原子炉建屋南

側に１箇所，原子炉建屋東側に１箇所設置し，接続口から

復水補給水系配管まで建屋内にホースを敷設してつなが

る「接続口（屋内ホース）」を原子炉建屋内東側に１箇所

設置し，合計３箇所設置することで共通要因によって接続

できなくなることを防止する設計とする。 

7 号炉については，接続口から復水補給水系配管まで鋼

製配管でつながる「接続口（屋内本設）」を原子炉建屋南

側に１箇所，原子炉建屋北側に１箇所設置し，接続口から

復水補給水系配管まで建屋内にホースを敷設してつなが

る「接続口（屋内ホース）」を原子炉建屋内東側に１箇所

設置し，合計３箇所設置することで共通要因によって接続

できなくなることを防止する設計とする。 

（51-7） 

 

 格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの接続箇所である接続

口は，重大事故等時の環境条件，自然現象，外部人為事象，

溢水及び火災の影響により接続できなくなることを防止す

るため，原子炉建屋の異なる面の隣接しない東側に 1 箇所

及び西側に 1 箇所，常設代替高圧電源装置置場の東側に 1

箇所及び西側に 1箇所設置する。 

（51－7－1～5） 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車の

接続箇所である接続口は，重大事故等時の環境条件，自

然現象，外部人為事象，溢水及び火災の影響により接続

できなくなることを防止するため，原子炉建物の異なる

面の南側に１箇所及び西側に１箇所，並びに原子炉建物

内に１箇所設置し，計３箇所設置することで共通要因に

よって接続できなくなることを防止する設計とする。 

 

（51-7） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，屋内に

接続口を設置する 

(4)  設置場所（設置許可基準規則第 43 条第３項四） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接

続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切

な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

  

格納容器下部注水系（可搬型）である可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）は，炉心損傷後の格納容器ベントを実施し

ていない状況で屋外で使用する設備であり，想定される重

大事故等が発生した場合における放射線を考慮しても作

業への影響はないと想定しているが，仮に線量が高い場合

は線源からの離隔距離をとること，線量を測定し線量が低

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

(ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    

可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポン

プ，原子炉建屋東側接続口及び原子炉建屋西側接続口の弁，

ホースは，屋外に設置する設計とするが，作業に当たって

は，放射線量を確認し，適切な放射線防護対策で作業安全

確保を確認した上で作業を実施する。仮に線量が高い場合

は，線源からの離隔距離を確保するとともに，状況に応じ

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設

備と接続することができるよう，放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設

置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車は，

炉心損傷後の格納容器ベントを実施していない状況で屋

外で使用する設備であり，想定される重大事故等が発生

した場合における放射線を考慮しても作業への影響はな

いと想定しているが，仮に線量が高い場合は線源からの

離隔距離をとること，線量を測定し線量が低い位置に配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，被ばく
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い位置に配置することにより，これら設備の設置及び常設

設備との接続が可能とする。 

 

 

 

また，現場での接続作業に当たっては，簡便な接続方式に

よる結合金具により，確実に速やかに接続が可能な設計と

する。 

（51-7） 

仮設遮蔽の設置等を実施した上で，線量を測定し線量が低

い場所で作業を行うことにより，可搬型代替注水中型ポン

プ又は可搬型代替注水大型ポンプの設置及び常設設備との

接続が可能な設計とする。 

 

ホースの接続は，簡便な接続金物により確実に接続が可

能な設計とする。また，接続口への接続は，簡便なフラン

ジ接続により，一般的な工具等を用い確実に接続が可能な

設計とする。 

（51－3－1～4，51－7－1～5） 

 

置することにより，これら設備の設置及び常設設備との

接続が可能である。 

 

 

 

また，現場での接続作業に当たっては，簡便な接続方式

による結合金具により，確実に速やかに接続が可能な設

計とする。 

（51-7） 

 

評価上，仮設遮蔽不要 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，接続口

への接続も結合金具に

よる接続としている 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第３項五） 

(ⅰ)要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保

管すること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）である可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）は，地震，津波その他の自然現象又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置そ

の他の条件を考慮し，格納容器下部注水系（常設）である

復水移送ポンプと位置的分散を図り，発電所敷地内の高台

の大湊側高台保管場所及び荒浜側高台保管場所並びに 5

号炉東側第二保管場所に分散して保管する。 

（51-8） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

(ⅰ) 要求事項 

   地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，地震，津波その他

の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等

対処設備の配置，その他の条件を考慮し，格納容器下部注

水系（常設）の常設低圧代替注水系ポンプと位置的分散を

図り，発電所敷地内の西側及び南側保管場所に保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。 

（51－3－1～4，51－8－1，2） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所

に保管すること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車は，

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対

処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考

慮し，ペデスタル代替注水系（常設）である低圧原子炉

代替注水ポンプと位置的分散を図り，発電所敷地内で津

波の影響を受けない場所の第２，３保管エリア及び第４

保管エリアに分散して保管する。 

（51-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の第４保

管エリアは EL8.5m であ

るが，防波壁の内側であ

り基準津波が防波壁を

超えないため，津波の影

響を受けない場所と記
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載している 

 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43 条第３項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）である可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）は，通常時は高台の荒浜側高台保管場所及

び大湊側高台保管場所並びに 5 号炉東側第二保管場所に

分散して保管しており，想定される重大事故等が発生した

場合においても，保管場所から接続場所までの運搬経路に

ついて，設備の運搬及び移動に支障をきたすことのないよ

う，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。

（『可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて』参照） 

（51-9） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

   想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

   格納容器下部注水系（可搬型）の可搬型代替注水中型ポ

ンプ及び可搬型代替注水大型ポンプは，通常待機時は，西

側及び南側保管場所に保管するため，重大事故等時におけ

る，保管場所から設置場所までの運搬経路について，設備

の運搬及び移動に支障を来すことのないよう，迂回路も考

慮して複数のアクセスルートを確保する。 

アクセスルートの詳細については，「実用発電用原子炉に

係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審

査基準」への適合状況についての「1.0 重大事故等対策に

おける共通事項」添付資料 1.0.2「東海第二発電所 可搬

型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについ

て」で示す。 

（51－9－1～4） 

 

(6) アクセスルートの確保（許可基準規則第 43条第 3項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状

況を把握するため，工場等内の道路及び通路が確保でき

るよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車は，

通常時は津波の影響を受けない第２，３保管エリア及び

第４保管エリアに保管しており，想定される重大事故等

が発生した場合においても，保管場所から設置場所まで

の運搬経路について，設備の運搬及び移動に支障をきた

すことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスル

ートを確保する。（『可搬型重大事故等対処設備保管場所

及びアクセスルートについて』参照） 

（51-9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の第４保

管エリアは EL8.5m であ

るが，防波壁の内側であ

り基準津波が防波壁を

超えないため，津波の影

響を受けない場所と記

載している 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ)要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設

備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第 3項七） 

(ⅰ) 要求事項 

   重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

プールの冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止

設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，適切な措置を講じたものであること。 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第３項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因に

よって，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料

貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防

止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 
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(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

格納容器下部注水系（可搬型）は可搬型重大事故緩和設

備であり，常設重大事故緩和設備の格納容器下部注水系

（常設）に対し多重性又は多様性及び独立性，位置的分散

を図る設計としている。これらの詳細については，

3.8.2.1.3の項に記載のとおりである。 

（51-2，51-4，51-7，51-8） 

(ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

   格納容器下部注水系（可搬型）は，可搬型重大事故緩和

設備であり，常設重大事故緩和設備の格納容器下部注水系

（常設）に対し多様性，独立性及び位置的分散を図る設計

としている。これらの詳細については，3.8.2.1.3 項に記

載のとおりである。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）は可搬型重大事故緩

和設備であり，常設重大事故緩和設備のペデスタル代替

注水系（常設）に対し多重性又は多様性及び独立性，位

置的分散を図る設計としている。これらの詳細について

は，3.8.2.1.3の項に記載のとおりである。 

（51-3，51-4，51-7，51-8） 

 

  3.8.2.3 格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

3.8.2.3.1 設備概要 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，炉心の著しい損傷が発

生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融

し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却すること及び逃

がし安全弁の環境条件を緩和するため，原子炉格納容器内の温度

を低下させることを目的として使用する。 

本系統は，大量送水車，電源設備（非常用交流電源設備，常設

代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備），

水源である代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）），燃料補給設備であるガスタービン発電機用軽油タンク，非

常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機燃料貯蔵タンク，タンクローリ，流路である格納容

器代替スプレイ系（可搬型）の配管及び弁，残留熱除去系の配管

及び弁，ホース，格納容器スプレイ・ヘッダ並びにスプレイ先で

ある原子炉格納容器から構成される。 

なお，炉心損傷後に原子炉圧力容器底部が破損し，溶融炉心が

原子炉圧力容器から原子炉格納容器下部へと落下する場合に，ド

ライウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへ

の溶融炉心の流入を抑制し，溶融炉心が原子炉格納容器バウンダ

リに接触することを防止するために，原子炉格納容器下部にコリ

ウムシールドを設置する。 

本系統全体の概要図を図 3.8-6,7 に，本系統に属する重大事故

等対処設備を表 3.8-15に示す。 

本系統は，大量送水車により，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２））の水を格納容器代替スプレイ系（可搬型）

及び残留熱除去系配管を経由して原子炉格納容器にスプレイする

・設備の相違 
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ことで原子炉格納容器の下部へ流入させ，落下した溶融炉心を冷

却できる設計とする。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）については，「3.6原

子炉格納容器内の冷却等のための設備（設置許可基準規則第 49条

に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

   

 

 

図 3.8-6 格納容器代替スプレイ系（可搬型）系統概要図（Ａ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

   

 

 

図 3.8-7 格納容器代替スプレイ系（可搬型）系統概要図（Ｂ系） 
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  表 3.8-15 格納容器代替スプレイ系（可搬型）に関する重大事故

等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
大量送水車【可搬型】 

コリウムシールド【常設】※１ 

附属設備 可搬型ストレーナ 

水源※２ 
輪谷貯水槽（西１）【常設】 

輪谷貯水槽（西２）【常設】 

流路 

格納容器代替スプレイ系 配管・弁【可搬型】 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ【常設】 

ホース・接続口【可搬型】 

注水先 原子炉格納容器【常設】 

電源設備※３ 

（燃料補給設備を含む） 

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク 【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

ク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※４ 

格納容器代替スプレイ流量【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル水位【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】 

※１：コリウムシールドについては3.8.2.1 ペデスタル代替注水系（常設）で示す。 

※２：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許可

基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※３：単線結線図を補足説明資料 49-2 に示す。電源設備については「3.14 電源設備

（設置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※４：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態計装設備については「3.15 計装設備

（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

・設備の相違 

添3.8-70



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

  3.8.2.3.2 格納容器代替スプレイ系（可搬型）の多重性又は多様

性及び独立性，位置的分散 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は可搬型重大事故緩和設備

であり，常設重大事故緩和設備のペデスタル代替注水系（常設）

に対し，多重性又は多様性及び独立性，位置的分散を図る設計と

している。 

これらの詳細については，3.8.2.1.3 の項に記載のとおりであ

る。 

 

・設備の相違 
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⑩の相違 

3.8.3 その他設備 

 

 3.8.3 その他設備 

3.8.3.1 復水輸送系による原子炉格納容器下部注水設備 

3.8.3.1.1 設備概要 

復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水設備は，炉心の

著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するために原子炉格納容器下部への注水を実施するものである。

なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

本系統は，復水輸送ポンプを用い，復水貯蔵タンクを水源とし

た補給水系配管・弁類，復水輸送系配管・弁類及び残留熱除去系

配管・弁類を経由して原子炉格納容器下部への注水が可能な設備

構成としている。復水輸送系，補給水系及び残留熱除去系の電動

弁については，全交流動力電源が喪失した場合であっても，常設

代替交流電源設備（ガスタービン発電機）又は可搬型代替交流電

源設備（高圧発電機車）からの給電により中央制御室から遠隔で

操作が可能である。 

（51-12） 
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3.8.3.1 消火系による原子炉格納容器下部注水設備 

3.8.3.1.1 設備概要  

消火系による原子炉格納容器下部への注水設備は，炉心の著し

い損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止する

ために原子炉格納容器下部への注水を実施するものである。なお，

本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

本系統は，ディーゼル駆動消火ポンプを用い，ろ過水タンクを

水源とした消火系配管保有水を消火系配管，弁類及び復水補給水

系配管を経由して，原子炉格納容器下部への注水が可能な設備構

成としている。消火系の電動弁については，全交流動力電源が喪

失した場合であっても，プラント近傍又は高台に配備した常設代

替交流電源設備（第一ガスタービン発電機）又は可搬型代替交流

電源設備（電源車）からの給電により，中央制御室から遠隔で操

作が可能である。 

（51-11） 

 3.8.3.2 消火系による原子炉格納容器下部注水設備 

3.8.3.2.1 設備概要 

消火系による原子炉格納容器下部への注水設備は，炉心の著し

い損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止する

ために原子炉格納容器下部への注水を実施するものである。なお，

本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 

本系統は，消火ポンプ又は補助消火ポンプを用い，ろ過水タン

ク又は補助消火水槽を水源として消火系配管，復水輸送系配管・

弁類，補給水系配管・弁類及び残留熱除去系配管・弁類を経由し

て，原子炉格納容器下部への注水が可能な設備構成としている。

復水輸送系，補給水系及び残留熱除去系の電動弁については，全

交流動力電源が喪失した場合であっても，常設代替交流電源設備

（ガスタービン発電機）又は可搬型代替交流電源設備（高圧発電

機車）からの給電により，中央制御室から遠隔で操作が可能であ

る。 

（51-12） 
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注水も可能である 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，既設の

消火系による原子炉格

納容器下部への注水を

自主対策設備とする 

 

添3.8-72




